
　この報告及び文章は、別表のとおり、環境基本法（平成5年法律第91号）第12条第1項
及び第2項、循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号）第14条第1項及び第2
項並びに生物多様性基本法（平成20年法律第58号）第10条第1項及び第2項の規定に基づ
き、国会に提出するものである。

（別表）
資料中の該当部分

環境基本法第12条第1項の規定に基づ
く令和3年度の環境の状況

令和3年度環境の状況／令和3年度循環型社会の形
成の状況／令和3年度生物の多様性の状況中第1部
並びに第2部第1章、第4章、第5章及び第6章

環境基本法第12条第2項の規定に基づ
く令和4年度の環境の保全に関する施
策

令和4年度環境の保全に関する施策／令和4年度循
環型社会の形成に関する施策／令和4年度生物の
多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策中
第1章、第4章、第5章及び第6章

循環型社会形成推進基本法第14条第1
項の規定に基づく令和3年度の循環型
社会の形成の状況

令和3年度環境の状況／令和3年度循環型社会の形
成の状況／令和3年度生物の多様性の状況中第2部
第3章

循環型社会形成推進基本法第14条第2
項の規定に基づく令和4年度の循環型
社会の形成に関する施策

令和4年度環境の保全に関する施策／令和4年度循
環型社会の形成に関する施策／令和4年度生物の
多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策中
第3章

生物多様性基本法第10条第1項の規定
に基づく令和3年度の生物の多様性の
状況

令和3年度環境の状況／令和3年度循環型社会の形
成の状況／令和3年度生物の多様性の状況中第2部
第2章

生物多様性基本法第10条第2項の規定
に基づく令和4年度の生物の多様性の
保全及び持続可能な利用に関する施策

令和4年度環境の保全に関する施策／令和4年度循
環型社会の形成に関する施策／令和4年度生物の
多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策中
第2章

R4_環境白書_00b_前付-閣議版.indd   1R4_環境白書_00b_前付-閣議版.indd   1 2022/05/23   12:31:572022/05/23   12:31:57



凡例

◆	 	年（年度）の表記は、原則として西暦を使用し、公的文書の引用等の場合は
和暦を使用しています。

◆	 	「年」とあるものは暦年（1月から12月）を、「年度」とあるものは会計年度
（4月から翌年3月）を指しています。

◆	 	単位の繰上げは、原則として、四捨五入によっています。単位の繰上げにより、
内数の数値の合計と、合計欄の数値が一致しないことがあります。

◆	 	構成比（％）についても、単位の繰上げのため合計が100とならない場合が
あります。

◆	 	本白書に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではありません。

◆	 	原典が外国語で記されている資料については、環境省仮訳が含まれます。

◆	 	企業名については、原則として「株式会社」の記述を省略しています。

◯本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
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はじめに

米国がパリ協定に復帰したことで始まった2021年は、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議
（COP26）に至るまで、国内外の気候変動政策が劇的な変化を遂げ、世界でカーボンニュートラルに
向けて大きく前進した年でした。

COP26における「グラスゴー気候合意」において、世界全体に及ぶ危機である気候変動と生物多様
性の損失は相互関係にあり、自然や生態系の保護・保全及び回復が重要であると述べられており、気候
変動と同時進行で、生物多様性の保全、大気や海洋汚染の防止、プラスチックごみへの対処をはじめと
した資源循環等にも取り組む必要があると言えます。

また、COP26の開催期間中、金融機関がネットゼロに対応するグローバルな金融機関の有志連合
（Glasgow Financial Alliance for Net Zero：GFANZ）が正式に設立され、加えて国際サステナビ
リティ基準審議会（International Sustainability Standards Board：ISSB）の設立により、気候変
動を含むサステナビリティに関する統一的な情報開示の枠組みを策定する動きが進むなど金融面から企
業に対して脱炭素化を促す動きが世界全体で更に加速しています。企業にとって、脱炭素をはじめとし
た環境に配慮した事業活動は、取り組まなければステークホルダーから評価されなくなることと同時
に、取り組むことがビジネスチャンスにつながるとも言え、今こそ、今まで通り（business as usual）
のやり方からの変革が求められます。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第6次評価報告書の第Ⅰ作業部会報告書では「人間の影
響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と記されています。企業活動
や、企業とバリューチェーンでつながり、モノやサービスを購入し生活している私たちの毎日の活動が
地球温暖化に影響を及ぼしているということを認識し、一人一人がモノやサービス等の購入時に、脱炭
素化や生物多様性の保全等につながるかどうかを考慮する必要があります。また、このような一人一人
の購入活動等によるライフスタイルシフトは、企業の環境に配慮した事業活動を突き動かす力にもなり
得ると考えられます。

新型コロナウィルス感染症の拡大による危機とともに、私たち人間の活動による気候変動、資源の大
量消費、生物多様性の損失等の危機によって、持続可能性が危ぶまれています。将来世代が希望を持つ
ことができる社会を引き継ぐためには、「脱炭素」「循環経済」「分散・自然共生」という多角的な切り口
によるアプローチから、一人一人の暮らしの基盤である地域で企業活動から一人一人のライフスタイル
まで横断的な変革を実践しなくてはなりません。また、我が国を持続可能な形に変革するグランドデザ
インでもある「新しい資本主義」「クリーンエネルギー戦略」「デジタル田園都市国家構想」において、
地域は鍵となる主体です。

2022年は、2030年までに脱炭素を実現する「脱炭素先行地域」の募集を開始しました。この変革
に向け、私たち一人一人は、科学的知見を基とした情報から現状を知って行動に移さねば、将来世代に
希望を持つことができる未来を引き継ぐことができないと考えます。

これらを踏まえ、第1章では気候危機とも言われる気候変動問題に対する新たな事実と動向、生物多
様性の国際動向から地球環境問題を捉え、第2章では「脱炭素」「循環経済」「分散・自然共生」という
3つの切り口による我が国のアプローチについて解説し、第3章では、脱炭素を核とした地域循環共生
圏の実現と私たち一人一人が実践するライフスタイルの変革から新たな循環共生型の社会（環境・生命
文明社会）を考えます。また、第4章では、環境省にとって最重要の課題の一つである、東日本大震
災・原発事故からの復興に向けた取組について紹介します。

3はじめに
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「気候危機」とも言われている気候変動問題は、私たち一人一人、この星に生きる全ての生き物に結
びついた、避けることができない喫緊の課題です。国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）
のグラスゴー気候合意では、「気候変動及び生物多様性の損失という相互に結びついた世界全体の危機、
並びに自然及び生態系の保護、保全及び回復が、気候変動への適応及び緩和のための利益をもたらすに
あたり重要な役割を果たす」と述べられています。

世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されており、我が国においても、平
均気温の上昇、大雨、台風等による被害、農作物や生態系への影響等が観測されています。2021年8
月に公表された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書第Ⅰ作業部会報告書政策
決定者向け要約」によると、極端な高温、海洋熱波、大雨の頻度と強度の増加などを含む気候システム
の多くの変化は、地球温暖化の進行に直接関係して拡大すると報告され、地球温暖化を抑えることが極
めて重要であることが確認されました。

パリ協定で示された産業革命以前に比べて世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十
分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするという目標は、COP26のカバー決定にも盛り込まれました。
IPCCの「1.5℃特別報告書」において、気温上昇を約1.5℃に抑えるためには、2030年までに2010
年比で世界全体のCO2排出量を約45％削減することが必要という知見が示されたため、世界各国は
様々な問題に立ち向かいつつ、できるだけ早く、できるだけ大きく排出量を減らす取組を加速的に進め
ています。

	 第1節	 世界の気象災害・我が国の気象災害と経済的影響

θ	1	 近年の国内外の気象災害

個々の気象災害と地球温暖化との関係を明らかにすることは容易ではありませんが、地球温暖化の進
行に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予想されます。第1節では、近年の主な気象
災害等の状況について振り返ります。

（1）世界の気象災害
世界気象機関（WMO）や気象庁の報告によれば、2021年も世界各地で様々な気象災害が見られま

した。
米国やカナダでは6、7月に高温が続き、6月の米国本土の月平均気温は1895年以降で最も高くなり

ました。また、米国やカナダでは多数の大規模な山火事が発生しました（写真1-1-1）。
欧州では、7月中旬の大雨により広範囲で洪水が発生しました。ドイツ西部のリューデンシャイトで

は、14日の1日間で、7月の平年の月降水量の約1.5倍に相当する降水量を観測しました。多数の河川
で極端な洪水が発生し、ドイツで179人、ベルギーで36人が死亡しました（写真1-1-2）。

第1章 1.5℃に向けて

4 令和3年度 >> 第1部 >> 第1章　1.5℃に向けて

R4_環境白書_01部-総説-01章.indd   4R4_環境白書_01部-総説-01章.indd   4 2022/05/23   12:34:212022/05/23   12:34:21



（2）我が国の気象災害
2021年8月中旬から下旬には、日本付近に停

滞している前線に向かって下層の暖かく湿った気
流が流れ込み、前線の活動が非常に活発となった
影響で、西日本から東日本の広い範囲で大雨とな
り、総降水量が多いところで1,400mmを超える
記録的な大雨に見舞われました。特に8月12日
から14日は九州北部地方と中国地方で線状降水
帯が発生して記録的な大雨となりました。また、
西日本日本海側と西日本太平洋側では、1946年
の統計開始以降、8月として最多月降水量記録を
更新しました（写真1-1-3）。

この大雨により12名が犠牲となり、388件の
土砂災害、26水系67河川で氾濫・浸食による被
害が発生するなど（2021年9月2日時点）、各地で多くの被害が発生しました。

	 写真1-1-1	 米国カリフォルニア州の山火事

資料：AFP＝時事

	 写真1-1-2	 欧州の大雨の洪水被害の様子

資料：AFP＝時事

	 写真1-1-3	 令和3年8月の大雨の被害の様子

資料：朝日新聞社/時事通信フォト

	 図1-1-1	 2021年の世界各地の異常気象

北米
森林火災
北カリフォルニアでは、7月頃から森林
火災が起こり、10月までに39万ヘク
タールが焼失した。

高温
カナダ西部のリットン（Lytton）では、
6月29日に49.6℃の日最高気温を観測
し、カナダの国内最高記録を更新した。
※リットンの6月の月平均気温（平年
値）は18.3℃。

寒波
米国中部～南部を中心に、2月中旬の
寒波により合計220人以上が死亡し、
240億米国ドルにのぼる経済被害が発
生したと伝えられた。

アジア
高温
トルコ南東部のジズレでは、7月20日に
49.1℃の日最高気温を観測し、トルコの国
内最高記録を更新した。

大雨
中国中部では、7月中旬～下旬の大雨により
300人以上が死亡したと伝えられた。

オーストラリア付近
熱帯低気圧
4月、サイクロン（Seroja）がインドネシア
の南で発生。インドネシアや東ティモール、
オーストラリアで272人が死亡したと伝え
られた。

1981-2010年の平均気温に対する2021年1月-9月の平均気温の偏差
資料：「WMO Provisional  State of Global Climate in 2021」、気象庁ホームページより環境省作成
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我が国では、長期的には極端な大雨の強さが増大する傾向が見られ、アメダス地点の年最大72時間
降水量には、1976年以降、10年あたり3.7％の上昇傾向が見られます。

その背景要因として、地球温暖化による気温の長期的な上昇傾向に伴い、大気中の水蒸気量も長期的
に増加傾向にあることが考えられています。

θ	2	 気象災害による経済的影響

気象災害は一たび起これば巨
額の損害が発生する可能性があ
ることから、気候変動問題は経
済・金融のリスクと認識される
ようになっています。国連防災
機 関（UNDRR） が2018年
10 月 に 発 表 し た 報 告 書

（Economic Losses, Poverty 
& DISASTERS 1998-2017）
では、1998年から2017年の
直近20年間の気候関連の災害
による被害額は2兆2,450億ド
ル（全体の被害額2兆9,080億
ドルの77％）と報告されてい
ますが、これは、1978年から
1997年の20年間に生じた気候関連の災害によ
る被害額8,950億ドル（全体被害額1兆3,130億
ドルの68％）に比べて約2.5倍です。

また、スイス・リー・インスティテュートの
2021年第1号シグマ調査誌及び最新の公表値に
よると、世界の1970年から2021年にかけての
保険損害額の推移のうち気象に関連する大災害に
よる保険損害額は増大しています（図1-1-2）。
平均気温の上昇による熱波の長期化と頻度増加、
山火事や干ばつ、より深刻な降雨などの2次的災
害が顕著に現れ始めています。そして、災害によ
る物的損害、事業中断、作物不足等が、保険金支
払いの増加に影響が表れています。

我が国においては、一般社団法人日本損害保険協会「近年の風水害等による支払保険金調査結果（見
込み含む）」の調べによると、平成30年度に損害保険会社の主な自然災害の保険金支払額が、平成30
年7月豪雨、平成30年台風第21号、平成30年台風第24号の自然災害によって過去最高額でした（図
1-1-3）。平成30年7月豪雨では、九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道地方など多くの観測地
点で24、48、72時間降水量の値が観測史上第1位となるなど、広い範囲における長時間の記録的な大
雨となり、6,783件の全壊、1万1,342件の半壊など5万800件の住家被害が確認されています。

風水災害等による過去の支払保険金の金額は、平成後半以降に起こった災害が上位を占めています。

	 図1-1-3	 我が国の近年の風水害等による支払保険
金額

（年度）

注：支払保険金の合計額は、一般社団法人日本損害保険協会が調査した主
な風水害等のみ。   

資料：一般社団法人日本損害保険協会「近年の風水害等による支払保険金
調査結果（見込み含む）」より環境省作成
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	 図1-1-2	 世界の大災害による保険損害額の推移
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注１：2021年の物価にスライド。
　２：2021年の損害額は、公表時点での推計ベース。
資料：スイス・リー・インスティテュート
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θ	3	 気候変動の状況とその影響

（1）世界の温室効果ガス排出量
国連環境計画（UNEP）の「Emissions Gap 

Report 2021」によると、2019年の世界の人為
起源の温室効果ガスの総排出量は、全体でおよそ
581億トン（図1-1-4）、2020年の世界の温室効
果ガス全体の排出量のデータはレポート公表時点
では存在しないものの、世界の化石燃料由来の
CO2排出量は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の影響により、2020年には前年から5.4％
と今までになく減少したとされています。一方、
2021年には強いリバウンド傾向が予測され、予
備的な推計では、2019年よりわずかに少ない程
度まで排出量が増加すると見られています。ま
た、同報告書では、2020年は排出量が減少した
ものの、大気中の温室効果ガス濃度は上昇が続い
ていて、気候変動問題の解決のためには、速やかで持続的な排出削減が必要と述べています。

（2）我が国の温室効果ガス排出量
我が国の2020年度の温室効果ガス排出量（確報値）は、11億5,000万トン（CO2換算）であり、

2014年度以降、7年連続で減少しています（図1-1-5）。その要因としては、エネルギー消費量の減少
（省エネ等）や、電力の低炭素化（再エネ拡大、原発再稼働）等が挙げられます。また、前年度の総排
出量（12億1,200万トンCO2）と比べて、5.1％（6,200万トンCO2）減少しており、その要因とし
ては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うエネルギー消費量の減少が示唆されます。2020年
度の森林等吸収源によるCO2の吸収量は約4,450万トンCO2で、森林等吸収源を引くと、11億600
万トンCO2で、2013年度の総排出量（14億900万トンCO2）と比べて、21.5％減少となりました。

我が国の温室効果ガス排出量を生産ベースで見ると、主な家計関連に関する排出量の内訳は、冷暖
房・給湯、家電の使用等の家庭におけるエネルギー消費によるものが中心となり、我が国全体の排出量
のうち家計関連の占める割合は小さくなります（図1-1-6）。なお、生産ベースとは、日本国内で発生
した排出量を指しており、発電や熱の生産に伴う排出量については、その電力や熱の消費者からの排出
として算定した電気・熱配分後の排出量を指します。

	 図1-1-4	 世界の温室効果ガス排出量
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資料：UNEP「Emissions Gap Report 2021」より環境省作成

	 図1-1-5	 7年連続で減少している我が国の温室効
果ガス排出量
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資料：環境省

	 図1-1-6	 生産ベースから見た	
我が国の温室効果ガス排出源の内訳

家計関連
21%

企業・公共部門関連
79%

運輸（家庭の自家用車）　5%

産業廃棄物等　2%

企業・公共部門関連の
CO₂以外の温室効果
ガス　8%

家計関連のCO₂以外の
温室効果ガス　2%

一般廃棄物等　1%

産業（製造業、建
築業、鉱業、農林
水産業でのエネル
ギー消費）　31%

運輸（貨物車、企業の
自家用車、船舶等）　11%

業務その他（商業・
サービス・事業所等）　16%

工業プロセス・その他
（セメント製造時のCO₂
排出等）　4%

家庭（家庭での冷暖房・
給湯、家電の使用等）　14%

エネルギー転換（発電所、
ガス工場、製油所等での
自家消費分）　7%

注１：対象期間は2020年4月1日から2021年3月31日。
　２：CO2以外の温室効果ガスはCH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3。
資料：環境省
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θ	4	 気候変動及び気象災害を発端とする農林水産業への影響

近年、農産物や水産物などの高温による生育障害や品質低下、観測記録を塗り替える高温、豪雨、大
雪による大きな災害が、我が国の農林水産業・農山漁村の生産や生活の基盤を揺るがしかねない状況と
なっています。

気候変動は、作物の生育や栽培適地の変化、病害虫・雑草の発生量や分布域の拡大、家畜の成長や繁
殖、人工林の成長、水産資源の分布や生残に影響を及ぼし、食料や木材の供給や農林水産業に従事する
人々の収入や生産方法に影響を及ぼします。このような影響は、気温や水温、CO2濃度の上昇といっ
た直接的な原因によるものと、水資源量の変化や自然生態系の変化を介した間接的な原因によるものが
あります。また、農林水産分野における気候変動の影響は、商業、流通業、国際貿易等にも波及するこ
とから、経済活動に及ぼす影響は大きいものとされています。

農林水産省の「令和2年度食料・農業・農村白書」（2021年5月閣議決定）によると、我が国は近年、
異常気象に伴う大規模な災害が多発し、2020年7月に発生した「令和2年7月豪雨」により、広範囲
で河川の氾濫による被害が発生し、農林水産関係の被害額は、2,208億円でした。さらに、台風等によ
る被害が発生したことから2020年発生の主な気象災害による農林水産関係の被害額は、2,473億円で
した。このように気象災害は、農林水産業に大きな影響を与えていることがわかります。

農林水産業は気候変動の影響を受けやすく、近年温暖化による農産物や水産物の生育障害や品質低下等の
影響が顕在化しています。「農林水産省気候変動適応計画」（2021年10月農林水産省策定）によると、水産
業においては高水温によるホタテ貝の大量へい死、高水温かつ少雨傾向の年におけるカキのへい死が報告さ
れています。養殖ノリでは、秋季の高水温により種付け開始時期が遅れ、年間収穫量が各地で減少し、魚類
による食害も報告されています。また、同計画に基づく取組の一環として、「令和2年地球温暖化影響調査レ
ポート」（2021年8月農林水産省公表）では、各都道府県の協力を得て、地球温暖化の影響と考えられる農
業生産現場での高温障害等の影響、その適応策等を取りまとめています。一部、現時点で必ずしも地球温暖
化の影響と断定できないものもありますが、将来、地球温暖化が進行すれば、これらの影響が頻発する可能
性があることからレポートの対象として取り上げています。

コラムでは、例年から影響発生の報告が多い、農畜産物を紹介します。私たちが普段口にする身近な野菜
や果物等へ影響することがわかります。

地球温暖化の影響と考えられる農業生産現場での高温障害等の影響及び適応策等一覧

品目 高温障害
（報告数の多い事例） 適応策 予測結果

水稲 白未熟粒の発生、虫害の
多発、粒の充実不足

水管理、適期移植・収穫、害虫防除、高
温耐性品種の作付け（主食用コメの
11.2%にまで増加）等

2041～2060年には、北日本や東日本中山間部において
は増収。東日本平野部から西の地域では減収。

ぶどう 着色不良、着色遅延、日
焼け果

環状剥皮、白・黄緑色系品種の導入（黄
緑色系品種の割合は13.7%まで増加）、
果房への傘がけ等

2031～2050年頃には、適応策を導入しなかった場合、
着色不良発生地域が大きく拡大。

りんご 着色不良、着色遅延、日
焼け果 着色優良品種の導入、細霧冷房等

2046～2055年頃には、関東地方内陸部、本州の日本海
側等にりんご栽培には適さない地域が広がる。一方、北
海道の道北や道東に栽培適地が広がる。

うんしゅう
みかん

浮皮、日焼け果、生理落
果の増加

植物成長調整剤活用、マルチ栽培、摘果
等

2046～2055年頃には、より内陸部にかけて栽培適地が
拡大するほか、日本海側や南東北の沿岸部まで栽培適地
が広がる。一方、栽培に適さない高温の地域も広がる。

トマト 着花（果）不良、不良果、
生育不良 遮光、摘果、細霧冷房等

記載なし
いちご 花芽分化の遅れ、病害の

多発、虫害の多発
クラウン部の冷却、育苗期の屋根散水、
培地の昇温抑制等

きく 開花期の前進・遅延、奇
形花の発生、生育不良

日長操作（電照やシェード）、高温耐性
品種の導入、ヒートポンプの活用等

乳用牛 乳量・乳成分の低下、へ
い死、繁殖成績の低下 送風・換気、早朝給餌、日陰の確保等

資料：農林水産省「令和2年地球温暖化影響調査レポート」より環境省作成

コラム	 私たちの生活への影響
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	 第2節	 科学的知見から考察する気候変動

θ	1	 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書について

IPCCでは、気候変動に関連する最新の科学的知見を報告書として公表しています。IPCCは、2021
年8月に第6次評価報告書（AR6）の第Ⅰ作業部会報告書（WG1）を公表しました。自然科学的根拠
に関する同報告書では、気候変動の原因について、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させて
きたことは疑う余地がない」と、初めて明記されました。また、世界を46の地域に分けて分析が行わ
れ、東アジアを含む多くの地域で極端な高温や大雨の頻度が増加したこと、多くの極端現象には人為的
な影響があったこと、地球温暖化の進行に伴い今後も極端な高温や大雨等が起こるリスクが増加するこ
と、報告書で考慮した全てのシナリオにおいて、世界平均気温は少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続
けることなどが記載されています。

2022年2月には第6次評価報告書の第II作業部会報告書（WG2）が公表されました。影響・適応・
脆
ぜい

弱性に関する同報告書では、「人為起源の気候変動は、極端現象の頻度と強度の増加を伴い、自然と
人間に対して、広範囲にわたる悪影響と、それに関連した損失と損害を、自然の気候変動の範囲を超え
て引き起こしている。」と記載され、人間が引き起こしている気候変動の影響について言及がされまし
た。その他、気温上昇が一時的に1.5℃を超える場合は、超えない場合と比較して、多くの人間と自然
のシステムがより深刻なリスクに直面すること、地球温暖化の進行に伴い、損失と損害が増加し、更に
多くの人間と自然のシステムが適応の限界に達するであろうことなどが記載されています。

同年4月には第6次評価報告書の第Ⅲ作業部会報告書（WG3）が公表されました。気候変動の緩和
策に関する情報をまとめた同報告書では、「COP26より前に発表された国が決定する貢献（NDCs）
の実施に関連する2030年の世界全体の温室効果ガス排出量では、21世紀中に温暖化が1.5℃を超える
可能性が高い見込みである」ことや、「オーバーシュートしない又は限られたオーバーシュートを伴っ
て温暖化を1.5℃に抑える経路や2℃に抑える経路では、世界の温室効果ガスの排出量は、2020年から
遅くとも2025年以前にピークに達すると予測される」ことなどが記載されています。

	 図1-2-1	 1850年から1900年を基準とした世界平均気温の変化

資料：気候変動に関する政府間パネル（IPCC）「第6次評価報告書第Ⅰ作業部会報告書政策決定者向け要約」より環境省作成
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	 第3節	 生物多様性の損失

気候変動と生物多様性の損失は、相互に密接に関連しています。生物多様性及び生態系サービスに関
する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）が2019年に発行した地球規模評価報告書では、生
物多様性及び生態系サービスは世界的に悪化しており、自然の変化を引き起こす直接的・間接的要因
は、過去50年の間に増大していると評価しています。特に、気候変動は直接要因のうち、土地・海域
利用変化、生物の直接採取に次いで3番目に影響が大きいと評価しています。2010年に愛知県名古屋
市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で採択された、2020年までの生物多様
性の保全と持続可能な利用に関する世界目標「愛知目標」は未達成に終わりましたが、2030年までの
間に生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せるための道筋をつけることは、気候変動対策の観点でも
必要なことです。

θ	1	 科学的評価

2020年に開催されたIPBESとIPCCとの合同ワークショップでは、生物多様性の保護と気候変動の
緩和、気候変動への適応の間の相乗効果とトレードオフがテーマとして取り上げられました。2021年
に公表されたワークショップ報告書では、気候と生物多様性は相互に関連しており、生態系の保護、持
続可能な管理と再生のための対策が気候変動の緩和、気候変動への適応に相乗効果をもたらすこと、さ
らに、気候、生物多様性と人間社会を一体的なシステムとして扱うことが相乗効果の最大化やトレード
オフの最小化に効果的であると指摘しています。

また、IPBESの地球規模評価報告書は、人間活動の影響により、過去50年間の地球上の種の絶滅は、
過去1,000万年平均の少なくとも数十倍、あるいは数百倍の速度で進んでおり、適切な対策を講じなけ
れば、今後更に加速すると述べています。このような変化は、陸や海の利用の変化などといった直接的
な要因だけではなく、社会的な価値観や行動様式に規定される、生産・消費パターンや制度、ガバナン
スなどといった間接的な要因によっても引き起こされると述べています。愛知目標と同時に決められた
生物多様性の長期目標である2050年ビジョン「自然との共生」の達成のためには、経済、社会、政治、
技術すべてにおける横断的な「社会変革（transformative change）」が必要であると指摘しています。

2021年10月、ノーベル物理学賞の受賞者に眞
鍋淑郎氏が選ばれました。眞鍋氏は気候変動予測
研究の第一人者であり、ノーベル物理学賞に地球
物理学分野の研究者から選出されるのは初めての
ことでした。眞鍋氏は40年以上前から、地球の大
気や海洋の状態をコンピュータ上に表現する気候
モデルの開発に尽力してこられました。気候モデ
ルがあることによって、将来の地球環境がどのよ
うに変化するかなどを実験的に検証することが可
能になりました。眞鍋氏の研究が、科学に立脚し
た気候変動対策の基盤となっています。眞鍋氏は
IPCCの第1次評価報告書（1990年）等の執筆者
として報告書の作成に従事されました。また、眞
鍋氏の多数の論文が同報告書に引用されるなど気候変動の分野で多大な貢献をされています。

コラム	 ノーベル物理学賞受賞の眞鍋氏の研究

駐米スウェーデン大使（右）からノーベル賞のメダルを授与さ
れる眞鍋氏

資料：AFP＝時事
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これは社会のあらゆる側面において前例のない移行が必要とされる気候変動対策と軌を一にするもので
す。

2050年ビジョン「自然との共生」の達成には、広範な人間活動にわたって「今まで通り（business 
as usual）」からの脱却が求められ、愛知目標の達成状況を評価した地球規模生物多様性概況第5版

（GBO5）では、移行が必要となる8分野のうちの1つとして持続可能な気候変動対策を挙げています。
GBO5では、自然を活用した解決策（NbS：Nature-based Solutions）の適用により気候変動の規模
と影響を低減することを指摘しています。

θ	2	 市場による生物多様性への影響と生物多様性損失による経済の影響

2021年にイギリス財務省により公表されたダスグプタ・レビューは、生物多様性の損失を回復させ
ることは気候変動への対応にも貢献するとした上で、我々にとって最も貴重な資産である自然に依存し
ている経済、生計、幸福は、自然の供給力を大幅に上回って使用していることを指摘しています。そし
て、自然との持続的な関係を築く方法として、①人間の需要と自然資源の供給のバランスをとり自然の
供給能力を向上させる、②経済的成功の測定方法を変える、③金融や教育等の制度及びシステムを変革
する、の3点を指摘しています。また、世界経済フォーラム（WEF）が発表した「グローバルリスク
報告書」（2022）では、気候変動対策の失敗と異常気象に次いで、生物多様性の損失が、向こう10年
のうち世界規模で最も深刻なリスク（第3位）として位置づけられており、経済にとっても生物多様性
の損失は重大なリスクです。

θ	3	 生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）第一部

2021年10月に生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）第一部が開催されました。ハイレベ
ルセグメントでは、多くの国・地域の首脳や閣僚から生物多様性に関するコミットメントや取組が表明
されるとともに、2022年のCOP15第二部におけるポスト2020生物多様性枠組の採択に向けた決意
を示す「昆明宣言」が採択されました。同宣言の中では、生物多様性の損失の主な直接要因である気候
変動に対して、生態系を活用したアプローチにより緩和・適応を行っていくことなどが記載されまし
た。我が国からは、山口壯環境大臣がハイレベルセグメントに参加し、ポスト2020生物多様性枠組に
は、気候変動・環境対策にも貢献するNbS、2030年までに陸と海の30％の保全エリアを確保するこ
とを目指す「30by30（サーティ・バイ・サーティ）」、そして、強固なPDCAサイクルが重要であるこ
とを述べました。また、我が国が生物多様性条約事務局に設置した、生物多様性日本基金（JBF：
Japan Biodiversity Fund）の第2期として総額1,700万米ドル規模（約18億円）での途上国支援を

2021年6月、企業活動に対する自然資本及び生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示す
るための枠組みを構築する国際的な組織として、自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）が設立さ
れました。既に取組が進んでいる気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD：Task force on Climate-
related Financial Disclosures）に続く枠組みであり、資金の流れをネイチャーポジティブ（生物多様性の
損失を食い止め、回復に転じさせる）に移行させるという観点で、自然関連リスクに関する情報開示の枠組
みを構築することを目指しています。

2022年に枠組みの草案を配布し、企業が参加するパイロット事業や規制当局・データ作成者等との協議
を経て、2023年に枠組みを公表する予定です。

事例
	 自然関連財務情報開示タスクフォース	

（TNFD：Task	force	on	Nature-related	Financial	Disclosures）
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行うこと等を表明しました。

	 第4節	 1.5℃に向けて

2021年4月、米国主催の下で気候サミットが開催されました。同サミットは、各国に対し、更なる
気候変動対策を求め、国際社会の機運を高めることを目的とし、約40の国・地域の首脳級が参加しま
した。

2020年10月、我が国は、「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言するとともに、
2021年4月、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な2030年度の新たな削減目標を表明し
ました。我が国を含め、2021年に120を超える国と地域が2050年までのカーボンニュートラル実現
を表明し、気候変動対策の国際交渉、国際会合を行っています。第4節では、気候変動に関する国際的
な施策の動向として、各国際交渉、国際会合の内容について紹介します。

θ	1	 G7・G20における議論

我が国を含む主要先進7か国は、2021年6月のG7コーンウォール・サミットにおいて、世界的な気
温上昇を1.5℃に抑えることを射程に入れ続けるための努力を加速すること、このため遅くとも2050
年までのネット・ゼロ（温室効果ガスの排出実質ゼロ）にコミットすることで一致するとともに、排出
削減が講じられていない石炭火力発電への政府による新規の国際的な直接支援を2021年末までに終了
することにコミットしました。さらに、新興国を含むG20でも、2021年10月のローマ・サミットに
おいて、世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えることを射程に入れ続けるために、長期的な野心と短・
中期的な目標とを整合させる明確な国別の道筋の策定を通じ、全ての国による意味のある効果的な行動
及びコミットメントが必要であることを確認しました。

θ	2	 国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）

2021年10月から11月に英国・グラスゴーで
開催されたCOP26では、パリ協定を採択した
2015年のCOP21以降初めてのCOPでの首脳
級会合となる、世界リーダーズ・サミットが開催
されました。同サミットには、我が国から岸田文
雄内閣総理大臣が出席し、スピーチを行いました

（写真1-4-1）。
岸田文雄内閣総理大臣からは、2030年までの

期間を「勝負の10年」と位置づけ、全ての締約
国に野心的な気候変動対策を呼びかけたほか、新
たな2030年温室効果ガス削減目標、途上国に対
する今後5年間での最大100億ドルの追加支援の
用意及び適応支援の倍増の表明、グリーンイノ
ベーションの推進等、我が国の気候変動分野での
取組の発信を行いました。

COP26では、全体決定として、最新の科学的知見に依拠しつつ、パリ協定に定められた1.5℃に向
け、今世紀半ばのカーボンニュートラル及びその経過点である2030年に向けて野心的な気候変動対策

	 写真1-4-1	 COP26世界リーダーズ・サミットで
スピーチを行う岸田文雄内閣総理大臣

資料：首相官邸ホームページ
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を締約国に求める内容のほか、排出削減対策が講
じられていない石炭火力発電の逓

てい
減（フェーズダ

ウン）及び非効率な化石燃料補助金からのフェー
ズアウトを含む努力を加速すること、先進国に対
して、2025年までに途上国の適応支援のための
資金を2019年比で最低2倍にすることを求める
内容が盛り込まれました。

また、COP25において検討を継続することと
されていたパリ協定第6条に基づく市場メカニズ
ムの実施指針が交渉の結果、合意され、パリルー
ルブックが完成しました。同実施指針のうち、二
重計上の防止については、我が国が打開策の一つ
として提案していた内容（政府承認に基づく二重
計上防止策）がルールに盛り込まれ、今回の合意
に大きく貢献しました。その他、透明性枠組み

（各国の温室効果ガス排出量、削減目標に向けた
取組の進捗・達成状況等の報告制度）、国が決定
する貢献（NDC）実施の共通の期間（共通時間
枠）、気候資金等の重要議題でも合意に至り、パ
リ協定のルール交渉から目標達成に向けた本格的
な実施へと、新しいステージへの移り変わりを告
げる歴史的なCOPとなりました。山口壯環境大
臣は、主要国大臣と10か国・地域の閣僚級及び
代表と二国・二者間会合を行い、合意に向けた提
案や議論をしたほか、閣僚級会合でも我が国とし
ての主張を展開するなど、精力的に交渉を行いま
した（写真1-4-2）。

さらに、今回のCOP26では、産業、土地利用、
エネルギー、資金、海運等々の部門において、有
志国や関係者が実施約束（プレッジ）をしてさらなる排出削減を加速させる、一種の協調行動を促すプ
ログラムが盛り込まれました。

そのほか、会場内に設置した「ジャパン・パビリオン」においては、12の企業・団体による脱炭素
技術等の展示及び31件のセミナーの開催等を通して、国内外の脱炭素移行に資する技術や取組を積極
的に発信し、我が国による脱炭素に向けた取組をアピールしました（写真1-4-3）。さらに、我が国の
COPにおける初めての試みとして、ウェブサイト上で「ヴァーチャル・ジャパン・パビリオン」を開
設し、計33の企業・団体が展示やプレゼンテーションを行いました。

	 写真1-4-2	 クロージング・プレナリーで今後の気
候変動対策について述べている山口壯
環境大臣

資料：UNFCCC事務局配信動画より環境省作成

	 写真1-4-3	 COP26の会場内に設置した「ジャパ
ン・パビリオン」の様子

資料：環境省
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θ	3	 パリ協定6条（市場メカニズム）の実施拡大に向けて

COP26でパリ協定6条ルールが合意されたこ
とにより、今後は同6条メカニズムの世界的な実
施拡大を通じた排出削減の進展が重要となってい
きます。

世界に先駆けて二国間クレジット制度（JCM：
Joint Crediting Mechanism）を実施してきた
我が国として、6条ルールの合意を踏まえ、環境
省は主に3つのアクションに着手していきます。
1つ目は、JCMのパートナー国の拡大、そしてア
ジア開発銀行、世界銀行、国連工業開発機関

（UNIDO）などの国際機関と連携した案件の形
成・実施の強化です。現状の17のパートナー国に加えてインド太平洋を重点地域として新たなパート
ナー国を得るべく、関係国との交渉を加速化していきます。また、COP27がエジプトで開催されると
いうことも踏まえ、アフリカにおけるJCMの実施も強化していきます。2つ目は、民間資金を中心と
したJCMの拡大です。これまでは政府資金を中心として、JCMプロジェクトを形成してきましたが、
民間企業においてJCMを通じた国際的な排出量取引市場への関心が高まっていることも踏まえ、経済
産業省等の関係省庁と共に、民間資金を中心としたJCMプロジェクトの形成に向けた検討を行ってい
きます。3つ目は、市場メカニズムの世界的拡大への貢献です。国連気候変動枠組条約の地域協力セン
ターあるいは世界銀行と連携して、政府内の体制構築支援、あるいは実施プロジェクトによる削減量算
定等に必要な技術支援などを行っていきます。これに関連して、2022年2月及び3月にパリ協定6条
の市場メカニズムの実施拡大に向けた理解促進と能力向上に関する「パリ協定6条国際会議」を主催し
ました。山口壯環境大臣はオンラインで参加し、100か国以上、約1,000名の参加者とともに、各国政
府関係者及び関係事業者等の具体的な体制整備や能力構築を促進するためにJCMや他の既存の取組の
経験などの共有や市場メカニズムの利用に係る各国政府等の先進的な取組などをもとに議論しました。
我が国はこの議論の結果を踏まえ、アジア太平洋地域を対象に、政府職員や事業者の能力構築支援、6
条報告に関する相当調整を含めたトレーニング等の展開を行っていくこととなりました（写真1-4-4）。

パリ協定のルール交渉から目標達成に向けた本格的な実施へと、新しいステージへの移り変わりを告げる
歴史的なCOPとなったCOP26は、政府だけでなく、地方公共団体、民間事業者等のあらゆるセクターが自
主的に目標を設定して取組を加速化させる共同声明がなされました。

例 え ば、「COP26 DECLARATION ON ACCELERATING THE TRANSITION TO 100％ ZERO 
EMISSIOIN CARS AND VANS」は、主要市場で2035年、世界全体で2040年までに販売される全ての新
車を電気自動車（EV）等のゼロエミッション車とすることを目指す共同声明です。

イギリスやカナダ等の28か国は、遅くとも2040年（主要市場では2035年）までに販売される全ての新
車をゼロエミッション車とすること、ニューヨークやサンフランシスコ等の45の地方公共団体は、遅くとも
2035年までに所有またはリースで使用している車両をゼロエミッション車にする、また、権限が及ぶ範囲
でゼロエミッション車の導入を政策的に支援すること、メルセデス・ベンツやフォード、ゼネラルモーター
ズ等の自動車メーカー11社や投資機関等は、主要市場において遅くとも2035年までに全ての新車販売をゼ
ロエミッション車とすることを表明しています。

コラム	 COP26をきっかけとした世界の動き

	 写真1-4-4	 第1回パリ協定6条国際会議で冒頭挨
拶する山口壯環境大臣

資料：環境省
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θ	4	 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）、Glasgow	Financial	Alliance	
for	Net	Zero（GFANZ）

COP26開催のタイミングに合わせて、金融の分野で大きな二つの動きがありました。そのうちの一
つがGlasgow Financial Alliance for Net Zero（GFANZ）の発足です。GFANZはネットゼロへの
移行を目的として設立された銀行、保険、アセットオーナー、運用機関等の7つの金融イニシアティブ
の連合体です。2021年4月、前イングランド銀行総裁、国連気候変動問題担当特使であるマーク・
カーニー氏が設立を表明し、同年11月に正式に発足しました。世界45か国の450社を超える金融機
関が加盟しており、資産規模は約1京4,800兆円に及びます。参加機関は科学的根拠に基づいたガイド
ラインにより2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを達成することや、30年の中間目標を設定
すること、透明性の高い開示を行うこと等が義務付けられており、日本の金融機関もGFANZの構成
イニシアティブに多く加盟しています。

もう一つの大きな動きが、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）の設立です。国際会計基準
（IFRS）の設立主体であるIFRS財団が、COP26の開催に合わせ、国際的なサステナビリティ基準を
設定するために立ち上げた審議会です。今後の動きとして、まずは気候変動に関する情報開示の国際基
準を策定することが見込まれています。日本国内でも、ISSBに対する意見発信のための体制整備を進
めるなど、金融庁が関係省庁と連携して取り組んでいます。
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世界では、豪雨の頻発など気候変動問題がますます顕在化しており、「気候危機」とも言われている
状況です。さらに、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済活動・日常生活が、生物多様性の損失につな
がり、地球環境に限界をもたらしつつあります。このような状況に対し、2020年11月には衆議院及
び参議院で「気候非常事態宣言」が可決されました。また、我が国は、2050年までのカーボンニュー
トラルを目指すことを宣言するとともに、2030年度において温室効果ガスを2013年度から46％削減
することを目指し、さらに50％の高みに向けて挑戦を続けていくことを表明しました。

この挑戦のためには、今までの延長線上ではない、国民一人一人、そして社会全体の行動変容に向け
て、あらゆる主体の取組の更なる後押しと、ライフスタイルの転換が必要です。さらにDX（デジタル
トランスフォーメーション）の活用などにより、「脱炭素」、「循環経済」「分散・自然共生」という多角
的な切り口によるアプローチでSDGsにも取り組みつつ、私たちや将来世代が安心して暮らすことがで
きるグリーン社会を作っていくことを目指していきます。昨今では、自然を活用した解決策（NbS：
Nature-based Solutions）を用いた社会課題の解決も注目されています。

第2章では、このような時代の要請に対応するための「脱炭素」「循環経済」「分散・自然共生」とい
う多角的かつ、相関している3つの切り口からのアプローチを紹介します。

	 第1節	 脱炭素の視点からのアプローチ

パリ協定の気温目標の達成を目指し、脱炭素社会への移行を加速することが重要です。我が国は、気
温上昇を1.5℃に抑えることに整合する2050年までのカーボンニュートラル、及びこの2050年カーボ
ンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度において温室効果ガスを2013年度から
46％削減することを目指し、さらに50％の高みに向け挑戦を続けるため、あらゆるセクターが脱炭素
の取組を加速的に進めています。

また、昨今のロシア・ウクライナ情勢を踏まえて、3月に開催されたG7臨時エネルギー大臣会合で
は、エネルギー安全保障に向けた最重要の貢献としてクリーンエネルギーへの移行の加速、パリ協定及
びグラスゴー気候合意の履行の確認、2020年代を、気温上昇を1.5℃に抑える道筋としての「行動の
10年」とし、2030年目標（NDC）がパリ協定の目的に整合していない国への見直し及び強化の要請
等を含む共同閣僚声明が採択され、国際エネルギー機関（IEA）とともにエネルギー安全保障と気候に
関する目標を同時に推進することとなりました。また、IEAの欧州のロシアへのエネルギー依存を減ら
すための10の提言や、欧州委員会によるロシアからのエネルギー依存脱却の提案である「REPowerEU」
において、再生可能エネルギーの導入の加速化についても盛り込まれています。

再生可能エネルギーは、国内で生産可能なことからエネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様
で、重要な国産エネルギー源であり、引き続き国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導
入を目指すとともに、自立・分散型エネルギーシステムを構築していくことが重要です。

第2章 脱炭素、 循環経済、 分散・自然共生 
という多角的な切り口によるアプローチ
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θ	1	 加速する政策

我が国は今までも脱炭素に向けて様々な施策を行ってきましたが、昨今の世界でのカーボンニュート
ラルへの大きな動きなどを踏まえて、2050年カーボンニュートラルを宣言し、2030年度温室効果ガ
ス削減目標を引き上げました。これらの実現のためには、更なる施策の加速化が必要不可欠です。
2021年度には、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対
策推進法」という。）の改正や地域脱炭素ロードマップの策定等、取組の加速化が始まっています（表
2-1-1）。

特にカーボンニュートラルの鍵となる地域における脱炭素化については、脱炭素先行地域づくりと重
点対策の全国実施を後押しするために、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーショ
ンで実現し、脱炭素化も含め環境負荷軽減を目指す「みどりの食料システム戦略」（2021年5月農林水
産省策定）や、国土・都市・地域空間におけるグリーン社会の実現に向けた分野横断的な脱炭素化等の

	 表2-1-1	 気候変動・脱炭素に関する法律、戦略、計画等の変遷	

2030

2050

IPCC　AR6 第 3作業部会報告書を公表
「気候変動 -緩和策」を公表。

地球温暖化対策計画を改定

地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案を第208回国会に提出

第6次エネルギー基本計画を策定

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略を改定

気候変動適応計画を改定
あらゆる関連施策に気候変動への適応を組み込む。

グリーン成長戦略を改定

地域脱炭素ロードマップを制定

改正地球温暖化対策推進法が公布

グリーン成長戦略を策定

IPCC　AR6 第 2作業部会報告書を公表
「気候変動 -影響・適応・脆弱性」を公表。

COP26を開催
（10 月31日から11月13日（英国時間））

IPCC　AR6 第 1作業部会報告書を公表

2050年
カーボンニュートラル宣言

2020

2021

2022

10月

4月

12月

6月

8月

10月

11月

2月

4月

2030年度目標46％削減と
50％の高みに向けた挑戦

カーボンニュートラル

資料：環境省

最新の科学的知見に依拠しつつ、今世紀半ばでの温室
効果ガス実質排出ゼロ及びその経過点である 2030年
に向けて野心的な緩和策、適応策を締約国に求める。

「気候変動-自然科学的根拠」を公表。「人間の影響が
大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う
余地がない」と初めて明記。

2030年度に温室効果ガスを2013
年 度比46％ 削減、 さ らに50％の
高みを目指して挑戦を続ける新た
な削減目標表明

出資制度を通じて脱炭素事業に民間資金を呼び込む資金支援をするための法的基盤を構築す
るとともに、国による地方公共団体への財政上の措置に関する規定を法的に位置づける。

2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減、さらに50%の高みに向けた挑戦と
の目標実現に向け計画を改定。

気候変動問題への対応と日本のエネルギー需給構造の抱える課題の克服という２つの大きな
視点を踏まえ2050年カーボンニュートラルに向けた長期展望と、それを踏まえた2030年
に向けた政策対応により構成し、今後のエネルギー政策の進むべき道筋を示す。

2050年カーボンニュートラルに向けた基本的な考え方、ビジョン等を提示。温暖化対策は
経済社会を大きく変革し、投資を促し、生産性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長
を生み出す鍵となるものとしている。

同戦略に基づき、予算、税、金融、規制改革・標準化、国際連携等、政策を総動員し、大胆
な投資をし、イノベーションを起こすといった企業の前向きな挑戦を後押しし、産業構造や
経済社会の変革を実現していく。

今後の5年間に政策を総動員し、人材・技術・情報・資金を積極的支援する。2030年度ま
でに少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」を作り、重点対策を実行していく。

2050年カーボンニュートラルを基本理念として法定化。地域の再エネ事業を推進するため
の計画・認定制度の創設。企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等を図
る。

産業政策・エネルギー政策の両面から、成長が期待される14の重要分野について実行計画
を策定し、国として高い目標を掲げ、具体的な見通しを示すとともに企業の前向きな挑戦を
後押しするため、あらゆる政策を総動員していく。
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取組を戦略的に推進する「国土交通グリーンチャレンジ」（2021年7月国土交通省策定）、「2050年カー
ボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2021年6月内閣官房、経済産業省、内閣府、金融庁、総
務省、外務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省策定）等の政策プログラムと連携して地
域脱炭素ロードマップを実行しています。2022年度には、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を
設け、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方公共団体を支援します。さらに、民間資金を呼び込む出資制
度の創設や地方公共団体に対する財政上の措置を講じることで、脱炭素化に資する事業の加速化を図る

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を2022年2月に閣議決定し、第208
回国会に提出しました。例えば、前例に乏しく投融資の判断が難しい、認知度が低く関係者の理解が得
られにくい等の理由から資金調達が難しい脱炭素化に資する事業に対して、より一層の民間資金の呼び
込みが必要な状況となっていることから、脱炭素化に資する事業に対する資金供給その他の支援を強化
することにより、民間投資の一層の誘発を図るとともに、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する
施策のための費用に関して国が必要な財政上の措置を図ります（図2-1-1）。

θ	2	 成長に資するカーボンプライシング

2050年カーボンニュートラルの実現、新たな2030年度の削減目標の達成に向けて、あらゆる施策
を総動員して、民間企業の大胆な投資とイノベーションを促し、産業構造の転換と力強い成長を生み出
していくことが重要です。事業活動や消費活動から排出される炭素に価格付けをする政策手法である

「カーボンプライシング」には、炭素税やキャップアンドトレード型の国内排出量取引のほか、非化石

	 図2-1-1	 地域脱炭素ロードマップに基づく継続的・包括的資金支援の
全体像

資料：�環境省

「地球温暖化対策計画」の見直しについての審議を進める中で、2021年2月に開催された、第3回中央環
境審議会地球環境部会中長期の気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小
委員会地球温暖化対策検討WG合同会合では、将来を担う若者世代にも参加いただき、気候変動問題に関心
を持ったきっかけ、2050年カーボンニュートラルという長期目標に対する受け止め、2030年に向けた気候
変動対策にどのように取り組んでいくべきか等をヒアリングし、意見交換を行いました。若者世代からの意
見として、2030年度目標を2050年カーボンニュートラルと整合的なものにすること、世代間公平性など
を考慮することなどがありました。2021年4月に表明された2030年度目標は、2050年カーボンニュート
ラルと整合的で野心的な目標とし、また、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略において、将来世代
の国民と現在世代の国民との衡平について記述しました。

コラム	 若者世代との意見交換
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価値取引市場、J－クレジット制度やJCMといった自主的なものも含むクレジット取引、企業内で独自
に炭素に価格付けをして投資判断等に活用するインターナル・カーボンプライシングなど、様々な種類
の仕組みが存在します。カーボンプライシングなどの市場メカニズムを用いる経済的手法は、産業の競
争力強化やイノベーション、投資促進につながるよう、成長に資するものについて躊躇なく取り組んで
いきます。炭素価格の低い国で作られた製品等を輸入する際に炭素価格差を事業者に負担させる炭素国
境調整措置（CBAM）について、欧州を中心に検討が進んでいる状況も注視しつつ、今後とも、環境
省と経済産業省が連携し、幅広いステークホルダーと対話を重ねながら、成長に資するカーボンプライ
シングに取り組み、方向性を見いだしてまいります。

θ	3	 適正な再生可能エネルギーの普及拡大

（1）浮体式洋上風力の利活用
遠浅の海域の少ない我が国では、水深の深い海域に適した浮体式洋上風力の導入拡大が重要です。長

崎県五島市の実証事業において風水害にも耐えうる浮体式洋上風力が実用化された事を生かし、確立し
た係留技術・施工方法等を元に普及啓発を進めています。浮体式洋上風力の導入に当たっては、環境保
全・社会受容性の確保や、維持管理や使用後の破棄など多様な観点からの検討が不可欠です。今後も、
脱炭素化と共に自立的なビジネス形成が効果的に推進されるよう、エネルギーの地産地消を目指す地域
における事業性の検証等に取り組みます。

（2）風力発電に係る環境影響評価制度の適正な在り方
再生可能エネルギーの地域における受容性を高め、最大限の導入を円滑に進めていく上で、環境への

適正な配慮と地域との対話プロセスは不可欠であり、環境影響評価制度の重要性はますます高まってい
ます。環境省及び経済産業省による「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方
に関する検討会」において、最新の知見に基づき他の法対象事業との公平性の観点を踏まえ、環境影響
評価法の対象となる風力発電所に係る適正な規模を検討した結果、第一種事業について5万kW以上、
第二種事業について3.75万kW以上5万kW未満としました。これを踏まえ、2021年10月に環境影
響評価法施行令の改正を行い、風力発電所に係る規模要件について第一種事業を1万kW以上から5万
kW以上に改める等の措置を講じるとともに、地域の環境保全上の支障のおそれを防ぐため、法と条例
が一体となって我が国の環境影響評価制度が形成・運用されてきたことに鑑み、当面、都道府県・環境
影響評価法政令市の条例により適切に手当されることが必要であることから、地域の状況に応じて条例
等の検討・整備の期間を確保するための所要の経過措置を講じました。また、同検討会において、風力
発電所の円滑な立地の促進のためには、適正な環境配慮の確保及び地域とのコミュニケーションを図る
ことが重要であるため、風力発電所の環境影響の程度が立地の状況に依拠する部分が大きい風力発電所
の特性を踏まえた適正な環境影響評価制度の検討が必要になりました。この結論を踏まえ、2021年6
月に閣議決定した「規制改革実施計画」において、立地に応じ地域の環境特性を踏まえた、効果的・効
率的なアセスメントの風力発電に係る適正な制度的対応の在り方について2022年度に迅速に検討・結
論を得ることとされ、環境省及び経済産業省は、2021年7月から具体的な検討を開始しました。また、
洋上風力発電所の導入促進に向けても、環境省は、立地や環境影響などの特性を踏まえた環境アセスメ
ント制度の最適な在り方について関係省庁、地方自治体、事業者等と連携の下、検討を進めます。

（3）自然と調和した地域共生型の地熱開発に向けて
地熱発電は、発電量が天候等に左右されないベースロード電源となり得る再生可能エネルギーであ

り、我が国は世界第3位の地熱資源量を有すると言われていることなどから、積極的な導入拡大が期待
されています。しかし、地下資源の開発はリスクやコストが高いこと、地熱資源が火山地帯に偏在して
おり適地が限定的であること、自然環境や温泉資源等への影響懸念等の課題もあります。このような状
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況を踏まえて、守るべき自然は守りつつ、地域での合意形成を図りながら、自然環境と調和した地域共
生型の地熱利活用を促進する観点から、2021年9月に、自然公園法の運用を見直し、国立・国定公園
の第2種・第3種特別地域内において、原則認めないという方針から、小規模な地産地消型や優良事例
については容認し積極的に進める方針に転換するとともに、温泉法の運用においても、大規模な地熱開
発を持続可能な形で行う際には、掘削許可に係る離隔距離規制や本数制限を設けないこととしました。

さらに、2021年4月には「地熱開発加速化プラン」を発表し、改正地球温暖化対策推進法に基づく
促進区域の設定の促進、温泉モニタリングなどの科学的データの収集・調査や円滑な地域調整を進める
こと等を通じ、全国の地熱発電施設数の2030年までの倍増と最大2年程度のリードタイムの短縮を目
指しています。

（4）再生可能エネルギー主力電源化と移動の脱炭素化の同時実現
電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）等は、［1］運輸部門の脱炭素化と動く蓄電池として再

生可能エネルギー主力電源化を同時達成でき、［2］バッテリーはリユースなどが可能であり、［3］災
害時に給電可能で自立・分散型エネルギーシステムの構成要素にもなることから、脱炭素、循環経済、
分散を統合的に進める鍵となります。

2021年1月、菅義偉内閣総理大臣（当時）は第204回国会の施政方針演説において、脱炭素社会実
現に向け、2035年までに新車販売で電動車100％の実現を表明し、同年10月に閣議決定した「地球温
暖化対策計画」にも目標として掲げられています。

電気を動力とする電動車には、電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッ
ド自動車（PHEV）等の車種があります。このうち電気自動車（EV）は、バッテリー（蓄電池）に蓄
えた電気でモーターを回転させて走る自動車です。走行時には自動車からの排出ガスは一切なく、走行
騒音も大幅に減少します。また、燃料電池自動車（FCV）は、車載の水素と空気中の酸素を反応させ
て、燃料電池で発電し、その電気でモーターを回転させて走る自動車です。水素を燃料とする場合、排
気されるのは水素と酸素の化学反応による水のみとなり、排出ガスは一切ありません。これらの自動車
は外部への給電が可能な場合が多く、平時は太陽光等の余剰の再生可能エネルギーによって充電し、必
要なタイミングで放電させることにより、再生可能エネルギーを最大限活用することが可能となるほ
か、系統の調整用の電源として活用することにより再生可能エネルギーの不安定さを補い、より一層の
再生可能エネルギー導入が可能になります。また、災害時等の停電時には非常用電源としての活用が期
待されています。

また、新たなライフスタイルに合わせた、電気自動車（EV）のシェアリングサービスを活用した脱
炭素型地域交通モデル構築に対する支援や、地域の再生可能エネルギーと動く蓄電池としての電気自動
車（EV）等を組み合わせて再生可能エネルギー主力電源化とレジリエンス強化の同時実現を図る自
立・分散型エネルギーシステム構築に対する支援を実施しています。

θ	4	 石炭火力発電

石炭火力発電は安定供給性と経済性に優れていますが、排出係数が、最新鋭のものでも天然ガス火力
発電の約2倍であり、CO2の排出量が多いという課題があります。加えて、電力部門におけるCO2排
出係数が大きくなることは、産業部門や業務その他部門、家庭部門における省エネの取組（電力消費量
の削減）による削減効果に大きく影響を与えます。このため、電力部門の取組、とりわけ石炭火力発電
への対応は、脱炭素化に向けて非常に重要です。

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、火力発電から大気に排出されるCO2排出を実質ゼロに
していくことが必要です。一方で、火力発電は、東日本大震災以降の電力の安定供給や電力レジリエン
スを支えてきた重要な供給力であるとともに、現時点の技術を前提とすれば、再生可能エネルギーを最
大限導入する中で、再生可能エネルギーの変動性を補う調整力としての機能も期待されることを踏ま
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え、安定供給を確保しつつ、その機能をいかにして脱炭素電源に置き換えていくかが鍵となります。
このため、2030年度の新たな温室効果ガス削減目標の実現に向けては、安定供給の確保を大前提に、

石炭火力発電への依存度を可能な限り引き下げることとしています。具体的には、非効率な石炭火力発
電について、省エネ法の規制強化により最新鋭のUSC（超々臨界）並みの発電効率（事業者単位）を
ベンチマーク目標として新たに設定するとともに、アンモニア等について、発電効率の算定時に混焼分
の控除を認めることで、脱炭素化に向けた技術導入の促進につなげていくこととしたほか、容量市場に
おいては、2025年度オークションから、一定の稼働率を超える非効率な石炭火力発電に対して、容量
市場からの受取額を減額する措置を導入するなど、規制と誘導の両面から措置を講じることにより非効
率の石炭火力発電のフェードアウトを着実に推進していきます。

さらに、2050年カーボンニュートラルに向けては、グリーンイノベーション基金なども活用して、
水素・アンモニアの混焼・専焼化やCO2回収・有効利用・貯留（CCUS／カーボンリサイクル）の技
術開発・実装を加速化し、脱炭素型の火力発電に置き換える取組を推進していくこととしています。

なかでも、我が国では、2021年10月に閣議決定した「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦
略」において、2030年までのCO2回収・貯留（CCS）の導入検討を位置付けています。このような
背景の下、環境省では商用規模の火力発電所におけるCO2分離回収設備の建設・実証により、CO2を
分離回収する場合のコストや課題の整理、環境影響の評価等を行うとともに、経済産業省と連携し、
CCS導入に必要なCO2の貯留可能な地点の選定のため、大きな貯留ポテンシャルを有すると期待され
る地点を対象に、地質調査や貯留層総合評価等を実施しています。さらに、化石燃料等の燃焼に伴う排
ガス中のCO2を原料とした化学物質を社会で活用するモデル構築等を通じ、CCUSの早期社会実装の
ため、2023年までの我が国初の商用化規模の技術確立を目指し、普及に向けた取組を加速化していき
ます。

国外対策については、2020年12月に決定した「インフラシステム海外展開戦略2025」において、
世界の実効的な脱炭素化に責任をもって取り組む観点から、今後新たに計画される石炭火力輸出支援の
厳格化を行いました。さらに、2021年6月にG7コーンウォール・サミットで合意したG7首脳コミュ
ニケの内容など踏まえて、同月に同戦略の改定を行い、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電
への政府による新規の国際的な直接支援を2021年内に終了することとしました。

θ	5	 脱炭素化を促進させる金融・企業の動き

（1）ESG金融
世 界 で は、 脱 炭 素 社 会 へ の 移 行 や 持 続 可 能 な 経 済 社 会 づ く り に 向 け たESG金 融（ 環 境

（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）といった非財務情報を考慮する投融資）
への取組が、パリ協定や持続可能な開発目標（SDGs）等を背景として、欧米から先行して普及・拡大
してきました。このようなESG要素に配慮した資金の流れは、我が国においても近年急速に拡大して
います。世界全体のESG投資残高に占める我が国の割合は、2016年時点では約2％にとどまっていま
したが、2020年には世界全体の約8％を占めています。2020年の日本のESG投資残高は約3兆ドル

（346兆円）と、2016年からの直近4年で約6倍にまで拡大しています（図2-1-2）。
環境省では、金融・投資分野の各業界トップと国が連携して、ESG金融に関する意識と取組を高め

ていくための議論を行い、行動する場として2019年2月より「ESG金融ハイレベル・パネル」を開催
しています。2022年3月に開催された第5回では、脱炭素社会への移行を支える金融の役割と行動を
テーマに議論が行われました。国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）やGlasgow Financial 
Alliance for Net Zero（GFANZ）など、脱炭素に向かう国際的な金融の大きな流れに対する対応と
ともに、その大きな流れをどのように国内や地域における社会経済変革につなげていくか、という観点
での取組が紹介され、パネルメンバーによる議論が行われました。議論の最後には、パネルメンバーの
一致した意思の表明として、脱炭素社会への移行に向けたあらゆるファイナンスの総動員や、国際的な
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議論に対する積極的貢献、地場・中小を含む地域の企業に対する脱炭素化に向けた支援等を内容とする
「脱炭素社会への移行を支える金融の役割と行動に関する宣言」が取りまとめられました。

また、再生可能エネルギーなど、グリーンプロジェクトに対する投資を資金使途としたグリーンボン
ドについて、2017年より、環境省で国際資本市場協会（ICMA）が作成している国際原則に基づき国
内向けのガイドラインの策定等により国内への普及に向けた取組を進めています。2021年には国内主
体による発行額が1兆8,000億円を超える規模となりました。国際原則の改定や、国内外の動静を踏ま
え、当該ガイドラインの見直しを進めています。我が国のグリーンファイナンス市場の健全な拡大に資
するよう、2022年夏頃までにガイドライン改定に向けて関係者による議論を進めています。

さらに、脱炭素というゴールに至るための円滑かつスピーディな移行に向けた「トランジション・
ファイナンス」について、2021年5月に、ICMAが策定している国際基準に整合する形で、金融庁、
経済産業省、環境省の共同で「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」を策
定しました。さらに、経済産業省は同基本指針に基づき、トランジション・ファイナンスの実施に当
たって参照できる7つの分野別のロードマップを策定したほか、モデル事業として先行的な事例づくり
の推進並びにトランジションに資する取組への成果連動型の利子補給制度を措置しています。

（2） 気 候 関 連 財 務 情 報 開 示 タ ス ク フ ォ ー ス
（TCFD：Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures）

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
は、各国の財務省、金融監督当局、中央銀行から
なる金融安定理事会（FSB）の下に設置された作
業部会です。投資家等に適切な投資判断を促すた
め、気候関連財務情報の開示を企業等に求めるこ
とを目的としています。2017年6月に、自主的
な情報開示のあり方に関する提言（TCFD報告
書）を公表し、2022年3月末日時点で、世界で
3,150の機関（金融機関、企業、政府等）、うち

	 図2-1-2	 ESG市場の拡大
世界のESG市場の拡大 日本のESG市場の拡大

日本の全運用額に
占める割合は約24％

4年で
1.5倍増

約1,364兆円増

２年で
1.3倍増

約858兆円増

２年で
4.2倍増

約176兆円増

4年で
5.8倍増

約264兆円増

30.7兆
米ドル

22.9兆
米ドル

日本（全体の7％）

0.5兆
米ドル

2.1兆
米ドル2018年

日本（全体の2％）

35.3兆
米ドル

2.9兆
米ドル

日本（全体の8％）

2020年

2016年

資料：�Global�Sustainable�Investment�Alliance�（2020),�Global�Sustainable�Investment�Review�2020及びNPO法人日本サステナブル投資フォーラムサステ
ナブル投資残高調査公表資料より環境省作成

	 図2-1-3	 国・地域別TCFD賛同企業数	
（上位10の国・地域）

資料：TCFDホームページ　TCFD Supporters
（https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/）より環境省作成
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我が国では世界第1位の757の機関がTCFDへの賛同を表明しています（図2-1-3）。環境省、金融庁
及び経済産業省も、報告書を踏まえた企業の取組をサポートしていく姿勢を明らかにするため、TCFD
への賛同を表明しています。

（3）パリ協定と整合した目標設定（SBT：Science Based Targets）
パリ協定では、世界共通の長期目標として、工

業化前からの世界全体の平均気温の上昇を2℃よ
り十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努
力を継続することが盛り込まれています。このパ
リ協定の採択を契機に、パリ協定に整合した科学
的根拠に基づく中長期の温室効果ガス削減目標

（SBT）を企業が設定し、それを認定するという
国際的なイニシアティブが大きな注目を集めてい
ます。2022年3月末日時点で、認定を受けた企
業は世界で1,267社、我が国でも既に173社が
認定を受けています（図2-1-4）。

サプライチェーンにおける温室効果ガスの排出
は、燃料の燃焼や工業プロセス等による事業者自
らの直接排出（Scope1）、他者から購入した電
気・熱の使用に伴う間接排出（Scope2）、事業
の活動に関連する他社の排出等その他の間接排出（Scope3）で構成されます。取引先がサプライチェー
ン排出量の目標を設定すると、自社も取引先から排出量の開示・削減が求められます。SBT認定を取
得している日本企業の中でも、主要サプライヤーにSBTと整合した削減目標を設定させるなど、サプ
ライヤーに排出量削減を求める企業が増加しており、大企業だけでなく、サプライチェーン全体での脱
炭素化の動きが加速しています。

環境省は、SBT目標等の設定支援やその達成に向けた削減行動計画の策定支援、さらには、脱炭素
経営に取り組む企業のネットワークの運営等を行いました。

（4）国際的イニシアティブ「RE100」
RE100とは、企業が自らの事業活動における

使用電力を100％再生可能エネルギー電力で賄う
ことを目指す国際的なイニシアティブであり、各
国の企業が参加しています。

2022年3月末日時点で、RE100への参加企業
数は世界で359社、うち我が国の企業は66社に
のぼります（図2-1-5）。日本企業では、建設業、
小売業、金融業、不動産業など様々な業界の企業
において、再生可能エネルギー100％に向けた取
組が進んでいます。RE100に参加することによ
り、脱炭素化に取り組んでいることを対外的にア
ピールできるだけではなく、RE100参加企業同
士の情報交換や新たな企業とのビジネスチャンス
にもつながります。

なお、中小企業・自治体等向けの我が国独自の
枠組みである「再エネ100宣言 RE Action」は、2021年11月に参加団体数が200に到達しました。

	 図2-1-4	 国別SBT認定企業数（上位10か国）

資料：Science Based Targetsホームページ　Companies Take Action
（http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/）より
環境省作成
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	 図2-1-5	 国・地域別RE100参加企業数（上位10
の国・地域）

資料：RE100ホームページ（http://there100.org/）より環境省作成
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各団体は遅くとも2050年までの再生可能エネルギー100％化達成を目指しています。
環境省では、2018年6月に、公的機関としては世界で初めてのアンバサダーとしてRE100に参画し、

環境省自らも使用する電力を2030年までに100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す取組を実施
しています。

（5）国際的なサステナビリティ開示基準の統一化
世界的にESG金融の拡大が進む中で、気候変動を含む企業のサステナビリティに関する報告基準が

多数存在し、基準の内容や報告対象等も多様にある状況が指摘されています。このような中で、基準を
利用する企業及び基準に基づき報告された情報を利用する投資家等の関係者から、統一的な報告基準の
実現を求める声が国際的に高まっています。

このような状況を受け、2021年11月に、これまで国際会計基準（IFRS）を策定した実績やグロー
バルなネットワークを持つIFRS財団が、下部組織として国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を
設立したことを公表しました。ISSBは、企業がESGに関する情報開示を行う際の統一された国際基準
を策定するための組織であり、新たな国際基準を策定することを目指しています。

このような国際的な基準策定に向けた動きに関し、我が国としても、意見発信を含め、積極的に参画
していきます。

（6）企業の気候変動リスクに関する情報開示の促進
2021年6月に、東京証券取引所は改訂されたコーポレートガバナンス・コードを公表しました。こ

れによって、プライム市場上場企業においてTCFD又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動
開示の質と量を充実すること、自社のサステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取組を開
示することが求められることになりました。

θ	6	 グリーンイノベーションの推進

2020年1月に策定された「革新的環境イノベーション戦略」を受け、環境・エネルギー分野の研究
開発を進める司令塔として、2020年7月から「グリーンイノベーション戦略推進会議」が開催され、
関係省庁横断の体制の下、戦略に基づく取組のフォローアップを行ってきました。

また、第203回国会での2050年カーボンニュートラル宣言を受け、2020年12月に「2050年カー

EUでは、2018年に採択した「サステナブルファイナンス・アクションプラン」に基づき、サステナブル
ファイナンス促進に資する取組を進めています。情報開示が重要な要素の1つとなっており、①「タクソノ
ミー規則」ではサステナビリティ情報の中でもタクソノミーに関連する情報開示を規定し、②「金融機関に
対するサステナビリティ情報開示規則（SFDR）」では、金融機関の組織や金融商品に関連するサステナビリ
ティ情報開示を、③「企業に対するサステナビリティ情報開示指令（CSRD）」提案では、大企業・上場企業
の事業活動に関連するサステナビリティ情報開示を規定し、それぞれが有機的に関連する構造となっていま
す。また、CSRD提案でも情報の開示が求められるデュー・ディリジェンスについては、2022年2月に「企
業サステナビリティデュー・ディリジェンス指令」提案が公表されました。

なお、デュー・ディリジェンスとは、責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダ
ンスによると「自らの事業，サプライチェーンおよびその他のビジネス上の関係における，実際のおよび潜
在的な負の影響を企業が特定し，防止し軽減するとともに，これら負の影響へどのように対処するかについ
て説明責任を果たすために企業が実施すべきプロセス」とされています。

コラム	 サステナブルファイナンスに向けたEUの動向
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ボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（以下「グリーン成長戦略」という。）が報告され、2021
年6月には、更なる具体化が行われました。

グリーン成長戦略においては、技術開発から実証・社会実装までを支援するための2兆円のグリーン
イノベーション基金やカーボンニュートラルに向けた投資促進税制等の支援措置のほか、重要分野にお
ける実行計画が盛り込まれています。

具体的には、洋上風力・太陽光・地熱産業（次世代再生可能エネルギー）、水素・燃料アンモニア産
業等のエネルギー関連産業に加え、自動車・蓄電池産業、半導体・情報通信産業等の輸送・製造関連産
業の他に、資源循環関連産業やライフスタイル関連産業等の家庭・オフィス関連産業に係る現状と課
題、今後の取組方針等が位置づけられました。

また、グリーンイノベーションの推進には、新たな環境ビジネスに先駆的に取り組むスタートアップ
（以下「環境スタートアップ」という。）や起業家候補人材の技術開発などへの支援が重要です。このよ
うな支援により、ポストコロナ時代の新たな環境ビジネス創出や雇用の増加への寄与が期待できます。
環境省では、環境スタートアップ特化型の研究開発支援やピッチイベントや表彰による事業機会創出、
環境技術の性能実証による信用付与等により、グリーンイノベーション創出のための環境スタートアッ
プの研究開発、事業化を支援していきます。

環境省は、温室効果ガス観測技術衛星GOSATシリーズの観測により、全球のCO2とCH4の濃度が年々上
昇している状況を明らかにしてきました。現在開発中の後継機GOSAT-GWは、これまでのミッションを発
展的に継承し、大規模排出源の特定能力と排出量の推計精度の向上を目指します。

通常、家電製品、電気自動車（EV）、発電所等での電力変換等に用いる直流・交流変換器には、ケイ素
（Si）のパワーデバイスが使われていますが、これを窒化ガリウム（GaN）半導体に変えることでエネルギー
損失を大幅に抑えることができます。環境省では、CO2排出量の削減に加え、デジタル社会の加速、また半
導体サプライチェーンの強化を目的に、高品質GaN基板の製造からGaNパワーデバイスを活用した超省エ
ネ製品の商用化に向けた要素技術の開発及び実証、低コスト化を達成するための技術開発を実施しています。

コラム	 グリーンイノベーション

GaN技術を適用した電気自動車	
（All	GaN	Vehicle）

資料：�環境省

点観測から面観測へ

資料：�JAXA、環境省
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θ	7	 脱炭素インフラの海外展開

我が国が交渉を主導したCOP26における市場メカニズムのルール合意を受け、世界的な脱炭素市場
の獲得競争が加速する見込みです。また、2021年10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」にお
いて、我が国が世界に先駆けて実施しているJCMについて、「官民連携で2030年度までの累積で、1
億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量の確保」が目標として掲げられました。官民連携で我が国
の脱炭素技術等の海外展開を強力に促進することにより、世界的な脱炭素化に貢献するとともに、世界
的に拡大する脱炭素市場を獲得して分配の原資となる成長の果実を獲得していくことが重要です。

環境省では、JCMを通じた脱炭素技術等の環境インフラの海外展開を一層強力に促進するため、
2021年6月に策定した「脱炭素インフライニシアティブ」及びCOP26直後に発表した「COP26後の
6条実施方針」に基づき、JCMのパートナー国の拡大、民間資金を中心としたJCMの拡大、パリ協定
6条（市場メカニズム）の世界的な実施拡大に向けて各国における温暖化対策としての市場メカニズム
の理解促進や、政府職員や事業者等の能力構築等への具体的な支援を行っています。特に、民間資金の
活用は、脱炭素市場獲得に向けた戦略として重要であり、対象国の拡大とともに民間資金を中心とした
JCMの拡大を進めていきます。

また、官民連携の枠組みとして、2020年9月に設立した環境インフラ海外展開プラットフォーム
（JPRSI）を活用し、環境インフラの海外展開に積極的に取り組む民間企業の活動を後押ししていきま
す。具体的な活動として、現地情報へのアクセス支援、日本企業が有する環境技術等の海外発信、タス
クフォース・相談窓口の運営等を通じた個別案件形成・受注獲得支援を行っています。

さらに、2021年度から、再生可能エネルギー由来水素の国際的なサプライチェーン構築を促進する
ため、再生可能エネルギーが豊富な第三国と協力し、再生可能エネルギー由来水素の製造、島嶼

しょ
国等へ

の輸送・利活用の実証事業を開始しました。
これらの取組を通じて、世界、特にアジアの脱炭素化に貢献し、脱炭素に貢献するインフラ整備等を

アジア各国と共に主導していく「アジア・ゼロエミッション共同体」構想にも貢献し、気温の上昇を
1.5℃に抑制するために、できるだけ早く、できるだけ大きな削減を実現できるよう支援していきます。

	 第2節	 循環経済の視点からのアプローチ

大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、健全な物質循環を阻害するほ
か、気候変動問題、天然資源の枯渇、大規模な資源採取による生物多様性の損失など様々な環境問題に
も密接に関係しています。

資源・エネルギーや食料需要増大、プラスチックをはじめとした廃棄物発生量の増加が世界全体で深
刻化しており、一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形で資源を利用する「循環経済（サーキュ
ラーエコノミー）」への移行を目指すことが世界の潮流となっています。

θ	1	 循環経済（サーキュラーエコノミー）の我が国の動向

（1）第四次循環型社会形成推進基本計画の第2回点検及び循環経済工程表の策定
「地球温暖化対策計画」において、温室効果ガスの排出削減対策のうちの廃棄物処理における取組の

1つとして、サーキュラーエコノミーへの移行を加速するための工程表の今後の策定に向けて具体的検
討を行うことが定められました。これを受けた取組の一つとして、2022年度に予定されている、「第
四次循環型社会形成推進基本計画」（2018年6月閣議決定）の評価・点検結果を循環経済工程表として
取りまとめ、ライフサイクル全体での資源循環に基づく脱炭素化の取組の推進を図っていきます。
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（2）循環経済パートナーシップ
2021年3月、環境省及び経

済産業省、一般社団法人日本経
済団体連合会は、循環経済の取
組の加速化に向けた官民連携に
よる「循環経済パートナーシッ
プ（J4CE、ジェイフォース）」
を立ち上げました。J4CEでは、
日本企業によるサーキュラーエ
コノミーに関する先進的な取組
として131事例を取りまとめ
て、9月にウェブサイトにおい
て公開しました。また、すでに
実績のある技術やビジネスモデ
ル、将来に向けた研究開発や連
携の取組など、様々な観点から
特に注目すべき28件について
の事例集も発行しました（図2-2-1）。

（3）循環経済及び資源効率性に関するグローバルアライアンス
世界全体での循環経済への公正な移行などを目指して、各国政府や国際的な機関・団体が結集する

「循環経済及び資源効率性に関するグローバルアライアンス（GACERE）」が2021年2月に立ち上がり
ました。GACEREには我が国を含む18か国・地域・機関が参加しており（2022年3月時点）、サー
キュラーエコノミーと気候変動に関する調査報告書の公表などを実施しています。

θ	2	 プラスチック資源循環の促進

（1）プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
第204回国会において「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（令和3年法律第60号）

が成立し、2022年4月1日に施行されました。本法律は、プラスチック使用製品の設計から廃棄物の
処理に至るまでのライフサイクル全般にわたって、3R＋Renewableの原則に則り、あらゆる主体の
プラスチックに係る資源循環の促進等を図るためのものです。具体的には、次の措置を盛り込んでいま
す。

［1］「設計・製造」段階において、プラスチック使用製品設計指針（プラスチック使用量の削減や部品
の再使用、再生プラスチックの利用等）を策定し、当該指針に則した設計を国が認定する制度を
創設すること。

［2］「販売・提供」段階において、特定プラスチック使用製品提供事業者が取り組むべき措置に関し、
判断の基準を定め、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄
物の排出を抑制すること。

［3］「排出」段階において、市区町村の分別収集及び再商品化、製造事業者等による自主回収及び再資
源化、排出事業者による排出の抑制及び再資源化等の取組を促進すること。

本法律を円滑に施行するとともに、引き続き、「プラスチック資源循環戦略」（2019年5月消費者庁・
外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省策定）で掲
げた野心的なマイルストーンの達成を目指し、予算、制度的対応をはじめ様々な施策を総合的に検討・
実施していきます。

	 図2-2-1	 循環経済パートナーシップと注目事例集

資料：�環境省、経済産業省、一般社団法人日本経済団体連合会「循環経済パートナーシップ（J4CE）注目
事例集」
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（2）決議「プラスチック汚染を終わらせる：法的拘束力のある国際文書（条約）に向けて」
2022年2月から3月にかけて開催された第5回国連環境総会再開セッション（UNEA5.2）において、

海洋プラスチック汚染を始めとするプラスチック汚染対策に関する法的拘束力のある文書（条約）につ
いて議論するための政府間交渉委員会（INC）を立ち上げる決議が採択されました。我が国は
UNEA5.2の開催に先立って、プラスチックの大量消費国・排出国を含む多くの国が交渉に参加するた
めには、各国の状況を考慮した上で海洋プラスチックごみ対策を推進することが重要という考えの下、
国別行動計画を策定・公表する仕組みを念頭に置いた決議案を提出し、「プラスチック汚染を終わらせ
る」という表題の決議には我が国が提案した内容や考え方が大きく反映されています。海洋及びその他
の環境におけるプラスチック汚染問題は国境を越え得る課題であり、世界全体で協調して対策に取り組
まなければ問題解決は困難です。我が国は2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を
ゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の提唱国として、今後の
INCにおける国際交渉にも積極的に参加し、世界的な対策の推進に貢献します。

θ	3	 廃棄物・資源循環分野の脱炭素化

廃棄物・資源循環分野においても、2050年温室効果ガス排出実質ゼロのための排出削減策の検討を
早急に進めていくことが不可欠であることから、2021年8月の中央環境審議会循環型社会部会にて、

「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ（案）」を
公表しました。

本シナリオでは、廃棄物・資源循環分野の2050年温室効果ガス排出実質ゼロの達成に向けて対象と
する温室効果ガス排出の範囲や削減対策の実施についての基本的な考え方を整理し、政府・地方公共団
体・民間企業・NGO/NPO・国民等の各主体が今後取り組むべき方向性を明らかにするため、温室効
果ガス削減対策の強度別にシナリオを設定し、2050年までの温室効果ガス排出量の試算を行いました。

試算により、プラスチック資源循環の進展等により廃棄物処理施設（焼却施設・バイオガス化施設
等）からの排ガス等の中の炭素の大半がバイオマス起源となり、廃棄物処理施設でCCUSを最大限実

	 図2-2-2	 「プラスチック資源循環」に関する特設ウェブサイト　イメージデザイン

資料：�経済産業省、環境省
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装できれば、廃棄物・資源循環分野の実質ゼロ、さらには実質マイナスを実現できる可能性があること
が示唆されましたが、同時に、今までの計画等の延長線上の対策では、2050年までの廃棄物・資源循
環分野の脱炭素化のためには不十分なことが明らかとなり、技術、制度面での対策のみならず、関係者
が一丸となり、相当な野心を持って取り組んでいく必要があります。

今後、素材産業や製造業等の他分野の脱炭素化に向けた動きとの連携・調整を図りつつ、廃棄物処理
における技術開発の進捗も踏まえ、引き続き温室効果ガスの排出削減策に向けた検討の深化・精緻

ち
化を

進めてまいります。

θ	4	 災害廃棄物処理

地震や豪雨などの大規模な災害によって発生した災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するため、
災害時には、環境省の職員を現地に派遣するほか、専門家や支援自治体、民間団体の協力による支援体
制を構築しています。専門家及び民間団体を登録する災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-
Net）を運用するとともに、災害廃棄物処理を経験した地方公共団体職員を「災害廃棄物処理支援員」
として登録し、発災時に被災地を支援してもらうことを目的とした「災害廃棄物処理支援員制度（人材
バンク）」を2020年度に設立しました。2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害では、人材
バンクの初運用として被災現場に支援員が現地入りし、仮置場の運営に関する助言や、家屋解体・撤去
に関する助言等を熱海市に行いました。支援員による過去の被災経験を活かした助言により、迅速な復
旧に向けた貢献ができました。

また、人的支援のみならず、一般廃棄物処理施設の整備も支援しています。廃棄物処理施設が被災に
より稼働停止し、市民の生活環境や公衆衛生への悪影響が懸念される事態に備えるため、災害廃棄物処
理の中核を担い、廃棄物発電により、地域のエネルギーセンターとして災害対応拠点ともなる一般廃棄
物処理施設の更新や耐水対策など施設の強靱

じん
化に係る支援を行っています。

	 第3節	 分散・自然共生の視点からのアプローチ

新型コロナウイルス感染症の拡大により、都市への一極集中のリスクが顕在化した一方で、テレワー
クなどが普及拡大し、働く場所の選択肢が多様化しました。このような動きの中で人口分散型の社会の
気候変動対策を含む環境保全上の効果が注目されるようになりました。各地域においても、健全な自然
環境を構築し、気候変動を始め、防災・減災、健康などの様々な社会課題の解決策の基盤として活用す
ることが注目されています。第3節では、分散・自然共生の視点からのアプローチから、生物多様性の
損失を回復軌道に乗せ、レジリエントな社会を形成するための取組について紹介します。

θ	1	 3
サーティ・バイ・サーティ
0 b y 3 0ロードマップ

2021年6月に開催されたG7コーンウォール・サミットにおいて、2030年までに生物多様性の損失
を止めて反転させるという世界的な任務を支える「G7・2030年自然協約」が採択されました。この協
約においてG7各国は国内の状況に応じて2030年までに陸地及び海洋の少なくとも30％を保全又は保
護すること（30by30）にコミットしています。

我が国では、現在、陸地の約20.5％、海洋の約13.3％が国立公園等の保護地域に指定されています
が、30by30目標を達成するためには、国立公園等の保護地域の拡張だけではなく、保護地域以外で生
物多様性の保全に資する地域（OECM：Other Effective area-based Conservation Measures）を
設定していくことが重要です。このため、環境省では、民間等の取組によって生物多様性の保全が図ら
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れている区域を国がOECMに認定する仕組みを2022年度に試行する予定です。そして、2023年には
全国で100地域以上を先行的に認定することを目指します。

30by30目標を達成するため、保護地域の更なる拡充やOECMの設定等を進め、人類の生存基盤で
あり社会経済を支える健全な自然環境を確保し回復させるための道筋となる「30by30ロードマップ」
を2022年4月に公表し、生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）第二部に向けて国際的にも発
信することとしています。このロードマップでは、30by30目標を達成することにより、愛知目標に代
わる2021年以降の新たな生物多様性世界目標であるポスト2020生物多様性枠組の議論でも重要な課
題の一つとなっているビジネスにおける生物多様性の主流化、野生鳥獣の管理や外来種対策、気候変動
により災害の激甚化が想定される中での生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR：Ecosystem-based 
Disaster Risk Reduction）の推進など、健全な自然環境を活用して様々な社会課題を解決していくこ
とについても描いています。

θ	2	 生物多様性に関する世界的動向と次期生物多様性国家戦略に向けて

第1章第3節で紹介したとおり、生物多様性と
生態系サービスの損失が続いていることを多くの
科学評価報告書が指摘しています。また、愛知目
標の最終評価においても、ほとんどの目標に進捗
が見られたものの、完全に達成できたものはない
と指摘され、愛知目標と同時に決められた2050
年までの生物多様性の長期目標である「自然との
共生」の達成には、「今までどおり（business 
as usual）」から脱却し、気候変動対策などの複
数分野と連携した行動が必要とされています。

ポスト2020生物多様性枠組は、2022年に中
国・昆明で開催予定のCOP15第二部での採択を
目指し、現在国際交渉が行われており、愛知目標
をもとに、条約の3つの目的（生物の多様性の保
全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺
伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配
分）のバランスが重視され、30by30を含む数値
目標や、社会・経済活動に関連する目標の充実・
強化、そして生態系を活用した気候変動に対する
緩和や適応等も検討されています。

このような国際交渉が進められる一方で、我が
国では、ポスト2020生物多様性枠組の採択後、速やかにその国内実施を進めるため、COP15開催に
先立ち、2021年8月より中央環境審議会自然環境部会に生物多様性国家戦略小委員会を設置して、次
期生物多様性国家戦略の検討を開始しています。次期生物多様性国家戦略は、ポスト2020生物多様性
枠組を達成するための国内戦略・行動計画であり、2050年までの自然共生社会の実現を目指し、2030
年までに達成すべき目標・取り組むべき施策を盛り込んでいきます。次期生物多様性国家戦略には、気
候変動とも並ぶ地球規模での重要課題である生物多様性の損失や、気候変動対策を含む様々な社会課題
の解決に自然を活用した解決策（NbS）を用いていくことを柱とし、社会経済活動における生物多様
性の主流化についても提示していくことにしています。また、様々な主体の参画を促進するための目
標・指標を設定するとともに、戦略全体の構造を見直すことにしています（図2-3-1）。

	 図2-3-1	 Nature-based	Solutions（NbS）の	
概念図

資料：�IUCN�(2021)．自然に根ざした解決策に関するIUCN世界標準．NbS
の検証、デザイン、規模拡大に関するユーザー�フレンドリーな枠組み．
初版．グラン�スイス：IUCN
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θ	3	 ビジネスにおける生物多様性の主流化の動向

気候変動分野では、その対策と経済活動との好循環を目指す動きが活発です。生物多様性分野におい
ても、自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）による自然資本に関する情報開示の動きに加
え、企業が定量的な目標を設定して生物多様性に配慮した活動を促進する動きがあります。Science 
Based Targets for Nature（SBTs for Nature）は、バリューチェーン上の水・生物多様性・土地・
海洋の領域において、企業等による科学に基づく測定可能で実用的な目標設定を促すイニシアティブで
す。企業等に対して、目標の設定に関する手法やツール、ガイダンスの開発に参加する機会を提供する

「コーポレート・エンゲージメント・プログラム」（我が国から4社が参加）を実施しており、2022年
中に目標設定手法に関するガイダンスを公表する予定です。このように、生物多様性の観点からもビジ
ネスとの好循環を探る動きが進んでいます。

θ	4	 野生鳥獣の捕獲対策

人口減少や高齢化の進行、ライフスタイルの変化等の社会的な環境の変化により、人による自然に対
する働きかけが縮小した結果、人と野生動物との軋轢が増大しています。

近年、ニホンジカやイノシシ等の一部の鳥獣については、生息数が増加するとともに生息域が拡大
し、生態系や農林水産業等への被害が拡大・深刻化しています。1978年度から2018年度までの40年
間で、ニホンジカは約2.7倍、イノシシは約1.9倍に分布が拡大しています。特にニホンジカは、東北、
北陸、中国の各地方で、イノシシは、東北、関東、北陸の各地方で分布域の拡大が顕著となっており、
かつて分布の制限要因と考えられていた積雪量が多い地域への分布の拡大には、気候変動の影響も指摘
されています。

このような状況を踏まえ、2013年に、環境省と農林水産省が共同で「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」
を取りまとめ、当面の目標として、ニホンジカ、イノシシの個体数を10年後の2023年度までに2011
年度と比較して半減させることを目指し、捕獲の強化を進めています。

特に2020年度は、各都道府県や関係機関と連携し、狩猟期（主に11月～翌3月）を中心に全国的
にニホンジカ・イノシシの捕獲活動を強化する「鳥獣被害防止に向けた集中捕獲キャンペーン」を実施
したことから、ニホンジカ及びイノシシの捕獲数（速報値）は、合計135万頭（ニホンジカ67万頭、
イノシシ68万頭）と過去最多を記録しました。

2020年度末時点の推定個体数は、中央値でニホンジカ（本州以南）は約218万頭（90％信用区間：
約173万～292万頭）、イノシシは約87万頭（90％信用区間：約62万～121万頭）と推定されており、
2014年度をピークに減少傾向が継続していると考えられていますが、半減目標の達成には更なる捕獲
の強化が必要となっています（図2-3-2、図2-3-3）。

	 図2-3-2	 ニホンジカの推定個体数（本州以南）
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	 図2-3-3	 ニホンジカの捕獲数の推移
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θ	5	 外来種対策

外来種の脅威に対応するため、特定外来生物に
よる生態系等に係る被害の防止に関する法律（平
成16年法律第78号。以下「外来生物法」とい
う。）に基づき、我が国の生態系などに被害を及
ぼすおそれのある外来種を特定外来生物として指
定し、輸入、飼養等を規制しています。2014年
の改正外来生物法施行から5年以上が経過し、外
来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき措
置について、2022年1月に中央環境審議会から
の答申がなされました。これを踏まえ、「特定外
来生物による生態系等に係る被害の防止に関する
法律の一部を改正する法律案」を2022年3月に
閣議決定し、第208回国会に提出しました。改
正法案では、ヒアリなど意図せず国内へ入ってき
てしまう外来種への対策の強化、アメリカザリガニなど現状で規制がかかっていないが広く飼育されて
いる外来種への規制手法の整備、地方公共団体など各主体との防除の役割分担の明確化等による防除体
制の強化に関する事項が盛り込まれています（写真2-3-1）。また、外来種対策を行っていく上では、
気候変動による外来種の分布可能域の変化に応じた対応を行っていくことも重要です。

θ	6	 国立公園の保護と利用の好循環

我が国の代表的な自然を対象として、34か所の国立公園が指定されています。火山活動等で形成さ
れた多様な地形、南北に長い国土、多様な気候帯等により、多様な景観や動植物を見ることができるほ
か、自然と共生した人の暮らしや文化に触れることができます。

	 写真2-3-1	 アメリカザリガニ（外来種）

資料：環境省

南米原産の特定外来生物のヒアリは、刺されると
強い痛みが生じ、体質等によっては強いアレルギー
反応を起こす懸念があります。そのため定着してし
まうと、生態系への大きな影響に加え、私たちが花
見や花火大会など公園等での季節の楽しみを安心し
て行えなくなるおそれがあります。

今までの水際対策の徹底により国内での定着は確
認されていません。一方で、近年、ヒアリの確認件
数が増加し、有識者からも「定着しそうなギリギリ
の段階」と指摘されており、対策の強化が急務と
なっています。

そのため、効果的な新たな調査技術などの検討の
ほか、調査等のための土地への立入りや、ヒアリが
付着しているおそれがある物品や土地等の検査や消毒命令等に関する規定の整備等を伴う外来生物法の改正
を行い、対策の強化を図ることを考えています。

事例	 ヒアリの定着を防ぐ－水際対策の強化へ－

ヒアリ（外来種）

ヒアリ：全体は赤茶色で腹部が黒っぽい赤色
資料：環境省
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2016年に「明日の日本を支える観光ビジョン」（2016年3月明日の日本を支える観光ビジョン構想
会議策定）に基づき開始した国立公園満喫プロジェクトでは、今まで、先行的、集中的に取組を進める
8つの国立公園を中心に、利用拠点の多言語化、自然体験コンテンツの充実、公共施設の官民連携によ
るサービス向上、廃屋撤去等の景観改善等、受入環境整備や各種プロモーション等の取組を進めてきま
した。

2021年以降は、国立公園満喫プロジェクトの新たな展開として、自然を満喫できる質の高いツーリ
ズムの実現とブランド化を目指すとともに、国内外の利用者を新型コロナウイルス感染症拡大の影響が
出る前までに回復させることを目指し、取組を全ての国立公園へ拡大し、国内誘客の強化、ワーケー
ション等国立公園の新しい利用価値の提供、国立公園における脱炭素化の取組促進を目的としたゼロ
カーボンパークの登録や利用施設の脱炭素化等の推進によるサステナブルツーリズムの実現等を進めて
います。今までの実績を伸ばしてさらに磨き上げを行い、地域の経済活性化と自然環境保全へとつなげ
ていきます。

さらに、国立公園満喫プロジェクトの成果を全国的に展開していくことなどを目的に、2021年に自
然公園法（昭和32年法律第161号）を改正しました。本改正では、保護に加え利用面での施策を強化
することにより「保護と利用の好循環」を実現し、地域の活性化にも寄与していくため、主に以下のよ
うな措置を講じています。

［1］地域の自然を活かした質の高い自然体験活動を促進するため、自然体験活動促進計画制度を創設。
［2］国立公園等の利用拠点の質の向上を図るため、利用拠点整備改善計画制度を創設。
［3］ヒグマ等の野生動物への餌付け等に係る規制の新設及び特別地域等における違反行為に係る罰則

の引き上げ。

	 写真2-3-2	 サステナブルツーリズムの実施	
（阿蘇くじゅう国立公園（写真提供：NPO法人ASO田園空間博物館））

資料：NPO法人ASO田園空間博物館
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	 写真2-3-3	 山口壯環境大臣による阿寒摩周国立公
園の取組の視察

資料：環境省

	 写真2-3-4	 妙高高原ビジターセンター

資料：環境省

中部山岳国立公園南部地域（長野県側）では、登山道をはじめとした山岳利用環境の維持が危ぶまれてい
ることを踏まえ、利用者や関係者にこの問題を周知した上で自らが登山道の維持に参加をする新たな利用者
参加制度「北アルプストレイルプログラム」の実証実験を2021年9月から10月にかけて実施しました。実
証実験では、オンライン決済等のデジタル技術も活用しながら、寄付金の収受、理解促進のための情報提供
及び利用者意識把握のためのアンケート調査を行いました。実証実験の実施結果は、約552万円の寄付金収
受、約16,420回の情報提供ウェブサイト閲覧、約2,100件のアンケート回答数となり、一定の利用者等が
課題や取組について関心をもったほか、アンケート結果では87％の利用者が継続して寄付する意向を示すと
いった前向きな成果が得られました。

北アルプストレイルプログラムの実施

資料：環境省

事例	 利用者負担による保全の仕組みづくり
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θ	7	 自然共生、レジリエントな地域づくりに向けて

（1）気候変動×防災、適応復興の推進
想定を超える気象災害が各地で頻発し、気候変動はもはや「気候危機」とも言われる状況の中、この

ような時代の災害に対応するためには、気候変動リスクを踏まえた抜本的な防災・減災対策が必要とな
ることを踏まえ、環境省及び内閣府（防災担当）は、2020年6月に、気候変動対策と防災・減災対策
を効果的に連携して取り組む戦略（気候危機時代の「気候変動×防災」戦略）を公表しました。取組の
具体例として、千葉県睦沢町の「むつざわスマートウェルネスタウン」の再生可能エネルギーを活用し
た防災拠点としての貢献や高知県土佐市の給食センターのネットゼロエネルギー化など、先進的な取組
が各地域で進められています。環境省では、これらの事例も含め、「気候変動×防災」に関する動画を
公開しています。また、災害からの復興に当たっては、単に地域を元に戻すという原型復旧の発想にと
らわれず、土地利用のコントロールを含めた弾力的な対応により気候変動への適応を進める「適応復
興」の発想を持つことが重要であり、「適応復興」の取組を促進するための地方公共団体向けマニュア
ルを作成するなど、気候変動対策と防災・減災対策を効果的に連携させた取組を進めていきます。
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（2）生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）
古来、水害に苦しんできた我が国では、地域の特性、自然の性質を活かし、森林による保水力の活

用、河川と農地の一体性を確保する伝統的な治水技術（霞堤）、計画的に洪水を貯留する遊水地等も活
用しながら川を治めてきました。このような目的で整備された森林や遊水地等は、その地域の生物の生
息地保全にも貢献しました。気候変動による災害の激甚化といった環境の変化と同時に、人口減少や高
齢化、社会資本の老朽化といった社会状況の変化が進んでいる我が国において、災害を回避する土地利
用の見直しと地域づくりに関する古来の知恵に学び、自然が持つ多様な機能を活用して災害リスクの低
減等を図る「グリーンインフラ」や「Eco-DRR」の取組を進めることは急務となっています（写真
2-3-5）。グリーンインフラやEco-DRRは人工構造物による防災対策と相反するものではありません。

現在、日本だけでなく世界規模で気象災害が増加・激甚化しています。災害時の水確保だけでなく平常時
から水の使い方を見直すと同時に、水資源への負荷軽減や水を有効活用する技術やライフスタイルを確立す
ることが急務の課題です。

WOTAは、貴重な水資源を循環させながら大切に使う技術の開発に取り組んでいます。特に、水処理IoT
センサーや水処理制御アルゴリズムを組み合わせて水処理工程を自動化することで、高効率な水処理・水再
生技術を独自に開発し、可搬・小型の自律分散型水循環システム「WOTA BOX」などを製品化しています。
「WOTA BOX」は、我が国の災害時にも活用されています。2021年末時点で13自治体、20箇所の避難

所、20,000人以上が利用しています。特に2019年の台風19号の後、長野市内の6か所の避難所に設置し
て数か月にわたり入浴を提供しました。現在はシャワーや手洗いなど、トイレ・キッチン排水を除く生活排
水に対応しています。今後、開発中の生物処理のユニットが完成すると、すべての生活排水の処理・循環利
用が可能になります。

これらの技術を用いてWOTAは、コンパクトな国土に水問題の全てのパターンが存在する小島嶼
しょ

開発途
上国や深刻な渇水に悩む先進国に対し、小規模分散型水循環インフラを用いた水供給プロジェクトを提案し
ています。さらに、「WOTA BOX」等の製品開発で培ったセンサー・制御技術を用い、長年経験を積んだベ
テラン技術者でなければ管理が難しかった既存水処理施設の維持管理の自動化・効率化を進めるDX事業も
展開しています。

これらの取組が評価され、英国王立財団とウィリアム王子が創設した環境賞「アースショット賞」で日本
企業から唯一のファイナリストに選出され、ウィリアム王子特別賞を受賞しました。また、COP26にも招
待され、気候変動対策における水の役割などをテーマに、各国の要人と議論を交わしました。

WOTAでは、水の供給や排水処理で、既存の大規模インフラが必要な地域、小規模分散型のインフラが不
可欠な地域、双方にとってより持続可能で最適に配置されたインフラのあり方を模索、提案することを通じ
て、水に対する社会の意識の変化を呼びかけています。

小規模分散型水循環社会のビジョン
小規模分散型水インフラ大規模集中型水インフラ

浄水場

下水処理場 下水処理場

小規模分散型
水循環システム 浄水場

雨水/地下水
/陸送等

資料：WOTA

WOTA	BOX

資料：WOTA

事例	 小規模分散型水循環の構築に向けて（WOTA）
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地域の特性や土地利用の状況、また、地域の人々
のニーズに応じて、自然環境の持つ多様な機能と
人工構造物を最適な組合せで用いて防災・減災対
策を進めることが重要です。

環境省では、2020年度から、かつての湿地・
氾濫原等を再生した場合の、流域全体での保水力
や生物多様性保全効果を示す「生態系機能ポテン
シャルマップ」の作成方法の検討を行っていま
す。これにより得られた技術的知見を地方公共団
体職員向けの手引として取りまとめ、情報発信を
していくこと等により、グリーンインフラや
Eco-DRRによる災害に強く自然と調和した地域
づくりを促進していきます。

	 写真2-3-5	 大雨の際に釧路川の流量低減に貢献し
ている釧路湿原

資料：環境省
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私たちの暮らしは、森里川海からもたらされる自然の恵み（生態系サービス）に支えられています。
かつては、自然から得られる資源とエネルギーが地域の衣・食・住を支え、資源は循環して利用され

ていました。それぞれの地域では、地形や気候、歴史や文化を反映し、多様で個性豊かな風土が形成さ
れてきました。そして、地域の暮らしが持続可能であるために、森里川海を利用しながら管理する知恵
や技術が地域で受け継がれ、自然と共生する暮らしが営まれてきました。

しかし、戦後のエネルギー革命、工業化の進展、流通のグローバル化により、私たちの暮らしは物質
的な豊かさと便利さを手に入れ、生活水準が向上した一方で、自然の恵みにあまり頼らなくても済む暮
らしに変化していく中で、人口の都市部への集中、開発や環境汚染、里地里山の管理不足による荒廃、
海洋プラスチックごみ、気候変動問題等の形で持続可能性を失ってしまいました。そして、持続可能性
を失った経済社会は、新型コロナウイルス感染症に対しても脆

ぜい
弱であることが明らかとなりました。

持続可能な経済社会となるためには、地域においても経済社会を変革する「イノベーション」が不可
欠で、変革に向けたグランドデザインを描き、実行していく必要があります。そして、そこで暮らす一
人一人のライフスタイルが持続可能な形に変革されていくとともに豊かさを感じながら活き活きと暮ら
し、地域が自立し誇りを持ちながらも、他の地域と有機的につながる地域のSDGs（ローカルSDGs）
を実現することにより、国土の隅々まで活性化された未来社会が作られていくことが重要です。そのた
めにも、新しい資本主義のもとで地域のWell-beingをもたらし、デジタル田園都市国家構想を実現に
近づけていくこと、つまりDX（デジタルトランスフォーメーション）を活用しつつ、地域のSDGsで
ある地域循環共生圏の拡大と深化が鍵となります。

	 第1節	 地域循環共生圏の更なる発展

θ	1	 地域循環共生圏

地域循環共生圏は、地域資源を活用して環境・経済・社会の統合的向上を実現する事業を生み出し続
けるとともに、例えば都市と農村のように地域の個性を活かして地域同士で支え合うネットワークを形
成していくという「自立・分散型社会」を示す考え方です。地域が抱える様々な課題を、環境を切り口
に、パートナーシップのもとで統合的に解決していくことから、ローカルSDGsとも言います（図
3-1-1）。

第3章 私たちが変える持続可能な地域と 
ライフスタイル
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（1）地域循環共生圏づくりプラットフォーム
地域循環共生圏を創造していくためには、地域のステークホルダーが有機的に連携し、環境・経済・

社会の統合的向上を実現する事業を生み出し続ける必要があります。環境省は2019年度より、「環境
で地域を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業」を行い、ステークホルダーの組織化

	 図3-1-1	 地域循環共生圏の概念と地域循環共生圏を目指す取組

資料：�環境省
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を支援する「環境整備」と、事業の構想作成を支援する「事業化支援」を行っています。さらにこの事
業の中で、地域循環共生圏に係るポータルサイトの運用も行っており、「知る」「学ぶ」「出会う」「つな
がる」機会等を提供することで、全国各地におけるローカルSDGsの実践を一層加速させています。

（2）グッドライフアワード
環境省が主催するグッドライフアワードは、日本各地で実践されている「環境と社会によい暮らし」

に関わる活動や取組を募集し、表彰することによって、活動を応援するとともに、優れた取組を発信す
るプロジェクトです。国内の企業・学校・NPO・地方公共団体・地域・個人を対象に公募し、有識者
の選考によって「環境大臣賞」「実行委員会特別賞」が決定されます。受賞取組を様々な場面で発信、
団体間等のパートナーシップを強化することで、地域循環共生圏の創造につなげていきます。

高知県は、県面積に占める森林の割合が84％で
日本一の森林率を誇る自然豊かな土地です。84プ
ロジェクトでは、その豊かな森林資源を明るくポジ
ティブなイメージにしようと、高知県の森を84

（はちよん）というブランドにし、それらを活用し
た商品開発等を行っています。また、森林の持続的
な活用のため、「小さな林業」の推進を行い、UI
ターンなどによる林業従事者の新規参入も促進して
います。
「小さな林業」とは、大型林業機械で一定の区域

の木を一度に伐るのではなく、小型林業機械を使用
して行う長期択伐型の林業形態のことです。良質な
木材生産が可能な森を持続させることで、地域の自
然資源を循環させることができることに加え、小型
機械の使用で参入コストが低いことにより、林業従事者の拡大に期待できます。また、比較的幅の狭い道の
敷設で済むため、山の保全にも配慮しています。

84プロジェクトでは、小さな林業の推進と高知県産木材のブランド化により、定住者を増やし、地域資源
を活用した経済循環を生み出すことで地域を活性化するとともに、森林と人の持続可能な関わり方の実現を
目指しています。

事例
	 日本一の森林率84％をブランディングする	

（NPO法人84プロジェクト）

小さな林業・作業道研修の様子

資料：NPO法人84プロジェクト
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（3）SATOYAMAイニシアティブ
我が国は、国連大学と共に、

2010年に愛知県名古屋市で開
催された生物多様性条約第10
回締約国会議（COP10）を機
に、SATOYAMAイ ニ シ ア
テ ィ ブ を 提 唱 し ま し た（ 図
3-1-2）。

SATOYAMAイニシアティ
ブは、地産地消等の持続可能な
ライフスタイルにより形成・維
持されてきた、我が国の里地里
山のような二次的な自然環境の
保全と持続可能な利用の両立を
目指しており、日本で培われた
経験も発信しています。本イニ
シアティブでは、世界各地の
パートナーと共に、地域ワーク
ショップの開催や各国の農業生態系保全プロジェクトの支援などの活動を進め、生物多様性条約ではそ
れまであまり重視されていなかった、二次的な自然環境の重要性に光を当てたことで、生物多様性条約
締約国会議をはじめとする国際的な議論の場においても高く評価されています。
「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ」の会員は、2022年3月時点で73か国・地域

の283団体となっています。
生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）第二部で採択される予定の新たな生物多様性の世界

目標の下で、SATOYAMAイニシアティブの取組を発展させ、我が国のOECM（保護地域以外で生物
多様性保全に資する地域）の考え方や地域循環共生圏の国際発信や、SDGsの達成にも貢献することが
期待されます。

第9回グッドライフアワードで環境大臣賞最優秀
賞に輝いたアイ・グリッド・ソリューションズは、
商業施設や物流施設といった既存施設の屋根を利用
した分散型太陽光発電所を導入し、土地を切り崩さ
ないため自然環境に負荷をかけずに再生可能エネル
ギーを利用することを実現しています。施設の屋根
で発電した電力をその施設内で使う地産地消の再エ
ネであり、土地を切り崩すことがないため環境保全
にも寄与しています。また、発電した電気は溜める
ことが出来ないという特性も独自のAIを用いたエ
ネルギーマネジメントや循環的に利用できるプラッ
トフォームを構築し、余った電力を別の利用者に供
給することで、再生可能エネルギーを効率的に利用
しています。

コラム
	 自然を傷つけない屋根上太陽光発電とグリーンテックで環境に優しい	

エネルギー循環の実現（アイ・グリッド・ソリューションズ）

太陽光発電システムを設置した商業施設

資料：アイ・グリッド・ソリューションズ

	 図3-1-2	 SATOYAMAイニシアティブの概念図

資料：UNU-IAS
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2021年6月に、環境省と公益社団法人日本プロ
サッカーリーグ（Jリーグ）は、お互いが持つ知見
やネットワークを共有しながら、SDGsの観点で、
地域の活力を最大限発揮できるための取組を協働し
ていくことに合意しました。Jリーグの各クラブは、
長年にわたり、地域やサポーターの協力も得て社会
課題解決、地域振興に資する活動を実施してきまし
た。今後、環境省は、Jリーグと協力しながら、気
候変動対策やプラスチック資源循環施策、国立公園
の利活用を始めとする環境問題に関する普及啓発や
行動変容を訴求することで、サポーターや地域の企
業、金融機関等への効果的な働きかけにつなげ、地
域全体での環境・経済・社会の持続可能性の向上を
図っていきます。

コラム	 Jリーグとの連携

連携協定の締結式典の様子

資料：環境省

長野県では、子どもたちが自然の中で主体的な遊びを通して、生きる力の土台を育めるよう、2015年に
「信州型自然保育（信州やまほいく）認定制度」を創設、2022年1月現在241園が認定を受けています。認
定園の1つである1971年開園の伊那市高遠第2・第3保育園は、2015年に園児数18名で定員の半分を切
り存続の危機となりました。危機打開のために保護者や地域住民等で「高遠第2・第3保育園の存続と未来
を考える会（現在は、「高遠第2・第3保育園と地域の未来を考える会」に変更）」を立ち上げ、保護者から
の提案により同年10月信州型自然保育認定制度普及型（自然保育にも積極的に取り組んでいる活動）、
2018年特化型（屋外での自然保育に重点を置く活動）の認定を受けました。県内唯一の特化型公立園とし
て注目され、移住者増加に貢献し、2021年度の園児数30名中27名が移住者の子どもでした。今後も子ど
もを中心に、園・保護者・地域が連携して伊那市の保育目標である「生きる力のある子ども」を「やまほい
く」という方法を通して育み、子どもたちの笑顔と元気な姿を見せ、話題を発信することで移住者増加等、
地域の活性化に役立ちたいと考えています。

きれいなもみじ

資料：高遠第2・第3保育園

はっぱのシャワー

資料：高遠第2・第3保育園

事例	 信州やまほいく（長野県）
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θ	2	 地域における脱炭素化

（1）再生可能エネルギーを地域でつくる重要性
財務省の貿易統計によれば、2020年の我が国の鉱物性燃料の輸入額は約10.5兆円にのぼります。環

境省において2015年度の市町村別のエネルギー代金の域内外収支を産業連関表等にて算出したところ、
約9割の市町村で域外への支出が上回っています。この資金を、国内で生産できる多様な地域の再生可
能エネルギーの導入や省エネ対策、投資に回すことにより、エネルギー収支を改善し、地域内の資金循
環を増やすことで、足腰の強い地域経済を構築するとともに、新たな雇用の創出や、災害時の強靱

じん
さ

（レジリエンス）の向上にもつながる効果が期待されます。
また、再生可能エネルギーの更なる導入に当たっては、適正な事業者による地域と共生した事業実施

を図り、地域における前向きな合意形成を促した形で、適地の確保を進めることが重要です。一方で、
急速に拡大してきた太陽光発電を中心として災害や環境への影響、不法投棄などに関する懸念が広が
り、一部の事業では地域トラブルが生じているケースも見られます。このことを踏まえ、安全面、防災
面、景観や環境への影響、将来の廃棄等に対する地域の懸念を払拭し、責任ある長期安定的な事業運営
が確保される環境を更に構築することが必要です。環境省は、環境アセスメント制度や、2021年6月
に公布された改正地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業に関する制度を適切に運用し、
地域における円滑な合意形成を図りつつ、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再生可能エネルギー事
業を促進します。また、適正に環境配慮がなされず、丁寧な合意形成が図られていない再生可能エネル
ギー事業については、環境影響評価法に基づく環境大臣意見などにより今後も厳しい態度で臨んでいき
ます。さらに、経済産業省、農林水産省、国土交通省及び環境省が共同事務局となり、有識者や実務者
等から構成される検討会を2022年4月に設置し、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備
の適正な導入及び管理に向けた施策の方向性を幅広く検討しているところです。

こうした地域と共生した形での導入を前提に、地域で再生可能エネルギーを作ることは、昨今の世界
情勢を踏まえると、エネルギー安全保障にも寄与し、さらに脱炭素化の環境面、地域資金循環による経
済面等に貢献できることが期待され、自立した地域づくりに貢献します。

（2）地域経済循環分析の活用
地域経済循環分析は、全国約1,700自治体から任意の自治体を選択するだけで、産業別の生産額や雇

用者所得、石油・ガスなどのエネルギーに使用している額、域際収支など、経済の特徴が一目で分か
り、さらに他の自治体との比較も簡単にできる分析ツールで、2017年度に環境省で構築しました。現
在、環境省ウェブサイトに公開されている分析ツールは、誰でも無料で利用できます（図3-1-3、図
3-1-4）。

地域経済循環分析により、市町村単位又は複数の市町村をまとめた圏域で、地域の所得（お金）の流
れを生産、分配、支出（消費、投資等）の三面で「見える化」することで、地域経済の全体像と地域か
らの所得の流出入を把握でき、「地域からエネルギー代金の流出はどの程度か？」などの分析ができる
ため、地方公共団体の政策担当者が、再生可能エネルギー等の地域環境対策が地域経済循環構造に与え
る影響について検討することが可能となります。脱炭素化を核とした環境・経済・社会面における地域
の諸課題の「同時解決」を図るためにも、地域経済活性化に寄与する地域環境対策を講ずることが必要
です。
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	 図3-1-3	 地域経済循環構造図

①生産・販売

②分配
（家計・企業）

③支出
（消費・投資）

視点4：経常収支

視点2：消費

所得

視点3：投資

視点1：分配

所得流出

所得流入

所得流出
所得

所得

所得流入

移輸入
（所得流出）

移輸出
（所得流入）域内調達

所得流入

所得流出地域において地域企業・事
業所が生産・販売を行い、
所得を稼ぐ

生産で稼いだ所得を地域
の住民、企業に分配する

・分配された所得を用いて、消
　費や投資に支出する
・生産超過は移輸出、需要超過
　は移輸入する
・地域内に支出（消費、投資等）
　することで生産・販売へ還流
　する

所得の域内への流入

所得の域外への流出

所得の流れ：好循環構造
（生産→分配→支出）

④生産・販売への
還流

稼ぐ力：労働生産性

1人当たり所得

所得

所得循環構造

資料：環境省、価値総合研究所
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	 図3-1-4	 地域経済循環分析　自動作成ツール出力例

注）石炭・原油・天然ガスは、本デー
　　タベースでは鉱業部門に含まれる。
注）エネルギー代金は、プラスは流出、
　　マイナスは流入を意味する。
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分　配

注）その他所得とは雇用者所得以外の所得であ
　　り、財産所得、企業所得、税金等が含まれ
　　る。
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エネルギー代金の流出：
約82億円 （GRPの約6.5％）

石炭・原油・天然ガス：約6億円
石油・石炭製品：約46億円
電気：約25億円
ガス・熱供給：約4億円

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

生
産

支
出

地域の特徴

分
配

分析内容
①○○市では、建設業が最も付加価値を稼いでいる産業である。
②第２次産業では、建設業が最も付加価値を稼いでおり、次いで食料品、窯業・土石製品
　が付加価値を稼いでいる産業である。
③第３次産業では、住宅賃貸業が最も付加価値を稼いでおり、次いで保健衛生・社会事
　業、公務が付加価値を稼いでいる産業である。

⑥○○市では、建設業、食料品、小売業が域外から所得を稼いでいる。
⑦消費は域内に流入しており、その規模は地域住民の消費額の1割未満である。
⑧投資は域外に流出しており、その規模は地域住民・事業所の投資額の1割程度である。

⑨○○市では、エネルギー代金が82億円域外に流出しており、その規模はGRPの約
　6.5％である。
⑩エネルギー代金の流出では、石油・石炭製品の流出額が最も多い。
⑪○○市の再生可能エネルギーのポテンシャルは、地域で使用しているエネルギーの
　約19.42倍である。
⑫○○市のCO₂排出量は、産業、民生、運輸部門のうち民生部門が最も多く、
　117千tCO₂である。夜間人口1人当たりのCO₂排出量は8.08tCO₂/人であり、全国
　平均と比較して高い水準である。

④○○市では、第3次産業の雇用者所得への分配が最も大きい。
⑤○○市の夜間人口1人当たりの所得は4.80百万円/人であり、全国平均と比較して高
　い水準である。

■域内の事業所が1年間に域
内でどれだけ付加価値を稼
いだか

■付加価値とは、売上から原
材料を除いた売上総利益で
ある

■域内の産業で、域外から所
得を稼いでいる産業は何か

■地域内で稼いだ所得が地域
内の消費や投資に回ってい
るか否か

■エネルギー代金の支払いに
よって、住民の所得がどれだ
け域外に流出しているか
■域内に再生可能エネルギー
の導入ポテンシャルがどれ
ぐらい存在するか
■CO₂がどの部門からどれだ
け排出されているか

■生産面で稼いだ付加価値が
賃金・人件費として分配さ
れ、地域住民の所得(夜間人
口1人当たり所得)に繋がっ
ているか否か

エ
ネ
ル
ギ
ー

・CO

₂

注１：消費＝民間消費＋一般政府消費、投資＝総固定資本形成（公的・民間）＋在庫純増（公的・民間）
　２：�再生可能エネルギーのポテンシャルには、環境省「再生可能エネルギー情報提供システム［REPOS（リーポス）］」における住宅用等太陽光、公共系等太陽光、

陸上風力、洋上風力、中小水力（河川部）、地熱のデータを用いており、市町村単位のデータがない公共系等太陽光、洋上風力は市町村単位に按分した結果を
用いている。

資料：環境省、価値総合研究所「地域経済循環分析」
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（3）環境政策に係る全国行脚
環境省では地域の脱炭素化及びその他の環境政策について、環境大臣、環境副大臣、環境大臣政務官

が全国47都道府県で様々な関係者と対話を実施しています。2022年1月には、地方公共団体とともに
地方の成長戦略でもある地域脱炭素の重要性について理解を深めていくために、地域脱炭素施策に関す
るブロック別意見交換会を開催しました。環境大臣、環境副大臣、環境大臣政務官が出席し、都道府県
知事及び市町村長等合計140名が参加し、地域の脱炭素化に関するニーズや課題について意見交換を
行いました。引き続き、環境大臣、環境副大臣、環境大臣政務官と地域の様々な関係者が対話をする環
境政策に係る全国行脚を実施していきます（写真3-1-1）。

	 写真3-1-1	 環境政策に係る全国行脚の様子
山口壯環境大臣

（関東ブロック会議）
大岡敏孝環境副大臣
（近畿ブロック会議）

中川康洋環境大臣政務官
（東海ブロック会議）

穂坂泰環境大臣政務官
（全国行脚（香川県（オンライン）））

務台俊介環境副大臣
（ブロック別会議（長野県））

資料：環境省
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埼玉県さいたま市では2011年に「次世代自動車・スマートエネルギー特区」の指定を受け、「暮らしやす
く、活力のある都市として、継続的に成長する環境未来都市」の実現を目指しています。さらに、2015年
からはSDGsにつなげるスマートシティさいたまモデルを実現すべく、環境負荷が少なく快適、便利で健康
的に過ごせる最先端のまちづくりが展開されてきました。美園地区の「浦和美園E-フォレスト」内において
は、共有空間の創出や住宅の高断熱化、次世代型電力コミュニティの導入等、先進技術により自然・街・人
が様々な形でつながり、未来への好循環を育むまちづくりが進められています。各住戸が敷地の一部を拠出
することで、住民共用のコモンスペースを創出し、電線や通信ケーブルの地中化も行っており、住民同士が
適度に顔を合わせるコミュニティの醸成を促す設計になっています。

この「浦和美園E-フォレスト」のうち第3街区は、さいたま市、Looop（ループ）、中央住宅、高砂建設、
アキュラホームが共同で開発し、2021年12月から入居を開始した全51戸の分譲地で、住宅街の各戸の屋
根上の太陽光パネル（4.5kW/戸）で発電した電力を、街区中央にあるチャージエリアに集約し、各戸へ配
電するマイクログリッドを形成しています。チャージエリアには大型蓄電池（125kWh）や「動く蓄電池」
である電気自動車（EV）を備え、太陽光発電の余剰分の蓄電と配電を行います。

また、各戸にはハイブリッド給湯器も導入し、予測需要量に対し太陽光発電の余剰が発生するタイミング
でお湯を沸き上げるなど、需給両面で再生可能エネルギーの利用率を最大限に高めています。1年間に街区
で必要とする電力の60％以上を街区内で発電した再生可能エネルギーで賄い、不足分も非化石証書を活用す
ることで街区内の電力供給を実質的に再生可能エネルギー100％としています。系統停電時には、系統電力
から独立してマイクログリッドが自立運転することで、街区内への電力供給を継続可能にする災害への強さ
も実現します。

街区内では、太陽光発電の余剰に応じて従量料金単価を変動させるダイナミックプライシング料金メニュー
を提供します（2022年4月開始）。各戸に設置するデバイスで電力使用量や翌日の従量料金単価を表示し、
各家庭の行動変容を促進することで、太陽光発電の自家消費率向上も見込まれます。

第3街区　エネルギーシステム概要

資料：Looop

山口壯環境大臣による街区の視察

資料：環境省

事例
	 浦和美園第3街区を核として実現するスマートシティさいたまモデル	

（さいたま市、Looop、中央住宅、高砂建設、アキュラホーム）
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θ	3	 地域循環共生圏づくりを支えるESG金融の推進

地域の金融機関には、地域資源の持続的な活用による地域経済の活性化を図るとともに、地域課題の
解決に向けて中心的な役割を担うことが期待されています。このような環境・経済・社会面における課
題を統合的に向上させる取組は、地域循環共生圏の創造につながるものであり、地域金融機関がこの取
組の中で果たす役割を「ESG地域金融」として推進することにより、取組を深化させていくことが重
要です。

（1）ESG地域金融実践ガイド2.0
2021年4月、ESG 地域金融の実務の発展に応じる形で、環境省はESG地域金融実践ガイドを改定

しました。このガイドは、金融機関としてのESG地域金融に取り組むための体制構築や事業性評価の
事例をまとめるとともに、事例から抽出された実践上の留意点や課題等について分析したもので、地域
金融機関が参照しながら自身の取組を検討・実践する助けとなる資料となっています。

（2）持続可能な社会の実現のためのESG地域金融の普及展開に向けた共通ビジョン
分散型の持続可能な社会づくりに向けて地域におけるESG金融の普及展開を図ることを目的に、

ESG金融ハイレベル・パネルの下に「ESG地域金融タスクフォース」を立ち上げ、地域金融の様々な
プレイヤーと一体となって議論を進め、2021年3月にESG地域金融の普及展開に向けた「共通ビジョ
ン」を策定しました。地域課題の解決や地域資源の活用を通じた持続可能な社会の実現に向けて、地域
金融機関等の果たすべき役割や共有すべき考え方等がまとめられています。

元気アップつちゆは、福島市街から車で約30分の位置にある土湯温泉のまちづくりを行っている会社で
す。2011年の東日本大震災の影響による観光客激減を打開するため、土湯温泉観光協会と湯遊つちゆ温泉
協同組合が出資し、2012年に設立されました。地域資源の温泉を生かした振興を考えた結果、バイナリー
式地熱発電所を2015年に稼働させ、売電収入を住民が福島市街に通うためのバス定期券代や空き店舗の活
用補助等に活用しています。またバイナリー式地熱発電所は産業観光資源の役割も果たし、観光客数増加と
それに伴う雇用創出に貢献しています。今後は多様なフィールドと分野で活躍する人たちと協働で「オープ
ンプラットホーム観光地」を目指します。

バイナリー式地熱発電所

資料：元気アップつちゆ

発電時に使った冷却水で海老を飼育

資料：元気アップつちゆ

事例	 再生可能エネルギーを地域観光振興のコンテンツに（元気アップつちゆ）
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（3）地方銀行との連携
地域金融機関は地域循環共生圏の創造に向けて中心的な役割が期待されることもあり、地域の様々な

セクターとの積極的な連携が図られています。地域金融機関との頻繁な意見交換や勉強会の開催のほ
か、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に基づく情報開示の支援などを含めて各種
の事業を通じて実際の案件形成・地域の課題解決をサポートしています。

θ	4	 地域循環共生圏の深化へ

2022年は「地域脱炭素元年」とも言われます。地域の脱炭素化を推進するためには、地域経済に貢
献し、地域課題の解決を図り、地方創生を後押しする「地域に利益をもたらす脱炭素化事業」であるこ
とが重要です。このような事業は、地域の多様な分野の人が協働して主体的にかかわり、地域外の人と
のつながり・支えあいによって生み出されます。

また脱炭素化を実現することは、資源循環や自然共生を同時に実現していくことでもあります。そし

2021年9月に両者でESG地域金融に関する連携協定を締結しました。地域循環共生圏や地域脱炭素の実
現に向けて、地域金融機関への伴走支援体制を強化して道内市町村や企業の取組を金融面から後押しし、北
海道におけるESG地域金融の普及と地域課題解決を目的としています。今後、市町村も含め、地方銀行や信
用金庫を対象とした講師派遣やヒアリング、事業の掘り起こし等を行っていく予定です。三井住友信託銀行
は独自のインパクト評価手法や専門家集団が科学的根拠に基づいてイノベーションの推進や技術の社会実装
を図る「テクノロジー・ベースド・ファイナンス」を実施しており、その強みを活かした取組を行っていき
ます。

地域金融機関への伴走支援のフレームワーク

ESG地域金融
の普及

案件づくり

事業実施

インパクト評価

フェーズ 地方自治体 地域金融機関 環境事務所 三井住友信託銀行

▼組織内勉強会 講師等派遣

情報提供

▼地域資源の特定

▼地域課題の特定

▼地域経済界ニーズ
個別ヒアリング

▼脱炭素先行地域

▼再エネ促進区域

案件形成
地域脱炭素ロードマップ

技術的助言
改正温対法

▼地域協議会
※協議会が組織されている場合

技術的助言
改正温対法

▼再エネ事業者対話

▼協調融資等

▼インパクト評価

科学的助言
テクノロジーベースドファイナンス

コーディネート支援

コンサルティング支援

個別ヒアリング

▼ESG地域金融の理解の促進

資料：環境省

事例
	 三井住友信託銀行と北海道地方環境事務所が	

ESG地域金融に関する連携協定
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て地下資源の活用を中心とした従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から、再生可能エネ
ルギーや自然資本といった地上に在る資源の活用を中心とした新たな経済社会への変革でもあります。

これらの考え方は、脱炭素を核とした地域循環共生圏の創造といえます。地域循環共生圏の創造と両
輪で進めていく必要があることとして、ライフスタイルシフトがあります。人の経済社会が拠って立つ
自然環境と、生きとし生けるものの営みを将来世代に引き継ぎ、持続可能なものにしていくという目
的・視点に立つライフスタイルに転換することで、地域循環共生圏の創造との相乗効果により、環境と
生命・暮らしを最も大切で根本的な価値においた、健康で心豊かな、新たな時代の真に循環共生型の社
会（環境・生命文明社会）が実現するからです。

そのためには、環境教育の推進等による価値観の転換や人材の育成・確保、指数関数的なスピードで
進化しているデジタル技術を活用し、これまで実現できなかったことを実現していくDX（デジタルト
ランスフォーメーション）が大きな鍵を握っています。

	 第2節	 グリーン社会実現のためのライフスタイル変革

我が国は2050年にカーボンニュートラル、すなわち温室効果ガスの「排出量」から、森林吸収源など
による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを宣言しました。カーボンニュートラル
達成のためには、国や地方公共団体、企業等という構成単位に加えて私たち生活者一人一人も、今まで
の慣れ親しんだライフスタイルを変える必要があります。我が国の温室効果ガス排出量を消費ベースで
見ると、全体の約6割が家計によるものという報告があり、その必要性が明らかと言えます（図3-2-1）。

今までの「大量生産・大量消費・大量廃棄」型のライフスタイルが、私たちの衣食住を支える「自
然」がもたらす様々な恵みである「生態系サービス」を劣化させていると言われています。グリーン社
会実現のためには、「食」「住まい」「ファッション」「移動」の側面から、温室効果ガスの排出量を減ら
し、廃棄物を減らして3R＋Renewableによる資源循環や自然資源を大事にする視点でライフスタイ
ルを変えていく必要があります。

chaintope（チェーントープ）は、福岡県飯塚市にあるブロックチェーン技術開発を主体とした会社で自
社開発したアプリケーションを①サステナビリティ②トレーサビリティ③トラストサービス（行政証書発行）
④デジタルアセット（地域通貨等）の4領域で展開しています。2021年8月に佐賀市とみやまパワーHDと
協働し、佐賀市内清掃工場のバイオマス発電実績と、市内の公共施設等の再生可能エネルギー供給サービス
利用実績をリアルタイムでブロックチェーンに記録し、地産地消率や再生可能エネルギー消費量やCO2削減
量を即時可視化して環境価値の電子証書化に成功しました。この環境価値を地域内で循環させるとともに、
脱炭素だけでなく災害対策等にも活用することを目指しています。

佐賀市環境価値証書のイメージ

資料：�chaintope

佐賀市清掃工場でのシステム状況

資料：chaintope

事例	 ブロックチェーンを活用した地域循環共生圏づくり
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θ	1	 食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」

環境配慮製品・サービスの選
択等の消費者の環境配慮行動に
対し、企業や地域等がポイント
を発行する取組を支援します。
例えば、販売期限間際の食品の
購入、ワンウェイプラスチック
スプーンなどの受取辞退といっ
た行動が挙げられます。このよ
うに、日常生活の中で環境配慮
に取り組むインセンティブを実
感できるような環境を醸成し、
消費者の行動変容を促すこと
で、脱炭素・循環型へのライフ
スタイルの転換を加速させてい
きます（図3-2-2）。

	 図3-2-1	 消費ベースでの日本のライフサイクル	
温室効果ガス排出量

住居 18％

その他
4%

固定資本
形成（公的）

6%

食 11％

消費財 8％
レジャー 6%

サービス 5%

政府消費
11%

固定資本
形成（民間）

20%

家計消費
約6割

移動 11％

資料：�南斉規介（2019）産業連関表による環境負荷原単位データブック
（3EID）（国立環境研究所）、Nansai�et�al.（2020）Resources,�
Conservation�&�Recycling�152�104525、総務省（2015）平成27
年産業連関表に基づき国立環境研究所及び地球環境戦略研究機関（IGES）
にて推計
※各項目は、我が国で消費・固定資本形成される製品・サービス毎のラ
イフサイクル（資源の採取、素材の加工、製品の製造、流通、小売、使
用、廃棄）において生じる温室効果ガス排出量（カーボンフットプリン
ト）を算定し、合算したもの（国内の生産ベースの直接排出量と一致し
ない。）。

	 図3-2-2	 対象となる“グリーンライフ”のイメージ

衣

食
住

移動

循環

・ファッションロス削
　減への貢献
・サステナブルファッ
　ションの選択
・服のサブスクの利用
　など

・地産地消・旬産旬消の食材
　利用

・販売期限間際の食品の購入
・食べ残しの持帰り
　（mottECO）など

・高性能省エネ機器
　への買換え
・節電の実施
・再エネ電気への切
　替え　など

・カーシェアの利用
・シェアサイクルの
　利用　など

・プラ製使捨てスプーン・
　ストローの受取辞退
・ばら売り、簡易包装商品
　の選択
・リユース品の購入
・リペア(修理)の利用
　など

資料：�環境省
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ナッジ（nudge：そっと後押しする）：行動科学の知見の活用により、「人々が自分自身にとってより良い
選択を自発的に取れるように手助けする政策手法」のことです。

環境省とメトリクスワークコンサルタンツは、2019～2020年度に協力先の地方公共団体で転入・転居等
が多い時期に住民票等を届出に来た住民に対して、ナッジを組み込んだ4種類のリーフレットのうちのいず
れかを無作為に配布する実証実験を実施したところ、うち2種類（社会規範のメッセージと環境配慮を訴求
したメッセージ）が省エネ型冷蔵庫の購入を促すことが実証されました。行政窓口でリーフレット1枚を配
布するだけで良いことから、費用対効果が高く（普及期の費用対効果は237円/t-CO2）、地方公共団体に
とって取り組みやすいことが特徴です。

ナッジを組み込んだリーフレット
社会規範メッセージ型 環境配慮訴求メッセージ型

資料：環境省

また、環境省とサイバー創研、電力シェアリン
グは、災害時の避難場所の認知度を高め、災害に
対する意識や理解の向上を促す実証実験に取り組
んでいます。実験では、住まいの地域の災害リス
クや避難場所等の記入欄を設けたマグネットシー
ルを作成して協力先の地方公共団体の市民に配布
し、日々の暮らしの中で目に付きやすい場所に貼っ
ていただいています。マグネットシールの配布か
ら4週間後に災害に関する理解度や意識・行動に
ついて調査をしたところ、配布しなかった市民と
比較して具体的な災害リスクの正答率や水・食料
の備蓄率、避難場所等を把握している割合が向上
することが実証されました。

コラム
	 ナッジを活用した行動変容（メトリクスワークコンサルタンツ、	

サイバー創研／電力シェアリング）

防災マグネットシール（QRコードはダミー）

資料：環境省
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θ	2	 食

私たちが毎日口にしている食べ物は自然の恵みで作られており、私たちは「食」のために自然資源を
毎日消費しているとも言えます。限りある自然資源を未来につなげるために、毎日自分が消費する食べ
物がどのように作られたのか、食した後の結果等にも関心を払い、食べ物の選択や食べ残しを減らすラ
イフスタイルを意識することが重要です。農林水産省は、持続可能な食料システムの構築に向け、
2021年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定しました（図3-2-3）。本戦略では、食料・農林水
産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため、2050年までに目指す姿として14
の目標を掲げており、調達から生産、加工・流通、消費における関係者の意欲的な取組を引き出すとと
もに、革新的な技術・生産体系の開発と社会実装に取り組んでいくこととしています。また、戦略の実
現に向けては、調達から生産、加工・流通、消費に至るまでの関係者が理解を深め、長期間にわたって
環境負荷低減の行動変容を促すことが重要であることから、「環境と調和のとれた食料システムの確立
のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案（通称：みどりの食料システム法案）」を
2022年2月に閣議決定し、第208回国会に提出しました。

また、農林水産省、環境省、消費者庁は「あふの環
わ

2030プロジェクト～食と農林水産業のサステナ
ビリティを考える～」を立ち上げ、食と農林水産業の持続可能な取組動画の表彰や、プロジェクトメン
バーとの協働により、食分野における持続可能な生産消費の促進に努めています。

（1）食材を選ぶ
ア　有機農産物

化学農薬・化学肥料の低減を推進させる有機農業は、農業が利活用する土地や水、生物資源などのい
わゆる「自然資本」の持続可能性を保つために有用と言えます。農林水産省が策定した「みどりの食料

	 図3-2-3	 みどりの食料システム戦略（概要）

資料：農林水産省
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システム戦略」において「2050年までに、オーガニック市場を拡
大しつつ、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％

（100万ha）に拡大することを目指す」ことを掲げ、生産者側も未
来に向けて取り組んでいます。私たち一人一人が有機農産物を選ん
で食することで需要を生み、有機農業の拡大につながり、さらに自
然資本の保全に貢献する、という好循環が期待されます。

イ　持続可能な水産物
世界の食用魚介類の消費量は人口増加率の約2倍のスピードで上昇、一人当たりの消費量は過去50

年の間に年間約15％増加しています。国連では2021年約79億人の世界人口は、2030年に85億人、
2050年には97億人と予測、食用魚介類の消費量の増加と生産量の伸長が推測されます。水産資源の
枯渇を招かないためにも水域等の生態系保全がますます重要となるため、持続可能な漁業や養殖業を行
い、第三者の審査を受けて認証を取得する事業者が増えています。認証取得した水産品には認証ロゴ
マークが付いています。一人一人がロゴの意味を理解し、ロゴの付いた水産品を選ぶことが水産資源を
守る事業者を経済的に応援しつつ生態系保全に貢献、環境と経済双方の好循環にもつながることが期待
されます（図3-2-5）。

ウ　ジビエ
被害防止等のために捕獲されたニホンジカやイノシシ等は、自家消費を除き、その多くが埋設や焼却

されており、未活用の状況です。これらをジビエとして有効活用することで、農山村の所得向上や、捕
獲意欲の向上による農作物被害や生活環境被害の軽減につながることが期待できます。また、外食や小
売等を始め、農泊や観光、学校給食での提供、更にはペットフードなど様々な分野での利用が進むこと
で、地域の活性化だけでなく、本来廃棄されるはずだった資源の活用が期待されます。

	 図3-2-4	 有機JASマーク

有機 JAS マークは農薬や化学肥料などの化学物質
に頼らないことを基本として自然界の力で生産さ
れた食品を表しており、農産物、加工食品、飼料、
畜産物及び藻類に付けられています。

資料：農林水産省

	 図3-2-5	 我が国で主に活用されている水産エコラベル認証

海
外
発
の
認
証

日
本
発
の
認
証

※認証数は令和 4年 3月 31日時点（水産庁調べ）

＜英国＞
【日本での認証数】
12漁業
・ホタテガイ（北海道）
・カツオ（宮城県、静岡県）
・ビンナガ（宮城県、静岡県）
・カキ（岡山県）等
313事業者（流通加工）

＜オランダ＞
【日本での認証数】
14養殖業（81養殖場）
・カキ（宮城県）
・ブリ（宮崎県、大分県、鹿児島県）
・カンパチ（鹿児島県）等
164事業者（流通加工）

＜日本＞
【日本での認証数】
14漁業
・アキサケ（北海道）
・マサバ、ゴマサバ（福島県）
・ヤマトシジミ（青森県）
・ベニズワイガニ（鳥取県）等

53養殖業
・カンパチ（愛媛県、鹿児島県等）
・ブリ（熊本県、高知県、鹿児島県等）
・マダイ（三重県、愛媛県、鹿児島県等）
・ギンザケ（宮城県、鳥取県）
・ヒラマサ（愛媛県、鹿児島県）等

100事業者（流通加工）

漁
業

養
殖
業

ASC認証

MSC認証 MEL認証

資料：水産庁

54 令和3年度 >> 第1部 >> 第3章　私たちが変える持続可能な地域とライフスタイル 

第

3
章

R4_環境白書_01部-総説-03章.indd   54R4_環境白書_01部-総説-03章.indd   54 2022/05/23   17:02:072022/05/23   17:02:07



（2）食べ残しを減らす（食品ロス削減）
ア　「てまえどり」

食品産業から発生する食品ロ
スを削減するためには、食品事
業者における取組のみならず、
消費者による食品ロス削減への
理解と協力が不可欠です。消費
者が買い物をする際、購入して
すぐに食べる場合などは、商品
棚の手前にある商品等、販売期
限の迫った商品を選ぶ「てまえ
どり」をすることは、販売期限
が過ぎて廃棄される食品ロスを
削減する効果が期待できます。
環境省は、消費者庁、農林水産
省、一般社団法人日本フラン
チャイズチェーン協会と連携し
て、2021年6月より、「てまえどり」の呼びかけを行いました（図3-2-6）。

イ　様々な食品ロス削減の工夫
本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆる「食品ロス」の量は2019年度で570

無印良品では、農耕地の保全や里山の循環につながり、中山間地域が抱える現状を知っていただくきっか
けになったらという思いから、ジビエの利用を拡大する取り組みを推進していきたいと考えてきました。
2020年3月より全国の Café&Meal MUJI にて野生の猪肉を使ったジビエカレーを販売、2021年10月に
はレトルトカレーとして商品化、全国の無印良品の店舗やオンラインで手軽に購入できる機会を増やし、ジ
ビエの使用量増加に貢献しています。無印良品では“森のめぐみ”であるジビエを、安定的に確保、食材と
して丁寧に扱い「地域の資産」となるよう貢献していきます。

「素材を生かしたジビエのカレー	鹿肉とマッシュルームのカレー」と「素材を生かしたジビエのカレー	猪肉と3種の豆のカレー」

資料：良品計画

事例	 ジビエ商品の普及

	 図3-2-6	 てまえどり

資料：消費者庁、農林水産省、環境省
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万トンでした。食品ロス削減のため、環境省は、
消費者庁、農林水産省及び全国おいしい食べきり
運動ネットワーク協議会と共に、2021年12月
から2022年1月まで、「おいしい食べきり」全
国共同キャンペーンを実施し、食品ロス削減の普
及啓発を行いました。外食時には、残さず食べき
ることが大切ですが、どうしても食べきれない場
合には自己責任の範囲で持ち帰る「mottECO

（もってこ）」に取り組む活動の普及啓発を実施し
ています（図3-2-7）。また、食品ロスの削減に
先駆的に取り組み、国民運動をけん引する団体等
を対象に「食品ロス削減環境大臣表彰」を実施
し、mottECO（モッテコ）賞、フードドライブ
賞、食品ロス削減の取組賞について、表彰しました。mottECO（モッテコ）賞では、セブン＆アイ・
フードシステムズ、ロイヤルホールディングスによる「mottECO普及による食品ロス削減と脱プラ両
立プロジェクト」が、フードドライブ賞では、ダイエー・神戸市・サカイ引越センターによる「～業界
を超えた連携～フードドライブ活動の更なる発展に向けて」が、食品ロス削減の取組賞では、社会福祉
法人正和会による「「急速凍結」を活用し食べ残しゼロへ。高齢者一人一人に寄り添った新しい食事提
供方法で食品ロス削減の取組」が表彰されました。

θ	3	 住まい

消費ベースで見た我が国の温室効果ガスの排出量において、生活者の住まいからの排出は全体の
18％を占め（図3-2-1）、民間の固定資本形成に次いで高いとの報告があり、2050年カーボンニュー
トラルを目指す上で生活者の住まい、中でもエネルギーの利用の見直しは必要です。

2021年4月から8月にかけて、国土交通省、経済産業省、環境省の合同で「脱炭素社会に向けた住
宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」を開催し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、
住宅・建築物におけるハード・ソフト両面の取組と施策立案の方向性について議論を重ね、目指すべき
住宅・建築物の2050年の姿（ストック平均でZ

ゼ ッ チ
EH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・Z

ゼ ブ
EB（ネッ

ト・ゼロ・エネルギー・ビル）基準の水準の省エネ性能の確保、導入が合理的な住宅・建築物における
太陽光発電設備等の再エネ導入が一般的となること）、2030年の姿（新築住宅・建築物について
Z
ゼ ッ チ
EH・Z

ゼ ブ
EB基準の水準の省エネ性能の確保、新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備の導入）やその実

現に向け、住宅を含めた全ての建築物の省エネ基準への適合義務化や、省エネ基準の引き上げなどの
「取組の進め方」を取りまとめました。

（1）「みんなでおうち快適化チャレンジ」
コロナ禍において、家庭で過ごす時間が増え、世帯当たりのエネルギー消費量に増加傾向が見られま

す。これらを踏まえると、「おうち時間」に焦点を当てて、新たな日常の脱炭素化を進める必要があり
ます。

環境省では、2021年8月からは夏季、11月からは冬季の「みんなでおうち快適化チャレンジ」キャ
ンペーンを展開しています（図3-2-8）。本キャンペーンでは、在宅時間の増加による住宅での冷暖房
使用等による家庭でのエネルギー消費の大きくなるタイミングを捉え、家庭の省エネ対策としてインパ
クトの大きい、Z

ゼ ッ チ
EH化・断熱リフォームを「みんなでエコ住宅チャレンジ」として、省エネ家電への

買換えを「みんなで省エネ家電チャレンジ」として、関係省庁及び関係業界等と連携して呼び掛け、国
民一人一人の行動変容を促していくことにより、脱炭素で快適、健康、おトクな新しいライフスタイル

	 図3-2-7	 mottECOのロゴ

資料：環境省
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を提案しています。

ア　「みんなでエコ住宅チャレンジ」
太陽光パネル付きの高断熱住宅であるZ

ゼ ッ チ
EHに住めば、省CO2に加えて、災害等による停電の際の電

力供給、結露等によるカビの発生抑制、熱中症やヒートショック対策、光熱費の節約など、脱炭素で災
害に強く、健康で快適かつおトクといったライフスタイルの実現が可能です。また、既存住宅でも断熱
リフォームにより断熱性の向上が可能です。

Z
ゼ ッ チ
EH化の支援や、断熱リフォームについても取組促進の観点から見直しを行いつつ支援を行ってい

ます。

イ　「みんなで省エネ家電チャレンジ」
私たちの毎日の生活を支えてくれる家電製品は、古いものはエネルギー効率が悪く光熱費の増加にも

つながっている場合があります。例えば、冷蔵庫は2010年と2020年の製品を比較すると約43％省エ
ネになり、光熱費も約6,090円減るという試算もあります。身近な家電についても見直し、買換えを行
うことは、家計に優しいだけでなく、脱炭素化にも貢献しています。

	 図3-2-8	 キャンペーンロゴ

資料：�環境省

	 図3-2-9	 Z
ゼ ッ チ
EH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

資料：�資源エネルギー庁ウェブサイト�
（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/
index03.html）
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（2）サブスクリプションの活用によるエアコンの普及促進
エアコンのサブスクリプション（定額利用サービス）を活用し、初期費用なしのエアコン普及による

熱中症予防のみならず、資源循環や高機能エアコンによるCO2削減を目指すなど、「所有」から「利用」
への行動転換を促し持続可能な社会の構築のための新しいビジネスモデル構築に向けたモデル事業を実
施します。

（3）再生可能エネルギー電力への切換え
太陽光発電設備等を自宅に設置する以外にも、家庭で使用する電力を再生可能エネルギー由来のもの

にする方法があります。
現在、全国では、複数の小売電気事業者が太陽光や風力等の再生可能エネルギー由来の電力メニュー

を一般家庭向けに提供しています。再生可能エネルギー由来の電力メニューを選択する家庭が増えるこ
とにより、家庭部門からの排出削減に加え、再生可能エネルギーに対する需要が高まり、市場の拡大を
通じて再生可能エネルギーの更なる普及拡大につながることが期待されます。環境省では、再生可能エ
ネルギー電気使用の導入方法や事例を紹介する「再エネ スタート」キャンペーンを実施しています。

再生可能エネルギー電気を選択する家庭を増やすための地方公共団体による支援も広がっています。
再生可能エネルギー電気の購入希望者を募る関東9都県市による「みんなでいっしょに自然の電気」
キャンペーンなど様々な取組が行われています。

θ	4	 移動

消費ベースで見た我が国の温室効果ガス排出量
において、生活者の移動時に伴う温室効果ガスの
排出は我が国全体の11％を占めるとの報告があ
り（図3-2-1）、グリーン社会を目指す上で住ま
いと同様、看過し難い事象と言えます。世界では
ガソリン車の販売禁止が加速しており、脱炭素社
会に向けた新たな競争が始まっています。このよ
うな、世界的な電動化の流れに乗り遅れることが
無いよう、我が国でも自動車産業の電動化を後押
しするとともに、私たち一人一人のライフスタイ
ルの転換を進めていくことが大切です。日常生活
を送る上で必ず伴う移動手段はとかく習慣・固定
化しがちです。中でも乗物の利用時にはCO2排
出度合いを考慮することも重要です。

再生可能エネルギー電力と電気自動車（EV）
等を活用したドライブを「ゼロカーボン・ドライ
ブ（ゼロドラ）」と名付け、家庭や地域、企業に
おけるゼロドラの取組を応援しています。これまでの再生可能エネルギー100％電力の調達等を要件と
して、補助金を倍増する事業に続き、2021年度補正予算では、公用車・社用車を率先して再生可能エ
ネルギー発電設備の導入とセットで電動化し、さらに地域住民の足として利用可能なカーシェアリング
に供する取組を支援する事業を盛り込みました（図3-2-10）。

	 図3-2-10	 ゼロドラのロゴマーク

「あなたのドライブから、脱炭素の未来へ」
資料：�環境省
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θ	5	 ファッション

ファッション産業は、近年、環境負荷が大きい産業と指摘されるようになりました。世界全体では、
エレン・マッカーサー財団が2017年に公表した報告書によると、綿花栽培などの繊維の生産過程で
930億m3、およそ500万人の年間必要量に匹敵するといわれる大量の水が消費されており、全ての国
際航空便と海上輸送を合わせたものを上回る温室効果ガスが排出されているとされています。洗濯によ
るマイクロファイバーの海洋流出や、1％未満に留まるリサイクル率のほか、2013年4月には、バン
グラデシュの首都ダッカ近郊の縫製工場が入ったビルが崩落し、1100人を超える死者を出した「ラ
ナ・プラザの悲劇」が起こるなど、生産過程における労働環境の不透明性も課題とされています。経済
産業省の「繊維産業の課題と経済産業省の取組」によると、我が国の衣料品の約98％が輸入であり、
このような環境負荷と労働問題の大部分が海外で発生しています。2020年度に環境省が実施した調査
では、1年間に新たに国内に供給される量の約96％が使用後に手放され、約62％はリユースもリサイ
クルもされずに廃棄されています。このような現状を変革するため、サステナブルファッションの推進
が求められています。

（1）ファッションと環境の現状
ア　海外で生まれ我が国で消費される服の一生

我が国で売られている衣料品の約98％は海外からの輸入品です。海外で作られた衣料品は我が国に
輸送され、販売・利用されて、回収・廃棄されます。こうした原材料の調達、生地・衣服の製造、そし
て輸送から廃棄に至るまで、それぞれの段階で環境に負荷が生じています。海外における生産は、数多
くの工場や企業によって分業されているため、環境負荷の実態や全容の把握が困難な状態となっていま
す。

イ　生産時における産業全体の環境負荷（原材料調達から店頭に届くまで）
私たちが店頭で手に取る一着一着の洋服、これら服の製造プロセスではCO2が排出されます。また、

原料となる植物の栽培や染色などで大量の水が使われ、生産過程で余った生地などの廃棄物も出ます。
服一着を作るにも多くの資源が必要となりますが、大量に衣服が生産されている昨今、その環境負荷は
大きくなっています。

ウ　1人あたり（年間平均）の衣服消費・利用状況
手放す枚数よりも購入枚数の方が多く、一年間一回も着られていない服が一人あたり25着もありま

す。

エ　手放した後の服の行方
手放した服がリユース・リサイクルを通じて再活用される割合の合計は約34％となっており、年々

その割合は高まってきていますが、まだまだ改善の余地はありそうです。

オ　捨てられた服のゆくえ
服がごみとして廃棄された場合、再資源化される割合は5％程でほとんどはそのまま焼却・埋め立て

処分されます。その量は年間で約48万トン。この数値を換算すると大型トラック約130台分を毎日焼
却・埋め立てしていることになります。

（2）ファッションと環境へのアクション
サステナブルファッションを実現していくためには、環境配慮製品の生産者を積極的に支援するとと

もに、生活者も一緒になって、「適量生産・適量購入・循環利用」へ転換させていくことが大切です。
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具体的には、以下の5つのアクションが挙げられます。まずはできることからアクションを起こしてい
くことが大切です。

［1］服を大切に扱い、リペアをして長く着る
［2］おさがりや古着販売・購入などのリユースでファッションを楽しむ
［3］可能な限り長く着用できるものを選ぶ
［4］環境に配慮された素材で作られた服を選ぶ
［5］店頭回収や資源回収に出して、資源として再利用する

	 図3-2-11	 サステナブルファッションのイメージ

環境配慮設計
長寿命
リサイクル
環境配慮素材

適量生産・供給
マスカスタマイゼーション
完全受注生産
国内生産

透明性の確保
環境負荷の把握・算出
カーボンフットプリント
水消費量 etc.

リペア・アップサイクル 長期保証

環境負荷表示
販売

企画

リサイクル素材表示

サブスク・レンタル 古着・フリマ

リサイクル技術の
高度化

気軽に出せる
回収の仕組みづくり

地域内循環の
仕組みづくり

所有しない、長く利用するサービス

環境配慮製品等の選択

COMPANY

CONSUMER

適量購入

循環利用

資料：環境省
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サステナブルファッションを推進する様々な連携
が生まれています。
「ジャパンサステナブルファッションアライアン

ス（JSFA）」は、2021年8月に11社で設立され
た企業アライアンスです。2022年4月時点、正会
員19社、賛助会員23社が加盟しています。ファッ
ション産業が自然環境及び社会に与える影響を把握
し、ファッション及び繊維業界の共通課題について
共同で解決策を導き出し、2050年に「ファッショ
ンロスゼロ」と「カーボンニュートラル」を目標に、
サステナブルなファッション産業への移行を推進す
ることを目的としています。定期的に会議を開催し、
知見の共有、協働の取組、生活者との双方向なコ
ミュニケーション、国内外の重要動向の先行把握、
業界内の共通課題の改善を進めるとともに、関係省
庁に政策提言を行うこととしています。
「サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議」は、サステナブルファッションの推進に向

け、2021年8月に消費者庁・経済産業省・環境省の共同で開催された会議体です。この連携会議の下、こ
の3省庁は、事業者の取組の推進（環境配慮設計の推進・透明性の向上等）、消費者の行動変容等の実現、
ファッションロスの削減を目指して、生産・流通から廃棄・循環までの各段階に応じて、事業者及び消費者
の双方に向けた取組を計画的に進めるとともに、制度面を含めた課題の整理・検討を行っていくこととして
います。また、3省庁は、JSFAに、パブリックパートナーとして参加しています。

事例
	 様々な連携の誕生について、「ジャパンサステナブルファッションアライアンス」	

創設、「サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議」の開催等

サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議
（左から、小泉進次郎環境大臣・井上信治内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全）・佐藤啓経済産業大臣政務官（いずれも
当時））

資料：環境省

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、「いのち輝く未来社会のデザイン」をメインテーマとし、
ポストコロナ時代の新たな社会像を提示していくことを目指しています。また、「未来社会の実験場」という
コンセプトのもと、会場を多様なプレイヤーによる共創の場とすることにより、イノベーションの誘発や社
会実装を推進しようとしています。

本コンセプトの具体化に向け、各府省庁の予算要求等を踏まえた現時点における取組・検討状況について
まとめた、「2025年大阪・関西万博アクションプランVer.1」が2021年12月に取りまとめられました。同
アクションプランにおいて、循環経済への移行、地域脱炭素による地域課題の解決や住民の暮らしの質の向
上、海洋プラスチックごみ対策、CLT（Cross Laminated Timber：直交集成板）の活用などといった取組
が盛り込まれており、引き続き環境分野における大阪・関西万博に向けた取組を発信してまいります。

コラム	 2025年大阪・関西万博に向けて

61第2節　グリーン社会実現のためのライフスタイル変革

第

3
章

R4_環境白書_01部-総説-03章.indd   61R4_環境白書_01部-総説-03章.indd   61 2022/05/23   17:02:122022/05/23   17:02:12



	 第3節	 人の命と環境を守る

公害に係る規制から自然・環境保全を扱う機関として誕生した環境省にとって、人の命と環境を守る
基盤的な取組は、原点であり使命です。その原点は変わらず、時代や社会の変化と人々のライフスタイ
ルに応じた政策に取り組んでいます。

ドイツ南西部の環境先進都市であるフライブルク市にあるヴォーバン地区は、持続可能な街づくりの先進
的な事例として世界中から視察が訪れています。住民主導型で交通、エネルギー、自然といったあらゆる分
野から都市計画が作り上げられ、カーポートフリーや屋上緑化、省エネ住宅仕様の義務化、再生可能エネル
ギーの活用等の10か条のソーシャル・エコロジーコンセプトが取り入れられた街です。

例えば、住宅地の人口5,000人、約2,200世帯の7割の住宅には駐車場がないカーポートフリーとなって
おり、自家用車を保有する住民は住宅街の端に設置された集合駐車場の権利を購入し使用しています。住宅
街では、自転車の専用道路が整備されています。これにより駐車場のない公共道路は、子供や住人同士が交
流を持つ空間となりました。また、既存の樹木や植生、地形を最大限に生かしており、既存の大木を残して
可能な限り自然に近い形で植物を共生し、地域特有の自然条件に合致した多くの自然資源を街の中に取り込
んでいます。

住宅の観点では、高断熱・高気密の省エネ建築様式が義務化されており、家々は採光性や気密性能を高め
る作りとなっているほか、最小限の暖房エネルギー消費で年中快適な室温を保つことができる住宅のみ普及
しています。また、約7割の集合住宅が、入居希望者が共同で建設するコーポラティブハウスとなっており、
住民間のつながりの形成に寄与しています。

エネルギーの観点では、市有林で盛んな木材生産で利用できない部分をチップに加工したものを燃料とし
て熱を作りだし、これにコージェネ（熱電併給）を加えて発電をしています。作られた熱は各住宅に送られ、
熱交換器を介して、暖房用の熱と給湯用の温水が得られる仕組みとなっています。

事例	 持続可能な街づくり（独　フライブルグ市ヴォーバン地区）

駐車場のない公共道路でローラーホッケーに興じる子供たち

資料：クラブヴォーバン

ヴォーバン住宅地で採用されたソーシャル・	
エコロジーコンセプトの10か条

資料：クラブヴォーバン
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θ	1	 熱中症対策

気候変動の進行を踏まえ、社会全体で熱中症予防に取り組むことが重要です。「地域における熱中症
対策ガイドライン（仮称）」の策定やモデル自治体事業の支援を行い、地域での総合的な熱中症予防対
策を促進するとともに、社会が一体となって熱中症対策に取り組むことを目指します。
熱中症による全国の死亡者数は高い水準で推移しており、2021年夏の東京都23区のデータによる

と、約8割が65歳以上の高齢者であり、屋内で亡くなった方のうち約9割がエアコンを使用していま
せんでした。
エアコンについては、エアコン未設置の高齢者世帯等における熱中症予防対策として、エアコンの普

及促進は喫緊の課題であり、初期費用なしのサブスクリプション（定額利用サービス）を活用したモデ
ル事業を実施します。
さらに、「熱中症対策行動計画」（2022年4月改定）に基づき、「熱中症予防強化キャンペーン」（4月

～9月）や「熱中症警戒アラート」を通じて、関係府省庁が一体となって熱中症対策を推進します。
「熱中症警戒アラート」は、2021年4月より全国で運用を開始しました。2021年は、全国53地域に
計75日間発表し、全国の発表回数は延べ613回でした。2021年度の「熱中症警戒アラート」の認知
度は全国で約8割であり、一定の認知度が確認されました。一方、例えば「熱中症警戒アラート」発表
時に熱中症予防行動として「外出・屋外活動自粛」を実施している割合は4割未満と、全体としてまだ
十分に高くはないため、熱中症予防行動のより一層の定着を目指します。

θ	2	 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

胎児期から小児期にかけての化学物質へのばく露が、子供の健康に与える影響を解明するために、
2010年度から、全国で約10万組の親子を対象とした「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコ
チル調査）」を実施しています。協力者から提供された臍

さい
帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を

採取保存・分析するとともに、質問票によって健康状態や生活習慣等のフォローアップを行っていま
す。また、約10万人の中から抽出された約5,000人の子供を対象として、医師による診察や身体測定、
居住空間の化学物質の採取等の詳細調査を実施しています。この調査は、国立研究開発法人国立環境研
究所、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、全国15地域のユニットセンター等を主体として
実施しています。エコチル調査の開始から10年が経過し、今までに約450万検体の生体試料が収集さ

那須塩原市では、環境省の補助事業を活用し、市
内412台の道路灯を、クラウド上での一元管理が可
能なスマートLED道路灯に更新しました。本事業で
は、地域の脱炭素化の促進を目的に、LED化と遠隔
調光による更なる省エネを行うとともに、道路灯の
一部には日射量計や環境センサーを設置して気象
データを収集し、太陽光発電量予測精度の向上を図
ります。那須塩原市では、環境センサーで得られる
情報を熱中症予防情報の精度向上にも活用し、2022
年度より更にきめ細かな情報を市民へ発信します。

スマートライティングについて（イメージ）

資料：環境省

事例	 道路灯のLED化による脱炭素の取組と絡めた熱中症対策（栃木県那須塩原市）
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れ、順次、化学分析等を実施し、質問票による子供の健康状態等に関する情報も蓄積しています。
これらの貴重なデータを基に発表された論文は、235本に上っています（2021年12月末時点）。例

えば、妊婦の化学物質等のばく露と生まれた子供の体格やアレルギー疾患等との関連などについて明ら
かになっています（図3-3-1）。

また、2021年7月から「健康と環境に関する疫学調査検討会」を開催し、これまでのエコチル調査
について総括を行い、2022年3月、エコチル調査の今後の展開等について報告書を取りまとめました。
これからもエコチル調査を着実に実施し、現在及び未来の子供たちが健康に過ごせるようなより良い環
境づくりを進めていきます。

θ	3	 化学物質対策

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86
号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。）の対象となる化学物質の見直しを行い、2021年
10月に化学物質排出把握管理促進法施行令が改正されました。この改正施行令は2023年4月から施行
され、化学物質排出移動量届出制度（PRTR制度）や安全データシート（SDS）制度の対象物質は今ま
での562物質から649物質となり、新たに対象となった物質には、国民生活にも身近な農薬や香料、
界面活性剤に含まれる物質もあります。また、事業者からの届出は2024年度から実施されることとな
ります。新たな科学的知見等に基づいて追加された対象物質について、環境中への排出量等が把握され
ることにより、より適切な環境リスク評価ができるようになります。事業者による届出等が適切になさ
れるよう、周知・広報等の準備を進めていきます。

	 図3-3-1	 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）これまでの論文数について

論文数
全国データを用いた論文：235編
(中心仮説25編、中心仮説以外210編)
（令和3年12月末時点）
ほか
・追加調査41編
・その他の論文89編　がある。
【中心仮説】
胎児期～小児期の化学物質ばく露等の環境要因が、
妊娠・生殖、先天性形態異常、精神神経発達、免
疫・アレルギー、代謝・内分系等に影響を与えて
いるのではないか。

176(17)妊娠中に自宅の増改築を行うと、生まれた子どもの生後１歳まで
　　　　の喘鳴と反復性喘鳴の発症頻度が増加した。

Fujino et al. Allergol Int, May 29;S1323-8930(21)00052-6, 2021

主な成果

Kojima et al. Environ Res. Oct;201:111530, 2021

186(18)妊婦の染毛剤の自宅使用では、使用頻度が高くなるほど、生まれ
　　　　た子どもが３歳時にアレルギー性鼻炎になりやすくなる傾向があ
　　　　ることがわかった。

5 4 6 103 9 8
34 41 50

653 12 20
59
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（編）

中心仮説 中心仮説外 累積

R3年度は4月
～12月の
論文数

令和3年12月末時点までの全国データを
用いた論文数は 235編（令和 3年度は 9か月間で 75編）。

資料：環境省
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2011年3月11日、マグニチュード9.0という日本周辺での観測史上最大の地震が発生しました。
この地震により引き起こされた津波によって、東北地方の太平洋沿岸を中心に広範かつ甚大な被害が

生じるとともに、東京電力福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」という。）の事故によって大
量の放射性物質が環境中に放出されました。また、福島第一原発周辺に暮らす多くの方々が避難生活を
余儀なくされました。

環境省ではこれまで、除染や中間貯蔵施設の整備、特定廃棄物の処理、帰還困難区域における特定復
興再生拠点区域の整備等、被災地の復興・再生に向けた事業を続けてきました（図4-1-1）。

放射性物質汚染からの環境回復の状況については、2021年10月時点の福島第一原発から80km圏内
の航空機モニタリングによる地表面から1mの高さの空間線量率の平均が、2011年11月時点と比べて
約80％減少しています（図4-1-2）。

	 図4-1-1	 事故由来放射性物質により汚染された土壌等の除染等の措置及び汚染廃棄物の処理等のこれまでの歩み

放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、
土壌等の除染等の措置や、汚染廃棄物の処
理などを開始

◆避難指示が発令
　された区域
⇒除染特別地域、汚染廃棄
物対策地域として、国が
除染・廃棄物処理を担当。

◆その他の地域
⇒（除染）国が汚染状況重点
調査地域を指定し、市町
村が除染を実施。
（廃棄物）8,000Bq/kg超
の指定廃棄物は国が、そ
れ以外の廃棄物は市区町
村又は排出事業者が処理。

帰還困難区域内の特定復興再生拠点区域で、
家屋等の解体・除染工事に着手

中間貯蔵施設への土壌等の輸送を開始

福島地方環境事務所が開所（※） 宅地の除染

被災家屋等の解体

2012.1

2015.3

2017.7

2017.11

2017.12

2018.3 帰還困難区域を除き、全ての市町村で面的
除染が完了

2019.11 クリーンセンターふたばの活用について、
関係機関間で基本協定を締結

2020.3 特定復興再生拠点区域（大熊町・双葉町・富
岡町）の一部区域を先行して避難指示解除

中間貯蔵施設における処理・貯蔵の全工程
で運転開始

（※）東北地方環境事務所の福島環境再生事務所から昇格

2020.3

除染や廃棄物処理の実施

特定廃棄物埋立処分施設へ、福島県内の特
定廃棄物の搬入を開始

資料：環境省
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また、福島県及び周辺地域において環境省が実施しているモニタリングでは、河川、沿岸域の水質及
び地下水からは近年放射性セシウムは検出されておらず、同地域の湖沼の水質については2020年度は
163地点のうち2地点のみの検出となっています。

他方、復興に向けては未だ道半ばであり、取り組むべき課題は残っています。引き続き、福島県内除
去土壌等の県外最終処分の実現に向けた取組を始め、環境再生の取組を着実に進めるとともに、脱炭
素・資源循環・自然共生といった環境の視点から地域の強みを創造・再発見する未来志向の取組を推進
していきます。

第4章では、主に帰還困難区域の復興・再生に向けた取組、福島県内除去土壌等の最終処分に向けた
取組、復興の新たなステージに向けた未来志向の取組、A

ア ル プ ス
LPS処理水に係る海域モニタリング、リスク

コミュニケーションの取組を概観します。

	 第1節	 帰還困難区域の復興・再生に向けた取組

福島第一原発の事故後、原発の周辺約20～30kmが警戒区域又は計画的避難区域として避難指示の
対象となりました。避難指示区域は、2012年4月以降、空間線量率等に応じて、三つの区域（避難指
示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域）に再編され、このうち、避難指示解除準備区域及び居
住制限区域では、順次、除染などの事業が進められ、2017年3月までに面的な除染が完了し、2020年
3月までには全域で避難指示が解除されました。帰還困難区域については、将来にわたって居住を制限
することを原則とする区域とされ、立入が厳しく制限されてきましたが、空間線量率が低減してきたこ
と等を受けて、2017年に福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25号）が改正され、帰還困難区
域内に特定復興再生拠点を設定し、除染や避難指示解除を進められるようにする制度が整えられまし
た。

そして環境省では、2017年12月から特定復興再生拠点区域の除染や家屋等の解体を進めてきまし
た。2022年2月末時点の特定復興再生拠点区域における除染の進捗率は9割を超えており、また、家
屋等の解体の進捗率（申請受付件数比）は約83％です（図4-1-3）。

	 図4-1-2	 東京電力福島第一原子力発電所80km圏内における空間線量率の分布

凡例
地表面から
1m の高さの
空間線量率

（μSV/h）

測定結果が
得られてい
ない範囲

※本マップには天
然核種による空
間線量率が含ま
れています。

19.0 ＜
9.5 - 19.0
3.8 - 9.5
1.9 - 3.8
1.0 - 1.9
0.5 - 1.0
0.2 - 0.5
0.1 - 0.2
≦ 0.1

2011年4月 2011年10月 2013年9月 2021年10月

注：2011年4月のマップは現在と異なる手法によりマッピングされた。
資料：原子力規制庁
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これらの取組の進展を受けて、
2020年3月、双葉町、大熊町、
富岡町では、JR常磐線の再開に合
わせ、駅周辺で避難指示が先行解
除されました。また、葛尾村、大
熊町、双葉町の特定復興再生拠点
区域では、それぞれ2021年11月
30日、同年12月3日、2022年1
月20日より準備宿泊が開始され
ました。これら3町村の特定復興
再生拠点区域については今春以降
の避難指示解除を目指しています。
また、浪江町、富岡町、飯舘村に
おいては2023年春の特定復興再
生拠点区域の避難指示解除を目指
して、除染等事業が進められてい
ます（図4-1-4）。さらに、特定復
興再生拠点区域外の地域について
も、2021年8月に「特定復興再
生拠点区域外への帰還・居住に向
けた避難指示解除に関する考え方」が原子力災害対策本部・復興推進会議で決定され、拠点区域外の住
民の帰還に関する意向を個別に丁寧に把握した上で、帰還に必要な箇所を除染することとされています。

	 図4-1-4	 特定復興再生拠点区域の除染等の取組

町村名 認定日 区域面積 着工日 解除目標時期
双葉町 2017年9月15日 約555ha 2017年12月25日 2022年6月以降
大熊町 2017年11月10日 約860ha 2018年3月9日 2022年春頃
浪江町 2017年12月22日 約661ha 2018年5月30日 2023年3月
富岡町 2018年3月9日 約390ha 2018年7月6日 2023年春頃
飯館村 2018年4月20日 約186ha 2018年9月28日 2023年春頃
葛尾村 2018年5月11日 約95ha 2018年11月20日 2022年春頃

●農地除染
　（大熊町）

●学校の除染
　（双葉町、双葉南小学校）

●道路の除染
　（富岡町、夜の森地区）

●施設の除染
　（浪江町、陶芸の杜おおぼり）

除染前 除染中 除染後

除染前 除染中 除染後

除染後

除染後
資料：環境省

	 図4-1-3	 特定復興再生拠点区域の概要（2022年2月末時点）

浪江町
除染概ね実施済み
解体約66％

飯舘村
除染概ね実施済み
解体概ね完了

葛尾村
除染概ね実施済み
解体完了

双葉町
除染概ね実施済み
解体約84％

大熊町
除染概ね実施済み
解体約87％

東京電力
福島第一
原子力発電所

富岡町
除染概ね実施済み
解体約83％

資料：環境省

南相馬市

浪江町

双葉町

大熊町

田村市

川内村

除染特別地域内面的除染完了
避難指示解除

帰還困難区域 特定復興再生拠点区域 中間貯蔵施設

富岡町

葛尾村

飯舘村
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	 第2節	 福島県内除去土壌等の最終処分に向けた取組

福島県内での除染により発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最
終処分を完了するために必要な措置を講ずることとされています。県外最終処分の実現に向けては、最
終処分量の低減を図ることが重要であるため、県外最終処分に向けた取組に関する中長期的な方針とし
て、2016年4月に「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」を取りまと
め、2019年3月に見直しを行いました（図4-2-1）。また、2016年6月には、除去土壌の再生利用を
段階的に進めるための指針として、「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方につい
て」を取りまとめました。

これらに沿って、福島県南相馬市小高区東部仮置場及び飯舘村長泥地区において、除去土壌を再生資
材化し、盛土の造成等を行うといった再生利用の安全性を確認する実証事業を実施してきました。これ
までに実証事業で得られた結果からは、空間線量率等の上昇が見られず、盛土の浸透水の放射能濃度は
検出下限値未満となっています（なお、南相馬市の実証事業については、2021年9月に盛土を撤去済
み）。

飯舘村長泥地区における実証事業では、野菜、花き類、資源作物等の栽培実験を行っています。

帰還困難区域を抱える自治体のうち、2022年春以降に特定復興再生拠点区域の避難指示解除を目指して
ている3町村では、ふるさとでの生活を円滑に再開するための準備として、準備宿泊がそれぞれ開始されま
した。
葛尾村では2021年11月30日から、大熊町では12月3日から、双葉町では2022年1月20日から、希
望する方々が自宅などで夜も寝泊まりすることができるようになりました。これは、特定復興再生拠点区域
内の除染などが実施されたことにより、避難指示解除の目途が立ったことで可能となったものです。
対象エリアでは、インフラの整備等を優先的に進め、準備宿泊から本格的帰還が可能となることを目指し
て、一歩一歩着実に復興への歩みを進めています。また、帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域外につ
いては、2020年代をかけて、希望される方が帰還することができるよう、除染をしていく方針を国は示し
ています。
ふるさとへの帰還を希望されるより多くの住民のみなさまの生活再建を目指して、更なる取組を進めてい
きます。

大熊町の大野幼稚園除染作業の様子

資料：環境省

双葉町除染作業の様子（空撮）

資料：環境省

事例	 特定復興再生拠点区域での準備宿泊が始まりました
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2021年度に栽培した野菜の放射性セシウム濃度の測定結果は、検出下限値未満とされ得る値となって
います（厚生労働省の定める食品中の放射性セシウム検査法では、検出下限値は20ベクレル/kg以下
とされています。検出されるまで測定した結果、2021年度に栽培した野菜の放射能濃度は、0.1～2.5
ベクレル/kgとなっており、一般食品の放射性物質の基準値である100ベクレル/kgよりも十分低い値
となっています）。また、2021年度は農地造成のための盛土工事に着手するとともに、水田に求めら
れる機能を確認するための水田試験を実施しました（図4-2-2）。

減容・再生利用技術の開発に関しては、2021年度も、大熊町の中間貯蔵施設内に整備している技術
実証フィールドにおいて、中間貯蔵施設内の除去土壌等も活用した技術実証を行いました。また、双葉
町の中間貯蔵施設内において、仮設灰処理施設で生じる飛灰の洗浄技術・安定化技術に関する技術実証
を実施するため、必要な準備・検討を行ったところです。

また、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向け、減容・再生利用の必要性・安全性等に関す
る全国での理解醸成活動の取組の一つとして、2021年度から、全国各地で対話フォーラムを開催して
おり、第1回・第2回をそれぞれオンライン配信で5月と9月に開催し、第3回は名古屋市内で12月、
第4回は福岡市内で2022年3月に開催しました（写真4-2-1）。当日の参加者は、山口壯環境大臣を始
め、有識者や若者世代と福島の除去土壌などに関する課題や今後について議論を交わしました。

さらに、2021年7月以降、一般の方向けに飯舘村長泥地区の現地見学会を開催しています。このほ
か、大学生等への環境再生事業に関する講義、現地見学会等を実施するなど、次世代に対する理解醸成
活動も実施しました。

また、中間貯蔵施設に搬入して分別した土壌の表面を土で覆い、観葉植物を植えた鉢植えを、2020
年3月より環境省本省内の環境大臣等の部屋に設置しています。鉢植えを設置した前後の大臣室の空間
線量率はいずれも0.06マイクロシーベルト/hで変化はなく、設置以来週に1回実施している放射線の
モニタリングでも、鉢植えの設置前後の空間線量率に変化は見られていません。2021年7月には、更
なる理解醸成を図るため、総理官邸や復興庁等にも鉢植えを設置し、同年12月からは新宿御苑や地方
環境事務所等の環境省関連施設にも設置しています（写真4-2-2）。また、2022年3月には、除去土壌
を用いたプランターを中央合同庁舎5号館の正面入口に設置しました（写真4-2-3）。今後とも、除去
土壌の再生利用の推進に関する理解醸成の取組を進めていきます。

	 図4-2-1	 中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の概要

資料：環境省

最終処分量 最終処分量
最終処分量

最終処分量

再生利用量 再生利用量 再生利用量

減容技術の組合せ検討 技術の絞り込み・最終処分方式検討 最終処分方式の具体化

再生利用先の具体化、再生利用の本格化

分級処理技術開発の先行・実証 分級以外の減容処理技術の実証 実事業への移行

中間目標（2018年度） 戦略目標（2024年度）

再生利用の基本的考え方の取りまとめ、実証事業・モデル事業の実施、
促進方策・実施方針等の検討、手引きの作成・充実化

減容・再生利用など各取組に関する情報発信、対話型・参加型の理解・信頼醸成活動の実施
必要な体制整備（関係機関等との連携、人材育成等）

再生利用の推進

戦略の工程管理

最終処分の
方向性検討

全国民的な
理解の醸成等

技術開発・実証
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	 第3節	 復興の新たなステージに向けた未来志向の取組

環境省では、福島県内のニーズに応え、環境再生の取組のみならず、脱炭素、資源循環、自然共生と
いった環境の視点から地域の強みを創造・再発見する「福島再生・未来志向プロジェクト」を推進して
います。本プロジェクトでは、2020年8月に福島県と締結した「福島の復興に向けた未来志向の環境
施策推進に関する連携協力協定」も踏まえ、福島県や関係自治体と連携しつつ、脱炭素・風評対策・風
化対策の3つの視点から施策を進めていくこととしています。

脱炭素に向けた施策としては、環境、エネルギー、リサイクル分野での新たな産業の定着を目指した
実現可能性調査を2018年度から継続して実施し、2021年度は地域のグリーン水素や再生可能エネル
ギーの地域利用の可能性調査や、営農型太陽光発電システムの構築に係る調査、脱炭素ツーリズムに係
る調査など8件の調査を採択しました。さらに、2021年度から、福島での自立・分散型エネルギーシ
ステム導入に関して「調査」「計画」「整備」の各段階で重点的な財政的支援を「脱炭素×復興まちづく
り」推進事業として開始しており、2021年度は、計画策定補助が2件、設備導入補助が10件採択され
ました。

	写真4-2-1	 山口壯環境大臣や若者世代等が参加した
名古屋での第3回対話フォーラム

資料：環境省

	写真4-2-2	 総理官邸に設置している鉢植え

資料：環境省

	 図4-2-2	 飯舘村長泥地区事業エリアの遠景（水田
試験エリアとは、「水田機能を確認するた
めの試験」のエリアを表す）

再生資材化
ヤード

県道62号

水田試験エリア

農地造成エリア

比曽川

盛土実証エリア

資料：環境省

	写真4-2-3	 中央合同庁舎5号館に設置している	
プランター

資料：環境省
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また、福島に対する風評払拭や環境先進地へ
のリブランディングにつなげるため、2021年度
から福島において未来に向けてチャレンジする
姿を発信する、「FUKUSHIMA NEXT」表彰制
度を設けました（図4-3-1）。審査の結果、環境
大臣賞に3人（組）、福島県知事賞に3人（組）
が選ばれ、今後、環境省では、様々なメディア
を通じてこれらの優れた取組を発信していくこ
ととしています。また、福島の復興と脱炭素の
先進地域を目指す取組を世界に発信することを
目的に、COP26にてセミナーとブース展示を実
施しました。

加えて、福島・環境再生の記憶の継承・風化
対策として、未来を担う若い方々と一緒になっ
て福島の未来を考えることを目的に「いっしょ
に考える『福島、その先の環境へ。』チャレン
ジ・アワード」という表彰制度を2020年度から
引き続き実施しました（写真4-3-1）。

さらに、2019年4月に福島県と共同策定した
「ふくしまグリーン復興構想」を踏まえ、2021
年7月に磐梯朝日国立公園満喫プロジェクト推進
に向けた地域協議会を立ち上げるなど、国立公
園等の魅力向上に関する取組を進めています。

2021年12月には、福島の復興まちづくりと
脱炭素社会の実現を目指す「令和3年度福島再
生・未来志向シンポジウム～福島の復興と脱炭
素社会の実現に向かって～」を実施し、3月には

「福島、その先の環境へ。」シンポジウムを実施
しました（写真4-3-2）。引き続き、福島県との
連携をより一層強化しながら、未来志向の環境
施策を推進していきます。

	 図4-3-1	 FUKUSHIMA	NEXT２月広告

資料：環境省

	写真4-3-1	 いっしょに考える「福島、その先の環境
へ。」チャレンジ・アワードの表彰状授与
式の様子（2021年12月）

資料：環境省

	写真4-3-2	 穂坂泰環境大臣政務官や著名人も参加し
た「福島、その先の環境へ。」シンポジウ
ムでのパネルディスカッションの様子
（2022年3月12日）

資料：環境省
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	 第4節	 A
アルプス
LPS処理水に係る海域モニタリング

2021年4月、廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において、多核種除去設備等処理水（以下
「A

ア ル プ ス
LPS処理水」という。）の処分について、2年後を目途に、国内の規制基準を厳格に遵守することを

前提に、A
ア ル プ ス

LPS処理水を海洋放出するとの基本方針が決定されました。
上記基本方針においては、A

ア ル プ ス
LPS処理水の海洋放出に当たり、トリチウム以外の放射性物質が規制基

準を確実に下回るまで浄化されていることを確認した上で、取り除くことの難しいトリチウムの濃度
は、海水で大幅に希釈することにより、規制基準を厳格に遵守することとしています。また、A

ア ル プ ス
LPS処

理水の放出前からトリチウムに関する海域モニタリングを強化・拡充し、その際、国際原子力機関
（IAEA）の協力を得て分析機関間比較を行って分析能力の信頼性を確保することなどにより、客観性・
透明性を最大限高めることとしています。

基本方針を踏まえ、2022年3月に政府の「総合モニタリング計画」を改定し、2022年度から放出前
の海域モニタリングを開始する予定です。

2021年10月から11月に英国・グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議
（COP26）において、福島第一原発事故からの復興と脱炭素先進地域を目指す福島の取組を世界に発信する
ことを目的として、COP26の会場に併設したジャパン・パビリオンにてブースを出展するとともに、11月
10日に「あれから10年。福島、その先の環境へ。」と題したセミナーを開催しました。
ブースの出展では、復興が進む福島の現状に関して正確な情報をわかりやすく伝えるため、震災からの復
興のあゆみと未来に向けた取組を紹介する動画を放映するとともに、福島を紹介する特設サイトが閲覧でき
るタブレット、特産品などを展示しました。ブースには年代や性別を問わず、世界各国から多くの方が訪れ
ました。
また、セミナーでは、2050年のカーボンニュートラルを目指す福島県、大熊町、浪江町とも連携し、各
首長と山口壯環境大臣のビデオメッセージや、各地方公共団体における脱炭素に向けた取組と、復興まちづ
くりに向けた取組を紹介しました。会場では、セミナー開始前に用意した席が満席となり、1階の同時配信
モニター前で立ち見をする方もいるなど、福島の現状に対する関心の高さが伺えました。
環境省では、福島の現状に対する正しい理解の促進を図るため、今後も地方公共団体と連携して国際的な
発信に取り組んでいきます。

セミナーの様子

資料：環境省

ブースでの説明の様子

資料：環境省

ブースの展示の様子

資料：環境省

事例
	 国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）にて福島の	

復興の取組を発信
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	 第5節	 リスクコミュニケーションの取組

θ	1	 放射線健康影響に係るリスクコミュニケーションの推進

2017年12月に取りまとめられた「風評払拭・リスクコミュニケー
ション強化戦略」（復興庁事務局）に基づき、福島県いわき市に設置
した「放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター」が中
心となり、福島県内における放射線不安対策として、住民からの相
談に対応する相談員、地方公共団体職員等への研修や専門家派遣等
の技術支援を行っています。加えて、帰還した又は帰還を検討して
いる住民を対象に、帰還後の生活の中で生じる放射線への不安・疑
問について、車座意見交換会等を通じたリスクコミュニケーション
を実施しています。また、福島県外においても、各地方公共団体や
教育機関の要望に応じた研修会やセミナーを開催しています。

東京電力福島第一原子力発電所の事故後の健康影響について、原
子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）では「放
射線被ばくが直接の原因となるような将来的な健康影響は見られそ
うにない」と評価しています。また福島県「県民健康調査」検討委
員会においては、「現時点において本格検査（2回目検査）に発見された甲状腺がんと放射線被ばくの
間の関連は認められない」と評価しています。（甲状腺検査は各対象者に原則2年に1回実施しており、
本格検査（検査2回目）は、2014～2015年度に実施された検査です。）

このような放射線の健康影響に係る正しい科学的知見が届かないことにより、不安や風評が生じ、こ
れが差別偏見につながっていくおそれがあります。このことを背景に、「学び・知をつむ“ぐ”」、「人・
町・組織をつな“ぐ”」、「自分ごととしてつたわ“る”」ことにより、風評にまどわされない適正な判断
力を養っていく「ぐぐるプロジェクト」を2021年7月に立ち上げ、放射線健康影響に関する正確な情
報を全国に分かりやすく発信する取組を推進しています（図4-5-1）。

θ	2	 環境再生事業に関連する放射線リスクコミュニケーション

除染や中間貯蔵施設の整備、特定廃棄物の処
理、帰還困難区域における特定復興再生拠点区
域の整備等の復興・再生に向けた事業を進める
と同時に、放射線や地域の環境再生への取組な
どについてわかりやすく情報を提供しています。
また、環境再生プラザやリプルンふくしま、中
間貯蔵工事情報センターを主な拠点とし、環境
再生事業に関連する放射線リスクコミュニケー
ションに係る取組を実施しています。さらに、
高い専門性や豊富な経験を持つ専門家の、市町
村や町内会、学校などへの派遣、Web等を活用
した除染・放射線学習をサポートする教材の配
布を実施しています。

2021年度は、放射線に係るリスクコミュニ
ケーションとして、専門家派遣を86回実施しま

	 図4-5-1	 「ぐぐるプロジェク
ト」ロゴマーク

資料：環境省

	写真4-5-1	 山口壯環境大臣、務台俊介環境副大臣、
穂坂泰環境大臣政務官による中間貯蔵工
事情報センター視察の様子

資料：環境省
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した。

θ	3	 A
アルプス
LPS処理水に係る風評対策

A
ア ル プ ス

LPS処理水に係る風評対策のために、原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォー
ス（復興庁事務局）において「A

ア ル プ ス
LPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージ」を取

りまとめ、政府一丸となった取組を進めています。
この一環として、風評影響の抑制のため、海域モニタリングの結果について広く情報を発信します。
また、放射線に関する科学的知見や関係省庁等の取組等を横断的に集約した統一的な基礎資料に、

A
ア ル プ ス

LPS処理水に関する情報を記載しました。
さらに、福島県内・外の車座意見交換会やセミナー等の場において、A

ア ル プ ス
LPS処理水に関する説明を

行っています。
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	 第1節	 地球温暖化対策

θ	1	 問題の概要と国際的枠組みの下の取組

近年、人間活動の拡大に伴ってCO2、メタン（CH4）、一酸化二
窒素（N2O）、代替フロン類等の温室効果ガス（GHG）が大量に
大気中に排出されることで、地球温暖化が進行していると言われて
います。特にCO2は、化石燃料の燃焼等によって膨大な量が人為
的に排出されています。我が国が排出する温室効果ガスのうち、
CO2の排出が全体の排出量の約91％を占めています（図1-1-1）。

（1）気候変動に関する政府間パネルによる科学的知見
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2021年8月から

2022年4月にかけて順次公表した第6次評価報告書の第1作業部
会、第2作業部会及び第3作業部会報告書において、以下の内容を
公表しました。

○観測された変化及びその原因
・人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには

疑う余地がない。大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広
範囲かつ急速な変化が現れている。

○将来の気候変動、リスク及び影響
・世界平均気温は、本報告書で考慮した全ての排出シナリオにおいて、少なくとも今世紀半ばまでは

上昇を続ける。向こう数十年の間にCO2及びその他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限
り、21世紀中に、地球温暖化は1.5℃及び2℃を超える。

・地球温暖化が更に進行するにつれ、極端現象の変化は拡大し続ける。例えば、地球温暖化が0.5℃
進行するごとに、熱波を含む極端な高温、大雨、一部地域における農業及び生態学的干ばつの強度
と頻度に、明らかに識別できる増加を引き起こす。

・地球温暖化を1.5℃付近に抑えるような短期的な対策は、より高い水準の温暖化に比べて、人間シ
ステム及び生態系において予測される、気候変動に関連する損失と損害を大幅に低減させるだろう
が、それら全てを無くすることはできない。

○適応、緩和、持続可能な開発に向けた将来経路
・適応と緩和を同時に実施する際、トレードオフを考慮すれば、人間の福祉、並びに生態系及び惑星

の健康にとって、複数の便益と相乗効果を実現しうる。
・COP26より前に発表された国が決定する貢献（NDCs）の実施に関連する2030年の世界全体の

第1章 地球環境の保全

	 図1-1-1	 我が国が排出する温
室効果ガスの内訳
（2020年単年度）

資料：環境省
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GHG排出量では、21世紀中に温暖化が1.5℃を超える可能性が高い見込み。したがって、温暖化
を2℃より低く抑える可能性を高くするためには、2030年以降の急速な緩和努力の加速に頼るこ
とになるだろう。

・オーバーシュートしない又は限られたオーバーシュートを伴って温暖化を1.5℃（>50%）に抑え
るモデル化された経路と、温暖化を2℃（>67%）に抑える即時の行動を想定したモデル化された
経路では、世界のGHG排出量は、2020年から遅くとも2025年以前にピークに達すると予測され
る。いずれの種類のモデル化された経路においても、2030年、2040年及び2050年を通して、急
速かつ大幅なGHG排出削減が続く。

（2）我が国の温室効果ガスの排出状況
2020年度の我が国の温室効果ガス総排出量は、11億5,000万トンCO2でした（2020年度温室効果

ガス排出量（確報値））。新型コロナウイルス感染症拡大に起因する製造業の生産量の減少や、旅客及び
貨物輸送量の減少等に伴うエネルギー消費量の減少等から、前年度（12億1,200万トンCO2）と比べ
て5.1％減少、エネルギー消費量の減少（省エネ等）や、電力の低炭素化（再エネ拡大、原発再稼働）
に伴う電力由来のCO2排出量の減少等から、2013年度の総排出量（14億900万トンCO2）と比べて
18.4％減少しました（図1-1-2）。この結果は、排出量を算定している1990年度以降の過去30年間で
最も少ない排出量であり、2018年度から、3年連続で過去最少の排出量を更新しました。

2020年度のCO2排出量は10億4,400万トンCO2（2013年度比20.8％減少）であり、そのうち、
発電及び熱発生等のための化石燃料の使用に由来するエネルギー起源のCO2排出量は9億6,700万ト
ンCO2でした。さらに、エネルギー起源のCO2排出量の内訳を部門別に分けると、間接排出について
は、産業部門からの排出量は3億5,600万トンCO2、運輸部門からの排出量は1億8,500万トンCO2、
業務その他部門からの排出量は1億8,200万トンCO2、家庭部門からの排出量は1億6,600万トンCO2

でした（図1-1-3、図1-1-4）。
CO2以外の温室効果ガス排出量については、CH4排出量は2,840万トンCO2（2013年度比5.6％減

少）、N2O排出量は2,000万トンCO2（同9.4％減少）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）排出量
は5,170万トンCO2（同61.0％増加）、パーフルオロカーボン類（PFCs）排出量は350万トンCO2

（同5.7％増加）、六ふっ化硫黄（SF6）排出量は200万トンCO2（同2.3％減少）、三ふっ化窒素（NF3）
排出量は29万トンCO2（同82.1％減少）でした（図1-1-5）。

2020年度の森林等吸収源によるCO2の吸収量は4,450万トンCO2でした。
なお、各数値については、気候変動に関する国際連合枠組条約（以下「国連気候変動枠組条約」とい

う。）の報告ガイドラインに基づき、温室効果ガス排出・吸収量の算定方法を改善するたびに、過年度
の排出量も再計算しているため、以前の白書掲載の値との間で差異が生じる場合があります。
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	 図1-1-2	 我が国の温室効果ガス排出量
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	 図1-1-3	 CO2排出量の部門別内訳

注１：直接排出とは、発電及び熱発生に伴うエネルギー起源CO2排出量を、そ
の生産者側の排出として計上した値（電気・熱配分前）

　２：間接排出とは、発電及び熱発生に伴うエネルギー起源CO2排出量を、そ
の消費量に応じて各部門に配分した値（電気・熱配分後）

資料：環境省
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	 図1-1-4	 部門別エネルギー起源CO2排出量の推移

注：電気熱配分統計誤差を除く
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	 図1-1-5	 各種温室効果ガス（エネルギー起源CO2以外）の排出量
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（3）フロン等の現状
特定フロン（クロロフルオロカーボン（CFC）、

ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC））、
ハロン、臭化メチル等の化学物質によって、オゾ
ン層の破壊は今も続いています。オゾン層破壊の
結果、地上に到達する有害な紫外線（UV-B）が
増加し、皮膚ガンや白内障等の健康被害の発生
や、植物の生育の阻害等を引き起こす懸念があり
ます。また、オゾン層破壊物質の多くは強力な温
室効果ガスでもあり、地球温暖化への影響も懸念
されます。

オゾン層破壊物質は、1989年以降、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（以下
「モントリオール議定書」という。）及び特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（昭和
63年法律第53号。以下「オゾン層保護法」という。）に基づき規制が行われています。その結果、代
表的な物質の一つであるCFC-12の北半球中緯度における大気中濃度は、我が国の観測では緩やかな
減少傾向が見られます。一方、国際的にCFCからの代替が進むHCFC、及びCFC・HCFCからの代
替が進むオゾン層を破壊しないものの温室効果の高いガス（いわゆる代替フロン）であるハイドロフル
オロカーボン（HFC）の大気中濃度は増加の傾向にあります。

オゾン全量は、1980年代から1990年代前半にかけて地球規模で大きく減少した後、現在も1970年
代と比較すると少ない状態が続いています。また、2021年の南極域上空のオゾンホールの最大面積は、
南極大陸の約1.8倍となりました（図1-1-6）。オゾンホールの面積は最近10年間の平均値より大きく
推移しましたが、これはオゾン層破壊を促進させる極域成層圏雲が例年より発達したことなど、気象状
況が主な要因とみられます。オゾン層破壊物質の濃度は依然として高い状態ですが、オゾンホールの規
模については、年々変動による増減はあるものの、長期的な拡大傾向は見られなくなりました。モント
リオール議定書科学評価パネルの「オゾン層破壊の科学アセスメント：2018年」によると、南極域の
オゾン層が1980年以前の状態に戻るのは今世紀中頃と予測されています。

（4）国連気候変動枠組条約及び京都議定書について
国連気候変動枠組条約は、地球温暖化防止のた

めの国際的な枠組みであり、究極的な目的とし
て、温室効果ガスの大気中濃度を自然の生態系や
人類に危険な悪影響を及ぼさない水準で安定化さ
せることを掲げています。

1997年に京都府京都市で開催された国連気候
変動枠組条約第3回締約国会議（COP3。以下、
国連気候変動枠組条約締約国会議を「COP」と
いう。）で採択された京都議定書は、先進国に対
して法的拘束力のある温室効果ガス削減の数値目
標を設定し、目標達成の補足的な仕組みとして、
海外での削減を目標達成に活用できる京都メカニ
ズムについて定めています。2008年から2012
年までの第一約束期間において、我が国は基準年

（原則1990年）に比べて6％、欧州連合（EU）
加盟国全体では同8％等の削減目標が課されまし
た。これに対し、同期間の我が国の温室効果ガス

	 図1-1-6	 南極上空のオゾンホールの面積の推移

資料：気象庁「南極オゾンホールの年最大面積の経年変化」より環境省作成
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	 図1-1-7	 世界のエネルギー起源CO2の国別排出量
（2019年）

注１：EU15か国は、COP3（京都会議）開催時点での加盟国数である。
　２：EU28か国には、イギリスが含まれる。
資料：国際エネルギー機関（IEA）「Greenhouse Gas Emissions from Energy 　
　　　Highlights」2021 EDITIONを基に環境省作成
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の総排出量は5か年平均で12億7,800万トンCO2であり、森林等吸収源や海外から調達した京都メカ
ニズムクレジットを償却することで京都議定書の削減目標（基準年比6％減）を達成しました。

2012年に行われた京都議定書第8回締約国会合（CMP8。以下、京都議定書締約国会合を「CMP」
という。）においては、2013年から2020年までの第二約束期間の各国の削減目標が新たに定められま
した。しかし、米国の不参加や近年の新興国の排出増加等により、京都議定書締約国のうち、第一約束
期間で排出削減義務を負う国の排出量は世界の4分の1にすぎないことなどから我が国は議定書の締約
国であるものの、第二約束期間には参加せず、全ての主要排出国が参加する新たな枠組みの構築を目指
して国際交渉が進められてきました（図1-1-7）。

（5）パリ協定について
ア　パリ協定採択までの経緯

2011年のCOP17及びCMP7では、全ての国が参加する2020年以降の新たな枠組みを2015年ま
でに採択することとし、そのための交渉を行う場として「強化された行動のためのダーバン・プラット
フォーム特別作業部会（ADP）」を新たに設置することに合意しました。

2015年、フランス・パリにおいて、COP21及びCMP11が行われ、全ての国が参加する温室効果
ガス排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択されました。パリ協定において
は、世界共通の長期目標として、産業革命前からの地球の平均気温上昇を2℃より十分下方に抑えると
ともに、1.5℃に抑える努力を追求することなどが設定されました。また、主要排出国を含む全ての国
が削減目標を5年ごとに提出・更新することが義務付けられるとともに、その目標は従前の目標からの
前進を示すことが規定され、加えて、5年ごとに協定の世界全体としての実施状況の検討（グローバル
ストックテイク）を行うこと、各国が共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、レビューを受ける
ことなどが規定されました。そのほか、二国間クレジット制度（JCM）を含む市場メカニズムの活用、
森林等の吸収源の保全・強化の重要性、途上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する取組の奨励、適
応に関する世界全体の目標設定及び各国の適応計画作成過程と行動の実施、先進国が引き続き資金を提
供することと並んで途上国も自主的に資金を提供することなどが盛り込まれました。

パリ協定の採択を受けて、ADPは作業を終了し、パリ協定の実施に向けた検討を行うための新たな
作業部会である「パリ協定に関する特別作業部会（APA）」を設置することなども合意されました。

イ　パリ協定の発効
2016年4月にはパリ協定の署名式が米国・ニューヨークの国連本部で行われ、175の国と地域が署

名しました。同年5月には我が国でG7伊勢志摩サミットが開催され、同協定の年内発効という目標が
首脳宣言に盛り込まれました。同年9月には米中両国が協定を同時締結したほか、国連主催のパリ協定
早期発効促進イベントが開催されるなど、早期発効に向けた国際社会の機運が大きく高まりました。そ
して同年10月5日には、締約国数55か国及びその排出量が世界全体の55％との発効要件を満たし、
11月4日、パリ協定が発効しました。なお、我が国は同年11月8日に締結しました。

ウ　実施方針に関する交渉等
2016年11月、モロッコのマラケシュにおいて、COP22、CMP12及びパリ協定第1回締約国会合

第1部（CMA1-1。以下、パリ協定締約国会合を「CMA」という。）が行われました。COP22では、
パリ協定の実施指針等に関する交渉の進め方について、実施指針を2018年までに策定することなどが
決定されました。また、2017年11月、ドイツのボンにおいて、COP23・CMP13・CMA1-2が行わ
れ、パリ協定の実施指針のアウトラインや具体的な要素がまとめられました。

2018年12月、ポーランドのカトヴィツェにおいて、COP24・CMP14・CMA1-3が開催されまし
た。COP24では、パリ協定の精神にのっとり、先進国と途上国との間で取組に差異を設けるべきとい
う二分論によることなく、全ての国に共通に適用される実施指針を採択しました。採択された実施指針
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では、緩和（2020年以降の削減目標の情報や達成評価の算定方法）、透明性枠組み（各国の温室効果
ガス排出量、削減目標の進捗・達成状況等の報告制度）、資金支援の見通しや実績に関する報告方法等
について規定されました。パリ協定第6条（市場メカニズム）については、根幹部分は透明性枠組みに
盛り込まれ、詳細ルールはCOP25における策定に向けて検討を継続することとなりました。

2019年12月、スペインのマドリードにおいて、COP25・CMP15・CMA2が開催されました。
COP25では、COP24で合意に至らなかったパリ協定第6条の実施指針の交渉が一つの焦点となりま
したが、合意に至りませんでした。

2020年11月にCOP26が予定されていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、2021
年に延期を余儀なくされました。しかしながら2020年は、パリ協定の下で、2030年を目標年とする、
各国が決定する貢献（NDC）の通報又は更新が求められている重要な年であり、またコロナ禍におい
ても気候変動対策の必要性は依然高いことから、国連気候変動枠組条約事務局（UNFCCC）により、
同年6月と、11月末から12月初めに、それぞれ約2週間にわたり、COP26に向けて、気候変動対策・
交渉の機運を維持するための一連のオンライン会合が開催されました。

環境省は、新型コロナウイルス感染症からの復興と気候変動・環境対策に関する「オンライン・プ
ラットフォーム」閣僚級会合を同年9月にUNFCCCと共に主催しました。計96か国が参加し、「国際
的な連帯の強化、気候変動対策の機運向上」を達成することができました。

2021年10月末より、英国のグラスゴーにおいて、COP26・CMP16・CMA3が開催されました。
COP26では、全体決定として、最新の科学的知見に依拠しつつ、パリ協定に定められた1.5℃に向け、
今世紀半ばのカーボンニュートラル及びその経過点である2030年に向けて野心的な気候変動対策を締
約国に求める内容のほか、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電の逓減及び非効率な化石燃料
補助金からのフェーズアウトを含む努力を加速すること、先進国に対して、2025年までに途上国の適
応支援のための資金を2019年比で最低2倍にすることを求める内
容が盛り込まれました。また、COP25において検討を継続するこ
ととされていたパリ協定第6条の実施指針について合意され、国際
枠組の下での市場メカニズム（JCMを含む。）に関するルールが完
成しました。二重計上の防止については、我が国が提案していた内
容（政府承認に基づく二重計上防止策）が打開策となり、今回の合
意に大きく貢献しました。この結果を踏まえて、その他、透明性枠
組み（各国の温室効果ガス排出量、削減目標に向けた取組みの進
捗・達成状況等の報告制度）、NDC実施の共通の期間（共通時間
枠）、気候資金等の重要議題でも合意に至り、パリ協定のルール交
渉を終え、更なる実施強化のステージへと移りました（写真1-1-
1）。

θ	2	 科学的知見の充実のための対策・施策

（1）我が国における科学的知見
気象庁の統計によると、1898年から2021年の期間において、日本の年平均気温は100年あたり

1.28℃の割合で上昇しています。また、文部科学省と気象庁が2020年12月に公表した「日本の気候
変動2020－大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書－」によると、20世紀末と比較した21世
紀末の年平均気温が、気温上昇の程度をかなり低くするために必要となる温暖化対策を講じた場合には
日本全国で平均1.4℃上昇し、また温室効果ガスの排出量が非常に多い場合には、日本全国で平均4.5℃
上昇するとの予測が示されています。

また環境省は、気候変動が我が国に与える影響について、2020年12月に「気候変動影響評価報告
書」を公表しました。

	写真1-1-1	 COP26決定文書採択
の瞬間

資料：環境省
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気候変動の影響については、気温や水温の上昇、降水日数の減少等に伴い、農作物の収量の変化や品
質の低下、家畜の肉質や乳量等の低下、回遊性魚類の漁期や漁場の変化、動植物の分布域の変化やサン
ゴの白化、洪水の発生地点の増加、熱中症による死亡者数の増加、桜の開花の早期化等が、現時点にお
いて既に現れていることとして示されています。また、栽培適地の変化、高山の動植物の生息域減少、
渇水の深刻化、水害・土砂災害を起こし得る大雨の増加、高潮・高波リスクの増大、海岸侵食の加速、
自然資源を活用したレジャーへの影響、熱ストレスによる労働生産性の低下等のおそれがあると示され
ています。

（2）観測・調査研究の推進
気候変動に関する科学的知見を充実させ、最新の知見に基づいた政策を展開するため、引き続き、環

境研究総合推進費等の研究資金を活用し、現象解明、影響評価、将来予測及び対策に関する調査研究等
の推進を図りました。

気候変動対策に必要な観測を、統合的・効率的に実施するため、「地球観測連携拠点（地球温暖化分
野）」の活動を引き続き推進しました。加えて、2009年1月に打ち上げた温室効果ガス観測技術衛星1
号機（GOSAT）（第6章第3節2（1）を参照）は、主たる温室効果ガスであるCO2とCH4の全球平均
濃度の変化を継続監視し、2009年の観測開始から現在に至るまで季節変動を経ながら年々濃度が上昇
している傾向を明らかにしました。さらに、観測精度を向上させた後継機となる2号機（GOSAT-2）
を2018年10月に打ち上げ、2019年2月に定常運用を開始しました。この衛星は、全球の温室効果ガ
ス濃度を観測するミッションを継承するほか、燃焼起源のCO2を特定するための機能を新たに有して
おり、今後各国のパリ協定に基づく排出量報告の透明性向上への貢献を目指します。なお、水循環変動
観測衛星「しずく（GCOM-W）」後継センサとの相乗りを見据えて調査・検討を行ってきた3号機に
当たる温室効果ガス・水循環観測技術衛星（GOSAT-GW）は2023年度打ち上げを目指して開発を進
めています。

また、宇宙空間では軌道上にある使用済みとなった人工衛星やロケット上段等のスペースデブリ（宇
宙ごみ）の増加が問題となっています。環境省はGOSATがスペースデブリとして宇宙空間に滞留す
ることがないようにするため、2020年3月にスペースデブリ化防止対策を検討する環境省内検討チー
ムを立ち上げ、同年10月には「今後の環境省におけるスペースデブリ問題に関する取組について（中
間取りまとめ）」を公表しました。これを契機として、同年11月に開催されたスペースデブリに関する
関係府省等タスクフォースにおいて、関係府省等で政府衛星のスペースデブリ化を防止するための必要
な措置に取り組むことが政府方針として合意されました。

世界の政策決定者に対し、正確でバランスの取れた科学的情報を提供し、国連気候変動枠組条約の活
動を支援してきたIPCCは、現在第6次評価サイクルにあります。同サイクル開始以来、これまでに
1.5℃特別報告書（2018年10月公表）、土地関係特別報告書（2019年8月公表）、海洋・雪氷圏特別報
告書（2019年9月公表）及び「2006年IPCC国別温室効果ガスインベントリガイドラインの2019年
改良」（2019年5月公表。以下「2019年方法論報告書」という。）が公表され、2021年8月から2022
年4月にかけて第6次評価報告書第1作業部会報告書、第2作業部会報告書、第3部会作業報告書がそ
れぞれ公表されました。2022年の秋にかけて第6次評価報告書の策定に向け、順次作業が進められて
います。これら報告書は、パリ協定において、その実施に不可欠な科学的基礎を提供するものと位置付
けられています。我が国は、第6次評価サイクルの各種報告書作成プロセスに向けた議論への参画、資
金の拠出、関連研究の実施など積極的な貢献を行っています。その一環として、2019年5月には、前
述の2019年方法論報告書の採択を議論するIPCC第49回総会を京都市で開催しました。IPCCのイン
ベントリガイドラインは、パリ協定の実施に不可欠な、各国による温室効果ガス排出量の把握と報告を
支えるものですが、本報告書は、2006年に作成したガイドラインのうち、衛星データの利用や、改良
が必要な排出・吸収カテゴリーに対する更新、補足及び精緻

ち
化を行ったものです。

さらに、我が国の提案により公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）に設置された、温室効果
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ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定めるためのインベントリ・タスクフォース（TFI）の技術支援
ユニットの活動を支援し、各国の適切なインベントリ作成に貢献しています。第6次評価サイクルにお
いても、我が国はTFIの共同議長を引き続き務めています。

国連気候変動枠組条約の目標を達成するための我が国の取組の一つとして、環境研究総合推進費によ
る「気候変動影響予測・適応評価の統合的戦略研究（S-18）」等の研究を2021年度にも引き続き実施
し、科学的知見の収集・解析等を行いました。これらの研究により明らかとなった知見は、IPCC等に
インプットされることになります。

θ	3	 持続可能な社会を目指したビジョンの提示：低炭素社会から脱炭素社会へ

2020年10月26日、第203回国会において、我が国は2050年までにカーボンニュートラル、すな
わち脱炭素社会の実現を目指すことを宣言し、第204回国会で成立した地球温暖化対策の推進に関す
る法律の一部を改正する法律（令和3年法律第54号）では、2050年カーボンニュートラルを基本理念
として法定化しました。また、2021年4月22日の第45回地球温暖化対策推進本部において、2050年
目標と整合的で野心的な目標として、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46％削減することを
目指し、さらに、50％の高みに向けて挑戦を続けていくことを宣言しました。

2021年10月22日、新たな2030年度削減目標を踏まえ、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推
進を図る新たな「地球温暖化対策計画」を閣議決定しました。また、同日、新たな2030年度削減目標
を記載した「日本のNDC（国が決定する貢献）」を第48回地球温暖化対策推進本部において決定し、
UNFCCCに提出しました。2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、新たな「パリ協定に基
づく成長戦略としての長期戦略」を2021年10月22日に閣議決定し、同月29日にUNFCCCに提出
しました。

この戦略では、政策の基本的な考え方として、2050年カーボンニュートラル宣言の背景にある「も
はや地球温暖化対策は経済成長の制約ではなく、積極的に地球温暖化対策を行うことで産業構造や経済
社会の変革をもたらし大きな成長につなげる」という考えをしっかりと位置付けています。

そして、エネルギー、産業、運輸、地域・くらし、吸収源の各部門の長期的なビジョンとそれに向け
た対策・施策の方向性を示しています。具体的には、エネルギーについては、S＋3Eを大前提に、再
生可能エネルギーについて、主力電源化として最優先の原則の下で最大限の導入に取り組み、水素・
CCUSについて、社会実装を進めるとともに、原子力について、国民からの信頼確保に努め、安全性
の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していくなど、あらゆる選択肢を追求することとしてい
ます。また、産業については熱や製造プロセスの脱炭素化を進めるとともに、運輸については、2035
年までに乗用車新車販売で電動車100％を実現できるよう、包括的な措置を講ずることを掲げていま
す。地域・くらしについては、地域課題を解決した強靱

じん
で活力ある脱炭素社会を実現することを目指

し、地域脱炭素に向け、家庭では脱炭素なエネルギーのプロシューマが一般的になっていることを目指
します。吸収源対策については、二酸化炭素直接回収・貯留（DACCS）技術の追求や森林吸収源対策
の推進などに取り組むこととしています。

また、分野を超えて重点的に取り組む横断的施策として、「イノベーションの推進」、「グリーンファ
イナンスの推進」等の11施策を記載しています。今後、ステークホルダーとの連携や対話を通じ、我
が国は、この長期戦略の実行に挑戦し、世界の脱炭素化をけん引していきます。

2021年5月には、地球温暖化が進む中、昨今の我が国の食料・農林水産業が置かれている現状や国
際動向を踏まえ、食料・農林水産業の生産力向上と持続性を両立するための新たな政策方針として「み
どりの食料システム戦略」を農林水産省において取りまとめました。この戦略は、温室効果ガス削減や
カーボンニュートラルの実現、生物多様性の保全にも寄与するものであり、2050年までに目指す姿と
して、農林水産業のCO2ゼロエミッション化等の14の目標を定めています。また、2021年10月には、
農林水産分野の地球環境対策の取組方向を示した「農林水産省地球温暖化対策計画」を改定しました。
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θ	4	 エネルギー起源CO2の排出削減対策

（1）産業部門（製造事業者等）の取組
2013年度以降の産業界の地球温暖化対策の中心的な取組である「低炭素社会実行計画」の2020年

度実績について、審議会による厳格な評価・検証を実施しました。具体的には、［1］目標達成の蓋然
性を確保するため、2020年度に実施した取組を中心に各業種の進捗状況を点検し、2020年、2030年
の目標達成に向けて着実に対策が実施されていることを確認しました。また、［2］足下の実績や取組
だけでなく、業界や部門の枠組みを超えた低炭素社会・サービス等による他部門での貢献、優れた技術
や素材の普及等を通じた海外での貢献、革新的技術の開発や普及による削減貢献といった各業種の取組
についても深掘りし、こうした削減貢献を可能な限り定量化することにより、貢献の可視化とベストプ
ラクティスの横展開等を行いました。2022年3月末までに111業種が2030年を目標年限とする計画
を策定しており、自主的取組に参画する業種の我が国のエネルギー起源CO2排出量に占める割合は5
割を超えています。［3］加えて、「地球温暖化対策計画」においても、「低炭素社会実行計画」を産業
界における対策の中心的役割と位置付けており、政府の2030年度削減目標との整合性や2050年のあ
るべき姿を見据えた2030年度目標設定、共通指標としての2013年度比の二酸化炭素排出量削減率の
統一的な見せ方等の検討を進めるなど、引き続き自主的な取組を進め、温室効果ガスの排出削減をより
一層推進していきます。

事業者の更なる省エネ取組を促すため、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律
第49号。以下「省エネ法」という。）に基づくベンチマーク制度を見直し、事業者の省エネ取組を適切
に評価する指標・目標の設定を行いました。

産業分野等の事業者に対して、温室効果ガス排出削減に有用な省エネ・CO2削減ポテンシャル診断
の実施、既存ストックから省エネ・CO2削減効果の高い設備へ更新するための補助、L2-Tech（先導
的低炭素技術）情報の収集とリスト化等の取組を行いました。

中小企業におけるCO2排出削減対策の強化のため、低炭素機器導入における資金面の公的支援の一
層の充実や、中小企業等の省エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をク
レジットとして認証し、「低炭素社会実行計画」の目標達成等のために活用するJ-クレジット制度の運
営、さらにCO2排出低減が図られている建設機械の普及を図るため、一定の燃費基準を達成した建設
機械を燃費基準達成建設機械として認定しており、加えて新たに2018年4月から小型油圧ショベルの
認定を開始しました。

農林水産分野においては、「農林水産省地球温暖化対策計画」に基づき、緩和策として施設園芸等にお
ける省エネルギー対策、バイオマスの活用の推進、我が国の技術を活用した国際協力等を実施しました。

（2）業務その他部門の取組
エネルギー消費量が増加傾向にある住宅・ビルにおける省エネ対策を推進するため、省エネ法におけ

る建材トップランナー制度に基づき、断熱材・窓（サッシ、複層ガラス）等の建築材料の性能向上を
図っており、2021年6月から、更なる性能向上を図るため、目標基準値の強化に向けた検討を行いま
した。また、大幅な省エネ性能を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一
次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指したビル（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル。以下

「Z
ゼ ブ
EB」という。）の普及を進めるため、先進的な技術等の組み合わせによるZ

ゼ ブ
EBの実証事業を行って

います。2019年5月には、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）
を改正し、住宅・建築物に対する省エネ対策の強化を図りました。また、建築物等に関する総合的な環
境性能評価手法（CASBEE）、省エネルギー性能に特化した評価・表示制度である建築物省エネルギー
性能表示制度（BELS）の充実・普及を行いました。さらに、省エネ・省CO2の実現性に優れたリー
ディングプロジェクト等に対する支援のほか、ビルオーナーとテナントが不動産の環境負荷を低減する
取組についてグリーンリース契約等を締結して協働で省エネ化を図る事業に対する支援や、環境不動産
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の形成を促進するための官民ファンドの設置等を行いました。
また、2021年4月から8月にかけて、国土交通省、経済産業省、環境省の合同で「脱炭素社会に向

けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」を開催し、2050年カーボンニュートラルの実現に
向けて、住宅・建築物におけるハード・ソフト両面の取組と施策立案の方向性について議論を重ね、目
指すべき住宅・建築物の2050年の姿（ストック平均でZ

ゼ ッ チ
EH・Z

ゼ ブ
EB基準の水準の省エネ性能の確保、

導入が合理的な住宅・建築物における太陽光発電設備等の再エネ導入が一般的となること）、2030年
の姿（新築住宅・建築物についてZ

ゼ ッ チ
EH・Z

ゼ ブ
EB基準の水準の省エネ性能の確保、新築戸建住宅の6割に

太陽光発電設備の導入）や、その実現に向けた「取組の進め方」を取りまとめました。
更なる個別機器の効率向上を図るため、省エネ法のトップランナー制度においてエネルギー消費効率

の基準の見直し等について検討を行っています。具体的には、2021年4月及び5月に、磁気ディスク
装置、ガス温水機器、石油温水機器、電気温水機器及びテレビの新たな省エネ基準を策定するために関
係法令を改正しました。また、2022年2月には、家庭用エアコンの新たな省エネ基準をワーキンググ
ループにおいて取りまとめを行いました。さらに、2021年8月には、テレビと温水機器（ガス温水機
器、石油温水機器、電気温水機器）の省エネラベルの変更を行うため、小売事業者表示制度を改正しま
した。この改正により、温水機器については、エネルギー種別を問わず比較できる横断的な多段階評価
基準を設定するとともに年間目安エネルギー料金を新たに表示できるようになりました。さらに、既存
の事業場について、ストック全体の低炭素化のため、温室効果ガス排出削減に有用なCO2削減ポテン
シャル診断の実施、既存ストックからCO2削減効果の高い設備へ更新するための補助、L2-Tech情報
の収集とリスト化等の取組を行いました。

政府実行計画に基づく取組に当たっては、2007年11月に施行された国等における温室効果ガス等
の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成19年法律第56号）に基づき、温室効果ガス等
の排出の削減に配慮した契約を実施しました。

（3）家庭部門の取組
消費者等が省エネルギー性能の優れた住宅を選択することを可能とするため、CASBEEや住宅性能

表示制度の充実・普及を実施しました。大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導
入することにより、年間の一次エネルギー消費量を正味でおおむねゼロ以下とし、省エネ性能と住み心
地を兼ね備えた住宅（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス。以下「Z

ゼ ッ チ
EH」という。）の普及や高性能建

材を導入した断熱リフォームの普及を支援しました。また、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成
24年法律第84号）に基づく、認定低炭素建築物の普及・促進を図りました。加えて、各家庭のCO2

排出実態やライフスタイルに合わせたアドバイスを行う家庭エコ診断制度において、専門の資格を持っ
た診断士による「うちエコ診断」を実施、2011年度から2020年度までに約10.6万件の診断を行いま
した。

また、一般消費者に一層の省エネに取り組んでいただくこと等を目的として、電力・ガス会社による
一般消費者向けの省エネに関する情報提供を評価・公表する制度（省エネコミュニケーション・ランキ
ング制度）を試行的に創設しました。2022年度から本格的な運用を行うため、関係法令の改正に向け
た取組を行いました。

国民一人一人に配慮した無理のない行動変容を促進し、脱炭素社会にふさわしいライフスタイルの自
発的な変革を創出することを目的として、ナッジ等の行動科学の知見に基づく新たな政策手法の検証を
行いました。具体的には、家庭部門や運輸部門、業務部門、また、学校教育や地方公共団体の窓口等の
現場を対象に、電気、ガス、燃料等の使用に伴うエネルギー消費やCO2排出実態に係るデータを収集、
解析し、ナッジやブースト等の行動科学の知見とAI/IoT等の技術の融合（BI-Tech）を活用して一人
一人にパーソナライズされたメッセージをフィードバックし、脱炭素型の行動変容を促しました。例え
ば、省エネに関するレポートを2年間継続して送付した省エネナッジにより、平均2％の省エネ・省
CO2効果が持続することが確認されました。その結果、事業を実施した2017年度から2020年度まで
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の4年間での累積のCO2削減量は4万7,000トンに及びます。この省エネナッジの特筆すべき点として
は、実証期間中に家庭でのCO2排出量を実際に大幅に削減したことに加え、一般にナッジの効果は持
続しないとも言われる中で、世帯ごとに最適化された働きかけにより、ナッジを実施している間はもと
より、終了した後も少なくとも1年間にわたり効果が持続することを明らかにしたことが挙げられます。
また、2017年4月には産学政官民連携の日本版ナッジ・ユニット（BEST）を発足し、2022年3月ま
でに計27回の連絡会議を開催しました。さらに、人々の行動様式に影響を及ぼすことがある行動科学
の知見の活用は、法令の定めるところに加え、高い倫理性が求められるため、2019年12月にはBEST
の下にナッジ倫理委員会を発足するとともに、事業の評価等のために2021年5月にはナッジ事業評価
委員会を発足しました。

（4）運輸部門の取組
省エネ法に基づき、輸送事業者に対して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関す

る取組等を推進しています。また、AI・IoTを活用した運輸部門における省エネ取組を進めるため、
荷主・輸送事業者・着荷主等が連携して、サプライチェーン全体の輸送効率化を図る取組や、車両動態
管理システム等を活用したトラック事業者と荷主等の連携による輸送効率化や、自動車整備事業者への
スキャンツールの導入による適切な自動車整備が行われる環境の整備を通じた使用過程車の実燃費の改
善の実証を支援しました。引き続き、運輸部門における省エネを進めていきます。

自動車単体対策としては、自動車燃費の改善、車両・インフラに係る補助制度・税制支援等を通じた
次世代自動車の普及促進等を行いました。また、環状道路等幹線道路ネットワークをつなぐとともに、
ビッグデータを活用した渋滞対策等の交通流対策やLED道路照明灯の整備を行いました。さらに、改
正された流通業務の総合化及び効率化に関する法律（物流総合効率化法）（平成17年法律第85号）に
基づく総合効率化計画の認定等を活用し、環境負荷の小さい効率的な物流体系の構築を促進しました。
そして、共同輸配送、モーダルシフト、大型CNGトラック導入、貨客混載等の取組について支援を行
いました。

港湾分野については、港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減を推進するとともに、水
素・燃料アンモニア等の大量かつ安定・安価な輸入・貯蔵等を可能とする受入環境の整備や、脱炭素化
に配慮した港湾機能の高度化、集積する臨海部産業との連携等を通じて温室効果ガスの排出を全体とし
てゼロにすることを目指すカーボンニュートラルポート（CNP）の形成の促進に向けて、2021年12
月に、港湾管理者が国の方針に基づきCNP形成計画を策定するためのマニュアルを公表するなどの取
組を進めました。

加えて、グリーン物流パートナーシップ会議を通して、荷主や物流事業者等の連携による優良事業の
表彰や普及啓発を行いました。さらに、省エネ法のトップランナー制度における乗用車の2030年度燃
費基準（2020年3月策定）に関して、モード試験では反映されない燃費向上技術の達成判定における
評価方法について検討を行うとともに、重量車の2025年度燃費基準（2019年3月策定）に関して、
製造事業者等による重量車の電気自動車等の導入への取組の評価について検討を行いました。

鉄軌道分野については、省エネ車両や回生電力の有効活用に資する設備の導入により、鉄軌道ネット
ワーク全体の省エネルギー化を行いました。

国際海運分野については、2021年6月に、国際海事機関（IMO）において、我が国主導による共同
提案を基にした、世界の大型外航船への新たなCO2排出規制「既存船燃費規制（EEXI）・燃費実績

（CII）格付け制度」に関する条約を採択し、当該規制を2023年から開始することが決定されました。
また、同年10月には、斉藤鉄夫国土交通大臣より、2050年までに、国際海運からのGHGの排出を全
体としてゼロ（2050年カーボンニュートラル）を目指す旨を公表しました。これを受けて、国際海運
2050年カーボンニュートラルを実現するべく、我が国は同年11月に、IMOに対し米国、英国等と共
同でこの目標を提案しました。加えて、水素、アンモニアを燃料とするゼロエミッション船の世界に先
駆けた実用化に向けた「次世代船舶の開発」プロジェクト実施者の公募を行い、4つのテーマ及び実施
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者（民間企業）を選定しました。内航海運分野については、革新的省エネ技術等の実証事業や「内航船
省エネルギー格付制度」の運用等により、船舶の省エネ・低炭素化を促進しました。また、2021年4
月に「内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会」を立ち上げ、内航海運を取り巻く状況や取り組
むべき施策の方向性等についての検討を行った結果として、船舶における「更なる省エネの追求」及び
代替燃料の活用等に向けた「先進的な取組の支援」の二つを柱として掲げた「とりまとめ」を公表しま
した。

航空分野において「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」に向けた検討をこれまで以
上に加速・推進していく必要があり、我が国の航空分野の具体的な取組の方向性について、有識者、民
間関係者等からなる「航空機運航分野におけるCO2削減に関する検討会」及び「空港分野における
CO2削減に関する検討会」において検討してきました。航空機運航分野におけるCO2削減に関する検
討会においては、機材・装備品等への新技術導入、管制の高度化による運航方式の改善、持続可能な航
空燃料（SAF）の導入促進の3つのアプローチによるCO2排出削減の中長期の取組の方向性等につい
て検討し、2021年12月の第4回検討会において、工程表を取りまとめました。空港分野においては空
港を再エネ拠点化する方策や空港施設・空港車両等からのCO2排出を削減する方策について検討し、
工程表などを策定しました。また、2022年の国際民間航空機関（ICAO）総会に向けて、長期目標の
策定のための検討グループの議長を我が国が務め、積極的に議論を進めました。

（5）エネルギー転換部門の取組
太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス等の再生可能エネルギーは、地球温暖化対策に大き

く貢献するとともに、エネルギー源の多様化に資するため、国の支援策により、その導入を促進しまし
た。また、ガスコージェネレーションやヒートポンプ、燃料電池等、エネルギー効率を高める設備等の
普及も推進してきました。さらに、二酸化炭素回収・貯留（CCS）の導入に向け、技術開発や貯留適
地調査等を実施しました。

電気事業分野における地球温暖化対策については、2016年2月に環境大臣・経済産業大臣が合意し、
電力業界の自主的枠組みの実効性・透明性の向上等を促すとともに、省エネ法やエネルギー供給事業者
による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（エネル
ギー供給構造高度化法）（平成21年法律第72号）に基づく基準の設定・運用の強化等により、2030年
度の削減目標や当時のエネルギーミックスと整合する2030年度に排出係数0.37kg-CO2/kWhという
目標を確実に達成していくために、電力業界全体の取組の実効性を確保していくこととしています。ま
た、これらの取組が継続的に実効を上げているか、毎年度、その進捗状況を評価し、目標が達成できな
いと判断される場合には、施策の見直し等について検討することとしています。これを受けて、2021
年12月、政府としては、産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会資源・エネルギーワー
キンググループを開催し、電力業界の自主的枠組みの評価・検証を行いました。

さらに、経済産業省では2030年に向け安定供給を大前提に非効率石炭火力のフェードアウトを着実
に実施するために、石炭火力発電設備を保有する発電事業者について、最新鋭のUSC（超々臨界）並
みの発電効率（事業者単位）をベンチマーク目標において求めることとしています。その際、水素・ア
ンモニア等について、発電効率の算定時に混焼分の控除を認めることで、脱炭素化に向けた技術導入の
促進につなげていきます。

さらに、2030年以降を見据えて、CCSについては、「エネルギー基本計画」や「パリ協定に基づく
成長戦略としての長期戦略」等を踏まえて取り組むこととしています。

θ	5	 エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出削減対策

（1）モントリオール議定書に基づく取組
2016年10月、ルワンダ・キガリにおいて、モントリオール議定書第28回締約国会合（MOP28）
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が開催され、HFCの生産量及び消費量の段階的削減を求める議定書の改正（キガリ改正）が採択され
ました。本改正を踏まえ、2018年6月に特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部
を改正する法律（平成30年法律第69号）が成立し、キガリ改正の発効日である2019年1月1日に施
行され、我が国を含む先進国はHFCの生産量及び消費量を2036年までに基準量比（2011～2013年
平均値＋HCFCの基準値の15％）の15％まで削減することとなりました。改正されたオゾン層保護法
に基づき、我が国では代替フロンの生産量及び消費量の割当てによる段階的な削減を進めています。

（2）非エネルギー起源CO2、CH4及びN2Oに関する対策の推進
農地土壌や家畜排せつ物、家畜消化管内発酵に由来するCH4及びN2Oを削減するため、「農林水産

省地球温暖化対策計画」に基づき、地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対する支援を行うととも
に、家畜排せつ物の適正処理等を推進しました。

廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進により化石燃料由来廃棄物の焼却量の削減を推進すると
ともに、有機性廃棄物の直接最終処分量の削減や、全連続炉の導入等による一般廃棄物処理施設におけ
る燃焼の高度化等を推進しました。

下水汚泥の焼却に伴うN2Oの排出量を削減するため、下水汚泥の燃焼の高度化や、N2Oの排出の少
ない焼却炉及び下水汚泥固形燃料化施設の普及、下水道革新的技術実証事業における温室効果ガス削減
を考慮した汚泥焼却技術の実証を通じた技術の普及を促進しました。

（3）代替フロン等4ガスに関する対策の推進
代替フロン等4ガス（HFC、PFC、SF6、NF3）は、オゾン層は破壊しないものの強力な温室効果ガ

スであり、我が国の排出量について国連気候変動枠組条約事務局に毎年報告しなければならないとされ
ています。

代替フロン等4ガスの中でも、HFCについては、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、CFC、HCFC
からの転換が進行し、排出量が増加傾向で推移してきました。HFCの排出の約9割は冷凍空調機器の
冷媒用途によるものであり、機器の使用時におけるHFCの漏えい及び廃棄時未回収が排出量に大きく
寄与しています（図1-1-8）。

HFCを含めた業務用冷凍空調機器に使用されるフロン類の排出削減に向けて、フロン類のライフサ
イクル全体にわたる対策を定めたフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年
法律第64号。以下「フロン排出抑制法」という。）において、フロン類製造・輸入業者及びフロン類使
用製品（冷凍空調機器等）の製造・輸入業者に対するノンフロン・低GWP（温室効果）化の推進、機
器ユーザー等に対する機器使用時におけるフロン類の漏えいの防止、機器からのフロン類の回収・適正
処理等が求められています。また、機器廃棄時の冷媒回収率は長らく低迷しており、直近でも4割程度
にとどまる状況を踏まえ、機器ユーザーの廃棄時のフロン類引渡義務違反に対して、直接罰を導入する

	 図1-1-8	 代替フロン等4ガスの排出量推移

資料：（実績）温室効果ガス排出量インベントリ報告書
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など、関係事業者の相互連携により機器ユーザーの義務違反によるフロン類の未回収を防止し、機器廃
棄時にフロン類の回収作業が確実に行われる仕組みを構築するため、2019年にフロン排出抑制法が改
正され2020年4月から施行されました（図1-1-9）。2021年10月に閣議決定した「パリ協定に基づく
成長戦略としての長期戦略」において、代替フロン分野におけるカーボンニュートラルに向けた対策と
して、モントリオール議定書キガリ改正の着実な履行、グリーン冷媒使用機器普及拡大、機器使用時の
漏えいゼロを目指したフロン類の漏えい防止、機器廃棄時の未回収冷媒ゼロを目指した冷凍空調機器か
らのフロン類の回収・適正処理の方向性を示しました。加えて、2021年度はウェブ等を活用した広報
活動に加え、業務用冷凍空調機器の管理者及び建物解体業者、廃棄物・リサイクル事業者に対して改正
フロン排出抑制法に係るオンライン説明会を開催し、改正法についてより一層の周知を行うとともに、
IoT技術を活用したフロン漏えい検知システムの活用可能性等、フロン類の更なる排出抑制対策の検討
も実施しました。また、冷媒のノンフロン化を推進するため、省エネ型自然冷媒機器の導入を促進する
ための補助事業等も実施しています。

また、特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。）、使
用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。）
に基づき、家庭用の電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機、ルームエアコン及びカーエアコン
からのフロン類の適切な回収を進めました。

産業界のフロン類対策等の取組に関しては、自主行動計画の進捗状況の評価・検証を行うとともに、
行動計画の透明性・信頼性及び目標達成の確実性の向上を図りました。

θ	6	 森林等の吸収源対策、バイオマス等の活用

土地利用、土地利用変化及び林業部門（LULUCF）については、パリ協定に則して、森林経営等の
対象活動による吸収量について目標を定めています。具体的には、「地球温暖化対策計画」に基づき、
森林吸収源対策により、2030年度に約3,800万トンCO2、都市緑化等の推進により、2030年度に約
120万トンCO2、農地土壌炭素吸収源対策により、2030年度に850万トンCO2の吸収量を確保する

	 図1-1-9	 フロン排出抑制法の概要
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こととしています。
この目標を達成するため、森林吸収源対策として、「森林・林業基本計画」等に基づき、多様な政策

手法を活用しながら、適切な間伐や造林等を通じた健全な森林の整備、保安林等の適切な管理・保全、
効率的かつ安定的な林業経営の育成に向けた取組、国民参加の森林づくり、木材及び木質バイオマスの
利用等を推進しました。

都市における吸収源対策として、都市公園整備や道路緑化等による新たな緑地空間を創出し、都市緑
化等を推進しました。さらに、農地土壌の吸収源対策として、炭素貯留量の増加につながる土壌管理等
の営農活動の普及に向け、炭素貯留効果等の基礎調査、地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対す
る支援を行いました。

加えて、ブルーカーボン生態系によるCO2吸収量の計測・推計に向けた検討を行うとともに、浚
しゅんせつ

渫
土砂や鉄鋼スラグを活用したCO2吸収源となる藻場等の造成を実施しました。

θ	7	 国際的な地球温暖化対策への貢献

（1）開発途上国への支援の取組
途上国では深刻な環境汚染問題を抱えており、2018年に開催された世界保健機関（WHO）の大気

汚染と健康に関する国際会議やIPCCの報告書等においても、地球温暖化対策と環境改善を同時に実現
できるコベネフィット・アプローチの有効性が認識されています。我が国では2007年12月から本ア
プローチに係る途上国との協力を進めており、熱供給ボイラの改良による大気汚染物質と温室効果ガス
の同時削減効果や、高濃度汚水の処理に係る水質汚濁物質と温室効果ガスの同時削減効果について確認
しています。また、国際応用システム分析研究所（IIASA）やアジア・コベネフィット・パートナー
シップ（ACP）の活動支援を通して、アジア地域におけるコベネフィット・アプローチの推進・普及
を実施しています。

途上国が脱炭素社会へ移行できるよう、我が国の地方公共団体が持つ経験を基に、制度・ノウハウ等
を含め優れた脱炭素技術の導入支援を行う都市間連携事業や、アジア開発銀行（ADB）等と連携した
プロジェクトへの資金支援を実施しました。

加えて、気候変動による影響に脆
ぜい

弱である島嶼
しょ

国に対し、気候変動への適応・エネルギー・水・廃棄
物分野への対応に関する支援や、研究者によるネットワーク設立に向けた支援など、様々な取組を行っ
ています。

森林の減少を含む土地利用の変化に伴う温室効果ガス排出量は世界全体の人為的な排出量の約2割を
占めるとされており、2015年12月にCOP21で採択されたパリ協定においては、森林を含む吸収源の
保全及び強化に取り組むこと（5条1項）に加え、途上国の森林減少及び劣化に由来する温室効果ガス
の排出の削減等（REDD＋）の実施及び支援を推奨すること（同2項）などが定められました。また、
REDD＋を推進するため、JCMにおけるREDD＋の実施ルールの検討及び普及を行いました。

政府全体のインフラ展開の戦略である、「インフラシステム海外展開戦略2025」（2021年6月改訂）
では、戦略の目的の3本柱のうちの二つに「カーボンニュートラル、デジタル変革への対応等を通じた、
産業競争力の向上による経済成長の実現」と「展開国の社会課題解決・SDGs達成への貢献」が位置付
けられました。これらの実現に向けて、相手国のニーズも踏まえ、実質的な排出削減につながる脱炭素
移行政策誘導型インフラ輸出支援を推進し、相手国の脱炭素移行を進めるため、政策立案の上流からセ
クター別や個別案件等の下流までを一体とした政策支援を実施しています。

（2）アジア太平洋地域における取組
開発途上国の中には、気候変動影響に対処する適応能力が不足している国が多くあります。このた

め、我が国では、アジア太平洋地域において気候変動リスクを踏まえた意思決定と実効性の高い気候変
動適応を支援するために構築した「アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム」（AP-PLAT）を
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活用し、［1］気候変動リスクに関する科学的知見の情報共有、［2］政策意思決定用ツールの提供、［3］
気候変動適応策実施のための能力強化等の取組を、地域内の各国や関係機関等との協働により推進して
います。

また、様々な国際協力のスキームや気候資金、気象衛星等を活用し、開発途上国において、気候変動
及び気候変動影響に関する観測、監視、予測及び評価や、防災、水資源、農業分野等での気候変動適応
に関する技術協力を推進しています。

（3）JCMの推進に関する取組
環境性能に優れた先進的な脱炭素技術・製品の

多くは、一般的に導入コストが高く、普及には困
難が伴うという課題があります。このため、途上
国等のパートナー国への優れた脱炭素技術・製
品・システム・サービス・インフラ等の普及や対
策実施を通じ、実現した排出削減・吸収への我が
国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国の
削減目標の達成に活用するJCMを構築・実施し
てきました。こうした取組を通じ、パートナー国
の負担を下げながら、優れた脱炭素技術の普及を
促進しています。

2030年までの国際協力の取組として、コ・イ
ノベーションを可能とする環境・基盤の整備に向
けJCMプロジェクトで導入した技術の現地基準
へのスペックインやプロジェクトを契機とした新
たな市場の開拓等、技術導入の基盤となる制度や
市場変革につながる事例も生まれています。

これまでにクレジットの獲得を目指す環境省
JCM資金支援事業のほか、国立研究開発法人新
エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
による実証事業を実施しており、17か国とJCMを構築しています（表1-1-1）。
「地球温暖化対策計画」では、JCMについて、「官民連携で2030年度までの累積で、1億t-CO2程度

の国際的な排出削減・吸収量の確保を目標とする」ことが定められました。また、2021年10月末か
ら開催されたCOP26での合意を踏まえ、環境省は「COP26後の6条実施方針」を発表し、［1］JCM
パートナー国の拡大と、国際機関と連携した案件形成・実施の強化、［2］民間資金を中心としたJCM
の拡大、［3］市場メカニズムの世界的拡大への貢献を通じて、世界の脱炭素化に貢献していくことと
しました。

（4）短寿命気候汚染物質に関する取組
ブラックカーボン、CH4、HFC等の短寿命気候汚染物質については、その対策が短期的な気候変動

緩和と大気汚染防止等他分野の双方に効果があるとして国際的に注目されており、2012年2月に米国、
スウェーデン等により立ち上げられた「短寿命気候汚染物質（SLCP）削減のための気候と大気浄化の
コアリション（CCAC）」に、2012年4月より我が国も参加しました。2021年11月にはCOP26の場
でCCAC閣僚級会合が開催され、農業、クーリング、廃棄物をはじめとした主要分野におけるSLCP
対策を推進するための計画策定支援や調査研究等を内容とする2030年戦略が始動しました。山口壯環
境大臣から、冷媒として使用されるHFCを含むフロン類について、CCACと連携しながら、使用時や
廃棄時を含め、ライフサイクル全体での排出抑制に積極的に取り組むことを表明しました。環境省は

	 表1-1-1	 JCMパートナー国ごとの進捗状況

パートナー国 プロジェクトの
登録数

方法論の
採択数

資金支援事業・
実証事業の件数
（2013-2021年度）

モンゴル  5件  3件   9件
バングラデシュ  3件  3件   5件

エチオピア －  3件   1件
ケニア  2件  3件   3件

モルディブ  1件  2件   3件
ベトナム 14件 15件  40件
ラオス  1件  3件   7件

インドネシア 23件 28件  46件
コスタリカ  1件  3件   2件

パラオ  4件  1件   5件
カンボジア  2件  5件   6件
メキシコ －  1件   6件

サウジアラビア  1件  1件   2件
チリ  1件  2件   8件

ミャンマー  1件  5件   9件
タイ  9件 15件  47件

フィリピン  3件  2件  17件
合計 71件 95件 216件

注：2022年1月7日時点。
資料：環境省

91第1節　地球温暖化対策

第

1
章

R4_環境白書_02部_講じた-01章.indd   91R4_環境白書_02部_講じた-01章.indd   91 2022/05/23   12:40:542022/05/23   12:40:54



COP26の会場においてCCACとの共催により、サイドイベントを開催し、こうしたフロン類のライ
フサイクルマネジメントの必要性を呼びかけました。

世界全体のメタン排出量を2030年までに2020年比30％削減することを目標とするグローバル・メ
タン・プレッジについて、我が国は、2021年9月の日米豪印首脳会合において参加を表明しました。
我が国としては、「地球温暖化対策計画」に基づき、国内のメタン排出削減に取り組むとともに、国内
のメタン排出削減の優良事例を各国と共有していくこと等のイニシアティブが期待されています。

θ	8	 横断的施策

（1）地域脱炭素ロードマップ
2021年6月に開催した第3回国・地方脱炭素実現会議において「地域脱炭素ロードマップ～地方か

らはじまる、次の時代への移行戦略～」を策定しました。本ロードマップに基づき、地域脱炭素が、意
欲と実現可能性が高いところからその他の地域に広がっていく「実行の脱炭素ドミノ」を起こすべく、
今後5年間を集中期間として、あらゆる分野において、関係省庁が連携して、脱炭素を前提とした施策
を総動員していくこととしました。
「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなる「脱炭素先行地域」については、2022年1月に脱炭素先行地

域（第1回）の募集を開始しました。また2022年度予算には、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方公
共団体を支援するため、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を計上しました。さらに、民間資金を
呼び込む出資制度の創設や地方公共団体に対する財政上の措置を講じることで、脱炭素化に資する事業
の加速化を図る「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を2022年2月に閣議
決定し、第208回国会に提出しました。

（2）低炭素型の都市・地域構造及び社会経済システムの形成
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低

炭素まちづくり計画がこれまで26都市で作成さ
れました。また、都市再生特別措置法（平成14
年法律第22号）に基づく立地適正化計画がこれ
までに405都市（2021年12月末時点）で作成
され、計画に基づく都市のコンパクト化を図るた
めの財政支援を行うことにより、脱炭素に資する
まちづくりを総合的に推進しました。

低炭素なまちづくりの一層の普及のため、温室
効果ガスの大幅な削減など低炭素社会の実現に向
け、高い目標を掲げて先駆け的な取組にチャレン
ジする23都市を環境モデル都市（表1-1-2）と
して選定しており、対象都市に対して2020年度
の取組評価及び2019年度の温室効果ガス排出量
等のフォローアップを行いました。

都市の低炭素化をベースに、環境・超高齢化等
を解決する成功事例を都市で創出し、国内外に展
開して経済成長につなげることを目的として、
2011年度に東日本大震災の被災地域6都市を含
む11都市を環境未来都市（表1-1-3）として選
定しており、引き続き各都市の取組に関する普及
展開等を実施しました。

	 表1-1-2	 環境モデル都市一覧

No. 地域名 No. 地域名
1 下川町（北海道） 13 堺市（大阪府）
2 帯広市（北海道） 14 尼崎市（兵庫県）
3 ニセコ町（北海道） 15 神戸市（兵庫県）
4 新潟市（新潟県） 16 生駒市（奈良県）
5 つくば市（茨城県） 17 西粟倉村（岡山県）
6 千代田区（東京都） 18 松山市（愛媛県）
7 横浜市（神奈川県） 19 檮原町（高知県）
8 富山市（富山県） 20 北九州市（福岡県）
9 飯田市（長野県） 21 水俣市（熊本県）
10 御嵩町（岐阜県） 22 小国町（熊本県）
11 豊田市（愛知県） 23 宮古島市（沖縄県）
12 京都市（京都府）

資料：内閣府

	 表1-1-3	 環境未来都市一覧

No. 地域名 No. 地域名
1 下川町（北海道） 6 新地町（福島県）
2 釜石市（岩手県） 7 南相馬市（福島県）

3 気仙広域（岩手県）
【大船渡市/陸前高田市/住田町】

8 柏市（千葉県）
9 横浜市（神奈川県）

4 東松島市（宮城県） 10 富山市（富山県）
5 岩沼市（宮城県） 11 北九州市（福岡県）

資料：内閣府
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2021年度蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実証事業により、IoT技
術等を活用し、複数の再生可能エネルギーや蓄電池等を束ねて制御し安定した電力として供給する技術
や、工場や家庭等が有する蓄電池や発電設備、ディマンドリスポンス等のエネルギーリソースを統合制
御し電力の需給調整に活用する技術といった、いわゆるアグリゲーションビジネスの促進に向けた技術
実証を行いました。また、2021年度地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金により、
既存の系統線を用いることでコストを抑え、非常時には地域内の再生可能エネルギー等から自立的に電
力供給する、いわゆる「地域マイクログリッド」の構築に向けて、2021年度は17件の計画策定と6件
の設備導入等の支援を実施しました。

交通システムに関しては、公共交通機関の利用促進のための鉄道新線整備の推進、環状道路等幹線道
路ネットワークをつなぐとともに、ビッグデータを活用した渋滞対策等の交通流対策を行いました。

再生可能エネルギーの導入に関して、2013年10月に国内初の本格的な2MWの浮体式洋上風力発
電を設置、2016年3月より運転を開始し、本格的な運転データ、環境影響・漁業影響の検証、安全
性・信頼性に関する情報を収集し、事業性の検証を行いました。2016年度からは、洋上風力発電の事
業化を促進するため、施工の低コスト化・低炭素化や効率化等の手法の確立及び効率的かつ正確な海域
動物・海底地質等の調査手法の確立に取り組み、2020年度からは、事業性検証・理解醸成事業に取り
組んでいます。

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）
（平成30年法律第89号）が2019年4月から施行され、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る
海域の利用を促進するための区域（促進区域）の指定について、5か所（6区域）を促進区域として指
定し、発電事業者の公募手続を実施しています。2021年6月には長崎県五島市沖において発電事業者
を選定しました。加えて、港湾法の一部を改正する法律（令和元年法律第68号）が2020年2月から
施行され、洋上風力発電施設の設置・維持管理に必要な基地となる港湾を国土交通大臣が指定できる制
度を創設し、2022年3月時点、全国で4港を指定しています。同年4月には秋田港にて海洋再生可能
エネルギー発電設備取扱埠頭に係る賃貸借契約を締結しました。また、2021年12月に取りまとめた

「洋上風力産業ビジョン（第1次）」に鑑み、系統整備や促進区域等指定のスケジュール、風車の大型化
傾向を踏まえつつ、今後の基地港湾の在り方及び基地港湾を活用した地域振興について検討する「2050
年カーボンニュートラル実現のための基地港湾のあり方に関する検討会」を開催しました。

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進
事業等により、地域防災計画に災害時の避難施設等として位置付けられた施設に、平時の温室効果ガス
排出抑制に加え、災害時にもエネルギー供給等の機能発揮を可能とする再生可能エネルギー設備等の導
入を支援しました。さらに、公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業により、複数の公共施設
等が存在する地区内で再エネ設備等を導入し、自営線等を整備、電力を融通する自立・分散型のエネル
ギーシステムを複数構築し、システム間において電力を融通することにより、地区を越えた地域全体で
CO2排出削減に取り組む事業の構築を支援しました。さらに、農業分野にも再生可能エネルギーの導
入を促すため、適切な営農の継続を前提とする再生可能エネルギー発電設備を導入し、農林漁業関連施
設等へその電気を共有するモデル事例を創出しました。

このほか、近年、RE100やSBT（Science Based Targets）のように、再生可能エネルギーを指向
する需要家が増えてきていますが、需要と供給を結び付けるためには、再生可能エネルギーの価値を市
場で取引できるようにする必要があります。この観点から、2018年度より、自家消費型の再生可能エ
ネルギーのCO2削減価値を属性情報とともに遠隔地間で売買取引するプラットフォーム実証を実施し、
ブロックチェーン技術での価値の移転の記録に成功しました。

（3）水素社会の実現
水素は、利用時にCO2を排出せず、製造段階に再生可能エネルギーやCCSを活用することで、トー

タルでCO2フリーなエネルギー源となり得ることから、脱炭素社会実現の重要なエネルギーとして期
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待されています。また、水素は再生可能エネルギーを含め多種多様なエネルギー源から製造し、貯蔵・
運搬することができるため、一次エネルギー供給構造を多様化させることができ、一次エネルギーのほ
ぼ全てを海外の化石燃料に依存する我が国において、エネルギー安全保障の確保と温室効果ガスの排出
削減の課題を同時並行で解決していくことにも大いに貢献するものです。

水素利用については、家庭用燃料電池（エネファーム）や燃料電池自動車（FCV）の普及が先行し
ており、導入拡大に向けた支援を行いました。また、水素の供給インフラについても、商用水素ステー
ションが整備中9か所を含めて全国166か所（2022年3月末時点）で整備されるなど、世界に先駆け
て整備が進んでいます。さらに、燃料電池バス・フォークリフト等の産業車両への導入支援や水素内燃
機関水素発電の技術開発実証など、水素需要の更なる拡大に向けた取組を進めました。

水素の本格的な利活用に向けては、水素をより安価で大量に調達することが必要です。このため、海
外の褐炭等の未利用エネルギーから水素を製造し、国内に水素を輸送する国際水素サプライチェーン構
築実証に取り組んでいます。また、製造時にもCO2を排出しない、トータルでCO2フリーな水素の利
活用拡大に向けては、再生可能エネルギーの導入拡大や電力系統の安定化に資する技術として、太陽光
発電といった自然変動電源の出力変動を吸収し、水素に変換・貯蔵するPower-to-Gas技術の実証に
も福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）等において取り組んでいます。さらにこれに加え、地
域の未利用資源（再生可能エネルギー、副生水素、使用済みプラスチック、家畜ふん尿等）から製造し
た水素を純水素燃料電池、FCV、燃料電池フォークリフト等で利用する、地産地消型の低炭素水素サ
プライチェーンの構築実証等及び既存の再エネ施設等を活用した水素供給コストの抑制や需要の創出に
つながるシステムの構築等、事業化に向けた水素供給モデルの運用実証に向けた検討を行いました。

一方、水素社会の実現には、技術面、コスト面、インフラ面等でいまだ多くの課題が存在しており、
官民一体となった取組を進めていくことが重要です。このような観点を踏まえて決定された「水素基本
戦略」（2017年12月再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議決定）では、水素社会実現に向けて官
民が共有すべき方向性・ビジョンを示しています。引き続き、同戦略に沿って、水素社会実現に向けた
取組を官民連携の下で進めていきます。

水素がビジネスとして自立するためには国際的なマーケットの創出が重要です。経済産業省及び
NEDOは2020年に引き続き2021年10月に、「第4回水素閣僚会議」をオンラインで開催し、世界で
加速する水素関連の取組について共有するとともに、今後グローバルでの水素利活用を一層推進するべ
く、課題や政策の方向性を共有しました。

（4）温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度
地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」とい

う。）に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、温室効果ガスを一定量以上排出する
事業者に、毎年度、排出量を国に報告することを義務付け、国が報告されたデータを集計・公表してい
ます。

全国の1万2,767事業者（特定事業所：1万5,040事業所）及び1,314の特定輸送排出者から報告さ
れた2018年度の排出量を集計し、2022年3月に結果を公表しました。今回報告された排出量の合計
は6億6,914万トンCO2で、我が国の2018年度排出量の約5割に相当します。

（5）排出削減等指針
地球温暖化対策推進法により、事業者が事業活動において使用する設備について、温室効果ガスの排

出の量の削減等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少なくする方法
で使用するよう努めること、また、国民が日常生活において利用する製品・サービスの製造等を事業者
が行うに当たって、その利用に伴う温室効果ガスの排出量がより少ないものの製造等を行うとともに、
その利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供を行うよう努めることとされています。こうし
た努力義務を果たすために必要な措置を示した、排出削減等指針を策定・公表することとされており、
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これまでに産業部門（製造業）、業務部門、上水道・工業用水道部門、下水道部門、廃棄物処理部門、
日常生活部門において策定していますが、その見直し・拡充に向けて、先進的な対策リスト及び各対策
の効率水準・コスト等のファクト情報を網羅的に整理して公表しました。

（6）脱炭素社会に向けたライフスタイルの転換
2015年度から実施している「COOL CHOICE」では、賛同企業・団体等の協力を得て、全国津々

浦々に、脱炭素社会づくりに貢献する製品、サービス、ライフスタイルなど、温暖化対策に資する「賢
い選択」を促しました。2021年6月に取りまとめられた「地域脱炭素ロードマップ」では、衣食住・
移動・買い物など日常生活における脱炭素行動と暮らしのメリットを「ゼロカーボンアクション30」
として整理しており、COOL CHOICEの中で取組を呼びかけました。

再生可能エネルギー（再エネ）の活用について、個人、地方公共団体、企業それぞれに再エネ導入の
メリットや具体的な導入方法などを紹介し、再エネ導入をサポートするポータルサイト「再エネスター
ト」を立ち上げ、再エネ促進に積極的に取り組む事例の紹介も含め、情報提供を行いました。

また、脱炭素で快適、健康、お得な新しいライフスタイルを提案し、断熱リフォーム・Z
ゼ ッ チ
EH化と省

エネ家電への買換えを促す「みんなでおうち快適化チャレンジ」キャンペーンを実施しました。
さらに、夏期・冬期には、過度な冷房・暖房に頼らず様々な工夫をして快適に過ごすライフスタイル

「クールビズ」「ウォームビズ」、通年の取組として、国民一人一人の多様な移動手段をよりCO2排出量
の少ない移動に取り組む「smart move（スマートムーブ）」、CO2削減につながる環境負荷の軽減に配
慮した自動車利用への取組「エコドライブ」を推進しました。

これらの取組のほか、コロナ禍に対応したオンラインイベントへの出展や「気候変動×スポーツ」を
テーマとした動画を制作・公開、これまでに制作した地球温暖化の意識啓発アニメや動画の貸出など、
地球温暖化に対する危機意識醸成を図りました。

（7）国内排出量取引制度
2021年10月に改定された「地球温暖化対策計画」では、国内排出量取引制度について、「政府が上

限を定める排出量取引は、制度設計次第では確実性をもって二酸化炭素排出総量削減を実現できること
等の利点がある一方で、経済成長を踏まえた排出量の割当方法の在り方等の課題が存在していることを
踏まえつつ、引き続き、専門的・技術的に議論を進める」とされており、これを踏まえて、政府内にお
いても議論を進めました。

（8）J-クレジット、カーボン・オフセット
国内の多様な主体による省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等による排出削減対策及び適

切な森林管理による吸収源対策を引き続き積極的に推進していくため、カーボン・オフセットや財・
サービスの高付加価値化等に活用できるクレジットを認証するJ-クレジット制度のさらなる活性化を図
りました。また、J-クレジットの対象となるプロジェクトの拡充や認証プロセスの効率化により、制度
の円滑な運営を図るとともに、認証に係る事業者等への支援やクレジットの売り手と買い手のマッチン
グ機会を提供するなど制度活用を促進するための取組を強化しました。2022年3月末時点で、J-クレ
ジット制度の対象となる方法論は61種類あり、これまで49回の認証委員会を開催し、省エネ・再エネ
設備の導入や森林管理に関するプロジェクトを339件登録し、また登録プロジェクトから、累計395
回の認証、累計612万トンCO2のクレジット認証をしました。J-クレジット制度の活用により、中小
企業や農林業等の地域におけるプロジェクトにカーボン・オフセットの資金が還流するため、地球温暖
化対策と地域振興が一体的に図られました。
「カーボン・オフセット」とは、市民、企業等が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的に

これを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、排出削減・吸収量（クレ
ジット）の購入や、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動の実施等により、排出量
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の全部又は一部を埋め合わせるという考え方です。適切なカーボン・オフセットの普及促進のため、
「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」（2014年3月策定）に基づき活動を
行ってきており、2017年4月からは環境省の公開する文書に準拠しながら民間主導でカーボン・オフ
セットの取組が行われています。

2012年11月から、算定されたカーボンフットプリント（CFP）等の値を活用してカーボン・オフ
セットを行い、専用のマーク（どんぐりマーク）を添付する「カーボンフットプリントを活用したカー
ボン・オフセット制度」を開始し、2018年4月に従来の事務局による制度認証から、規程にのっとっ
た実施事業者による自主的な制度認証（自主宣言）へと移行しました。

（9）金融のグリーン化
脱炭素社会を創出し、気候変動に対して強靱

じん
で持続可能な社会を創出していくには、必要な温室効果

ガス削減対策や気候変動への適応策に的確に民間資金が供給されることが必要です。このため、ESG
金融等を通じて環境への配慮に適切なインセンティブを与え、資金の流れをグリーン経済の形成に寄与
するものにしていくための取組（金融のグリーン化）を進めることが重要です。

詳細については、第6章第2節を参照。

（10）排出量・吸収量算定方法の改善等
国連気候変動枠組条約に基づき、温室効果ガスインベントリの報告書を作成し、排出量・吸収量の算

定に関するデータとともに条約事務局に提出しました。また、これらの内容に関して、条約事務局によ
る審査の結果等を踏まえ、その算定方法の改善等について検討しました。

（11）地球温暖化対策技術開発・実証研究の推進
地球温暖化の防止に向け、革新技術の高度化、有効活用を図り、必要な技術イノベーションを推進す

るため、再生可能エネルギーの利用、エネルギー使用の合理化だけでなく、民間の自主的な技術開発に
委ねるだけでは進まない多様な分野におけるCO2排出削減効果の高い技術の開発・実証、窒化ガリウ
ム（GaN）やセルロースナノファイバー（CNF）等の新素材の活用によるエネルギー消費の大幅削減、
燃料電池や水素エネルギー、蓄電池、二酸化炭素回収・有効利用・貯留（CCUS）等に関連する技術
の開発・実証、普及を促進しました。

農林水産分野においては、「農林水産省地球温暖化対策計画」及び「農林水産省気候変動適応計画」
に基づき、地球温暖化対策に係る研究及び技術開発を推進しました。

温室効果ガスの排出削減技術の開発として、アジア地域の水田における温室効果ガス削減等に関する
総合的栽培管理技術の開発、農産廃棄物を有効活用したGHG削減に関する影響評価手法の開発、畜産
分野における温室効果ガスの排出を低減する飼養管理技術等の開発を推進しました。

また、地球温暖化緩和に資するため、農耕地土壌における有機物安定化の解明と炭素貯留ポテンシャ
ル評価に関する研究を実施しました。

農林水産分野における温暖化適応技術については、人工林生産能力の予測技術を開発し、気候変動が
スギ人工林へ及ぼす影響の評価を行うとともに、気候変動に適応する農作物の品種・育種素材、生産安
定技術、山地災害リスクを低減させる森林管理手法、流木災害防止・被害軽減技術、亜熱帯性赤潮プラ
ンクトンの発生予測技術等の開発を推進しました。

θ	9	 公的機関における取組

（1）政府実行計画
政府における取組として、地球温暖化対策推進法に基づき、自らの事務及び事業から排出される温室

効果ガスの削減等を定めた「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行す
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べき措置について定める計画（政府実行計画）」を2021年10月に閣議決定しました。この計画では、
2013年度を基準として、政府全体の温室効果ガス排出量を2030年度までに50％削減することを目標
とし、太陽光発電の導入、新築建築物のZ

ゼ ブ
EB化、電動車の導入、LED照明の導入、再生可能エネル

ギー電力の調達等の措置を講ずることとしています。
各府省庁は温室効果ガスの削減に取り組み、2020年度は基準年度である2013年度に比べ14.7％

（速報値）の削減を達成しています。

（2）地方公共団体実行計画
地球温暖化対策推進法に基づき、全ての地方公共団体は、自らの事務・事業に伴い発生する温室効果

ガスの排出削減等に関する計画である地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定が義務付けられてお
り、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は、地域における再生可能エネルギーの導入拡大、
省エネルギーの推進等を盛り込んだ地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定が義務付けられていま
す。

環境省は、地方公共団体の取組を促進するため、地方公共団体実行計画の策定・実施に資するマニュ
アル類を公表しているほか、優良な取組事例の収集・共有、地方公共団体職員向けの研修や地域レベル
の温室効果ガス排出量インベントリ・推計ツール等の整備等を行っています。2021年度は、2021年6
月に公布された改正地球温暖化対策推進法の内容等を踏まえた、地方公共団体実行計画策定・実施マ
ニュアルの改定を行いました。

地球温暖化対策推進法に基づき、引き続き都道府県や指定都市等において、地域における普及啓発活
動や調査分析の拠点としての地域地球温暖化防止活動推進センター（地域センター）の指定や、地域に
おける普及啓発活動を促進するための地球温暖化防止活動推進員を委嘱し、さらに関係行政機関、関係
地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民等により地球温暖化対策地域
協議会を組織することができることとし、これらを通じパートナーシップによる地域ごとの実効的な取
組の推進等が図られるよう継続して措置しました。

また、地域における再エネの最大限の導入を促進するため、地方公共団体による脱炭素社会を見据え
た計画の策定や合意形成に関する戦略策定等を補助する「再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域
人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業」を実施しました。

	 第2節	 気候変動の影響への適応の推進

θ	1	 気候変動の影響等に関する科学的知見の集積

気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う緩和だけではなく、既に現れて
いる影響や中長期的に避けられない影響を回避・軽減する適応を進めることが求められています。この
適応を適切に実施していくためには、科学的な知見に基づいて取組を進めていくことが重要となりま
す。

我が国の気候変動影響に関する科学的知見については、2015年3月に中央環境審議会により取りま
とめられた意見具申「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と課題について」で示され
ています。

この意見具申から5年経過した2020年12月には、新たに最新の知見を取りまとめ、気候変動適応
法（平成30年法律第50号）に基づく初めての報告書となる「気候変動影響評価報告書」を公表しまし
た。同報告書では、2015年の意見具申より約2.5倍の文献を引用し、知見が充実したほか、昨今の台
風等の激甚災害の実態を踏まえ、分野・項目ごとの個別の影響が同時に発生することによる複合的な影
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響や、ある影響が分野・項目を超えて更に他の影響を誘発することによる影響の連鎖・相互作用を扱う
「複合的な災害影響（自然災害・沿岸域分野）・分野間の影響の連鎖（分野横断）」についても記載しま
した。

2016年には、適応に関する情報基盤である「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）」が
構築されました。同プラットフォームは、国立研究開発法人国立環境研究所が運営しており、気温、降
水量、米の収量、熱中症の救急搬送人員など様々な気候変動影響に関する予測情報や、地方公共団体の
適応に関する計画や具体的な取組事例、民間事業者の適応ビジネス情報等についても紹介することで、
国、地方公共団体、民間事業者等の適応の取組を促進しています。

θ	2	 国における適応の取組の推進

気候変動適応に関する取組については、2015年の中央環境審議会意見具申「日本における気候変動
による影響の評価に関する報告と課題について」で取りまとめられた科学的知見に基づき、政府として

「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定しました。
その後、適応策の更なる充実・強化を図るため、国、地方公共団体、事業者、国民が適応策の推進の

ため担うべき役割を明確化し、政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変動影響評価
の実施、国立環境研究所を中核とした情報基盤の整備、気候変動適応広域協議会を通じた地域の取組促
進等の措置を講ずる事項等を盛り込んだ気候変動適応法案を2018年2月に閣議決定し、同年6月に成
立、同年12月に施行されました。

2018年11月には、気候変動適応法に基づく「気候変動適応計画」を閣議決定しました。また、同
年12月には、環境大臣を議長とする「気候変動適応推進会議」が開催され、関係府省庁が連携して適
応策を推進していくことを確認しました。2021年8月に開催した第5回会合では、「気候変動適応計画」
の改定骨子案の内容、改定に向けたスケジュール等について確認を行いました。

2021年10月には、2020年12月に公表した「気候変動影響評価報告書」を踏まえ、「気候変動適応
計画」の変更を閣議決定しました。前計画からの変更点としては、「重大性」「緊急性」「確信度」に応じ
た適応策の特徴を考慮した「適応策の基本的考え方」の追加、及び分野別施策及び基盤的施策に関する
KPIの設定、国・地方公共団体・国民の各レベルで気候変動適応を定着・浸透させる観点からの指標の
設定等による進捗管理等の実施に関する内容等が追加されています。

一般的に気候変動の影響に脆
ぜい

弱である開発途上国において、アジア太平洋地域を中心に適応に関する
二国間協力を行い、各国のニーズに応じた気候変動の影響評価や適応計画の策定等の支援を行いまし
た。

さらに、アジア太平洋地域の開発途上国が科学的知見に基づき気候変動適応に関する計画を策定し、
実施できるよう、国立環境研究所と連携し、2019年6月に軽井沢で開催した、G20関係閣僚会合にお
いて立ち上げた国際的な適応に関する情報基盤であるAP-PLATのコンテンツの充実を図りました。

農林水産分野の気候変動への適応策については、災害や気候変動に強い持続可能な食料システムの構
築を目指す「みどりの食料システム戦略」等を踏まえ、気候変動に適応する生産安定技術・品種の開
発・普及等を推進するため、2021年10月に「農林水産省気候変動適応計画」を改定しました。

また、気候変動への適応策として重要な熱中症対策については、2021年3月に政府として新たに策
定した「熱中症対策行動計画」に基づき、関係府省庁間で連携を深め、政府一丸となった施策を推進し
ました。その一環として、これまで毎年7月としていた「熱中症予防強化月間」に代えて、2021年か
らは「熱中症予防強化キャンペーン」（4～9月）として、国民に対して、時季に応じた適切な予防行動
の呼び掛けを開始しました。また、新たな情報発信である「熱中症警戒アラート」を全国展開し、国民
に対し暑さへの気づきを促すことで一層の熱中症予防行動につなげました。また、2020年東京オリン
ピック競技大会・東京パラリンピック競技大会も見据えた訪日外国人の方々への多言語による普及啓発
の強化、普及啓発資料の作成・配布、シンポジウムの開催等を行いました。あわせて、地方公共団体に
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おける熱中症対策を後押しするための地域におけるモデル事業の実施や、災害時の熱中症対策や「新し
い生活様式」における熱中症対策に関する調査・検討を行うとともに、「熱中症警戒アラート」の発表
基準となる暑さ指数（WBGT）の精度・認知度向上にも取り組みました。

θ	3	 地域等における適応の取組の推進

気候変動の影響は地域により異なることから、地域の実情に応じて適応の取組を進めることが重要で
す。地方公共団体の科学的知見に基づく適応策の立案・実施を支援するため、A-PLATにおいて、気
候変動影響の将来予測や各主体による適応の優良事例を共有するとともに、気候変動適応法に基づき地
方公共団体が策定する地域気候変動適応計画の策定支援を目的として、「地域気候変動適応計画策定マ
ニュアル」を2018年度に作成・公表しました。また、2019年度より開始した、住民参加型の「国民
参加による気候変動情報収集・分析」事業を、対象地域を拡大して実施しました。さらに、2020年度
より、気候変動適応法に基づく「気候変動適応広域協議会」（全国7ブロック（北海道、東北、関東、
中部、近畿、中国四国、九州・沖縄））に分科会を設置し、関係者の連携が必要な気候変動適応課題等
について検討する「気候変動適応における広域アクションプラン策定事業」を開始しました。この事業
では分科会において2022年度末までにアクションプランを策定し、各地域ブロックにおける構成員の
連携による適応策の実施や、地域気候変動適応計画への組込みを目指しています。そのほか、今後の地
球温暖化に伴い、強い台風や大雨の増加が予測され、災害の更なる激甚化が懸念されていますが、将来
の台風等の評価に関する科学的知見が不十分であることから、将来の気候変動下での台風等の影響評価
に関して、より詳細な科学的知見を創出する「気候変動による災害激甚化に係る適応の強化事業」を
2020年より開始し、2021年7月に成果の一部を公表しました。

気候変動による影響は事業者にも及ぶ可能性があります。事業者は、気候変動が事業に及ぼすリスク
やその対応について理解を深め、事業活動の内容に即した気候変動適応を推進することが重要であると
ともに、他者の適応を促進する製品やサービスを展開する取組である適応ビジネスの展開も期待されま
す。近年では、「気候変動関連情報開示タスクフォース」（TCFD）の提言に基づき、財務報告等で事業
活動における気候リスクを開示する企業が増加するとともに、気候変動影響や適応策に関する情報への
ニーズが高まっています。環境省では、2019年3月に、海外の先進事例も参照しつつ、事業者の自主
的な気候変動適応を促進するためにガイドを策定するとともに、セミナー等の機会も通じて、事業者に
気候変動適応の考え方を伝え、取組への理解促進を目指しています。加えて、事業者の適応ビジネスを
促進するため、国内でのA-PLATや国際的な情報基盤であるAP-PLATも活用しつつ、事業者の有す
る気候変動適応に関連する技術・製品・サービス等の優良事例を発掘し、国内外に積極的に情報提供し
ています。また、環境省、文部科学省及び国立環境研究所は、気候リスク情報を活用してコンサルタン
トサービス等を提供する企業との連携を図る場として、「気候変動リスク産官学連携ネットワーク」を
2021年9月に開催し、参加企業との意見交換や協働を進めています。

	 第3節	 オゾン層保護対策等

θ	1	 国際的な枠組みの下での取組

オゾン層の保護のためのウィーン条約及びモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するため、オ
ゾン層保護法を制定・運用しています。また、同議定書締約国会合における決定に基づき、「国家ハロ
ンマネジメント戦略」等を策定し、これに基づく取組を行っています。

開発途上国においては、JCMを利用した代替フロンの回収・破壊スキームの導入補助事業やモント
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リオール議定書の円滑な実施等を支援するため、議定書の下に設けられた多数国間基金等を使用した二
国間協力事業等を実施しました。

また、2019年12月のCOP25を機に、我が国のリーダーシップにより設立した、ライフサイクル全
般にわたるフロン類の排出抑制対策を国際的に展開していくための枠組みである、フルオロカーボン・
イニシアティブは14の国・国際機関から賛同を得ています（2021年12月時点）。2021年度も国際会
議の場におけるサイドイベントを2回、国内関係者との会合を1回開催し、活動の幅を広げています。

θ	2	 オゾン層破壊物質の排出の抑制

我が国では、オゾン層保護法等に基づき、モントリオール議定書に定められた規制対象物質の製造規
制等の実施により、同議定書の規制スケジュール（図1-3-1）に基づき生産量及び消費量（＝生産量＋
輸入量－輸出量）の段階的削減を行っています。HCFCについては2020年をもって生産・消費が全廃
されました。
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オゾン層保護法では、特定物質を使用する事業者に対し、その排出の抑制及び使用の合理化に努力す
ることを求めており、特定物質の排出抑制・使用合理化指針において具体的措置を示しています。ハロ
ンについては、「国家ハロンマネジメント戦略」に基づき、ハロンの回収・再利用、不要・余剰となっ
たハロンの破壊処理等の適正な管理を進めています。

	 図1-3-1	 モントリオール議定書に基づく規制スケジュール
先進国に対する規制 開発途上国に対する規制
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注１：各物質のグループごとに、生産量及び消費量（＝生産量＋輸入量－輸出量）の削減が義務付けられている。基準量はモントリオール議定書に基づく。
　２：HCFCの生産量についても、消費量とほぼ同様の規制スケジュールが設けられている（先進国において、2004年から規制が開始され、2009年まで基準量比

100％とされている点のみ異なっている）。また、先進国においては、2020年以降は既設の冷凍空調機器の整備用のみ基準量比0.5％の生産・消費が、途上
国においては、2030年以降は既設の冷凍空調器の整備用のみ2040年までの平均で基準量比2.5％の生産・消費が認められている。

　３：このほか、「その他のCFC」、四塩化炭素、1,1,1－トリクロロエタン、HBFC、ブロモクロロメタンについても規制スケジュールが定められている。
　４：生産等が全廃になった物質であっても、開発途上国の基礎的な需要を満たすための生産及び試験研究・分析等の必要不可欠な用途についての生産等は規則対

象外となっている。
資料：環境省

※途上国であって、第2グループに属さない国

※インド、パキスタン、イラン、イラク、湾岸諸国

※ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタンは規制措置に差異を設ける
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θ	3	 フロン類の管理の適正化

我が国では、主要なオゾン層破壊物質の生産及
び消費は2019年末に全廃されましたが、オゾン
層保護推進のためには、現在も市中で使用されて
いる、特定フロンを充填した冷凍空調機器につい
ては機器廃棄時の徹底した冷媒回収が必要です。
加えて、特定フロンから転換が進み排出量が年々
増加するHFCは強力な温室効果ガスであり、
HFCを含めたフロン類の排出抑制対策は、地球
温暖化対策の観点からも重要です。

このため、家庭用の電気冷蔵庫・冷凍庫、電気
洗濯機・衣類乾燥機及びルームエアコンについて
は家電リサイクル法に、業務用冷凍空調機器につ
いてはフロン排出抑制法に、カーエアコンについ
ては自動車リサイクル法に基づき、これらの機器
の廃棄時に機器中に冷媒等として残存しているフ
ロン類の回収が義務付けられています。回収され
たフロン類は、破壊業者等により適正処理される
こととなっています。2020年度の各機器からの
フロン類の回収量は表1-3-1、図1-3-2のとおり
です。

フロン排出抑制法には、冷媒フロン類に関して、業務用冷凍空調機器の使用時漏えい対策、機器の廃
棄時にフロン類の回収行程を書面により管理する制度、都道府県知事に対する廃棄者等への指導等の権
限の付与、機器整備時の回収義務等が規定されています。これらに基づき、都道府県の法施行強化、関
係省庁・関係業界団体による周知など、フロン類の管理の適正化について、一層の徹底を図っていま
す。

また、2021年度はフロン排出抑制法の附則に従い、平成25年改正事項につき、施行から5年経過後

	 表1-3-1	 家電リサイクル法に基づく再商品化による
フロン類の回収量・破壊量（2020年度）

○廃家電4品目の再商品化実施状況
 (単位：万台)

エアコン 冷蔵庫・
冷凍庫

洗濯機・
衣類乾燥機

再商品化等処理台数 381.9 364.2 445.6

○冷媒として使用されていたフロン類の回収重量等
 (単位：kg)

エアコン 冷蔵庫・
冷凍庫

洗濯機・
衣類乾燥機

冷媒として使用されていたフロン類の
回収重量 2,505,146 161,154 38,298

冷媒として使用されていたフロン類の
再生又は再利用した重量 2,224,339 91,299 29,845

冷媒として使用されていたフロン類の
破壊重量 259,050 68,698 7,155

注：値は全て小数点以下を切捨て。

○断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量等
 （単位：kg）

冷蔵庫・
冷凍庫

断熱材に含まれる液化回収したフロン
類の回収重量 277,045

断熱材に含まれる液化回収したフロン
類の破壊重量 269,974

注：値は全て小数点以下を切捨て。
資料：環境省、経済産業省

	 図1-3-2	 業務用冷凍空調機器・カーエアコンからのフロン類の回収・破壊量等（2020年度）

7

業務用冷凍
空調機器
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注１：HCFCはカーエアコンの冷媒として用いられていない。
　２：破壊した量は、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンから回収されたフロン類の合計の破壊量である。
資料：経済産業省、環境省
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の点検・評価を実施しました。また、フロン対策における今後の取組の方向性について、上流から下流
までライフサイクルの各段階において今後の対策について検討を行い、改定された「地球温暖化対策計
画」及び「パリ協定に基づく成長戦略」としての長期戦略へと盛り込みました。
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	 第1節	 生物多様性条約COP15及び生物多様性国家戦略

θ	1	 生物多様性条約COP15に向けた取組

2021年5月の日英首脳会談において菅義偉内閣総理大臣（当時）は、2030年までに生物多様性の減
少傾向を食い止め、回復に向かわせるため、野心的な「ポスト2020生物多様性枠組」の策定と完全な
実施、新型コロナウイルス感染症からのグリーン復興をはじめとする10の約束事項からなる首脳級イ
ニシアティブ「リーダーによる自然への誓約（Leaders’ Pledge for Nature）」への参加を表明しまし
た。

さらに2021年6月に開催されたG7サミットでは、2030年までに生物多様性の損失を止めて反転さ
せるという世界的な任務を支える「G7　2030年自然協約」を採択しました。この自然協約において
G7各国は、2030年までに世界の陸地及び海洋の少なくとも30％を保全又は保護するための新たな世
界目標を支持すること、また、国内の状況に応じて、少なくとも同じだけの割合の自国の陸水域と内水
面を含む土地と沿岸・海域を効果的に保全し又は保護することにつき範を示すこと等を約束しました。

これらも踏まえて、我が国は野心的なポスト2020生物多様性枠組の策定に積極的に貢献しており、
いずれもオンラインで開催された2021年5月から6月にかけての生物多様性条約補助機関会合、同年
8月から9月にかけてのポスト2020生物多様性枠組に関する第3回公開作業部会（OEWG3）におい
て、同枠組に記載すべき内容やその科学的根拠、実施報告、評価及びレビューのための仕組み等につい
て、より効果的なものとなるように意見を表明しました。

2021年9月には、国際自然保護連合（IUCN）世界自然保護会議がフランス・マルセイユにて開催
されました。環境省からは現地又はオンラインにて参加し、ポスト2020生物多様性枠組に関するイベ
ントへの参加やポスター展示を通じて我が国の取組を発信しました。

2021年10月にオンラインを中心に開催された生物多様性条約第15回締約国会議（COP15。以下、
締約国会議を「COP」という。なお、本章におけるCOPは、生物多様性条約締約国会議を指す。）第
一部のハイレベルセグメントに我が国から参加した山口壯環境大臣は、ポスト2020生物多様性枠組へ
の期待を述べたほか、さらにその実施にも貢献するため、生物多様性日本基金の第2期として総額
1,700万ドル規模での途上国支援を行うこと等を表明しました。

θ	2	 生物多様性国家戦略

「ポスト2020生物多様性枠組」の採択後、速やかに行動に移せるよう、国内において次期生物多様
性国家戦略の検討を開始しています。2021年7月に有識者からの次期生物多様性国家戦略策定に向け
た提言として「次期生物多様性国家戦略研究会報告書」が発表されました。この報告書では、2030年
までに取り組むべき主なポイントとして、国土全体の生態系の健全性の確保、社会課題への自然を活用
した解決策（NbS：Nature-based Solutions）の適用、ビジネスやライフスタイル等の社会経済のあ
り方の変革を挙げ、また、「生物多様性国家戦略」の構造・目標・指標を大幅に見直して、目標の達成
状況の明確化と多様な主体の行動を促すことが必要と指摘しています。

第2章 生物多様性の保全及び 
持続可能な利用に関する取組
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環境省では、2021年8月に中央環境審議会自然環境部会に「生物多様性国家戦略」の変更について
諮問し、これを審議するために生物多様性国家戦略小委員会を設置しました。2021年度は同小委員会
を4回開催し、「次期生物多様性国家戦略研究会報告書」や現在検討が進められているポスト2020生
物多様性枠組の議論も踏まえながら、関係省庁やNGO、農林水産業関係者などからもヒアリングを行
うなど、様々なステークホルダーの参加を得つつ次期生物多様性国家戦略の策定に向けた検討を進めま
した。

	 第2節	 生物多様性の主流化に向けた取組の強化

θ	1	 多様な主体の参画

（1）マルチステークホルダーによる生物多様性主流化連携・行動変容への取組
我が国では、2010年に愛知県で開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で採択さ

れた「愛知目標」の達成に向け、産官民の多様なステークホルダーからなる、「国連生物多様性の10年
日本委員会（UNDB-J）」（事務局：環境省）を設置し、生物多様性についての普及啓発などの取組を進
めてきました。

愛知目標は2020年までの目標であり、現在、2022年に開催が予定されるCOP15の第二部におけ
る新たな世界目標「ポスト2020生物多様性枠組」の採択に向け、国際的な議論が行われています。「ポ
スト2020生物多様性枠組」採択後には、同目標を踏まえ、我が国の生物多様性の基本戦略となる次期
生物多様性国家戦略の策定を行う予定となっています。また、2021年から2030年までを「国連生態
系回復の10年」とすることが、2019年の国連総会において決議されています。

このような状況を踏まえ、産官学民の連携・協力によって「ポスト2020生物多様性枠組」、「国連生
態系回復の10年」などの国際目標や国内目標の達成に貢献するため、UNDB-Jの後継組織として

「2030生物多様性枠組実現日本会議（J-GBF）」を2021年11月に設立しました。
本会議では、30by30目標をはじめとする「ポスト2020生物多様性枠組」などの国際目標や関連す

る国内戦略等の達成に向け、企業や国民の具体の行動変容を促す取組強化、様々なステークホルダー間
の連携を促すための枠組み構築等に取り組みました。具体的には、ビジネスフォーラムや地域連携
フォーラム、行動変容ワーキンググループといった下部組織を設け、生物多様性における国際動向や国
内取組の共有、企業や国民の具体的な行動変容を促す取組について議論・検討を進めています。

また、J-GBFは、生物多様性に関する理解や普及啓発に資する取組として、国民一人一人が自分の
生活の中で生物多様性との関わりを捉えることができる5つのアクション「MY行動宣言」の呼び掛け、
子供向け推薦図書（「生物多様性の本箱」〜みんなが生きものとつながる100冊〜）の全国の図書館で
の展示等を行い、これらの活動状況を発表するオフィシャルウェブサイトを用いて普及啓発を促進して
います。

（2）地域主体の取組の支援
生物多様性基本法（平成20年法律第58号）において、都道府県及び市町村は生物多様性地域戦略の

策定に努めることとされており、2022年3月末時点で47都道府県、147市区町村で策定されていま
す。

生物多様性の保全や回復、持続可能な利用を進めるには、地域に根付いた現場での活動を自ら実施
し、また住民や関係団体の活動を支援する地方公共団体の役割は極めて重要なため、「生物多様性自治
体ネットワーク」が設立されており、2022年3月時点で186自治体が参画しています。

地域の多様な主体による生物多様性の保全・再生活動を支援するため、「生物多様性保全推進支援事
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業」において、全国で83の取組を支援しました。
地域における多様な主体の連携による生物の多

様性の保全のための活動の促進等に関する法律
（生物多様性地域連携促進法）（平成22年法律第
72号）は、市町村やNPO、地域住民、企業など
地域の多様な主体が連携して行う生物多様性保全
活動を促進することで、地域の生物多様性を保全
することを目的とした法律です。同法に基づき、
2022年3月時点で16地域が地域連携保全活動計
画を作成済みであり、18自治体が同法に基づく
地域連携保全活動支援センターを設置しています

（図2-2-1、表2-2-1）。また、同法の更なる活用
を図るため、地域連携保全活動支援センターへの
各種情報提供、同センターの設置促進等を行いま
した。

ナショナル・トラスト活動については、その一
層の促進のため、引き続き税制支援措置等を実施
しました。また、非課税措置に係る申請時の留意
事項等を追記した改訂版のナショナル・トラスト
の手引きの配布等を行いました。

利用者からの入域料の徴収、寄付金による土地
の取得等、民間資金を活用した地域における自然
環境の保全と持続可能な利用を推進することを目
的とした地域自然資産区域における自然環境の保
全及び持続可能な利用の推進に関する法律（平成
26年法律第85号。以下「地域自然資産法」とい
う。）の運用を進めました。2022年3月時点で、
地域自然資産法に基づく地域計画が沖縄県竹富町
と新潟県妙高市で作成されており、両地域におい
て同計画に基づく入域料の収受等の取組が進めら
れています。

（3）生物多様性に関する広報・行動変容等の推進
毎年5月22日は国連が定めた「国際生物多様性の日」であり、

2021年のテーマは「We’re part of the solution #ForNature」
でした。国際生物多様性の日を迎えるに当たり、国連大学サステイ
ナビリティ高等研究所、地球環境パートナーシッププラザと共催
で、オンラインシンポジウム「国際生物多様性の日2021シンポジ
ウム-私たち自身が解決の鍵-」を開催しました。冒頭に笹川博義
環境副大臣（当時）やエリザベス・マルマ・ムレマ生物多様性条約
事務局長からビデオメッセージを発信しました（写真2-2-1）。そ
のほか、生物多様性の重要性を一般の方々に知ってもらうととも
に、生物多様性に配慮した事業活動や消費活動を促進するため、前
項で紹介したJ-GBFの各種取組のほか、「こども霞が関見学デー」、「GTFグリーンチャレンジデー」な
ど、様々なイベントの開催・出展や様々な活動とのタイアップによる広報活動等を通じ、普及啓発を進

	 図2-2-1	 地域連携保全活動支援センターの役割

情報提供

相談
相談 情報提供

連携

情報提供

相談

連携

地域連携保全活動
支援センター

土地保有者等 企業等

NPO等
資料：環境省

	 表2-2-1	 地域連携保全活動支援センター設置状況
【2022年4月時点】

地方公共団体名 地域連携保全活動支援センターの名称
北海道 北海道生物多様性保全活動連携支援センター（HoBiCC）※

青森県 青森県 環境生活部 自然保護課※

茨城県 茨城県 生物多様性センター※

栃木県 栃木県 環境森林部 自然環境課※

栃木県小山市 小山市 総合政策部 自然共生課※

埼玉県鴻巣市 鴻巣市 コウノトリ野生復帰センター
千葉県 千葉県生物多様性センター
福井県 福井県 安全環境部 自然環境課※

長野県 長野県 環境部 自然保護課※

愛知県 愛知県 環境局 環境政策部 自然環境課※

愛知県名古屋市 なごや生物多様性センター※

兵庫県 兵庫県 農政環境部 環境創造局 自然環境課※

滋賀県 滋賀県 琵琶湖環境部 自然環境保全課

大阪府堺市 ウェブサイト
「堺いきもの情報館／堺生物多様性センター」※

奈良県橿原市、
高取町及び明

日香村
飛鳥・人と自然の共生センター※

鳥取県 とっとり生物多様性推進センター
徳島県 とくしま生物多様性センター※

愛媛県 愛媛県立衛生環境研究所 生物多様性センター

※：既存組織が支援センターの機能を担っている。
資料：環境省

	写真2-2-1	 国際生物多様性の日
2021シンポジウム-
私たち自身が解決の
鍵-笹川博義副大臣
（当時）の挨拶

資料：環境省
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めています。

θ	2	 ビジネスにおける生物多様性の主流化、自然資本の組み込み

（1）企業の経営戦略
2021年2月に、英国財務省から生物多様性の経済学に関する報告書であるダスグプタレビューが公

表され、民間事業者による生物多様性への配慮の重要性がますます高まっています。
近年の事業者を取り巻く生物多様性に関する国際動向を踏まえ、2017年に策定した「生物多様性民

間参画ガイドライン（第二版）」の改訂作業を進めています。また2021年3月には、2020年5月に策
定した「生物多様性民間参画事例集」及び「企業情報開示のグッドプラクティス集」の英語版を作成
し、SBSTTA24、SBI3、OEWG3などで国際的に発信をしました。

経済界を中心とした自発的なプログラムとして設立された「生物多様性民間参画パートナーシップ」
や「企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）」との連携・協力を継続しました。さらに、2020年11
月には経団連と環境省で「生物多様性ビジネス貢献プロジェクト」を立ち上げ、成果として、日本企業
の先進的な取組を2021年10月のCOP15の第一部等で紹介しました。

（2）インパクト評価指標とESG投融資等
民間レベルでの国際的な動きとしては、生物多様性・自然資本に関する情報開示を求める自然関連財

務情報開示タスクフォース（TNFD）や、定量的なインパクト評価や目標設定の手法を定めるScience 
Based Targets for Nature（SBTs for Nature）、生物多様性に関する国際規格を検討するISO 
TC331等において、生物多様性を企業経営に組み込んでいく仕組み作りが加速しています。こうした
国際的イニシアティブやESG投融資等の動きを受け、環境省では個別の課題に対応するための検討会
等を立ち上げ、民間企業の支援を通じてビジネスにおける生物多様性の主流化を推進しています。

（3）生物多様性に配慮した消費行動への転換
事業者による取組を促進するためには、消費者の行動を生物多様性に配慮したものに転換していくこ

とも重要です。そのための仕組みの一例として、生物多様性の保全にも配慮した持続可能な生物資源の
管理と、それに基づく商品等の流通を促進するための民間主導の認証制度があります。こうした社会経
済的な取組を奨励し、多くの人々が生物多様性の保全と持続可能な利用に関わることのできる仕組みを
拡大していくことが重要です。

環境に配慮した商品やサービスに付与される環境認証制度のほか、生物多様性に配慮した持続可能な
調達基準を策定する事業者の情報等について環境省のウェブサイト等で情報提供しています。また、木
材・木材製品については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）（平
成12年法律第100号）により、政府調達の対象とするものは合法性、持続可能性が証明されたものと
されており、各事業者において自主的に証明し、説明責任を果たすために、証明に取り組むに当たって
留意すべき事項や証明方法等については、国が定める「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明の
ためのガイドライン」に準拠することとしています。また、農業の環境負荷の低減につながる有機農業
により生産された農作物等について、官公庁を始め国等の機関の食堂での使用に配慮するようグリーン
購入法に基づく基本方針が見直されました。加えて、合法伐採木材等の利用を促進することを目的とし
て、木材等を取り扱う事業者に合法性の確認を求める合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法
律（クリーンウッド法）（平成28年法律第48号）が2017年5月に施行されました。これらの取組を通
じ、合法証明の信頼性・透明性の向上や合法証明された製品の消費者への普及を図っています。

また、生物多様性等環境に配慮した持続可能な生産・消費を後押しするため、消費者庁、農林水産
省、環境省の3省連携の下、2020年6月に立ち上げた官民協働のプラットフォームである「あふの環

わ

2030プロジェクト〜食と農林水産業のサステナビリティを考える〜」において、参加メンバーが一斉
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に情報発信を実施するサステナウィークや全国各地のサステナブルな取組動画を募集・表彰するサステ
ナアワード等を実施しました。

θ	3	 自然とのふれあいの推進

（1）国立公園満喫プロジェクト等の推進
2016年3月に政府が公表した「明日の日本を支える観光ビジョン」に掲げられた10の柱施策の一つ

として、国立公園満喫プロジェクトがスタートしました。本プロジェクトでは、日本の国立公園のブラ
ンド力を高め、国内外の誘客を促進することにより、国立公園の所在する地域の活性化を図り、自然環
境の保護と利用の好循環を実現するため、阿寒摩周、十和田八幡平、日光、伊勢志摩、大山隠岐、阿蘇
くじゅう、霧島錦江湾、慶良間諸島の8つの国立公園を中心に、先行的、集中的な取組を進めてきまし
た。2021年以降も本プロジェクトを継続的に実施し、34全ての国立公園の全体的な底上げ、横展開を
図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した国内外の利用者の回復に向けた新たな
展開を図ることとしています。2021年度は阿寒摩周国立公園や十和田八幡平国立公園等での廃屋撤去
等の利用拠点の上質化に向けた取組が進められるとともに、ナイトタイム等の新たなコンテンツ造成等
の取組が行われました。また、2022年3月までに新たに14社と国立公園オフィシャルパートナーシッ
プを締結し、既締結の継続企業と合わせてパートナー企業数は計119社となりました。そして、2020
年度に引き続き、ビジターセンターや歩道等の整備、多言語解説やツアー・プログラムの充実、その質
の確保・向上に向けた検討、ガイド人材等の育成支援、利用者負担による公園管理の仕組みの調査検
討、国内外へのプロモーション等を行いました。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、国立・国定公園及び国民保養温泉地で観光事業者
等に甚大な影響が生じていることを踏まえ、地域関係者が行う国立・国定公園での滞在型ツアーの企
画・実施やツアー等に使うエリアの環境整備、ワーケーション（観光地といった通常の職場以外でテレ
ワーク等により働きながら休暇も楽しむもの）の企画・実施やWi-Fiの設置等の取組を支援し、関係
事業者の雇用の維持・確保、旅行者数の増加、地域経済の活性化等に貢献するとともに、国立公園等で

「遊び、働く」という健康でサステナブルなライフスタイルを推進しました。
また、国立公園満喫プロジェクトの取組状況と課題等も踏まえ、2021年4月に自然公園法（昭和34

年法律第161号）が改正され、国立公園等において「保護と利用の好循環」を実現し、地域の活性化
にも寄与するため、地域の魅力を活かした自然体験活動を促進する「自然体験活動促進計画制度」及び
魅力的な滞在環境を整備する「利用拠点整備改善計画制度」などが創設されました。

2011年3月に発生した東日本大震災により被災した東北地方太平洋沿岸地域では、三陸復興国立公
園を核としたグリーン復興プロジェクトの取組として、2019年6月に全線開通したみちのく潮風トレ
イルにおける誘客、持続的な路線の維持管理に向けた仕組みの構築、自然環境モニタリングの実施、公
園利用施設の整備等の取組を実施しました。

（2）自然とのふれあい活動
みどりの月間（4月15日〜5月14日）等を通じて、自然観察会など自然とふれあうための各種活動

や、サンゴ礁や干潟の生き物観察など、子供たちが国立公園等の優れた自然地域を知り、自然環境の大
切さを学ぶ機会を提供しました。国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指導員及びパークボ
ランティアの連絡調整会議等を実施し、利用者指導の充実を図りました。

日本博事業の一環として、国立公園の多様な自然の姿を8K映像で紹介する国立公園キャラバンカー
を2021年10月から2022年3月の間に新宿御苑や京都御苑、長野県松本市等で実施するとともに、
2020年に環境省、国立科学博物館、文化庁、日本芸術文化振興会の主催で開催された企画展「国立公
園　－その自然には、物語がある－」をVRで体験できるブースを設置し国立公園の魅力発信を行いま
した。また、国立公園の巡回利用の促進を目的とした、アプリを用いた「日本の国立公園めぐりスタン
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プラリー」の運営や、国立公園の風景を楽しむことができるカレンダーの作成を行いました。
国営公園においては、ボランティア等による自然ガイドツアー等の開催、プロジェクト・ワイルド等

を活用した指導者の育成等、多様な環境教育プログラムを提供しました。

（3）自然とのふれあいの場の提供
ア　国立・国定公園等における取組

国立公園の保護及び利用上重要な公園事業を国直轄事業とし、安全で快適な公園利用を図るため、ビ
ジターセンター、園地、歩道、駐車場、情報拠点施設、公衆トイレ等の利用施設や自然生態系を維持回
復・再生させるための施設の整備を進めるとともに、国立公園事業施設の長寿命化対策、多言語化対応
の推進等に取り組みました。2021年度には、上信越高原国立公園の谷川岳インフォメーションセン
ター（2021年6月オープン）、慶良間諸島国立公園の青のゆくる館（2021年10月オープン）を新規整
備し、尾瀬国立公園の尾瀬沼ビジターセンター（2021年7月リニューアルオープン）を再整備しまし
た。また、国立・国定公園及び長距離自然歩道等については、45都道府県に自然環境整備交付金を交
付し、その整備を支援しました。長距離自然歩道の計画総延長は約2万8,000kmに及んでおり、2019
年には約7,439万人が長距離自然歩道を利用しました。

旧皇室苑地として広く親しまれている国民公園（皇居外苑、京都御苑、新宿御苑）及び千鳥ケ淵戦没
者墓苑では、施設の改修、芝生・樹木の手入れ等を行いました。また、庭園としての質や施設の利便性
を高めるため、新宿御苑において早朝開園を行うなど、取組を進めました。

イ　森林における取組
保健保安林等を対象として防災機能、環境保全機能等の高度発揮を図るための整備を実施するととも

に、国民が自然に親しめる森林環境の整備に対し助成しました。また、森林環境教育、林業体験学習の
場となる森林・施設の整備等への支援策を講じました。国有林野においては、森林教室等を通じて、森
林・林業への理解を深めるための「森林ふれあい推進事業」等を実施するとともに、国民による自主的
な森林づくりの活動の場である「ふれあいの森」等の設定・活用を図り、国民参加の森

も り
林づくりを推進

しました。また、「レクリエーションの森」の中でも特に優れた景観を有するなど、地域の観光資源と
して潜在能力の高い箇所として選定をした「日

にっぽんうつく
本美しの森　お薦め国有林」において、重点的に観光資

源の魅力の向上、外国人も含む旅行者に向けた情報発信等に取り組み、更なる活用を推進しました。

（4）温泉の保護及び安全・適正利用
温泉の保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止及び温泉の適正な利用を

図ることを目的とした温泉法（昭和23年法律第125号）に基づき、温泉の掘削・採取、浴用又は飲用
利用等を行う場合には、都道府県知事や保健所設置市長等の許可等を受ける必要があります。2020年
度には、温泉掘削許可167件、増掘許可7件、動力装置許可110件、採取許可45件、濃度確認114件、
浴用又は飲用許可1,583件が行われました。

環境大臣が、温泉の公共的利用増進のため、温泉法に基づき地域を指定する国民保養温泉地について
は、2022年3月末時点で77か所を指定しています。

2018年5月から現代のライフスタイルに合った温泉地の楽しみ方として「新・湯治」を推進するた
めのネットワークである「チーム新・湯治」を立ち上げ、2021年度は2回のセミナーを実施しました。
2022年3月末時点で366団体が参加しています。

また、温泉地全体での療養効果を科学的に把握し、その結果を全国的な視点に立って発信する「全国
『新・湯治』効果測定調査プロジェクト」について、2018年度から2020年度までの調査結果を取りま
とめ、公表しました。
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（5）都市と農山漁村の交流
農泊の推進による農山漁村の所得向上を実現するため、農泊をビジネスとして実施するための体制整

備や、地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げるための専門家派遣等の取組、農家民宿や古
民家等を活用した滞在施設等の整備の一体的な支援を行うとともに、日本政府観光局（JNTO）等と連
携して国内外へのプロモーションを行いました。

また、農山漁村が有する教育的効果に着目し、農山漁村を教育の場として活用するため、関係府省が
連携し、子供の農山漁村宿泊体験等を推進するとともに、農山漁村を都市部の住民との交流の場等とし
て活用する取組を支援しました。

	 第3節	 生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た	
国土の保全管理

θ	1	 生態系ネットワークの形成

優れた自然環境を有する保護地域を核として、
民間等の取組により保全が図られている地域や保
全を目的としない管理が結果として自然環境を守
ることにも貢献している地域といった、保護地域
以外で生物多様性保全に資する地域（OECM）
等を有機的につなぐことにより、生物の生息・生
育空間のつながりや適切な配置を確保する生態系
ネットワーク（エコロジカル・ネットワーク）の
形成を推進するとともに、重要地域の保全や自然
再生に取り組み、私たちの暮らしを支える森里川
海のつながりを確保することが重要です。2020
年度から、「民間取組等と連携した自然環境保全
の在り方に関する検討会」を開催して、民間の取組等により生物多様性保全が図られている区域を国が

「自然共生サイト（仮称）」として認定する仕組み等の検討を行い、2021年度末には、仕組みの試行に
向けた認定基準等をとりまとめました。

森里川海の恵みを将来にわたって享受し、安全で豊かな国づくりを行うため、環境省と有識者からな
る「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトを立ち上げ、2015年度に全国約50か所で開催し
たリレーフォーラムにおける参加者の意見等を踏まえ、2016年9月には「森里川海をつなぎ、支えて
いくために（提言）」を公表しました。

本提言の下、多様な資源がその地域の中で循環し、相互に支え合う「地域循環共生圏」の構築に向
け、森里川海の保全及び再生に取り組む10の実証地域を選定し、2019年2月には、成果についてのシ
ンポジウムを開催しました。また、2019年度は、全国10か所のフォローアップを実施し、フォロー
アップを踏まえ事例等を追加し「地域循環共生圏の手引き」を更新しました。多様な主体によるプラッ
トフォームづくり、自立のための経済的仕組みづくり、人材育成等に向けた地域の活動を支援しまし
た。

2018年度に制作した読本「森里川海大好き！」は、全国の国立図書館、約2万校の学校図書館、フ
リースクール等へ寄贈し、読書感想文コンクールの開催及び自然体験プログラムを実施したほか、
2021年度は「生物多様性を感じよう！オンライン自然観察会2021」を開催し、知床国立公園と西表
石垣国立公園等からの中継を交えたオンライン自然観察会及び参加者による生きもの発表会を実施しま

	写真2-3-1	 オンライン自然観察会

資料：環境省
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した。さらに、酒匂川流域と荒川流域の大宮地域において「森里川海ふるさと絵本」を制作し、流域単
位で河川の恵みを認識・共有しました。その他、「つなげよう、支えよう森里川海アンバサダー」が、
定期的に検討会を行い、衣食住等テーマ別にアクションプランを策定したほか、各種イベントと連携し
て、環境に配慮したライフスタイルシフトを呼び掛けるなど、国民一人一人が森里川海の恵みを支える
社会の実現に向けて、普及啓発しました（写真2-3-1）。

（1）水田や水路、ため池等
水田や水路、ため池等の水と生態系のネットワークの保全のため、地域住民の理解・参画を得なが

ら、生物多様性保全の視点を取り入れた農業生産基盤の整備を推進しました。また、生態系の保全に配
慮しながら生活環境の整備等を総合的に行う事業等に助成し、魅力ある田園空間の形成を促進しまし
た。さらに、農村地域の生物や生息環境の情報を調査し、生態系に配慮した水田や水路等の整備手法を
検討するなど、生物多様性を確保するための取組を進めました。

生物多様性等の豊かな地域資源を活かし、農山漁村を教育、観光等の場として活用する集落ぐるみの
取組を支援しました。

（2）森林
生態系ネットワークの根幹として豊かな生物多様性を構成している森林の有する多面的機能を持続的

に発揮させるため、森林整備事業による適切な造林や間伐等の施業を実施するとともに、自然条件等に
応じて、針広混交林化や複層林化を図るなど、多様で健全な森林づくりを推進しました。また、森林の
有する公益的機能の発揮及び森林の保全を確保するため、保安林制度・林地開発許可制度等の適正な運
用を図るとともに、治山事業においては、周辺の生態系に配慮しつつ、荒廃山地の復旧整備、機能の低
下した森林の整備等を計画的に推進しました。さらに、松くい虫など病害虫や野生鳥獣による森林の被
害対策の総合的な実施、林野火災予防対策を推進しました。

森林内での様々な体験活動等を通じて、森林と人々の生活や環境との関係についての理解と関心を深
める森林環境教育や、市民やボランティア団体等による里山林の保全・利用活動等、森林の多様な利用
及びこれらに対応した整備を推進しました。また、企業、森林ボランティアなど、多様な主体による森
林づくり活動への支援や緑化行事の推進により、国民参加の森林づくりを進めました。

モントリオール・プロセスでの報告等への活用を図るため、森林資源のモニタリングを引き続き実施
するとともに、時系列的なデータを用いた解析手法の開発を行いました。

国家戦略及び「農林水産省生物多様性戦略」（2012年2月改定）に基づき、森林生態系の調査など、
森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた施策を推進しました。国有林野において
は、原生的な天然林を有する森林や希少な野生生物の生育・生息する場となる森林である「保護林」
や、これらを中心としたネットワークを形成することによって野生生物の移動経路となる「緑の回廊」
において、モニタリング調査等を行い森林生態系の状況を把握し順応的な保全・管理（定期的なモニタ
リング等の調査によって現状を把握し、計画を検証・修正することによって、その時々の科学的知見等
に基づいた最適な保全・管理を行っていく手法）を推進しました。

国有林野において、育成複層林や天然生林へ導くための施業の推進、広葉樹の積極的な導入等を図る
など、自然環境の維持・形成に配慮した多様な森林施業を推進しました。また、優れた自然環境を有す
る森林の保全・管理や国有林野を活用して民間団体等が行う自然再生活動を積極的に推進しました。さ
らに、森林における野生鳥獣被害防止のため、地域等と連携し、広域的かつ計画的な捕獲と効果的な防
除等を実施しました。

（3）河川
河川の保全等に当たっては、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調

和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境等を保全・創出するための「多自然

112 令和3年度 >> 第2部 >> 第2章　生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組 

第

2
章

R4_環境白書_02部_講じた-02章.indd   112R4_環境白書_02部_講じた-02章.indd   112 2022/05/23   12:41:292022/05/23   12:41:29



川づくり」を全ての川づくりにおいて推進しました。
多様な主体と連携して、河川を基軸とした広域的な生態系ネットワークを形成するため、湿地等の保

全・再生や魚道整備等の自然再生事業を推進するとともに、流域一体となった生態系ネットワークのよ
り一層の推進を目的として「水辺からはじまる生態系ネットワーク全国フォーラム」を開催しました。
また、生態系ネットワークの評価方法に着目するとともに、具体的な解説や事例を掲載したパンフレッ
トを作成しました。

さらに、災害復旧事業においても、「美しい山河を守る災害復旧基本方針」に基づき、従前から有し
ている河川環境の保全を図りました。

河川やダム湖等における生物の生息・生育状況の調査を行う「河川水辺の国勢調査」を実施し、結果
を河川環境データベースとして公表しています。また、世界最大規模の実験河川を有する国立研究開発
法人土木研究所自然共生研究センターにおいて、河川や湖沼の自然環境保全・復元のための研究を進め
ました。加えて、生態学的な観点より河川を理解し、川の在るべき姿を探るために、河川生態学術研究
を進めました。

（4）湿地
湿原や干潟等の湿地は、多様な動植物の生息・生育地等として重要な場です。しかし、これらの湿地

は全国的に減少・劣化の傾向にあるため、その保全の強化と、既に失われてしまった湿地の再生・修復
の手立てを講じることが必要です。2016年4月に公表した「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」
について、湿地とその周辺における生物多様性への配慮の必要性を普及啓発しました。

多様な主体と連携して、河川を基軸とした広域的な生態系ネットワークを形成するため、湿地等の保
全・再生や魚道整備等の自然再生事業を推進しました。

（5）山麓斜面等
山麓斜面に市街地が接している都市において、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と景

観を保全・創出するために、市街地に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして一連の樹林帯の形成を
図りました。また、生物の良好な生息・生育環境を有する渓流や里山等を保全・再生するため、NPO
等と連携した山腹工等を実施しました。土砂災害防止施設の整備に当たり良好な自然環境の保全・創出
に努めています。

θ	2	 重要地域の保全

（1）自然環境保全地域等
自然環境保全法（昭和47年法律第85号）に基づく保護地域には、国が指定する原生自然環境保全地

域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域並びに都道府県が条例により指定する都道府県自
然環境保全地域があります。これらの地域は、極力自然環境をそのまま維持しようとする地域であり、
我が国の生物多様性の保全にとって重要な役割を担っています。

これらの自然環境保全地域等において、自然環境の現況把握や標識の整備等を実施し、適正な保全管
理に努めています（表2-3-1）。沖合海底自然環境保全地域に関しては、第2章第4節1を参照。
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（2）自然公園
ア　公園区域及び公園計画の見直し

自然公園法（昭和32年法律第161号）に基づいて指定される自然公園（国立公園、国定公園及び都
道府県立自然公園）は、国土の14.8％を占めており（図2-3-1）、国立・国定公園にあっては、適正な
保護及び利用の増進を図るため、公園を取り巻く社会条件等の変化に応じ、公園区域及び公園計画の見
直しを行っています。

2021年度は、利尻礼文サロベツ国立公園について、公園区域及び公園計画の見直しを行い礼文島の
トンナイ川流域及び利尻島の南浜湿原等を新たに公園区域に編入したほか、利尻島、礼文島において新
たに海域公園地区の指定等を行いました。また、越後三山只見国定公園について、只見柳津県立自然公
園全域とその周辺部を国定公園として拡張しました。このほか、栗駒国定公園の公園区域及び公園計画
の変更、上信越国立公園、西表石垣国立公園及び日光国立公園の公園計画の見直しを行いました。

	 表2-3-1	 数値で見る重要地域の状況

保護地域名等 地種区分等 年月 箇所数等

自然環境保全地域

原生自然環境保全地域の箇所数及び面積

2022年3月

5地域（5,631ha）
自然環境保全地域の箇所数及び面積 10地域（2万2,542ha）
沖合海底自然環境保全地域の箇所数及び面積 4地域（2,268万3,400ha）
都道府県自然環境保全地域の箇所数及び面積 546地域（7万7,413ha）

国立公園

箇所数、面積

2022年3月

34公園（219万5,638ha）
特別地域の割合、面積（特別保護地区を除く） 60.5%（132万7,636ha）
特別保護地区の割合、面積 13.3%（29万2,215ha）
海域公園地区の地区数、面積 100地区（5万8,444ha）

国定公園

箇所数、指定面積

2022年3月

58公園（149万4,468ha）
特別地域の割合、面積（特別保護地区を除く） 86.5%（129万3,422ha）
特別保護地区の割合、面積 4.4%（6万6,168ha）
海域公園地区の地区数、面積 29地区（7,945ha）

国指定鳥獣保護区
箇所数、指定面積

2022年3月
86か所（59万1,729ha）

特別保護地区の箇所数、面積 71か所（16万5,146ha）

生息地等保護区
箇所数、指定面積

2021年7月
10か所（1,489ha）

管理地区の箇所数、面積 10か所（651ha）
保安林 面積（実面積） 2019年3月 1,221万3,578ha
保護林 箇所数、面積 2020年4月 661か所（97万8,207ha）

文化財
名勝（自然的なもの）の指定数（特別名勝）

2021年3月
179（12）

天然記念物の指定数（特別天然記念物） 1,034（75）
重要文化的景観 70件

資料：環境省、農林水産省、文部科学省
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イ　自然公園の管理の充実
国立公園の管理運営については、地域の関係者との協働を推進するため、協働型管理運営の具体的な

内容や手順についてまとめた「国立公園における協働型管理運営の推進のための手引書」に沿って、
2022年3月時点で、総合型協議会が16の国立公園の21地域に設置されています。また、自然公園法
に基づく公園管理団体として新たに1団体を指定し、国立公園で6団体と国定公園で2団体が指定され
ています。

国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、自然や社会状況を熟知した地元住民等によって
構成される民間事業者等を活用し、環境美化、オオハンゴンソウ等の外来種の駆除、景観対策としての
展望地の再整備、登山道の補修等の作業を行いました。

	 図2-3-1	 国立公園及び国定公園の配置図

資料：環境省
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生態系維持回復事業計画は、12国立公園において12計画が策定されており、各事業計画に基づき、
シカや外来種による生態系被害に対する総合的かつ順応的な対策を実施しました。また、生物多様性保
全上、特に対策を要する小笠原国立公園及び西表石垣国立公園において、グリーンアノールや外来カエ
ル類の防除事業及び生態系被害状況の調査を重点的に実施し、外来種の密度を減少させ本来の生態系の
維持・回復を図る取組を推進しました。加えて、2015年に策定した国立・国定公園の特別地域におい
て採取等を規制する植物（以下「指定植物」という。）の選定方針に基づき、26の国立・国定公園にお
いて指定植物の見直し作業を進めました。また、国立公園等の管理を担う自然保護官事務所を1か所増
やすとともに、アクティブ・レンジャー等を増員して現場管理の充実を図りました。

ウ　自然公園における適正な利用の推進
自動車乗り入れの増大により、植生への悪影響、快適・安全な公園利用の阻害等に対処するため、

「国立公園内における自動車利用適正化要綱」に基づき、2021年度は、17国立公園の24地区において、
地域関係機関との協力の下、自家用車に代わるバス運行等の対策を実施しました。

国立公園等の山岳地域において、山岳環境の保全及び利用者の安全確保等を図るため、山小屋事業者
等が公衆トイレとしてのサービスを補完する環境配慮型トイレ等の整備や、利用者から排出された廃棄
物の処理施設整備を行う場合に、その経費の一部を補助しており、2021年度は尾瀬国立公園において
廃棄物処理設備（6か所）の整備を支援しました。

（3）鳥獣保護区
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理

法」という。）に基づき、鳥獣の保護を図るため、国際的又は全国的な見地から特に重要な区域を国指
定鳥獣保護区に指定しています（表2-3-1）。

（4）生息地等保護区
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成4年法律第75号。以下「種の保存法」

という。）に基づき、国内希少野生動植物種の生息・生育地として重要な地域を生息地等保護区に指定
しています。2021年7月、アーラ岳キクザトサワヘビ生息地保護区を新たに指定しました（表2-3-
1）。

（5）名勝（自然的なもの）、天然記念物
文化財保護法（昭和25年法律第214号）に基づき、我が国の峡谷、海浜等の名勝地で観賞上価値の

高いものを名勝（自然的なもの）に、動植物及び地質鉱物で学術上価値が高く我が国の自然を記念する
ものを天然記念物に指定しています（表2-3-1）。さらに、天然記念物の衰退に対処するため関係地方
公共団体と連携して、天然記念物再生事業38件（2022年3月末時点）について再生事業を実施しまし
た。

（6）国有林野における保護林及び緑の回廊
原生的な天然林を有する森林や希少な野生生物の生育・生息の場となる森林である「保護林」や、こ

れらを中心としたネットワークを形成することによって野生生物の移動経路となる「緑の回廊」におい
て、モニタリング調査等を行い森林生態系の状況を把握し順応的な保全・管理を推進しました（表
2-3-1）。

（7）保安林
我が国の森林のうち、水源の涵

かん
養や災害の防備のほか、良好な環境の保全による保健休養の場の提供

等の公益的機能を特に発揮させる森林を、保安林として計画的に指定し、適正な管理を行いました（表
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2-3-1）。

（8）特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区等
都市緑地法（昭和48年法律第72号）等に基づき、都市における生物の生息・生育地の核等として、

生物の多様性を確保する観点から特別緑地保全地区等の都市における良好な自然的環境の確保に資する
地域の指定による緑地の保全等の取組の推進を図りました。2021年3月末時点で全国の特別緑地保全
地区等は636地区、2,896.4haとなっています。

（9）ラムサール条約湿地
第2章第7節9（5）を参照。

（10）世界自然遺産
世界自然遺産の候補地として推薦していた「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」について

は、2018年5月に世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合から登録延期勧告を受け、推薦
を一旦取り下げましたが、必要な推薦書の修正等を行い、2019年2月に世界遺産一覧表へ記載するた
めの推薦書を世界遺産センターへ提出しました。その後、新型コロナウイルス感染症の影響による世界
遺産委員会の開催延期を経て、2021年5月に国際自然保護連合から登録勧告を受け、2021年7月の世
界遺産委員会にて世界遺産一覧表へ記載することが決定しました。

これにより、我が国では、「屋久島」、「白神山地」、「知床」、「小笠原諸島」及び「奄美大島、徳之島、
沖縄島北部及び西表島」の5地域が自然遺産として世界遺産一覧表に記載されました。これらの世界自
然遺産については、遺産地域ごとに関係省庁・地方公共団体・地元関係者からなる地域連絡会議と専門
家による科学委員会を開催し、関係者の連携によって適正な保全管理を実施しました。

（11）生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）
「生物圏保存地域（Biosphere Reserves、国内呼称はユネスコエコパーク）」は、国連教育科学文化

機関（UNESCO）の「人間と生物圏（Man and the Biosphere（MAB））計画」の枠組みに基づい
て国際的に認定された地域です。各地域では、「保全機能（生物多様性の保全）」、「学術的研究支援」及
び「経済と社会の発展」の三つの機能により、生態系の保全のみならず持続可能な地域資源の利活用の
調和を図る活動を行うこととされています。

現在の認定総数は131か国、727地域（2021年9月時点）であり、国内においては、志賀高原、白
山、大台ヶ原・大峯山・大杉谷、屋久島・口永良部島、綾、只見、南アルプス、みなかみ、祖母・傾・
大崩及び甲武信の10地域が認定されており、豊かな自然環境の保全と、それぞれの自然や文化の特徴
を活かした持続的な地域づくりが進められています。

（12）ジオパーク
「ユネスコ世界ジオパーク」は、UNESCOの「国際地質科学ジオパーク計画（International 

Geoscience and Geoparks Programme）」の枠組みに基づいて国際的に認定された地域で、国際的
に価値のある地質遺産を保護し、そうした地質遺産がもたらした自然環境や地域の文化への理解を深
め、科学研究や教育、地域振興等に活用することにより、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実
現することを目的としています。

2022年3月時点で我が国からは洞爺湖有珠山、アポイ岳、糸魚川、伊豆半島、山陰海岸、隠岐、室
戸、島原半島、阿蘇の9地域がユネスコ世界ジオパークとして認定されています。ユネスコ世界ジオ
パークにおいて、国立公園や日本ジオパークの取組と連携して、公園施設の整備、シンポジウムの開
催、学習教材・プログラムづくり、エコツアーガイド養成等が行われています。

117第3節　生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た国土の保全管理 

第

2
章

R4_環境白書_02部_講じた-02章.indd   117R4_環境白書_02部_講じた-02章.indd   117 2022/05/23   12:41:372022/05/23   12:41:37



（13）世界農業遺産及び日本農業遺産
農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある農林水産業

と、それに関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性等が相互に関連
して一体となった農林水産業システムを認定する制度であり、国連食糧農業機関（FAO）が認定する
世界農業遺産と、農林水産大臣が認定する日本農業遺産があります。認定された地域では、保全計画に
基づき、農林水産業システムに関わる生物多様性の保全等に取り組んでいます。我が国では、2022年
3月時点で、世界農業遺産が11地域、日本農業遺産が22地域認定されています。

θ	3	 自然再生

自然再生推進法（平成14年法律第148号）に基づく自然再生協議会は、2022年3月末時点で全国で
27か所となっています。このうち26か所の協議会で自然再生全体構想が作成され、うち22か所で自
然再生事業実施計画が作成されています。

2021年度は、国立公園における直轄事業6地区、自然環境整備交付金で地方公共団体を支援する事
業3地区の計9地区で自然再生事業を実施しました（図2-3-2）。

これらの地区では、生態系調査や事業計画の作成、事業の実施、自然再生を通じた自然環境学習等を
行いました。このほか、国立公園など生物多様性の保全上重要な地域と密接に関連する地域において都
道府県が実施する生態系の保全・回復のための事業を支援するため、生物多様性保全回復施設整備交付
金により、京都府による桂川流域における取組等、3件を支援しました。

θ	4	 里地里山の保全活用

里地里山は、集落を取り巻く二次林と人工林、農地、ため池、草原等を構成要素としており、人為に
よる適度なかく乱によって特有の環境が形成・維持され、固有種を含む多くの野生生物を育む地域と
なっています。

	 図2-3-2	 環境省の自然再生事業（実施箇所）の全国位置図

（森林・湿原・草原の再生）
上山高原

（ヨシ原の再生、内湖再生）
琵琶湖

○国立公園
　（環境省直轄事業）
　6地区、国費10/10
○国定公園等
　（自然環境整備交付金）
　3地区、交付率4.5/10

（湖沼生態系の再生）
伊豆沼・内沼

（湿原の再生）
サロベツ

（湿原・森林の保全再生）
釧路湿原

（海洋島独特の生態系の再生）
小笠原

（森林生態系の保全再生）
大台ヶ原（草原の再生）

阿蘇

（サンゴ群集の再生）
石西礁湖

：直轄事業 ：交付金事業
資料：環境省

2021年度　環境省　自然再生事業実施箇所
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このような里地里山の環境は、人々の暮らしに必要な燃料、食料、資材、肥料等の多くを自然から得
るために人が手を加えることで形成され、維持されてきました。しかし、戦後のエネルギー革命や営農
形態の変化等に伴う森林や農地の利用の低下に加え、農林水産業の担い手の減少や高齢化の進行により
里地里山における人間活動が急速に縮小し、その自然の恵みは利用されず、生物の生息・生育環境の悪
化や衰退が進んでいます。こうした背景を踏まえ、環境省ウェブサイト等において地域や活動団体の参
考となる里地里山の特徴的な取組事例や重要里地里山500「生物多様性保全上重要な里地里山」につい
て情報を発信し、他の地域への取組の波及を図りました。

また、自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地方公共団体を含む2以上の主体から構成され
た里山未来拠点協議会が行う、重要里地里山、都道府県立自然公園、都道府県指定鳥獣保護区等の生物
多様性保全上重要な地域における生態系保全と社会経済活動の統合的な取組に要する経費の一部に対し
て補助を実施しました。

特別緑地保全地区等に含まれる里地里山については、土地所有者と地方公共団体等との管理協定の締
結による持続的な管理や市民への公開等の取組を推進しました。

また、2019年に成立した棚田地域振興法（令和元年法律第42号）に基づき、関係府省庁で連携し
て貴重な国民的財産である棚田の保全と、棚田地域の有する多面にわたる機能の維持増進を図りまし
た。

文化財保護法では、棚田や里山といった「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土によ
り形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」を文化的景観と
定義し、文化的景観のうち、地方公共団体が保存の措置を講じ、特に重要であるものを重要文化的景観
に選定しています。重要文化的景観の保存と活用を図るために地方公共団体が行う調査、保存計画策
定、整備、普及・啓発事業に要する経費に対する補助を実施しました。

θ	5	 木質バイオマス資源の持続的活用

森林等に賦存するバイオマス資源の持続的な活用を支援し、地域の低炭素化と里山等の保全・再生を
図りました。

θ	6	 都市の生物多様性の確保

（1）都市公園の整備
都市における緑とオープンスペースを確保し、水と緑が豊かで美しい都市生活空間等の形成を実現す

るため、都市公園の整備、緑地の保全、民有緑地の公開に必要な施設整備等を支援する「都市公園・緑
地等事業」を実施しました。

（2）地方公共団体における生物多様性に配慮した都市づくりの支援
緑豊かで良好な都市環境の形成を図るため、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定を推進する

とともに、地方公共団体等による土地の買入れ等を推進しました。また、首都圏近郊緑地保全法（昭和
41年法律第101号）及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和42年法律第103号）に基づき指
定された近郊緑地保全区域において、地方公共団体等による土地の買入れ等を推進しました。
「都市の生物多様性指標」に基づき、都市における生物多様性保全の取組の進捗状況を地方公共団体

が把握・評価し、将来の施策立案等に活用されるよう普及を図りました。

（3）都市緑化等
都市緑化に関しては、緑が不足している市街地等において、緑化地域制度や地区計画等緑化率条例制

度等の活用により建築物の敷地内の空地や屋上等の民有地における緑化を推進するとともに、市民緑地

119第3節　生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た国土の保全管理 

第

2
章

R4_環境白書_02部_講じた-02章.indd   119R4_環境白書_02部_講じた-02章.indd   119 2022/05/23   12:41:372022/05/23   12:41:37



契約や緑地協定の締結や、2017年の都市緑地法改正において創設された「市民緑地認定制度」により、
民間主体による緑化を推進しました。さらに、風致に富むまちづくり推進の観点から、風致地区の指定
を推進しました。緑化推進連絡会議を中心に、国土の緑化に関し、全国的な幅広い緑化推進運動の展開
を図りました。また、都市緑化の推進として、「春季における都市緑化推進運動（4月〜6月）」、「都市
緑化月間（10月）」を中心に、普及啓発活動を実施しました。

都市における多様な生物の生息・生育地となるせせらぎ水路の整備や下水処理水の再利用等による水
辺の保全・再生・創出を図りました。

	 第4節	 海洋における生物多様性の保全

θ	1	 沿岸・海洋域の保全

沖合の海底の自然環境の保全を図るための新たな海洋保護区（以下「沖合海底自然環境保全地域」と
いう。）制度の措置を講ずる自然環境保全法の一部を改正する法律（平成31年法律第20号）が、2020
年4月に施行されました。2020年12月に、小笠原方面の沖合域に沖合海底自然環境保全地域を4地域

（伊豆・小笠原海溝、中マリアナ海嶺・西マリアナ海嶺北部、西七島海嶺、マリアナ海溝北部）指定し、
同地域における自然環境の状況把握調査を行いました。

有明海・八代海等における海域環境調査、東京湾等における水質等のモニタリング、海洋短波レーダ
を活用した流況調査、水産資源に関する調査等を行いました。

2016年3月に策定した「サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020」の実施状況の評価結果を踏まえ、
2021年10月に新たな「サンゴ礁生態系保全行動計画」を検討するための委員会を開催しました。2回
の検討会における議論を踏まえて「サンゴ礁生態系保全行動計画2022-2030」を策定しました。

θ	2	 水産資源の保護管理

2020年12月に施行された新しい漁業法（昭和24年法律第267号。以下「新漁業法」という。）に
おいて、科学的な資源評価に基づき、持続的に生産可能な最大の漁獲量の達成を目標とし、数量管理を
基本とする資源管理が位置づけられ、同年9月に策定した「新たな資源管理の推進に向けたロードマッ
プ」に従い、科学的な資源調査・評価の充実、資源評価に基づくTAC（漁獲可能量）による管理の推
進など、新たな資源管理システムの構築のための道筋を示し、着実に実行したほか、［1］ミンククジ
ラ等の生態、資源量、回遊経路等の解明に資する調査、［2］ヒメウミガメ、シロナガスクジラ、ジュ
ゴン等の原則採捕禁止等、［3］サメ類の保存・管理及び海鳥の偶発的捕獲の対策に関する行動計画の
実施促進等を実施しました。

θ	3	 海岸環境の整備

海岸保全施設の整備においては、海岸法（昭和31年法律第101号）の目的である防護・環境・利用
の調和に配慮した整備を実施しました。

θ	4	 港湾及び漁港・漁場における環境の整備

港の良好な自然環境を活用し、自然環境の大切さを学ぶ機会の充実を図るため、地方公共団体や
NPO等による自然体験・環境教育プログラム等の開催の場ともなる緑地・干潟等の整備を推進すると
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ともに、海洋環境整備船等による漂流ごみ・油の回収を行いました。また、海辺の自然環境を活かした
自然体験・環境教育を行う「海辺の自然学校」等の取組を推進しました。

2013年に策定した「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推
進計画」に基づき、放置艇の解消を目指した船舶等の放置等禁止区域の指定と係留・保管施設の整備を
推進しました。

漁港・漁場では、水産資源の持続的な利用と豊かな自然環境の創造を図るため、漁場の環境改善を図
るための堆積物の除去等の整備を行う水域環境保全対策を実施したほか、水産動植物の生息・繁殖に配
慮した構造を有する護岸等の整備を実施しました。また、藻場・干潟の保全・創造等を推進したほか、
漁場環境を保全するための森林整備に取り組みました。大規模に衰退したサンゴの効率的・効果的な保
全・回復を図るため、サンゴ礁の面的な保全・回復技術の開発に取り組みました。

θ	5	 海洋汚染への対策

第4章第6節を参照。

	 第5節	 野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化

θ	1	 絶滅のおそれのある種の保存

（1）レッドリストとレッドデータブック
2020年3月に第4次レッドリストの第5回改訂版となる「レッドリスト2020」を公表し、我が国の

絶滅危惧種は3,716種となりました。このことから、海洋生物レッドリスト（2017年3月公表）にお
ける絶滅危惧種56種を加えると、我が国の絶滅危惧種の総数は3,772種となりました。第5次レッド
リストから、これまで陸域と海域で分かれていた検討体制を統合するとともに、陸域・海域を統合した
レッドリストを作成することとし、2020年3月に公表した「レッドリスト作成の手引」に基づき、次
期レッドリストの評価作業を進めました。

（2）希少野生動植物種等の保存
2017年5月に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律（平成

29年法律第51号）が成立、6月に公布され、2018年6月から施行されました。本改正法においては、
商業目的での捕獲等のみを規制することができる特定第二種国内希少野生動植物種制度の創設、国際希
少野生動植物種の流通管理の強化等が行われました。

種の保存法に基づく国内希少野生動植物種については、2022年1月に、両生類26種、貝類2種、植
物4種の計32種を指定しました（2022年1月施行）。2022年3月時点で427種の国内希少野生動植物
種について、捕獲や譲渡し等の規制を行っています。同法に基づき実施する保護増殖事業については、
2021年度に新たに2種（オガサワラカワラヒワ、ハカタスジシマドジョウ）を追加し、計75種につい
て56の保護増殖事業計画を策定し、生息地の整備や個体の繁殖等の保護増殖事業を行っています（図
2-5-1）。また、同法に基づき指定している全国10か所の生息地等保護区において、保護区内の国内希
少野生動植物種の生息・生育状況調査、巡視等を行いました。

ワシントン条約及び二国間渡り鳥条約等に基づき、国際的に協力して種の保存を図るべき807分類
を国際希少野生動植物種に指定しています。

絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖事業や調査研究、普及啓発を推進するための拠点となる野
生生物保護センターを全国で8か所設置しています。
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トキについては、佐渡島での野生復帰の取組により、2021年12月時点で約480羽の生存が野生下
で確認され、安定的に推移しています。また、2021年7月に保護増殖事業計画を変更し、本州等での
個体群形成に向けた検討を進めることとしました。

ライチョウについては、2015年から乗鞍岳で採取した卵を用いて飼育・繁殖技術確立のための取組
を7施設で行い、繁殖に成功しています。また、過去にライチョウが生息していた中央アルプスでの個
体群復活に向け、野生復帰の取組を実施しました。

そのほか、猛禽
きん

類の採餌環境の改善にも資する間伐の実施等、効果的な森林の整備・保全を行いまし
た。

沖縄島周辺海域に生息するジュゴンについては、漁業関係者等との情報交換や喰み跡のモニタリング
調査を行うとともに、先島諸島等において、ジュゴンの喰み跡の確認等の生息状況調査、ジュゴンの目
撃情報等の収集等を実施しました。

（3）生息域外保全
トキ、ツシマヤマネコ、ヤンバルクイナ、ライチョウなど、絶滅の危険性が極めて高く、本来の生息

域内における保全施策のみでは近い将来、種を存続させることが困難となるおそれがある種について、
飼育下繁殖を実施するなど生息域外保全の取組を進めています。

2014年に公益社団法人日本動物園水族館協会と環境省との間で締結した「生物多様性保全の推進に
関する基本協定書」に基づき、ツシマヤマネコ、ライチョウ、アマミトゲネズミ、ミヤコカナヘビ、ス
ジシマドジョウ類等の生息域外保全に取り組んでいます。個別の動物園・水族館ではなく協会全体とし
て取り組んでもらうことで、園館間のネットワークを活用した一つの大きな飼育個体群として捉えて計
画的な飼育繁殖を推進することが可能となっています。

絶滅危惧植物についても、2015年に公益社団法人日本植物園協会との間で締結した「生物多様性保
全の推進に関する基本協定書」に基づき、生息域外保全や野生復帰等の取組について、一層の連携を
図っています。さらに、新宿御苑においては、絶滅危惧植物の種子保存を実施しています。

絶滅危惧昆虫についても、全国の昆虫施設と連携し、ツシマウラボシシジミ、フサヒゲルリカミキ
リ、ウスイロヒョウモンモドキ、フチトリゲンゴロウ等の生息域外保全に取り組んでいます。一方で、
環境省及び東京都が飼育下繁殖の実施等により生息域外での増殖に取り組んできたオガサワラシジミ

（小笠原諸島固有種）について、2020年8月に飼育下の全ての個体が死亡し、繁殖が途絶えました。こ
れを踏まえ、専門家を交え、飼育下個体が途絶えた原因の分析等を実施しました。2022年3月時点で
10施設が認定希少種保全動植物園等として認定されています。

θ	2	 野生鳥獣の保護管理

我が国には多様な野生鳥獣が生息しており、2014年に改正した鳥獣保護管理法に基づき、その保護

	 図2-5-1	 主な保護増殖事業の概要

■環境省レッドリスト
　絶滅危惧ⅠA類（CR）
■事業の概要
○佐渡トキ保護センター野生復帰ステー
　ションにて野生復帰の訓練を実施
○地元自治体等と協働で生息環境の整備
　を実施
○2008年の第一回放鳥以降、
　野生復帰に向けた放鳥を計25回実施し、
　計429羽を放鳥
○2021年12月末時点で、野生下に推定478羽が生息

トキ（コウノトリ目　トキ科）
■環境省レッドリスト
　絶滅危惧ⅠB類（EN）
■生育地
　鹿児島県奄美大島及び徳之島
■事業の概要
○2000年から実施している
 マングース防除事業の効果により、
 奄美大島の生息状況は近年回復傾向
○そのほか、生息状況モニタリング調査、
 交通事故防止対策、ノネコ対策等を実施

アマミノクロウサギ（ウサギ目　ウサギ科）

資料：環境省
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及び管理が図られています。鳥獣保護管理法では、都道府県における鳥獣保護管理行政の基本的な事項
を「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）
として定めることとされています。2021年10月には、第12次基本指針の策定から5年が経過し、鳥
獣の保護及び管理に関する社会状況の変化を踏まえて中央環境審議会で見直しに係る審議を行い、第
13次基本指針を策定しました。さらに、中央環境審議会では、鳥獣保護管理法の施行から5年が経過
したことを踏まえ、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化につき講ずべき措置（以下「講ずべき措
置」という。）の答申がなされました。基本指針及び講ずべき措置では、都府県をまたぐ広域的な捕獲
等の鳥獣の管理の強化、錯誤捕獲の防止や鳥類の鉛中毒の防止等の鳥獣の保護の推進、狩猟免許の取得
促進や十分な捕獲技術をもった人材育成、野生鳥獣に関する感染症対策の強化等の内容を盛り込みまし
た。

鳥獣管理の強化に伴う懸念への対応として、鉛製銃弾の使用による鳥類への影響を科学的に把握する
ために鉛中毒症例等の必要な情報収集や効果的なモニタリング体制の構築に取り組みました。また、科
学的かつ計画的な鳥獣管理を進めるために情報システムの整備と運用を進めるとともに、2021年度に
はシステムの機能強化等を行いました。

都道府県における第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成促進や鳥獣の保護及び
管理のより効果的な実施を図るため、特定鳥獣5種（イノシシ、ニホンジカ、クマ類、ニホンザル、カ
ワウ）の保護及び管理に関する技術的な検討を行うとともに、都道府県職員等を対象としたオンライン
研修会を開催しました。

都道府県による科学的・計画的な鳥獣の管理を支援するため、統計手法を用いて、ニホンジカ及びイ
ノシシの個体数推定及び将来予測を実施しました。

鳥獣の広域的な保護管理のため、東北、関東、中部近畿及び中国四国の各地域において、カワウ広域
協議会を開催し、関係者間の情報共有等を行いました。また、関東山地におけるニホンジカ広域協議会
では、広域保護管理指針及び実施計画（中期・年次）に基づき、関係機関の連携の下、各種対策を推進
しました。絶滅のおそれのある地域個体群である四国山地のツキノワグマについては、広域保護指針に
基づき、広域協議会による知見の集積や情報共有が進みました。

渡り鳥の生息状況等に関する調査として、鳥類観測ステーション等における鳥類標識調査、ガンカモ
類の生息調査等を実施しました。また、出水平野（鹿児島県）に集中的に飛来するナベヅル、マナヅル
等の保護対策として、生息環境の保全、整備等の事業を実施しました。

希少鳥獣でありながらも漁業被害をもたらす北海道えりも地域のゼニガタアザラシについて、個体群
管理や被害対策防除を進め個体群動態に係るモニタリング等の手法を確立することを目的として策定し
た「えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画（第2期）」に基づき、漁網の改良等による被
害防除対策や、科学的分析による個体群管理を実施しました。

鳥獣の生息環境の改善や生息地の保全を図るため、国指定片野鴨池鳥獣保護区において保全事業を実
施しました。

野生生物保護についての普及啓発を推進するため、愛鳥週間（毎年5月10日〜5月16日）行事の一
環として第75回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」をオンライン形式にて実施したほか、第55回目と
なる小・中学校及び高等学校等を対象として野生生物保護の実践活動を発表する「全国野生生物保護活
動発表大会」等を開催しました。

（1）野生鳥獣の管理の強化
2015年5月に施行された鳥獣保護管理法においては、都道府県が捕獲等を行う指定管理鳥獣捕獲等

事業や捕獲の担い手の確保・育成に向けた認定鳥獣捕獲等事業者制度の創設など、「鳥獣の管理」のた
めの新たな措置が導入されました。

指定管理鳥獣捕獲等事業は、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が指定した指
定管理鳥獣（ニホンジカ及びイノシシ）について、都道府県又は国の機関が捕獲等を行い、適正な管理
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を推進するものです。国は指定管理鳥獣の捕獲等の強化を図るため、都道府県が実施する指定管理鳥獣
捕獲等事業に対し、交付金により支援を行っています。2021年度においては、44道府県等で当該事業
が実施されました。

認定鳥獣捕獲等事業者制度は、鳥獣保護管理法に基づき、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事者
の技能・知識が一定の基準に適合し、安全を確保して適切かつ効果的に鳥獣の捕獲等を実施できる事業
者を都道府県が認定するもので、44都道府県において158団体が認定されています（2021年11月時
点）。

また、狩猟者については、1970年度の約53万人から2012年度には約18万人まで減少しましたが、
2016年度以降には20万人を超え、微増傾向にあります。一方、2008年度以降は60歳以上の狩猟者
が全体の6割を超えており、依然として高齢化が進んでいることから、引き続き捕獲等を行う鳥獣保護
管理の担い手の育成が求められています。高度な知識や技術を有する捕獲の担い手の確保・育成に向け
た検討や狩猟の魅力を伝えるための映像作成、鳥獣保護管理に係る専門的な人材を登録し紹介する事業
等を行いました。

農林水産業への被害防止等の観点から、侵入防止柵の設置、捕獲活動や追払い等の地域ぐるみの被害
防止活動、捕獲鳥獣の食肉（ジビエ）利用の取組等の対策を進めるとともに、鳥獣との共存にも配慮し
た多様で健全な森林の整備・保全等を実施しました。また、ニホンジカによる森林被害の防止に向け
て、林業関係者による捕獲効率向上対策、捕獲等の新技術の開発・実証に対する支援等を行いました。
さらに、トドによる漁業被害防止対策として、出現状況等の調査や改良漁具の実証試験等を行いまし
た。

（2）野生鳥獣に関する感染症等への対応
2004年以降、野鳥及び家禽

きん
において、高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されていることか

ら、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、渡り鳥等を対象
として、ウイルス保有状況調査を全国で実施し、その結果を公表しました。また、2021年11月に国
内での発生状況を踏まえ、野鳥のサーベイランス（調査）における全国の対応レベルを最高レベルとな
る「対応レベル3」に引き上げ、全国で野鳥の監視を強化しました。その後も国内の野鳥及び家禽

きん
にお

いて、高病原性鳥インフルエンザウイルスの発生が確認されているため、早期発見・早期対応を目的と
した野鳥のサーベイランスを都道府県と協力しながら実施するとともに、高病原性鳥インフルエンザの
発生地周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を一層強化しました。

高病原性鳥インフルエンザの発生や感染拡大等に備えた予防対策に資するため、人工衛星を使った渡
り鳥の飛来経路や国指定鳥獣保護区等への渡り鳥の飛来状況の調査を実施し、環境省ウェブサイトを通
じて情報提供等を行いました。

2018年9月に岐阜県の農場において、国内で26年ぶりとなる豚熱（CSF）が発生し、その後、野生
イノシシでも感染が拡大しています。こうした状況を受け、環境省では、農林水産省と連携し、各都道
府県が実施する野生イノシシのサーベイランスに協力しました。また、豚熱の感染拡大防止を図るた
め、野生イノシシの捕獲強化に向けた取組を指定管理鳥獣捕獲等事業交付金で支援するとともに、農林
水産省が主催する野生イノシシ対策会議に事務局として参加し、野生イノシシ対策の強化に向けて関係
機関と情報共有等を実施しました。

我が国における野生鳥獣に関する感染症について広く情報収集し、生物多様性保全の観点でのリスク
評価を行うとともに、希少種等への感染症リスクを低減するための野生鳥獣の保護管理手法の検討等を
行いました。

θ	3	 外来種対策

外来種とは、人によって本来の生息・生育地からそれ以外の地域に持ち込まれた生物のことです。そ
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のような外来種の中には、我が国の在来の生物を食べたり、すみかや食べ物を奪ったりして、生物多様
性を脅かす侵略的なものがおり、地域ごとに独自の生物相や生態系が形成されている我が国の生物多様
性を保全する上で、大きな問題となっています。国内の絶滅危惧種のうち、爬虫類の7割以上、両生類
の5割以上の減少要因として外来種が挙げられています。さらには食害等による農林水産業への被害、
咬
こう

傷等による人の生命や身体への被害や、文化財の汚損、悪臭の発生、景観・構造物の汚損など、様々
な被害が及ぶ事例が見られます。

近年、より一層貿易量が増えるとともに、輸入品に付着することにより非意図的に国内に侵入する生
物が増加しています。2017年6月に国内で初確認された南米原産のヒアリについて、確認件数は、
2022年3月までに18都道府県で84事例に上りました。環境省では、地元自治体や関係行政機関等と
協力して発見された個体を駆除するとともに、リスクの高い港湾においてモニタリング調査を実施する
など、ヒアリの定着を阻止するための対策を実施しています。2019年10月の東京港青海ふ頭に続き、
2020年9月に名古屋港飛島ふ頭で多数の女王アリが確認され、2021年9月には大阪港で複数の女王ア
リを含む1,000匹以上の大規模な集団が確認されたため、それぞれの地点において周辺地域を含め重点
的な調査・防除を行いました。各地点では、事後モニタリングについても特に強化して実施していると
ころです。また、外来種の導入経路の一つである生きている動物（ペット等）の輸入量は、1990年代
をピークに減少傾向にありますが、これまで輸入されなかった種類の生物が新たに輸入されるなど、新
たなリスクが存在していると言えます。

このような外来種の脅威に対応するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法
律（平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。）に基づき、我が国の生態系等に被害を及ぼ
すおそれのある外来種を特定外来生物として指定し、輸入、飼養等を規制しています。

2022年3月時点で特定外来生物は合計156種類（7科、13属、4種群、123種、9交雑種）となっ
ています（図2-5-2）。また、2014年の改正外来生物法施行から5年が経過したことから、2020年2
月に外来生物法の施行状況の検討に着手し、2022年1月に中央環境審議会から「特定外来生物による
生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」が
答申されました。答申では、ヒアリなど非意図的な導入に関する対策の推進、アメリカザリガニなど現
状で規制がかかっていない外来種への規制、地方
公共団体など各主体との連携強化等について指摘
がなされています。この答申を踏まえ、外来種対
策を総合的に推進するべく、2022年3月に「特
定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関
する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
し、第208回国会に提出しました。

外来種被害予防三原則（「入れない」、「捨てな
い」、「拡げない」）について、多くの人に理解を
深めてもらえるよう、主にペット・観賞魚業界等
を対象にした普及啓発や、外来種問題に関するパ
ネルやウェブサイト等を活用した普及啓発を実施
しています。

マングースやアライグマ、オオクチバス等の既
に国内に侵入し、地域の生態系へ悪影響を及ぼし
ている外来種の防除や、ツマアカスズメバチやオ
オバナミズキンバイ、スパルティナ属等の近年国
内に侵入した外来種の緊急的な防除を行いまし
た。加えて、特定外来生物以外についても、全国
に分布し生態系等に大きな影響を与えているアメ

	 図2-5-2	 特定外来生物の種類数
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　３：既指定であったゴケグモ属4種については、新規に指定されたゴケグモ
属全種に包含された。

　４：既指定であったノーザンパイク及びマスキーパイク2種については、新
規に指定されたカワカマス科全種に包含された。

　５：既指定であったアカカミアリについてはソレノプスィス・ゲミナタ種群
全種に、ヒアリについてはソレノプスィス・サエヴィシマ種群全種に、
アスタクス属全種及びウチダザリガニ2種類についてはザリガニ科全種
に、ラスティークレイフィッシュはアメリカザリガニ科全種に、ケラク
ス属全種はミナミザリガニ科全種に包含された。
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リカザリガニについての防除や普及啓発手法の検討等を進めました。

θ	4	 遺伝子組換え生物対策

生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書（以下「カルタヘナ議定
書」という。）を締結するための国内制度として定められた遺伝子組換え生物等の使用等の規制による
生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。）に基づき、
2022年3月末時点で475件の遺伝子組換え生物の環境中での使用が承認されています。また、日本版
バイオセーフティクリアリングハウス（ウェブサイト）を通じて、法律の枠組みや承認された遺伝子組
換え生物に関する情報提供を行ったほか、主要な三つの輸入港周辺の河川敷において遺伝子組換えナタ
ネの生物多様性への影響監視調査等を行いました。

θ	5	 動物の愛護及び適正な管理

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。）に
基づき、ペットショップ等の事業者に対する規制を行うとともに、動物の飼養に関する幅広い普及啓発
を展開することで、動物の愛護と適正な管理の推進を図ってきました。2020年6月に改正動物愛護管
理法が施行され、動物取扱業の更なる適正化と動物の不適切な取扱いへの対応強化のため、第一種動物
取扱業者に対する勧告及び命令の制度の拡充、特定動物に関する規制の強化、愛護動物を虐待した場合
の罰則の強化等が実施されました。この改正動物愛護管理法に基づき、ペットショップやブリーダー等
の動物取扱業に係る犬猫の飼養管理基準の検討を行い、2021年6月には、ケージの大きさ、従業員一
人当たりの飼養管理頭数の上限、繁殖等に関する具体的な基準を定める省令が施行されました（一部経
過措置あり）。また、相談窓口を設置して都道府県等に助言等を行い、動物取扱業者規制の円滑な運用
を推進しました。また、販売される犬猫のマイクロチップ装着等義務化については、2022年6月の施
行に向けて、所有する犬又は猫の情報を登録するためのシステム構築や、円滑な制度運用に向けた体制
の整備を進めました。

犬猫等の多頭飼育問題について、地方公共団体を対象とした多機関が連携して対策を推進するモデル
事業を実施し、オンラインシンポジウムを開催しました。動物虐待事案への円滑な対応のために行政・
警察・関係機関の連携強化や虐待の該当性判断に資するガイドラインを策定しました。

都道府県等に引き取られた犬猫の数は、7.2万
頭（前年度から約1.3万頭減）となりました。引
き取られた犬猫の返還・譲渡率は約69％となり、
殺処分数は約2.4万頭（2018年度比約4割減）
となりました（図2-5-3）。

都道府県等が引き取った動物の譲渡及び返還を
促進するため、都道府県等の収容・譲渡施設の整
備に係る費用の補助を行いました。また、愛がん
動物用飼料の安全性の確保に関する法律（ペット
フード安全法）（平成20年法律第83号）につい
ては、2021年10月に基準の一部改正を行い、
ペットフードの安全性の確保を図りました。

広く国民に動物の愛護と適正な飼養について啓
発するため、関係行政機関や団体との協力の下、

「私たちがつくるペットとのこれから」をテーマ
に、動物愛護週間中央行事として「2021どうぶ

	 図2-5-3	 全国の犬猫の引取数の推移
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つ愛護オンラインシンポジウム」を全国に配信しました。
災害対策については、2021年3月に災害への対応状況を確認するための資料「災害への備えチェッ

クリスト」を自治体の動物愛護担当部局、防災部局向けに発行し、2021年8月の大雨による災害等に
おいて、ペット連れ被災者への支援等を行うために自治体と連絡体制を構築して情報収集に当たりまし
た。

愛玩動物看護師を国家資格として定める愛玩動物看護師法（令和元年法律第50号）については、
2022年5月の施行に向け、政省令等の整備や普及啓発を進めました。

	 第6節	 持続可能な利用

θ	1	 持続可能な農林水産業

農林水産省では、2021年5月に食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで
実現させるための新たな政策方針として「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050年までに目指
す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化、有機農業の取組面積の拡大、化学農薬・化学肥
料の使用量削減などの14の目標を定めました。戦略の実現に向け、2022年2月に「環境と調和のとれ
た食料システムの確立のための環境負荷低減事業の促進等に関する法律案（みどりの食料システム法
案）」を閣議決定し、第208回国会に提出しました。

また、国家戦略及び「農林水産省生物多様性戦略」に基づき、［1］田園地域・里地里山の保全（環
境保全型農業直接支払による生物多様性保全等に効果の高い営農活動に対する直接支援等）、［2］森林
の保全（適切な間伐等）、［3］里海・海洋の保全（生態系全体の生産力の底上げを目指した漁場の整備
等）など、農林水産分野における生物多様性の保全や持続可能な利用を推進しました。

（1）農業
持続可能な農業生産を支える取組の推進を図るため、化学肥料、化学合成農薬の使用を原則5割以上

低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業
者の組織する団体等を支援する環境保全型農業直接支払を実施しました。

環境保全等の持続可能性を確保するための取組である農業生産工程管理（GAP）の普及・推進や、
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年法律第110号）に基づき、土づくり
と化学肥料・化学合成農薬の使用低減に効果が高い農業生産方式の導入計画の認定を受けた農業者（エ
コファーマー）の普及推進、有機農業の推進に関する法律（平成18年法律第112号）に基づく有機農
業の推進に関する基本的な方針の下で、有機農業指導員の育成及び新たに有機農業に取り組む農業者の
技術習得等による人材育成、有機農産物の安定供給体制の構築、国産有機農産物の流通、加工、小売等
の事業者と連携した需要喚起の取組を支援しました。

（2）林業
森林・林業においては、持続可能な森林経営及び森林の有する公益的機能の発揮を図るため、造林、

保育、間伐等の森林整備を実施するとともに、多様な森林づくりのための適正な維持管理に努めるほ
か、関係省庁の連携の下、木材利用の促進を図りました。

また、森林所有者や境界が不明で整備が進まない森林も見られることから、意欲ある者による施業の
集約化の促進を図るため、所有者の確定や境界確認等に対する支援を行いました。
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（3）水産業
水産業においては、持続的な漁業生産等を図るため、適地での種苗放流等による効率的な増殖の取組

を支援するとともに、漁業管理制度の的確な運用に加え、漁業者による水産資源の自主的な管理措置等
を内容とする資源管理計画に基づく取組を支援するとともに、新漁業法に基づく資源管理協定への移行
を推進しました。さらに、沿岸域の藻場・干潟の造成等生育環境の改善を実施しました。また、持続的
養殖生産確保法（平成11年法律第51号）に基づく漁協等による養殖漁場の漁場改善計画の作成を推進
しました。

水産資源の保護管理については第2章第4節2を参照。

θ	2	 エコツーリズムの推進

エコツーリズム推進法（平成19年法律第105号）に基づき、エコツーリズムに取り組む地域への支
援、全体構想の認定・周知、技術的助言、情報の収集、普及啓発、広報活動等を総合的に実施しまし
た。同法に基づくエコツーリズム全体構想については、2022年3月時点において全国で合計19件が認
定されています。また、全国のエコツーリズムに関連する活動の向上や関係者の連帯感の醸成を図るこ
とを目的として、第17回エコツーリズム大賞により取組の優れた団体への表彰を実施し、くまの体験
企画が大賞を受賞しました。

エコツーリズムに取り組む地域への支援として、7の地域協議会に対して交付金を交付し、魅力ある
プログラムの開発、ルール作り、推進体制の構築等を支援するとともに、有識者をアドバイザーとして
地域に派遣したほか、地域におけるガイドやコーディネーター等の人材育成事業等を実施しました。

エコツーリズムの推進・普及を図るため、全体構想認定地域等のエコツーリズムに取り組む地域や関
係者による意見交換を行い、課題や取組状況等を共有しました。

θ	3	 遺伝資源へのアクセスと利益配分

（1）遺伝資源の利用と保存
医薬品の開発や農作物の品種改良など、遺伝資源の価値は拡大する一方、世界的に見れば森林の減少

や砂漠化の進行等により、多様な遺伝資源が減少・消失の危機に瀕
ひん

しており、貴重な遺伝資源を収集・
保存し、次世代に引き継ぐとともに、これを積極的に活用していくことが重要となっています。農林水
産分野では、農業生物資源ジーンバンク事業等により、関係機関が連携して、動植物、微生物、DNA、
林木、水産生物等の国内外の遺伝資源の収集、保存、評価等を行っており、植物遺伝資源23万点を始
め、世界有数のジーンバンクとして利用者への配布・情報提供を行いました。また、海外研究者に向け
て、遺伝資源の取引・運用制度に関する理解促進や保護と利用のための研修等支援を行いました。

新品種の開発に必要な海外遺伝資源の取得や利用を円滑に進めるため、遺伝資源保有国における遺伝
資源に係る制度等を調査するとともに、入手した各国の最新情報等について、我が国の遺伝資源利用者
に対し周知活動等を実施しました。

ライフサイエンス研究の基盤となる研究用動植物等の生物遺伝資源について、「ナショナルバイオリ
ソースプロジェクト」により、大学・研究機関等において戦略的・体系的な収集・保存・提供等を行い
ました。また、途絶えると二度と復元できない実験途上の貴重な生物遺伝資源を広域災害等から保護す
るための体制強化に資する、「大学連携バイオバックアッププロジェクト」も実施しています。

（2）微生物資源の利用と保存
独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じた資源提供国との生物多様性条約の精神にのっとった国際

的取組として、資源提供国との協力体制を構築し、我が国の企業への海外の微生物資源の利用機会の提
供を行っています。
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我が国の微生物等に関する中核的な生物遺伝資源機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構バイ
オテクノロジーセンター（NBRC）において、生物遺伝資源の収集、保存等を行うとともに、これら
の資源に関する情報（分類、塩基配列、遺伝子機能等に関する情報）を整備し、生物遺伝資源と併せて
提供しています。

	 第7節	 国際的取組

θ	1	 生物多様性に関する世界目標への貢献

愛知目標の達成を含め、生物多様性条約に基づく取組を地球規模で推進していくためには、途上国へ
の資金供与や技術移転、能力養成が必要であることが強く指摘されています。このため、我が国は、愛
知目標の達成に向けた途上国の能力養成等を支援するため、条約事務局に設置された「生物多様性日本
基金」に拠出しており、本基金により、愛知目標の達成に向けて「生物多様性国家戦略」の実施を支援
する事業等が進められました。

θ	2	 生物多様性及び生態系サービスに関する科学と	
政策のインターフェースの強化

2019年2月に公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）に設置された「生物多様性及び生態系
サービスに関する政府間科学－政策プラットフォーム（IPBES）」の「侵略的外来種に関するテーマ別
評価技術支援機関（TSU-IAS）」の作業を支援しました。また、IPBES総会第8回会合の結果報告会及
び、IPBESに関わる国内専門家及び関係省庁による国内連絡会を2021年7月と2022年3月に、さら
にシンポジウム「生物多様性とライフスタイル〜自然の恵み「食」を将来に引き継ぐためにわたしたち
ができること〜」を2021年12月に開催しました。このほか、IPBESによる評価作業への知見提供等
により国際的な科学と政策の結び付き強化に貢献することを目的として、環境研究総合推進費による研
究「社会・生態システムの統合化による自然資本・生態系サービスの予測評価」を実施しました。

θ	3	 二次的自然環境における生物多様性の保全と持続可能な利用・管理の促進

二次的な自然環境における自然資源の持続可能な利用と、それによる生物多様性の保全を目標とした
「SATOYAMAイニシアティブ」を推進するため、「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシッ
プ（IPSI）」を支援するとともに、その運営に参加しました。なお、IPSIの会員は、12団体が2021年
度に新たに加入し、2022年3月時点で21か国の22政府機関を含む73か国・地域の283団体となりま
した。

SATOYAMAイ ニ シ ア テ ィ ブ の 理 念 を 国 内 に お い て 推 進 す る た め に2013年 に 発 足 し た
「SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク」に環境省及び農林水産省が参加しています。本ネッ
トワークは、SATOYAMAイニシアティブの国内への普及啓発、多様な主体の参加と協働による取組
の促進に向け、ネットワークへの参加を呼び掛けたロゴマークや活動事例集の作成や「エコプロダクツ
2019」等の各種イベントへの参加を行いました。なお、本ネットワークの会員は2022年3月時点で
53地方公共団体を含む118団体となりました。
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θ	4	 アジア保護地域パートナーシップの推進

2013年11月に宮城県仙台市で開催した第1回アジア国立公園会議を契機に我が国が主導して設立さ
れた「アジア保護地域パートナーシップ（APAP）」の取組の一環として、2019年10月にマレーシア
のコタキナバルにおいて開催された「持続可能なツーリズム」に関するワークショップに参画し、アジ
ア各国の保護区の管理水準の向上に向けた情報共有等を進めています。同パートナーシップの参加国は
2021年12月時点で、17か国となりました。

θ	5	 森林の保全と持続可能な経営の推進

世界の森林は、陸地の約31％を占め、面積は約40億haに及びます。植林等による増加分を差し引
いた森林減少の面積は、2010年から2020年の間に世界全体で年平均470万ha減少しています。
1990年から2000年の間の森林が純減する速度は年平均780万haであり、森林が純減する速度は低下
傾向にありますが、減速ペースは鈍化してきています。地球温暖化や生物多様性の損失に深刻な影響を
与える森林減少・劣化を抑制するためには、持続可能な森林経営を推進する必要があります。我が国
は、持続可能な森林経営の推進に向けた国際的な議論に参画・貢献するとともに、関係各国、各国際機
関等と連携を図るなどして森林・林業分野の国際的な政策対話等を推進しています。
「国連森林戦略計画2017-2030」は、国連森林フォーラム（UNFF）での議論を経て2017年4月に

国連総会において採択され、我が国もその実施に係る議論に参画しています。
国際熱帯木材機関（ITTO）の第57回理事会が2021年11〜12月にオンラインにより開催され、

ITTOの設置根拠である「2006年の国際熱帯木材協定」の有効期間を延長するとともに、次期事務局
長としてシャーム・サックル氏（マレーシア）を選出しました。また、加盟国等から総額380万ドル
のプロジェクト等に対する拠出が表明され、我が国からは、ベトナムにおける持続可能な木材消費の促
進等計85万ドルの拠出を表明しました。

θ	6	 砂漠化対策の推進

1996年に発効した国連の砂漠化対処条約（UNCCD）において、先進締約国は、砂漠化の影響を受
ける締約国に対し、砂漠化対処のための努力を積極的に支援することとされており、我が国は先進締約
国として、科学的・技術的側面から国際的な取組を推進しています。2019年9月にインドのニューデ
リーでUNCCD第14回締約国会議及び同科学技術委員会等に参画し、議論に貢献しました。

θ	7	 南極地域の環境の保護

南極地域は、近年、観測活動や観光利用の増加による環境影響の増大が懸念されています。南極の環
境保護に関しては、南極の平和的利用と科学的調査における国際協力の推進のため南極条約（1961年
発効）及び南極の環境や生態系の保護を目的とする「環境保護に関する南極条約議定書」（1998年発効）
による国際的な取組が進められています。

我が国は、南極地域の環境の保護に関する法律（平成9年法律第61号）に基づき、南極地域におけ
る観測、観光、取材等に対する確認制度等を運用するとともに、環境省のウェブサイト等を通じて南極
地域の環境保護に関する普及啓発、指導等を行っています。また、拠出金により南極条約活動を支援し
ているほか、2021年6月にオンラインで開催された第43回南極条約協議国会議において、南極特別管
理地区及び南極特別保護地区の管理計画の改訂など、南極における環境の保護の方策について議論を行
いました。

環境保護に関する南極条約議定書（マドリード議定書）採択30周年記念国際会議が、2021年10月
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にスペイン・マドリード及びオンラインにて開催され、マドリード議定書が南極の環境保護において果
たしてきた役割を振り返るとともに、現在直面する新たな課題に国境を越えて協力し取り組んでいくこ
とが確認されました。

θ	8	 サンゴ礁の保全

国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）の枠組みの中で、我が国が主導して2017年から開始した地球
規模サンゴ礁モニタリングネットワーク（GCRMN）の東アジア地域におけるサンゴ礁生態系モニタ
リングデータの地域解析の結果がとりまとめられました。また、2021年12月にオンラインで開催さ
れたICRI第36回総会等を通じて、情報収集を行いました。

θ	9	 生物多様性関連諸条約の実施

（1）生物多様性条約
愛知目標の達成に向け、我が国では国家戦略を策定し必要な取組を行いました。例えば、2020年12

月には、自然環境保全法に基づき、小笠原方面の沖合域に沖合海底自然環境保全地域を4地域指定しま
した。これにより、我が国の海洋保護区の割合は8.3％から13.3％となり、愛知目標のうち「2020年
までに海域の10％を海洋保護区等として保全する」ことを達成しました。このような、愛知目標の達
成に向けた取組や「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の
公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書（以下「名古屋議定書」という。）」を始めとするCOP10決
定事項の実施に向けて関係省庁と連携して取り組みました。

（2）名古屋議定書
COP10において採択された名古屋議定書について我が国は2017年8月に締約国となり、国内措置

である「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」を施
行し、名古屋議定書の適切な実施に努めています。

我が国はCOP10の際に、名古屋議定書の早期発効や効果的な実施に貢献するため、地球環境ファシ
リティ（GEF）によって管理・運営される名古屋議定書実施基金の構想について支援を表明し、2011
年に10億円を拠出しました。この基金を活用し、国内制度の発展、遺伝資源の保全及び持続可能な利
用に係る技術移転、民間セクターの参加促進等の活動を行う13件のプロジェクトが承認され、ブータ
ン、コロンビア、コスタリカ等の6件は既に完了しています。

（3）カルタヘナ議定書及び名古屋・クアラルンプール補足議定書
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足

議定書（以下「補足議定書」という。）の国内担保を目的とした遺伝子組換え生物等の使用等の規制に
よる生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成29年法律第18号。以下「改正カル
タヘナ法」という。）が、2017年4月に成立し、同月に公布されました。また、補足議定書について
は、2017年5月にその締結について国会で承認され、同年12月に受諾書を国際連合事務総長に寄託
し、我が国は補足議定書の締約国となりました。同補足議定書は発効要件が満たされたことから、
2018年3月に発効し、これに合わせて改正カルタヘナ法が施行されました。

（4）ワシントン条約
ワシントン条約に基づく絶滅のおそれのある野生動植物の輸出入の規制に加え、同条約附属書Ⅰに掲

げる種については、種の保存法に基づき国内での譲渡し等の規制を行っています。関係省庁、関連機関
が連携・協力し、象牙の適正な取引の徹底や規制対象種の適切な取扱いに向けて、国内法執行や周知強
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化等の取組を進めました。

（5）ラムサール条約
ラムサール条約に関しては、2021年11月に「出水ツルの越冬地」を登録し、これにより国内のラ

ムサール条約湿地は現在53か所となっています。また、ラムサール条約湿地における普及啓発活動を
ラムサール条約登録湿地関係市町村会議等の関係者と共に進めました。

（6）アジア太平洋地域における渡り性水鳥の保全
東アジア・オーストラリア地域の渡り性水鳥及びその生息地の保全を目的とする国際的連携・協力の

ための枠組み「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ（EAAFP）」の下に
設置されている渡り性水鳥重要生息地ネットワークに、「サロベツ湿原」が新規に参加しました。また、
ネットワーク参加地におけるモニタリングの促進とモニタリング結果の活用について検討しました。

（7）二国間渡り鳥条約・協定
2020年1月に開催された小型シギ・チドリ類に関する米国及びロシアとの保護協力ワークショップ

での検討結果を受けて、東アジアにおける小型シギ・チドリ類、特にハマシギの保全施策に関する検討
等の取組を進めました。

	 第8節	 生物多様性及び生態系サービスの把握

θ	1	 自然環境データの整備・提供

（1）自然環境データの調査とモニタリング
我が国では、全国的な観点から植生や野生動物の分布など自然環境の状況を面的に調査する自然環境

保全基礎調査のほか、様々な生態系のタイプごとに自然環境の量的・質的な変化を定点で長期的に調査
する「モニタリングサイト1000」等を通じて、全国の自然環境の現状及び変化を把握しています。

自然環境保全基礎調査における植生調査では、詳細な現地調査に基づく植生データを収集整理した1
／2万5,000現存植生図を作成しており、我が国の生物多様性の状況を示す重要な基礎情報となってい
ます。2020年度までに、全国の約94％に当たる地域の植生図の作成を完了しました。また、タヌキ等
の野生鳥獣の生息分布状況の調査を実施したほか、藻場の分布、鳥類の繁殖分布状況の調査成果を公表
しました。

モニタリングサイト1000では、高山帯、森林・草原、里地里山、陸水域（湖沼及び湿原）、沿岸域
（磯、干潟、アマモ場、藻場、サンゴ礁等）、小島嶼

しょ
について、生態系タイプごとに定めた調査項目及び

調査方法により、合計約1,000か所の調査サイトにおいて、モニタリング調査を実施し、その成果を公
表しています。また、得られたデータは5年ごとに分析等を加え、取りまとめており、2019年度に3
回目のとりまとめ報告書を公表しました。

インターネットを使って、全国の生物多様性データを収集し、提供するシステム「いきものログ」に
より、2021年12月時点で約522万件の全国の生物多様性データが収集され、地方公共団体を始めと
する様々な主体で活用されています。

2013年以降の噴火に伴い新たな陸地が誕生し、拡大を続けている小笠原諸島の西之島に、2019年9
月に上陸し、鳥類、節足動物、潮間帯生物、植物、地質、火山活動等に関する総合学術調査を実施しま
した。しかし、2020年12月以降の火山活動により、生態系が維持されていた旧島の全てが溶岩若し
くは火山灰に覆われ、西之島の生物相がリセットされた状態となりました。原生状態の生態系がどのよ
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うに遷移していくのかを確認することができる世界に類のない科学的価値を有する西之島の適切な保全
に向けて、2021年7月と9月にドローン等を用いて陸域と海域の現状を確認する調査を行いました。

（2）地球規模のデータ整備や研究等
地球規模での生物多様性保全に必要な科学的基盤の強化のため、アジア太平洋地域の生物多様性観

測・モニタリングデータの収集・統合化等を推進する「アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク
（AP-BON）」の取組の一環として、AP-BON参加者の能力向上や参加者間の更なるネットワーク強化
を目的に、オンラインセミナーを計5回開催し、アジア太平洋地域における生物多様性モニタリングの
体制強化を推進しました。

研究開発の取組としては、独立行政法人国立科学博物館において、「過去150年の都市環境における
生物相変遷に関する研究－皇居を中心とした都心での収集標本の解析」、「極限環境の科学」等の調査研
究を推進するとともに、約485万点の登録標本を保管し、標本情報についてインターネットで広く公
開しました。また、地球規模生物多様性情報機構（GBIF）の活動を支援するとともに、我が国からの
データ提供拠点である独立行政法人国立科学博物館及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所と連携しながら、生物多様性情報をGBIFに提供しました。

（3）生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）及び気候変動適応策（EbA）の推進
生態系を活用した気候変動への適応策（EbA）を促進するため、地域における取組事例の調査等を

行い、EbAを現場で実施する際の基本的な考え方や踏まえるべき視点等を紹介する手引きの取りまと
めを進めました。また、生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）を推進するため、かつての氾濫原
や湿地等の再生による流域全体での遊水機能等の強化に向けた「生態系機能ポテンシャルマップ」の作
成方法の検討等を進めました。

θ	2	 放射線による野生動植物への影響の把握

福島第一原発の周辺地域での放射性物質による野生動植物への影響を把握するため、関係する研究機
関等とも協力しながら、野生動植物の試料の採取、放射能濃度の測定、推定被ばく線量率による放射線
影響の評価等を進めました。また、関連した調査を行っている他の研究機関や学識経験者と意見交換を
行いました。

θ	3	 生物多様性及び生態系サービスの総合評価

生態系サービスを生み出す森林、土壌、生物資源等の自然資本を持続的に利用していくために、自然
資本と生態系サービスの価値を適切に評価・可視化し、様々な主体の意思決定に反映させていくことが
重要です。そのため、生物多様性の主流化に向けた経済的アプローチに関する情報収集や、生態系サー
ビスの定量的評価に関する研究を実施するとともに、企業の生物多様性保全活動に関わる生態系サービ
スの価値評価・算定のための作業説明書（試行版）を2019年3月に公表しました。また、2021年3月
に公表した「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021（JBO3）」の結果をわかりやすく伝える
広報資料を作成しました。
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	 第1節	 廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

θ	1	 我が国における循環型社会

我が国における循環型社会とは、「天然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低減を図る」社
会です。ここでは、廃棄物・リサイクル対策を中心として循環型社会の形成に向けた、廃棄物等の発生
とその量、循環的な利用・処分の状況、国の取組、各主体の取組、国際的な循環型社会の構築について
説明します。

（1）我が国の物質フロー
私たちがどれだけの資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることが、循環型社会を構築するための

第一歩です。
「第四次循環型社会形成推進基本計画」（2018年6月閣議決定。以下、循環型社会形成推進基本計画

を「循環基本計画」という。）では、どの資源を採取、消費、廃棄しているのかその全体像を的確に把
握し、その向上を図るために、物質フロー（物の流れ）の異なる断面である「入口」、「循環」、「出口」
に関する指標にそれぞれ目標を設定しています。

以下では、物質フロー会計（MFA）を基に、我が国の経済社会における物質フローの全体像とそこ
から浮き彫りにされる問題点、「第四次循環基本計画」で設定した物質フロー指標に関する目標の状況
について概観します。

ア　我が国の物質フローの概観
我が国の物質フロー（2019年度）は、図3-1-1のとおりです。

第3章 循環型社会の形成
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イ　我が国の物質フロー指標に関する目標の設定
「第四次循環基本計画」では、物質フローの「入口」、「循環」、「出口」に関する指標について目標を

設定しています。
それぞれの指標についての目標年次は、2025年度としています。各指標について、最新の達成状況

を見ると、以下のとおりです。
［1］資源生産性（＝GDP／天然資源等投入量）（図3-1-2）

2025年度において、資源生産性を49万円／トンとすることを目標としています（2000年度の約
25.3万円／トンからおおむね2倍）。2019年度の資源生産性は約43.6万円／トンであり、2000年度
と比べ約72％上昇しました。しかし、2010年度以降は横ばい傾向となっています。

［2］入口側の循環利用率（＝循環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量））（図3-1-3）
2025年度において、入口側の循環利用率を18％とすることを目標としています（2000年度の約

10％からおおむね8割向上）。2000年度と比べ、2019年度の入口側の循環利用率は約6ポイント上昇
し、約15.7％でした。しかし、近年は伸び悩んでいます。

［3］出口側の循環利用率（＝循環利用量／廃棄物等発生量）（図3-1-4）
2025年度において、出口側の循環利用率を47％とすることを目標としています（2000年度の約

36％からおおむね2割向上）。2000年度と比べ、2019年度の出口側の循環利用率は約7ポイント上昇
し、約43.0％でした。しかし、近年は伸び悩んでいます。

［4］最終処分量（＝廃棄物の埋立量）（図3-1-5）
2025年度において、最終処分量を1,300万トンとすることを目標としています（2000年度の約

5,600万トンからおおむね8割減）。2000年度と比べ、2019年度の最終処分量は約77％減少し、1,300
万トンでした。

	 図3-1-1	 我が国における物質フロー（2019年度）
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（2）廃棄物の排出量
ア　廃棄物の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）で
は、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡したりすることができないために不要になったもの
であって、例えば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿等の汚物又は不要物で、固形状又は液状の
ものを指します。

廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物の二つに区分されています。産業廃棄物とは、事業活動に
伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以
下「廃棄物処理法施行令」という。）で定められた20種類のものと、廃棄物処理法に規定する「輸入さ
れた廃棄物」を指します。一方で、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか主に家
庭から発生する家庭系ごみのほか、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみも含んでいます（図
3-1-6）。

	 図3-1-2	 資源生産性の推移

資料：環境省
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	 図3-1-3	 入口側の循環利用率の推移

※：推計方法の見直しを行ったため、2016年度以降の数値は2015年度以前の
推計方法と異なる。

資料：環境省
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	 図3-1-4	 出口側の循環利用率の推移
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※：推計方法の見直しを行ったため、2016年度以降の数値は2015年度以前
の推計方法と異なる。

資料：環境省

	 図3-1-5	 最終処分量の推移

資料：環境省
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イ　一般廃棄物（ごみ）の処理の状況
2020年度におけるごみの総排出量は4,167万トン（東京ドーム約112杯分、一人一日当たりのごみ

排出量は901グラム）です（図3-1-7）。このうち、焼却、破砕・選別等による中間処理や直接の資源
化等を経て、最終的に資源化された量（総資源化量）は833万トン、最終処分量は364万トンです（図
3-1-8）。

	 図3-1-6	 廃棄物の区分

注１：特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの。
　２：事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植

物性残渣（さ）、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、
輸入された廃棄物、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの。

　３：特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。
資料：環境省
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	 図3-1-7	 ごみ総排出量と一人一日当たりごみ排出量の推移
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注１：2005年度実績の取りまとめより「ごみ総排出量」は、廃棄物処理法に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進
を図るための基本的な方針」における、「一般廃棄物の排出量（計画収集量＋直接搬入量＋資源ごみの集団回収量）」と同様とした。

　２：一人一日当たりごみ排出量は総排出量を総人口×365日又は366日でそれぞれ除した値である。
　３：2012年度以降の総人口には、外国人人口を含んでいる。
資料：環境省
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ウ　一般廃棄物（し尿）の処理の状況
2020年度の水洗化人口は1億2,120万人で、そのうち下水道処理人口が9,720万人、浄化槽人口が

2,400万人（うち合併処理人口は1,442万人）です。また非水洗化人口は554万人で、そのうち計画収
集人口が548万人、自家処理人口が6万人です。

総人口の約2割（非水洗化人口及び浄化槽人口）から排出された、し尿及び浄化槽汚泥の量（計画処
理量）は2,001万kLで、年々減少しています。そのほとんどは水分ですが、1kLを1トンに換算して
単純にごみの総排出量（4,167万トン）と比較すると、その数値が大きいことが分かります。それらの
し尿及び浄化槽汚泥は、し尿処理施設で1,835万kL、ごみ堆肥化施設及びメタン化施設で13万kL、
下水道投入で145万kL、農地還元で2万kL、その他で6万kLが処理されています。なお、下水道終末
処理場から下水処理の過程で排出される下水汚泥は産業廃棄物として計上されます。

エ　産業廃棄物の処理の状況
近年、産業廃棄物の排出量は約4億トン前後で推移しており、大きな増減は見られません。2019年

度の排出量は3.86億トンであり、前年度に比べて712万トン増加しています（図3-1-9）。

	 図3-1-8	 全国のごみ処理のフロー（2020年度）
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注１：計画誤差等により、「計画処理量」と「ごみの総処理量」（＝中間処理量＋直接最終処分量＋直接資源化量）は一致しない。
　２：減量処理率（％）＝［（中間処理量)＋（直接資源化量)］÷（ごみの総処理量)×100とする。
　３：「直接資源化」とは、資源化等を行う施設を経ずに直接再生業者等に搬入されるものであり、1998年度実績調査より新たに設けられた項目。1997年度までは、

項目「資源化等の中間処理」内で計上されていたと思われる。
資料：環境省
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（3）循環的な利用の現状
ア　容器包装（ガラス瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装等）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）（平成7年法
律第112号）に基づく、2020年度の分別収集及び再商品化の実績は図3-1-10のとおり、全市町村に
対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器（飲料又は酒類
用）、アルミ製容器（飲料又は酒類用）が前年度に引き続き9割を超えました。紙製容器包装について
は約3割、プラスチック製容器包装については7割を超えています。

	 図3-1-9	 産業廃棄物の排出量の推移

0

300

100

200

400

500

2007 2008200620052004（1996）1996

405
426※1 417 422 418 419 404

2009 2010 2012 20132011

386 386390 379 385381

2014 2015 2016
（年度）

2017 20192018

393 391 387 384 379
産
業
廃
棄
物
の
排
出
量

（百万トン）

※１：ダイオキシン対策基本方針（ダイオキシン対策関係閣僚会議決定）に基づき、政府が2010年度を目標年度として設定した「廃棄物の減量化の目標量」
（1999年9月設定）における1996年度の排出量を示す。

注１：1996年度から排出量の推計方法を一部変更している。
　２：1997年度以降の排出量は※1において排出量を算出した際と同じ前提条件を用いて算出している。
資料：環境省「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書」
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	図3-1-10（1）	 容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化の実績

19万
7,077

19万
2,731

20万
7,230

19万
7,695

18万
8,923

21万
3,496

19万
8,139

18万
7,507

21万
281

19万
503

19万
7,485

22万
5,063

18万
6,323

19万
6,407

20万
8,451

18万
6,252

19万
7,748

21万
614

19万
925

18万
1,385

17万
4,004

15万
5,603

14万
9,332

13万
4,084

24万
3,578

25万
6,458

27万
2,962

23万
5,835

24万
6,811

27万
1,650

2２
万
6,923

23万
4,609

25万
9,485

33万
5,137

29万
2,323

28万
1,799

36万
9,894

29万
127

27万
2,559

32万
2,380

32万
1,138

29万
4,821

32万
1,160

31万
900

28万
7,521

32万
6,110

30万
7,237

39万
2,074

33万
9,019

32万
8,775

54万
2,451

15万
2,764 5万

7,977
5万
7,977

5万
4,145

5万
4,145

15万
4,504

8万
1,815

7万
8,627

13万
5,577

8万
180

7万
5,798

13万
6,241

7万
7,307

7万
3,230

21万
7,452

22万
4,993

25万
7,966

21万
2,821

22万
564

25万
7,127

20万
6,954

21万
3,522

23万
52

0

10

20

30

40

50

（万トン）

60

70

1999 2006

5

10

15

20

25

30

35

40

（万トン）
45

0

5

10

15

20

（万トン）
25

0

0

（万トン）
20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

（年度）2002 2006 2015 2017 20182016

（%）

（年度）
0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

（%）
100

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他の色のガラス製容器

紙製容器包装

分別収集実施
市町村数
（市町村数）

2015 2016 2017 2018

分別収集実施
市町村数
（市町村数）

分別収集実施
市町村数
（市町村数）

分別収集実施
市町村数
（市町村数）

525 599 684 672 616 604

11万
2,337

7万
4,472

7万
502

11万
3,664

7万
5,974

7万
2,160

11万
5,352

7万
3,684

6万
9,742

9万
9,543

7万
6,080

7万
2,275

31万
5,073

30万
2,895

28万
2,898

2019

31万
4,299

27万
8,555

27万
1,205

31万
3,521

26万
4,979

25万
7,085

28万
7,020

26万
8,014

26万
1,059

1,991 1,732 1,653 1,645 1,640 1,64１ 1,637

2020

1,632

1999 2006

（%）

（年度）
0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019

1,992 1,736 1,652 1,648 1,643 1,645 1,640

2020

1,634

1999 2006

（%）

（年度）
0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019

2019

1,915 1,726 1,672 1,676 1,671 1,675 1,672

2020

1,667

612

2020

605

分別収集実施市町村数割合 分別収集実施市町村数人口カバー率分別収集見込量（トン） 分別収集量（トン） 再商品化量（トン）

分別収集実施市町村数割合 分別収集実施市町村数人口カバー率分別収集見込量（トン） 分別収集量（トン） 再商品化量（トン）

分別収集実施市町村数割合 分別収集実施市町村数人口カバー率分別収集見込量（トン） 分別収集量（トン） 再商品化量（トン）

分別収集実施市町村数割合 分別収集実施市町村数人口カバー率分別収集見込量（トン） 分別収集量（トン） 再商品化量（トン）

141第1節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

第

3
章

R4_環境白書_02部_講じた-03章.indd   141R4_環境白書_02部_講じた-03章.indd   141 2022/05/23   17:04:422022/05/23   17:04:42



	図3-1-10（2）	 容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化の実績
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イ　プラスチック類
プラスチックは加工のしやすさ、用途の多様さから非常に多くの製品に利用されています。一般社団

法人プラスチック循環利用協会によると、2020年におけるプラスチックの生産量は963万トン、国内
消費量は841万トン、廃プラスチックの総排出量は822万トンと推定され、排出量に対する有効利用
率は、約86％と推計されています。一方で、有効利用されていないものの処理・処分方法については、
単純焼却が約8％、埋立処理が約6％と推計されています。

ウ　特定家庭用機器4品目
特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第

97号。以下「家電リサイクル法」という。）は、
エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズ
マ式）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を
特定家庭用機器としており、特定家庭用機器が廃
棄物となったもの（特定家庭用機器廃棄物）につ
いて、小売業者に対して引取義務及び製造業者等
への引渡義務を、製造業者等に対して指定引取場
所における引取義務及び再商品化等義務を課して
います。2020年度に製造業者等により引き取ら
れた特定家庭用機器廃棄物は、図3-1-11のとお
り、1,602万台でした。なお、2020年度の不法
投棄回収台数は、5万3,300台でした。

製造業者等は、一定の基準以上での再商品化を
行うことが求められています。2020年度の再商品化実績（再商品化率）は、エアコンが92％、ブラウ
ン管テレビが72％、液晶・プラズマ式テレビが85％、冷蔵庫・冷凍庫が81％、洗濯機・衣類乾燥機
が92％となっています。

2020年度の回収率は64.8％でした。
2021年4月からは、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合において、家電リサイクル制度の

評価・検討が行われており、［1］対象品目、［2］家電リサイクル券の利便性の向上、［3］多様な販売
形態をとる小売業者への対応、［4］社会状況に合わせた回収体制の確保・不法投棄対策、［5］回収率
の向上、［6］再商品化等費用の回収方式、［7］サーキュラーエコノミーと再商品化率・カーボンニュー
トラルの点から議論しています。

エ　建設廃棄物等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成12年法律第104号。以下「建設リサイク
ル法」という。）では、床面積の合計が80m2以
上の建築物の解体工事等を対象工事とし、そこか
ら発生する特定建設資材（コンクリート、コンク
リート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファ
ルト・コンクリートの4品目）の再資源化等を義
務付けています（図3-1-12）。また、解体工事業
を営もうとする者の登録制度により、適正な分別
解体等を推進しています。建設リサイクル法の施
行によって、特定建設資材廃棄物のリサイクルが
促進され、建設廃棄物全体の再資源化・縮減率は

	 図3-1-11	 全国の指定引取場所における	
廃家電4品目の引取台数

注：家電の品目追加経緯。
　2004年4月1日　電気冷凍庫を追加。
　2009年4月1日　液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機、衣類乾燥機

を追加。
資料：環境省、経済産業省
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	 図3-1-12	 建設廃棄物の種類別排出量
（単位：トン）

資料：国土交通省
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2000年度の85％から2018年度には97.2％と着実に向上しています。また、2020年度の対象建設工
事における届出件数は38万4,947件、2021年3月末時点で解体工事業者登録件数は1万5,209件と
なっています。また、毎年上半期と下半期に実施している「建設リサイクル法に関する全国一斉パト
ロール」を含めた2020年度の工事現場に対するパトロール時間数は延べ4万8,713時間となっていま
す。現在は、「建設リサイクル推進計画2020～「質」を重視するリサイクルへ～」に基づき、建設副
産物の高い再資源化率の維持等、循環型社会形成への更なる貢献等を主要課題とし、各種施策を実施し
ています。

オ　食品廃棄物等・食品ロス
食品廃棄物等とは、食品の製造、流通、消費の

各段階で生ずる動植物性残さ等であり、具体的に
は加工食品の製造過程や流通過程で生ずる売れ残
り食品、消費段階での食べ残し・調理くず等を指
します。

この食品廃棄物等は、飼料・肥料等への再生利
用や熱・電気に転換するためのエネルギーとして
利用できる可能性があり、循環型社会及び脱炭素
社会の実現を目指すため、食品循環資源の再生利
用等の促進に関する法律（平成12年法律第116
号。以下「食品リサイクル法」という。）等によ
り、その利活用を推進しています。2019年度の
食品廃棄物等の発生及び処理状況は、表3-1-1の
とおりです。また、2019年度の再生利用等実施
率は食品産業全体で85％となっており、業態別
では、食品製造業が96％、食品卸売業が64％、
食品小売業が51％、外食産業が32％と業態に
よって差が見られます。我が国では、食品廃棄物等の再生利用等の促進のため、食品リサイクル法に基
づき、再生利用事業者の登録制度及び再生利用事業計画の認定制度を運用しており、2021年12月末
時点での再生利用事業者の登録数は155、再生利用事業計画の認定数は50でした。

本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆる「食品ロス」の量は2019年度で570
万トンでした。食品ロス削減のための取組を推進するためには、排出実態の把握が重要であることか
ら、2021年度は前年度に引き続き、家庭から発生する食品ロスの発生量の推計精度向上のため、市町
村による食品ロスの発生量調査の財政的・技術的支援を行いました。また、2021年10月には、愛知
県豊田市及び「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」の主催、環境省を始めとした関係省庁
の共催により「第5回食品ロス削減全国大会」を豊田市で開催し、食品ロスの削減に向けて関係者間の
連携を図りました。
「第四次循環基本計画」において、持続可能な開発目標（SDGs）のターゲットを踏まえて、家庭か

ら発生する食品ロス量を2030年度までに2000年度比で半減するとの目標を定めました。
また、2019年7月には、食品リサイクル法の点検を行い、新たに策定された基本方針において、食

品関連事業者から発生する食品ロス量について、家庭から発生する食品ロス量と同じく、2030年度ま
でに2000年度比で半減するとの目標を定めました。

カ　自動車
（ア）自動車

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」とい

	 表3-1-1	 食品廃棄物等の発生及び処理状況	
（2019年度）

 （単位：万トン）
発生量
（食品
ロス
量）

再生利用等量 焼却・	
埋立等量飼料化 肥料化 その他 計

事業系廃棄物及び
有価物

1,756
（309）

919 198 150 1,267 305

うち事業系廃棄物 780 － － － － －

うち有価物 793 － － － － －

家庭系廃棄物 754
（261）

－ － － 55 699

　合　　計 2,510 － － － 1,322 1,004

注１：�食品廃棄物等の発生量については、一般廃棄物の排出及び処理状況等
（2019年度実績）、家庭系収集ごみに占める食品廃棄物の組成調査
（2019年度実績）、産業廃棄物の排出及び処理状況等（2019年度実績）、
食品リサイクル法に基づく定期報告（2019年度実績）、食品循環資源の
再生利用等実態調査（2019年度）より2021年度に推計。

２：家庭系一般廃棄物の再生利用量については、同様に環境省推計。
３：�事業系廃棄物及び有価物の処分量（内訳を含む）については、上記注1

の定期報告及び実態調査より推計。
４：�発生量は脱水、乾燥、発酵、炭化により減量された量を含む数値。
資料：農林水産省、環境省
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う。）に基づき、使用済みとなる自動車は、まず自動車販売業者等の引取業者からフロン類回収業者に
渡り、カーエアコンで使用されているフロン類が回収されます。その後、自動車解体業者に渡り、そこ
でエンジン、ドア等の有用な部品、部材が回収されます。さらに、残った廃車スクラップは、破砕業者
に渡り、そこで鉄等の有用な金属が回収され、その際に発生する自動車破砕残さ（ASR：Automobile 
Shredder Residue）が、自動車製造業者等によってリサイクルされています。

一部の品目には再資源化目標値が定められており、自動車破砕残さについては70％、エアバッグ類
については85％と定められていますが、2020年度の自動車破砕残さ及びエアバッグ類の再資源化率
は、それぞれ95％～97.5％及び95～96％と、目標を大幅に超過して達成しています。また、2020年
度の使用済自動車の不法投棄・不適正保管の件数は5,754台（不法投棄560台、不適正保管5,194台）
で、法施行時と比較すると97.4％減少しています。そのほか、2020年度末におけるリサイクル料金預
託状況及び使用済自動車の引取については、預託台数が8,048万1,474台、預託金残高が8,600億
9,302万円、また使用済自動車の引取台数は315万台となっています。さらに、2020年度における離
島対策支援事業の支援市町村数は81、支援金額は1億2,289万円となっています。

2020年夏から中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合において議論されてきた自動車リサイク
ル法施行15年目の評価・検討について、2021年7月に報告書がまとめられ、リサイクル・適正処理の
観点から、自動車リサイクル制度は順調に機能していると一定の評価をされたとともに、今後はカーボ
ンニュートラル実現や、それに伴う電動化の推進や使い方への変革等を見据え、将来における自動車リ
サイクル制度の方向性について検討が必要であり、［1］自動車リサイクル制度の安定化・効率化、［2］
3Rの推進・質の向上、［3］変化への対応と発展的要素、の三つの基本的な方向性に沿って取り組むべ
きとの提言を受けました。

（イ）タイヤ
一般社団法人日本自動車タイヤ協会によれば、2020年における廃タイヤの排出量93.7万トン（2019

年102.6万トン）のうち、30.5万トン（2019年34.3万トン）が輸出、更生タイヤ台用、再生ゴム・
ゴム粉等として原形・加工利用され、60.7万トン（2019年62.3万トン）が製錬・セメント焼成用、
発電用等として利用されています。

キ　パーソナルコンピュータ及びその周辺機器
資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。）

では、2001年4月から事業系パソコン、2003年10月から家庭系パソコンの回収及び再資源化を製造
等事業者に対して義務付け、再資源化率をデスクトップパソコン（本体）が50％以上、ノートブック
パソコンが20％以上、ブラウン管式表示装置が55％以上、液晶式表示装置が55％以上と定めてリサ
イクルを推進しています。

2020年度における回収実績は、デスクトップパソコン（本体）が約9万4,000台、ノートブックパ
ソコンが約20万3,000台、ブラウン管式表示装置が約9,000台、液晶式表示装置が約15万台となって
います。また、製造等事業者の再資源化率は、デスクトップパソコン（本体）が79.7％、ノートブッ
クパソコンが65.3％、ブラウン管式表示装置が73.8％、液晶式表示装置が79％であり、いずれも法定
の基準を上回っています。なお、パソコンは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

（平成24年法律第57号。以下「小型家電リサイクル法」という。）（第3章第1節1（3）ケを参照）に
基づく回収も行われています。

ク　小形二次電池（ニカド蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム蓄電池、密閉形鉛蓄電池）
資源有効利用促進法では、2001年4月から小形二次電池（ニカド蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リ

チウム蓄電池及び密閉形鉛蓄電池）の回収及び再資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率
をニカド蓄電池60％以上、ニッケル水素蓄電池55％以上、リチウム蓄電池30％以上、密閉形鉛蓄電
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池50％以上とそれぞれ定めて、リサイクルを推進しています。
2020年度における小形二次電池（携帯電話・PHS用のものを含む）の再資源化の状況は、ニカド蓄

電池の処理量が864トン（再資源化率74.3％）、ニッケル水素蓄電池の処理量が267トン（同
76.6％）、リチウム蓄電池の処理量が606トン（同55.7％）、密閉形鉛蓄電池の処理量が567トン（同
50.1％）となりました。また、再資源化率の実績はいずれも法令上の目標を達成しています。

ケ　小型電子機器等
小型家電リサイクル法に基づき、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置が講じられ

ており、同法の基本方針では、年間回収量の目標を、2023年度までに一年当たり14万トンとしてい
ます。図3-1-13のとおり、年間回収量の実績は、年々着実に増加しており、2018年度は目標の14万
トンには達しませんでしたが、約10万トンを回収しました。市町村の取組状況については、図3-1-14
のとおり、1,407市町村（全市町村の約81％）が参加又は参加の意向を示しており、人口ベースでは
約94％となっています（2019年7月時点）。また、2022年1月末時点で、57件の再資源化事業計画
が認定されています。

環境省では、小型家電リサイクルの推進に向け、市町村個別支援事業等を引き続き実施するととも
に、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会のメダルを使用済小型家電由来
の金属から製作する「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」の機運を活用した「アフ
ターメダルプロジェクト」を通じて、全国津々浦々での3R意識醸成を図り循環型社会の形成に向け取
り組みました。

なお、東京オリンピックは2021年7月23日から8月8日に、東京パラリンピックは同年8月24日
から9月5日に開催されました。

コ　下水汚泥
下水道事業において発生する汚泥（下水汚泥）の量は、近年は横ばいです。2020年度の時点で、全

産業廃棄物の発生量の約2割を占める約7,751万トン（対前年度約139万トン減、濃縮汚泥量として算
出）が発生していますが、最終処分場に搬入される量は約31万トン（前年度と同じ）であり、エネル
ギー・肥料としての再生利用や脱水、焼却等の中間処理による減量化により、最終処分量の低減を推進
しています。なお、2011年度以降の下水汚泥の有効利用率は、東日本大震災の影響により埋立処分や
場内ストックが増えたため減少しましたが、その後再び上昇傾向に転じており、2020年度には、乾燥
重量ベースで75％となっています。

下水汚泥の再生利用は、バイオマスとしての下水汚泥の性質に着目した緑農地利用やエネルギー利

	 図3-1-13	 小型家電の回収状況
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	 図3-1-14	 小型家電リサイクル制度への参加自治体
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用、セメント原料等の建設資材利用など、その利用形態は多岐にわたっています。
2020年度には、乾燥重量ベースで171万トンが再生利用され、セメント原料（71万トン）、煉瓦、

ブロック等の建設資材（45万トン）、肥料等の緑農地利用（33万トン）、固形燃料（20万トン）等の
用途に利用されています。

サ　廃棄物の再生利用及び広域的処理
廃棄物処理法の特例措置として、廃棄物の減量化を推進するため、生活環境の保全上支障がない等の

一定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定する制度を設け、認定を受けた者については処
理業及び施設設置の許可を不要としています。2021年3月末時点で、一般廃棄物については68件、産
業廃棄物については64件の者が認定を受けています。

また、廃棄物処理法の特例措置として、製造事業者等による自主回収及び再生利用を推進するため、
廃棄物の広域的処理によって廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資すると認められる製品廃棄
物の処理を認定（以下「広域認定」という。）する制度を設け、認定を受けた者（その委託を受けて当
該認定に係る処理を行う者を含む。）については処理業の許可を不要としています。2021年3月末時点
で、一般廃棄物については115件、産業廃棄物については298件の者が認定を受けています。

θ	2	 一般廃棄物

（1）一般廃棄物（ごみ）
ア　ごみの排出量の推移

第1節1（2）イを参照。

イ　ごみ処理方法
ごみ処理方法を見ると、直接資源化及び資源化等の中間処理の割合は、2020年度は19.6％となって

います。また、直接最終処分されるごみの割合は減少傾向であり、2020年度は0.9％となっています。

ウ　ごみ処理事業経費
2020年度におけるごみ処理事業に係る経費の総額は、約2兆1,290億円であり、国民一人当たりに

換算すると約1万6,800円となり、前年度から増加しました。

（2）一般廃棄物（し尿）
2020年度の実績では、し尿及び浄化槽汚泥2,001万kLは、し尿処理施設又は下水道投入によって、

その98.9％（1,979万kL）が処理されています。また、し尿等の海洋投入処分については、廃棄物処
理法施行令の改正により、2007年2月から禁止されています。

θ	3	 産業廃棄物

（1）産業廃棄物の発生及び処理の状況
2019年度における産業廃棄物の処理の流れ、業種別排出量は、図3-1-15のとおりです。この中で

記された再生利用量は、直接再生利用される量と、中間処理された後に発生する処理残さのうち再生利
用される量を足し合わせた量を示しています。また、最終処分量は、直接最終処分される量と中間処理
後の処理残さのうち処分される量を合わせた量を示しています。

産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量が多い3業種は、電気・ガス・熱供給・水道業、農
業・林業、建設業となっています。この上位3業種で総排出量の約7割を占めています（図3-1-16）。
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ア　産業廃棄物の排出量の推移
第1節1（2）エを参照。

イ　産業廃棄物の中間処理施設数の推移
産業廃棄物の焼却、破砕、脱水等を行う中間処

理施設の許可施設数は、2019年度末で1万9,197
施設となっており、前年度との比較ではほぼ横ば
いとなっています。中間処理施設のうち、木くず
又はがれき類の破砕施設は約55％、汚泥の脱水
施設は約15％、廃プラスチック類の破砕施設は
約11％を占めています。

ウ　産業廃棄物処理施設の新規許可件数の推移
（焼却施設、最終処分場）

産業廃棄物処理施設に係る新規の許可件数（焼却施設、最終処分場）は2019年度末で24件となっ
ており、前年度より件数がやや減っています（図3-1-17、図3-1-18）。

	 図3-1-15	 産業廃棄物の処理の流れ（2019年度）
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資料：環境省「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書」

	 図3-1-16	 産業廃棄物の業種別排出量（2019年度）
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（2）大都市圏における廃棄物の広域移動
首都圏等の大都市圏では、土地利用の高度化や環境問題等に起因して、焼却炉等の中間処理施設や最

終処分場を確保することが難しい状況です。そのため、廃棄物をその地域の中で処理することが難し
く、広域的に処理施設を整備し、市町村域、都府県域を越えて運搬・処分する場合があります。そのよ
うな場合であっても、確実かつ高度な環境保全対策を実施した上で、廃棄物の適正処理やリデュース、
適正な循環的利用の徹底を図っていく必要があります。

θ	4	 廃棄物関連情報

（1）最終処分場の状況
ア　一般廃棄物

（ア）最終処分の状況
直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量を合計した最終処分量は364万トン、一人一日当

たりの最終処分量は79gです（図3-1-19）。

（イ）最終処分場の残余容量と残余年数
2020年度末時点で、一般廃棄物最終処分場は1,602施設（うち2020年度中の新設は15施設で、稼

働前の9施設を含む。）であり、2019年度から減少しましたが、残余容量は99,836千m3 であり、
2019年度から増加しました。また、残余年数は全国平均で22.4年です（図3-1-20）。

	 図3-1-18	 最終処分場の新規許可件数の推移	
（産業廃棄物）

資料：環境省「産業廃棄物行政組織等調査報告書」より作成
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	 図3-1-17	 焼却施設の新規許可件数の推移	
（産業廃棄物）

資料：環境省「産業廃棄物行政組織等調査報告書」より作成
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	 図3-1-20	 最終処分場の残余容量及び残余年数の推
移（一般廃棄物）

資料：環境省
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	 図3-1-19	 最終処分量と一人一日当たり最終処分量
の推移

資料：環境省
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（ウ）最終処分場のない市町村
2020年度末時点で、当該市区町村として最終処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立てを

委託している市区町村数（ただし、最終処分場を有していない場合であっても大阪湾フェニックス計画
対象地域の市町村は最終処分場を有しているものとして計上）は、全国1,741市区町村のうち290市
町村となっています。

イ　産業廃棄物
2019年度の産業廃棄物の最終処分場の残余容

量は1.54億m3、残余年数は16.8年となってお
り、前年度との比較では、残余容量、残余年数と
もやや減少しています（図3-1-21）。

（2）廃棄物焼却施設における熱回収の状況
ア　一般廃棄物

（ア）ごみの焼却余熱利用
ごみ焼却施設からの余熱を有効に利用する方法

としては、後述するごみ発電を始め、施設内・外
への温水、蒸気の熱供給が考えられます。ごみ焼
却施設からの余熱を温水や蒸気、発電等で有効利
用している施設の状況は、表3-1-2のとおりです。
余熱利用を行っている施設は738施設であり、
割合は施設数ベースで69.9％となっています。

（イ）ごみ発電
ごみ発電とは、ごみを焼却するときに発生する

高温の排出ガスが持つ熱エネルギーをボイラーで
回収し、蒸気を発生させてタービンを回して発電
を行うもので、ごみ焼却施設の余熱利用の有効な
方法の一つです。

2020年度におけるごみ焼却発電施設数と発電
能力は、表3-1-3のとおりです。また、ごみ発電
を行っている割合は施設数ベースでは36.6％と
なっています。また、その総発電量は約100億
kWhであり、一世帯当たりの年間電力消費量を
4,258kWhとして計算すると、この発電は約238万世帯分の消費電力に相当します。なお、ごみ発電
を行った電力を場外でも利用している施設数は262施設となっています。

最近では、発電効率の高い発電施設の導入が進んできていますが、これに加えて、発電後の低温の温
水を地域冷暖房システム、陸上養殖、農業施設等に有効利用するなど、余熱を合わせて利用する事例も

	 図3-1-21	 最終処分場の残余容量及び残余年数の推
移（産業廃棄物）

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

資料：環境省「産業廃棄物行政組織等調査報告書」より作成
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	 表3-1-2	 ごみ焼却施設における余熱利用の状況

余熱利用の状況 2019年
施設数

2020年
施設数

余熱利用あり

温水利用
場内温水 620 606
場外温水 206 201

蒸気利用
場内蒸気 237 231
場外蒸気 90 89

発電
場内発電 382 384
場外発電 268 262

その他 40 41
合計 742 738

余熱利用無し 合計 328 318

資料：環境省

	 表3-1-3	 ごみ焼却発電施設数と発電能力

2019年度 2020年度
発電施設数 385 387

総発電能力（MW） 2,079 2,079
発電効率（平均）（％） 13.73 14.05
総発電電力量（GWh） 9,990 10,153

注１：�市町村・事務組合が設置した施設（着工済みの施設・休止施設を含む）
で廃止施設を除く。

　２：発電効率とは以下の式で示される。

発電効率［％］＝ 3,600［kJ/kWh］×総発電量［kWh/年］
1,000［kg/トン］×ごみ焼却量［トン/年］×ごみ発熱量［kJ/kg］×100

資料：環境省
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見られ、こうした試みを更に拡大していくためには、熱利用側施設の確保・整備とそれに併せたごみ焼
却施設の整備が重要です。

イ　産業廃棄物
脱炭素社会の取組への貢献を図る観点から、3Rの取組を進めてなお残る廃棄物等については、廃棄

物発電の導入等による熱回収を徹底することが求められます。産業廃棄物の焼却による発電を行ってい
る施設数は、2019年度には183炉となりました。このうち、廃棄物発電で作った電力を場外でも利用
している施設数は66炉となっています。また、施設数ベースでの割合は36％となりました。また、廃
棄物由来のエネルギーを活用する取組として、廃棄物の原燃料への再資源化も進められています。廃棄
物燃料を製造する技術としては、ガス化、油化、固形燃料化等があります。これらの取組を推進し、廃
棄物由来の温室効果ガス排出量のより一層の削減とエネルギー供給の拡充を図る必要があります。

（3）不法投棄等の現状
ア　2020年度に新たに判明した産業廃棄物の不法投棄等の事案

2020年度に新たに判明したと報告があった不法投棄等をされた産業廃棄物は、図3-1-22のとおり
です。

イ　2020年度末時点で残存している産業廃棄物の不法投棄等事案
都道府県及び廃棄物処理法上の政令市が把握している、2021年3月末時点における産業廃棄物の不

法投棄等事案の残存件数は2,782件、残存量の合計は1,567.4万トンでした。
このうち、現に支障が生じていると報告されている事案5件については、支障除去措置に着手してい

ます。現に支障のおそれがあると報告されている事案92件については、25件が支障のおそれの防止措
置、15件が周辺環境モニタリング、52件が撤去指導、定期的な立入検査等を実施中又は実施予定とし
ています。そのほか、現在支障等調査中と報告された事案22件については、17件が支障等の状況を明
確にするための確認調査、5件が継続的な立入検査を実施中又は実施予定としています。また、現時点
では支障等がないと報告された事案2,663件についても、改善指導、定期的な立入検査や監視等が必要
に応じて実施されています。

（ア）不法投棄等の件数及び量
新たに判明したと報告があった産業廃棄物の不法投棄件数及び投棄量、不適正処理件数及び不適正処

	 図3-1-22	 不法投棄された産業廃棄物の種類（2020年度）

注：参考として2019年度の実績も掲載している。
資料：環境省
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理量の推移は、図3-1-23、図3-1-24のとおりです。また、2020年度に報告があった5,000トン以上
の大規模な不法投棄事案は4件、不適正処理事案は3件でした。

	 図3-1-23	 産業廃棄物の不法投棄件数及び投棄量の推移（新規判明事案）
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注1：都道府県及び政令市が把握した産業廃棄物の不法投棄事案のうち、1件あたりの投棄量が10ｔ以上の事案（ただし、特別管理産業廃棄物を含む事案は全事案）
を集計対象とした。

 2：上記棒グラフ薄緑色部分については、次のとおり。
  2003年度：大規模事案として報告された岐阜市事案（56.7万トン）
  2004年度：大規模事案として報告された沼津市事案（20.4万トン）
  2006年度：1998年度に判明していた千葉市事案（1.1万トン）
  2008年度：2006年度に判明していた桑名市多度町事案（5.8万トン）
  2010年度：2009年度に判明していた滋賀県日野町事案（1.4万トン）
  2015年度：大規模事案として報告された滋賀県甲賀市事案、山口県宇部市事案及び岩手県久慈市事案（14.7万トン）
  2018年度：大規模事案として報告された奈良県天理市事案、2016年度に判明していた横須賀市事案、2017年度に判明していた千葉県芝山町事案（２件）

（13.1万トン）
  2019年度：2014年度に判明していた山口県山口市事案、2016年度に判明していた倉敷市事案（4.2万トン）
  2020年度：大規模事案として報告された青森県五所川原市事案、栃木県鹿沼市事案、京都府八幡市事案、水戸市事案（3.2万トン）
 3：硫酸ピッチ事案及びフェロシルト事案は本調査の対象から除外している。
  なお、フェロシルトは埋立用資材として、2001年8月から約72万ｔが販売・使用されたが、その後、製造・販売業者が有害な廃液を混入させていたことがわかり、

不法投棄事案であったことが判明した。既に、不法投棄が確認された1府3県の45か所において、撤去・最終処分が完了している。
資料：環境省

不法投棄量（万トン） 不法投棄件数
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（イ）不法投棄等の実行者
2020年度に新たに判明したと報告があった不法投棄等事案の実行者の内訳は、不法投棄件数で見る

と、排出事業者によるものが全体の43.2％（60件）で、複数によるものが21.6％（30件）、実行者不
明のものが18.7％（26件）、無許可業者によるものが9.4％（13件）、許可業者によるものが3.6％（5
件）となっています。これを不法投棄量で見ると、無許可業者によるものが27.3％（1.4万トン）で複
数によるものが23.1％（1.2万トン）、排出事業者によるものが22.6％（1.2万トン）、許可業者による
ものが15.6％（0.8万トン）、実行者不明のものが1.7％（0.1万トン）でした。また、不適正処理件数
で見ると、排出事業者によるものが全体の49.5％（90件）で、複数によるものが26.4％（48件）、無
許可業者によるものが17.0％（31件）、許可業者によるものが1.1％（2件）、実行者不明のものが
1.1％（2件）となっています。これを不適正処理量で見ると、複数によるものが55.9％（4.8万トン）
で、排出事業者によるものが30.5％（2.6万トン）、無許可業者によるものが9.0％（0.8万トン）、許
可業者によるものが1.4％（1.1万トン）、実行者不明のものが0.6％（0.1万トン）でした。

（ウ）支障除去等の状況
2020年度に新たに判明したと報告があった不法投棄事案（139件、5.1万トン）のうち、現に支障

が生じていると報告された事案はありませんでした。現に支障のおそれがあると報告された事案5件に
ついては、1件が支障のおそれの防止措置に着手しており、4件が定期的な立入検査を実施中又は実施
予定としています。

2020年度に新たに判明したと報告があった不適正処理事案（182件、8.6万トン）のうち、現に支
障が生じていると報告された事案1件については、支障除去措置に着手しています。現に支障のおそれ
があると報告された事案1件については、支障のおそれの防止措置を着手予定としています。

（4）有害廃棄物の越境移動
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（以下「バーゼル条約」と

	 図3-1-24	 産業廃棄物の不適正処理件数及び不適正処理量の推移（新規判明事案）
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注1：都道府県及び政令市が把握した産業廃棄物の不適正処理事案のうち、1件あたりの不適正処理量が10ｔ以上の事案（ただし、特別管理産業廃棄物を含む事案は
全事案）を集計対象とした。

2：上記棒グラフ薄緑色部分は、報告された年度前から不適正処理が行われていた事案（2011年度以降は、開始年度が不明な事案も含む。）。
3：大規模事案については、次のとおり。
2007年度：滋賀県栗東市事案71.4万トン
2008年度：奈良県宇陀市事案85.7万トン等
2009年度：福島県川俣町事案23.4万トン等
2011年度：愛知県豊田市事案30.0万トン、愛媛県松山市事案36.3万トン、沖縄県沖縄市事案38.3万トン等
2015年度：群馬県渋川市事案29.4万トン等

4：硫酸ピッチ事案及びフェロシルト事案は本調査の対象から除外している。
なお、フェロシルトは埋立用資材として、2001年8月から約72万トンが販売・使用されたが、その後、製造・販売業者が有害な廃液を混入させていたことが
わかり、不法投棄事案であったことが判明した。既に、不法投棄が確認された1府3県の45か所において、撤去・最終処分が完了している。

資料：環境省

不適正処理量
不適正処理件数
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いう。締約国は2021年12月時点で188か国と1
機関（EU）、1地域）及び特定有害廃棄物等の輸
出入等の規制に関する法律（平成4年法律第108
号。以下「バーゼル法」という。）に基づき、有
害廃棄物等の輸出入の厳正な管理を行っていま
す。2020年のバーゼル法に基づく輸出入の状況
は、表3-1-4のとおりです。

	 第2節	 持続可能な社会づくりとの統合的取組

国民、国、地方公共団体、NPO・NGO、事業者等が連携し、循環、脱炭素、自然共生等の環境的
側面、資源、工業、農林水産業等の経済的側面、福祉、教育等の社会的側面を統合的に向上させること
を目指しています。

環境的な側面の中でも、循環、脱炭素、自然共生について統合的な向上を図ることも重要です。循環
と脱炭素に関しては、これまで以上に廃棄物部門で温室効果ガス排出量を更に削減するとともに、他部
門で廃棄物を原燃料として更に活用すること、廃棄物発電の発電効率を向上させることなどにより他部
門での温室効果ガス排出量の削減を更に進めることを目指しています。このうち、「第四次循環基本計
画」の項目別物質フロー指標である「廃棄物の原燃料・廃棄物発電等への活用による他部門での温室効
果ガスの排出削減量」について、現状では原燃料、廃棄物発電等以外のリデュース、リユース、シェア
リング、マテリアルリサイクル等による温室効果ガスの排出削減について考慮されていないため、
2018年度からこれらの推計方法について検討を行いました。

循環型社会の形成推進に当たり、消費の抑制を図る「天然資源」には化石燃料も当然含まれていま
す。循環型社会の形成は、脱炭素社会の実現にもつながります。

直近のデータによれば、2019年度の廃棄物由来の温室効果ガスの排出量は、約3,970万トン CO2

（2000年度約4,670万トンCO2）であり、2000年度の排出量と比較すると、約15％減少しています。
その一方で、2017年度の廃棄物として排出されたものを原燃料への再資源化や廃棄物発電等に活用し
たことにより廃棄物部門以外で削減された温室効果ガス排出量は、約2,029万トン CO2となっており、
2000年度の排出量と比較すると、約2.5倍と着実に増加したと推計され、廃棄物の再資源化や廃棄物
発電等への活用が進んでいることが分かりました。2050年カーボンニュートラルの実現や2021年10
月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」を踏まえ、廃棄物処理分野からの排出削減を着実に実行する
ため、各地域のバイオマス系循環資源のエネルギー利用等により自立・分散型エネルギーによる地域づ
くりを進めるとともに、廃棄物処理施設等が熱や電気等のエネルギー供給センターとしての役割を果た
すようになることで、化石燃料など枯渇性資源の使用量を最小化する循環型社会の形成を目指すことと
しています。その観点から3R＋リニューアブルの取組を進めながら、なお残る廃棄物等について廃棄
物発電の導入等による熱回収を徹底し、廃棄物部門由来の温室効果ガスの一層の削減とエネルギー供給
の拡充を図る必要があります。

環境保全を前提とした循環型社会の形成を推進すべく、リサイクルより優先順位の高い、2R（リ
デュース、リユース）の取組がより進む社会経済システムの構築を目指し、国民・事業者が行うべき具
体的な2Rの取組を制度的に位置付けるため、2021年度はデジタル技術を活用した脱炭素型2Rビジネ
ス構築等促進に関する実証検証事業において、先進3事例の2Rと温室効果ガス削減の効果算定を行う
とともに、資源循環及び脱炭素の観点での取組ポテンシャルが高いと考えられる対象分野の調査・分析

	 表3-1-4	 バーゼル法に基づく輸出入の状況	
（2020年）

重量（トン） 相手国・地域 品目 輸出入
の目的

輸出 146,089
（103,528）

韓国
ベルギー
等

石炭灰 金属回収
等錫鉛くず　等

輸入 1,601
（6,685）

インドネシア
フィリピン
タイ
等

電子部品スクラップ
金属回収
等

電池スクラップ
 金属含有スラッジ 
等

注：（　）内は、2019年の数値を示す。
資料：環境省、経済産業省
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及びヒアリングを通じての事例調査を行った。
これまで進んできたリサイクルの量に着目した取組に加えて、社会的費用を減少させつつ、高度で高

付加価値な水平リサイクル等を社会に定着させる必要があります。このため、まず循環資源を原材料と
して用いた製品の需要拡大を目指し、循環資源を供給する産業と循環資源を活用する産業との連携を促
進しています。

市町村等による一般廃棄物の適正処理・3Rの推進に向けた取組を支援するため、市町村の統括的な
処理責任や一般廃棄物処理計画の適正な策定及び運用等について引き続き周知徹底を図りました。ま
た、一般廃棄物処理に関するコスト分析方法等を示す「一般廃棄物会計基準」と、有料化の進め方を示
す「一般廃棄物処理有料化の手引き」を改訂し、標準的な分別収集区分等を示す「市町村における循環
型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」とともに、普及促進を行いました。特に、
2019年3月の循環型社会形成推進交付金交付取扱要領等の改訂により、2021年度以降のごみ焼却施設
の新設に係る事業については、交付申請書等と共に改訂した一般廃棄物会計基準に則して作成した財務
書類を提出することを交付要件化しており、市町村等に説明会等を通じて周知しました。

高齢化社会の進展等に伴い、高齢者のみの世帯が増加することにより、家庭からの日々のごみ出しに
課題を抱える事例も生じており、既に一部の地方公共団体においては、ごみ出し困難者のためのごみ出
し支援が行われています。このような取組を推進するため、「高齢者のごみ出し支援制度導入の手引き」
及び事例集を作成し、全国の地方公共団体に周知を行いました。

3R推進月間（毎年10月）においては、消費者向けの普及啓発を行いました。
「資源循環ハンドブック2021」等の3R普及啓発、3R推進月間の取組については、第8節1を参照。
無許可の廃棄物回収の違法性に関する普及啓発については、第5節1（1）を参照。
ウェブサイト「Re-Style」については、第8節1を参照。

	 第3節	 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化

資源循環分野における地域循環共生圏の形成に向けては、循環資源の種類に応じて適正な規模で循環
させることができる仕組みづくりを進めてきたところです。

一般廃棄物処理に関しては、循環型社会形成の推進に加え、災害時における廃棄物処理システムの強
靱
じん

化、地球温暖化対策の強化という観点から、循環型社会形成推進交付金等により、市町村等が行う一
般廃棄物処理施設の整備等に対する支援を実施しました。また、廃棄物処理施設から排出される余熱等
の地域での利活用を促進させるため、「廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業」を実
施し、2019年度からは、補助金の対象範囲をこれまでの供給施設側の付帯設備（熱導管・電力自営線
等）から需要施設側の付帯設備まで拡大することにより、廃棄物エネルギーの利活用を更に進め、地域
の脱炭素化を促進しました。さらに、脱炭素や地域振興等の社会課題の同時解決を追求すべく、地域循
環共生圏構築が進まない自治体が抱える課題を解決するため、施設の技術面や廃棄物処理工程の効率
化・省力化に資する実証事業を行いました。

浄化槽に関する取組としては、［1］個人が設置する浄化槽設置費用の一部を市町村が助成する事業
（浄化槽設置整備事業）及び［2］市町村が個人の敷地内等に浄化槽を設置し、市町村営浄化槽として
維持管理を行う事業（公共浄化槽等整備推進事業）に対して財政支援を行いました。また、2019年度
からは補助対象範囲を拡充し、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換工事に伴う宅内配管工事費
用への助成を開始しており、さらに、2019年6月12日の改正浄化槽法の成立（2020年4月1日施行）
を受け、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の一層の推進、浄化槽処理促進区域指定を受けた
浄化槽整備の促進及び浄化槽台帳の整備を図るべく、補助対象範囲の拡充及び見直しを行いました。ま
た、環境配慮型浄化槽を推進し、単独転換促進施策及び防災まちづくりの施策と組み合わせて総合的に
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推進する事業（環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業）や地方公共団体が所有又は市町村の防
災計画に定める防災拠点施設に設置された単独処理浄化槽を集中的に撤去し、合併処理浄化槽への転換
を促進する事業（公的施設・防災拠点単独処理浄化槽集中転換事業）を重点的に実施しました。さら
に、2017年度から省CO2型の高度化設備（高効率ブロワ、インバーター制御等）の導入・改修や浄化
槽本体の交換に対し補助を行う「省エネ型浄化槽システム導入推進事業」を開始しました。また、浄化
槽の長寿命化や、浄化槽リノベーションの推進に向けた調査検討を行いました。

下水道の分野では、下水道革新的技術実証事業において、2015年度に採択されたバイオガスの活用
技術1件、2017年度に採択された地産地消エネルギー活用技術1件、2018年度に採択された下水熱に
よる車道融雪技術2件及び中小規模処理場向けエネルギーシステム2件の実証を行いました。これらの
技術について、2020年度末までに技術導入のガイドラインを作成し公表しています。
「バイオマス活用推進基本計画」（2016年9月策定）の改定に向けた取組を進めました。また、関係7

府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）が共同で取りま
とめた「バイオマス事業化戦略」において、地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出等に向け
たバイオマス産業都市の構築を推進することとされ、2021年度は3町村が選定され、バイオマス産業
都市は全国で97市町村となりました。

バイオマスエネルギーの普及に向けた実装については、地域のレジリエンス（災害や感染症に対する
強靱

じん
性の向上）と地域の脱炭素化を同時実現するため、地域防災計画に災害時の避難施設等として位置

付けられた施設に、災害・停電時にエネルギー供給が可能なバイオマスを含む再生可能エネルギー設備
等の導入を支援する「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネル
ギー設備等導入推進事業」等を実施しました。加えて、2017年7月に公表した農林水産省と経済産業
省による「木質バイオマスの利用促進に向けた共同研究会」の報告書を踏まえ、森林資源をマテリアル
やエネルギーとして地域内で持続的に活用するため、担い手確保から発電・熱利用に至るまでの「地域
内エコシステム」の構築に向け、地域協議会の運営や技術開発・改良等への支援を2018年度から実施
しています。また、地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを確立するための実証事業にお
いては、バイオマス種（バーク（樹皮）、廃菌床、牛ふん等）におけるバイオマス利用システムなど、
地域特性を活かしたモデルを実証しました。そして、これまで実施したフィージビリティスタディ及び
実証事業の成果を含めて、地域におけるバイオマスエネルギー利用の拡大に資する技術指針及び導入要
件を改訂し、これらをワークショップ開催により公開しました。加えて、2021年度新規事業である、
木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業においては、［1］新たな
燃料ポテンシャル（早生樹等）を開拓・利用可能とする“エネルギーの森”実証事業、［2］木質バイ
オマス燃料（チップ、ペレット）の安定的・効率的な製造・輸送等システムの構築に向けた実証事業、

［3］木質バイオマス燃料（チップ、ペレット）の品質規格の策定事業を行うべく、事業者の選定を行
い、事業開始に向けて準備を進めました。
「食品リサイクル推進マッチングセミナー」については、第4節2を参照。
農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりについては、第4節2を参照。

	 第4節	 ライフサイクル全体での徹底的な資源循環

θ	1	 プラスチック

容器包装の3R推進に関しては、3R推進団体連絡会による「容器包装3Rのための自主行動計画
2020」（2016年度～2020年度）に基づいて実施された「事業者が自ら実施する容器包装3Rの取組」
と「市民や地方自治体など主体間の連携に資するための取組」について、フォローアップが実施されま
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した。さらに、2025年度までの5年間の取組目標、項目を定めた「容器包装3Rのための自主行動計画
2025」が策定されました。

2021年6月にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和3年法律第60号）が成立し、
2022年4月1日に施行されました。この法律は、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至る
までのライフサイクル全般にわたって、3R＋リニューアブルの原則にのっとり、あらゆる主体のプラ
スチックに係る資源循環の促進等を図るためのものです。同法を円滑に施行するとともに、引き続き

「プラスチック資源循環戦略」（2019年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省策定）で定めたマイルストーンの達成を目指すため
に必要な予算、制度的対応を行いました。また、化石由来プラスチックを代替する再生可能資源への転
換・社会実装化及び複合素材プラスチック等のリサイクル困難素材のリサイクル技術・設備導入を支援
するための実証事業を2021年度も継続実施しました。中国が2017年12月末から廃プラスチックの輸
入を禁止したことを受けて、日本国内の廃プラスチックのリサイクル体制の整備を後押しすべく、プラ
スチックリサイクルの高度化に資する設備の導入を補助する「省CO2型リサイクル等高度化設備導入
促進事業」及び「脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業」を2021年度も実施しま
した。さらに、可燃ごみ指定収集袋など、その利用目的から一義的に焼却せざるを得ないプラスチック
について、カーボンニュートラルであるバイオマスプラスチックの導入を促進するため、地方公共団体
向けのガイドラインを策定・周知しました。

θ	2	 バイオマス（食品、木など）

東日本大震災以降、分散型電源であり、かつ、安定供給が見込める循環資源や、バイオマス資源の熱
回収や燃料化等によるエネルギー供給が果たす役割は、一層大きくなっています。

このような中で、主に民間の廃棄物処理事業者が行う地球温暖化対策を推し進めるため、2010年度
の廃棄物処理法の改正により創設された、廃棄物熱回収施設設置者認定制度の普及を図るとともに、廃
棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業を実施しました。2021年度は民間
事業者に対して、6件の高効率な廃棄物熱回収施設、1件の廃棄物燃料製造施設及び1件の廃棄物燃料
受入施設の整備を支援しました。

未利用間伐材等の木質バイオマスの供給・利用を推進するため、木質チップ、ペレット等の製造施設
やボイラー等の整備を支援しました。また、未利用木質バイオマスのエネルギー利用を推進するために
必要な調査を行うとともに、全国各地の木質バイオマス関連施設の円滑な導入に向けた相談窓口・サ
ポート体制の確立に向けた支援を実施しました。このほか、木質バイオマスの利用拡大に資する技術開
発については、スギ材由来のリグニンを化学的に改質させて、工業材料として供給できる素材に変換す
る研究を推進しました。また、農山漁村におけるバイオマスを活用した産業創出を軸とした、地域づく
りに向けた取組を支援しました。

バイオ燃料は化石代替燃料としてCO2削減、エネルギー源の多様化、新たな産業創出の観点からも
重要であるため、カーボンリサイクル技術等を活用したバイオジェット燃料生産技術開発事業におい
て、持続可能な航空燃料（SAF）の生産技術の開発を実施しました。

国連機関である国際民間航空機関（ICAO）において、2020年以降は国際航空分野におけるCO2排
出量を増加させないという削減目標が設定されており、我が国では三つの技術開発を進めました。［1］
早期の市場確立が期待できるATJ技術、［2］多様な原料利用の拡大可能性があるガス化・FT合成技術、

［3］カーボンリサイクル技術を活用した微細藻類の大量培養技術を含むHEFA技術を基にした、SAF
の一貫製造プロセスの確立のため、実証事業等を行いました。

下水汚泥によるエネルギー利用の推進により、2020年度末時点における下水処理場での固形燃料化
施設は23施設、バイオガス発電施設は136施設であり、前年同時期より新たに合わせて21施設が稼
働しました。また、下水処理場に生ごみや刈草等の地域のバイオマスを集約した効率的なエネルギー回
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収の推進に向け、具体的な案件形成のための地方公共団体へのアドバイザー派遣や、2020年度に創設
した下水道リノベーション推進総合事業により、下水汚泥資源化施設の整備及び下水道資源の循環利用
に係る計画策定を支援しています。このほか、下水道由来肥料等の利用促進を図るため、優良取組・効
果等を下水道管理者や農業従事者に対して相互発信するための会合の開催など、食と下水道の連携に向
けた「BISTRO下水道」を推進しました。

食品廃棄物については、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の発生抑制の目標値を設定し、その
発生の抑制に取り組んでいます。また、国全体の食品ロスの発生量について推計を実施し、2019年度
における国全体の食品ロス発生量の推計値（約570万トン）を2021年11月に公表するとともに、家
庭から発生する食品ロスの発生量の推計精度向上のため、市町村における食品ロスの発生量調査の財政
的・技術的支援を行いました。

2021年10月には豊田市及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会の主催、環境省を始め
とした関係省庁の共催により、消費者・事業者・自治体等の食品ロス削減に関わる様々な関係者が一堂
に会し、関係者の連携強化や食品ロス削減に対する意識向上を図ることを目的として、第5回食品ロス
削減全国大会を豊田市で開催しました。

食品リサイクルに関しては、食品リサイクル法の再生利用事業計画（食品関連事業者から排出される
食品廃棄物等を用いて製造された肥料・飼料等を利用して作られた農畜水産物を食品関連事業者が利用
する仕組み。以下「食品リサイクルループ」という。）を通じて、食品循環資源の廃棄物等の再生利用
の取組を促進しました。

θ	3	 ベースメタルやレアメタル等の金属

廃棄物の適正処理及び資源の有効利用の確保を図ることが求められている中、小型電子機器等が使用
済みとなった場合には、鉄やアルミニウム等の一部の金属を除く金や銅等の金属は、大部分が廃棄物と
してリサイクルされずに市町村により埋立処分されていました。こうした背景を踏まえ、小型家電リサ
イクル法が2013年4月から施行されました。

2018年度に小型家電リサイクル法の下で処理された使用済小型電子機器等は、約10万トンでした。
そのうち、国に認定された再資源化事業者が引き取った使用済小型電子機器等は約9万2,000トンであ
り、そのうち4,000トンが再使用され、残りの8万8,000トンから再資源化された金属の重量は約4万
6,000トンでした。再資源化された金属を種類別に見ると、鉄が約4万トン、アルミが約3,000トン、
銅が約2,300トン、金が479kg、銀が約5,441kgでした。

このような中で、使用済製品に含まれる有用金属の更なる利用促進を図り、もって資源確保と天然資
源の消費の抑制に資するため、レアメタル等を含む主要製品全般について、回収量の確保やリサイクル
の効率性の向上を図る必要があります。このため、脱炭素型金属リサイクルシステムの早期社会実装化
に向けた実証事業において、電子基板や車載用リチウムイオン電池から、リチウムやコバルト等の有用
金属を回収する実証的な取組等を支援しました。

広域認定制度の適切な運用を図り、情報処理機器や各種電池等の製造事業者等が行う高度な再生処理
によって、有用金属の分別回収を推進しました。

θ	4	 土石・建設材料

長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成するため、長期優良住宅の普及の促進に関す
る法律（平成20年法律第87号）に基づき、長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管行政庁
が認定する制度を運用しています。この認定を受けた住宅については、税制上の特例措置を実施してい
ます。なお、制度の運用開始以来、累計で約124万戸（2021年3月末時点）が認定されており、新築
住宅着工戸数に占める新築認定戸数の割合は12.5％（2020年度実績）となっています。
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θ	5	 温暖化対策等により新たに普及した製品や素材

使用済再生可能エネルギー設備（太陽光発電設備、太陽熱利用システム及び風力発電設備）のリユー
ス・リサイクル・適正処分に関しては、2014年度に有識者検討会においてリサイクルを含む適正処理
の推進に向けたロードマップを策定し、2015年度にリユース・リサイクルや適正処理に関する技術的
な留意事項をまとめたガイドライン（第一版）を策定しました。また、2014年度から太陽電池モジュー
ルの低コストリサイクル技術の開発を実施し、2015年度からリユース・リサイクルの推進に向けて実
証事業や回収網構築モデル事業等を実施しています。また、2018年には総務省勧告（2017年）や先
般の災害等を踏まえ、ガイドラインの改定を行い（第二版）を策定しています。さらに、2021年には
太陽電池モジュールの適切なリユースを促進するためのガイドラインを策定しています。

	 第5節	 適正処理の更なる推進と環境再生

θ	1	 適正処理の更なる推進

（1）不法投棄・不適正処理対策
不法投棄等の未然防止・拡大防止対策としては、不法投棄等に関する情報を国民から直接受け付ける

不法投棄ホットラインを運用するとともに、産業廃棄物の実務や関係法令等に精通した専門家を不法投
棄等の現場へ派遣し、不法投棄等に関与した者の究明や責任追及方法、支障除去の手法の検討等の助言
等を行うことにより、都道府県等の取組を支援しました。さらに、国と都道府県等とが連携して、不法
投棄等の撲滅に向けた普及啓発活動、新規及び継続の不法投棄等の監視等の取組を実施しています。
2020年度は、全国で5,453件の普及啓発活動や監視活動等が実施されました。

不法投棄等の残存事案対策として、1997年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する
法律（平成9年法律第85号。以下「廃棄物処理法平成9年改正法」という。）の施行（1998年6月）
前の産業廃棄物の不法投棄等については、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法

（平成15年法律第98号）に基づき、2021年度は9事案の支障除去等事業に対する財政支援を行いまし
た。そのほかにも廃棄物処理法平成9年改正法の施行以降の産業廃棄物の不法投棄等の支障除去等につ
いては、廃棄物処理法に基づく基金からの財政支援を実施しています。2020年度に本基金の点検・評
価を行い、2021年度以降の支援の在り方について見直しを行いました。

2021年7月1日からの大雨により、静岡県熱海市の土石流災害をはじめ、全国各地において土砂災
害や浸水被害が発生し、大きな被害をもたらしたことを受け、政府として、盛土による災害の防止に全
力で取り組んでいくこととなりました。環境省では、盛土の総点検により確認された危険が想定される
盛土のうち、廃棄物の不法投棄等の可能性があるものについて、都道府県等が行う調査及び支障除去等
事業を支援する仕組みを作りました。

一般廃棄物の適正処理については、当該処理業が専ら自由競争に委ねられるべき性格のものではな
く、継続性と安定性の確保が考慮されるべきとの最高裁判所判決（2014年1月）や、市町村が処理委
託した一般廃棄物に関する不適正処理事案の状況を踏まえ、2014年10月8日に通知を発出し、市町村
の統括的責任の所在、市町村が策定する一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物処理法の適正な運用につ
いて、周知徹底を図っています。

2018年12月には大量のエアゾール製品の内容物が屋内で噴射され、これに引火したことが原因と
みられる爆発火災事故が発生したことから、廃エアゾール製品等の充填物の使い切り及び適切な出し切
りが重要であると考え、「廃エアゾール製品等の排出時の事故防止について（通知）」（平成30年12月
27日付け）にて、製品を最後まで使い切る、缶を振って音を確認するなどにより充填物が残っていな
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いか確認する、火気のない風通しの良い屋外でガス抜きキャップを使用して充填物を出し切るといった
適切な取扱いが必要であることなど、廃エアゾール製品等の充填物の使い切り及び適切な出し切り方法
について、周知を徹底しています。

また、廃棄されたリチウム蓄電池及びリチウム蓄電池を使用した製品（以下「リチウム蓄電池等」と
いう。）が、廃棄物の収集・運搬又は処分の過程において、プラスチック等の可燃性の廃棄物や破砕す
る廃棄物の中に紛れ込み、火災の原因となっていることから、「リチウムイオン電池の適正処理につい
て」（2019年8月）、「一般廃棄物処理におけるリチウム蓄電池等対策について」（2021年4月）にて、
リチウム蓄電池等に関する注意喚起、情報提供等を行っています。また、リチウム蓄電池等に関する注
意喚起の動画、ポスター、チラシを作成し、環境省ホームページにて公表しています。
「第四次循環基本計画」において、電子マニフェストの普及率を2022年度において70％とすること

を目標に掲げています。この目標を達成するために、2020年12月に策定した「オンライン利用率引
上げの基本計画」に基づいて、電子マニフェストシステム未加入の事業者に対する導入実務説明会及び
操作体験セミナーの開催等の施策を推進した結果、2021年末に電子マニフェストの普及率が70％を超
え、前倒しで目標を達成しました。

また、廃棄物の不適正処理事案の発生や雑品スクラップの保管等による生活環境保全上の支障の発生
等を受け、廃棄物の不適正処理への対応の強化（許可を取り消された者等に対する措置の強化、マニ
フェスト制度の強化）、有害使用済機器の適正な保管等の義務付け等を盛り込んだ廃棄物の処理及び清
掃に関する法律の一部を改正する法律（平成29年法律第61号）が、第193回国会において成立し、
2018年4月から一部施行されました。

家庭等の不用品を無許可で回収し、不適正処理・輸出等を行う違法な不用品回収業者、輸出業者等の
対策として、地方公共団体職員の知見向上のため、「自治体職員向け違法な不用品回収業者対策セミ
ナー」を全国2か所で開催しました。

海洋ごみ対策については、第4章第6節1を参照。
使用済FRP（繊維強化プラスチック）船のリサイクルが適切に進むよう、地方ブロックごとに行っ

ている地方運輸局、地方整備局、都道府県等の情報・意見交換会の場を通じて、一般社団法人日本マリ
ン事業協会が運用している「FRP船リサイクルシステム」の周知・啓発を図りました。

（2）最終処分場の確保等
一般廃棄物の最終処分に関しては、ごみのリサイクルや減量化を推進した上でなお残る廃棄物を適切

に処分するため、最終処分場の設置又は改造、既埋立物の減容化等による一般廃棄物の最終処分場の整
備を、引き続き循環型社会形成推進交付金の交付対象事業としました。また、産業廃棄物の最終処分に
関しても、課題対応型産業廃棄物処理施設運用支援事業の補助制度により、2020年度までに、廃棄物
処理センター等が管理型最終処分場を整備する5事業に対して支援することで、公共関与型産業廃棄物
処理施設の整備を促進し、産業廃棄物の適正な処理の確保を図りました。

同時に海面処分場に関しては、港湾整備により発生する浚
しゅん

渫
せつ

土砂や内陸部での最終処分場の確保が困
難な廃棄物を受け入れるために、事業の優先順位を踏まえ、東京港等で海面処分場を計画的に整備しま
した。また、「海面最終処分場の廃止に関する基本的な考え方」及び「海面最終処分場の廃止と跡地利
用に関する技術情報集」を取りまとめました。

陸上で発生する廃棄物及び船舶等から発生する廃油については、海洋投入処分が原則禁止されている
ことを踏まえ、海洋投入処分量の削減を図るとともに、廃油処理事業を行おうとする者に対し、廃油処
理事業の事業計画及び当該事業者の事業遂行能力等について、適正な審査を実施し、適切に廃油を受け
入れる施設を確保しました。「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約
の1996年の議定書」を担保する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海洋汚染防止法）（昭和
45年法律第136号）において、廃棄物の海洋投入処分を原則禁止とし、2007年4月から廃棄物の海洋
投入処分に係る許可制度を導入しました。当該許可制度の適切な運用により、海洋投入処分量が最小限
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となるよう、その抑制に取り組みました。

（3）特別管理廃棄物
ア　概要

廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある
性状を有するものを特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物（以下「特別管理廃棄物」という。）
として指定しています。事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、
特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理
責任者を設置する必要があり、特別管理廃棄物の処理に当たっては、特別管理廃棄物の種類に応じた特
別な処理基準を設けることなどにより、適正な処理を確保しています。また、その処理を委託する場合
は、特別管理廃棄物の処理業の許可を有する業者に委託する必要があります。

イ　特別管理廃棄物の対象物
これまでに、表3-5-1に示すものを特別管理廃棄物として指定しています。

（4）石綿の処理対策
ア　産業廃棄物

石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律（平成18年法
律第5号）が2007年4月に完全施行され、石綿（アスベスト）含有廃棄物の安全かつ迅速な処理を国
が進めていくため、溶融等の高度な技術により無害化処理を行う者について環境大臣が認定した場合、
都道府県知事等による産業廃棄物処理業や施設設置の許可を不要とする制度（無害化処理認定制度）が
スタートしています。2022年3月時点で2事業者が認定を受けています。また、2010年の廃棄物処理
法施行令の改正により、特別管理産業廃棄物である廃石綿等の埋立処分基準が強化されています。

	 表3-5-1	 特別管理廃棄物

区
分 主な分類 概　　　　　　　　　要

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物

PCB使用部品 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
廃水銀 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収したもの
ばいじん ごみ処理施設のうち、集じん施設によって集められたもの
ばいじん、燃え殻、汚泥 ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたものでダイオキシン類を含むもの
感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される一般廃棄物で、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類（難燃性のタールピッチ類等を除く）
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物で、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物

廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油

PCB汚染物 PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され若しくは染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維く
ず、PCBが付着・封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類

PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの

廃水銀等 水銀使用製品の製造の用に供する施設等において生じた廃水銀又は廃水銀化合物、水銀若しくはその化合物が含
まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度以上含むもの

廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉塵発生施設が設置されている事業場から生じたもので
飛散するおそれのあるもの

燃え殻 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度以上含むもの
ばいじん 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度以上含むもの
廃油 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸、廃アルカリ 重金属等、PCB、有機塩素化合物、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度以上含むもの

資料：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より環境省作成
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2021年3月には前年の大気汚染防止法等の改正に伴って、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」を改定
しています。

イ　一般廃棄物
石綿を含む家庭用品が廃棄物となったものについては、他のごみと区別して排出し、破損しないよう

回収するとともにできるだけ破砕せず、散水や速やかな覆土により最終処分するよう、また、保管する
際は他の廃棄物と区別するよう、市町村に対して要請しています。

永続的な措置として、石綿含有家庭用品が廃棄物となった場合の処理についての技術的指針を定め、
市町村に示し、適正な処理が行われるよう要請しています。

（5）水銀廃棄物の処理対策
ア　産業廃棄物

2016年4月から施行されていた廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定やその収集・運搬基準に加
え、2017年10月に完全施行された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令

（平成27年政令第376号）及び関係省令等により廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理し
たものの処分基準並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への指定等について規定されていま
す。また、排出事業者により水銀使用製品であるか判別可能なものを水銀使用製品産業廃棄物、水銀又
はその化合物を一定程度含む汚染物を水銀含有ばいじん等とそれぞれ定義し、これまでの産業廃棄物の
処理基準に加え、新たに水銀等の大気への飛散防止等の措置を規定するなど処理基準が強化されていま
す。さらに、これらの基準について具体的に解説するための「水銀廃棄物ガイドライン」を策定してい
ます。国際的にも、水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する議論が進められており、2019年5月には
水俣条約締約国会議の決議に基づく専門家会合を我が国で開催するなどし、これに貢献しました。

また、退蔵されている水銀血圧計・温度計等の回収を促進するため、2016年度に改訂した「医療機
関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアル」や2017年度に作成した「教育機関等に退蔵されて
いる水銀使用製品回収事業事例集」を参考に、医療関係団体や教育機関、地方公共団体等と連携し、回
収促進事業を実施しています。

イ　一般廃棄物
市町村等により一般廃棄物として分別回収された水銀使用製品から回収した廃水銀については、特別

管理一般廃棄物となります。
市町村等において、使用済の蛍光灯や水銀体温計、水銀血圧計等の水銀使用製品が廃棄物となった際

の分別収集の徹底・拡大を行うため、「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」
及び分別収集についての先進事例集を作成し、普及啓発を行ってきました。また、家庭で退蔵されてい
る水銀体温計等の回収について、「市町村等における水銀使用廃製品の回収事例集（第2版）」を公表し
ました。

（6）ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の処理体制の構築
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成28

年法律第34号。以下、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法を「PCB特
別措置法」という。）が2016年8月に施行され、PCB廃棄物の濃度、保管の場所がある区域及び種類
に応じた処分期間が設定されました。これにより、PCB廃棄物の保管事業者は、処分期間内に全ての
PCB廃棄物を処分委託しなければなりません。PCB特別措置法で定める、「ポリ塩化ビフェニル廃棄
物処理基本計画（PCB廃棄物処理基本計画）」に基づき、政府一丸となってPCB廃棄物の期限内処理
に向けて取り組んでいます。
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ア　高濃度PCB廃棄物の処理
高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）の全国5か所（北九州、豊田、

東京、大阪、北海道（室蘭））のPCB処理事業所において処理する体制を整備し、各地元関係者の理解
と協力の下、その処理が進められています。

環境省は都道府県と協調し、費用負担能力の小さい中小企業者等による高濃度PCB廃棄物の処理を
円滑に進めるための助成等を行う基金「PCB廃棄物処理基金」を造成しています。

イ　低濃度PCB廃棄物の処理
低濃度PCB廃棄物は、民間事業者（環境大臣認定の無害化認定業者又は都道府県許可の特別管理産

業廃棄物処理業者（2022年3月末時点でそれぞれ32事業者及び4事業者））によって処理が進められ
ています。

今後、低濃度PCB廃棄物の処理が更に合理的に進むよう、技術的な検討を行い、処理体制の充実・
多様化を図っていきます。

（7）ダイオキシン類の排出抑制
ダイオキシン類は、物の燃焼の過程等で自然に生成する物質（副生成物）であり、ダイオキシン類の

約200種のうち、29種類に毒性があると見なされています。ダイオキシン類の主な発生源は、ごみ焼
却による燃焼です。廃棄物処理におけるダイオキシン問題については、1997年1月に厚生省（当時）
が取りまとめた「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」や、1997年8月の廃棄物
処理法施行令及び同法施行規則の改正等に基づき、対策が取られてきました。環境庁（当時）でも、ダ
イオキシン類を大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）の指定物質として指定しました。さらに、
1999年3月に策定された「ダイオキシン対策推進基本指針」及び1999年に成立したダイオキシン類
対策特別措置法（平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。）の二つの枠組みにより、
ダイオキシン類対策が進められました。2020年におけるダイオキシン類の排出総量は、削減目標量

（2011年以降の当面の間において達成すべき目標量）を下回っています（表3-5-2）。
2020年の廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出量は、1997年から約99％減少しました。この

結果については、規制強化や基準適合施設の整備に係る支援措置等によって、排出基準やその他の構
造・維持管理基準に対応できない焼却施設の中には、休・廃止する施設が多数あったこと、また基準に
適合した施設の新設整備が進められていること（廃棄物処理体制の広域化、廃棄物処理施設の集約化を
含む。）が背景にあったものと考えられます。

ダイオキシン法に基づいて定められた大気の環境基準の2020年度の達成率は100％であり、全ての
地点で環境基準を達成しています。
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（8）その他の有害廃棄物対策
感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を2018年3月に

改訂し、周知を行っていたところであり、2020年1月以降の国内における新型コロナウイルス感染症
の感染拡大を受け、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理のための対策とそれ以外の廃棄
物も含めた処理体制の維持に係る対策を講じました。具体的には、法令に基づく基準や関係マニュアル
等について、地方公共団体、廃棄物処理業界団体、医療関係団体等に改めて周知するとともに、感染防
止策や留意事項についてのQ&Aやチラシ、動画の作成・周知や、感染拡大状況下における特例措置の
制定、さらにはそれらの内容を取りまとめた「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドラ
イン」の策定・周知を行いました。また、廃棄物処理に必要な防護具が不足しないよう廃棄物処理業者
等への防護具の斡旋等の処理体制維持に係る取組も行いました。2021年4月には、新型コロナウイル
ス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理に関する留意事項を取りまとめて通知を
発出しました。

残留性有機汚染物質（POPs）を含む廃棄物については、国際的動向に対応し、適切な処理方策につ
いて検討を進めてきており、2009年8月にPOPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項を改訂、2011
年3月にペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項を改訂
し、その周知を行ってきました。その他のPOPsを含む廃棄物については、POPsを含む製品等の国内
での使用状況に関する調査や分解実証試験等を実施し、その適正処理方策を検討するとともに、POPs
の物性情報や分析方法開発等に係る研究を推進しています。また、2016年からは、POPsを含む廃棄
物の廃棄物処理法への制度的位置付けについて検討を行っています。

また、廃棄物に含まれる有害物質等の情報の伝達に係る制度化についても検討を行っています。
さらに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）に基づ

き、原子炉等から排出されるもののうち、放射線防護の安全上問題がないクリアランスレベル以下の廃
棄物については、トレーサビリティの確保に努めています。

	 表3-5-2	 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量及び削減目標量

事業分野
当面の間における
削減目標量
（g-TEQ/年）

推計排出量
1997年における量
（g-TEQ/年）

2003年における量
（g-TEQ/年）

2020年における量
（g-TEQ/年）

1　廃棄物処理分野 106 7,205～7,658 219～244 58
⑴一般廃棄物焼却施設 33 5,000 71 22
⑵産業廃棄物焼却施設 35 1,505 75 17
⑶ 小型廃棄物焼却炉等（法規制対象） 22 ― 37 10
⑷ 小型廃棄物焼却炉（法規制対象外） 16 700～1,153 35～60 8.7

2　産業分野 70 470 150 37
⑴製鋼用電気炉 31.1 229 81.5 15.7
⑵鉄鋼業焼結施設 15.2 135 35.7 5.4
⑶亜鉛回収施設
　（焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉） 3.2 47.4 5.5 1.2

⑷アルミニウム合金製造施設 
（焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉） 10.9 31.0 17.4 7.9

⑸その他の施設 9.8 27.3 10.3 6.3
3　その他 0.2 1.2 0.6 0.6

合　　　計 176 7,676～8,129 369～395 96

　注１：�1997年及び2003年の排出量は毒性等価係数としてWHO-TEF（1998）を、2020年の排出量及び削減目標量は可能な範囲でWHO-TEF（2006）を用い
た値で表示した。

　　２：削減目標量は、排出ガス及び排水中のダイオキシン類削減措置を講じた後の排出量の値。
　　３：�前回計画までは、小型廃棄物焼却炉等については、特別法規制対象及び対象外を一括して目標を設定していたが、今回から両者を区分して目標を設定するこ

ととした。
　　４：�「3　その他」は下水道終末処理施設及び最終処分場である。前回までの削減計画には火葬場、たばこの煙及び自動車排出ガスを含んでいたが、2012年の計

画では目標設定対象から除外した（このため、過去の推計排出量にも算入していない）。
資料：環境省「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」（2000年9月制定、2012年8月変更）、
　　　「ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）」（2022年3月）より環境省作成
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（9）有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの構築
安全・安心がしっかりと確保された循環型社会を形成するため、有害物質を含むものについては、適

正な管理・処理が確保されるよう、その体制の充実を図る必要があります。
石綿に関しては、その適正な処理体制を確保するため、廃棄物処理法に基づき、引き続き石綿含有廃

棄物の無害化処理認定に係る事業者からの相談等に対応しました。
高濃度PCB廃棄物については、JESCO全国5か所のPCB処理事業所にて各地元関係者の理解と協

力の下、処理が進められています。また、低濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に基づき、無
害化処理認定を受けている事業者及び都道府県知事の許可を受けている事業者により処理が進められて
います。

埋設農薬に関しては、計画的かつ着実に処理するため、農薬が埋設されている県における、処理計画
の策定等や環境調査に対する支援を引き続き実施しました。

θ	2	 廃棄物等からの環境再生

海洋ごみについては、第4章第6節1を参照。
生活環境保全上の支障等のある廃棄物の不法投棄等については、第5節1（1）を参照。

θ	3	 東日本大震災からの環境再生

（1）除染等の措置等
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太

平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出
された放射性物質による環境の汚染への対処に関
する特別措置法（平成23年法律第110号。以下

「放射性物質汚染対処特措法」という。）では、除
染の対象として、国が除染の計画を策定し、除染
事業を進める地域として指定された除染特別地域
と、0.23マイクロシーベルト/h以上の地域を含
む市町村を対象に関係市町村等の意見も踏まえて
指定された汚染状況重点調査地域を定めていま
す。

ア　除染特別地域と汚染状況重点調査地域
国が除染を実施する除染特別地域では、2012

年4月までに環境省が福島県田村市、楢葉町、川
内村、南相馬市において除染実施計画を策定し、
同年7月から田村市、楢葉町、川内村で本格的な
除染（以下「面的除染」という。）を開始しまし
た。他の除染特別地域の市町村においても除染実
施計画策定後、順次、面的除染を開始し、2017
年3月末までに11市町村で避難指示解除準備区
域及び居住制限区域の面的除染が完了しました。
なお、2022年3月31日には田村市において除染
特別地域の指定を解除しました。

また、2018年3月末までに、市町村が除染を

	 図3-5-1	 除染特別地域及び汚染状況重点調査地域
における除染の進捗状況	
（2022年3月末時点）

資料：環境省

※南相馬市、田村市、川俣町、川内村は、域内に除染特別地域と汚染状況重点調査地域
双方が指定された

※南相馬市、田村市、川俣町、川内村は、域内に除染特別地域と汚染状況重点調査地域
双方が指定された

福島県内福島県内

福島県外（７県）福島県外（７県）

合計合計

面的除染完了市町村面的除染完了市町村

除染特別地域（11）除染特別地域（11） 汚染状況重点調査地域（93）汚染状況重点調査地域（93）

43※43※

5757

100100

1111

――

2017年3月に完了2017年3月に完了

3636

5757

2018年3月に完了2018年3月に完了

除染特別地域または汚染状況重点調
査地域の指定が解除された市町村

汚染状況重点調査地域に指定されて
いる市町村

除染特別地域

除染特別地域内面的除染完了・避難
指示解除

帰還困難区域 

東京電力
福島第一
原子力発電所

2017年3月に面的
除染完了
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実施する汚染状況重点調査地域を含め、8県100市町村の全てで面的除染が完了しました。
さらに、汚染状況重点調査地域では、2022年3月末までに、地域の放射線量が0.23マイクロシーベ

ルト/h未満となったことが確認された21市町村において、汚染状況重点調査地域の指定が解除されま
した（図3-5-1）。

面的除染完了後には、除染の効果が維持されているか確認するために詳細な事後モニタリングを実施
し、除染の効果が維持されていない箇所が確認された場合には、個々の現場の状況に応じて原因を可能
な限り把握し、合理性や実施可能性を判断した上で、フォローアップ除染を実施しています。

イ　森林の放射性物質対策
森林については、2016年3月に復興庁・農林水産省・環境省の3省庁が取りまとめた「福島の森林・

林業の再生に向けた総合的な取組」に基づき、住居等の近隣の森林、森林内の人々の憩いの場や日常的
に人が立ち入る場所等の除染等の取組と共に、林業再生に向けた取組や住民の方々との安全・安心の確
保のための取組等を関係省庁が連携して進めてきました。

除染を含めた里山再生のための取組を総合的に推進するモデル事業を14地区で実施し、その結果を
踏まえて2020年度以降は「里山再生事業」を実施、2022年3月までに9地区を事業実施地区として選
定しました。

ウ　仮置場等における除去土壌等の管理・原状回復
除染で取り除いた福島県内の土壌（除去土壌）

等は、一時的な保管場所（仮置場等）で管理し、
順次、中間貯蔵施設及び仮設焼却施設等への搬出
を行っており、2022年2月時点で、総数1,371
か所に対し、約94％に当たる1,289か所で搬出
が完了しています。除去土壌等の搬出が完了した
仮置場等については原状回復を進めており、
2022年2月時点で、総数の約70％に当たる958
か所で完了しています（表3-5-3）。

福島県外の除去土壌については、その処分方法
を定めるため、有識者による「除去土壌の処分に
関する検討チーム会合」を開催し、専門的見地か
ら議論を進めるとともに、除去土壌の埋立処分に
伴う作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的とした実証事業を、茨城県東海村及び宮城県丸
森町の2か所で実施しています。

（2）中間貯蔵施設の整備等
ア　中間貯蔵施設の概要

放射性物質汚染対処特措法等に基づき、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌等及び
福島県内に保管されている10万ベクレル/kgを超える指定廃棄物等を最終処分するまでの間、安全に
集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設を整備することとしています。

中間貯蔵施設事業は、「令和3年度の中間貯蔵施設事業の方針」（2020年12月公表）に基づき、取組
を実施してきました。本方針は、安全を第一に、地域の理解を得ながら事業を実施することを総論とし
て、

［1］2021年度末までに、県内に仮置きされている除去土壌等（帰還困難区域のものを除く）の概ね搬
入完了を目指すとともに、特定復興再生拠点区域において発生した除去土壌等の搬入を進める

［2］施設整備の進捗状況、除去土壌等の発生状況に応じて、必要な用地取得を行う

	 表3-5-3	 福島県内の除去土壌等の仮置場等の	
箇所数

仮置場等
の総数	
（箇所）

うち保管中
の仮置場等
の数（箇所）

うち搬出が完
了した仮置場
等の数（箇所）

うち原状回復が
完了した仮置場
等の数（箇所）

除染特別地域 331 58 273（82％） 171（52％）
汚染状況重点

調査地域 1,040 24 1,016（98％） 787（76％）

合計 1,371 82 1,289（94％） 958（70％）

注１：除染特別地域の数値は2022年2月末時点。
　　　汚染状況重点調査地域の数値は2021年12月末時点。
　２：仮置場等は、仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。
　３：�搬出完了及び原状回復完了の欄に記載の（　%）は、仮置場等の総数に

対する割合を示す。
資料：�環境省
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［3］中間貯蔵施設内の各施設を安全に稼働する
［4］除去土壌等の減容・再生利用に向けた技術開発や実証事業を実施する
［5］環境再生に向けた取組や地元の思いなどを発信するための更なる方策について検討を行う
などを定めており、あわせて、当面の施設整備イメージ図（図3-5-2）を公表しています。

イ　中間貯蔵施設の用地取得の状況
中間貯蔵施設整備に必要な用地は約1,600haを予定しており、2022年3月末までの契約済み面積は

約1,266ha（全体の約79％。民有地については、全体約1,270haに対し、約93％に当たる約1,178ha）、
1,841人（全体2,360人に対し約78％）の方と契約に至っています。政府では、用地取得については、
地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、地権

	 図3-5-2	 当面の施設整備イメージ

保管場等

保管場等

保管場等

保管場等

保管場等

保管場等

保管場等保管場等

保管場等

保管場等

保管場等

保管場等
保管場等

保管場等スクリーニング

保管場等

保管場等

土壌貯蔵施設

廃棄物貯蔵施設

仮設焼却施設
及び関連施設

双葉③工区

受入・分別施設

双葉②工区

土壌貯蔵施設

受入・分別施設
土壌貯蔵施設

大熊④工区

夫沢川
受入・分別施設
土壌貯蔵施設

大熊⑤工区

大熊③工区

受入・分別施設
（２施設）
土壌貯蔵施設

小入野川

大熊①工区

大熊②工区

陳場沢川

細谷川

中間貯蔵施設
区域

（令和2年12月時点）
双葉①工区
受入・分別施設
（２施設）
土壌貯蔵施設

双葉２工区

廃棄物貯蔵施設

廃棄物貯蔵施設

受入・分別施設
土壌貯蔵施設

仮設焼却施設及び
仮設灰処理施設

受入・分別施設
土壌貯蔵施設

双葉町

大熊町
技術実証フィールド

熊川

双葉１工区

大熊１工区

中間貯蔵工事
情報センター

スクリーニング

保管場等

保管場等

保管場等

保管場等

保管場等保管場等

保管場等
保管場等

保管場等

保管場等

保管場等

スクリーニング

スクリーニング

保管場等

監視員待機所

監視員待機所
分析施設

保管場等

注１：現時点での各施設の整備の想定範囲を示したものであり、図中に示した範囲の中で、地形や用地の取
得状況を踏まえ、一定のまとまりのある範囲で整備していくこととしています。また、用地の取得状
況や施設の整備状況に応じて変更の可能性があります。

　２：土壌貯蔵施設の容量について、既に発注済の双葉①～③工区、大熊①～⑤工区の工事範囲においては、
実際に整備することとなる地形や貯蔵高さ、用地確保の状況によって変動するが、輸送量ベースで
1,300万～ 1,450万㎥程度が可能と見込んでいる。

　３：保管場等とは、除去土壌や灰等の保管場、解体物等の置場、輸送車両の待機場等に加え、現段階では整備
する施設の種類を検討中の用地を含む。

資料：環境省

着工・整備済み
（着手予定範囲を含む）
主な輸送・運搬ルート
（点線は道路整備を行う予定の区間）

敷地境界の緑地帯
（既存植生がない部分に植栽する）

1：20,000
（A3判印刷時）

500m運搬用ベルトコンベアルート
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者への丁寧な説明を尽くしながら取り組んでいます。

ウ　中間貯蔵施設の整備の状況
2016年11月から受入・分別施設（図3-5-3、写真3-5-1）や土壌貯蔵施設（図3-5-4、写真3-5-2）

等の整備を進めています。受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入
される除去土壌を受け入れ、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業を行います。土壌貯蔵施設で
は、受入・分別施設で分別された土壌を放射能濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵します。2020
年3月には、中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で運転を開始しました。

エ　中間貯蔵施設への輸送の状況
中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、2022年3月末までに累計で約1,289万m3の輸送を

実施しました。
また、より安全で円滑な輸送のため、運転者研修等の交通安全対策や必要な道路交通対策に加えて、

輸送出発時間の調整など特定の時期・時間帯への車両の集中防止・平準化を実施しました。

オ　減容・再生利用に向けた取組
福島県内除去土壌等の中間貯蔵開始後30年以内の福島県外最終処分の実現に向け、2016年4月に取

りまとめた「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に沿って取組を進め
ています。

除去土壌の再生利用については、福島県南相馬市小高区東部仮置場及び飯舘村長泥地区において、実
証事業を実施し、これまでに得られた結果からは、空間線量率等の上昇は見られず、盛土の浸透水の放
射能濃度は検出下限値未満となっており、安全性が確認されています（なお、南相馬市の実証事業につ
いては、2021年9月に盛土を撤去済み）。飯舘村長泥地区における実証事業では、野菜・花き類、資源
作物等の栽培実験を行っています。2021年度に栽培した野菜の放射性セシウム濃度の測定結果は、検
出下限値未満とされ得る値となっています。また、2021年度は農地造成のための盛土工事に着手する
とともに、水田に求められる機能を確認するための水田試験を実施しました。

	 写真3-5-1	 受入・分別施設

資料：環境省

	 図3-5-3	 受入・分別施設イメージ

資料：環境省

	 図3-5-4	 土壌貯蔵施設イメージ

資料：環境省

貯蔵

運搬

分別された除染土壌

カバー付きベルトコンベア ブルドーザー

保有水等
集排水管

遮水工
浸出水処理

放流

	 写真3-5-2	 土壌貯蔵施設

資料：環境省
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減容・再生利用技術の開発に関しては、2021年度も、福島県大熊町の中間貯蔵施設内に整備してい
る技術実証フィールドにおいて、中間貯蔵施設内の除去土壌等も活用した技術実証を行いました。ま
た、双葉町の中間貯蔵施設内において、仮設灰処理施設で生じる飛灰の洗浄技術・安定化技術に関する
技術実証を実施するため、必要な準備・検討を行ったところです。

また、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向け、減容・再生利用の必要性・安全性等に関す
る全国での理解醸成活動の取組の一つとして、2021年度から、全国各地で対話フォーラムを開催して
おり、これまで、第1回・第2回をそれぞれオンライン配信で5月と9月に開催し、第3回は愛知県名
古屋市内で12月、第4回は福岡市内で2022年3月に開催しました。

さらに、2021年7月以降、一般の方向けに飯舘村長泥地区の現地見学会を開催し、このほか、大学
生等への環境再生事業に関する講義、現地見学会等を実施するなど、次世代に対する理解醸成活動も実
施しました。

加えて、中間貯蔵施設に搬入して分別した土壌の表面を土で覆い、観葉植物を植えた鉢植えを、
2020年3月より環境省本省内の環境大臣等の部屋に設置しています。鉢植え設置以来週に1回実施し
ている放射線のモニタリングでも、大臣室の空間線量率に変化は見られていません。2021年7月には、
さらなる理解醸成を図るため、首相官邸や復興庁等にも鉢植えを設置し、同年12月からは新宿御苑や
地方環境事務所等の環境省関連施設にも設置しています。また、2022年3月には、除去土壌を用いた
プランターを中央合同庁舎5号館の正面入口に設置しました。

（3）放射性物質に汚染された廃棄物の処理
ア　対策地域内廃棄物と指定廃棄物の概要

現在、福島県の10市町村にまたがる地域が汚染廃棄物対策地域
（楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の
全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち当時警戒区域
及び計画的避難区域であった区域。除染特別地域と同じ。2022年
3月31日に田村市において汚染廃棄物対策地域の指定を解除。）と
して指定されており、この地域内から排出される廃棄物を対策地域
内廃棄物としています。

また、放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える指定廃棄物は、
2021年12月末時点で、10都県において、焼却灰や下水汚泥、農
林業系廃棄物（稲わら、堆肥等）等の廃棄物計約38.6万トンが環
境大臣による指定を受けています（表3-5-4）。指定廃棄物の処理
は、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針（2011年11月
閣議決定）において、当該指定廃棄物が排出された都道府県内にお
いて行うこととされています。

なお、8,000ベクレル/kg以下に減衰した指定廃棄物については、放射性物質汚染対処特措法施行規
則第14条の2の規定に基づき、当該指定廃棄物の指定の解除が可能です。また、指定解除後の廃棄物
の処理について、国は技術的支援のほか、指定解除後の廃棄物の処理に必要な経費を補助する財政的支
援を行うこととしています。

イ　対策地域内廃棄物や福島県内の指定廃棄物の処理
対策地域内廃棄物及び福島県内の指定廃棄物については、可能な限り減容化し、放射能濃度が10万

ベクレル/kg以下のものは特定廃棄物埋立処分施設（旧フクシマエコテッククリーンセンター）（写真
3-5-3）において埋立処分し、10万ベクレル/kgを超えるものは中間貯蔵施設において中間貯蔵するこ
ととしています。

対策地域内廃棄物については、地域住民の理解と地方公共団体との緊密な連携によって、2015年度

	 表3-5-4	 指定廃棄物の数量
（2021年12月末	
時点）

都道府県 件 数量（トン）
岩手県 9 201.1
宮城県 13 2,827.9
福島県 1,927 35万9,918.8
茨城県 26 3,535.7
栃木県 63 1万2,403.5
群馬県 13 1,187.0
千葉県 64 3,716.6
東京都 2 981.7

神奈川県 3 2.9
新潟県 4 1,017.9
合計 2,124 38万5,793.1

資料：環境省
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末までに、帰還困難区域を除き、仮置場への搬入
を完了したほか、帰還困難区域を含めて、2022
年2月末時点で、約320万トンを仮置場に搬入し
ました（うち、約55万トンを焼却処理済み、約
209万トンを再生利用済み）（図3-5-5）。

さらに、仮置場に搬入した対策地域内廃棄物等
のうち可燃物については、各市町村に設置した仮
設焼却施設等で減容化を行っており、11市町村
のうち8市町村で減容化処理を完了しています

（表3-5-5）。なお、事業を実施している仮設焼却
施設においては、排ガス中の放射能濃度、敷地
内・敷地周辺における空間線量率のモニタリングを行って安全に減容化できていることを確認し、その
結果を公表しています。

また、可燃性の指定廃棄物のうち、2021年12月末時点で指定廃棄物として指定されている農林業
系廃棄物については、広域処理により2021年度で減容化処理を完了しました。

2018年8月には特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」を開館し、2021年6月には来場者が5
万人を迎えました。同情報館を拠点として情報発信に努め、引き続き、安心・安全の確保に万全を期し
て事業を進めていきます。

	 写真3-5-3	 特定廃棄物埋立処分施設の様子

資料：環境省

	 図3-5-5	 対策地域内の災害廃棄物等の仮置場への搬入済量
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ウ　福島県外の指定廃棄物等の処理
環境省では、宮城県、栃木県、千葉県、茨城県及び群馬県において、有識者会議を開催し、長期管理

施設の安全性を適切に確保するための対策や候補地の選定手順等について、科学的・技術的な観点から
の検討を実施し、2013年10月に長期管理施設の候補地を各県で選定するためのベースとなる案を取
りまとめました。その後、それぞれの県における市町村長会議の開催を通じて長期管理施設の安全性や
候補地の選定手法等に関する共通理解の醸成に努めた結果、宮城県、栃木県及び千葉県においては、各
県の実情を反映した選定手法が確定しました。

これらの選定手法に基づき、環境省は、宮城県においては2014年1月に3か所、栃木県においては
同年7月に1か所、千葉県においては2015年4月に1か所、詳細調査の候補地を公表しました。詳細
調査候補地の公表後には、それぞれの県において、地元の理解を得られるよう取り組んでいるところで
すが、いずれの県においても詳細調査は実施できていません。

その一方で、各県ごとの課題に応じた段階的な対応も進めています。
宮城県においては、県の主導の下、各市町が8,000ベクレル/kg以下の汚染廃棄物の処理に取り組む

こととされ、環境省はこれを財政的・技術的に支援することとしています。2022年3月末時点で、石
巻圏域、黒川圏域では汚染廃棄物の処理が終了し、大崎圏域、仙南圏域では本焼却を実施しています。

栃木県においては、指定廃棄物を保管する農家の負担軽減を図るため、2018年11月、指定廃棄物
を一時保管している農家が所在する市町の首長が集まる会議を開催し、国から栃木県及び保管市町に対
し、市町単位での暫定的な減容化・集約化の方針を提案し、合意が得られました。また、2020年6月
には、暫定保管場所の選定の考え方を取りまとめるとともに、可能な限り速やかに暫定保管場所の選定
が行われるよう、県や各市町と連携して取り組むことを確認しました。2021年10月には、この方針
に沿って、那須塩原市において保管農家の敷地から集約場所への指定廃棄物の搬出が開始され、2022
年3月末時点で、市内の53の保管農家のうち26農家の敷地からの搬出が完了しました。

千葉県においては、2016年7月に全国で初めて8,000ベクレル/kg以下に減衰した指定廃棄物の指

	 表3-5-5	 対策地域内で稼働中の仮設焼却施設

立地地区 進捗状況 処理能力 処理済量
（2022年2月末時点）

浪江町 稼働中
（2015年5月より）

300
トン/日

約29万9,000トン
（約19万2,000トン）

双葉町 稼働中
（2020年3月より）

350
トン/日

約8万1,000トン
（約2万1,000トン）

大熊町 稼働中
（2017年12月より）

200
トン/日

約9万3,000トン
（約4万5,000トン）

南相馬市

災害廃棄物等の 
処理完了

400
トン/日

約21万4,000トン
（約9万1,000トン）

飯舘村
（小宮地区）

5
トン/日

約2,900トン
（約2,900トン）

飯舘村
（蕨平地区）

240
トン/日

約25万7,000トン
（約5万4,000トン）

葛尾村 200
トン/日

約13万1,000トン
（約3万7,000トン）

川内村 7
トン/日

約2,000トン
（約2,000トン）

富岡町 500
トン/日

約15万5,000トン
（約5万5,000トン）

楢葉町 200
トン/日

約7万7,000トン
（約3万2,000トン）

川俣町 既存の処理施設で
処理（処理完了）

－ －
田村市 － －

注１：�処理済量については、除染廃棄物も含み、（　）内はうち災害廃棄物等
の処理済量。

　２：�双葉町には、第一（150トン/日）と第二（200トン/日）の2施設が
ある。

　３：�進捗状況は2022年3月末、処理済量は2022年2月末時点のデータを
記載。

資料：環境省
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定を解除しました。
茨城県においては2016年2月、群馬県においては同年12月に、「現地保管継続・段階的処理」の方

針を決定しました。この方針を踏まえ、必要に応じた保管場所の補修や強化等を実施しつつ、8,000ベ
クレル/kg以下となったものについては、段階的に既存の処分場等で処理することを目指しています。

（4）帰還困難区域の復興・再生に向けた取組
帰還困難区域については、2017年5月に改正された福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25

号）に基づき、各町村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、2022年から2023年の避難指
示の解除に向け、特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解体を進めました。2022年2月末時
点の特定復興再生拠点区域における除染の進捗率は9割を超えており、また、家屋等の解体の進捗率

（申請受付件数比）は約83％です。
なお、特定復興再生拠点区域の整備事業に由来する廃棄物等のうち、可能な限り減容化した後、放射

能濃度が10万ベクレル/kg以下のものについては、双葉地方広域市町村圏組合の管理型処分場（クリー
ンセンターふたば）を活用して埋立処分を行うことで同組合、福島県及び環境省との間で合意し、ま
た、同組合及び環境省は、2019年8月に実施協定書を締結し、施設の整備及び管理に関する役割分担
を確認しました。加えて、福島県、大熊町、同組合及び環境省は、2021年2月に安全協定を締結し、
環境省は同組合の協力を得て安全確保のため万全の措置を講ずること、福島県及び大熊町はその状況を
確認していくこととしました。現在、搬入開始に向けて準備工事等を進めています。

また、帰還される住民の方々の安心・安全を確保するため、2013年度から帰還困難区域等において、
イノシシ等の生息状況調査及び捕獲を実施しています。2021年度は、5町村（福島県富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、葛尾村）でイノシシ1,429頭、アライグマ（290頭）、ハクビシン（68頭）の総数
358頭が捕獲されました。

（5）復興の新たなステージに向けた未来志向の取組
地域のニーズに応え、環境再生の取組のみならず、脱炭素、資源循環、自然共生といった環境の視点

から地域の強みを創造・再発見する「福島再生・未来志向プロジェクト」を推進しています。本プロ
ジェクトでは、福島県と連携しながら、脱炭素・風評対策・風化対策の三つの視点から施策を進めてい
ます。

2021年度は、「脱炭素×復興まちづくり」推進事業として新たに福島県の自立・分散型エネルギー
システム導入に関する支援を始めました。また、風評対策として、福島において未来に向けてチャレン
ジする姿を発信する「FUKUSHIMA NEXT」を実施したほか、第26回気候変動枠組条約締約国会議

（COP26）において、福島の復興と脱炭素地域を目指す取組を世界に発信しました。さらに、風化対
策として福島の未来を若い方々と一緒に考える「いっしょに考える『福島、その先の環境へ。』チャレ
ンジ・アワード」という表彰制度を実施しました。

	 第6節	 万全な災害廃棄物処理体制の構築

2021年は、福島での地震や7月、8月の豪雨等の災害により、全国各地で被害が多く発生しました。
災害によって生じた災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理のため、被害の程度に応じて、被災自治体
に対して、環境省職員や災害廃棄物処理支援員制度に登録の支援員、災害廃棄物処理支援ネットワーク

（以下「D.Waste-Net」という。）の専門家の派遣、地方環境事務所によるきめ細かい技術的支援、災
害廃棄物処理や施設復旧のための財政支援、損壊家屋の解体の体制構築等の実施により、着実な処理を
推進しています。
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θ	1	 地方公共団体レベルでの災害廃棄物対策の加速化

近年の広範囲で甚大な被害を生じた災害対応における経験・教訓により、特に災害時初動対応に係る
事前の備えや、大規模災害時においても適正かつ円滑・迅速に処理を行うための体制確保を一層推進す
る必要性が改めて認識されました。環境省では、災害廃棄物対策推進検討会を開催し、近年の災害廃棄
物処理実績の蓄積・検証を実施しました。さらに、地方公共団体における災害廃棄物処理計画の策定や
災害廃棄物対策の実効性の向上等を支援するため、地方公共団体向けのモデル事業を実施しました。

θ	2	 地域レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築

県域を越え地域ブロック全体で相互に連携して取り組むべき課題の解決を図るため、地方環境事務所
が中心となって都道府県、市区町村、環境省以外の国の地方支分部局、民間事業者、専門家等で構成さ
れる地域ブロック協議会を全国8か所で開催し、災害廃棄物対策行動計画に基づく地域ブロックごとの
広域連携を促進するため、共同訓練等を実施しました。

θ	3	 全国レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築

全国規模で災害廃棄物対応力を向上させるため、D.Waste-Netの体制強化や、南海トラフ地震にお
ける災害廃棄物処理シナリオ、地域ブロックをまたぐ連携方策等について検討しました。また、一般廃
棄物処理の初動対応手順及び事前検討事項を取りまとめた「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応
の手引き」を2021年3月に改訂しました。さらに、災害廃棄物処理を経験し、知見を有する地方公共
団体の人材を「災害廃棄物処理支援員」として登録し、被災地方公共団体の災害廃棄物処理に関するマ
ネジメントの支援等を行う「災害廃棄物処理支援員制度」について、2020年から登録を開始していま
す。2022年3月時点で258人が支援員に登録されています。運用初年度となった2021年7月、8月の
豪雨災害では、熱海市、北広島町へ派遣し、現地での支援を行っています。

港湾においては、大規模災害時に発生する膨大な災害廃棄物の受入施設を把握し、広域処理にあたっ
て必要となる港湾機能や実施体制の検討を行いました。

	 第7節	 適正な国際資源循環体制の構築と	
循環産業の海外展開の推進

θ	1	 適正な国際資源循環体制の構築

地球規模での循環型社会形成と、我が国の循環産業の海外展開を通じた活性化を図るためには、国、
地方公共団体、民間レベル、市民レベル等の多様な主体同士での連携に基づく重層的なネットワークを
形成する必要があります。アジア太平洋諸国における循環型社会の形成に向けては、3R・循環経済に
関するハイレベルの政策対話の促進、3R・循環経済推進に役立つ制度や技術の情報共有等を目的とし
て、2020年11月から12月に「アジア太平洋3R・循環経済推進フォーラム」第10回会合をウェビ
ナー形式で開催しました。本会合では、アジア太平洋地域におけるプラスチック廃棄物問題の概要をま
とめた「プラスチック廃棄物レポート」が採択されました。また、アフリカにおける廃棄物管理に関す
る知見共有とSDGs達成促進等を目的として、2017年4月に独立行政法人国際協力プロジェクトの一
つとして、モザンビーク国マプト市のウレネ埋立処分場での福岡方式を活用した安全性向上支援事業が
実施され、2020年10月に竣工式が実施されました。アジア各国に適合した廃棄物・リサイクル制度
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や有害廃棄物等の環境上適正な管理（ESM）の定着のため、国際協力機構（JICA）では、アジア太平
洋諸国のうち、ベトナム、インドネシア、マレーシア、スリランカ、大洋州について、技術協力等によ
り廃棄物管理や循環型社会の形成を支援しました。また、政府開発援助（ODA）対象国からの研修員
受入れをオンラインで実施しました。

国際的な活動に積極的に参画し、貢献することも重要です。2021年3月には、世界経済フォーラム
（WEF）と共催で「循環経済ラウンドテーブル会合」を開催し、日本企業の循環経済に関する技術や取
組を世界に発信しました。

外務省及び環境省は、我が国に誘致したUNEP国際環境技術センター（UNEP／IETC）の運営経費
を拠出しています。UNEP／IETCは、2016年の国連環境総会決議（UNEA2/7）で廃棄物管理の世
界的な拠点として位置付けられ、主に廃棄物管理を対象に、開発途上国等に対し、研修及びコンサル
ティング業務の提供、調査、関連情報の蓄積及び普及等を実施しています。

バーゼル条約に関する国際的な取組について、我が国は、プラスチック廃棄物の環境上適正な管理に
関する技術ガイドライン、有害廃棄物の陸上焼却に関するガイドライン、水銀に関する水俣条約におい
て考慮することとされている水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する技術ガイドラインについて策定作
業を主導しています。

2019年のバーゼル条約第14回締約国会議（COP14）においては、バーゼル条約の規制対象物にプ
ラスチックの廃棄物を加える附属書改正が決議されました。2021年1月1日に改正附属書が発効し、
規制対象となるプラスチックを輸出する際に相手国の事前同意が必要となりましたが、それに先立ち、
規制対象となるプラスチックの範囲を明確化するため、2020年10月に、プラスチックの輸出に係る
バーゼル法該非判断基準を公表しました。

また、バーゼル条約の円滑な運用のための国際的な連携強化を図るため、我が国主催の有害廃棄物の
不法輸出入防止に関するアジアネットワークワークショップをオンラインで開催し、アジア太平洋地域
の12の国と地域及び関係国際機関が参加しました。

国、国際機関、NGO、民間企業等が連携して自主的に水銀対策を進める「世界水銀パートナーシッ
プ」において廃棄物管理分野の運営を担当し、技術情報やプロジェクト成果の共有を進めました。ま
た、同分野内のパートナーを集い、水銀廃棄物の処理技術や各国の課題等に関する情報交換等を行い、
水銀廃棄物対策技術の普及促進に取り組みました。

我が国は、2019年3月に2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約（以
下「シップ・リサイクル条約」という。）への加入書を国際海事機関（IMO）に寄託し、締約国となり
ました。我が国は、このシップ・リサイクル条約の策定をリードしてきた国として、条約の早期発効に
向けて、各国に対する働きかけを行っています。具体的には、表敬訪問や会談等の機会を捉えた主要解
撤国に対する早期条約締結の呼びかけや、ODAを通じたシップ・リサイクル施設改善の支援を行って
おり、その結果、2019年11月にはインドの条約締結に至りました。引き続き、主要解撤国の一つで
あるバングラデシュの条約締結に向けた課題の調査を行うなど、条約の早期発効に向けた取組を推進し
ています。

そのほか、港湾における循環資源の取扱いにおいては、循環資源の積替・保管施設等が活用されまし
た。

近年、世界各国において自然災害が頻発化・激甚化しています。災害大国である我が国が蓄積してき
た災害対応のノウハウや経験の供与は、アジア太平洋地域のような災害が頻発する地域においても有効
です。そこで、環境省では、我が国の過去の災害による経験、知見を活かした国際支援の一環として、
2018年に大地震が発生したインドネシア共和国に対して、災害廃棄物対策に関する政策策定への支援
をオンラインにより実施しました。さらに、環境省ではこうした国際的な支援の一環として、2018年
に策定されたアジア太平洋地域向けの災害廃棄物管理ガイドラインの改訂を行い、2022年3月にオン
ラインで開催された第8回廃棄物資源循環に関する国際会議（3RINCs）の災害廃棄物セッションと連
携し、アジア太平洋地域における災害廃棄物対策の強化に向けた周知活動を実施しました。
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θ	2	 循環産業の海外展開の推進

我が国の廃棄物分野の経験や技術を活かした、廃棄物発電ガイドラインの策定などアジア各国の廃棄
物関連制度整備と、我が国循環産業の海外展開を戦略的にパッケージとして推進しています。我が国循
環産業の戦略的国際展開・育成事業等では、海外展開を行う事業者の支援を2021年度に8件実施しま
した。2011年度から2020年度までの支援の結果、2022年3月時点で、事業化を開始し、既に収入を
得ている件数が6件、事業化の目処が立っており、最終的な準備を進めている件数が1件、事業化に向
けて、特別目的会社（SPC）・合弁企業設立準備、覚書（MOU）締結準備、入札プロセス開始等をし
ている件数が6件、事業化に向けて、引き続き調査をしている件数が16件となっています。また、我
が国企業によるアジア等でのリサイクルビジネス展開支援については、2018年度から継続して実施し
ている国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による技術実証と併せて、
相手国政府との政策対話を実施し、我が国企業の海外展開促進と相手国における適切な資源循環システ
ム構築のためのリサイクルシステム・制度構築を支援しています。

各国別でも様々な取組を行っています。インドネシア、カタール、サウジアラビア、タイ、フィリピ
ン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モザンビーク、ロシア等に対し、政策対話や合同ワーク
ショップの開催、研修等を通じて、制度設計支援や、人材育成を行いました。

アジア地域等の途上国における公衆衛生の向上、水環境の保全に向けては、浄化槽等の我が国発の優
れた分散型生活排水処理システムの国際展開を実施しています。2021年度は、第9回アジアにおける
分散型汚水処理に関するワークショップを2021年11月にオンラインで開催し、分散型汚水処理シス
テムの適正な普及に関する法制度・規制等の課題の解決や、維持管理のうち特に汚泥の処理・処分の解
決に向けて議論を行い、各国分散型汚水処理関係者への情報発信とネットワーク構築や連携強化を図り
ました。また、SDGs目標6.3の達成に貢献し、浄化槽関連企業の海外展開の後押しを目的とした、汚
水処理技術に関するセミナーをオンラインにて2か国で開催しました。

	 第8節	 循環分野における基盤整備

θ	1	 循環分野における情報の整備

循環型社会の構築には、企業活動や国民のライフスタイルにおいて3Rの取組が浸透し、恒常的な活
動や行動として定着していく必要があります。そのため、国や地方公共団体、民間企業等が密接に連携
し、社会や国民に向けて3Rの意識醸成、行動喚起を促す継続的な情報発信等の活動が不可欠です（表
3-8-1、表3-8-2）。
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	 表3-8-1	 3R全般に関する意識の変化

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

ごみ問題への関心

ごみ問題に（非常に・ある程度）関心がある 66.3% 67.2% 63.3% 69.0% 64.1% 74.3%

3Rの認知度
3Rという言葉を（優先順位まで・言葉の意味まで）知っている 36.7% 36.7% 34.4% 38.1% 36.9% 37.7%

廃棄物の減量化や循環利用に対する意識
ごみを少なくする配慮やリサイクルを（いつも・多少）心掛けて
いる 56.9% 57.6% 56.6% 66.0% 63.6% 71.3%

ごみの問題は深刻だと思いながらも、多くのものを買い、多くの
ものを捨てている 14.4% 12.8% 13.0% 11.7% 18.3% 7.7%

グリーン購入に対する意識
環境に優しい製品の購入を（いつも・できるだけ・たまに）心掛
けている 76.8% 76.6% 75.0% 77.5% 72.8% 74.7%

環境に優しい製品の購入を全く心掛けていない 16.4% 17.2% 18.8% 16.4% 19.9% 22.3%
資料：環境省

	 表3-8-2	 3Rに関する主要な具体的行動例の変化

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

発生抑制（リデュース）
レジ袋をもらわないようにしたり（買い物袋を持参する）、簡易包装を
店に求めている 65.9% 61.4% 62.2% 64.5% 72.7% 83.3%

詰め替え製品をよく使う 65.9% 67.7% 66.8% 67.0% 66.0% 79.1%
使い捨て製品を買わない 19.9% 18.8% 17.5% 16.4% 15.8% 15.7%
無駄な製品をできるだけ買わないよう、レンタル・リースの製品を使う
ようにしている 13.5% 10.9% 10.9% 13.8% 11.1% 9.6%

簡易包装に取り組んでいたり、使い捨て食器類（割り箸等）を使用して
いない店を選ぶ 10.3% 9.6% 8.1% 9.5% 7.8% 7.4%

買い過ぎ、作り過ぎをせず、生ごみを少なくするなどの料理法（エコ
クッキング）の実践や消費期限切れ等の食品を出さないなど、食品を捨
てないようにしている

31.6% 31.8% 30.2% 32.3% 31.6% 44.8%

マイ箸を携帯している 6.1% 5.7% 6.8% ― ― ―
マイ箸、マイボトルなどの繰り返し利用可能な食器類を携行している ― ― ― 22.6% 22.3% 25.0%
ペットボトル等の使い捨て型飲料容器や、使い捨て食器類を使わないよ
うにしている 15.9% 13.7% 16.3% 14.6% 14.2% 16.5%

再使用（リユース）
不用品を捨てるのではなく、中古品を扱う店やバザーやフリーマーケッ
トなどを活用して手放している ― ― ― 20.0% 20.2% 24.8%

不用品を、インターネットオークション、フリマアプリなどインター
ネットを介して売っている ― ― ― 16.3% 17.9% 18.0%

不用品を、中古品を扱う店やバザーやフリーマーケット、インターネッ
トオークション等を利用して売っている 20.2% 21.4% 23.9% ― ― ―

ビールや牛乳の瓶など再使用可能な容器を使った製品を買う 11.1% 8.1% 10.8% 9.2% 9.1% 8.2%

再生利用（リサイクル）
家庭で出たごみはきちんと種類ごとに分別して、定められた場所に出し
ている 80.2% 81.2% 79.7% 81.3% 79.2% 88.7%

リサイクルしやすいように、資源ごみとして回収される瓶等は洗ってい
る 63.9% 62,2% 60.3% 64.8% 62.4% 76.1%

トレイや牛乳パック等の店頭回収に協力している 39.5% 41.6% 39.5% 37.1% 37.9% 43.4%
携帯電話等の小型電子機器の店頭回収に協力している 18.9% 18.6% 22.4% 18.9% 20.9% 23.2%
再生原料で作られたリサイクル製品を積極的に購入している 11.1% 10.3% 10.5% 9.7% 10.2% 13.8%

資料：環境省（2016年度～2021年度）
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「第四次循環基本計画」で循環型社会形成に向けた状況把握のための指標として設定された、物質フ
ロー指標及び取組指標について、2019年度のデータを取りまとめました。また、各指標の増減要因に
ついても検討を行いました。

国民に向けた直接的なアプローチとしては、
「限りある資源を未来につなぐ。今、僕らにでき
ること。」をキーメッセージとしたウェブサイト

「Re-Style」を年間を通じて運用しています（図
3-8-1）。同サイトでは、循環型社会のライフス
タイルを「Re-Style」として提唱し、コアター
ゲットである若年層を中心に、資源の重要性や
3Rの取組を多くの方々に知ってもらい、行動へ
結び付けるため、ラジオや動画等と連携した新た
なコンテンツを発信しました。また、「3R推進月
間」（毎年10月）を中心に、多数の企業等と連携した3Rの認知向上・行動喚起を促進する消費者キャ
ンペーン「選ぼう！3Rキャンペーン」を全国のスーパーやドラッグストア等で展開しました。また、

「Re-Styleパートナー企業」との連携体制について、同サイトを通じて、相互に連携しながら恒常的に
3R等の情報発信・行動喚起を促進しました。

3R政策に関するウェブサイトにおいて、3Rに関する法制度やその動向をまとめた冊子「資源循環ハ
ンドブック2021」を掲載したほか、取組事例や関係法令の紹介、各種調査報告書の提供を行うととも
に、普及啓発用DVDの貸出等を実施しました。

国土交通省、地方公共団体、関係業界団体により構成される建設副産物リサイクル広報推進会議は、
建設リサイクルの推進に有用な技術情報等の周知・伝達、技術開発の促進、一般社会に向けた建設リサ
イクル活動のPRや2020年9月に策定・公表された「建設リサイクル推進計画2020～質を重視するリ
サイクルへ～」等の周知等を目的として、2021年度は「2021建設リサイクル技術発表会・技術展示
会」を開催しました。

θ	2	 循環分野における技術開発、最新技術の活用と対応

3Rの取組が温室効果ガスの排出削減につながる例としては、金属資源等を積極的にリサイクルした
場合を挙げることができます。例えば、アルミ缶を製造するに当たっては、バージン原料を用いた場合
に比べ、リサイクル原料を使った方が製造に要するエネルギーを大幅に節約できることが分かっていま
す。同様に、鉄くずや銅くず、アルミニウムくず等をリサイクルすることによっても、バージン材料を
使った場合に比べて温室効果ガスの排出削減が図られるという結果が、環境省の調査によって示されま
した。これらのことから、リサイクル原料の使用に加え、リデュースやリユースといった、3Rの取組
を進めることによって、原材料等の使用が抑制され、結果として温室効果ガスの更なる排出削減に貢献
することが期待できます。ただし、こうしたマテリアルリサイクルやリデュース・リユースによる温室
効果ガス排出削減効果については、引き続き調査が必要であるともされており、これらの取組を一層進
める一方で、継続的に調査を実施し、資源循環と社会の脱炭素化における取組について、より高度な統
合を図っていくことが必要です。

リチウムイオン電池や太陽光パネル等の非鉄金属・レアメタル含有製品のリユース・リサイクル技術
の実証を行う「脱炭素型金属リサイクルシステムの早期社会実装化に向けた実証事業」、再生可能エネ
ルギー関連製品等の高度なリサイクルを行いながらリサイクルプロセスの省CO2化を図る設備の導入
支援を行う「脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業」を2021年度に実施しました。
そして、バイオマスプラスチック・生分解性プラスチック等の代替素材への転換・社会実装を支援する

「脱炭素社会を支えるプラスチック資源循環システム構築実証事業」、廃プラスチックの高度なリサイク

	 図3-8-1	 Re-Styleのロゴマーク

資料：環境省
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ルを促進する技術基盤構築及び海洋生分解性プラスチックの導入・普及を促進する技術基盤構築を行う
「プラスチック有効利用高度化事業」を実施しました。

廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業、廃棄物処理施設を核とした地
域循環共生圏構築促進事業については、第3節を参照。

農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりに向けた取組について推進すると同
時に、「森林・林業基本計画」等に基づき、森林の適切な整備・保全や木材利用の推進に取り組みまし
た。

海洋環境等については、その負荷を低減させるため、循環型社会を支えるための水産廃棄物等処理施
設の整備を推進しました。

港湾整備により発生した浚
しゅん

渫
せつ

土砂等を有効活用し、深掘り跡の埋戻し等を実施し、水質改善や生物多
様性の確保など、良好な海域環境の保全・再生・創出を推進しています。

下水汚泥資源化施設の整備の支援等については、第4節2を参照。
これまでに22の港湾を静脈物流の拠点となる「リサイクルポート」に指定し、広域的なリサイクル

関連施設の臨海部への立地の推進等を行いました。さらに、首都圏の建設発生土を全国の港湾の用地造
成等に用いる港湾建設資源の広域利用促進システムを推進しており、広島港において建設発生土の受入
れを実施しました。

θ	3	 循環分野における人材育成、普及啓発等

我が国は、関係府省（財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環
境省、消費者庁）の連携の下、国民に対し3R推進に対する理解と協力を求めるため、毎年10月を「3R
推進月間」と定めており、広く国民に向けて普及啓発活動を実施しました。

3R推進月間には、様々な表彰を行っています。3Rの推進に貢献している個人、グループ、学校及び
特に貢献の認められる事業所等を表彰する「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」（主
催：リデュース・リユース・リサイクル推進協議会）の開催を引き続き後援し、内閣総理大臣賞の授与
を支援しました。経済産業省は、環境機器の製造・開発による3Rの取組として1件の経済産業大臣賞
を贈りました。国土交通省は、建設工事で顕著な実績を挙げている3Rの取組に対して、内閣総理大臣
賞1件、国土交通大臣賞3件を贈りました。環境省は資源循環分野における3Rの取組として1件の環
境大臣賞を贈りました。そのほか、製薬企業の事業所等に対しても、1992年度以降、内閣総理大臣賞
1件、厚生労働大臣賞19件、3R推進協議会会長賞22件を贈っており、製薬業界においても確実に3R
の取組が定着しています。

循環型社会の形成の推進に資することを目的として、2006年度から循環型社会形成推進功労者表彰
を実施しています。2021年度の受賞者数は、2団体、5企業の計7件を表彰しました。さらに、新たな
資源循環ビジネスの創出を支援している「資源循環技術・システム表彰」（主催：一般社団法人産業環
境管理協会、後援：経済産業省）においては、経済産業大臣賞2件を表彰しました。これらに加えて、
農林水産省は「食品産業もったいない大賞」において、農林水産大臣賞等6件を表彰し、農林水産業・
食品関連産業における3R活動、地球温暖化・省エネルギー対策等の意識啓発に取り組みました。

各種表彰以外にも、2006年から毎年3R推進月間中に実施している3R推進全国大会において、3R
推進ポスター展示、3Rの事例紹介を兼ねた企業見学会や関係機関の実施する3R関連情報等のPRを行
いました。さらに同期間内には、「選ぼう！3Rキャンペーン」も実施し、都道府県や流通事業者・小
売事業者の協力を得て、環境に配慮した商品の購入、マイバッグ持参など、3R行動の実践を呼び掛け
ました。

2021年10月に行われた3R促進ポスターコンクールには、全国の小・中学生から6,621点の応募が
あり、環境教育活動の促進にも貢献しました。

個別分野の取組として、容器包装リサイクルに関しては、容器包装廃棄物排出抑制推進員（3R推進
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マイスター）の活動を支援しました。
優良事業者が社会的に評価され、不法投棄や不適正処理を行う事業者が淘

とう
汰される環境をつくるため

に、優良処理業者に優遇措置を講じる優良産廃処理業者認定制度を2011年4月から運用を開始してい
ます。優良認定業者数については、制度開始以降増加しており、2021年8月末時点で1,363者となっ
ています。これまで、産業廃棄物の排出事業者と優良産廃処理業者の事業者間の連携・協働に向けた機
会を創設するとともに、優良産廃処理業者の情報発信サイト「優良さんぱいナビ」の利便性向上のため
のシステム改良を引き続き実施してきました。また、2020年2月に廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）の一部改正を公布、同年10月に完全施行し、産業廃棄物処
理業界の更なる優良化を促進する環境の整備を行いました。2013年度に国等における温室効果ガス等
の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）（平成19年法律第56号）に類型
追加された「産業廃棄物の処理に係る契約」では、優良産廃処理業者が産廃処理委託契約で有利になる
仕組みとなっており、2020年10月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の完全施行を踏ま
え、裾切り方式の評価基準の変更を行いました。

環境省が策定している環境マネジメントシステム「エコアクション21」のガイドラインを通して、
環境マネジメントシステム導入を促進しました。また、「環境報告ガイドライン2018年版」やバリュー
チェーンマネジメントの取組促進のために2020年8月に公表した「バリューチェーンにおける環境
デュー・ディリジェンス入門～OECDガイダンスを参考に～」を題材に、環境デュー・ディリジェン
スや情報開示の普及促進を図りました。

税制上の特例措置により、廃棄物処理施設の整備及び維持管理を推進しました。廃棄物処理業者によ
る、特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金又は必要経費算入の特例、廃棄物処理施
設に係る課税標準の特例及び廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例といった税制措置
の活用促進を行いました。

海洋プラスチックごみの削減に向け、プラスチックとの賢い付き合い方を全国的に推進する「プラス
チック・スマート」において、企業、地方公共団体、NGO等の幅広い主体から、不必要なワンウェイ
のプラスチックの排出抑制や代替品の開発・利用、分別回収の徹底など、海洋プラスチックごみの発生
抑制に向けた取組を募集、登録数は2,400件を超えました。これら取組を特設サイトや様々な機会にお
いて積極的に発信しました。
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	 第1節	 健全な水循環の維持・回復

θ	1	 流域における取組

（1）流域マネジメントの推進等
「水循環基本計画」（2020年6月閣議決定）に基づき「流域マネジメント」の更なる展開を図るため、

2021年度は、流域マネジメントの取組の鍵となる「普及啓発・広報」及び「地下水」をテーマに取組
事例を紹介した「流域マネジメントの事例集」を取りまとめて公表し、全国に展開しました。また、流
域マネジメントに取り組む、又は取り組む予定の地方公共団体等を対象に、知識や経験を有するアドバ
イザーの現地派遣やオンライン会議を通じて、勉強会の開催や流域水循環計画の策定・実施に必要とな
る技術的な助言・提言を行う「水循環アドバイザー制度」を活用して、支援を実施しました。さらに、
流域マネジメントを国民的な活動とするため、「水循環×気候変動」をテーマに、水循環シンポジウム
を開催しました。

（2）環境保全上健全な水循環の確保
水循環基本法（平成26年法律第16号）の施行を受け、広く国民に向けた情報発信等を目的とした官

民連携プロジェクト「ウォータープロジェクト」の取組として、水循環の維持又は回復に関する取組と
情報発信を促進しました。

流域別下水道整備総合計画等の水質保全に資する計画の策定の推進に加え、下水道法施行令（昭和
34年政令第147号）等の規定や、下水処理水の再利用の際の水質基準等マニュアルに基づき、適切な
下水処理水等の有効利用を進めるとともに、雨水の貯留浸透や再利用を推進しました。また、汚濁の著
しい河川等における水質浄化等を推進しました。

θ	2	 森林、農村等における取組

第2章第3節を参照。

θ	3	 水環境に親しむ基盤づくり

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれにつながるまちを活性化するため、地域の景観、歴
史、文化及び観光基盤等の資源や地域の創意に富んだ知恵を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民
と河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す「かわまちづくり」
を推進しました。

約650の市民団体等により全国の約5,500地点で実施された「第18回身近な水環境の全国一斉調査」
の支援等、住民との協働による河川水質調査を新型コロナウイルス感染症感染予防対策を行った上で実
施しました。

第4章 水環境、 土壌環境、 地盤環境、 
海洋環境、 大気環境の保全に関する取組
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	 第2節	 水環境の保全

θ	1	 環境基準の設定、排水管理の実施等

（1）環境基準の設定等
水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエ

チレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬等、公共用水域において27項目、地下水において28
項目が設定されています。このうち六価クロムについては、食品安全委員会において六価クロムの耐容
一日摂取量が評価されたこと等を踏まえ、環境基準値を0.05mg/Lから0.02mg/Lに強化することとし
ました（2022年4月施行）。また、要監視項目（公共用水域27項目、地下水25項目）など、環境基準
以外の項目については、水質測定や知見の集積を行いました。

生活環境項目については、生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、全窒素、全
りん、全亜鉛等の基準が定められており、利水目的等から水域ごとに環境基準の類型指定を行っていま
す。このうち大腸菌群数については、より的確にふん便汚染を捉えるため、大腸菌数に見直すこととし
ました（2022年4月施行）。また、2016年3月に生活環境項目に追加された底層溶存酸素量について
は、国が類型指定を行うこととされている水域のうち、東京湾及び琵琶湖について水域類型の指定を行
いました（2021年12月施行）。

（2）水環境の効率的・効果的な監視等の推進
水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）に基づき、国及び地方公共団体は環境基準に設定されて

いる項目について、公共用水域及び地下水の水質の常時監視を行っています。また、要監視項目につい
ても、都道府県等の地域の実情に応じ、公共用水域等において水質測定が行われています。

水質汚濁防止法が2013年に改正されたことを受けて、我が国は2014年度から全国の公共用水域及
び地下水、それぞれ110地点において、放射性物質の常時監視を実施しています。モニタリング結果
は、専門家による評価を経て公表しました。

2020年度の全国47都道府県の公共用水域、地下水の各110地点における放射性物質のモニタリン
グの結果では、水質及び底質における全β放射能及び検出されたγ線放出核種は、過去の測定値の傾向
の範囲内でした。

また、2011年から福島県及び周辺地域の水環境における放射性物質のモニタリングを継続的に実施
しています。公共用水域のうち河川、沿岸域の水質からは近年放射性セシウムは検出されておらず、湖
沼の水質については2020年度は163地点のうち2地点のみの検出となっています。地下水中の放射性
セシウムについては、2011年度に福島県において検出されたのみで、2012年度以降検出されていま
せん。

A
ア ル プ ス

LPS処理水に係る海域モニタリングについては第1部第4章第4節を参照。

（3）公共用水域の水質汚濁
ア　健康項目

水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）については、2020
年度の公共用水域における環境基準達成率が99.1％（2019年度は99.2％）となりました。

イ　生活環境項目
生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）のうち、有機汚濁の代表的な水質指標である

BOD又はCODの環境基準の達成率は、2020年度は88.8％（2019年度89.2％）となっています。水
域別では、河川93.5％（同94.1％）、湖沼49.7％（同50.0％）、海域80.7％（同80.5％）となり、湖
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沼では依然として達成率が低くなっています（図4-2-1）。
閉鎖性海域の海域別のCODの環境基準達成率は、2020年度は、東京湾は63.2％、伊勢湾は

62.5％、大阪湾は66.7％、大阪湾を除く瀬戸内海は77.0％となっています（図4-2-2）。
全窒素及び全りんの環境基準の達成率は、2020年度は湖沼52.8％（同49.2％）、海域88.1％（同

91.4％）となり、湖沼では依然として低い水準で推移しています。閉鎖性海域の海域別の全窒素及び
全りんの環境基準達成率は、2020年度は東京湾は100％（6水域中6水域）、伊勢湾は85.7％（7水域
中6水域）、大阪湾は100％（3水域中3水域）、大阪湾を除く瀬戸内海は91.4％（58水域中53水域）
となっています。

2020年の赤潮の発生状況は、東京湾27件、伊勢湾23件、瀬戸内海58件、有明海41件となってい
ます。また、これらの海域では貧酸素水塊や青潮の発生も見られました。

（4）地下水質の汚濁
2020年度の地下水質の概況調査の結果では、調査対象井戸（3,103本）の5.9％（184本）において

環境基準を超過する項目が見られました。調査項目別に見ると、過剰施肥、不適正な家畜排せつ物管理
及び生活排水処理等が原因と見られる硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準超過率が3.3％と最も高

	 図4-2-1	 公共用水域の環境基準（BOD又はCOD）達成率の推移
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資料：環境省「令和2年度公共用水域水質測定結果」
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	 図4-2-2	 広域的な閉鎖性海域の環境基準（COD）達成率の推移

資料：環境省「令和2年度公共用水域水質測定結果」
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くなっています。さらに、汚染源が主に事業場であるトリクロロエチレン等の揮発性有機化合物
（VOC）についても、依然として新たな汚染が発見されています。また、汚染井戸の監視等を行う継
続監視調査の結果では、4,143本の調査井戸のうち1,782本において環境基準を超過していました（図
4-2-3、図4-2-4、図4-2-5）。

	 図4-2-3	 2020年度地下水質測定結果
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六価クロム

砒素

総水銀

アルキル水銀

PCB

ジクロロメタン

四塩化炭素

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は
塩化ビニルモノマー）

1，2-ジクロロエタン

1，1-ジクロロエチレン

1，2-ジクロロエチレン

1，1，1-トリクロロエタン

1，1，2-トリクロロエタン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

1，3-ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素

ほう素

1，4-ジオキサン

全体（井戸実数）

資料：環境省「令和2年度地下水質測定結果」
青字：環境基準超過率

項目
（環境基準） 継続監視調査数（うち、超過数）

概況調査数（うち、超過数）「超過率（％）」

※棒グラフの赤色部分は環境基準の超過数を示す
赤字：環境基準
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（5）排水規制の実施
公共用水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法により特定事業場から公共用水域に排出される水

については、全国一律の排水基準が設定されていますが、環境基準の達成のため、都道府県条例におい
てより厳しい上乗せ基準の設定が可能であり、全ての都道府県において上乗せ排水基準が設定されてい
ます。

一般排水基準を直ちに達成することが困難であるとの理由により、暫定排水基準が適用されている項
目・業種について見直しの検討を行い、カドミウムについては2021年12月1日以降、亜鉛について
は一部業種を除き2021年12月11日以降に、一般排水基準に移行することを決定しました。

θ	2	 湖沼

湖沼については、富栄養化対策として、水質汚濁防止法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実
施しており、水質汚濁防止法の規制のみでは水質保全が十分でない湖沼については、湖沼水質保全特別
措置法（昭和59年法律第61号）に基づき、環境基準の確保の緊要な湖沼を指定するとともに、「湖沼
水質保全計画」を策定し（図4-2-6）、下水道整備、河川浄化等の水質の保全に資する事業、各種汚濁
源に対する規制等の措置等を推進しています。また、湖辺域の植生や水生生物の保全など湖沼の水環境
の適正化に向けた取組を行いました。

琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図ることなどを目的とする琵琶湖の保全及び再生

	 図4-2-4	 地下水の水質汚濁に係る環境基準の超過率（概況調査）の推移
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2：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素は、1999年に環境基準に追加された。
3：このグラフは環境基準超過本数が比較的多かった項目のみ対象としている。

資料：環境省「令和2年度地下水質測定結果」
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（調査年度）

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2015 2017 20192013

	 図4-2-5	 地下水の水質汚濁に係る環境基準の超過本数（継続監視調査）の推移

注1：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素は、1999年に環境基準に追加された。
　2：このグラフは環境基準超過井戸本数が比較的多かった項目のみ対象としている。
資料：環境省「令和2年度地下水質測定結果」
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に関する法律（平成27年法律第75号）に基づき主務大臣が定めた琵琶湖の保全及び再生に関する基本
方針及び滋賀県が策定した「琵琶湖保全再生施策に関する計画」等を踏まえ、関係機関と連携して琵琶
湖保全再生施策の推進に関する各種取組が行われています。

θ	3	 閉鎖性海域

（1）栄養塩類の適正管理
閉鎖性が高く富栄養化のおそれのある海域として、全国で88の閉鎖性海域を対象に、水質汚濁防止

法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しています。
下水道終末処理場からの放流水に含まれる窒素・りんの削減目標量及び削減方法を定めた流域別下水

道整備総合計画に基づき下水道の整備を推進するとともに、必要に応じて、窒素やりんの能動的管理に
関する取組を進めました。

（2）水質総量削減
人口、産業等が集中した広域

的な閉鎖性海域である東京湾、
伊勢湾及び瀬戸内海を対象に、
COD、窒素含有量及びりん含
有量を対象項目として、当該海
域に流入する総量の削減を図る
水質総量削減を実施していま
す。具体的には、一定規模以上
の工場・事業場から排出される
汚濁負荷量について、都府県知
事が定める総量規制基準の遵守
指導による産業排水対策を行う
とともに、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント等の整備
等による生活排水対策、合流式下水道の改善、その他の対策を引き続き推進しました。

これまでの取組の結果、陸域からの汚濁負荷量は着実に減少し、これらの閉鎖性海域の水質は改善傾
向にありますが、COD、全窒素・全りんの環境基準達成率は海域ごとに異なり（図4-2-7）、赤潮や貧
酸素水塊といった問題が依然として発生しています。また、「きれいで豊かな海」を目指す観点から、
干潟・藻場の保全・再生等を通じた生物の多様性及び生産性の確保等の総合的な水環境改善対策の必要
性が指摘されています。

	 図4-2-6	 湖沼水質保全計画策定状況一覧（2021年度現在）

資料：環境省

計 画 時 期 （年度）
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長 野

宮 城
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長 野
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千 葉

湖 沼 名

諏 訪 湖
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貯 水 池
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宍 道 湖

野 尻 湖

八 郎 湖

印 旛 沼
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琵 琶 湖
児 島 湖
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	 図4-2-7	 広域的な閉鎖性海域における環境基準達成率の推移	
（全窒素・全りん）

資料：環境省「令和2年度公共用水域水質測定結果」
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このような状況及び課題等を踏まえ、2022年1月に第9次総量削減基本方針を策定しました。本基
本方針に基づき、関係都府県において総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定が進められていま
す。

（3）瀬戸内海の環境保全
瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）に基づき、瀬戸内海の有する多面的な価値

及び機能が最大限に発揮された「豊かな海」を目指し、湾・灘ごとの水環境の変化状況等の分析、藻
場・干潟分布状況調査、気候変動による影響把握及び適応策の検討、水環境等と水産資源等の関係に係
る調査・検討を進めています。

同法に基づき、瀬戸内海における埋立て等については、海域環境、自然環境及び水産資源保全上の見
地等から特別な配慮を求めています。同法施行以降、2021年11月1日までの間に埋立ての免許又は承
認がなされた公有水面は、4,999件、13,692.9ha（うち2020年11月2日以降の1年間に8件、3.6ha）
になります。

2017年の瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律（平成27年法律第78号）の附則第2
条による栄養塩類の管理の在り方についての検討及び第3条による特定施設の設置の規制の在り方等に
ついては、改正法施行後5年を目途に検討し、結果を踏まえて所要の措置を講ずることとなりました。

これを受け、2017年度から中央環境審議会において、関係省庁、関係府県等の各種調査研究の成果
の収集・整理が行われ、2020年3月に、中央環境審議会答申が取りまとめられました。

この答申に記載された方策の実施に向けて、法令の改正に係る事項について、見直しの方向性を示す
ことを目的として、2021年1月に中央環境審議会意見具申が取りまとめられ、それを踏まえて同法改
正にかかる検討を進め、同年2月に瀬戸内海環境保全措置法の一部を改正する法律案を国会に提出し、
2021年6月に瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律（令和3年法律第59号）が成立・公
布され、2022年4月に施行されました。この改正により、基本理念への気候変動影響を踏まえること
の追加の他、栄養塩類管理制度の創設、自然海浜保全地区の指定対象拡充、漂流ごみ等の発生抑制等に
関する責務規定が新たに盛り込まれました。

また、この改正を受け、同法に基づく「瀬戸内海環境保全基本計画」を2022年2月に閣議決定し、
変更しました。

（4）有明海及び八代海等の環境の保全及び改善
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（平成14年法律第120号）に基づき設

置された有明海・八代海等総合調査評価委員会が2017年3月に取りまとめた報告を踏まえ、赤潮・貧
酸素水塊の発生や底質環境、魚類等の生態系回復に関する調査等を実施しました。また、関係省庁等が
実施した再生方策の実施状況等を整理し、次期委員会報告に向けて必要な課題等を取りまとめた「中間
取りまとめ」が、2022年3月に有明海・八代海等総合調査評価委員会により行われました。

（5）里海づくりの推進
里海づくりの手引書や全国の里海づくり活動の取組状況等について、ウェブサイト「里海ネット」で

情報発信を行っています。

θ	4	 汚水処理施設の整備

汚水処理施設整備については、現在、2014年1月に国土交通省、農林水産省、環境省の3省で取り
まとめた「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を参考に、都道府県
において、早期に汚水処理施設の整備を概成することを目指し、また中長期的には汚水処理施設の改
築・更新等の運営管理の観点で、汚水処理に係る総合的な整備計画である「都道府県構想」の見直しが
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進められています。2020年度末で汚水処理人口
普及率は92.1％となりましたが、残り約990万
人の未普及人口の解消に向け（図4-2-8）、「都道
府県構想」に基づき、浄化槽、下水道、農業等集
落排水施設、コミュニティ・プラント等の各種汚
水処理施設の整備を推進しています。

浄化槽については、「循環型社会形成推進地域
計画」等に基づく市町村の浄化槽整備事業に対す
る国庫助成により、整備を推進しました。特に、
2019年度より単独処理浄化槽から合併処理浄化
槽への転換に伴う宅内配管工事部分についても浄
化槽整備と併せて助成対象範囲とするとともに、
省エネ型浄化槽の導入と単独処理浄化槽の転換等
を併せて促進する市町村の浄化槽整備事業に対し
ては、助成率を引き上げるなど、浄化槽整備事業
に対する一層の支援を行っています。2020年度
においては、全国約1,700の市町村のうち約
1,200の市町村で浄化槽の整備が進められまし
た。

また今般、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽へ
の転換と浄化槽の管理の向上について、議員立法により浄化槽法の一部を改正する法律（令和元年法律
第40号。以下「改正浄化槽法」という。）が、2019年6月に成立・公布され、2020年4月に施行され
ました。

改正浄化槽法において、緊急性の高い単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換に関する措置、浄化
槽処理促進区域の指定、公共浄化槽の設置に関する手続、浄化槽の使用の休止手続、浄化槽台帳の整備
の義務付け、協議会の設置、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保、環境大臣の責務に関する仕組み
が新たに創設されました。

下水道整備については、「社会資本整備重点計画」に基づき、人口が集中している地区等の整備効果
の高い区域において重点的下水道整備を行うとともに、閉鎖性水域における水質保全のため、既存施設
の一部改造や運転管理の工夫による段階的な高度処理も含め、下水道における高度処理を推進しまし
た。

合流式下水道については、合流式下水道緊急改善事業等を活用し、緊急的・総合的に合流式下水道の
改善を推進しました。

下水道の未普及対策や改築対策として、「下水道クイックプロジェクト」を実施し、従来の技術基準
に捉われず地域の実状に応じた低コスト、早期かつ機動的な整備及び改築が可能な新たな手法の積極的
導入を推進しており、施工が完了した地域では大幅なコスト縮減や工期短縮等の効果を実現しました。

農業集落排水事業については、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する農業集落排水施設の
整備又は改築を実施するとともに、既存施設について、長寿命化や老朽化対策及び維持管理の効率化を
適時・適切に進めるため、地方公共団体による機能診断及び計画策定の取組を支援しました。

水質汚濁防止法では生活排水対策の計画的推進等が規定されており、同法に基づき都道府県知事が重
点地域の指定を行っています。2021年3月末時点で、41都府県、209地域、333市町村が指定されて
おり、生活排水対策推進計画による生活排水対策が推進されました。

	 図4-2-8	 汚水処理人口普及率の推移

注1：2010年度は、岩手県、宮城県、福島県の3県において、東日本大震
災の影響により調査不能な市町村があるため、3県を除いた集計デー
タを用いている。

２：2011年度は、岩手県、福島県の2県において、東日本大震災の影響
により調査不能な市町村があるため、2県を除いた集計データを用いて
いる。

３：2012年度～2014年度は、福島県において、東日本大震災の影響に
より調査不能な市町村があるため、福島県を除いた集計データを用い
ている。

４：2015年度～2020年度は、福島県において、東日本大震災の影響に
より調査不能な市町村があるため、当該市町村を除いた集計データを
用いている。

資料：環境省、農林水産省、国土交通省資料により環境省作成
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θ	5	 地下水

水質汚濁防止法に基づいて、地下水の水質の常時監視、有害物質の地下浸透制限、事故時の措置、汚
染された地下水の浄化等の措置が取られています（図4-2-9）。また、2011年6月に水質汚濁防止法が
改正され、地下水汚染の未然防止を図るための制度が創設されました。改正後の水質汚濁防止法におい
ては、届出義務の対象となる施設の拡大、施設の構造等に関する基準の遵守義務、定期点検の義務等に
関する規定が新たに設けられました。制度の円滑な施行のため、構造等に関する基準及び定期点検につ
いてのマニュアルや、対象施設からの有害物質を含む水の地下浸透の有無を確認できる検知技術につい
ての事例集等を作成・周知し、地下水汚染の未然防止施策を推進しました。

環境基準超過率が最も高い硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策については、過剰施
肥、不適正な家畜排せつ物管理及び生活排水処理等が主な汚染原因であると見られることから、地下水
保全のための硝酸性窒素等地域総合対策の推進のため、「硝酸性窒素等地域総合対策ガイドライン」の
周知を図るとともに、地域における窒素負荷低減の取組の技術的な支援等を行いました。

	 第3節	 アジアにおける水環境保全の推進

θ	1	 アジア水環境パートナーシップ（WEPA）

WEPA参加国の要請に基づく水環境改善プログラムとして、カンボジアにおける汚濁負荷量把握能
力の向上やラオスにおける生活排水対策の促進等についての支援を行いました。

θ	2	 アジア水環境改善モデル事業

我が国企業による海外での事業展開を通じ、アジア等の水環境の改善を図ることを目的に、2011年
度からアジア水環境改善モデル事業を実施しています。2021年度は、過年度に実施可能性調査を実施
した4件（インドネシア1件、マレーシア1件、フィジー1件、ラオス1件）の現地実証試験やビジネ

	 図4-2-9	 水質汚濁防止法における地下水の規制等の概要
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スモデルの検討を実施したほか、新たに公募により選定された民間事業者が、ベトナムにおける「繊維
染色産業における工場の排水リサイクル利用事業」の実施可能性調査を実施しました。

	 第4節	 土壌環境の保全

θ	1	 土壌環境の現状

土壌汚染については、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）に基づき、有害物質使用特定施設の
使用の廃止時、一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事
等が認めるときに土壌汚染状況調査が行われています。また、土壌汚染対策法には基づかないものの、
売却の際や環境管理等の一環として自主的な土壌汚染の調査が行われることもあり、土壌汚染対策法で
はその結果を申請できる制度も存在します。

都道府県等が把握している調査結果では、2020年度に土壌の汚染に係る環境基準（以下「土壌環境
基準」という。）又は土壌汚染対策法の土壌溶出量基準又は土壌含有量基準を超える汚染が判明した事
例は913件となっており、同法や都道府県等の条例に基づき必要な対策が講じられています（図4-4-
1）。なお、事例を有害物質の項目別で見ると、ふっ素、鉛、砒

ひ
素等による汚染が多く見られます。

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和45年法律第139号）に定める特定有害物質（カドミ
ウム、銅及び砒

ひ
素）による農用地の土壌汚染の実態を把握するため、汚染のおそれのある地域を対象に

細密調査が実施されており、2020年度は5地域100.1haにおいて調査が実施されました。これまでに
基準値以上の特定有害物質が検出された、又は検出されるおそれが著しい地域（以下「基準値以上検出
等地域」という。）は、2020年度末時点で累計134地域7,592haとなっており、同法に基づく対策等
が講じられています。

ダイオキシン類については第5章第1節4を参照。

	 図4-4-1	 年度別の土壌汚染判明事例件数

資料：環境省「令和2年度　土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染状況調査・対策事例等に関する調査結果」
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θ	2	 環境基準等の見直し

土壌環境基準については、土壌環境機能のうち、地下水等の摂取に係る健康影響を防止する観点と、
食料を生産する機能を保全する観点から設定されており、既往の知見や関連する諸基準等に即し、現在
29項目について設定されています。

2019年度には、中央環境審議会においてカドミウム及びトリクロロエチレンの環境基準及び土壌溶
出量基準等について審議が行われ、2020年1月に、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に
基づく特定有害物質の見直し等について（第4次答申）」が答申されました。この答申を踏まえたカド
ミウム及びトリクロロエチレンの環境基準及び土壌溶出量基準等の改正に係る省令等について、2021
年4月に施行されました。

θ	3	 市街地等の土壌汚染対策

土壌汚染対策法に基づき、2020年度には、有害物質使用特定施設が廃止された土地の調査497件、
一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認め実施さ
れた調査627件、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査0件、自主調査217件、
汚染土壌処理施設の廃止又は許可が取り消された際の調査1件の合計1,342件行われ、同法施行以降の
調査件数は、2020年度までに10,969件となりました。調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量
基準を超過しており、かつ土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去
等の措置が必要な地域（以下「要措置区域」という。）として、2020年度末までに772件指定されて
います（772件のうち534件は解除）。また、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準を超過したものの、
土壌汚染の摂取経路がなく、汚染の除去等の措置が不要な地域（以下「形質変更時要届出区域」とい
う。）として、2020年度末までに4,458件指定されています（4,458件のうち1,648件は解除）（図
4-4-2）。

要措置区域においては、都道府県知事が汚染除去等計画の作成及び提出を指示することとされてお
り、形質変更時要届出区域においては、土地の形質の変更を行う場合には、都道府県知事への届出が行
われることとされています。また、汚染土壌を搬出する場合には、都道府県等へ届出が行われた上で、
汚染土壌処理施設への搬出を管理票を用いて行うこととされており、これらにより、汚染された土地や
土壌の適切な管理がなされるよう推進しました。

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査を適確に実施するため、調査を実施する機関は環境大臣又は
都道府県知事の指定を受ける必要がありますが、2022年3月末時点で696件がこの指定を受けていま
す。また、指定調査機関には、技術管理者の設置が義務付けられており、その資格取得のための土壌汚

	 図4-4-2	 土壌汚染対策法の施行状況

資料：環境省「令和2年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」
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染調査技術管理者試験を2021年11月に実施しました。そのほか、低コスト・低負荷型の調査・対策
技術の普及を促進するための実証試験等を行いました。

土壌汚染対策法は、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染対策法の一部を改
正する法律（平成29年法律第33号）により改正され、改正土壌汚染対策法が2019年4月に全面施行
されました。改正土壌汚染対策法の着実な施行のため、2021年度は都道府県等に法制度等に関する解
説資料を提供するなど、普及・啓発を行いました。

θ	4	 農用地の土壌汚染対策

農用地の土壌汚染対策は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づいて実施されています。基
準値以上検出等地域の累計面積のうち、対策地域の指定がなされた地域の累計面積は2020年度末時点
で6,609ha、対策事業等（県単独事業、転用を含む）が完了している地域の面積は7,144haであり、
基準値以上検出等地域の面積の94.1％になります。

	 第5節	 地盤環境の保全

地盤沈下は、地下水の過剰な採取により地下水位が低下し、粘性土層が収縮するために生じます。
2020年度に地盤沈下観測のための水準測量が実施された22都道府県28地域の沈下の状況は、図
4-5-1のとおりでした。

2020年度の地盤沈下の経年変化は図4-5-2に示すとおりであり、2020年度までに地盤沈下が認めら
れている地域は39都道府県64地域となっています。かつて著しい地盤沈下を示した東京都区部、大阪
市、名古屋市等では、地下水採取規制等の結果、長期的には地盤沈下は沈静化の傾向をたどっていま
す。しかし、消融雪地下水採取地、水溶性天然ガス溶存地下水採取地など、一部地域では依然として地
盤沈下が発生しています。

長年継続した地盤沈下により、建造物、治水施設、港湾施設、農地等に被害が生じた地域も多く、海
抜ゼロメートル地域等では洪水、高潮、津波等による甚大な災害の危険性のある地域も少なくありませ
ん。

地盤沈下の防止のため、工業用水法（昭和31年法律第146号）及び建築物用地下水の採取の規制に
関する法律（昭和37年法律第100号）に基づく地下水採取規制の適切な運用を図りました。

雨水浸透ますの設置など、地下水涵
かん

養の促進等による健全な水循環の確保に資する事業に対して補助
を実施しました。

濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部の3地域については、地盤沈下防止の施策の円滑な実施
を図るため、協議会において情報交換を行いました。

持続可能な地下水の保全と利用の方策として、「地下水保全」ガイドライン・事例集の周知を図りま
した。また、全国から地盤沈下に関する測量情報を取りまとめた「全国の地盤沈下地域の概況」及び、
地下水位の状況や地下水採取規制に関する条例等の各種情報を整理した「全国地盤環境情報ディレクト
リ」を公表しています。

地下水・地盤環境の保全に留意しつつ地中熱利用の普及を促進するため、「地中熱利用にあたっての
ガイドライン」の改訂に向け新たな情報収集等を行いました。また、地中熱を分かりやすく説明した一
般・子供向けのパンフレットや動画コンテンツを新たに制作し、ホームページで公表しています。
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	 第6節	 海洋環境の保全

θ	1	 海洋ごみ対策

海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）は、生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への

	 図4-5-1	 全国の地盤沈下の状況（2020年度）
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●2020年度に地盤沈下の測定のための水準測量が実施された地域（28地域）
　数値は年間沈下量（cm/年）

●上記以外で、これまでに地盤沈下が観測された地域（36地域）

注：図中の数値は2020年度単年の沈下量であるが、毎年継続して水準測量を実施していない一部の地域は、前回の水準測量実施年度から2020年度までの沈下量を
年度平均して算出した数値としている。

資料：環境省「令和2年度全国の地盤沈下地域の概況」

	 図4-5-2	 代表的地域の地盤沈下の経年変化

注：2020年は、大阪平野（大阪市西淀川区百島）は測量が実施されていない。
資料：環境省「令和2年度全国の地盤沈下地域の概況」
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悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響等、様々な問題を引き起こしています。また、近年、マ
イクロプラスチック（5mm以下の微細なプラスチックごみ）による海洋生態系への影響が懸念されて
おり、世界的な課題となっています。これらの問題に対し、美しく豊かな自然を保護するための海岸に
おける良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平
成21年法律第82号）及び同法に基づく基本方針、海洋プラスチックごみ対策アクションプラン、その
他関係法令等に基づき、以下の海洋ごみ対策を実施しています。

海洋ごみの回収・処理や発生抑制対策の推進のため、海岸漂着物等地域対策推進事業により地方公共
団体への財政支援を行いました。また、通常回収が難しい漂流・海底ごみ対策としては、2020年度に
漁業者等がボランティアで回収した海洋ごみを地方公共団体が処理する場合の費用を、都道府県あたり
最大1,000万円まで定額補助する制度を新設し、漁業者による取組も進めています。また、2021年8
月に発生した海底火山「福徳岡ノ場」の噴火に伴って大量に漂着した軽石の回収・処理についても本事
業による支援を行っています。さらに、洪水、台風等により異常に堆積した海岸漂着ごみや流木等が海
岸保全施設の機能を阻害することとなる場合には、その処理をするため、災害関連緊急大規模漂着流木
等処理対策事業による支援も行っています。

漂流ごみについては、船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸
内海及び有明海・八代海等の閉鎖性海域において、海域に漂流する流木等のごみの回収等を行いまし
た。また、2021年8月の大雨に伴い、有明海・八代海等で大量に漂流木等が発生し、船舶航行等に支
障が及ぶおそれがあったため、海洋環境整備船が漁業者と連携して回収作業を実施しました。さらに海
底火山の噴火に伴って発生した軽石の除去作業を行いました。

また、海洋プラスチックごみの削減に向け、プラスチックとの賢い付き合い方を全国的に推進する
「プラスチック・スマート」において、企業、地方公共団体、NGO等の幅広い主体から、不必要なワ
ンウェイのプラスチックの排出抑制や代替品の開発・利用、分別回収の徹底など、海洋プラスチックご
みの発生抑制に向けた取組を募集、特設サイトや様々な機会において積極的に発信しました。

海洋ごみの量や種類などの実態把握調査については、2019年度までの調査結果を踏まえて、2020
年度に調査方針を見直し、同年度に地方公共団体向けの漂着ごみ組成調査ガイドラインを作成しまし
た。地方公共団体の協力の下、同ガイドラインに基づき漂着ごみの組成や存在量、これらの経年変化の
把握を進めています。

海洋中のプラスチックごみやこれらに添加・吸着する化学物質が生物・生態系に及ぼす評価等につい
ては、まだ十分な科学的な知見が蓄積されていないことから、2020年6月「海洋プラスチックごみに
関する既往研究と今後の重点課題（生物・生態系影響と実態）報告書」を公表し、「生物・生態系影響」
や「実態」に関する調査研究等を進めています。科学的知見の蓄積と並行して発生・流出抑制対策を推
進することも重要であり、2021年度には「マイクロプラスチック削減に向けたグッド・プラクティス
集」を公表し、日本企業が有する発生抑制・流出抑制・回収に資する先進的な技術・取組を、国内外に
発信しています。

マイクロプラスチックのモニタリング手法の国際的な調和に向けては、実証事業や国内外の専門家を
招いた会合を開催して議論を行い、2019年度に「漂流マイクロプラスチックのモニタリング手法調和
ガイドライン」を公表しました。2020年度には途上国等も利用しやすいよう改訂しています。さらに
海洋ごみに関する世界的モニタリングデータ共有システムの整備を国際的に提案し、国内外の専門家の
助言を得ながら、データ共有システム及び世界的なデータ集約のあり方について検討を行っています。

船舶起源の海洋プラスチックごみの削減に向けて、海事関係者を対象とする講習会等を通じ、プラス
チックごみを含む船上廃棄物に関する規制等について指導を実施しました。

θ	2	 海洋汚染の防止等

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」
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という。）では、ロンドン条約1996年議定書を国内担保するため、海洋投入処分及びCO2の海底下廃
棄に係る許可制度を導入し、その適切な運用を図っています。

船舶から排出されるバラスト水を適切に管理し、バラスト水を介した有害水生生物及び病原体の移動
を防止することを目的として、2004年2月に国際海事機関（IMO）において採択された船舶バラスト
水規制管理条約が2017年9月に発効し、同条約を国内担保する改正海洋汚染等防止法が同年同月に施
行されました。同法に基づき、有害水バラスト処理設備の確認等を着実に実施しました。

中国、韓国、ロシアと我が国の4か国による北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）に基づき、当
該海域の状況を把握するため、人工衛星を利用したリモートセンシング技術による海洋環境モニタリン
グ手法に係る研究等の取組等を実施しています。

船舶によりばら積み輸送される有害液体物質等に関し、船舶汚染防止国際条約（MARPOL条約）附
属書Ⅱに基づき、環境大臣は有害性の査定がなされていない液体物質（未査定液体物質）について、海
洋環境保全の見地から査定を行っています。

1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約及び2000年の危険物質及び有
害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書に基づき、「油等汚染事件への準備及
び対応のための国家的な緊急時計画」を策定しており、環境保全の観点から油等汚染事件に的確に対応
するため、緊急措置の手引書の備付けの義務付け並びに沿岸海域環境保全情報の整備、脆

ぜい
弱沿岸海域図

の公表、関係地方公共団体等に対する傷病鳥獣の救護及び事件発生時対応の在り方に対する研修・訓練
を実施しました。

加えて、海洋汚染等防止法等にのっとり、船舶の事故等により発生した浮流油について、原因者のみ
では十分な対応がとられていない又は時間的猶予がない場合等に、被害の局限化を図るため、油回収装
置及び航走拡散等により油の防除を行っています。また、油及び有害液体物質の流出への対処能力強化
を推進するため、資機材の整備、現場職員の訓練及び研修を実施したほか、関係機関との合同訓練を実
施するなど、連携強化を図り、迅速かつ的確な対処に努めています。2021年8月青森県八戸港沖で発
生した貨物船座礁に伴う油流出事故の際には、北陸地方整備局所属の大型 浚

しゅん
渫
せつ

兼油回収船「白山」が
出動し、漂流油の回収や航走及び放水拡散を行いました。

θ	3	 生物多様性の確保等

第2章第4節を参照。

θ	4	 沿岸域の総合的管理

第2章第4節を参照。閉鎖性海域に係る取組は第4章第2節3を参照。

θ	5	 気候変動・海洋酸性化への対応

海水温上昇や海洋酸性化等の海洋環境や海洋生態系に対する影響を的確に把握するため、海洋におけ
る観測・監視を継続的に実施しました。

θ	6	 海洋の開発・利用と環境の保全との調和

CO2の海底下廃棄に関しては、2021年3月に、苫小牧沖海底下CCS実証試験事業（経済産業省事
業）について、2回目となる環境大臣の許可発給を行いました。同事業の適正な実施のため、2011年
度から、実証試験海域における海洋生態系及び海水の化学的性状について調査、利用可能な最新・最善
の技術（BAT）の充実又は国際的な動向等を踏まえ、海洋環境保全の観点から検討し、その結果を当
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該許可に当たっての審査に活用しました。

θ	7	 海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進

日本周辺の海洋環境の経年的変化を捉え、総合的な評価を行うため、水質、底質等の海洋環境モニタ
リング調査を実施しています。2020年度は、陸域起源の汚染を対象とした調査を富山湾から沖合の海
域で実施した結果、一部の項目で過年度調査結果より高い値が検出されましたが、全体としては、過年
度調査結果とおおむね同程度又は低い値でした。今後も引き続き定期的な監視を行い、汚染の状況に大
きな変化がないか把握していくこととします。

最近5か年（2017年～2021年）の日本周辺海域における海洋汚染（油、廃棄物等）の発生確認件数
の推移は図4-6-1のとおりです。2021年は493件と2020年に比べ40件増加しました。これを汚染物
質別に見ると、油による汚染が332件で前年に比べ46件増加、廃棄物による汚染が139件で前年に比
べ19件減少、有害液体物質による汚染が14件で前年に比べ13件増加、その他（工場排水等）による
汚染が8件で前年と同数でした。

東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポス
ト（自動連続観測装置）により、水質の連続観測を行いました。

θ	8	 監視取締りの現状

海上環境事犯の一掃を図るため、沿岸調査や情報収集の強化、巡視船艇・航空機の効果的な運用等に
より、日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを行っています。また、潜在化している廃棄物・廃船の不法
投棄事犯や船舶からの油不法排出事犯など、悪質な海上環境事犯の徹底的な取締りを実施しました。最
近5か年の海上環境関係法令違反送致件数は図4-6-2のとおりで、2021年は661件を送致しています。

	 図4-6-1	 海洋汚染の発生確認件数の推移
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	 第7節	 大気環境の保全

θ	1	 大気環境の現状

（1）微小粒子状物質
ア　環境基準の達成状況

2020年度の微小粒子状物質（PM2.5）の有効測定局数は、一般環境大気測定局（以下「一般局」と
いう。）が844局、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）が237局であり、環境基準達成
率は、一般局98.3％、自排局98.3％でした（表4-7-1）。また、年平均値は、一般局9.5μg/m3、自排
局10.0μg/m3でした。地域別の環境基準達成率の傾向を見ると、中国・四国地方の瀬戸内海に面する
地域、九州地方の有明海に面する地域では依然として環境基準達成率の低い地域があります（図4-7-
1）。

	 図4-6-2	 海上環境関係法令違反送致件数の推移

資料：海上保安庁

800

700

600

500

400

300

200

100

0

（件数）

海洋汚染等防止法
（船舶からの油排出禁止規定違反）
（船舶からの有害液体物質排出禁止規定違反）
（船舶からの廃棄物排出禁止規定違反）
（廃船等の投棄禁止規定違反）
（その他の規定違反）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃棄物の投棄禁止規定違反等）

水質汚濁防止法
（排水基準に適合しない排出水の排出禁止規定違反等）

港則法
（廃物投棄禁止、貨物の脱落防止設備規定違反等） 

その他の法令
（都道府県漁業調整規則違反等）

2018 2020 20212019 （年）

88
7
16

109

160

194

6
42
4

380

84
10
28

199

10

0

47
3

2017

400 411 389
97

626
659

181

85
2
21

294

39
5

135

749 758

168

104
2
12

112

159

4

323

34
8

329

661

133

2
75

15

104

286

5
32
9

197第7節　大気環境の保全

第

4
章

R4_環境白書_02部_講じた-04章.indd   197R4_環境白書_02部_講じた-04章.indd   197 2022/05/23   12:43:102022/05/23   12:43:10



イ　PM2.5注意喚起の実施状況
2013年2月に環境基準とは別に策定された「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、日平均値

が70μg/m3を超えると予想される場合に都道府県等が注意喚起を実施しています。2020年度の注意
喚起実施件数は4件でした。

（2）光化学オキシダント
ア　環境基準の達成状況

2020年度の光化学オキシダントの測定局数は、一般局が1,155局、自排局が31局でした。環境基準
達成率は、一般局0.2％、自排局0％であり、依然として極めて低い水準となっています（図4-7-2）。
一方、昼間の測定時間を濃度レベル別の割合で見ると、1時間値が0.06ppm以下の割合は95％（一般
局）でした（図4-7-3）。

	 表4-7-1	 PM2.5の環境基準達成状況の推移

年　　度 2015 2016 2017 2018 2019 2020

有効測定局数
一般局 765 785 814 818 835 844

自排局 219 223 224 232 238 237

環境基準達成局

一般局
570 696 732 765 824 830

（74.5%）（88.7%） （89.9%）（93.5%）（98.7％）（98.3％）

自排局
128 197 193 216 234 233

（58.4%）（88.3%） （86.2％）（93.1%）（98.3％）（98.3％）

資料：環境省「令和2年度大気汚染状況について（報道発表資料）」

	 図4-7-1	 全国におけるPM2.5の環境基準達成状況
（2020年度）

資料：環境省「令和 2年度大気汚染状況について（報道発表資料）」
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	 図4-7-3	 昼間の測定時間の光化学オキシダント濃
度レベル別割合の推移（一般局）

注：カッコ内は、昼間の全測定時間に対する濃度別測定時間の割合である。
資料：環境省「令和2年度大気汚染状況について（報道発表資料）」
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	 図4-7-2	 昼間の1時間値の年間最高値の光化学オキシダ
ント濃度レベル別の測定局数の推移（一般局）

資料：環境省「令和2年度大気汚染状況について（報道発表資料）」
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光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するために、中央環境審議会大気・騒音振動部会
微小粒子状物質等専門委員会が提言した新たな指標（8時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値
の3年平均値）によれば、2006～2008年度頃から域内最高値は減少傾向でしたが、近年ではほぼ横ば
い傾向となっています（図4-7-4）。

イ　光化学オキシダント注意報等の発令状況等
2021年の光化学オキシダント注意報等の発令

延日数（都道府県を一つの単位として注意報等の
発令日数を集計したもの）は29日（12都道府県）
であり、月別に見ると、8月が最も多く17日、
次いで6月が8日でした。また、光化学大気汚染
によると思われる被害届出人数（自覚症状による
自主的な届出による）は1県で合計4人でした

（図4-7-5）。

ウ　非メタン炭化水素の測定結果
2020年度の非メタン炭化水素の午前6時～午

前9時の3時間平均値の年平均値は、一般局
0.11ppmC、自排局0.13ppmCであり、近年、一般局、自排局共に緩やかな低下傾向にあります。

（3）その他の大気汚染物質
2020年度の二酸化窒素（NO2）の環境基準達成率は、一般局100％、自排局100％、浮遊粒子状物

質（SPM）の環境基準達成率は、一般局99.9％、自排局100％、二酸化硫黄（SO2）の環境基準達成
率は、一般局99.7％、自排局は100％、一酸化炭素（CO）の環境基準達成率は、一般局、自排局共に
100％でした。

（4）有害大気汚染物質
環境基準が設定されている4物質に係る測定結果（2020年度）は表4-7-2のとおりで、4物質は全

ての地点で環境基準を達成しています（ダイオキシン類に係る測定結果については、第5章第1節4
（1）表5-1-1を参照）。

指針値（環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値）が設定さ
れている物質のうち、ヒ素及びその化合物は6地点、1,2-ジクロロエタンは1地点で指針値を超過して

	 図4-7-5	 光化学オキシダント注意報等の発令延日
数及び被害届出人数の推移

資料：環境省「令和3年光化学大気汚染関係資料」
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	 図4-7-4	 光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するための指標（8時間値の日最高値の年間99
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おり、アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、水銀
及びその化合物、ニッケル化合物、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物は全ての地点で指針値を
達成しています。

（5）放射性物質
2020年度の大気における放射性物質の常時監視結果として、全国10地点における空間放射線量率

の測定結果は、過去の調査結果と比べて特段の変化は見られませんでした。

（6）アスベスト（石綿）
石綿による大気汚染の現状を把握し、今後の対策の検討に当たっての基礎資料とするとともに、国民

に対し情報提供していくため、建築物の解体工事等の作業現場周辺等で、大気中の石綿濃度の測定を実
施しました（2020年度の対象地点は全国45地点）。2020年度の調査結果では、多くの地点において、
石綿以外の繊維を含む総繊維について特に高い濃度は見られませんでした。一方、旧石綿製品製造事業
場等及び一部の解体現場等において石綿繊維について比較的高い濃度が見られたため、事業者への指導
等を行うとともに、2021年度も引き続き調査を行いました。

（7）酸性雨・黄砂
ア　酸性雨

2021年度に取りまとめた2020年のモニタリング結果によると、我が国の降水は引き続き酸性化し
た状態（全平均値pH4.96）にあり、欧米等と比べて低いpHを示すが、中国の大気汚染物質排出量の
減少とともにpHの上昇（酸の低下）の兆候が見られました。また、生態系への影響については、大気
汚染等が原因と見られる森林の衰退は確認されず、モニタリングを実施しているほとんどの湖沼で、酸
性化からの回復の兆候が見られました。

最近5か年度における降水中のpHの推移は図4-7-6のとおりです。

	 表4-7-2	 環境基準が設定されている物質（4物質）

物質名 測定地点数 環境基準
超過地点数

全地点平均値
（年平均値）

環境基準
（年平均値）

ベンゼン 398［399］ 0［0］ 0.79［0.86］μg/m3 3 μg/m3以下
トリクロロエチレン 351［353］ 0［0］ 1.3［1.2］μg/m3 130 μg/m3以下
テトラクロロエチレン 349［347］ 0［0］ 0.086［0.10］μg/m3 200 μg/m3以下
ジクロロメタン 354［354］ 0［0］ 1.3［1.6］μg/m3 150 μg/m3以下

注1：年平均値は、月1回、年12回以上の測定値の平均値である。
2：［　］内は2019年度実績である。

資料：環境省「令和2年度 大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果）」
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イ　黄砂
我が国における黄砂の2021年の観測日数は、気象庁の公表によると16日でした。黄砂は過放牧や

耕地の拡大等の人為的な要因も影響していると指摘されています。年により変動が大きく、長期的な傾
向は明瞭ではありません。

θ	2	 窒素酸化物・光化学オキシダント・PM2.5等に係る対策

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）に基づく固定発生源対策及び移動発生源対策を適切に実施
するとともに、光化学オキシダント及びPM2.5の生成の原因となり得る窒素酸化物（NOX）、揮発性有
機化合物（VOC）等の排出対策を進めています。また、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料とな
る常時監視体制を整備しています。

PM2.5対策については、光化学オキシダント対策と共通する課題が多いことにも留意しつつ、国内対
策と越境汚染対策の両方を総合的に進めていく必要があります。

国内対策としては、中央環境審議会大気・騒音振動部会微小粒子状物質等専門委員会の中間取りまと
め（2015年3月）を踏まえ、PM2.5濃度の予測や対策効果の把握のためのシミュレーションモデルの
高度化等による科学的知見の充実を図りつつ、総合的な対策を検討・実施しています。2019年の同専
門委員会で整理されたPM2.5、光化学オキシダントの今後の対策に向けた2020年度までの3年間の検
討・実施スケジュールに基づいて対策を検討しました。

	 図4-7-6	 降水中のpH分布図

　※ ：当該年平均値が有効判定基準に適合せず、棄却された。
注：平均値は降水量加重平均により求めた。

資料：環境省

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度（5年間平均値）

 落石岬 5.19 5.13 5.14 ※ ※ （5.15）

 箟岳 4.98 5.08 5.14 5.03 5.13（5.06）

 赤城 4.93 ※ 5.10 4.96 5.10（5.01）

 東京 4.92 4.92 4.93 5.01 5.11（4.97）

 小笠原 5.16 ※ 5.17 5.15 5.08（5.13）

 全地点平均 4.86 4.86 4.89 4.86 4.96（4.89）

 尼崎 4.83 4.89 5.02 4.84 5.02（4.92）

 辺戸岬 5.21 5.00 5.05 5.03 ※ （5.06）

 檮原 4.78 ※ 4.99 4.95 5.00（4.93）

 屋久島 4.70 ※ 4.63 4.65 4.68（4.67）

 利尻 4.88 4.79 4.87 4.85 ※（4.85）

 札幌 4.87 4.93 4.92 4.81 4.99（4.90）

 新潟巻 4.73 4.80 4.81 4.92 4.96（4.84）

 八方尾根 ※ ※ 5.16 ※ 5.24（5.20）

 伊自良湖 4.74 4.75 4.91 4.78 5.02（4.84）

 佐渡関岬 4.86 ※ ※ ※ ※ （4.86）

 隠岐 ※ 4.81 4.87 4.86 4.86（4.85）

筑後小郡 4.89 4.80 4.78 4.71 4.92（4.82）

えびの 5.02 4.86 4.73 4.76 5.01（4.87）

対馬 ※ ※ ※ 4.96 4.91（4.94）
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越境汚染対策としては、日中両国の都市間での連携協力、日中韓三か国の政策対話、アジア太平洋ク
リーン・エア・パートナーシップ（APCAP）等の枠組みにおいて、政策・技術に関する情報共有、モ
デル的な技術の導入、共同研究等を進めました。

（1）ばい煙に係る固定発生源対策
大気汚染防止法に基づき、ばい煙（NOX、硫黄酸化物（SOX）、ばいじん等）を排出する施設（ばい

煙発生施設）について排出基準を定めて規制等を行うとともに、施設単位の排出基準では良好な大気環
境の確保が困難な地域においては、工場又は事業場の単位でNOX及びSOXの総量規制を行っています。

また、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースによる規制の点検を受けて、ば
い煙発生施設のうちボイラーの規模要件について、環境への影響も含め評価・検討し、伝熱面積にかか
る要件を削除する大気汚染防止法施行令（昭和43年政令第329号）の改正を行いました。

（2）移動発生源対策
運輸・交通分野における環境保全対策については、自動車一台ごとの排出ガス規制の強化を着実に実

施しました。また、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等
に関する特別措置法（平成4年法律第70号。以下「自動車NOX・PM法」という。）に基づき、自動車
からのNOX及び粒子状物質（PM）の排出量の削減に向けた施策を実施しました。

ア　自動車単体対策と燃料対策
自動車の排出ガス及び燃料については、大気汚染防止法に基づき逐次規制を強化してきています（図

4-7-7、図4-7-8、図4-7-9）。「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十四次答申）」
（2020年8月中央環境審議会）を踏まえPN規制を導入するため、自動車排出ガスの量の許容限度の一
部を改正する告示（令和3年環境省告示第52号）を2021年8月に公布しました。また、同答申を踏ま
え、ブレーキ粉塵等の非排気粒子の排出に対する対策等について審議を行っています。

公道を走行しない特殊自動車（以下「オフロード特殊自動車」という。）については、特定特殊自動
車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号。以下「オフロード法」という。）に基づき、
2006年10月から使用規制を開始し、逐次規制を強化しています。また、排出ガス基準に適合するオ
フロード特殊自動車等への買換えが円滑に進むよう、政府系金融機関による低利融資を講じました。

	 図4-7-7	 ガソリン・LPG乗用車規制強化の推移
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イ　大都市地域における自動車排出ガス対策
自動車交通が集中する大都市地域の大気汚染状況に対応するため、自動車NOX・PM法に基づき大

都市地域（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県）において各都府
県が「総量削減計画」を策定し、自動車からのNOX及びPMの排出量の削減に向けた施策を計画的に
進めています。また、事業者による排出抑制のための措置の推進等に取り組みました。

ウ　電動車の普及促進
2050年までに、新車販売に占める電動車の割合を100％にするとの目標に基づき、電動車の普及の

ための各種施策に取り組みました（2020年における新車販売に占める電動車の割合は、約35.6％）。
電動車の普及を促す施策として、車両導入に対する各種補助、自動車税・軽自動車税の軽減措置及び

自動車重量税の免除・軽減措置等の税制上の特例措置並びに政府系金融機関による低利融資を講じまし
た。

エ　交通流対策
（ア）交通流の分散・円滑化施策

道路交通情報通信システム（VICS）の情報提供エリアの更なる拡大を図るとともに、ETC2.0や高
度化光ビーコン等を活用し、道路交通情報の内容・精度の改善・充実に努めたほか、信号機の改良、公
共車両優先システム（PTPS）の整備、観光地周辺の渋滞対策、総合的な駐車対策等により、環境改善
を図りました。また、環境ロードプライシング施策を試行し、住宅地域の沿道環境の改善を図りまし
た。

	 図4-7-8	 ディーゼル重量車（車両総重量3.5トン超）規制強化の推移
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	 図4-7-9	 軽油中の硫黄分規制強化の推移
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（イ）交通量の抑制・低減施策
交通に関わる多様な主体で構成される協議会による「都市・地域総合交通戦略」の策定及びそれに基

づく公共交通機関の利用促進等への取組を支援しました。また、交通需要マネジメント施策の推進によ
り、地域における自動車交通需要の調整を図りました。

オ　船舶・航空機・建設機械の排出ガス対策
船舶からの排出ガスについては、IMOの基準を踏まえ、海洋汚染等防止法により、NOX、燃料油中

硫黄分濃度（SOX、PM）について規制されています。
航空機からの排出ガスについては、国際民間航空機関（ICAO）の排出物基準を踏まえ、航空法（昭

和27年法律第231号）により、炭化水素（HC）、CO、NOX、不揮発性粒子状物質（nvPM）等につ
いて規制されています。

建設機械からの排出ガスについては、オフロード法に基づき2006年10月から順次使用規制を開始
し、2011年及び2014年に規制を順次強化するとともに、「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排
出の抑制を図るための指針」に基づきNOX、PMなど大気汚染物質の排出抑制に取り組みました。

オフロード法の対象外機種（可搬型発動発電機や小型の建設機械等）についても、「排出ガス対策型
建設機械の普及促進に関する規程」等により、排出ガス対策型建設機械の普及を図りました。さらに、
融資制度により、これらの建設機械を取得しようとする中小企業等を支援しました。

カ　普及啓発施策等
2021年6月、オンラインで開催された「エコライフフェア」において、国民一人一人の多様な移動

手段をよりCO2排出量の少ない移動に取り組む「smart move（スマートムーブ）」を紹介し、エコだ
けでなく、便利で快適なライフスタイルを呼び掛けました。また、警察庁、経済産業省、国土交通省及
び環境省で構成するエコドライブ普及連絡会の枠組みを活用し、CO2削減につながる環境負荷の軽減
に配慮した自動車利用の取組「エコドライブ」を推進し、環境にやさしく、安全運転にもつながること
を呼び掛けました。

（3）VOC対策
VOCは光化学オキシダント及びPM2.5の生成の原因物質の一つであるため、その排出削減により、

大気汚染の改善が期待されます。
VOCの排出抑制対策は、法規制と自主的取組のベストミックスにより実施しており、2020年度の

総排出量は2000年度に対し5割以上削減されました。
VOCの一種である燃料蒸発ガスを回収する機能を有する給油機（Stage2）の普及促進のため、当該

給油機を導入している給油所を大気環境配慮型SS（e
イ ー ア ス
→AS）として認定する制度を2018年2月に創

設し、2022年3月末までに439件の給油所を認定しました。

（4）監視・観測、調査研究
ア　大気汚染物質の監視体制

大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得る
ため、国設大気環境測定所（9か所）、国設自動車交通環境測定所（9か所）、大気汚染防止法に基づき
都道府県等が設置する一般局及び自排局において、大気の汚染状況の常時監視を実施しています。測定
データ（速報値）、都道府県等が発令した光化学オキシダント注意報等やPM2.5注意喚起の情報につい
て、環境省では「大気汚染物質広域監視システム（そらまめ君）」によりリアルタイムに収集し、イン
ターネット及び携帯電話用サイトで情報提供しています。また、気象庁では光化学スモッグに関連する
気象状態を都道府県等に通報し、光化学スモッグの発生しやすい気象状態が予想される場合にはスモッ
グ気象情報や全般スモッグ気象情報を発表して国民へ周知しています。
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国及び都道府県等では季節ごとのPM2.5成分の測定を行っています。また、国において、全国10か
所でPM2.5成分の連続測定、全国5か所でPM2.5の原因物質であるVOCの連続測定を行っています。
これらの測定データをもとに、国内の発生源寄与割合や大陸からの越境汚染による影響など、PM2.5に
よる汚染の原因解明や効果的な対策の実施に向けた検討を進めています。

イ　酸性雨・黄砂の監視体制
国内における越境大気汚染及び酸性雨による影響の早期把握、大気汚染原因物質の長距離輸送や長期

トレンドの把握、将来影響の予測を目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基
づき、国内の湿性・乾性沈着モニタリング、湖沼等を対象とした陸水モニタリング、土壌・植生モニタ
リング等を離島など遠隔地域を中心に実施しています。

国立研究開発法人国立環境研究所と協力して、高度な黄砂観測装置（ライダー装置）によるモニタリ
ングネットワークを整備し、「環境省黄砂飛来情報（ライダー黄砂観測データ提供ページ）」において観
測データをリアルタイムで提供しています。黄砂の実態解明を目的として、2020年度に飛来してきた
黄砂について報告書を取りまとめ公表しました。

ウ　放射性物質の監視体制
関係機関が実施している放射性物質モニタリングを含めて、全国308地点で空間放射線量率の測定

を行うなど、放射性物質による大気の汚染の状況を監視しており、その結果を専門家による評価を経て
公表しました。

福島第一原発事故により環境中に放出された放射性物質のモニタリングについては、政府が定めた
「総合モニタリング計画」（2011年8月モニタリング調整会議決定、2022年3月改定）に基づき、関係
府省、地方公共団体、原子力事業者等が連携して実施しています。また、放射線モニタリング情報の
ポータルサイトにおいて、モニタリングの結果を一元的に情報提供しています。

航空機モニタリングによる、2021年10月時点の東京電力福島第一原子力発電所から80km圏内の地
表面から1mの高さの空間線量率の平均は、2011年11月時点と比べて約80％減少しています。

θ	3	 アジアにおける大気汚染対策

（1）二国間協力
第6章第4節1（2）イを参照。

（2）日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）の下の協力
第6章第4節1（2）ア（イ）を参照。

（3）多国間協力
ア　アジアEST地域フォーラム

2021年10月に第14回アジアEST（環境的に持続可能な交通）地域フォーラムを愛知県（オンライ
ン参加あり）で開催し、アジアの脱炭素化に向けた動きを加速化するために、SDGsやパリ協定などの
国際潮流に沿った2030年までのESTの目標を掲げた「愛知宣言2030」を採択しました。

イ　東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）
東アジア地域において、酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、酸性雨問題に関する地域の協

力体制を確立することを目的として、我が国のイニシアティブにより、東アジア酸性雨モニタリング
ネットワーク（EANET）が稼働しており、現在、東アジア地域の13か国が参加しています。EANET
では、前年の政府間会合で酸性雨に限らずより広い大気環境問題を扱うことができるよう活動スコープ
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を拡大したところですが、2021年11月にオンライン開催された第23回政府間会合においては、さら
に具体的に対象物質と取り組める活動について定めました。また、プロジェクト毎に予算を執行する新
たな仕組みの導入及びそのガイドラインについても合意され、より柔軟かつ迅速に課題に対応するプロ
ジェクト活動の実施が可能になりました。

ウ　アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ（APCAP）
アジア太平洋地域の大気環境改善に向けた活動を促進するために必要なプラットフォームとして、

2014年度からアジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ（APCAP）を立ち上げました。アジ
ア太平洋地域の大気環境について、科学に基づく解決策をまとめた報告書を公表したほか、大気環境に
関する国際フォーラムを開催しました。

エ　アジア・コベネフィット・パートナーシップ
2010年の創設以来、アジアの途上国における環境改善と温室効果ガス排出削減に同時に資するコベ

ネフィット・アプローチの普及啓発活動に参画してきました。アジア開発銀行等の国際機関との連携強
化、コベネフィット白書の発行、ウェブサイトの充実等に取り組みました。

θ	4	 多様な有害物質による健康影響の防止

（1）アスベスト（石綿）対策
大気汚染防止法では、全ての建築物及びその他の工作物の解体等工事について、吹付け石綿や石綿を

含有する断熱材、保温材、耐火被覆材、仕上塗材及び成形板等の使用の有無を事前調査で確認し、当該
建材が使用されている場合には作業基準を遵守することなどを求めており、地方公共団体と連携して、
石綿の大気環境への飛散防止対策に取り組んできました。

2020年6月に大気汚染防止法の一部を改正する法律（令和2年法律第39号）等が公布され、一部の
規定を除き2021年4月から施行されました。これらにより、全ての石綿含有建材が規制対象となるな
ど、解体等工事に伴うアスベストの飛散防止対策が強化され、その円滑な運用がなされるように対応を
徹底します。

（2）水銀大気排出対策
「水銀に関する水俣条約」の的確かつ円滑な施行を確保するため、改正大気汚染防止法が2018年4

月に施行されました。水銀排出施設の届出情報及び水銀濃度の測定結果の把握や、要排出抑制施設にお
ける自主的取組のフォローアップ、水銀大気排出インベントリーの作成等を行うことにより、同法に基
づく水銀大気排出対策の着実な実施を図っています。

（3）有害大気汚染物質対策等
有害大気汚染物質による大気汚染の状況を把握するため、大気汚染防止法に基づき、地方公共団体と

連携して有害大気汚染物質モニタリング調査を実施し、当該調査結果等を踏まえ、事業者の自主的取組
を促進しました。

有害大気汚染物質から選定された優先取組物質のうち、環境目標値が設定されていない物質について
は、迅速な値の設定を目指すこととされており、科学的知見の充実のため、有害性情報等の収集を行い
ました。
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θ	5	 地域の生活環境保全に関する取組

（1）騒音・振動対策
騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の

区分ごとに設定されており、類型指定は、2020
年度末時点で47都道府県の765市、415町、38
村、23特別区において行われています。また、
環境基準達成状況の評価は、「個別の住居等が影
響を受ける騒音レベルによることを基本」とさ
れ、一般地域（地点）と道路に面する地域（住居
等）別に行うこととされています。

2020年度の一般地域における騒音の環境基準
の達成状況は、全測定地点で89.5％、地域の騒
音状況を代表する地点で89.5％、騒音に係る問
題を生じやすい地点等で89.5％となっています。

騒音苦情の件数は2020年度には前年度より
5,078件増加し、20,804件でした（図4-7-10）。
発生源別に見ると、建設作業騒音に係る苦情の割
合が37.7％を占め、次いで工場・事業場騒音に
係る苦情の割合が26.7％を占めています。

振動の苦情件数は、2020年度は4,061件で、前年度に比べて882件増加しました。発生源別に見る
と、建設作業振動に対する苦情件数が70.6％を占め、次いで工場・事業場振動に係るものが15.3％を
占めています。

ア　自動車交通騒音・振動対策
自動車単体の構造の改善による騒音の低減等の発生源対策、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等

の諸施策を総合的に推進しました（表4-7-3）。また、「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方につい
て（第三次答申）」（2015年7月中央環境審議会）を踏まえ、四輪車及び二輪車走行騒音規制の見直し
等について審議を行っています。

道路に面する地域における騒音の環境基準の達成状況については、2020年度において、全国約921
万9,000戸の住居等を対象に行った評価では、昼間・夜間のいずれか又は両方で環境基準を超過したの
は約51万8,800戸（5.6％）でした（図4-7-11）。このうち、幹線交通を担う道路に近接する空間にあ
る約394万2,500戸のうち昼間・夜間のいずれか又は両方で環境基準を超過した住居等は約36万4,000
戸（9.2％）でした。

要請限度制度の運用状況については、自動車騒音に関して、2020年度に地方公共団体が苦情を受け
測定を実施した48地点のうち要請限度値を超過したのは3地点でした。また同様に、道路交通振動に
関して、測定を実施した83地点のうち要請限度値を超過したのは1地点でした。なお、要請限度制度
とは、自動車からの騒音や振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境
が著しく損なわれると認められる場合に、市町村長が都道府県公安委員会に対して道路交通法（昭和
35年法律第105号）の規定による措置を要請することができる制度です。

	 図4-7-10	 騒音・振動・悪臭に係る苦情件数の推移
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注：2018年度までは、2003年度から2018年度までの悪臭苦情件数について、
苦情発生年度に苦情処理が完結しなかったものについては、翌年度も苦情
件数に含めて集計を行っていたが、2019年度以降の集計においては当該
年度発生分のみ集計。

資料：環境省「騒音規制法施行状況調査」、「振動規制法施行状況調査」、「悪臭
防止法施行状況調査」より作成

騒音 振動 悪臭
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イ　鉄道騒音・振動、航空機騒音対策
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成状況は、2020年度において、505地点の測定地点のうち307

	 表4-7-3	 道路交通騒音対策の状況

対策の分類 個別対策 概要及び実績等

発生源対策 自動車騒音単体対策

自動車構造の改善により自動車単体から発生する騒音の大きさそのものを減らす。
・ 2012年4月の中央環境審議会答申に基づき、二輪車の加速走行騒音試験法について国際基準（UN R41-

04）と調和を図った。
・ 2015年7月の中央環境審議会答申に基づき、四輪車の加速走行騒音試験法について国際基準（UN R51-

03）と調和を図った。また、二輪車及び四輪車の使用過程車に対し、新車時と同等の近接排気騒音値を求め
る相対値規制に移行。さらに、四輪車のタイヤに騒音規制（UN R117-02）を導入した。

交通流対策

交通規制等

信号機の改良等を行うとともに、効果的な交通規制、交通指導取締りを実施することなどにより、道路交通騒
音の低減を図る。
・大型貨物車等の通行禁止
　環状7号線以内及び環状8号線の一部（土曜日22時から日曜日7時）
・大型貨物車等の中央寄り車線規制
　環状7号線の一部区間（終日）、国道43号の一部区間（22時から6時）
・信号機の改良
　11万6,509基（2020年度末現在における集中制御、感応制御、系統制御の合計）
・最高速度規制
　国道43号の一部区間（40km/h）、国道23号の一部区間（40km/h）

バイパス等の整備 環状道路、バイパス等の整備により、大型車の都市内通過の抑制及び交通流の分散を図る。

物流拠点の整備等

物流施設等の適正配置による大型車の都市内通過の抑制及び共同輸配送等の物流の合理化により交通量の抑制
を図る。
・ 流通業務団地の整備状況／札幌1、花巻1、郡山2、宇都宮1、東京5、新潟1、富山1、名古屋1、岐阜1、

大阪2、神戸3、米子1、岡山1、広島1、福岡1、鳥栖1、熊本1、鹿児島1（2017年度末）
　（数字は都市計画決定されている流通業務団地計画地区数）
・一般トラックターミナルの整備状況／3,354バース（2017年度末）

道路構造
対策

低騒音舗装の設置 空げきの多い舗装を敷設し、道路交通騒音の低減を図る。
・環境改善効果／平均的に約3デシベル

遮音壁の設置
遮音効果が高い。
沿道との流出入が制限される自動車専用道路等において有効な対策。
・ 環境改善効果／約10デシベル（平面構造で高さ3mの遮音壁の背面、地上1.2mの高さでの効果（計算値））

環境施設帯の設置
沿道と車道の間に10又は20mの緩衝空間を確保し道路交通騒音の低減を図る。
・ 「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準」（昭和49年建設省都市局長・道路局長通達）

環境改善効果（幅員10m程度）／5〜10デシベル

沿道対策 沿道地区計画の策定

道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の推進を図るため都市計画に沿道地区計画
を定め、幹線道路の沿道にふさわしい市街地整備を図る。
・幹線道路の沿道の整備に関する法律（沿道法　昭和51年法律第34号）
　　 沿道整備道路指定要件／夜間騒音65デシベル超（LAeq）又は昼間騒音70デシベル超（LAeq）
　　　　　　　　　　　　　日交通量1万台超他
　　沿道整備道路指定状況／11路線132.9kmが都道府県知事により指定されている。
　　　　　　　　　　　　　国道4号、国道23号、国道43号、国道254号、環状7、8号線等
　　沿道地区計画策定状況／50地区108.3kmで沿道地区計画が策定されている。
　　　　　　　　　　　　　（実績は、2021年4月時点）

障害防止
対策

住宅防音工事の助成
の実施

道路交通騒音の著しい地区において、緊急措置としての住宅等の防音工事助成により障害の軽減を図る。また、
各種支援措置を行う。
・道路管理者による住宅防音工事助成
・高速自動車国道等の周辺の住宅防音工事助成
・市町村の土地買入れに対する国の無利子貸付
・道路管理者による緩衝建築物の一部費用負担

推進体制の
整備

道路交通公害対策推
進のための体制作り

道路交通騒音問題の解決のために、関係機関との密接な連携を図る。
・環境省／関係省庁との連携を密にした道路公害対策の推進
・ 地方公共団体／国の地方部局（一部）、地方公共団体の環境部局、道路部局、都市部局、都道府県警察等を構

成員とする協議会等による対策の推進（全都道府県が設置）

資料：警察庁、国土交通省、環境省

	 図4-7-11	 2020年度道路に面する地域における騒音の環境基準の達成状況

資料：環境省「令和2年度自動車交通騒音の状況について（報道発表資料）」
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地点（60.8％）で環境基準を達成しました（図4-7-12）。なお、新幹線鉄道の軌道中心から25m以内
に住居がない地域数の割合は、2020年度において16.3％であり、近年ほとんど変わりがありません

（図4-7-13）。また、整備新幹線開業時における障害防止対策及び新幹線鉄道振動にかかる指針値は、
おおむね達成されています。

新幹線鉄道騒音対策としては、従来の音源対策である75デシベル対策に加え、新幹線鉄道沿線の地
方公共団体に対し、新幹線鉄道騒音による著しい騒音が及ぶ地域については、沿線の土地利用計画の決
定又は変更に際し、新たな市街化を極力抑制するとともに、具体的な土地利用において騒音により機能
を害されるおそれの少ない公共施設等を配置するなど、騒音防止可能な措置を講じるよう指導している
ところです。また、新幹線鉄道騒音の測定・評価に関する標準的な方法を示した「新幹線鉄道騒音測
定・評価マニュアル」に基づく測定・評価等を行い、現状の把握に努めています。

航空機騒音については、測定・評価に関する標準的な方法を示した「航空機騒音測定・評価マニュア
ル」に基づく測定・評価等を行い、現状の把握に努めています。

公共用飛行場周辺における航空機騒音対策としては、耐空証明（旧騒音基準適合証明）制度による騒
音基準に適合しない航空機の運航を禁止するとともに、緊急時等を除き、成田国際空港では夜間の航空
機の発着を禁止し、大阪国際空港等では発着数の制限を行っています。

航空機騒音対策を実施してもなお航空機騒音の影響が及ぶ地域については、公共用飛行場周辺におけ
る航空機騒音による障害の防止等に関する法律（昭和42年法律第110号）等に基づき空港周辺対策を
行っています。同法に基づく対策を実施する特定飛行場は、東京国際空港、大阪国際空港、福岡空港な
ど14空港であり、これらの空港周辺において、学校、病院、住宅等の防音工事及び共同利用施設整備
の助成、移転補償、緩衝緑地帯の整備等を行っています（表4-7-4）。また、大阪国際空港及び福岡空
港については、周辺地域が市街化されているため、同法により計画的周辺整備が必要である周辺整備空
港に指定されており、大阪国際空港周辺の事業は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な
設置及び管理に関する法律（平成23年法律第54号）等に基づき新関西国際空港株式会社より空港運営
権者に選定された関西エアポート株式会社が、福岡空港周辺の事業は国及び関係地方公共団体の共同出
資で設立された独立行政法人空港周辺整備機構が関係府県知事の策定した空港周辺整備計画に基づき、
上記施策に加えて、再開発整備事業等を実施しています。

自衛隊等の使用する飛行場等に係る周辺対策としては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法
律（昭和49年法律第101号）等に基づき、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、移転補償、緑地帯
等の整備、テレビ受信料の助成等の各種施策を行っています（表4-7-5）。

航空機騒音に係る環境基準の達成状況は、2020年度において、580地点の測定地点のうち、518地
点（89.3％）で達成しました（図4-7-14）。

209第7節　大気環境の保全

第

4
章

R4_環境白書_02部_講じた-04章.indd   209R4_環境白書_02部_講じた-04章.indd   209 2022/05/23   12:43:122022/05/23   12:43:12



ウ　工場・事業場及び建設作業の騒音・振動対策
騒音規制法（昭和43年法律第98号）及び振動規制法（昭和51年法律第64号）では、騒音・振動を

防止することにより生活環境を保全すべき地域内における法で定める工場・事業場及び建設作業の騒
音・振動を規制しています。

また、2021年度においては、両法に基づく特定施設であるコンプレッサーについて、最近の低騒音
化・低振動化に係る技術動向や生活環境における影響実態等を踏まえ、発生する騒音・振動の大きさが
一定以下の機器を規制対象外とする政令改正を行いました。

エ　低周波音その他の対策
低周波音問題への対応に資するため、地方公共団体職員を対象として、低周波音問題に対応するため

の知識・技術の習得を目的とした低周波音の測定評価方法に係る講習を行っています。また、風力発電

	 図4-7-12	 新幹線鉄道騒音に係る環境基準における	
音源対策の達成状況
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	 図4-7-13	 新幹線鉄道沿線における住居の状況
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	 表4-7-4	 空港周辺対策事業一覧表
（国費予算額、単位：百万円）

区　分 2019年度 2020年度 2021年度
教育施設等防音工事 632 235 218

住宅防音工事 316 255 235
移転補償等 759 628 413

緩衝緑地帯整備 42 75 63
空港周辺整備機構

（補助金、交付金） 0 0 0

周辺環境基盤施設 0 0 0
計 1,749 1,193 929

資料：国土交通省

	 図4-7-14	 航空機騒音に係る環境基準の達成状況
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	 表4-7-5	 防衛施設周辺騒音対策関係事業一覧表
（国費予算額、単位：億円）

事項 区分 2019年度 2020年度 2021年度
騒音防止事業
　（学校・病院等の防音）
　（住宅防音）
　（防音関連維持費）
民生安定助成事業
　（学習等供用施設等の防音助成）
　（放送受信障害）
　（空調機器稼働費）
移転措置事業
緑地整備事業

103.1
562.7
16.5

23.3
19.1
0.1

44.9
8.0

103.7
628.7
16.3

21.3
19.0
0.1

50.1
9.9

101.9
625.0
15.7

10.5
18.4
0.0

50.1
8.5

計 777.6 849.1 829.9

注1：表中の数値には、航空機騒音対策以外の騒音対策分も含む。
　2： 百万円単位を四捨五入してあるので、合計とは端数において一致しない

場合がある。
資料：防衛省
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施設については、近年設置数が増加していること、騒音等による苦情が発生していることなどから、そ
の実態の把握と知見の充実が求められており、風力発電施設からの騒音等の評価手法等についての検討
及び新たな知見の集積を行い、2017年5月に公表した「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」
と「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」の周知徹底に努めています。また、省エネ型温
水器等から発生する騒音等について、人への影響等に関する調査を実施し、2020年3月に公表した

「地方公共団体担当者のための省エネ型温水器等から発生する騒音対応に関するガイドブック」の周知
徹底に努めています。

2020年度には全国の地方公共団体で、人の耳には聞き取りにくい低周波の音がガラス窓や戸、障子
等を振動させる、気分のイライラ、頭痛、めまいを引き起こすといった苦情が336件受け付けられま
した。

近年、営業騒音、拡声機騒音、生活騒音等のいわゆる近隣騒音は、騒音に係る苦情全体の約18.4％
を占めています。近隣騒音対策は、各人のマナーやモラルに期待するところが大きいことから、近隣騒
音に関するパンフレットを作成して普及啓発活動を行っています。また、各地方公共団体においても取
組が進められており、2020年度末時点で、深夜営業騒音は41の都道府県及び117の市で、拡声機騒
音は47の都道府県及び139の市で条例を制定しています。

（2）悪臭対策
悪臭苦情の件数は2003年度から減少傾向にありましたが、2018年度より再度増加に転じ、2020年

度の悪臭苦情件数は15,438件と、前年度に比べ3,418件増加しました。

ア　悪臭防止法による措置
悪臭防止法（昭和46年法律第91号）に基づき、工場・事業場から排出される悪臭の規制等を実施し

ています。また、特に苦情の目立つ業種を中心に臭気対策として効果的であった事例や他の事案の参考
になるような事例を収集・整理した事例集を作成しており、2021年度には、飲食店等のサービス業を
対象に事例収集を行いました。また、臭気指数等の測定を行う臭気測定業務従事者についての国家資格
を認定する臭気判定士試験を毎年1回実施しています。

イ　快適な感覚環境の創出
快適な感覚環境の創出に向けて、五感を活かした地域の取組等について文献、事例調査を行い、よい

かおりや心地よい音などの快適な感覚環境の創出と健康増進効果に関する知見収集を行う等の取組を進
めています。

（3）ヒートアイランド対策
ヒートアイランド現象が大都市を中心に生じて

おり、30℃を超える時間数が増加しています（図
4-7-15）。近年は、猛暑による熱中症救急搬送人
員も増加傾向にあり、暑熱環境の改善について社
会的な要請が高まっています。

人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態
の改善、ライフスタイルの改善、人の健康への影
響等を軽減する適応策の推進を柱とするヒートア
イランド対策の推進を図りました。

ヒートアイランド現象に対する適応策について
の調査・検討を実施するとともに、暑さ指数

（WBGT：湿球黒球温度）等の熱中症予防情報の

	 図4-7-15	 都市の30℃以上時間数の推移
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　2：大阪で1993年、東京で2014年にそれぞれ観測地が移転している。
資料：気象庁観測データより環境省作成
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提供を実施しました。

（4）光
ひかりがい
害対策等

不適切な屋外照明等の使用から生じる光は、人間の諸活動や動植物の生息・生育に悪影響を及ぼすと
ともに、過度な明るさはエネルギーの浪費であり、地球温暖化の原因にもなります。

このため、良好な光環境の形成に向けて、2020年度に近年のLED照明の普及など照明技術を取り巻
く環境の変化も踏まえて改定した光

ひかりがい
害対策ガイドライン等を活用し、普及啓発を図りました。また、星

空観察を通じて光
ひかりがい

害に気づき、環境保全の重要性を認識してもらうことを目的として、夏と冬の2回、
肉眼観察とデジタルカメラによる夜空の明るさ調査を呼び掛けました。
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	 第1節	 化学物質のリスク評価の推進及び	
ライフサイクル全体のリスクの削減

θ	1	 化学物質の環境中の残留実態の現状

現代の社会においては、様々な産業活動や日常生活に多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活
に利便を提供しています。また、物の焼却等に伴い非意図的に発生する化学物質もあります。化学物質
の中には、適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生活環境に有害な影響を
及ぼすものがあります。

化学物質の一般環境中の残留実態については、毎年、化学物質環境実態調査を行い、「化学物質と環
境」として公表しています。2021年度においては、［1］初期環境調査、［2］詳細環境調査、［3］モニ
タリング調査の三つの体系で実施しました。これらの調査結果は、化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律（昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。）のリスク評価及び規制
対象物質の追加の検討、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

（平成11年法律第86号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。）の指定化学物質の指定の検
討、環境リスク評価の実施のための基礎資料など、各種の化学物質関連施策に活用されています。

（1）初期環境調査
初期環境調査は、化学物質排出把握管理促進法の指定化学物質の指定の検討やその他化学物質による

環境リスクに係る施策の基礎資料とすることを目的としています。2020年度は、調査対象物質の特性
に応じて、水質又は大気について調査を実施し、対象とした10物質（群）のうち、5物質（群）が検
出されました。また、2021年度は、11物質（群）について調査を実施しました。

（2）詳細環境調査
詳細環境調査は、化学物質審査規制法の優先評価化学物質のリスク評価を行うための基礎資料とする

ことを目的としています。2020年度は、調査対象物質の特性に応じて、水質、底質又は生物について
調査を実施し、対象とした7物質（群）のうち、全ての物質（群）が検出されました。また、2021年
度は、6物質（群）について調査を実施しました。

（3）モニタリング調査
モニタリング調査は、難分解性、高蓄積性等の性質を持つポリ塩化ビフェニル（PCB）、ジクロロジ

フェニルトリクロロエタン（DDT）等の化学物質の残留実態を経年的に把握するための調査であり、
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（以下「POPs条約」という。）の対象物質及びその
候補となる可能性のある物質並びに化学物質審査規制法の特定化学物質等を対象に、物質の特性に応じ
て、水質、底質、生物又は大気について調査を実施しています。

2020年度は、11物質（群）について調査を実施しました。数年間の結果が蓄積された物質を対象に
統計学的手法を用いて解析したところ、全ての媒体で濃度レベルが総じて横ばい又は漸減傾向を示して
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いました。また、2021年度は、11物質（群）について調査を実施しました。

θ	2	 化学物質の環境リスク評価

環境施策上のニーズや前述の化学物質環境実態調査の結果等を踏まえ、化学物質の環境経由ばく露に
関する人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ（環境リスク）についての評価を行っています。
その取組の一つとして、2021年度に環境リスク初期評価の第20次取りまとめを行い、10物質につい
て健康リスク及び生態リスクの初期評価を、5物質について生態リスクの初期評価を実施しました。そ
の結果、健康リスク初期評価について1物質が、相対的にリスクが高い可能性がある「詳細な評価を行
う候補」と判定されました。

化学物質審査規制法では、包括的な化学物質の管理を行うため、法制定以前に製造・輸入が行われて
いた既存化学物質を含む一般化学物質等を対象に、まずはスクリーニング評価を行い、リスクがないと
は言えない化学物質を絞り込んで優先評価化学物質に指定した上で、それらについて段階的に情報収集
し、国がリスク評価を行っています。2022年4月時点で、優先評価化学物質218物質が指定されてい
ます（図5-1-1）。また、優先評価化学物質については段階的に詳細なリスク評価を進めており、2021
年度までに84物質について「リスク評価（一次）評価Ⅱ」に着手し、41物質について評価Ⅱの評価結
果等を審議しました。

ナノ材料については、環境・省エネルギー等の幅広い分野で便益をもたらすことが期待されている一
方で、人の健康や生態系への影響が十分に解明されていないことから、国内外におけるナノ材料への取
組に関する知見の集積を行うとともに、生態影響と環境中挙動を把握するための方法論を検討しまし
た。

θ	3	 化学物質の環境リスクの管理

（1）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組
新たに製造・輸入される新規化学物質について、化学物質審査規制法に基づき、2021年度は、267

件（うち低生産量新規化学物質は111件）の届出を事前審査しました。
2019年4月末から5月初めに開催されたPOPs条約第9回締約国会議の議論を踏まえ、新たに条約

上の廃絶対象とすることが決定されたもののうち、o,p’-ジコホル及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）
とその塩を化学物質審査規制法における第一種特定化学物質に指定し、それらを含有する輸入禁止製品

	 図5-1-1	 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律のポイント

区分 規制
・原則、製造・輸入、使用の事実上の禁止
・限定的に使用を認める用途について、取扱いに係る
技術基準の遵守

第一種特定化学物質
（PCB等34物質）

第二種特定化学物質
（トリクロロエチレン等
23物質）

優先評価化学物質
（218物質）

監視化学物質
（38物質）

・製造・輸入の予定及び実績の届出
・（必要に応じ）製造・輸入量の制限
・取扱いに係る技術指針の遵守

区分 措置
・製造・輸入の実績の届出
・有害性調査の指示等を行い、長期毒性が認められれ
ば第一種特定化学物質に指定

・製造・輸入の実績の届出
・リスク評価を行い、リスクが認められれば、第二種特
定化学物質に指定

1．リスク評価
・新規化学物質の製造・輸入に際し、①環境中での難分解性、②生物への蓄積性、③人や動植
物への毒性の届出を事業者に義務付け、国が審査

・難分解性・高蓄積性・長期毒性のある物質は第一種特定化学物質に指定
・難分解性・高蓄積性物質・毒性不明の既存化学物質は監視化学物質に指定
・その他の一般化学物質等（上記に該当しない既存化学物質及び審査済みの新規化学物質）
については、製造・輸入量や毒性情報等を基にスクリーニング評価を行い、リスクがない
とは言えない物質は優先評価化学物質に指定

２．リスク管理
・リスク評価等の結果、指定された特定化学物質について、性状に応じた製造・輸入・使
用に関する規制により管理

注：各物質の数は2022年4月1日時点。
資料：厚生労働省、経済産業省、環境省

○リスクの高い化学物質による環境汚染の防止を目的
○化学物質に関するリスク評価とリスク管理の2本柱
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の指定等を行いました。PFOA関連物質についても今後、同様に第一種特定化学物質に指定し、輸入
禁止製品の指定など所要の措置を講じる予定です。

（2）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく取組
化学物質排出把握管理促進法は前回の見直しから10年が経過し、この10年間の状況を勘案した見直

しが必要とされ、産業構造審議会及び中央環境審議会で制度の見直しの考え方について審議し、2019
年6月に中央環境審議会から「今後の化学物質環境対策の在り方について（答申）」を受けました。本
答申を踏まえ、薬事・食品衛生審議会、化学物質審議会及び中央環境審議会の合同会合において、化学
物質排出把握管理促進法対象物質の見直しについて審議し、2020年8月に各審議会から答申を受けま
した。この答申の内容を踏まえ、2021年10月に化学物質排出把握管理促進法施行令（平成12年政令
第138号）を、2022年3月に化学物質排出把握管理促進法施行規則（平成13年内閣府・財務省・文部
科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号）を改正しました。
2023年4月の改正施行令の施行に向け、改正内容の周知などを実施しています。化学物質排出把握管
理促進法に基づく化学物質排出移動量届出（PRTR）制度については、事業者が把握した2020年度の
排出量等が都道府県経由で国へ届出されました。届出された個別事業所のデータ、その集計結果及び国
が行った届出対象外の排出源（届出対象外の事業者、家庭、自動車等）からの排出量の推計結果を、
2022年3月に公表しました（図5-1-2、図5-1-3、図5-1-4）。また、個別事業所ごとのPRTRデータ
は、地図上で視覚的に分かりやすく表示し、ウェブサイトで公開しています。

	 図5-1-2	 化学物質の排出量の把握等の措置（PRTR）の実施の手順

資料：経済産業省、環境省

国

国

事業者による管理の改善を促進、環境の保全上の支障を未然に防止

国

国
民

国

※電子情報で届け出ることも可

※秘密情報は業所管大臣に直接届出

化学物質管理指針の策定・公表

対象化学物質の製造事業者等
（業種、規模を指定）政令

※意見を付すことも可

国 届出データをファイル化

対象化学物質

対象事業者

環境への排出量・移動量を届出

国 個別事業所データの公表等

国の調査への意見

あらかじめ、それぞれの
審議会の意見を聴く

中央環境審議会（環境省）
薬事・食品衛生審議会（厚生労働省）
化学物質審議会（経済産業省）

地
方
公
共
団
体

都道府県知事（経由）

都道府県知事

※人の健康に係る被害等が未然に防止され
るよう十分配慮

①事業者からの届出を経由
②国から通知されたデータを活用し、地域ニーズに応じた集

計・公表
③国が行う調査への意見
④事業者への技術的助言
⑤広報活動等を通じた国民の理解増進の支援

有害性があり、相当広範な地域の環境中に
継続的に存在する物質を指定  政令  ※事業者は指針に留意しつつ、化学物質の排出・管理

状況等に係る情報提供を行い、国民の理解の増進を
図る

届出対象以外の排出量
（家庭、農地等）

環境への排出量と移動量を集計し、公表

環境モニタリング、健康影響等に関する調査

個別事業所データ等への
アクセス

※営業秘密の届出事項について
   業所管大臣への説明要求が可

集計データと共に
個別事業所データを通知
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θ	4	 ダイオキシン類問題への取組

（1）ダイオキシン類による汚染実態と人の摂取量
2020年度のダイオキシン類に係る環境調査結果は表5-1-1のとおりです。
2020年度に人が一日に食事及び環境中から平均的に摂取したダイオキシン類の量は、体重1kg当た

り約0.41pg-TEQと推定されました（図5-1-5）。
食品からのダイオキシン類の一日摂取量は、平均0.40pg-TEQ／kg bw／日です。この数値は耐容

一日摂取量の4pg-TEQ／kg bw／日を下回っています（図5-1-6）。

	 図5-1-3	 届出排出量・届出外排出量の構成	
（2020年度分）

届出排出量
39%

届出排出量
39%

届出外排出量
61%

対象業種から
の届出外
排出量
12%

非対象
業種からの
届出外排出量
21%

家庭からの
届出外排出量
11%

移動体から
の届出外
排出量
17%

届出排出量・
届出外排出量
の合計

31.8万トン/年

資料：経済産業省、環境省

	 図5-1-4	 届出排出量・届出外排出量上位10物質と
その排出量（2020年度分）

8.3（8.3）

0 50 100 150

※ 1：アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。
※ 2：アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。
注：百トンの位の値で四捨五入しているため合計値にずれがある場合があり
ます。

資料：経済産業省、環境省
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	 表5-1-1	 2020年度ダイオキシン類に係る環境調査結果（モニタリングデータ）（概要）

環境媒体 地点数 環境基準超過地点数 平均値※1 濃度範囲※1

大気※2 614地点 0地点（0%） 0.017pg-TEQ/m3 0.0025～0.33pg-TEQ/m3

公共用水域水質 1,411地点 24地点（1.7%） 0.18pg-TEQ/ℓ 0.013～3.6pg-TEQ/ℓ

公共用水域底質 1,178地点 5地点（0.4%） 6.5pg-TEQ/g 0.040～530pg-TEQ/g

地下水質※3 493地点 1地点（0.2%） 0.054pg-TEQ/ℓ 0.0087～1.7pg-TEQ/ℓ

土壌※4 773地点 0地点（0%） 3.8pg-TEQ/g 0～960pg-TEQ/g

※1：平均値は各地点の年間平均値の平均値であり、濃度範囲は年間平均値の最小値及び最大値である。
�※2：�大気については、全調査地点（661地点）のうち、年間平均値を環境基準により評価することとしている地点についての結果であり、環境省の定点調査結果及

び大気汚染防止法政令市が独自に実施した調査結果を含む。
�※3：�地下水については、環境の一般的状況を調査（概況調査）した結果であり、汚染の継続監視等の経年的なモニタリングとして定期的に実施される調査等の結果

は含まない。
�※4：�土壌については、環境の一般的状況を調査（一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査）した結果であり、汚染範囲を確定するための調査等の結果は含ま

ない。
資料：環境省「令和2年度ダイオキシン類に係る環境調査結果」（2022年3月）
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（2）ダイオキシン類対策
ダイオキシン類対策は、「ダイオキシン対策推進基本指針（以下「基本指針」という。）」及びダイオ

キシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。）の二つの枠組
みにより進められています。

1999年3月に策定された基本指針では、排出インベントリ（目録）の作成、測定分析体制の整備、
廃棄物処理・リサイクル対策の推進等を定めています。

ダイオキシン法では、施策の基本とすべき基準（耐容一日摂取量及び環境基準）の設定、排出ガス及
び排出水に関する規制、廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に関する規制、汚染状況の調査、土壌汚
染に係る措置、国の削減計画の策定等が定められています。

基本指針及びダイオキシン法に基づき国の削減計画で定めたダイオキシン類の排出量の削減目標が達
成されたことを受け、2012年に国の削減計画を変更し、新たな目標として、当面の間、改善した環境
を悪化させないことを原則に、可能な限り排出量を削減する努力を継続することとしました。2020年
に お け る 削 減 目 標 の 設 定 対 象 に 係 る 排 出 総 量 は、96g-TEQ/年（ 図5-1-7） で、 削 減 目 標 量
176g-TEQ/年を下回っています。

ダイオキシン法に定める排出基準の超過件数は、2020年度は大気基準適用施設で35件、水質基準
適用事業場で0件、合計35件（2019年度53件）でした。また、2020年度において、同法に基づく命
令が発令された件数は、大気関係12件、水質関係0件で、法に基づく命令以外の指導が行われた件数
は、大気関係780件、水質関係29件でした。

ダイオキシン類による土壌汚染対策については、環境基準を超過し、汚染の除去等を行う必要がある
ものとして、2020年度末までに6地域がダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定され、対策計画に基
づく事業が完了しています。また、ダイオキシン類に係る土壌汚染対策を推進するための各種調査・検
討を実施しており、2021年度末に「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」等を改定し、公
表しました。

	 図5-1-5	 日本におけるダイオキシン類の一人一日
摂取量（2020年度）

魚介類89.17%

肉・卵  
7.32%

砂糖・菓子 0.20%

その他 0.68%

大気 1.26%
※

※

土壌 0.93%
調味料 0.39%

乳・乳製品 0.05%

資料：厚生労働省、環境省資料より環境省作成

［約0.41pg-TEQ/kg bw/日］

	 図5-1-6	 食品からのダイオキシン類の一日摂取量の
経年変化

0
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資料：厚生労働省「食品からのダイオキシン類一日摂取量調査」

PCDD＋PCDF
コプラナー PCB
ダイオキシン類
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θ	5	 農薬のリスク対策

農薬は、農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づき、定められた方法で使用した際の人の健康や
環境への安全性が確認され、農林水産大臣の登録を受けなければ製造、販売等ができません。登録の可
否を判断する要件のうち、作物残留、土壌残留、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る基準

（農薬登録基準）を環境大臣が定めています。このうち、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係
る農薬登録基準は、個別農薬ごとに基準値を設定しており、2021年度はそれぞれ4農薬と6農薬に設
定しました。

2020年4月には農薬取締法の一部を改正する法律（平成30年法律第53号。以下「改正農薬取締法」
という。）が完全施行され、農薬の動植物に対する影響評価の対象が、従来の水産動植物から、陸域を
含む生活環境動植物に拡大されたことを受け、同年4月には水草及び鳥類を、10月には野生ハナバチ
類を、それぞれ評価対象動植物に追加しました。

また、改正農薬取締法に基づき、登録されている全ての農薬について、最新の科学的知見に基づき定
期的に安全性等の再評価を行う仕組みが導入され、2021年度より、国内での使用量が多い農薬から再
評価を開始しました。

	 第2節	 化学物質に関する未解明の問題への対応

θ	1	 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の推進

2010年度から全国で、約10万組の親子を対象とした大規模かつ長期の出生コホート調査「子ども
の健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を実施しています。エコチル調査では、臍

さい
帯血、血

液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取保存・分析するとともに、質問票等によるフォローアップを行
い、子供の健康に影響を与える環境要因を明らかにすることとしています。また、全国調査約10万人
の中から抽出された5,000人程度の子供を対象として医師による診察や身体測定、居住空間の化学物質
の採取等の詳細調査を実施しています。

この調査の実施体制としては、国立研究開発法人国立環境研究所がコアセンターとして研究計画の立
案や生体試料の化学分析等を、国立研究開発法人国立成育医療研究センターがメディカルサポートセン

	 図5-1-7	 ダイオキシン類の排出総量の推移

その他発生源
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2011年
98.2～98.3
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98.3～98.4

2013年
98.3～98.4

2014年
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2015年
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2016年
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98.7～98.8
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注：1997年から2007年の排出量は毒性等価係数としてWHO-TEF（1998）を、2008年以後の排出量は可能な範囲でWHO-TEF（2006）を用いた値で表示した。
資料：環境省「ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）」（2022年3月）より作成
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ターとして医学的な支援等を、全国15地域のユニットセンターが参加者のフォローアップを担ってお
り、環境省はこの調査研究の結果を政策に反映していくこととしています（図5-2-1）。

θ	2	 化学物質の内分泌かく乱作用問題に係る取組

化学物質の内分泌かく乱作用問題については、その有害性など未解明な点が多く、関係府省が連携し
て、環境中濃度の実態把握、試験方法の開発、生態系影響やヒト健康影響等に関する科学的知見を集積
するための調査研究を、経済協力開発機構（OECD）における活動を通じた多国間協力や二国間協力
など国際的に協調して実施しています。

環境省では、2016年に取りまとめた「化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応―
EXTEND2016―」に基づき、これまでに得られた知見や開発された試験法を活用し、評価手法の確
立と評価の実施のための取組を進めています。2021年度も、一部の化学物質について試験管内試験及
び生物試験を実施しました。

小児や妊婦（胎児）など化学物質に対して脆
ぜい

弱と考えられる集団の化学物質に対する反応に関して、
次世代に対する影響の評価手法の開発に資する研究等を推進しています。

	 図5-2-1	 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の概要

調
査
内
容

実
施
体
制

期
待
さ
れ
る

成
果

環境省 調査結果を用いた環境政策の検討、
各省との連携、国際連携等

調査実施の中心機関
データ管理、試料の保存分析等

参加者募集と追跡調査等（地域の医療機関の協力）コアセンター（国立環境研究所）

ユニットセンター（全国15地域の大学等）

メディカルサポートセンター
（国立成育医療研究センター）

•安全・安心な子育て環境の実現
•子供の脆弱性に配慮した化学物質のリスク評価・管理等に活用

※2012年10月から福島県内の調査対象地域を全県に拡大
調査における医学的支援等

資料：環境省

化学物質等の測定
試料の長期保存等

遺伝要因、生活習慣要因、
社会要因等と併せて統計分析

子供の健康に与える
環境要因の影響を解明

エコチル調査とは…胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露等が
　　　　　　　　　子供の健康に与える影響を解明するための、長期
 ・大規模な追跡調査

2010年4月、環境大臣から認定書授与
〔1〕北海道　〔2〕宮城　〔3〕福島　〔4〕千葉　〔5〕神奈川　〔6〕甲信　〔7〕富山　〔8〕愛知
〔9〕京都　〔10〕大阪　〔11〕兵庫　〔12〕鳥取　〔13〕高知　〔14〕福岡　〔15〕南九州・沖縄

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）について

妊娠中 質問票調査
母親の血液・尿・毛髪、父親の血液採取

出産時

1か月後 健診、質問票調査
母乳、子供の毛髪採取

小児期 健診、質問票調査
子供の血液・尿・乳歯

3
年
間

募
集

追
跡
調
査

2010年度　全国・地域における体制整備、研究計画書の策定等
2011年1月　調査参加者（約10万組の親子）の募集開始
2014年3月　目標参加登録者数を達成

出生児の健康状態の確認
臍帯血の採取
さい
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	 第3節	 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進

化学物質やその環境リスクに対する国民の不安に適切に対応するため、これらの正確な情報を市民・
産業・行政等の全ての者が共有しつつ相互に意思疎通を図るリスクコミュニケーションを推進していま
す。

化学物質のリスクに関する情報の整備のため、「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック」
を作成し、「かんたん化学物質ガイド」等と共に配布しました。さらに、化学物質の名前等を基に、信
頼できるデータベースに直接リンクできるシステム「化学物質情報検索支援サイト（ケミココ）」を公
開しています。独立行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイト上では、既存化学物質等の安全性の
点検結果等の情報を掲載した化審法データベース（J-CHECK）や、化学物質の有害性や規制等に関す
る情報を総合的に検索できるシステム「化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP）」等の情報の
提供を行っています。

地域ごとの対策の検討や実践を支援する化学物質アドバイザーの派遣を行っており、2021年度には
PRTR制度についての講演会講師等として延べ10件の派遣を行うとともに、より多くの方にアドバイ
ザーの活動を知ってもらい、活用してもらうため、環境省ウェブサイト上で情報更新等を行うなど、広
報活動に取り組みました。

市民、労働者、事業者、行政、学識経験者等の様々な主体による意見交換を行い合意形成を目指す場
として、「化学物質と環境に関する政策対話」を開催しています。2021年度は、参加メンバーによる
意見交換を行いました。

	 第4節	 化学物質に関する国際協力・国際協調の推進

θ	1	 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ（S
サ イ カ ム
AICM）

2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）で定められた実施計画において、「2020
年までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境への著しい悪影響の最小化を目指す

（WSSD2020年目標）」こととされたことを受け、2006年2月、第1回国際化学物質管理会議
（ICCM1）において、国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ（S

サ イ カ ム
AICM）が採択されました。

これを受け、2012年9月には、WSSD2020年目標の達成に向けた今後の戦略を示すものとして、
「S

サ イ カ ム
AICM国内実施計画」を策定し、包括的な化学物質管理を推進してきました。2020年10月に予定

されていた第5回国際化学物質管理会議（ICCM5）は新型コロナウイルス感染症のため延期されまし
たが、WSSD2020年目標の目標年を迎え、次期枠組み策定に向けた議論が進められています。

θ	2	 国連の活動

PCB、DDTなど残留性有機汚染物質（POPs）30物質（群）の製造・使用の禁止・制限、排出の削
減、廃棄物の適正処理等を規定しているPOPs条約及び有害な化学物質の貿易に際して人の健康及び環
境を保護するための当事国間の共同の責任と協同の努力を促進する「国際貿易の対象となる特定の有害
な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約（PIC
条約）」の締約国会合の第一部が2021年7月にオンラインで合同開催されました。同会合では、委員
の選出、2022年補正予算及び暫定予算などが決議されました。なお、POPs条約においては、補助機
関である残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC）の2020年から2024年までの委員が我が国から
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選出されています。また、東アジアPOPsモニタリングプロジェクトを通じて、東アジア地域の国々と
連携して環境モニタリングを実施するとともに、2022年2月にオンラインで第14回東アジアPOPsモ
ニタリングワークショップを開催し、同地域におけるモニタリング能力の強化に向けた取組を進めてい
ます。

化学物質の分類と表示の国際的調和を図ることを目的とした「化学品の分類及び表示に関する世界調
和システム（GHS）」については、関係省庁が作業を分担しながら、化学物質の有害性に関する分類事
業を行うとともに、ウェブサイトを通じて分類結果の情報発信を進めました。

また、2022年2月～3月に開催された国連環境総会再開セッションにおいて、「化学物質・廃棄物の
適正管理及び汚染の防止に関する政府間科学・政策パネル」の設置に向けた交渉を開始することが決定
されました。

θ	3	 水銀に関する水俣条約

水銀による地球規模での環境汚染から人の健康と環境を保護するため、2013年10月に我が国で開
催された外交会議において、水銀に関する水俣条約（以下「水俣条約」という。）が採択されました。
水俣条約は2017年8月に発効し、同日、水銀による環境の汚染の防止に関する法律（平成27年法律
第42号。以下「水銀汚染防止法」という。）が施行されました。2021年11月には、水俣条約締約国
会議第4回会合の第一部がオンラインで開催されました。2022年3月にインドネシア・バリにおいて
開催された第二部では、条約の有効性評価の枠組みについて合意されたほか、電球形蛍光ランプ等の製
造・輸出入を2025年末に廃止することなどが決定されました。

国内では、水銀汚染防止法を着実に施行するとともに、同法に基づく「水銀等による環境の汚染の防
止に関する計画」の実施状況の点検を行いました。また、沖縄県辺

へ ど
戸岬及び秋田県男

お が
鹿半島において、

水銀の大気中濃度等のモニタリング調査を実施しました。
我が国は過去の経験と教訓を活かし、途上国による水俣条約の適切な履行を支援する国際協力と水俣

発の情報発信・交流の二つの柱からなる「M
モ ヤ イ
OYAIイニシアティブ」を推進しています。途上国への水

銀対策支援については、国連工業開発機関（UNIDO）、国連環境計画（UNEP）、アジア太平洋水銀モ
ニタリングネットワーク（APMMN）と協力して、途上国の技術者向けのモニタリング能力向上支援
研修を行いました。また、我が国の優れた水銀対策技術の国際展開を推進すべく、ベトナム等で調査を
実施しました。さらに、UNEPアジア太平洋地域事務所が有する途上国のネットワークを活用し、ア
ジア太平洋地域を中心とする途上国の水俣条約の実施等を支援しました。

θ	4	 OECDの活動

我が国は、OECDの化学品・バイオ技術委員会において、環境保健安全プログラムを通じて、化学
物質の安全性試験の技術的基準であるテストガイドラインの作成及び改廃など、化学物質の適正な管理
に関する種々の活動に貢献しています。これに関する作業として、新規化学物質の試験データの信頼性
確保及び各国間のデータ相互受入れのため、優良試験所基準（GLP）に関する国内体制の維持・更新、
生態影響評価試験法等に関する我が国としての評価作業、化学物質の安全性を総合的に評価するための
手法等の検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っています。また、環境省と国
立環境研究所で開発している定量的構造活性相関（QSAR）プログラムである生態毒性予測システム

（KATE）が、OECD QSAR Toolboxに接続されるなど連携を深めています。内分泌かく乱作用につ
いては、生態影響評価のための試験法の開発に主導的に参加するなど、OECDの取組に貢献していま
す。また、2006年に設置された「工業ナノ材料作業部会」では、工業ナノ材料に係る安全性評価手法
の開発支援推進のためのヒト健康と環境影響に関する国際協力が進められており、我が国もその取組に
貢献しました。
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θ	5	 諸外国の化学物質規制の動向を踏まえた取組

欧州連合（EU）では、化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則（REACH）や化学品の
分類、表示及び包装に関する規則（CLP規則）等の化学物質管理制度に基づく化学物質管理が実施さ
れており、我が国との関係が特に深いアジア地域においても、関係法令の施行による化学物質対策の強
化が進められています。このため、我が国でも化学物質を製造・輸出又は利用する様々な事業者の対応
が求められています。こうした我が国の経済活動にも影響を及ぼす海外の化学物質対策の動きへの対応
を強化するため、化学産業や化学物質のユーザー企業、関係省庁等で構成する「化学物質国際対応ネッ
トワーク」を通じて、ウェブサイト等による情報発信やセミナーの開催による海外の化学物質対策に関
する情報の収集・共有を行いました。

日中韓三か国による化学物質管理に関する情報交換及び連携・協力を進め、2021年11月に「第15
回日中韓化学物質管理政策対話」がオンラインで開催されました。日中韓の政府関係者による政府事務
レベル会合では、化学物質管理政策の最新動向と今後の方向性、化学物質管理に関する国際動向への対
応、各国の最新の課題に関する対応の状況等について情報・意見交換を行いました。また、同政策対話
の一環で開催された専門家会合では、リスク評価における技術的手法についての情報交換を行うととも
に、共同研究の実施について議論を行いました。さらに、今後の三か国の共同行動計画についても合意
しました。さらに、近年成長著しい東南アジアの化学物質管理に貢献するため、アジア地域において化
学物質対策能力の向上を促進し、適正な化学物質対策の実現を図るためのワークショップ等を開催して
います。2021年10月には、PRTR制度を始めとする、化学物質管理政策についてオンラインで意見
交換及び情報交換を行い、両国における化学物質管理の向上に向け、引き続き連携していくことを確認
しました。

	 第5節	 国内における毒ガス弾等に係る対策

2002年9月以降、神奈川県寒川町及び平塚市内の道路建設現場等において、作業従事者が毒ガス入
りの不審瓶により被災する事案が発生しました。また、2003年3月には、茨城県神栖市の住民から、
ふらつき、手足の震え等の訴えがあり、飲用井戸を検査した結果、旧軍の化学剤の原料に使用された歴
史的経緯があるジフェニルアルシン酸（有機ヒ素化合物）が検出されました。こうした問題が相次いで
発生したことを受けて、同年6月に閣議了解、さらに12月には閣議決定を行い、政府が一体となって、
以下の取組を進めています。

θ	1	 個別地域の事案

神栖市の事案については、ジフェニルアルシン酸による地下水汚染と健康影響が発生したことを受
け、2003年6月の閣議了解に基づき、これにばく露したと認められる住民に対して、医療費等の給付
や健康管理調査、小児精神発達調査（2011年6月開始）、調査研究等の緊急措置事業を実施し、その症
候や病態の解明を図ってきました。また、地下水モニタリングを実施するとともに、2004年度には地
下水汚染源の掘削・除去を行い、2009年から2011年度にかけては高濃度汚染地下水対策を実施しま
した。地下水モニタリングについては、現在も継続的に実施しており、汚染状況を監視しています。さ
らに、平塚市の事案においても、地下水から有機ヒ素化合物が検出されたことから、地下水モニタリン
グを継続して汚染状況を監視しています。

そのほか、平塚市・寒川町、千葉県習志野市におけるA事案（毒ガス弾等の存在に関する確実性が
高く、かつ地域も特定されている事案）区域においては、毒ガス弾等による被害を未然に防止するた
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め、土地改変時における所要の環境調査等を実施しています。

θ	2	 毒ガス情報センター

2003年12月から毒ガス弾等に関する情報を一元的に扱う情報センターで情報を受け付けるととも
に、ウェブサイトやパンフレット等を通じて被害の未然防止について周知を図っています。

223第5節　国内における毒ガス弾等に係る対策

第

5
章

R4_環境白書_02部_講じた-05章.indd   223R4_環境白書_02部_講じた-05章.indd   223 2022/05/23   12:43:372022/05/23   12:43:37



	 第1節	 政府の総合的な取組

θ	1	 環境基本計画

「第五次環境基本計画」（2018年4月閣議決定）では、目指すべき持続可能な社会の姿として、循環
共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現を掲げています。今後の環境政策の展開に当たっては、
経済・社会的課題への対応を見据えた環境分野を横断する6つの重点戦略（経済、国土、地域、暮らし、
技術、国際）を設定し、それに位置付けられた施策を推進するとともに、環境リスク管理等の環境保全
の取組は、重点戦略を支える環境政策として揺るぎなく着実に推進しています。

2021年度は、本計画の第2回点検として、重点戦略、重点戦略を支える政策等について、施策の進
捗状況の点検を進めました。

θ	2	 環境保全経費

政府の予算のうち環境保全に関係する予算について、環境保全に係る施策が政府全体として効率的、
効果的に展開されるよう、環境省において見積り方針の調整を図り、環境保全経費として取りまとめて
います。2022年度予算における環境保全経費の総額は、1兆6,230億円となりました。

θ	3	 予防的な取組方法の考え方に基づく環境施策の推進

地球温暖化による環境への影響、化学物質による健康や生態系への影響など、環境問題の多くには科
学的な不確実性があります。しかし、一度問題が発生すれば、それに伴う被害や対策コストが非常に大
きくなる可能性や、長期間にわたる極めて深刻な、あるいは不可逆的な影響をもたらす可能性がありま
す。このため、このような環境影響が懸念される問題については、科学的に不確実であることを理由に
対策を遅らせず、知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じるという「予防的な取組方法」の考え
方に基づいて対策を講じていくべきです。この予防的取組は、「第五次環境基本計画」においても「環
境政策における原則等」として位置付けられており、様々な環境政策における基本的な考え方として取
り入れられています。関係府省は、「第五次環境基本計画」に基づき、予防的な取組方法の考え方に関
する各種施策を実施しました。

θ	4	 SDGsに関する取組の推進

「第五次環境基本計画」で提唱されたSDGsを地域で実践するためのビジョンである「地域循環共生
圏」の創造を進めていくため、環境省では、「環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラット
フォーム事業」等により各地域での地域循環共生圏のビジョンづくりを進めるとともに、全国各地でつ
くられた地域循環共生圏のビジョンを実現するため、2019年に運用を開始したポータルサイト「環境
省ローカルSDGs－地域循環共生圏づくりプラットフォーム－」を活用し取組を進めています。

第6章 各種施策の基盤となる施策及び 
国際的取組に係る施策
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詳細については、第1部第3章第1節を参照。
また、SDGsの環境的側面における各主体の取組を促進するため、環境省では2016年から「ステー

クホルダーズ・ミーティング」を開催しています。これは、先行してSDGsに取り組む企業、自治体、
市民団体、研究者や関係府省が一堂に会し、互いの事例の共有や意見交換、さらには広く国民への広報
を行う公開の場です。先駆的な事例を認め合うことで、他の主体の行動を促していくことを目的として
います。

企業・団体等によるSDGs達成に向けた活動が拡大している中、企業・団体等の優れた取組を政府全
体として表彰することにより、こうした潮流を更に後押ししていくことを目的として、2017年に「ジャ
パンSDGsアワード」が創設されました。2021年12月に第5回目の表彰が行われ、「SDGs推進本部
長（内閣総理大臣）賞」にバングラデシュにおける貧困農家の収入増と難民への食糧支援に取り組む
ユーグレナが選ばれました。

また、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）（2020年12月閣議決定）におい
て、SDGsは「新しい時代の流れを力にする」という横断的な目標の下、全ての関係者の役割を重視し、

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指して、経済・社会・環境を
巡る広範な課題解決に統合的に取り組むものとしています。国、地方公共団体等において、様々な取組
に経済、社会及び環境の統合的向上等の要素を最大限反映することが重要です。したがって、持続可能
なまちづくりや地域活性化に向けて取組を推進するに当たっても、SDGsの理念に沿って進めることに
より、政策の全体最適化や地域課題解決の加速化という相乗効果が期待でき、地方創生の取組の一層の
充実・深化につなげることができます。このため、SDGsを原動力とした地方創生の推進や地域循環共
生圏の創造の後押しを行います。

さらに、内閣府では2018年度から2021年度にかけて、地方公共団体（都道府県及び市区町村）に
よるSDGsの達成に向けた取組を公募し、優れた取組を提案する都市をSDGs未来都市として計124
都市選定し、その中でも特に先導的な取組を自治体SDGsモデル事業として計40事業選定しました。
これらの取組を引き続き支援するとともに、成功事例の普及展開を図り、2024年度までに、SDGs未
来都市を累計210都市選定することを目指します。また、2021年度には、地方公共団体が広域で連携
し、SDGsの理念に沿って地域のデジタル化や脱炭素化等を行う地域活性化に向けた取組を「広域連携
SDGsモデル事業」として選定し、支援を開始しました。加えて、SDGsの推進に当たっては、多様な
ステークホルダーとの連携が不可欠であることから、官民連携の促進を目的として「地方創生SDGs官
民連携プラットフォーム」を主催し、マッチングイベントや分科会開催等による支援を実施していま
す。さらに、金融面においても地方公共団体と地域金融機関等が連携して、地域課題の解決やSDGsの
達成に取り組む地域事業者を支援し、地域における資金の還流と再投資を生み出す「地方創生SDGs金
融」を通じた、自律的好循環の形成を目指しています。また、SDGsの取組を積極的に進める事業者等
を「見える化」するために、2020年10月には「地方公共団体のための地方創生SDGs登録・認証等
制度ガイドライン」を公表するとともに、2021年11月には、SDGsの達成に取り組む地域事業者等に
対する優れた支援を連携して行う地方公共団体と地域金融機関等を表彰する「地方創生SDGs金融表
彰」を創設しました。

このような取組を通じて、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）において設定
されている、SDGsの達成に向けた取組を行っている都道府県及び市区町村の割合を、2024年度に
60％とする目標達成のため、引き続き地方創生SDGsの普及促進活動を進めていきます（表6-1-1）。
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θ	5	 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取組の推進

2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催に当たって、環境省は、関
係府省庁や東京都、大会組織委員会と連携し、「環境問題への配慮・暑さ対策」といった観点から、リ
サイクルメダル製作への協力及びその成果の国内外への発信、外国からの来場者にも分かりやすいごみ
分別ラベル作成への助言、熱中症対策や会場周辺の暑さ指数（WBGT）の調査、CO2削減を実現する
先進的な技術知見の提供など、様々な協力・支援を行いました。ドーピング検査に使用する注射針等の
円滑な処理等を含めた各種の対策を進めていくなど、3R・適正処理を徹底しました。

	 第2節	 グリーンな経済システムの構築

θ	1	 企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化

（1）環境配慮型製品の普及等
ア　グリーン購入

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）（平成12年法律第100号）に
基づく基本方針に即して、国及び独立行政法人等の各機関は、環境物品等の調達の推進を図るための方
針の策定・公表を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。

新たな特定調達品目として「テープ印字機等用カセット」、「テープ印字機等用テープ」及び「給水
栓」を追加しました。また、自動車等の判断の基準において乗用車は電動車等とするほか、電子計算機

	 表6-1-1	 SDGs未来都市一覧
2018年度選定（全29都市）

※都道府県・市区町村コード順
2019年度選定（全31都市）

※都道府県・市区町村コード順
2020年度選定（全33都市）

※都道府県・市区町村コード順
2021年度選定（全31都市）

※都道府県・市区町村コード順

都道府県 選定都市 都道府県 選定都市 都道府県 選定都市 都道府県 選定都市 都道府県 選定都市 都道府県 選定都市 都道府県 選定都市 都道府県 選定都市

北海道

★北海道
静岡県

静岡市 岩手県 陸前高田市 滋賀県 ★滋賀県 岩手県 岩手町 滋賀県 湖南市 北海道 上士幌町※

岐阜県
高山市

札幌市 浜松市 福島県 郡山市※ 京都府 舞鶴市※

宮城県
仙台市 京都府 亀岡市※ 岩手県 一関市 美濃加茂市※

ニセコ町※ 愛知県 豊田市 栃木県 宇都宮市

奈良県

生駒市 石巻市※

大阪府

★大阪府・
大阪市※ 山形県 米沢市 静岡県 富士宮市

下川町※ 三重県 志摩市 群馬県 みなかみ町 三郷町 山形県 鶴岡市 豊中市 福島県 福島市
愛知県

小牧市

宮城県 東松島市 大阪府 堺市 埼玉県 さいたま市 広陵町 埼玉県 春日部市 富田林市※ 茨城県 境町 知立市

秋田県 仙北市 奈良県 十津川村 東京都 日野市 和歌山県 和歌山市 東京都 豊島区※ 兵庫県 明石市 群馬県 ★群馬県
京都府

京都市※

山形県 飯豊町
岡山県

岡山市
神奈川県

川崎市
鳥取県

智頭町 神奈川県 相模原市 岡山県 倉敷市※ 埼玉県 ★埼玉県 京丹後市

茨城県 つくば市 真庭市※ 小田原市※ 日南町

石川県

金沢市※ 広島県 東広島市 千葉県 市原市※ 大阪府 能勢町

神奈川県

★神奈川県※ 広島県 ★広島県 新潟県 見附市※ 岡山県 西粟倉村※ 加賀市 香川県 三豊市
東京都

墨田区※

兵庫県
姫路市

横浜市※ 山口県 宇部市
富山県

★富山県
福岡県

大牟田市 能美市 愛媛県 松山市※ 江戸川区 西脇市

鎌倉市※ 徳島県 上勝町 南砺市※ 福津市 長野県 大町市 高知県 土佐町 神奈川県 松田町 鳥取県 鳥取市

富山県 富山市※ 福岡県 北九州市※ 石川県 小松市 熊本県 熊本市※ 岐阜県 ★岐阜県 福岡県 宗像市 新潟県 妙高市※ 愛媛県 西条市※

石川県
珠洲市 長崎県 壱岐市※ 福井県 鯖江市※

鹿児島県
大崎町※

静岡県
富士市 長崎県 対馬市 福井県 ★福井県

熊本県
菊池市

白山市 熊本県 小国町※

愛知県

★愛知県 徳之島町 掛川市 熊本県 水俣市
長野県

長野市 山都町※

長野県 ★長野県 名古屋市 沖縄県 恩納村※ 愛知県 岡崎市 鹿児島県 鹿児島市 伊那市 沖縄県 ★沖縄県※

豊橋市
三重県

★三重県 沖縄県 石垣市※ 岐阜県 岐阜市※

いなべ市※

累計
ＳＤＧｓ未来都市 124都市（125自治体）
自治体ＳＤＧｓモデル事業 40都市

※：「自治体SDGsモデル事業」選定自治体
★：SDGs未来都市のうち都道府県
資料：内閣府
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等及び家電製品の省エネルギー性能に係る基準等の見直しを行いました。
グリーン購入の取組の更なる促進のため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団

体、事業者等を対象としたオンライン説明会を開催しました。
そのほか、地方公共団体等でのグリーン購入を推進するため、実務支援等による普及・啓発活動を行

いました。
国際的なグリーン購入の取組を推進するため、グリーン購入に関する世界各国の制度・基準について

の情報を収集するとともに、国内外のグリーン公共調達又は環境ラベルの専門家を招聘
へい

し、オンライン
セミナーを開催しました。

イ　環境配慮契約
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）（平

成19年法律第56号）に基づく基本方針に従い、国及び独立行政法人等の各機関は、温室効果ガス等の
排出の削減に配慮した契約（以下「環境配慮契約」という。）を推進しました。

環境配慮契約の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団
体、事業者等を対象としたオンライン説明会を開催しました。

地方公共団体等での環境配慮契約の推進のため、実務支援等による普及・啓発活動を行いました。

ウ　環境ラベリング
消費者が環境負荷の少ない製品を選択する際に適切な情報を入手できるように、環境ラベルなど環境

表示の情報の整理を進めました。我が国で唯一のタイプⅠ環境ラベル（ISO14024準拠）であるエコ
マーク制度では、ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継続して整備しており、2022年
3月31日時点でエコマーク対象商品類型数は72、認定商品数は4万6,686となっています。

事業者の自己宣言による環境主張であるタイプⅡ環境ラベルや民間団体が行う環境ラベル等について
は、各ラベリング制度の情報を整理・分類して提供する「環境ラベル等データベース」を引き続き運用
しました。

なお、製品の環境負荷を定量的に表示する環境ラベルとしてはエコリーフ環境ラベルプログラムがあ
り、複数影響領域を表すタイプⅢ環境ラベル（ISO14025準拠）のエコリーフと、地球温暖化の単一
影響領域を表すカーボンフットプリント（CFP、ISO/TS14067準拠）の2通りの宣言方法があります。

（2）事業活動への環境配慮の組込みの推進
ア　環境マネジメントシステム

ISO14001を参考に環境省が策定した、中堅・中小事業者向け環境マネジメントシステム「エコア
クション21」を通じて、環境マネジメントシステムの認知向上と普及・促進を行いました。2022年3
月末時点でエコアクション21の認証登録件数は7,443件となりました。

イ　環境報告
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（平成

16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。）では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のた
めの制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定
しています。環境報告書の作成・公表及び利活用の促進を図るため、環境配慮促進法に基づく特定事業
者の環境報告書を一覧できるウェブサイトとして「もっと知りたい環境報告書」を運用しました。ま
た、「環境報告ガイドライン2018年版」やバリューチェーンマネジメントの取組促進のために2020年
8月に公表した「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門～OECDガイダンスを
参考に～」を題材に、環境デュー・ディリジェンスや情報開示の普及促進を図りました。
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ウ　公害防止管理者制度
各種公害規制を遵守し、公害防止に万全を期すため、特定工場における公害防止組織の整備に関する

法律（昭和46年法律第107号）によって、一定の条件を有する特定工場には、公害防止組織の整備と
して、公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者及び公害防止に関する技術的な事項を管理する
国家資格を有する公害防止管理者等を選任し、都道府県知事等への届出が義務付けられています。

公害防止管理者等の資格取得方法は、国家試験の合格又は資格認定講習の修了の2種類があり、国家
試験は1971年度から実施され、2021年度の合格者数は5,774人、これまでの延べ合格者数は39万
3,957人となっています。

資格認定講習は、一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者
を対象として、1972年度から実施され、2019年度の修了者数は1,511人、これまでの修了者数は27
万8,516人となっています。

エ　その他環境に配慮した事業活動の促進
環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する

持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競
争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。

我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模については、2020年の市場規模は約104.4兆円、雇用規模
は約252万人となり、2000年との比較では市場規模は約1.8倍、雇用規模は約1.4倍に成長しました。
環境ビジネスの市場規模は、2009年に世界的な金融危機で一時的に落ち込んだものの、それ以降は市
場規模、雇用規模ともに着実に増加しています。

θ	2	 金融を通じたグリーンな経済システムの構築

民間資金を環境分野へ誘引する観点からは、金融機能を活用して、環境負荷低減のための事業への投
融資を促進するほか、企業活動に環境配慮を組み込もうとする経済主体を金融面で評価・支援すること
が重要です。そのため、以下に掲げる取組を行いました。

（1）金融市場を通じた環境配慮の織り込み
我が国におけるESG金融（環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）と

いった非財務情報を考慮する金融）の主流化のため、金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、
ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG金融ハイレベ
ル・パネル」を開催し、そこでの議論を踏まえて「持続可能な社会の形成に向けたESG地域金融の普
及展開のための共通ビジョン」を公表しました。また、2022年3月に開催された第5回では、脱炭素
社会への移行を支える金融の役割と行動をテーマに議論が行われました。さらに、ESG金融に関する
幅広い関係者を表彰する我が国初の大臣賞である「ESGファイナンス・アワード」を引き続き開催し、
積極的にESG金融に取り組む金融機関、諸団体やサステナブル経営に取り組む企業を多数の応募者の
中から選定し、2022年2月に開催された表彰式において発表しました。また、世界のESG投資が拡大
する中、気候変動対策に積極的に取り組む企業に対して、円滑なESG資金の供給を促すため、我が国
は気候変動関連情報を開示する枠組みであるTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に
基づく情報開示を推進しているところです。具体的には、環境省では、2021年度は事業会社7社、金
融機関3社に対してTCFDに対応したシナリオ分析に関する支援を行いました。さらに、金融機関3社
に対して、ポートフォリオのカーボン分析パイロットプログラム支援を行いました。経済産業省におい
ても、2019年に世界の産業界や金融界のトップが一堂に会する、世界初の「TCFDサミット」を開催
し、2021年10月にはその第3回を開催しました。また、経済産業省が2018年12月に策定した「気
候関連財務情報開示に関するガイダンス（TCFDガイダンス）」について、民間主導で設立された
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TCFDコンソーシアムがその改訂作業を引き継ぎ、2020年7月「TCFDガイダンス2.0」として公表
しました。こうした取組等を通じて、2021年度末時点で、我が国のTCFD賛同機関数は約750とな
り、世界最多となっています。

（2）環境金融の普及に向けた基礎的な取組
金融機関が自主的に策定した「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）」

（約300機関が署名）について、引き続き支援を行いました。また、脱炭素社会の実現に向け、長期的
な戦略にのっとった温室効果ガス排出削減の取組に対して資金供給する「トランジション・ファイナン
ス」について、2021年5月に、金融庁、経済産業省、環境省が共同で「クライメート・トランジショ
ン・ファイナンスに関する基本指針」を策定しました。さらに、経済産業省は同基本指針に基づき、鉄
鋼、化学、電力、ガス、石油、紙・パルプ、セメント分野における技術ロードマップを取りまとめ、公
表しました。また、国内におけるトランジション・ファイナンスの促進に資するため、トランジショ
ン・ファイナンスの調達に要する費用に対する補助や情報発信も行っています。

（3）環境関連事業への投融資の促進
民間資金が十分に供給されていない再生可能エネルギー事業等の脱炭素化プロジェクトに対する「地

域脱炭素投資促進ファンド」からの出資による支援、脱炭素機器をリースで導入した場合のリース事業
者に対するリース料の助成事業、地域循環共生圏の創出に資するESG融資に対する利子補給事業など、
再生可能エネルギー事業創出や省エネ設備導入に向けた支援を引き続き実施したほか、その結果も踏ま
えて「ESG地域金融実践ガイド2.1」を公表しました。

国内におけるグリーンボンド等の促進に資するため、グリーンボンド等の調達に要する費用に対する
補助や情報発信、グリーンボンドガイドラインやグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ロー
ンガイドラインの普及促進を行いました。また、国際的な原則の改定及び国内外の政策、市場動向を踏
まえ、グリーンボンドガイドライン等の各種ガイドラインの見直し等を行うため、2021年度にグリー
ンファイナンスに関する検討会を3回開催しました。

日本政策金融公庫においては、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、
温室効果ガス排出削減、省エネ等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施しました。

（4）政府関係機関等の助成
政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表6-2-1のとおりでした。

θ	3	 グリーンな経済システムの基盤となる税制

（1）税制上の措置等
2021年度税制改正において、［1］地球温暖化対策のための税の着実な実施、［2］車体課税のグリー

ン化、［3］廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除特例措置の延長（軽油引取税）、［4］低公
害自動車の燃料を充てんするための設備に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税）、［5］試験研

	 表6-2-1	 政府関係機関等による環境保全事業の助成

日本政策金融公庫 産業公害防止施設等に対する特別貸付
家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金の融通

独立行政法人中小企業基盤整備機構の融資制度 騒音、ばい煙等の公害問題等により操業に支障を来している中小企業者が、集団で適地に移転す
る工場の集団化事業等に対する都道府県を通じた融資

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
による融資

金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金、鉱害
防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法（昭和45年法律第133号）による事
業者負担金に対する融資

資料：財務省、農林水産省、経済産業省、環境省
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究を行った場合の法人税額等の特別控除（所得税、法人税、法人住民税）、［6］技術研究組合の所得計
算の特例の延長（法人税）の措置を講じました。特に、［2］車体課税のグリーン化については、自動
車重量税のエコカー減税、自動車税・軽自動車税の環境性能割、それぞれについて、2030年度燃費基
準の達成度に応じた減税の仕組みを講じたところです。

（2）税制のグリーン化
環境関連税制等のグリーン化については、2050年カーボンニュートラルのための重要な施策です。
我が国では、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のため

の諸施策を実施していく観点から、2012年10月に「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特
例」が導入されました。具体的には、我が国の温室効果ガス排出量の8割以上を占めるエネルギー起源
CO2の排出削減を図るため、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率（289円／トンCO2）を石
油石炭税に上乗せするものです。急激な負担増を避けるため、税率は3年半かけて段階的に引き上げる
こととされ、2016年4月に最終段階への引上げが完了しました。この課税による税収は、エネルギー
起源CO2の排出削減を図るため、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン
化・効率化などに充当されています。

車体課税については、自動車重量税におけるエコカー減税や、自動車税及び軽自動車税におけるグ
リーン化特例（軽課）及び環境性能割といった環境性能に優れた車に対する軽減措置が設けられていま
す。

	 第3節	 技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等

θ	1	 環境分野におけるイノベーションの推進

（1）環境研究・技術開発の実施体制の整備
ア　環境研究総合推進費及び地球環境保全等試験研究費

環境省では、環境研究総合推進費において、環境政策への貢献をより一層強化するため、環境省が必
要とする研究テーマ（行政ニーズ）を明確化し、その中に地方公共団体がニーズを有する研究開発テー
マも組み入れました。また、気候変動に関する研究のうち、各府省が関係研究機関において中長期的視
点から計画的かつ着実に実施すべき研究を、地球環境保全等試験研究費により効果的に推進しました。

イ　環境省関連試験研究機関における研究の推進
（ア）国立水俣病総合研究センター

国立水俣病総合研究センターでは、水俣病発生の地にある国の直轄研究機関としての使命を達成する
ため、水俣病や環境行政を取り巻く社会的状況の変化を踏まえ、2020年4月に今後5年間の実施計画

「中期計画2020」を策定しました。「中期計画2020」における調査・研究分野とそれに付随する業務
に関する重点項目は、［1］メチル水銀曝露の健康影響評価と治療への展開、［2］メチル水銀の環境動
態、［3］地域の福祉向上への貢献、［4］国際貢献とし、中期計画2年目の研究及び業務を推進しまし
た。

特に、地元医療機関との共同による脳磁計（MEG）・磁気共鳴画像診断装置（MRI）を活用したヒ
ト健康影響評価及び治療に関する研究、メチル水銀中毒の予防及び治療に関する基礎研究を推進すると
ともに、国内外諸機関と連携し、環境中の水銀モニタリング及び水俣病発生地域の地域創生に関する調
査・研究を進めました。

水銀に関する水俣条約（以下「水俣条約」という。）締結を踏まえ、水銀分析技術の簡易・効率化を
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進め、分析精度向上に有効となる標準物質の作成と配布、熊本県水俣市において「公害都市の地域再生
―市民・企業・行政のパートナーシップ」をテーマに研究会議「NIMD FORUM」を主催するなどの
国際貢献及び地域貢献を進めました。

これらの施策や研究内容について、国立水俣病総合研究センターウェブサイト上で具体的かつ分かり
やすい情報発信を実施しました。

（イ）国立研究開発法人国立環境研究所
国立研究開発法人国立環境研究所では、環境大臣が定めた中長期目標（2021年度～2025年度）に

基づく第5期中長期計画が2021年度から開始されました。中長期計画に基づき、環境研究の中核的研
究機関として、［1］重点的に取り組むべき課題への統合的な研究、［2］環境研究の各分野における科
学的知見の創出等、［3］国の計画に基づき中長期目標期間を超えて実施する事業（衛星観測及び子ど
もの健康と環境に関する全国調査に関する事業）及び［4］国内外機関との連携及び政策貢献を含む社
会実装を推進しました。

特に、［1］では、統合的・分野横断的アプローチで取り組む戦略的研究プログラムを設定し、「気候
変動・大気質」、「物質フロー革新」、「包括環境リスク」、「自然共生」、「脱炭素・持続社会」、「持続可能
地域共創」、「災害環境」及び「気候変動適応」の8つの課題解決型プログラムを推進しています。

また、環境の保全に関する国内外の情報を収集、整理し、環境情報メディア「環境展望台」によって
インターネット等を通じて広く提供しました。さらに、気候変動適応法（平成30年法律第50号）に基
づき地方公共団体等への技術的援助等の業務を推進しました。

ウ　各研究開発主体による研究の振興等
文部科学省では、科学研究費助成事業等の研究助成を行い、大学等における地球環境問題に関連する

幅広い学術研究・基礎研究の推進や研究施設・設備の整備・充実への支援を図るとともに、関連分野の
研究者の育成を行いました。あわせて、大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所
における「Future Earth」等の国際共同研究を通じた人文学・社会科学を含む分野横断的な課題解決
型の研究の振興により、SDGsの進展に貢献しました。

地方公共団体の環境関係試験研究機関は、監視測定、分析、調査、基礎データの収集等を広範に実施
するほか、地域固有の環境問題等についての研究活動を推進しました。これらの地方環境関係試験研究
機関との緊密な連携を確保するため、環境省では、地方公共団体環境試験研究機関等所長会議を開催す
るとともに、全国環境研協議会と共催で環境保全・公害防止研究発表会を開催し、研究者間の情報交換
の促進を図りました。

（2）環境研究・技術開発の推進
環境省では、地球温暖化対策に関しては、新たな地球温暖化対策技術の実用化・導入普及を進めるた

め、「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」において地下街や駅等の屋外開放部を持つ空
間における人流・気流センサを用いた省エネにつながる空調制御手法の開発や、電力消費量が大きい上
水道施設対策に必要な高効率・低コストの管水路用水力発電技術の開発など、全体で45件の技術開
発・実証事業を実施しました。また、ライフスタイルに関連の深い多種多様な電気機器（照明、パワコ
ン、サーバー等）に組み込まれている各種デバイスを、高品質GaN（窒化ガリウム）半導体素子を用
いることで高効率化し、徹底したエネルギー消費量の削減を実現するための技術開発及び実証を2014
年度より実施中です。2019年度までに、GaNインバータの基本設計を完了し、GaNインバータをEV
車両に搭載した超省エネ電気自動車（AGV）を開発し、世界で初めて駆動に成功しました。AGVは東
京モーターショー2019にて初公開し、多数メディアにも掲載されました。そのほかに、二酸化炭素回
収・有効利用・貯留（CCUS）技術の導入に向けて、火力発電所の排ガスからCO2分離回収を行う場
合の環境影響の評価等を行いました。

231第3節　技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等

第

6
章

R4_環境白書_02部_講じた-06章.indd   231R4_環境白書_02部_講じた-06章.indd   231 2022/05/23   14:40:532022/05/23   14:40:53



文部科学省では、2050年カーボンニュートラルを支える超省エネ・高性能なパワーエレクトロニク
ス機器の創出に向けて、窒化ガリウム（GaN）等の次世代パワー半導体を用いたパワエレ機器等の研
究開発を推進しました。また、先端的低炭素化技術開発（ALCA）において、2030年の社会実装を目
指し、低炭素社会の実現に貢献する革新的な技術シーズ及び実用化技術の研究開発を推進するととも
に、リチウムイオン蓄電池に代わる革新的な次世代蓄電池等の世界に先駆けた革新的低炭素化技術の研
究開発を推進しました。さらに、未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域にお
いて、2050年の社会実装を目指し、抜本的な温室効果ガス削減に向けた従来技術の延長線上にない革
新的エネルギー科学技術の研究開発を推進しました。加えて、未来社会創造事業大規模プロジェクト型
においては、省エネ・低炭素化社会が進む未来水素社会の実現に向けて、高効率・低コスト・小型長寿
命な革新的水素液化技術の開発を、また、Society 5.0の実現に向けて、センサ用独立電源として活用
可能な革新的熱電変換技術の開発を推進しました。さらに、理化学研究所において、低環境負荷の材
料・触媒技術や、電気伝導性や磁性等の新奇の物性に着目した超省エネ技術等の研究開発を推進しまし
た。また、気候変動予測研究について、統合的気候モデル高度化研究プログラムにおいて、スーパーコ
ンピュータ「地球シミュレータ」を活用して、全ての気候変動対策の基盤となる気候モデルの開発等を
通じ、気候変動メカニズムを解明するとともに、ニーズを踏まえて気候変動予測情報の創出に向けた研
究開発を推進しました。これらの成果等は、2021年8月に公表された気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）第6次評価報告書第1作業部会報告書に数多く引用されました。また、気候変動予測情報や地
球観測データなどの地球環境ビッグデータを蓄積・統合解析する「データ統合・解析システム（DIAS）」
を活用し、地球規模課題の解決に産学官で活用できる地球環境情報プラットフォームの構築を進めまし
た。加えて、大学の力を結集した、地域の脱炭素化加速のための基盤研究開発において、2021年7月
に「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」を設立し、人文学・社会科学から自然
科学までの幅広い知見を活用し、大学等と地域が連携して地域のカーボンニュートラルを推進するため
のツール等に係る分野横断的な研究開発等を推進しました。

省エネルギー、再生可能エネルギー、原子力、クリーンコールテクノロジー、分離回収したCO2を
地中へ貯留するCCSに関わる技術開発を実施しました。

大型車の脱炭素化等に資する革新的技術を早期に実現するため、産学官連携のもと、電動化技術や内
燃機関の高効率化といった次世代大型車関連の技術開発及び実用化の促進を図るための調査研究を行い
ました。また、早期の社会実装を目指し、トラックやバスの電動化に必要な磁石等の技術開発・実証等
を行いました（上記「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」の一環）。

ア　中長期的なあるべき社会像を先導する環境分野におけるイノベーションのための統合的視点からの
政策研究の推進

環境政策の経済・社会への影響・効果や両者の関係を分析・評価する手法及び環境・経済・社会が調
和した持続可能な社会の進展状況を把握・評価するための手法等を確立することにより、経済・社会の
課題解決にも貢献する環境政策に関する基礎的な分析・理論等の知見を得て、それらの成果を政策の企
画立案等に活用することを目的とした環境経済の政策研究を実施しています。2021年度から「第Ⅴ期
環境経済の政策研究」として、原則3年の研究期間を設け、2件の研究を行いました。

イ　統合的な研究開発の推進
「第6期科学技術・イノベーション基本計画」では、我が国が目指す社会として、Society5.0を具体

化し、「国民の安全と安⼼を確保する持続可能で強靱
じん

な社会」、「一人ひとりの多様な幸せ（well-being）
が実現できる社会」の実現を掲げています。その実現に向けて、本計画では、経済・社会が大きく変化
し、国内、そして地球規模の様々な課題が顕在化する中で、2030年を見据えて、［1］デジタルを前提
とした社会構造改革（我が国の社会を再設計し、地球規模課題の解決を世界に先駆けて達成し、国家の
安全・安⼼を確保することで、国民一人ひとりが多様な幸せを得られるようにする）、［2］研究力の抜
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本的強化（多様性や卓越性を持った「知」を創出し続ける、世界最高準の研究力を取り戻す）、［3］新
たな社会を支える人材育成（日本全体をSociety 5.0へと転換するため、多様な幸せを追求し、課題に
立ち向かう人材を育成する）の3つを大目標として定め、科学技術・イノベーション政策を推進するこ
ととしています。
「第6期科学技術・イノベーション基本計画」に基づき2021年6月に閣議決定した「統合イノベー

ション戦略2021」においても、重点的に取り組むべき事項の一つとして「地球規模課題の克服に向け
た社会変革と非連続なイノベーションの推進」を掲げ、我が国の温室効果ガス排出量を2050年までに
実質ゼロとし、世界のカーボンニュートラルを牽引するとともに、循環経済への移行を進めることで、
気候変動をはじめとする環境問題の克服に貢献し、SDGsを踏まえた持続可能性を確保することを目標
として、関係府省庁、産官学が連携して研究開発から社会実装まで一貫した取組の具体化を図り推進し
ていくこととしました。

内閣府では、2018年度から開始した戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第2期の課題の
一つとして「IoE社会のエネルギーシステム」を採択し、様々なエネルギーがネットワークに接続され、
情報交換することにより相互のエネルギーの需給管理が可能となるIoE社会の実現のための研究開発を
進めています。具体的には、再生可能エネルギーが主力電源となる社会のエネルギーシステムのグラン
ドデザインを検討し、その出口として、再生可能エネルギーの導入可能性に係る地域特性に応じた社会
実装可能な地域エネルギーシステムデザインのためのガイドラインを策定するとともに、再生可能エネ
ルギーを含む多様な入力電源に対して最適制御を可能とするユニバーサルスマートパワーモジュールや
高効率・大電力で安全なワイヤレス電力伝送システム等の社会実装に向けて研究開発を進めています。

環境省では、「第五次環境基本計画」に基づき、今後5年間で取り組むべき環境研究・技術開発の重
点課題やその効果的な推進方策を提示するものとして、環境研究・環境技術開発の推進戦略を策定する
こととしています。

総務省では、国立研究開発法人情報通信研究機構等を通じ、電波や光を利用した地球環境のリモート
センシング技術や、環境負荷を増やさず飛躍的に情報通信ネットワーク設備の大容量化を可能にする
フォトニックネットワーク技術等の研究開発を実施しています。

農林水産省では、農林水産分野における気候変動の影響評価、地球温暖化の進行に適応した生産安定
技術の開発等について推進しました。さらに、これらの研究開発等に必要な生物遺伝資源の収集・保存
や特性評価等を推進しました。また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を受けた被災地におい
て、農業者が早期に、安⼼して営農を再開できるようにするため、除染後農地の地力を回復・向上させ
る技術開発、農作物の安全性を確保しつつ吸収抑制対策としてのカリ施肥の適正化を図る技術開発、省
力的圃場管理技術の開発を行いました。さらに、森林・林業の再生を図るため、放射性物質対策に資す
る森林施業等の検証を行うとともに、木材製品等に係る放射性物質の調査・分析及び木材製品等の安全
を確保するための効果的な検査等の安全証明体制の構築を支援しました。

経済産業省では、生産プロセスの低コスト化や省エネ化の実現を目指し、植物機能や微生物機能を活
用して工業原料や高機能タンパク質等の高付加価値物質を生産する高度モノづくり技術の開発を実施し
たほか、バイオものづくりの製造基盤技術の確立に向けた実証事業に着手しました。

国土交通省では、地球温暖化対策にも配慮しつつ、地域の実情に見合った最適なヒートアイランド対
策の実施に向けて、様々な対策の複合的な効果を評価できるシミュレーション技術の運用や、地球温暖
化対策に資するCO2の吸収量算定手法の開発等を実施しました。低炭素・循環型社会の構築に向け、
下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）等による下水汚泥の有効利用技術等の実証と普
及を推進しました。

文部科学省では、希少元素や毒性元素の使用量の低減化に資する研究開発として、「元素戦略プロ
ジェクト」を推進しました。
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（3）環境研究・技術開発の効果的な推進方策
ア　各主体の連携による研究技術開発の推進

2021年12月、「 第12回 気 候 中 立 社 会 実 現 の た め の 戦 略 研 究 ネ ッ ト ワ ー ク（LCS-RNet：
Leveraging a Climate-neutral Society - Strategic Research Network）年次会合」を開催しまし
た。「気候中立で持続可能な社会実現に向けた行動を加速する」をテーマに、国連気候変動に関する政
府間パネル（IPCC）第三作業部会（WG3）の共同議長であるジム・スキー教授とトランジション・
マネジメント研究の第一人者であるオランダ・エラスムス大学のダーク・ローバック教授による基調講
演に加え、産業の脱炭素化、気候中立社会の実現に向けた雇用、国際協力及び気候ファイナンスの4つ
のセッションを開催しました。会合では、各国各地域においてそれぞれ未曽有のトランジションが求め
られる時代にあって、このようなネットワークを通じて情報交換・意見共有を行っていくことの重要性
が改めて確認されました。

世界適応ネットワーク（GAN）及びその地域ネットワークの一つであるアジア太平洋適応ネット
ワーク（APAN）を他の国際機関等との連携により支援しました。アジア太平洋地球変動研究ネット
ワーク（APN）を支援し、気候変動、生物多様性など各分野横断型研究に関する国際共同研究及びワー
クショップが開催され、アジア太平洋地域内の途上国を中⼼とする研究者及び政策決定者の能力向上に
大きく貢献しました。

エネルギー・環境分野のイノベーションにより気候変動問題の解決を図るため、世界の学界・産業
界・政府関係者間の議論と協力を促進する国際的なプラットフォーム「Innovation for Cool Earth 
Forum（ICEF）」の第8回年次総会を2021年10月にオンラインで開催しました。

CO2大幅削減に向けた非連続なイノベーション創出を目的とした、G20の研究機関のリーダーによ
る「Research and Development 20 for Clean Energy Technologies（RD20）」の第3回会合をオ
ンラインにより2021年10月に開催しました。

イ　環境技術普及のための取組の推進
先進的な環境技術の普及を図る環境技術実証事業では、気候変動対策技術領域、資源循環技術領域な

ど計6領域を対象とし、対象技術の環境保全効果等を実証し、結果の公表等を実施しました。

ウ　成果の分かりやすい発信と市民参画
環境研究総合推進費及び地球環境保全等試験研究費に係る研究成果については、学術論文、研究成果

発表会・シンポジウム等を通じて公開し、関係行政機関、研究機関、民間企業、民間団体等へ成果の普
及を図りました。また、環境研究総合推進費ウェブサイトにおいて、研究成果やその評価結果等を公開
しました。

CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業についても、環境省ウェブサイトにおいて成果及
びその評価結果等を公開しているほか、2021年にはアワード型の技術開発実証の取組を行い、脱炭素
社会構築に貢献するイノベーションの卓越したアイデアと、その迅速かつ着実な社会実装が期待できる
確かな実績・実現力を有する者を表彰し、そのアイデアに基づく技術開発・実証事業を実施しました。

エ　研究開発における評価の充実
環境省では、環境研究総合推進費において2018年度に終了した課題を対象に追跡評価を行いました。

θ	2	 官民における監視・観測等の効果的な実施

（1）地球環境に関する監視・観測
監視・観測については、国連環境計画（UNEP）における地球環境モニタリングシステム（GEMS）、

世界気象機関（WMO）における全球大気監視計画（GAW計画）、全球気候観測システム（GCOS）、
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全球海洋観測システム（GOOS）等の国際的な計画に参加して実施しました。さらに、「全球地球観測
システム（GEOSS）」を推進するための国際的な枠組みである地球観測に関する政府間会合（GEO）
においては、執行委員会のメンバー国を務めるとともに、文部科学省は、GEO事務局と共に2021年
11月に第14回アジア・オセアニアGEOシンポジウムを主催するなど、113の国とEC、140の機関

（2021年12月時点）が参加するGEOの活動を主導しています。また、気象庁は、GCOSの地上観測
網の推進のため、世界各国からの地上気候観測データの入電状況や品質を監視するGCOS地上観測網
監視センター（GSNMC）業務や、アジア地域の気候観測データの改善を図るためのWMO関連の業
務を、各国気象機関と連携して推進しました。

気象庁は、WMOの地区気候センター（RCC）を運営し、アジア太平洋地域の気象機関に対し基礎
資料となる気候情報やウェブベースの気候解析ツールを引き続き提供しました。さらに、域内各国の気
候情報の高度化に向けた取組と人材育成に協力しました。

温室効果ガス等の観測・監視に関し、WMO温室効果ガス世界資料センターとして全世界の温室効
果ガスのデータ収集・管理・提供業務を、WMO品質保証科学センターとしてアジア・南西太平洋地
域における観測データの品質向上に関する業務を、さらにWMO全球大気監視較正センターとしてメ
タン等の観測基準（準器）の維持を図る業務を引き続き実施しました。超長基線電波干渉法（VLBI）
や全球測位衛星システム（GNSS）を用いた国際観測に参画するとともに、験潮等と組み合わせて、地
球規模の地殻変動等の観測・研究を推進しました。

東アジア地域における残留性有機汚染物質（POPs）の汚染実態把握のため、これら地域の国々と連
携して大気中のPOPsについて環境モニタリングを実施しました。また、水俣条約の有効性の評価にも
資する水銀モニタリングに関し、UNEP等と連携してアジア太平洋地域の国を中⼼に技術研修を開催
し、地域ネットワークの強化に取り組みました。

大気における気候変動の観測について、気象庁はWMOの枠組みで地上及び高層の気象観測や地上
放射観測を継続的に実施するとともに、GCOSの地上及び高層や地上放射の気候観測ネットワークの
運用に貢献しています。

さらに、世界の地上気候観測データの円滑な国際交換を推進するため、WMOの計画に沿って各国
の気象局と連携し、地上気候観測データの入電数向上、品質改善等のための業務を実施しています。

温室効果ガスなど大気環境の観測については、国立研究開発法人国立環境研究所及び気象庁が、温室
効果ガスの測定を行いました。国立研究開発法人国立環境研究所では、波照間島、落石岬、富士山等に
おける温室効果ガス等の高精度モニタリングのほか、アジア太平洋を含むグローバルなスケールで民間
航空機・民間船舶を利用し大気中及び海洋表層における温室効果ガス等の測定を行うとともに、陸域生
態系における炭素収支の推定を行いました。これら観測に対応する国際的な標準ガス等精度管理活動に
も参加しました。また、気候変動による影響把握の一環として、サンゴや高山植生のモニタリングを行
いました。気象庁では、GAW計画の一環として、温室効果ガス、クロロフルオロカーボン（CFC）
等オゾン層破壊物質、オゾン層、有害紫外線及び大気混濁度等の定常観測を東京都南鳥島等で行ってい
るほか、航空機による北西太平洋上空の温室効果ガスの定期観測を行っています。さらに、日本周辺海
域及び北西太平洋海域における洋上大気・海水中のCO2等の定期観測を実施しています。これらの観
測データについては、定期的に公表しています。また、黄砂及び有害紫外線に関する情報を発表してい
ます。

海洋における観測については、海洋地球研究船「みらい」や観測機器等を用いて、海洋の熱循環、物
質循環、生態系等を解明するための研究、観測技術開発を推進しました。また、海洋の観測データを飛
躍的に増加させるため、国際協力の下、海洋自動観測フロート約3,000個を全世界の海洋で稼働させ、
地球規模の高度海洋監視システムを構築する「アルゴ（Argo）計画」を推進しました。南極地域観測
については、「南極地域観測第Ⅸ期6か年計画」に基づき、海洋、気象、電離層等の定常的な観測のほ
か、地球環境変動の解明を目的とする各種研究観測等を実施しました。また、持続可能な社会の実現に
向けて、北極の急激な環境変化が我が国に与える影響を評価し、社会実装を目指すとともに、北極にお
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ける国際的なルール形成のための法政策的な対応の基礎となる科学的知見を国内外のステークホルダー
に提供するため、北極域研究加速プロジェクト（ArCSⅡ）を推進しました。さらに、2021年5月に
第3回北極科学大臣会合をアイスランドと共催し、メインテーマ「持続可能な北極圏のための知識」の
下で参加国等と議論、共同声明を取りまとめ、加速する北極域の環境変化を監視するための観測活動の
国際協力計画を推進すること等に合意しました。

GPS装置を備えた検潮所において、精密型水位計により、地球温暖化に伴う海面水位上昇の監視を
行い、海面水位監視情報の提供業務を継続しました。また、国内の影響・リスク評価研究や地球温暖化
対策の基礎資料として、温暖化に伴う気候の変化に関する予測情報を「日本の気候変動2020―大気と
陸・海洋に関する観測・予測評価報告書―」によって提供しており、情報の高度化のため、大気の運動
等を更に精緻

ち
化させた詳細な気候の変化の予測計算を実施しています。

衛星による地球環境観測については、全球降水観測（GPM）計画主衛星搭載の我が国の二周波降雨
レーダ（DPR）や水循環変動観測衛星「しずく（GCOM-W）」搭載の高性能マイクロ波放射計2

（AMSR2）、気候変動観測衛星「しきさい（GCOM-C）」搭載の多波長光学放射計（SGLI）から取得
された観測データを提供し、気候変動や水循環の解明等の研究に貢献しました。また、DPRの後継ミッ
ションについて、NASAが計画しているエアロゾル・雲・対流・降水（ACCP）観測ミッションとの
相乗りを見据え、2020年8月に開催された「宇宙に関する包括的日米対話」第7回会合において議論
するなど、検討に着手しました。さらに、環境省、国立研究開発法人国立環境研究所及び国立研究開発
法人宇宙航空研究開発機構の共同プロジェクトである温室効果ガス観測技術衛星1号機（GOSAT）の
観測データの解析を進め、主たる温室効果ガスの全球の濃度分布、月別・地域別の吸収・排出量の推定
結果等の一般提供を行いました。パリ協定に基づき世界各国が温室効果ガス排出量を報告する際に衛星
観測データを利活用できるよう、GOSATの観測データ及び統計データ等から算出した排出量データを
用いて推計した人為起源温室効果ガス濃度について比較・評価を行いました。さらに、観測精度を飛躍
的に向上させた後継機である2号機（GOSAT-2）を2018年10月に打ち上げ、GOSATに引き続き全
球の温室効果ガス濃度を観測するほか、新たに設けた人為起源のCO2を特定するための機能により、
各国のパリ協定に基づく排出量報告の透明性向上への貢献を目指します。なお、水循環変動観測衛星
GCOM-W後継センサとの相乗りを見据えて調査・検討を行ってきた3号機に当たる温室効果ガス・
水循環観測技術衛星（GOSAT-GW）は2023年度打ち上げを目指して開発を進めています。また、

「今後の環境省におけるスペースデブリ問題に関する取組について（中間取りまとめ）」を2020年10
月に公表し、GOSATシリーズについては、主にデブリ化のリスク低減のため、設計寿命を超え利用可
能な状態であっても、適切なタイミングで廃棄処分に移る方向性を示し、それらのスペースデブリ化防
止対策の検討に着手しました。

我が国における地球温暖化に係る観測を、統合的・効率的に実施するため、地球観測連携拠点（温暖
化分野）の活動を引き続き推進しました。また、観測データ、気候変動予測、気候変動影響評価等の気
候変動リスク関連情報等を体系的に整理し、分かりやすい形で提供することを目的とし、2016年に構
築された気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）において、気候変動の予測等の情報を充実さ
せました。

2020年8月に、文部科学省の地球観測推進部会において取りまとめられた、「今後10年の我が国の
地球観測の実施方針のフォローアップ報告書」等を踏まえ、地球温暖化の原因物質や直接的な影響を的
確に把握する包括的な観測態勢を整備するため、地球環境保全等試験研究費において、2021年度は

「民間航空機による温室効果ガスの3次元長期観測とデータ提供システムの構築」等の研究を継続して
います。

（2）技術の精度向上等
地方公共団体及び民間の環境測定分析機関における環境測定分析の精度の向上及び信頼性の確保を図

るため、環境汚染物質を調査試料として、「環境測定分析統一精度管理調査」を実施しました。
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θ	3	 技術開発などに際しての環境配慮等

新しい技術の開発や利用に伴う環境への影響のおそれが予見される場合や、科学的知見の充実に伴っ
て、環境に対する新たなリスクが明らかになった場合には、予防的取組の観点から必要な配慮がなされ
るよう適切な施策を実施する必要があります。「第五次環境基本計画」に基づき、上記の観点を踏まえ
つつ、各種の研究開発を実施しました。

	 第4節	 国際的取組に係る施策

θ	1	 地球環境保全等に関する国際協力の推進

（1）質の高い環境インフラの普及
ア　環境インフラの海外展開

2020年12月に策定された「インフラシステム海外展開戦略2025」において、戦略の目的の3本柱
のうち二つに「カーボンニュートラル、デジタル変革への対応等を通じた、産業競争力の向上による経
済成長の実現」と「展開国の社会課題解決・SDGs達成への貢献」が位置付けられ、脱炭素と環境がイ
ンフラ政策の中核に加わりました。これらの実現に向けて、相手国のニーズも踏まえ、実質的な排出削
減につながる「脱炭素移行政策誘導型インフラ輸出支援」を推進しています。2021年6月には、二国
間クレジット制度（JCM）を通じた環境インフラの海外展開を一層強力に促進するため、「脱炭素イン
フライニシアティブ」を策定しました。2021年10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」におい
ては、JCMにより、2030年度までに官民連携でGHG排出削減量累計1億トン程度という目標が示さ
れました（資金の多様化による加速化を通じて、官民連携で事業規模最大1兆円程度）。また、これま
で我が国がパリ協定第6条の交渉を主導してきたことを踏まえ、2021年10月末から開催された
COP26での合意を受けて、環境省は「COP26後の6条実施方針」を発表し、［1］JCMパートナー国
の拡大と、国際機関と連携した案件形成・実施の強化、［2］民間資金を中⼼としたJCMの拡大、［3］
市場メカニズムの世界的拡大への貢献を通じて、世界の脱炭素化に貢献していくこととしました。さら
に、環境インフラの海外展開を積極的に取り組む民間企業等の活動を後押しする枠組みとして、2020
年9月に環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）を立ち上げました。本プラットフォームに
は現在400を超える団体（設立当初は277団体）が会員として参加しています。JPRSIでは、セミ
ナー・メールマガジン等を通じた現地情報へのアクセス支援、日本企業が有する環境技術等の会員情報
の海外発信、タスクフォース・相談窓口の運営等を通じた個別案件形成・受注獲得支援を行いました。

また、2021年度から、再エネ水素の国際的なサプライチェーン構築を促進するため、再エネが豊富
な第三国と協力し、再エネ由来水素の製造、島嶼

しょ
国等への輸送・利活用の実証事業を開始しました。

アジアを始めとした途上国等における脱炭素移行を後押しするために、国立環境研究所等が開発し
た、GHG排出量の予測、対策や影響を評価するための統合評価モデル「アジア太平洋統合評価モデル

（AIM）」を活用して、ベトナムやインドネシア、タイにおける長期戦略策定の支援を行い、これらの
国々のカーボンニュートラル目標の設定に貢献しました。

イ　技術協力
独立行政法人国際協力機構（JICA）を通じた研修員の受入れ（オンライン）、専門家の派遣、技術協

力プロジェクトなど、我が国の技術・知識・経験を活かし、開発途上国の人材育成や、課題解決能力の
向上を図りました。

例えば、課題別研修「パリ協定下の『国が決定する貢献』前進に向けた能力強化」等、地球環境保全
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に資するオンライン講義等の協力を行いました。

（2）地域/国際機関との連携・協力
地球環境問題に対処するため、［1］国際機関の活動への支援、［2］条約・議定書の国際交渉への積

極的参加、［3］諸外国との協力、［4］開発途上地域への支援を積極的に行っています。

ア　多数国間の枠組みによる連携
（ア）国連や国際機関を通じた取組
○　SDGs等における取組

2015年9月の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、
2030年を達成期限とする持続可能な開発目標（SDGs）が定められました。SDGsは、エネルギー、
持続可能な消費と生産、気候変動、生物多様性等の多くの環境関連の目標を含む、17の目標と169の
ターゲットで構成され、毎年開催される「国連持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム

（HLPF）」において、SDGsの達成状況についてフォローアップとレビューが行われます。
2021年7月には新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前年に続きオンライン形式でHLPFが開

催され、我が国は2017年以来2回目となる自発的国家レビュー（VNR）を発表しました。また、環境
省は、「グリーン／ブルーリカバリーにおける里山イニシアチブの役割」を国際機関等と共催で、オン
ライン開催しました。笹川博義環境副大臣（当時）は、グリーンリカバリーとブルーリカバリーに向け
たプラットフォームを提供するSATOYAMAイニシアティブの重要性を認識し、その取組に対する環
境省の支援を約束しました。

○　UNEPにおける活動
我が国は、UNEPの環境基金に対して継続的に資金を拠出するとともに、我が国の環境分野での多

くの経験と豊富な知見を活かし、多大な貢献を行っています。2021年7月にはUNEPの支援のもと日
本国環境省が「UNEP海洋ごみ及びマイクロプラスチックに係るマルチステークホルダープラット
フォーム（MSP）フォーラム」を主催し、各国、国際機関、産業界、NGO等440名の参加を得て国
際的取組の強化等について議論しました。また、2021年及び2022年の2回に分けて開催された第5回
国連環境総会（UNEA5）においても対応しています。

大阪に事務所を置くUNEP国際環境技術センター（UNEP/IETC）に対しても、継続的に財政的な
支援を実施するとともに、UNEP/IETC及び国内外の様々なステークホルダーと連携するために設置
されたコラボレーティングセンターが実施する開発途上国等への環境上適正な技術の移転に関する支
援、環境保全技術に関する情報の収集・整備・発信、廃棄物管理に関するグローバル・パートナーシッ
プ等への協力を行いました。さらに、関係府市等と協力して、同センターの円滑な業務の遂行を支援し
ました。また、UNEP/IETCは、2019年度から民間企業の協力も得て、持続可能な社会を目指す新た
な取組である「UNEPサステナビリティアクション」の展開を開始しており、環境省としても支援し
ています。

2021年12月には、「UNEPグローバルダイアログ～汚染のない地球に向けた持続可能な廃棄物管理
～」が開催され、廃棄物の環境上適正な管理とサステナビリティの重要性や、SDGsやその先にあるべ
き未来のサステナブルな社会における廃棄物管理等に関して多角的な議論を行いました。

持続可能な消費と生産パターンの国際的定着に向け、国や地方レベルの政策、民間・NGO等を含む
各種事業、人材育成、技術移転、研究等を促進するために、リオ＋20で合意された「持続可能な消費
と生産10年計画枠組み」が2014年から本格的に始まり、本枠組みの6つのプログラムのうち、環境
省は「持続可能なライフスタイル及び教育」プログラムの共同リード国として、アジアを始めとする新
興国・途上国における低炭素・持続可能な消費行動・ライフスタイルへの移行に向けた取組を実施しま
した。
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UNEPが、気候変動適応の知見共有を図るために2009年に構築したGAN及びアジア太平洋地域の
活動を担うAPANへの拠出金等により、脆

ぜい
弱性削減に向けたパートナーシップの強化、能力強化活動

を支援しました。

○　経済協力開発機構（OECD）における取組
経済成長・開発・貿易等国際経済全般について協議することを目的として設立されたOECDは環境

政策においても先進国主導のルールメーキングを主導しています。2019年6月に我が国が議長国を務
めた「G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」にもOECD事
務局が参加し、会合の成功に貢献する等、環境外交における我が国の国際的なプレゼンスにも貢献して
います。我が国は、2010年より環境政策委員会のビューローを、2012年1月より同委員会の副議長を
務めるなど、OECD環境政策委員会及び関連作業部会の活動に積極的に貢献しています。2021年10
月に、「共通の価値：グリーンで包摂的な未来の構築」をテーマに開催された閣僚理事会には、岡村善
文OECD代表部特命全権大使、広瀬直経済産業審議官、正田寛地球環境審議官（オンライン）が参加
し、気候変動を始めとする経済分野で国際社会が直面する共通の課題について活発な議論が行われまし
た。

○　国際再生可能エネルギー機関（IRENA）における取組
我が国は、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の設立当初より2018年まで理事国に選出、

2019年のアジア太平洋地域の理事国を務め、2020年は代替国に就任しました。具体的には、IRENA
に対して分担金を拠出するとともに、特に島嶼

しょ
国における人材育成及び再生可能エネルギー普及の観点

から、2022年3月には、IRENA及びGCFとの共催により、オンラインで国際ワークショップを実施
しました。

（イ）アジア太平洋地域における取組
○　日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）

2021年12月にオンラインで開催された第22回日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM22）では、こ
れまでの共同行動計画（2015-2019年）に基づく三か国の環境協力の進展について評価するとともに、
新たな「環境協力に係る日中韓三カ国共同行動計画（2021-2025年）」を採択しました。新たな共同行
動計画では、SDGs、パリ協定等のグローバルな取組への貢献、各分野間のシナジーの拡大など、今後
三か国が協力活動を実施する際の原則を定めるとともに、海洋プラスチックごみ対策、気候変動対策、
大気汚染対策等、日中韓に共通する環境問題について、TEMMの下で今後の協力して実施する活動を
盛り込みました。

○　日ASEAN環境協力イニシアティブ
2017年11月に提唱した「日ASEAN環境協力イニシアティブ」に基づき、ASEAN地域でのSDGs

促進のため、廃棄物・リサイクル、持続可能な都市、排水処理、気候変動における環境インフラへの支
援や、海洋汚染、化学物質、生物多様性の分野における協力が進んでいます。特に気候変動分野におけ
る環境協力の主要なプログラムとして、2021年10月の日ASEAN首脳サミットにおいて、「日
ASEAN気候変動アクション・アジェンダ2.0」を日本より発表し、ASEAN各国の歓迎を受けました。
これは、2018年11月の日ASEAN首脳サミットにおいて提唱した「日ASEAN気候変動アクション・
アジェンダ」を、透明性・緩和・適応の3本の柱は維持した上で、特にASEAN地域の脱炭素社会への
移行に向けた取組を大幅に拡充するとともに、既存の取組についてもその強度を強化するものです。同
アジェンダに基づき、日本政府全体のアクションとして、ASEANとの気候変動地域協力を強化してい
きます。

特に、一つ目の柱である「透明性」としては、我が国がリーダーシップをとって設立した透明性パー
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トナーシップ（PaSTI）に基づき、ベトナム、タイ、フィリピン等のASEAN国における企業等の排出
量の透明性向上のための能力開発等を実施しました。また、これらの事例を活用し、ASEAN地域全体
のガイドライン骨子をCOP26の場で公表するなど、我が国のGHG排出量算定報告公表制度の経験を
活かした協力を実施しました。

○　太平洋・島サミット（PALM）
2021年7月に開催された第9回太平洋・島サミット（PALM9）において、日本が太平洋島嶼

しょ
国と共

に取り組んでいく今後3年間の具体的取組としてまとめられた「共同行動計画」には、5つの重点分野
の1つに気候変動・防災が掲げられ、JCMの地域的展開のためのワークショップの実施や、豪州と協
力したグリーン水素事業も同行動計画に位置付けられました。同行動計画を踏まえ、同年9月にJCM
に関する情報提供のためのワークショップを開催し、太平洋島嶼

しょ
国側から脱炭素に向けた課題や太平洋

島嶼
しょ

国におけるJCMを通じた協力の可能性等について議論しました。

（ウ）アジア太平洋地域における分野別の協力
自然と共生しつつ経済発展を図り、低炭素社会、循環型社会の構築を目指すクリーンアジア・イニシ

アティブの理念の下、2008年から様々な環境協力を戦略的に展開してきました。2016年以降は特に、
SDGsの実現にも注力し、アジア地域を中⼼に低炭素技術移転及び技術政策分野における人材育成に係
る取組等を推進しています。

気候変動については第1章第1節7、資源循環・3Rについては第3章第7節1、汚水処理については
第3章第7節2、水分野については第4章第3節、大気については第4章第7節3（3）を参照。

イ　二国間の枠組みによる連携
（ア）先進国との連携
○　米国

2021年4月、菅義偉内閣総理大臣（当時）とジョセフ・バイデン米国大統領は、日米首脳会談にお
いて、「野⼼、脱炭素化及びクリーンエネルギーに関する日米気候パートナーシップ」を立ち上げるこ
とで一致し、発表しました。これは、日米首脳間で発表する初めての気候変動に関する協力枠組みで、

［1］両国における2030年目標や2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロ目標、2030年目標達成に
向けた計画や政策等の情報共有等を行うとともに、パリ協定の実施に係る交渉において協力すること、

［2］水素、CCUS／カーボンリサイクル、革新原子力等の分野を含むイノベーションに関し、日米両
国で協力し、グリーン成長の実現に向け協働すること、［3］日米両国による協力案件を模索するため
の議論を行うほか、途上国における気候に配慮し適応力のあるインフラ開発及び能力構築、地方政府の
行動促進や気候資金の分野における連携を行うこと、を主な内容としています。

○　EU
2021年5月、菅義偉内閣総理大臣（当時）とシャルル・ミシェル欧州理事会議長及びウァズラ・

フォン・デア・ライエン欧州委員長はテレビ会議形式で会談を行い、「日EUグリーン・アライアンス」
の立ち上げを発表しました。これは、グリーン成長と2050年温室効果ガス排出実質ゼロを達成するた
め、気候中立で、生物多様性に配慮した、かつ、資源循環型の経済の実現を目指すものであり、気候変
動COP26及び生物多様性COP15を成功させるため、日EUで、［1］エネルギー移行、［2］環境保護、

［3］民間部門支援、［4］研究開発、［5］持続可能な金融、［6］第三国における協力、［7］公平な気候
変動対策の分野での協力を定めております。

○　オーストラリア
2021年6月、菅義偉内閣総理大臣（当時）は、G7コーンウォール・サミットに招待され英国を訪問
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中のスコット・モリソン・オーストラリア連邦首相と会談を行い、アジア等のエネルギー移行の支援を
含む「技術を通じた脱炭素化に関する日豪パートナーシップ」を発表し、日豪経済関係を官民一体と
なって推進させていく重要性を確認しました。

（イ）開発途上国との連携
○　中国

2019年11月に開催された日中環境ハイレベル円卓対話等において、中国生態環境部と環境政策及
び大気汚染、海洋プラスチックごみ、気候変動対応、生物多様性等における環境協力を推進し、両省間
で環境に関する協力覚書を署名することに合意しました。今年度には、ハイレベルでの対話を定期的に
開催し、協力覚書の検討を進めるとともに、中国が掲げる2030年までのピークアウト及び2060年ま
での炭素中立目標の引き上げに関して働きかけを行うなど、率直な議論を交わしました。

気候変動については、2018年10月に、気候変動対策に関する研究面からの知見について両国の研
究者が意見交換を行うため、環境省が、中国・気候変動戦略研究・国際協力センター（NCSC）と協
力して「気候変動に関する日中政策研究ワークショップ」を北京で開催しました。日本及び中国の気候
変動政策の現況、長期戦略研究の現状、排出削減と持続可能な発展との相乗効果、2度目標達成に向け
たアジア地域での日中両国の協力の在り方について、活発な意見交換を行いました。

大気分野については、2018年6月に署名した「大気環境改善のための研究とモデル事業の協力実施
に関する覚書」等に基づき、日中の政府間及び都市間の連携を通じて、PM2.5 発生源対策に資する
VOCの削減技術及び気候変動対策に資するコベネフィット型環境技術の導入促進等に関する協力を行
いました。

海洋プラスチックごみについては、日中高級事務レベル海洋協議の下に設置された日中海洋ごみ協力
専門家対話プラットフォーム会合及び日中海洋ごみワークショップの第3回会合を2021年12月に開
催し、各国が実施している海洋プラスチックごみや資源循環に係る取組や科学的知見の整備に関する意
見交換を行いました。

○　インドネシア
2019年6月に署名された海洋調整担当大臣との共同声明に基づき、海洋プラスチックごみについて

は、モニタリングの技術協力として、研修を行いました。

○　インド
2018年10月にインド環境・森林・気候変動省と署名した環境分野における包括的な協力覚書に基

づき、2021年9月に「第1回日本・インド環境政策対話」を開催しました。本政策対話では気候変動
分野の二国間協力等について議論するとともに、JCMに関する政府間協議の実施等、今後両省の協力
を一層推進していくことに合意しました。

○　モンゴル
2018年12月に更新されたモンゴル自然環境・観光省との環境協力に関する協力覚書に基づき、「第

14回日本・モンゴル環境政策対話」を2021年12月にオンラインで開催し、大気汚染対策、GOSAT
シリーズ、JCM、生物多様性等について、意見交換を行いました。

○　フィリピン
2017年1月に、安倍晋三内閣総理大臣（当時）とロドリゴ・ドゥテルテ・フィリピン共和国大統領

の立会いの下でJCMに関する二国間文書への署名が行われたことを踏まえ、2018年2月にJCMに関
する日・フィリピン間の第1回合同委員会が開催され、各種規程・ガイドライン類の採択等が行われ、
JCM実施のための基盤が整いました。2022年3月にはフィリピン環境天然資源省と共催で「日本・
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フィリピン環境ウィーク」をオンラインで開催し、両省の気候変動分野を含む環境分野の協力に関する
環境政策対話と合わせて、第6回廃棄物分野に関する対話を実施しました。また環境セミナー、展示
会・ビジネスマッチング等を一体的に実施し、政策支援から案件形成までの包括的な協力を推進しまし
た。

○　シンガポール
2017年6月に更新されたシンガポール環境水資源省との間の「環境協力に関する協力覚書」に基づ

き、2020年12月に「第6回日本・シンガポール環境政策対話」をオンラインで開催し、大気汚染、廃
棄物管理、気候変動対策について意見交換を行い、今後も二国間及びASEAN地域における環境協力を
強化していくことに合意しました。

○　タイ
2020年1月に開催された第2回日本・タイ環境政策対話の結果に基づき、海洋プラスチックごみに

ついては、モニタリングの技術協力として、研修を行いました。

○　ベトナム
2020年8月に更新されたベトナム天然資源環境省との間の「環境協力に関する協力覚書」に基づき、

2021年11月、「第7回日本・ベトナム環境政策対話」を開催し、ベトナムの2050年までのカーボン
ニュートラル目標の実現のため、「2050年までのカーボンニュートラルに向けた気候変動に関する共
同協力計画」に合意し、両大臣により署名しました。また、12月には第1回合同作業部会を開催し、
本共同協力計画に基づく気候変動分野及び海洋プラスチックごみ対策分野等における具体の協力を議論
しました。このほか、気候変動や循環経済、水質汚染などに関するオンラインセミナーや両国企業によ
るバーチャル展示・ビジネスマッチ等、複数のイベントを「第2回日本・ベトナム環境ウィーク」とし
て一体的に開催し、官民における二国間環境協力を推進しました。また、海洋プラスチックごみについ
ては、モニタリングの技術協力として、当地における海洋プラスチックごみ調査手法の取りまとめに向
けた助言、研修を行いました。

ウ　海外広報の推進
海外に向けた情報発信の充実を図るため、組織体制を見直すとともに、報道発表の英語概要、環境白

書・循環型社会白書・生物多様性白書の英語抄訳版等、海外広報資料の作成・配布や環境省ウェブサイ
ト・SNS等を通じた海外広報を行いました。

エ　開発途上地域の環境の保全
我が国は政府開発援助（ODA）による開発協力を積極的に行っています。環境問題については、

2015年2月に閣議決定した「開発協力大綱」において地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱
じん

な国際社会の構築を重点課題の一つとして位置付けるとともに、開発に伴う環境への影響に配慮するこ
とが明記されています。また、特に小島嶼

しょ
開発途上国については、気候変動による海面上昇など、地球

規模の環境問題への対応を課題として取り上げ、ニーズに即した支援を行うこととしています。

（ア）無償資金協力
居住環境改善（都市の廃棄物処理、上水道整備、地下水開発、洪水対策等）、地球温暖化対策関連

（森林保全、クリーン・エネルギー導入）等の各分野において、無償資金協力を実施しています。
草の根・人間の安全保障無償資金協力についても貧困対策に関連した環境分野の案件を実施していま

す。
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（イ）有償資金協力
下水道整備、大気汚染対策、地球温暖化対策等の各分野において、有償資金協力（円借款・海外投融

資）を実施しています。

（ウ）国際機関を通じた協力
我が国は、UNEPの環境基金、UNEP／IETC技術協力信託基金等に対し拠出を行っています。ま

た、我が国が主要拠出国及び出資国となっているUNDP、世界銀行、アジア開発銀行、東アジア・
ASEAN経済研究センター（ERIA）等の国際機関も環境分野の取組を強化しており、これら各種国際
機関を通じた協力も重要になってきています。

（3）多国間資金や民間資金の積極的活用
地球環境ファシリティ（GEF）は、開発途上国等が地球環境問題に取り組み、環境条約の実施を行

うために、無償資金等を提供する多国間基金です。2021年12月に開催されたGEF評議会では、事業
案の採択、環境改善効果の向上に向けた取組、基金のガバナンス等が議論されました。我が国はGEF
のトップドナーとして、意思決定機関である評議会の場を通じ、GEFの活動・運営に係る決定に積極
的に参画しています。また、第8次増資会合がこれまで4回開催され、我が国は次期増資期間（2022
年-2026年）におけるプログラムの優先事項の特定及び政策方針等の作成に貢献しました。

開発途上国の温室効果ガス削減と気候変動の影響への適応を支援する緑の気候基金（GCF）につい
ては、初期拠出の15億ドルに続いて、2019年10月の第1次増資ハイレベル・プレッジング会合にお
いて、我が国から最大15億ドルの拠出表明を行い、これまでに我が国を含む32か国及び2地方政府が
総額約100億ドルの拠出を表明しました。また、2021年12月までに127か国における190件の支援
案件がGCF理事会で承認されました。我が国は基金への最大級のドナーとして資金面での貢献に加え、
GCF理事国として、支援案件の選定を含む基金の運営に積極的に貢献しています。また、我が国は、
途上国の要請に基づき技術移転に関する能力開発やニーズの評価を支援する「気候技術センター・ネッ
トワーク（CTCN）」に対して2020年度に約118万ドルを拠出し、積極的に貢献しました。

（4）国際的な各主体間のネットワークの充実・強化
ア　地方公共団体間の連携

脱炭素社会形成に関するノウハウや経験を有する日本の地方公共団体等の協力の下、アジア等各国の
都市との間で、都市間連携を活用し、脱炭素社会実現に向けて基盤制度の策定支援や、優れた脱炭素技
術の普及支援を実施しました。2021年度は、札幌市、富山市、川崎市、横浜市、東京都、広島県、大
阪市、福岡市、北九州市、愛媛県による19件の取組を支援しました。2021年3月の第1回に引き続き、
2022年3月に第2回脱炭素都市国際フォーラムを日米共催で実施しました。

イ　市民レベルでの連携
独立行政法人環境再生保全機構が運営する地球環境基金では、プラットフォーム助成制度に基づい

て、国内の環境NGO・NPOが国内又は開発途上地域において他のNGO・NPO等との横断的な協
働・連携の下で実施する環境保全活動に対する支援を行いました。

（5）国際的な枠組みにおける主導的役割
2021年6月、英国・コーンウォールで開催されたG7サミットの首脳宣言では、気候変動対策につ

いて、遅くとも2050年までにネット・ゼロ目標を達成するための努力にコミットし、各国がその目標
に沿って引き上げた2030年目標にコミットすることを確認するとともに、排出削減対策が講じられて
いない石炭火力発電への政府による新規の国際的な直接支援の年内の終了にコミットすること等につい
て一致しました。我が国は2021年から2025年までの5年間において、官民合わせて6.5兆円相当の支
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援を実施することと、適応分野の支援を強化していく考えを表明し、G7としても、2025年までの国
際的な公的気候資金全体の増加及び改善にコミットしました。また、国内の状況に応じて2030年まで
にG7各国の陸地及び海洋の少なくとも30％を保全又は保護すること、「大阪ブルー・オーシャン・ビ
ジョン」を基礎として、プラスチックによる海洋汚染の深刻化に対処するための行動を加速化すること
等にコミットしました。

2021年7月には、イタリア・ナポリでG20環境大臣会合及び気候・エネルギー大臣会合が開催され
ました。G20として初めて「気候」を冠する会合であり、気温上昇を1.5℃に抑えるための努力を追求
するためには、全ての国による意味のある効果的な行動が必要であることを認識し、野⼼的な2030年
目標をCOP26までに更新・通報すること等を求めました。同年10月、イタリア・ローマで開催され
たG20サミット首脳宣言でも、1.5℃に抑えることを射程に入れ続けるためには、長期的な野⼼と短・
中期的な目標とを整合させる明確な国別の道筋の策定を通じ、全ての国による意味のある効果的な行動
及びコミットメントが必要とされました。また、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」に沿って、海
洋プラスチックごみに対処するというコミットメントを再確認しました。日本からは海洋プラスチック
ごみに関して、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けた取組を主導していく旨述べまし
た。

なお、宇宙空間のごみ（スペースデブリ）が、新たな国際的な課題となっており、国際社会が協力し
てスペースデブリ対策に取り組む必要があることから、我が国では、JAXAにおいて、2019年4月か
ら世界に先駆けて大型デブリ除去プロジェクトを開始し、2020年4月からは、民間企業と連携して、
2022年度の関連技術実証を目指して必要な開発を進めています。

上述の2019年のG20エネルギー・環境大臣会合で採択された「G20海洋プラスチックごみ対策実
施枠組」に基づき、上述の2021年のG20環境大臣会合にあわせて、イタリアのイニシアティブの下、
日本が支援し、「第3次G20海洋プラスチックごみ対策報告書」を取りまとめました。

また、2018年11月のASEAN＋3サミットにて提唱された「ASEAN＋3海洋プラスチックごみ協
力アクション・イニシアティブ」に基づき、2019年に設立された海洋プラスチックごみナレッジ・セ
ンター（RKC-MPD）において、民間企業の優良事例を紹介するプラットフォームを立ち上げました。

	 第5節	 地域づくり・人づくりの推進

θ	1	 国民の参加による国土管理の推進

（1）多様な主体による国土の管理と継承の考え方に基づく取組
ア　多様な主体による森林整備の促進

国、地方公共団体、森林所有者等の役割を明確化しつつ、地域が主導的役割を発揮でき、現場で使い
やすく実効性の高い森林計画制度の定着を図りました。所有者の自助努力等では適正な整備が見込めな
い森林について、針広混交林化や公的な関与による整備を促進しました。多様な主体による森林づくり
活動の促進に向け、企業・NPO等と連携した普及啓発活動等を実施しました。

イ　環境保全型農業の推進
第2章第6節1（1）を参照。

（2）国土管理の理念を浸透させるための意識啓発と参画の促進
国土から得られる豊かな恵みを将来の世代へと受け継いでいくための多様な主体による国土の国民的

経営の実践に向けた普及や検討に取り組んでいます。また、持続可能な開発のための教育（ESD）の
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理念に基づいた環境教育等の教育を通じて、国民が国土管理について自発的に考え、実践する社会を構
築するための意識啓発や参画を促進しました。

ア　森林づくり等への参画の促進
森林づくり活動のフィールドや技術等の提供等を通じて多様な主体による「国民参加の森林づくり」

を促進するとともに、身近な自然環境である里山林等を活用した森林体験活動等の機会提供、地域の森
林資源の循環利用を通じた森林の適切な整備・保全につながる「木づかい運動」等を推進しました。

イ　公園緑地等における意識啓発
公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出など、潤いのある豊かな都

市をつくる上で欠かせないものです。また、災害時の避難地としての役割も担っています。都市内の農
地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっています。

このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら
保全・活用していくため、2017年5月に都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29年法律第26号）
が公布され、必要な施策を総合的に講じました。

θ	2	 持続可能な地域づくりのための地域資源の活用と地域間の交流等の促進

（1）地域資源の活用と環境負荷の少ない社会資本の整備・維持管理
ア　地域資源の保全・活用と地域間の交流等の促進

東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故を契機として、地域主導のローカルなネットワー
ク構築が危機管理・地域活性化の両面から有効との見方が拡大しています。また、中長期的な地球温暖
化対策や、気候変動による影響等への適応策、資源ひっ迫への対処を適切に実施するためには、地域特
性に応じた低炭素化や地域循環共生圏の構築、生物多様性の確保への取組等を通じ、持続可能な地域づ
くりを進めることが不可欠です。

2021年度においては、地域における再エネの最大限の導入を促進するため、地方公共団体による脱
炭素社会を見据えた計画の策定や合意形成に関する戦略策定等を補助する「再エネの最大限の導入の計
画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業」や地域防災計
画に災害時の避難施設等として位置付けられた施設に、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時に
もエネルギー供給等の機能発揮を可能とする再生可能エネルギー設備等の導入を補助する「地域レジリ
エンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」等を実
施しました。さらに、地域における低炭素化プロジェクトに民間資金を呼び込むため、地域低炭素投資
促進ファンドからの出資による支援や、グリーンボンド発行・投資の促進等を行いました。
「第五次環境基本計画」において目指すべき持続可能な社会の姿として掲げられた循環共生型の社会

である「環境・生命文明社会」を実現するためには、ライフスタイルのイノベーションを創出し、パー
トナーシップを強化していくことが重要です。このため、国民一人一人が自らのライフスタイルを見直
す契機とすることを目的として、企業、団体、個人等の幅広い主体による「環境と社会によい暮らし」
を支える地道で優れた取組を募集し、表彰するとともに、その取組を広く国民に対して情報発信する

「グッドライフアワード」を、2013年度から実施しています。2021年度は、応募があった192の取組
の中から、最優秀賞1、優秀賞3、各部門賞7、計11の取組を環境大臣賞として表彰しました。

特別な助成を行う防災・省エネまちづくり緊急促進事業により、省エネルギー性能の向上に資する質
の高い施設建築物を整備する市街地再開発事業等に対し支援を行いました。

イ　地域資源の保全・活用の促進のための基盤整備
地域循環共生圏づくりに取り組む28の活動団体を選定し、地域の総合的な取組となる構想策定及び
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その構想を踏まえた事業計画の策定、地域の核となるステークホルダーの組織化等の環境整備を実施し
ました。また、2019年度より運用を開始している「地域循環共生圏づくりプラットフォーム」では、
各実証地域の取組から得られた知見を取りまとめ、地域の実情に応じた支援の在り方や効果を測る指標
等の検討を実践的に行ったほか、オンラインにて「地域循環共生圏フォーラム2021」（主催：環境省、
共催：and Beyondカンパニー（事務局：NPO法人ETIC.））を開催し、民間企業や団体、地方公共
団体関係者を中⼼に、340名以上が参加しました。このフォーラムでは脱炭素分野や資源循環など、
様々なテーマの分科会を開き、地域循環共生圏づくりに取り組んでいる民間企業等や地域の双方向の活
発な議論が行われ、「学び」や「出会い・交流」の場となりました。

持続可能な地域づくりのためには、SDGsの達成を目指して、業種や分野を超えた人々の連携・協働
が必要とされます。パートナーシップによるプラットフォームを形成し、環境・経済・社会課題の同時
解決を目指すためには、多様なビジョンを持ち、主体的に地域課題解決に取り組む人材が期待されるこ
とから、地域の次世代リーダーを育成することを目的として、「地域循環共生圏創造を担うローカル
SDGsリーダー研修」を全国5か所を対象地として開催しました。

資源循環分野については、第3章第3節を参照。

ウ　森林資源の活用と人材育成
森林資源をマテリアルやエネルギーとして地域内で持続的に活用するための担い手確保から発電・熱

利用に至るまでの「地域内エコシステム」の構築等により、地域材の利用を促進しました。また、住宅
や公共建築物等への地域材の利用拡大の支援を行いました。

人材育成に関しては、地域の森林・林業を牽引する森林総合監理士（フォレスター）、林業経営上の
新たな課題に対応する森林経営プランナー、施業集約化に向けた合意形成を図る森林施業プランナー、
間伐や路網作設等を適切に行える現場技能者を育成しました。

エ　災害に強い森林づくりの推進
東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や豪雨や地震等により被災した荒廃山地の復旧・予

防対策、流木による被害を防止・軽減するための効果的な治山対策など、災害に強い森林づくりの推進
により、地域の自然環境等を活用した生活環境の保全や社会資本の維持に貢献しました。

オ　景観保全
景観の保全に関しては、自然公園法（昭和32年法律第161号）によって優れた自然の風景地を保護

しているほか、景観法（平成16年法律第110号）に基づき、2021年3月末時点で630団体において
景観計画が定められています。また、文化財保護法（昭和25年法律第214号）に基づき、2022年3月
末時点で重要文化的景観を71地域選定しています（第2章第3節2（1）の表2-3-1を参照）。

カ　歴史的環境の保全・活用
2021年度中に史跡名勝天然記念物の新指定19件、登録記念物の新登録3件、重要文化的景観の新選

定1件をそれぞれ行うとともに、2021年度は1都市の歴史的風致維持向上計画を新規認定し、文化財
の保護と一体となった歴史的風致の維持及び向上のための取組を行いました。

（2）地方環境事務所における取組
地域の行政・専門家・住民等と協働しながら、廃棄物・リサイクル対策、地球温暖化防止等の環境対

策、東日本大震災からの被災地の復興・再生、国立公園保護管理等の自然環境の保全整備、希少種保護
や外来種防除等の野生生物の保護管理について、地域の実情に応じた環境保全施策を展開しました。
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θ	3	 環境教育・環境学習等の推進と各主体をつなぐネットワークの構築・強化

（1）あらゆる年齢階層に対するあらゆる場・機会を通じた環境教育・環境学習等の推進
環境省では、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成15年法律第130号。以下

「環境教育等促進法」という。）に基づき、環境教育のための人材認定等事業の登録制度（環境教育等促
進法第11条第1項）、環境教育等支援団体の指定制度（同法第10条の2第1項）、体験の機会の場の認
定制度（同法第20条）の運用等を通じ、環境教育等の指導者等の育成や体験学習の場の確保等に努め
ました。

また、環境教育等促進法に基づき、発達段階に応じ、学校、家庭、職場、地域等において自発的な環
境教育等の取組が促進されるよう、文部科学省との連携による教職員、地方公共団体職員、企業や団体
職員向けの研修を行ったほか、学校や民間団体等が実施する環境教育や環境活動に役立つ情報を、環境
学習ステーションにて提供しました。

加えて、「体験の機会の場」研究機構との間で環境教育等促進法に基づく協定（同法第21条の4第1
項）を締結していることを踏まえ、同機構と連携して若年層を対象とした動画プレゼンテーションコン
クール「Green Blue Education Forumコンクール2021」を実施する等、体験の機会の場の認定促
進に向けた取組を進めました。

各地方公共団体において設置された地域環境保全基金により、環境アドバイザーの派遣、地域の住民
団体等の環境保全実践活動への支援、セミナーや自然観察会等のイベントの開催、ポスター等の啓発資
料の作成等が行われました。

文部科学省は、関係省庁と連携してエコスクールパイロットモデル事業を1997年度から2016年度
まで実施し、1,663校認定してきました。2017年度からは「エコスクール・プラス」に改称し、エコ
スクールとして整備する学校を237校認定しました。

ESDについては、「持続可能な開発のための教育：SDGs実現に向けて（ESD for 2030）」という
2020年から2030年までの新たな国際的実施枠組みが2019年11月に第40回ユネスコ総会で採択さ
れ、同年12月には第74回国連総会で承認されました。「ESD for 2030」の理念を踏まえ、関係省庁
が連携し、2021年5月、「第2期ESD国内実施計画」を策定し、同日に「ESD推進の手引」も更新し
ました。また、学習指導要領では、小・中・高等学校の各段階において「持続可能な社会の創り手」と
なることが期待されることを明記しており、引き続き、ESDの提唱国として、持続可能な社会の創り
手を育成するESDを推進していきます。

文部科学省では、ユネスコスクール（ユネスコ憲章に示されたユネスコの理想を実現するため、平和
や国際的な連携を実践する学校であり、ユネスコが認定する学校）をESDの推進拠点として位置付け
ています。ユネスコスクール全国大会の開催（2021年11月）等を通じて、ESDの実践例の共有や議
論等を行いESDの活動の振興を図るほか、補助金事業を通じて、持続可能な社会の創り手育成の推進
につながる教員養成、カリキュラム作成及び評価手法の開発支援、ユース世代のESDへの取組の促進
とネットワーク構築に取り組んでいます。

（2）各主体をつなぐ組織・ネットワークの構築・強化
ESD活動に取り組む様々な主体が参画・連携する地域活動の拠点を形成し、地域が必要とする取組

支援や情報・経験を共有できるよう、文部科学省や関係団体と連携して、ESD活動支援センター及び
地方ESD活動支援センター（全国8か所）を活用したESDに関する情報収集・発信、地域間の連携・
ネットワークの構築に努めるとともに、ネットワークの拡大を受けて、テーマ別の学び合いの仕組みを
導入しました。このほか、国連大学が実施する世界各地でのESDの地域拠点（RCE）の認定、アジア
太平洋地域における高等教育機関のネットワーク（ProsPER.Net）構築等の事業を支援しました。
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（3）市民、事業者、民間団体等による環境保全活動の支援
環境カウンセラー登録制度の活用により、事業者、市民、民間団体等による環境保全活動等を促進し

ました。
独立行政法人環境再生保全機構が運営する地球環境基金では、国内外の民間団体が行う環境保全活動

に対する助成やセミナー開催等により、それぞれの活動を振興するための事業を行いました。このう
ち、2021年度の助成については、310件の助成要望に対し、181件、総額約5.9億円の助成決定が行
われました。

環境省、独立行政法人環境再生保全機構、国連大学サステイナビリティ高等研究所の共催により、環
境活動を行う全国の高校生に対し、相互交流や実践発表の機会を提供する「全国ユース環境活動発表大
会（全国大会）」を2022年2月に開催し、優秀校に対して環境大臣賞等を授与しました。

持続可能な地域づくりのための中間支援機能を発揮する拠点として「環境パートナーシップオフィス
（EPO）」を全国8か所に展開しています。各地方環境事務所と各地元のNGO・NPOが協働で運営、
環境情報の受発信といった静的なセンター機能だけではなく、地域の環境課題解決への伴走等といった
動的な役割を担いました。EPOの結節点として、各EPOの成果の取りまとめや相互参照、ブロックを
超えた横展開等、全国EPOネットワーク事業を「地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）」が行
いました。また、GEOCは環境省・国連大学との協働事業として時機に見合った国際情報の発信やシ
ンポジウムの開催等を行いました。

環境教育等促進法に基づく体験の機会の場等の各種認定の状況等を環境省ウェブサイトにおいて発信
しました。

事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組を支援するための情報を
GEOC及びEPOを拠点としてウェブサイトやメールマガジンを通じて、収集、発信しました。

また、団体が実施する環境保全活動を支援するデータベース「環境らしんばん」により、イベント情
報等の広報のための発信支援を行いました。

マルチステークホルダーによる生物多様性主流化・行動変容への取組は、第2章第2節1（1）を参
照。

（4）環境研修の推進
環境調査研修所では、全国の地方公共団体、関係行政機関から、例年2,000名程度の研修への参加を

得て、環境行政に関わる人材育成を行ってきました。
2021年度においては、2020年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

従来どおりの研修について、実施を見合わせました。
従来は、研修の双方向性の確保、研修生間の交流の重視等の観点から、合宿制により集合研修を実施

してきましたが、現時点ではその形式での研修実施が困難な状況であることから、行政研修・職員研
修・分析研修の一部カリキュラムについて、動画教材配信等、ウェブ経由での研修代替措置を実施しま
した。

また、研修所から地方試験研究機関等に共通試料を送付して行う「遠隔参加型分析実習」を2020年
度に引き続き実施（年度内2回、のべ5コースを実施）したほか、環境分析に関する情報として、環境
調査研修所のホームページ上で、関連図書、環境試料の分析手法に関するリンク集を紹介するととも
に、メールによる環境分析に関する技術的な問い合わせ窓口を開設しています。
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	 第6節	 環境情報の整備と提供・広報の充実

θ	1	 EBPM推進のための環境情報の整備

環境に関するデータの利活用を推進するため、基礎的データを収集・整理した「環境統計集」を最新
のデータに更新し、環境省ウェブサイトで公開しています。

θ	2	 利用者ニーズに応じた情報の提供

行政データ連携の推進、行政保有データの100％オープン化を効率的・効果的に進め、環境情報に関
するオープンデータの取組の強化を図るため、「デジタルガバメント実行計画」（2019年12月20日閣
議決定、2020年12月25日改定）等に基づき、環境省が保有するデータの全体像を把握し、相互連
携・オープン化するデータの優先付けを行った上で、必要な情報システム・体制を確保し、データの標
準化や品質向上を組織全体で図るなどのデータマネジメントを推進することを目的とした「環境省デー
タマネジメントポリシー」を、2021年3月に策定しました。
「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書（以下「白書」という。）」の内容を広く普及するため、

全国2か所で「白書を読む会」をオンラインで開催しました。
視覚的に分かりやすいよう地理情報システム（GIS）を用いた「環境GIS」による環境の状況等の情

報や環境研究・環境技術など環境に関する情報の整備を図り、「環境展望台」において提供しました。
港湾など海域における環境情報を、より多様な主体間で広く共有するため、海域環境データベースの

運用を行いました。また、沿岸海域環境保全情報の整備・提供を行うとともに、関係府省・機関が収集
した、衛星情報を含め広範な海洋情報を集約・共有する「海洋状況表示システム（海しる）」について、
掲載情報の充実、機能の拡充を行いました。

自然環境保全基礎調査やモニタリングサイト1000等の成果に関する情報を「生物多様性情報システ
ム（J-IBIS）」において、Web-GISによる提供情報も含めて整備・拡充するとともに、全国の国立公
園等のライブ画像を配信する「インターネット自然研究所」においては、全国各地の様々な自然情報を
安定的に継続して提供できるよう、ライブカメラの更新などの取組を進めました。また、「いきものロ
グ」を通じて、全国の生物多様性データの収集と提供を広く行いました。

国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにおいて、サンゴ礁の保全に必要な情報の収集・公開等を
行いました。

	 第7節	 環境影響評価

θ	1	 環境影響評価の総合的な取組の展開

環境影響評価法（平成9年法律第81号）の対象となる風力発電所の規模要件について、最新の知見
に基づき環境影響評価法の対象事業との公平性の観点を踏まえた検討を行い、2021年10月に環境影
響評価法施行令（平成9年政令第346号）を改正するとともに、地域の環境保全上の支障のおそれを防
止等するための所要の経過措置を講じました。また、2021年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」
において、効果的・効率的なアセスメント等の風力発電に係る適正な制度的対応の在り方について、
2022年度に結論を得ることとされ、環境省及び経済産業省は、2021年度から具体的な検討を開始し
ました。
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近年、太陽電池発電所及び風力発電所の事業形態や土地利用、構造等の多様化が進んでおり、例え
ば、実態は1つの事業にもかかわらず事業の分割を行うことなどにより、環境影響評価法の対象を逃れ
ているのではないかと疑われる事案等が生じています。環境省及び経済産業省は、法に基づく環境影響
評価手続が適切に行われるよう、太陽電池発電所及び風力発電所について環境影響評価の対象となるべ
き事業の考え方を取りまとめ2021年9月に公表しました。また、太陽電池発電所について事業特性や
地域特性に応じた合理的な環境影響評価を一層推進するため、造成地やゴルフ場跡地等の開発済みの土
地における事業に関して環境影響評価を行う項目の合理的な選定の考え方を示したガイドラインを
2021年6月に公表しました。

また、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの主力電源化への取組の一環として、地域の関
係者間で協議しながら、環境保全、事業性、社会的状況に係る情報の重ね合わせを行い、円滑な再生可
能エネルギー導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等を支援する事業を実施しました。

さらに、情報アクセスの利便性を向上させて、国民と事業者の情報交流の拡充及び事業者における環
境影響の予測・評価技術の向上を図るため、環境影響評価法に基づき事業者が縦覧・公表する環境影響
評価図書について、法定の縦覧・公表期間を過ぎた場合においても図書の閲覧ができるよう、事業者の
任意の協力を得て、環境省ホームページにおいて環境影響評価図書を掲載する取組を進めました。

θ	2	 質が高く効率的な環境影響評価制度の実施

（1）環境影響評価法の対象事業に係る環境影響審査の実施
環境影響評価法は、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、埋立て・干拓、土地区画整理事業等の開発

事業のうち、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評
価の手続の実施を義務付けています。環境影響評価法に基づき、2022年3月末までに計764件の事業
について手続が実施されました。このうち、2021年度においては、新たに48件の手続が開始され、
また、12件の評価書手続が完了し、環境配慮の確保が図られました（表6-7-1）。

近年、特に審査件数の多い風力発電事業については、騒音・風車の影といった生活環境への影響や、
鳥類や植物・生態系など自然環境への影響等の観点に加え、地域との共生の観点から環境大臣意見を述
べました。

また、既設の石炭火力発電設備の段階的なゼロ・エミッションを目指す事業については、2021年10
月に閣議決定した国の目標・計画等を踏まえて審査しました。2021年12月時点では、国の目標・計
画を達成するための政策的対応等について検討が進められている状況であることから、経済産業省に対
しては、これを確実に達成するために、電力業界が計画的に温室効果ガス削減に取り組む自主的枠組み
に関する早期の取組を促し、政策的対応について必要な検討を進めることを求めるとともに、事業者に

	 表6-7-1	 環境影響評価法に基づき実施された環境影響評価の施行状況
（2022年3月31日時点）

道路 河川 鉄道 飛行場 発電所 処分場 埋立て、
干拓 面整備 合計

火力 風力 太陽光 その他
手続実施 94 11 19 14 577 79 466 12 20 7 20 22 764
　手続中 12 1 2 3 344 6 327 8 3 1 3 2 368
　手続完了 71 9 15 10 178 60 99 3 16 6 15 15 319
　手続中止 11 1 2 1 55 13 40 1 1 0 2 5 77
環境大臣意見・助言 82 10 17 14 596 85 478 10 23 1 4 17 741
　配慮書 12 0 2 3 377 26 341 5 5 1 0 2 397
　方法書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　準備書・評価書 70 10 15 10 219 59 137 5 18 0 4 15 343
　報告書 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

資料：環境省

250 令和3年度 >> 第2部 >> 第6章　各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策 

第

6
章

R4_環境白書_02部_講じた-06章.indd   250R4_環境白書_02部_講じた-06章.indd   250 2022/05/23   14:40:542022/05/23   14:40:54



対して、国の目標・計画と整合した対応の道筋が描けない場合には、事業実施の再検討を含め、あらゆ
る選択肢を検討することなどを求める環境大臣意見を述べました。

さらに、バイオマス発電所設置事業については、燃料の調達に当たり、第三者認証の取得等により、
持続可能性を確保することを求めるとともに、燃料の製造、加工も含む本事業のライフサイクル全体の
温室効果ガス排出量を算定し、その結果を踏まえ、必要に応じて事業計画の見直しを行うことなどを求
めました。

加えて、2011年の環境影響評価法の改正により新たに導入された報告書手続きについて、那覇空港
滑走路増設事業に係る報告書が2021年6月に主務大臣に送付されました。審査に当たっては、本事業
の実施に伴い講じた環境保全措置の経緯、事後調査の結果等を確認し、2021年8月に環境大臣意見を
述べました。

（2）環境影響評価に係る情報基盤の整備
質の高い環境影響評価を効率的に進めるために、環境影響評価に活用できる地域の環境基礎情報を収

録した「環境アセスメントデータベース“EADAS（イーダス）”」において、情報の拡充や更新を行い
公開しました。

	 第8節	 環境保健対策

θ	1	 放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策

（1）福島県における健康管理
国は、福島県の住民の方々の中長期的な健康管理を可能とするため、福島県が2011年度に創設した

福島県民健康管理基金に交付金を拠出するなどして福島県を財政的、技術的に支援しており、福島県
は、同基金を活用し、2011年6月から県民健康調査等を実施しています。具体的には、［1］福島県の
全県民を対象とした個々人の行動記録と線量率マップから外部被ばく線量を推計する基本調査、［2］

「甲状腺検査」、「健康診査」、「こころの健康度・生活習慣に関する調査」、「妊産婦に関する調査」の詳
細調査を実施しています。また、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量の検査や、市町村に補
助金を交付し、個人線量計による測定等も実施しています。
「甲状腺検査」について、2016年3月に福島県「県民健康調査」検討委員会が取りまとめた「県民健

康調査における中間取りまとめ」では、甲状腺検査の先行検査（検査1回目）で発見された甲状腺がん
については、放射線による影響とは考えにくいと評価されています。さらに、2019年7月、同検討委
員会において、「現時点において、本格検査（検査2回目）に発見された甲状腺がんと放射線被ばくの
間の関連は認められない。」と評価されています。

また、「基本調査」については、2021年7月、福島県「県民健康調査」検討委員会において、「これ
までの調査結果について、県民全体の被ばく線量のレベルとともに事故直後の行動も把握しうる貴重な
資料として、解析を継続して行い、その結果を国内外へ発信するよう努めること」、「事故後初期の被ば
く線量を知りたいというニーズが時間の経過に伴って変化していることを考慮した上で、自らの被ばく
線量を積極的に知りたいという県民に対しては窓口を用意して調査を継続していくこと」が今後の方向
性として提案されました。

加えて「健康診査」については、これまでの健康診査の結果から、「現在のところ放射線の直接的な
影響については確認されていない」としつつも、長期的な視点に立った健康調査が引き続き必要であ
り、地域住民の安全・安⼼の確保に応えていく必要があるとされました。
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（2）国による健康管理・健康不安対策
環境省では、2015年2月に公表した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の

あり方に関する専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策の方向性」に基づ
き、［1］事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、［2］福島県及び福島近隣県における疾病
罹患動向の把握、［3］福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、［4］リスクコミュニケーション
事業の継続・充実に取り組んでいます。

［1］事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進
大気拡散シミュレーションや住民の行動データ、ホールボディ・カウンタ等による実測値等、被ば
く線量に影響する様々なデータを活用し、事故後の住民の被ばく線量をより精緻

ち
に評価する研究事

業を実施しています。
［2］福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握

福島県及び福島近隣県における、がん及びがん以外の疾患の罹患動向を把握するために、人口動態
統計やがん登録等の統計情報を活用し、地域ごとに、循環器疾患を含む各疾病の罹患率及び死亡率
の変化等を分析する研究事業を実施しています。

［3］福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実
福島県は、県民健康調査「甲状腺検査」の結果、引き続き医療が必要になった方に対して、治療に
かかる経済的負担を支援するとともに、診療情報を活用させていただくことで「甲状腺検査」の充
実を図る「甲状腺検査サポート事業」に取り組んでおり、国は、この取組を支援しています。この
ほか、国として甲状腺検査の結果、詳細な検査（二次検査）が必要になった方へのこころのケアの
充実や、また県内検査者の育成や県外検査実施機関の拡充に向け、医療機関への研修会等を開催し
ています。

［4］リスクコミュニケーション事業の継続・充実
環境省では、2014年度から福島県いわき市に「放射線リスクコミュニケーション相談員支援セン
ター」を開設し、避難指示が出された12市町村を中⼼に、住民を支える放射線相談員や自治体職
員等の活動を科学的・技術的な面から組織的かつ継続的な支援を実施していくため、研修会や車座
集会の開催等を行っています。

そのほか、希望する住民には、個人線量計を配布して外部被ばく線量を測定してもらい、またホール
ボディ・カウンタによって内部被ばく線量を測定することにより、住民に自らの被ばく線量を把握して
もらうとともに、専門家から測定結果や放射線の健康影響に関する説明を行うことにより、不安軽減へ
つなげています。

一方、福島県外では、住民からの相談に対応する保健医療福祉関係者、自治体職員等の人材育成のた
めの研修や、地域のニーズを踏まえた住民セミナーの開催等のリスクコミュニケーション事業に取り組
んでいます。

θ	2	 健康被害の補償・救済及び予防

（1）被害者の補償・救済
ア　大気汚染の影響による呼吸器系疾患

（ア）既被認定者に対する補償給付等
我が国では、昭和30年代以降の高度経済成長により、工業化が進んだ都市を中⼼に大気汚染の激化

が進み、四日市ぜんそくを始めとして、大気汚染の影響による呼吸器系疾患の健康被害が全国で発生し
ました。これらの健康被害者に対して迅速に補償等を行うため、1973年、公害健康被害の補償等に関
する法律（昭和48年法律第111号。以下「公害健康被害補償法」という。）に基づく公害健康被害補
償制度が開始されました。

公害健康被害補償法のうち、自動車重量税の収入見込額の一部相当額を独立行政法人環境再生保全機
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構に交付する旨を定めた法附則（法附則第9条）については、2018年度以降も当分の間、自動車重量
税の収入見込額の一部に相当する金額を独立行政法人環境再生保全機構に交付することができるよう措
置する、公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律（平成30年法律第11号）が2018
年3月に公布されました。

2021年度は、同制度に基づき、被認定者に対し、［1］認定更新、［2］補償給付（療養の給付及び療
養費、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、療養手当、葬祭料）、［3］公害保健福祉事業（リハ
ビリテーションに関する事業、転地療養に関する事業、家庭における療養に必要な用具の支給に関する
事業、家庭における療養の指導に関する事業、インフルエンザ予防接種費用助成事業）等を実施しまし
た。2021年12月末時点の被認定者数は29,295人です。なお、1988年3月をもって第一種地域の指
定が解除されたため、旧第一種地域では新たな患者の認定は行われていません（表6-8-1）。
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（イ）公害健康被害予防事業の実施
独立行政法人環境再生保全機構により、以下の公害健康被害予防事業が実施されました。

［1］大気汚染による健康影響に関する総合的研究、局地的大気汚染対策に関する調査等を実施しまし
た。また、ぜん息等の予防・回復等のためのパンフレットの作成、講演会の実施及びぜん息の専
門医による電話相談事業を行いました。さらに、地方公共団体の公害健康被害予防事業従事者に
対する研修を行いました。

［2］地方公共団体に対して助成金を交付し、旧第一種地域等を対象として、ぜん息等に関する健康相
談、幼児を対象とする健康診査、ぜん息患者等を対象とした機能訓練等を推進しました。

	 表6-8-1	 公害健康被害補償法の被認定者数等
（2021年12月末時点）

区分 地域 実施主体 指定年月日 現存被認定者数

旧
第
一
種
地
域
　
非
特
異
的
疾
患

慢性気管支炎
気管支ぜん息
ぜん息性気管支炎
及び肺気しゅ
並びに
これらの続発症

千葉市 南部臨海 地域 千葉市 1974.11.30 197

東京都 千代田区 全域 千代田区 1974.11.30 108
　〃 中央区 〃 中央区 1975.12.19 162
　〃 港区 〃 港区 1974.11.30 297
　〃 新宿区 〃 新宿区 〃 750
　〃 文京区 〃 文京区 〃 350
　〃 台東区 〃 台東区 1975.12.19 289
　〃 品川区 〃 品川区 1974.11.30 580
　〃 大田区 〃 大田区 〃 1,266
　〃 目黒区 〃 目黒区 1975.12.19 391
　〃 渋谷区 〃 渋谷区 1974.11.30 364
　〃 豊島区 〃 豊島区 1975.12.19 426
　〃 北区 〃 北区 〃 687
　〃 板橋区 〃 板橋区 〃 1,302
　〃 墨田区 〃 墨田区 〃 435
　〃 江東区 〃 江東区 1974.11.30 951
　〃 荒川区 〃 荒川区 1975.12.19 493
　〃 足立区 〃 足立区 〃 1,200
　〃 葛飾区 〃 葛飾区 〃 837
　〃 江戸川区 〃 江戸川区 〃 1,175

東京都計 12,063

横浜市 鶴見臨海地域 横浜市 1972.2.1 344
川崎市 川崎区・幸区 川崎市 1969.12.27

1972.2.1
1974.11.30

1,152

富士市 中部地域 富士市 1972.2.1 333
1977.1.13

名古屋市 中南部地域 名古屋市 1973.2.1
1975.12.19
1978.6.2

1,658

東海市 北部・中部地域 愛知県 1973.2.1 274
四日市市 臨海地域・楠町全域 四日市市 1969.12.27

1974.11.30
313

大阪市 全域 大阪市 1969.12.27
1974.11.30
1975.12.19

5,044

豊中市 南部地域 豊中市 1973.2.1 137
吹田市 南部地域 吹田市 1974.11.30 152
守口市 全域 守口市 1977.1.13 914
東大阪市 中西部地域 東大阪市 1978.6.2 954
八尾市 中西部地域 八尾市 〃 533
堺市 西部地域 堺市 1973.8.1

1977.1.13
1,062

神戸市 臨海地域 神戸市 〃 519
尼崎市 東部・南部地域 尼崎市 1970.12.1

1974.11.30
1,488

倉敷市 水島地域 倉敷市 1975.12.19 879
玉野市 南部臨海地域 岡山県 〃 19
備前市 片上湾周辺地域 〃 〃 19
北九州市 洞海湾沿岸地域 北九州市 1973.2.1 719
大牟田市 中部地域 大牟田市 1973.8.1 522

計 29,295

第
二
種
地
域
　
特
異
的
疾
患

水俣病 阿賀野川 下流地域 新潟県 1969.12.27 45
〃  〃  〃 新潟市 〃 67
〃 水俣湾 沿岸地域 鹿児島県 〃 67
〃 〃  〃 熊本県 〃 213

イタイイタイ病 神通川 下流地域 富山県 〃 1
慢性砒素中毒症 島根県 笹ヶ谷地区 島根県 1974.7.4 1

〃 宮崎県 土呂久地区 宮崎県 1973.2.1 39

計 433

合計 29,728

注：旧指定地域の表示は、いずれも指定当時の行政区画等による。
資料：環境省
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イ　水俣病
（ア）水俣病被害の救済
○　水俣病の認定

水俣病は、熊本県水俣湾周辺において1956年5月に、新潟県阿賀野川流域において1965年5月に
公式に確認されたものであり、四肢末端の感覚障害、運動失調、求⼼性視野狭窄

さく
、中枢性聴力障害を主

要症候とする神経系疾患です。それぞれチッソ株式会社、昭和電工株式会社の工場から排出されたメチ
ル水銀化合物が魚介類に蓄積し、それを経口摂取することによって起こった神経系疾患であることが
1968年に政府の統一見解として発表されました。

水俣病の認定は、公害健康被害補償法に基づき行われており、2021年11月末までの被認定者数は、
2,999人（熊本県1,790人、鹿児島県493人、新潟県716人）で、このうち生存者は、396人（熊本県
213人、鹿児島県70人、新潟県113人）となっています。

○　1995年の政治解決
公害健康被害補償法及び1992年から開始した水俣病総合対策医療事業（一定の症状が認められる者

に療養手帳を交付し、医療費の自己負担分等を支給する事業）による対応が行われたものの、水俣病を
めぐる紛争と混乱が続いていたため、1995年9月当時の与党三党により、最終的かつ全面的な解決に
向けた解決策が取りまとめられました。

これを踏まえ、原因企業から一時金を支給するとともに、水俣病総合対策医療事業において、医療手
帳（療養手帳を名称変更）を交付しました。また、医療手帳の対象とならない方であっても、一定の神
経症状を有する方に対して保健手帳を交付し、医療費の自己負担分等の支給を行っています。

これにより、関西訴訟を除いた国家賠償請求訴訟については、原告が訴えを取り下げました。一方、
関西訴訟については、2004年10月に最高裁判所判決が出され、国及び熊本県には、水俣病の発生拡
大を防止しなかった責任があるとして、賠償を命じた大阪高等裁判所判決が是認されました（表6-8-
2）。

	 表6-8-2	 水俣病関連年表

1956年（昭和31年） 5月 水俣病公式確認
1959年（昭和34年） 3月 水質二法施行
1965年（昭和40年） 5月 新潟水俣病公式確認
1967年（昭和42年） 6月 新潟水俣病第一次訴訟提訴（46年9月原告勝訴判決（確定））
1968年（昭和43年） 9月 厚生省及び科学技術庁　水俣病の原因はチッソ及び昭和電工の排水中のメチル水銀化合物であるとの政府統一見解を発表
1969年（昭和44年） 6月 熊本水俣病第一次訴訟提訴（48年3月原告勝訴判決（確定））
1969年（昭和44年） 12月 「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法（救済法）」施行
1973年（昭和48年） 7月 チッソと患者団体との間で補償協定締結（昭和電工と患者団体の間は同年6月）
1974年（昭和49年） 9月 「公害健康被害の補償等に関する法律」施行
1977年（昭和52年） 7月 環境庁「後天性水俣病の判断条件について（52年判断条件）」を通知
1979年（昭和54年） 2月 「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」施行
1991年（平成 3年） 11月 中央公害対策審議会「今後の水俣病対策のあり方について」を答申
1995年（平成 7年） 9月 与党三党　「水俣病問題の解決について」（最終解決策）決定
1995年（平成 7年） 12月 「水俣病対策について」閣議了解
1996年（平成 8年） 5月 係争中であった計10件の訴訟が取り下げ（関西訴訟のみ継続）
2004年（平成16年） 10月 水俣病関西訴訟最高裁判所判決（国・熊本県の敗訴が確定）
2005年（平成17年） 4月 環境省　「今後の水俣病対策について」発表
2006年（平成18年） 5月 水俣病公式確認50年
2009年（平成21年） 7月 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」公布
2010年（平成22年） 4月 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」閣議決定
2012年（平成24年） 7月 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」に基づく特措法の申請受付が終了
2013年（平成25年） 4月 水俣病の認定をめぐる行政訴訟の最高裁判所判決（1件は熊本県敗訴、1件は熊本県勝訴の高等裁判所判決を破棄差し戻し）
2013年（平成25年） 10月 水俣条約の採択・署名のための外交会議が熊本市及び水俣市で開催
2014年（平成26年） 3月 環境省「公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定における総合的検討について」を通知（具体化通知）
2014年（平成26年） 7月 臨時水俣病認定審査会において具体化通知に基づく審査を実施
2014年（平成26年） 8月 特措法の判定結果を公表
2015年（平成27年） 5月 新潟水俣病公式確認50年
2017年（平成29年） 8月 水銀に関する水俣条約発効
資料：環境省
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○　関西訴訟最高裁判所判決を受けた各施策の推進
政府は、2006年に水俣病公式確認から50年という節目を迎えるに当たり、1995年の政治解決や関

西訴訟最高裁判所判決も踏まえ、2005年4月に「今後の水俣病対策について」を発表し、これに基づ
き以下の施策を行っています。

［1］水俣病総合対策医療事業について、高齢化の進展等を踏まえた拡充を図り、また、保健手帳につ
いては、交付申請の受付を2005年10月に再開（2010年7月受付終了）。

［2］2006年9月に発足した水俣病発生地域環境福祉推進室等を活用して、胎児性患者を始めとする水
俣病被害者に対する社会活動支援、地域の再生・振興等の地域づくりの対策への取組。

○　水俣病被害者救済特措法
2004年の関西訴訟最高裁判所判決後、公害健康被害補償法の認定申請の増加及び新たな国賠訴訟が

6件提起されました。
このような事態を受け、自民党、公明党、民主党の三党の合意により、2009年7月に水俣病被害者

の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法（平成21年法律第81号。以下「水俣病被害者救済特
措法」という。）が成立し、公布・施行されました。その後、2010年4月に水俣病被害者救済特措法の
救済措置の方針（以下「救済措置の方針」という。）を閣議決定しました。この救済措置の方針に基づ
き、一定の要件を満たす方に対して関係事業者から一時金を支給するとともに、水俣病総合対策医療事
業により、水俣病被害者手帳を交付し、医療費の自己負担分や療養手当等の支給を行っています。ま
た、これに該当しなかった方であっても、一定の感覚障害を有すると認められる方に対して、水俣病被
害者手帳を交付し、医療費の自己負担分等の支給を行っています。

水俣病被害者救済特措法に基づく救済措置には6万4,836人が申請し、判定結果は3県合計で、一時
金等対象該当者は3万2,249人、療養費対象該当者は6,071人となりました（2018年1月判定終了）。
また、裁判で争っている団体の一部とは和解協議を行い、2010年3月には熊本地方裁判所から提示さ
れた所見を原告及び被告双方が受け入れ、和解の基本的合意が成立しました。これと同様に新潟地方裁
判所、大阪地方裁判所、東京地方裁判所でも和解の基本的合意が成立し、これを踏まえて、和解に向け
た手続が進められ、2011年3月に各裁判所において、和解が成立しました。

なお、認定患者の方々への補償責任を確実に果たしつつ、水俣病被害者救済特措法や和解に基づく一
時金の支払いを行うため、2010年7月に同法に基づいて、チッソ株式会社を特定事業者に指定し、同
年12月にはチッソ株式会社の事業再編計画を認可しました。

（イ）水俣病対策をめぐる現状
公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定に関する2013年4月の最高裁判所判決を受けて発出した、

総合的検討の在り方を具体化する通知に沿って、現在、関係県・市の認定審査会において審査がなされ
ています。

こうした健康被害の補償や救済に加えて、高齢化が進む胎児性患者とその家族の方など、皆さんが安
⼼して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、生活の支援や相談体制の強化等の医療・福祉の充実や、
慰霊の行事や環境学習等を通じて地域のきずなを修復する再生・融和（もやい直し）、環境に配慮した
まちづくりを進めながら地域の活性化を図る地域振興にも取り組んでいます。

（ウ）普及啓発及び国際貢献
毎年、公害問題の原点、日本の環境行政の原点ともなった水俣病の教訓を伝えるため、教職員や学生

等を対象にセミナーを開催するとともに、開発途上国を中⼼とした国々の行政担当者を招いて研修を
行っています。

2021年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、セミナー及び研修につい
て、実施を見合わせました。
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ウ　イタイイタイ病
富山県神通川流域におけるイタイイタイ病は、1955年10月に原因不明の奇病として学会に報告さ

れ、1968年5月、厚生省（当時）が、「イタイイタイ病はカドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を
生じ、次いで骨軟化症を来し、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化及び栄養としてのカルシウム等
の不足等が誘引となって生じたもので、慢性中毒の原因物質としてのカドミウムは、三井金属鉱業株式
会社神岡鉱業所の排水以外は見当たらない」とする見解を発表しました。イタイイタイ病の認定は、公
害健康被害補償法に基づき行われており、2021年12月末時点の公害健康被害補償法の現存被認定者
数は1人（認定された者の総数は200人）です。また、富山県は将来イタイイタイ病に発展する可能性
を否定できない者を要観察者として経過を観察することとしていますが、2021年12月末時点で要観
察者は2人となっています。

エ　慢性砒
ひ
素中毒症

宮崎県土呂久地区及び島根県笹ヶ谷地区における慢性砒
ひ

素中毒症については、2021年12月末時点
の公害健康被害補償法の現存被認定者数は、土呂久地区で39人（認定された者の総数211人）、笹ヶ
谷地区で1人（認定された者の総数21人）となっています。

オ　石綿健康被害
石綿を原因とする中皮腫及び肺がんは、［1］ばく露から30～40年と長い期間を経て発症することや、

石綿そのものが当時広範かつ大量に使用されていたことから、どこでばく露したかの特定が困難なこ
と、［2］予後が悪く、多くの方が発症後1～2年で亡くなること、［3］現在発症している方が石綿にば
く露したと想定される30～40年前には、重篤な疾患を発症するかもしれないことが一般に知られてお
らず、自らには非がないにもかかわらず、何の補償も受けられないままに亡くなる方がいることなどの
特殊性に鑑み、健康被害を受けた方及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずること
により、健康被害の迅速な救済を図る、石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年法律第4
号）が2006年2月に成立・公布されました。救済給付に係る申請等については、2020年度末時点で2
万1,317件を受け付け、うち1万5,672件が認定、3,339件が不認定、2,306件が取下げ又は審議中と
されています。

また、2016年12月に取りまとめられた中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会の
報告書を踏まえ、石綿健康被害救済制度の運用に必要な調査や更なる制度周知等の措置を講じていま
す。

（2）被害等の予防
ア　環境保健施策基礎調査等

（ア）大気汚染による呼吸器症状に係る調査研究
地域人口集団の健康状態と環境汚染との関係を定期的・継続的に観察し、必要に応じて所要の措置を

講ずるため、全国35地域で3歳児、全国36地域で6歳児を対象とした環境保健サーベイランス調査を
1996年から継続して実施しています。これまでの調査結果では、大気汚染物質濃度とぜん息の有症率
が常に有意な正の関連性を示すような状況にはなく、大気汚染によると思われるぜんそく有症率の増加
を示す地域はみられませんでした。今後も調査を継続し、大気汚染とぜん息の関連性について、注意深
く観察していきます。

そのほか、独立行政法人環境再生保全機構においても、大気汚染の影響による健康被害の予防に関す
る調査研究を行いました。

（イ）環境要因による健康影響に関する調査研究
花粉症対策には、発生源対策、花粉飛散量予測・観測、発症の原因究明、予防及び治療の総合的な推
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進が不可欠なことから、関係省庁が協力して対策に取り組んでいます。環境省では、スギの雄花調査及
びスギ・ヒノキの花粉飛散量等の情報提供に係る調査を実施しました。

また、他にも、花粉や紫外線、黄砂、電磁界等についても、マニュアル等を用いて、その他の環境要
因による健康影響について普及啓発に努めました。

イ　重金属等の健康影響に関する総合研究
メチル水銀が人の健康に与える影響に関する調査の手法を開発するに当たり、必要となる課題を推進

することを目的とした研究及びその推進に当たり有用な基礎的知見を得ることを目的とした研究を行
い、最新の知見の収集に取り組みました。

イタイイタイ病の発症の仕組み及びカドミウムの健康影響については、なお未解明な事項もあるた
め、基礎医学的な研究や富山県神通川流域の住民を対象とした健康調査等を実施し、その究明に努めま
した。

ウ　石綿ばく露者の健康管理に関する調査等
石綿関連所見や疾患の読影体制整備及びばく露の程度に応じた石綿ばく露者の健康管理の在り方につ

いて検討を行うため、協力の得られた自治体において、既存検診を活用した石綿関連所見・疾患の読影
精度管理や有所見者を対象とした追加的な画像検査を実施し、疾患の早期発見の可能性を検証しまし
た。また、石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査及び諸外国の制度に関する調査等を行いました。

	 第9節	 公害紛争処理等及び環境犯罪対策

θ	1	 公害紛争処理等

（1）公害紛争処理
公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛

争処理法（昭和45年法律第108号）の定めるところにより処理することとされています。公害紛争処
理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の4つがあります。

公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件（水俣病やイタイイタイ病のような事件）、
広域処理事件（航空機騒音や新幹線騒音）等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害
審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。

ア　公害等調整委員会に係属した事件
2021年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は27件で、これに前年から繰り越された

35件を加えた計62件（責任裁定事件29件、原因裁定事件30件、調停事件3件）が2021年中に係属
しました。その内訳は、表6-9-1のとおりです。このうち2021年中に終結した事件は11件で、残り
51件が2022年に繰り越されました。

258 令和3年度 >> 第2部 >> 第6章　各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策 

第

6
章

R4_環境白書_02部_講じた-06章.indd   258R4_環境白書_02部_講じた-06章.indd   258 2022/05/23   14:40:552022/05/23   14:40:55



終結した主な事件としては、「瀬戸市における廃棄物処分場からの土壌汚染による財産被害責任裁定
申請事件及び同原因裁定申請事件」があります。この事件は、愛知県瀬戸市の住民1名及び事業を営む
法人（申請人）から、衛生組合（関係3市により組織される一般廃棄物処理を行う一部事務組合）を相
手方（被申請人）として、申請人らが事業を営む土地に、被申請人によって、焼却残さ及び不燃性破砕
残さを埋め立てられたことが判明し、本件廃棄物から環境基準を大幅に超過するダイオキシン類が検出
されたとして、損害賠償合計2,000万円の支払を求めるとともに、当該因果関係の存在の確認を求めた
ものです。公害等調整委員会は、本件について、裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催すると

	 表6-9-1	 2021年中に公害等調整委員会に係属した公害紛争事件

事　　　　　件　　　　　名 件数

責
任
裁
定
事
件

1 福山市における自動車解体作業所からの騒音・振動被害責任裁定申請事件 1
2 瀬戸市における廃棄物処分場からの土壌汚染による財産被害責任裁定申請事件 1
3 豊見城市における建築工事に伴う地盤沈下等による財産被害等責任裁定申請事件 1
4 熊本市における飲食店からの悪臭等による健康被害等責任裁定申請事件 2
5 銚子市における工場からの騒音・低周波音・振動による健康被害等責任裁定申請事件 1
6 渋谷区における宿泊施設からの騒音・低周波音による健康被害等責任裁定申請事件 1
7 新宿区における排気ダクト等からの低周波音による健康被害等責任裁定申請事件 1
8 奈良県安堵町における牛舎からの排せつ物流出に伴う悪臭被害責任裁定申請事件 1
9 稲敷市における土砂埋立てに伴う土壌汚染による財産被害等責任裁定申請事件 2
10 小平市における工場からの大気汚染による財産被害責任裁定申請事件 4
11 江東区における音響機器からの騒音・振動等による生活環境被害責任裁定申請事件 1
12 神戸市における鉄道からの振動・騒音による財産被害等責任裁定申請事件 1
13 南島原市における工場からの騒音等による生活環境被害責任裁定申請事件 1
14 佐倉市における室外機からの騒音による健康被害等責任裁定申請事件 1
15 浜松市における写真スタジオからの騒音による健康被害等責任裁定申請事件 1
16 燕市における工場からの振動・騒音・悪臭による財産被害等責任裁定申請事件 1
17 東海市における工場からの粉じん・悪臭等による財産被害・健康被害責任裁定申請事件 1
18 熊本市における駐車場からの騒音・振動による健康被害責任裁定申請事件 1
19 札幌市における室外機からの騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請事件 1
20 宮城県亘理町における町道からの騒音による財産被害・健康被害責任裁定申請事件 1
21 市川市における銭湯からの大気汚染・悪臭による健康被害等責任裁定申請事件 1
22 品川区におけるアパート設備からの騒音・悪臭による健康被害責任裁定申請事件 1
23 小平市における歯科医院からの騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請事件 1
24 大田区における飲食店からの騒音・悪臭による健康被害等責任裁定申請事件 1

原
因
裁
定
事
件

1 伊万里市における堆肥製造施設からの大気汚染による健康被害原因裁定申請事件 1
2 瀬戸市における廃棄物処分場からの土壌汚染による財産被害原因裁定申請事件 1
3 豊見城市における建築工事に伴う地盤沈下等による財産被害等原因裁定申請事件 1
4 周南市における工場からの騒音による健康被害原因裁定申請事件 1
5 奈良県安堵町における牛舎からの排せつ物流出に伴う悪臭被害原因裁定申請事件 1
6 宗像市における配水管工事に伴う地盤沈下による財産被害原因裁定申請事件 1
7 渋谷区における高圧受電設備からの低周波音等による健康被害原因裁定申請事件 1
8 桶川市における工場からの大気汚染による財産被害原因裁定申請事件 1
9 茨城県城里町における地盤沈下による財産被害原因裁定嘱託事件 1
10 熊本市における太陽光発電設備及び室外機からの騒音・低周波音・振動による健康被害原因裁定申請事件 1
11 草津市における室外機等からの騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件 2
12 南島原市における工場からの騒音等による生活環境被害原因裁定申請事件 1
13 浜松市における写真スタジオからの騒音による健康被害等原因裁定申請事件 1
14 福岡市における工場等からの騒音による健康被害原因裁定申請事件 1
15 熊本市における駐車場からの騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件 1
16 横浜市における解体工事等に伴う振動等による財産被害原因裁定申請事件 1
17 丹波篠山市における養鶏場等からの悪臭等被害原因裁定申請事件 1
18 札幌市における室外機からの騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請事件 1
19 京都市における大気汚染による財産被害原因裁定嘱託事件 1
20 神戸市における再生砕石埋立てによる土壌汚染・水質汚濁被害原因裁定申請事件 1
21 川越市における室内機等からの騒音による健康被害原因裁定嘱託事件 1
22 鉾田市における給湯機等からの低周波音による健康被害・振動被害原因裁定申請事件 1
23 市川市における銭湯からの大気汚染・悪臭による健康被害等原因裁定申請事件 1
24 品川区におけるアパート設備からの騒音・悪臭による健康被害原因裁定申請事件 1
25 名古屋市における鉄くず等搬入・搬出作業に伴う騒音被害原因裁定申請事件 1
26 大阪市における樋交換工事に伴う粉じんによる財産被害原因裁定嘱託事件 1
27 京都市における空調機器の稼働に伴う低周波音・振動による健康被害原因裁定申請事件 1
28 大阪市における樋交換工事に伴う粉じんによる財産被害原因裁定嘱託事件 1
29 札幌市における室外機等からの振動・低周波音による健康被害原因裁定申請事件の受付について 1

調停事件 1 自動車排出ガスによる大気汚染被害調停申請事件 2
2 東久留米市における入浴施設からの騒音による生活環境被害調停申請事件 1

資料：公害等調整委員会
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ともに、必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、
手続を進めた結果、2021年3月、責任裁定申請事件については、本件申請を一部却下、一部棄却する
との裁定を行い、原因裁定申請事件については、本件申請を一部認容、一部棄却するとの裁定を行い、
本事件は終結しました。

イ　都道府県公害審査会等に係属した事件
2021年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は38件で、これに前年から繰り越

された42件を加えた計80件（調停事件79件、義務履行勧告事件1件）が2021年中に係属しました。
このうち2021年中に終結した事件は35件で、残り45件が2022年に繰り越されました。

ウ　公害紛争処理に関する連絡協議
公害紛争処理制度の利用の促進を図るため、都道府県・市区町村、裁判所及び弁護士会に向けて制度

周知のための広報を行いました。また、公害紛争処理連絡協議会等を開催し、都道府県公害審査会等と
の相互の情報交換、連絡協議に努めました。

（2）公害苦情処理
ア　公害苦情処理制度

公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処
理に努めるものと規定され、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理
状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導及び情報
の提供を行っています。

イ　公害苦情の受付状況
2020年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた苦情件数は8万1,557件で、前年

度に比べ1万1,099件増加しました（対前年度比15.8％増）。
このうち、典型7公害の苦情件数は5万6,123件で、前年度に比べ騒音が4,335件、大気汚染が2,782

件増加するなど、全体でも9,568件増加しました（対前年度比20.6％増）。
また、典型7公害以外の苦情件数は2万5,434件で、前年度に比べ廃棄物投棄が1,557件増加するな

ど、全体でも1,531件増加しました（対前年度比6.4％増）。

ウ　公害苦情の処理状況
2020年度の典型7公害の直接処理件数（苦情が解消したと認められる状況に至るまで地方公共団体

において措置を講じた件数）4万9,861件のうち、3万3,861件（67.9％）が、苦情を受け付けた地方
公共団体により、1週間以内に処理されました。

エ　公害苦情処理に関する指導等
地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導等を行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団

体の担当者を対象としたウェブセミナー等を実施しました。

θ	2	 環境犯罪対策

（1）環境犯罪対策の推進
環境犯罪について、特に産業廃棄物の不法投棄事犯、暴力団が関与する悪質な事犯等に重点を置いた

取締りを推進しました。2021年中に検挙した環境犯罪の検挙事件数は6,627事件（2020年中は6,649
事件）で、過去5年間における環境犯罪の法令別検挙事件数の推移は、表6-9-2のとおりです。
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（2）廃棄物事犯の取締り
2021年中に廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理
法 」 と い う。） 違 反 で 検 挙 さ れ た5,772事 件

（2020年中は5,759事件）の態様別検挙件数は、
表6-9-3のとおりです。このうち不法投棄事犯が
52.4％（2020年中は50.7％）、また、産業廃棄
物事犯が13.2％（2020年中は13.9％）を占め
ています。

（3）水質汚濁事犯の取締り
2021年中の水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）違反に係る水質汚濁事犯の検挙事件数は0事

件（2020年中は1事件）でした。

（4）検察庁における環境関係法令違反事件の受理・処理状況
2021年中における罪名別環境関係法令違反事件の通常受理・処理人員は、表6-9-4のとおりです。

受理人員は、廃棄物処理法違反の7,625人が最も多く、全体の約84％を占め、次いで、海洋汚染等及
び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）違反（389人）となっています。処理人員
は、起訴が4,627人、不起訴が4,372人となっており、起訴率は約51.4％となっています。起訴人員
のうち公判請求は254人、略式命令請求は4,373人となっています。

最近5年間に検察庁で取り扱った環境関係法令違反事件の通常受理・処理人員の推移は、表6-9-5の
とおりです。2021年中の通常受理人員は9,074人で、前年より335人減少しています。

	 表6-9-2	 環境犯罪の法令別検挙件数の推移（2017年～2021年）
（単位：事件）

区分	 年次 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
総数 5,889 6,308 6,189 6,649 6,627
廃棄物処理法 5,109 5,493 5,375 5,759 5,772
水質汚濁防止法 0 2 3 1 0
その他※1 780 813 811 889 855

※１：その他は、種の保存法、鳥獣保護管理法、自然公園法等である。
資料：警察庁

	 表6-9-3	 廃棄物処理法違反の態様別検挙件数	
（2021年）

（単位：事件）

不法投棄 委託	
違反（注1）

無許可	
処分業（注2） その他 計

総数 3,024 7 18 2,723 5,772
産業廃棄物 259 7 2 492 760
一般廃棄物 2,765 0 16 2,231 5,012

注１：委託基準違反を含み、許可業者間における再委託違反は含まない。
2：廃棄物の無許可収集運搬業及び同処分業を示す。
資料：警察庁

	 表6-9-4	 罪名別環境関係法令違反事件通常受理・処理人員（2021年）

罪名 受理
処理 起訴率

（％）起訴 不起訴 計
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 7,625 4,232 3,281 7,513 56.3
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反 247 99 161 260 38.1
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反 389 92 301 393 23.4
動物の愛護及び管理に関する法律違反 296 74 213 287 25.8
軽犯罪法違反（1条14号、27号） 315 56 242 298 18.8
水質汚濁防止法違反 15 1 16 17 5.9
その他 187 73 158 231 31.6
合計 9,074 4,627 4,372 8,999 51.4

注：起訴率は、起訴人員／（起訴人員＋不起訴人員）×100による。
資料：法務省
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	 表6-9-5	 環境関係法令違反事件通常受理・処理人員
の推移

年次 通常受理
処理 起訴率

（％）起訴 不起訴 合計
2017年 8,598 4,328 4,061 8,389 51.6
2018年 8,939 4,347 4,564 8,911 48.8
2019年 8,790 4,231 4,335 8,566 49.4
2020年 9,409 4,310 4,661 8,971 48.0
2021年 9,074 4,627 4,372 8,999 51.4

注：起訴率は、起訴人員／（起訴人員＋不起訴人員）×100による。
資料：法務省
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令和4年度　環境の保全に関する施策
令和4年度　循環型社会の形成に関する施策
令和4年度　�生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策

第208回国会（常会）提出
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　この文書の記載事項については、数量、金額等は概数によるもの
があるほか、国会において審議中の内容もあることから、今後変更
される場合もあることに注意して下さい。
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第1章 地球環境の保全

	 第1節	 地球温暖化対策

θ	1	 研究の推進、監視・観測体制の強化による科学的知見の充実

気候変動問題の解決には、最新の科学的知見に基づいて対策を実施することが必要不可欠です。気候
変動に関する政府間パネル（IPCC）の各種報告書が提供する科学的知見は、世界全体の気候変動対策
に大きく貢献しています。この活動を拠出金等により支援するとともに、国内の科学者の研究活動や、
関連する会合への参加を支援することにより、我が国の科学的知見をIPCCが策定する各種報告書に反
映させ、国内の議論に活用していきます。また、イベントの実施や啓発資料の作成を通じて、気候変動
に関する科学的知見についての国内の理解を深めていきます。IPCCは、現在第6次評価サイクルにあ
り、2018年10月には「1.5℃の地球温暖化：気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な開
発及び貧困撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から1.5℃の地球温暖化による影響及び関
連する地球全体での温室効果ガス（GHG）排出経路に関するIPCC 特別報告書（1.5℃特別報告書）」、
2019年8月に「気候変動と土地：気候変動、砂漠化、土地の劣化、持続可能な土地管理、食料安全保
障及び陸域生態系における温室効果ガスフラックスに関するIPCC特別報告書（土地関係特別報告書）」、
同年9月に「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関するIPCC特別報告書（海洋・雪氷圏特別報告書）」
が公表されました。さらに、2019年5月のIPCC第49回総会は日本の京都府京都市で開催され、パリ
協定の実施に不可欠な「IPCC温室効果ガス排出・吸収量算定ガイドライン（2006）の2019年改良

（2019年方法論報告書）」が公表され、衛星データの有用性が示されました。今後はこれらの特別報告
書等の内容も踏まえ、2021年から2022年にかけて予定されている、第6次評価報告書の公表へ向け
た執筆活動が引き続き進められる予定です。我が国の研究を始め、最新の科学的知見が各種報告書に適
切に反映されるよう、執筆者を支援し、IPCCの活動に貢献していきます。

温室効果ガス観測技術衛星1号機（GOSAT）や2018年10月に打ち上げた2号機（GOSAT-2）に
よる継続的な全球の温室効果ガス濃度の観測を行います。また、パリ協定に基づき世界各国が温室効果
ガス排出量を報告する際に衛星観測データを利活用できるよう、GOSATシリーズの観測データからの
推計結果と、インベントリからの推定結果の比較・評価を行い、信頼性向上を図るとともに、各国を技
術的に支援していきます。3号機に当たる温室効果ガス・水循環観測技術衛星（GOSAT-GW）は
2023年度打ち上げを目指して開発し、継続的な観測体制の維持を図ります。また、環境省はGOSAT
の事業主体として、GOSATがスペースデブリとして滞留することがないように引き続き検討を行い、
必要な措置を行います。急速に温暖化が進む北極域の環境変動等に関する観測研究を行うための国際研
究プラットフォームとして、砕氷機能を有し、北極海海氷域の観測が可能な北極域研究船の建造を着実
に進めます。さらに、環境研究総合推進費等を用いた他の衛星や航空機・船舶・地上観測等による監
視・観測、予測、影響評価、調査研究の推進等により気候変動に係る科学的知見を充実させます。

θ	2	 脱炭素社会の実現に向けた政府全体での取組の推進

2020年10月26日、第203回国会において、菅義偉内閣総理大臣（当時）は2050年までにカーボ
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ンニュートラル、すなわち脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。また、2021年4月22日の
第45回地球温暖化対策推進本部において、2050年目標と整合的で野心的な目標として、2030年度に
温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指し、さらに、50％の高みに向けて挑戦を続け
ていくことを宣言しました。また、第204回国会で成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一
部を改正する法律（令和3年法律第54号）では、2050年カーボンニュートラルを基本理念として法定
化しました。さらに、同年6月9日に開催された「国・地方脱炭素実現会議」では、国民・生活者目線
での2050年脱炭素社会実現に向けた「地域脱炭素ロードマップ」を取りまとめました。同年10月22
日には、「地球温暖化対策計画」、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定し、「日本
のNDC（国が貢献する決定）」を国連に通報しました。経済と環境の好循環を生み出し、2030年度の
野心的な目標に向けて力強く成長していくため、徹底した省エネルギーや再生可能エネルギーの最大限
の導入、公共部門や地域の脱炭素化など、あらゆる分野で、でき得る限りの取組を進めていきます。

また、「革新的環境イノベーション戦略」（2020年1月統合イノベーション戦略推進会議決定）及び
「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2021年6月関係府省庁策定）に基づき、
カーボンニュートラルの実現に向けて革新的技術の確立と社会実装を目指していきます。

θ	3	 エネルギー起源CO2の排出削減対策

産業・民生・運輸・エネルギー転換の各部門においてCO2排出量を抑制するため、「低炭素社会実行
計画」の着実な実施と評価・検証による産業界における自主的取組の推進や、パリ協定と整合した目標
設定（SBT：Science Based Targets）等の企業における中長期的な削減計画の策定支援、省エネル
ギー性能の高い技術・設備・機器の開発・実証・導入促進、殺菌力が強い深紫外線を発するLEDの高
度化・他技術との組合せによる衛生環境向上・省CO2に資する技術の開発・実証、トップランナー制
度等による家電・自動車等のエネルギー消費効率の向上、家庭・ビル・工場のエネルギーマネジメント
システム（HEMS／BEMS／FEMS）の活用や省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実
施、Z

ゼ ッ チ
EH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・Z

ゼ ブ
EB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の普及や

既存の住宅・建築物の改修による省エネルギー化、動力源を抜本的に見直した革新的建設機械（電動、
水素、バイオマス等）の導入拡大に向けた普及・促進、地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」
を促す「COOL CHOICE」の推進、次世代自動車の普及・燃費改善、道路の整備に伴って、環状道路
等幹線道路ネットワークの強化、ビッグデータを活用した渋滞対策の推進等や高度道路交通システム

（ITS）の推進、信号機の改良、信号灯器のLED化の推進等による交通安全施設の整備等の道路交通流
対策、公共交通機関の利用促進、グリーンスローモビリティ（時速20km未満で公道を走ることができ
る電動車を活用した小さな移動サービス）の推進、ダブル連結トラック等のトラック輸送の高効率化に
資する車両等の導入や過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化等による社会変革と物流の
脱炭素化・低炭素化の同時実現、省エネ車両や回生電力の有効活用に資する設備の導入や燃料電池鉄道
車両の開発の推進、鉄道車両へのバイオディーゼル燃料の導入の促進等による鉄軌道の省エネルギー
化・脱炭素化の促進、荷主等と連携した新たな技術・手法を組み合わせた「連携型省エネ船」の開発・
普及や、荷主等に省エネ船の選択を促す燃費性能の「見える化」の促進等による、内航海運における更
なる省エネの追求、水素・燃料アンモニア等の大量かつ安定・安価な輸入・貯蔵等を可能とする受入環
境の整備や、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、集結する臨海部産業との連携等を通じて温室効果
ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指すカーボンニュートラルポートの形成の促進、第208
回国会に提出した航空法等の一部を改正する法律案に基づく航空脱炭素化推進基本方針の策定、官民協
議会の設置（航空機材・装備品等への新技術導入、管制の高度化による運航方式の改善、持続可能な航
空燃料（SAF：Sustainable Aviation Fuel）の導入促進）、空港施設・空港車両等からの二酸化炭素
排出を削減する取組の推進、空港の再エネ拠点化の推進、モーダルシフト、共同輸配送、貨客混載等の
取組支援による環境負荷の小さい効率的な物流体系の構築促進、再生可能エネルギーの最大限の導入、
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火力発電の高効率化や安全性が確認された原子力発電の活用等による電力分野の低炭素化等の対策・施
策を実施します。また、国際海運については、国際海事機関（IMO）で地球温暖化対策が進められて
いるところ、引き続きその取組を主導します。また、国際航空分野のCO2排出削減の長期目標につい
て、我が国が提案し設立した国際民間航空機関（ICAO）におけるタスクグループにおいて、議長国と
して議論をリードしてきたところ、2022年秋に予定されているICAO総会において、検討結果を踏ま
えた国際的に調和が図られた野心的な長期目標が決議されるよう、引き続き議論を主導していきます。

θ	4	 エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出削減対策

非エネルギー起源CO2、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等の排出削減については、農地等の適
切な管理、廃棄物処理やノンフロン製品の普及等の個別施策を推進します。フロン類については、モン
トリオール議定書キガリ改正、改正されたフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平
成13年法律第64号。以下「フロン排出抑制法」という。）の施行（2020年4月）も踏まえ、上流から
下流までのライフサイクルにわたる包括的な対策により、排出抑制を推進します。

θ	5	 森林等の吸収源対策、バイオマス等の活用

森林等の吸収源対策として、間伐や再造林等の森林の整備・保全、木材・木質バイオマスの利用、農
地等の適切な管理、都市緑化等を推進します。また、これらの対策を推進するため、森林・林業の担い
手の育成や生産基盤の整備など、総合的な取組を実施します。

また、農地等の吸収源対策として、農地土壌への堆肥や緑肥などの有機物の継続的な施用やバイオ炭
の施用等の取組を推進します。

藻場・干潟等の海洋生態系が蓄積する炭素（ブルーカーボン）を活用した新たな吸収源対策の検討を
行うとともに、それらの生態系の維持・拡大に向けた取組を推進します。

θ	6	 国際的な地球温暖化対策への貢献

パリ協定の実施指針に基づき、国際的な地球温暖化対策を着実に進めます。相手国との協働に基づ
き、我が国の強みである技術力をいかして、市場の創出・人材育成・制度構築・ファイナンスの促進等
の更なる環境整備を通じて、環境性能の高い技術・製品等のビジネス主導の国際展開を促進し、世界の
排出削減に最大限貢献します。途上国と協働してイノベーションを創出する「Co-innovation（コ・
イノベーション）」や、途上国支援を着実に実施していきます。また、土地利用変化による温室効果ガ
スの排出量は、世界の総排出量の約2割を占め、その排出を削減することが地球温暖化対策を進める上
で重要な課題となっていることから、特に途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等

（REDD＋）を積極的に推進し、森林分野における排出の削減及び吸収の確保に貢献します。適応分野
においても各国の適応活動の促進のため、アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム（AP-
PLAT）において科学的知見や政策ツール、人材育成等を実施し、その活動を広報していきます。

θ	7	 横断的施策

地域脱炭素ロードマップに基づき、引き続き脱炭素先行地域の選定を進めるとともに、選定された地
域において脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組を実施していきます。また、脱炭素の基盤
となる重点対策を全国で実施していきます。

第208回国会に提出した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に基づき脱炭
素化に資する事業に対する資金供給その他の支援を強化することにより、民間投資の一層の誘発を図る
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とともに、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策のための費用に関して国が必要な財政上の
措置を図ります。

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成30年法律第89
号）に基づき、促進区域の指定等に向けて取り組み、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生
可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進します。

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」とい
う。）に定める温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度、排出削減等指針について、2021年6月に
公布された同法の一部改正法の施行等を踏まえ、一層の充実を図っていきます。

持続可能な脱炭素社会の構築や適応方策を推進するための学校や社会における環境教育、脱炭素社会
に向けたライフスタイルの転換、国・地域、企業、家庭等での「見える化」の推進を図っていきます。

我が国でのより一層の取組の推進を促す観点から、公的機関の率先的取組、カーボン・オフセットや
財・サービスの高付加価値化等に活用できるクレジットを認証するJ-クレジット制度の推進、カーボン
フットプリントなど環境ラベルの活用、環境金融の活用、民間資金を脱炭素・低炭素投資に活用する方
策の検討、エネルギー消費情報等のオープン化、グリーンなデジタル技術の実証・活用等の促進を図っ
ていきます。

脱炭素社会構築を支えていくため、排出量・吸収量の算定手法の改善、サプライチェーン全体での排
出量削減取組の推進、削減貢献量や排出削減量の算定手法に関する検討、省エネルギー・省CO2効果
の高い家電やOA機器等の普及を促進するための支援策の実施、地球温暖化対策技術の開発の推進、調
査研究の推進、国、地方公共団体、NGO・NPO、研究者・技術者・専門家等の人材育成・活用、評
価・見直しシステムの体制整備、道路の交通流対策等を図っていきます。

さらに、「第五次環境基本計画」（2018年4月閣議決定）において掲げられた地域循環共生圏の考え
方の具現化に向けた重要な第一歩として、再生可能エネルギーと動く蓄電池としてのEV（電気自動車）
等を組み合わせながら、各地域に敷設した自営線で地産エネルギーを直接供給することなどにより、地
域の再生可能エネルギー自給率を最大化させるとともに、防災性も兼ね備えた地域づくりを目指しま
す。この取組を通じて、地域が主体となり、地産エネルギーを最大限活用する事例を数多く創出してい
くことで、脱炭素社会への移行を実現させていきます。

θ	8	 公的機関における取組

（1）政府実行計画
政府は、2021年10月に閣議決定した「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減

等のため実行すべき措置について定める計画（政府実行計画）」に基づき、2013年度を基準として、
政府全体の温室効果ガス排出量を2030年度までに50％削減することを目標とし、太陽光発電の導入、
新築建築物のZ

ゼ ブ
EB化、電動車の導入、LED照明の導入、再生可能エネルギー電力の調達等の取組を率

先実行していきます。

（2）地方公共団体実行計画
地球温暖化対策推進法に基づき、全ての地方公共団体は、自らの事務・事業に伴い発生する温室効果

ガスの排出削減等に関する計画である地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定が義務付けられてお
り、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は、地域における再生可能エネルギーの導入拡大、
省エネルギーの推進等を盛り込んだ地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定が義務付けられていま
す。

環境省は、地方公共団体の取組を促進するため、地方公共団体実行計画の策定・実施に資するマニュ
アル類を公表するほか、優良な取組事例の収集・共有、地方公共団体職員向けの研修や地域レベルの温
室効果ガス排出量インベントリ・推計ツール等の整備等を行います。また、2021年6月に公布された
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改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の下で、地域の脱炭素化に貢献する事業（地
域脱炭素化促進事業）を促進するための制度が創設されました。この制度が円滑に活用されるよう、地
方公共団体に対し、必要な助言等を行います。

さらに、改正地球温暖化対策推進法に基づき、地域における再生可能エネルギーの最大限の導入を促
進するため、地方公共団体における再生可能エネルギーの導入計画の策定や、地域脱炭素化促進事業の
促進区域設定等に向けた、地域が合意形成を図りゾーニング等を行う取組への支援等を行います。

	 第2節	 気候変動の影響への適応の推進

θ	1	 気候変動の影響等に関する科学的知見の集積

気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う緩和だけではなく、既に現れて
いる影響や中長期的に避けられない影響を回避・軽減する適応を進めることが求められています。適応
を適切に実施していくためには、科学的な知見に基づいて取組を進めていくことが重要となります。

2018年に施行された気候変動適応法（平成30年法律第50号）において、環境大臣は、気候変動及
び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、
おおむね5年ごとに、中央環境審議会の意見を聴いて、気候変動影響の総合的な評価についての報告書
を作成し、これを公表することとされています。2020年12月に、気候変動影響の総合的な報告書と
して「気候変動影響評価報告書」を公表しました。同報告書でまとめられた課題を踏まえ、次期報告書
の作成に向けた検討を進めます。さらに、2016年に構築された気候変動適応情報プラットフォーム

（A-PLAT）において、気候変動及びその影響に関する科学的知見、地方公共団体の適応に関する計画
や具体的な取組事例、民間事業者の適応ビジネス等の情報の収集・発信を行います。さらに、2020年
より開始された環境研究総合推進費による「気候変動影響予測・適応評価の総合的研究」を2022年度
も継続して実施します。

θ	2	 国における適応の取組の推進

2018年12月に施行された気候変動適応法及び2021年10月に改定した「気候変動適応計画」に基
づき、あらゆる関連施策に適応の観点を組み込み各分野で適応の取組を推進します。また、「気候変動
適応計画」に記載されている各施策の進捗管理を行うとともに、気候変動適応の進展の状況を把握、評
価する手法を開発します。また、これらの取組を進めるに当たって、環境大臣が議長である「気候変動
適応推進会議」の枠組みを活用することなどにより関係府省庁が連携していきます。

気候変動の影響に脆
ぜい

弱である開発途上国において、アジア太平洋地域を中心に適応に関する二国間協
力を行い、各国のニーズに応じた気候変動の影響評価や適応計画の策定等の支援を行います。さらに、
アジア太平洋地域の途上国が科学的知見に基づき気候変動適応に関する計画を策定し、実施できるよ
う、国立研究開発法人国立環境研究所と連携し、2019年6月に軽井沢で開催したG20関係閣僚会合に
おいて立ち上げを宣言した、国際的な適応に関する情報基盤であるAP-PLATの取組を強化します。

また、気候変動への適応策として重要な熱中症対策については、2022年4月に改定した「熱中症対
策行動計画」に基づき、関係府省が一丸となって更なる熱中症対策を推進します。その一環として、

「熱中症予防強化キャンペーン」（4～9月）を通じて、国民に対して、時季に応じた適切な予防行動の
呼び掛けを実施します。また、普及啓発資料の作成・配布やシンポジウムの開催等を通じた普及啓発、

「熱中症警戒アラート」などに基づき、国民、事業所などによる適切な熱中症予防行動の定着を目指し
ます。あわせて、地方公共団体における熱中症対策を引き続き後押しするための地域におけるモデル事
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業を実施し、「地域における熱中症対策ガイドライン（仮称）」を策定します。引き続き災害時の熱中症
対策や「新しい生活様式」における熱中症対策に関する調査・検討を行うとともに、「熱中症警戒ア
ラート」の発表基準となる暑さ指数（WBGT）の精度向上・認知度向上に取り組みます。また、エア
コン未設置の高齢者世帯等における熱中症予防対策として、初期費用なしのサブスクリプション方式

（定額利用サービス）を活用した新たなビジネスモデルの確立のためのモデル事業を実施します。

θ	3	 地域等における適応の取組の推進

地方公共団体の科学的知見に基づく適応策の立案・実施を支援するため、A-PLATにおける知見の
充実や、国立研究開発法人国立環境研究所による地方公共団体及び地域気候変動適応センターへの技術
的支援等を行います。また、全国7ブロック（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州・沖
縄）で「気候変動適応広域協議会」を開催し、気候変動適応に関する施策や取組についての情報交換・
共有や、地域における気候変動影響に関する科学的知見の整理等を行います。また、「気候変動適応広
域協議会」に地域の気候変動適応課題に関する分科会を立ち上げ、関係者の連携によるアクションプラ
ンの策定を行います。

また、セミナー等の機会を通じて事業者の適応の取組を促進していきます。さらに、事業者の適応ビ
ジネスを促進するため、国内でのA-PLATやAP-PLATも活用しつつ、事業者の有する気候変動適応
に関連する技術・製品・サービス等の優良事例を発掘し、国内外に積極的に情報提供を行います。

国民の適応に関する理解を深めるため、広報活動や啓発活動を行います。また、住民参加型の「国民
参加による気候変動情報収集・分析」事業により、国民の関心と理解を深めます。

	 第3節	 オゾン層保護対策等

ノンフロン・低GWP製品の普及促進や機器の廃棄時等におけるフロン類の回収がより適切に行われ
るよう、フロン排出抑制法の確実な施行を始め、上流から下流までのライフサイクルにわたる包括的な
対策により、排出抑制を推進します。

また、特定物質等の規制、観測・監視の情報の公表については、特定物質等の規制等によるオゾン層
の保護に関する法律（昭和63年法律第53号）に基づき、生産規制及び貿易規制を行うとともに、オゾ
ン層等の観測成果及び監視状況を毎年公表します。さらに、途上国における取組の支援については、フ
ロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制対策を国際的に展開するための枠組みであるフルオロ
カーボン・イニシアティブ等を通じ、アジア等の途上国に対して、フロン類を使用した製品・機器から
の転換やフロン類の回収・破壊等についての技術協力や政策等の知見・経験の提供により取組を支援し
ます。
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第2章 生物多様性の保全及び 
持続可能な利用に関する取組

	 第1節	 生物多様性条約COP15及び生物多様性国家戦略

生物多様性条約第15回締約国会議（COP15。以下、締約国会議を「COP」という。なお、本章に
おけるCOPは、生物多様性条約締約国会議を指す。）第二部において採択される予定である、新たな
生物多様性の世界目標が2050年ビジョン「自然との共生」に向けて野心的な枠組みとなるよう、
COP10議長国として愛知目標を取りまとめた経験も活かして引き続き積極的に議論に貢献します。

また、新たな生物多様性の世界目標を踏まえ、「生物多様性国家戦略2012-2020」（2012年閣議決定）
に次ぐ新たな生物多様性国家戦略を策定します。

	 第2節	 生物多様性の主流化に向けた取組の強化

θ	1	 多様な主体の参画

国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体など国内のあらゆる主体の参画と連携を促進し、生
物多様性の保全とその持続可能な利用の確保に取り組むため、多様な主体で構成される「2030生物多
様性枠組実現日本会議（J-GBF）」を通じた各主体間の連携や地域における多様な主体の連携による生
物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成22年法律第72号）に基づく地域連携保全
活動に対する各種支援を行います。

θ	2	 生物多様性に配慮した企業活動の推進

生物多様性に係る事業活動に関する情報や考え方等を取りまとめたあらゆる業種・事業者向けの「生
物多様性民間参画ガイドライン」の普及を図るとともに、表彰制度の活用や生物多様性に対する貢献・
負荷・依存度の把握・評価・情報開示に関する情報提供を行うなど、バリューチェーン全体での活動に
おいて事業者を支援し、事業者の生物多様性分野への参画を促します。また、自然関連財務情報開示タ
スクフォース（TNFD）やSicence Based Targets for Nature（SBTs for Nature）等の国際的イニ
シアティブへの対応等、生物多様性を主流化するための方策について検討を進めます。

θ	3	 自然とのふれあいの推進

「みどりの月間」等における自然とのふれあい関連行事の全国的な実施や各種情報の提供、自然公園
指導員及びパークボランティアの人材の活用、由緒ある沿革と都市の貴重な自然環境を有する国民公園
等の庭園としての質や施設の利便性を高めるための整備運営、都市公園等の身近な場所における環境教
育・自然体験活動等に取り組みます。

国立公園満喫プロジェクトを継続的に実施し、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した国内
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外の利用者の回復に向け、受入環境整備やワーケーション等の新たな利用推進を図ります。これまで、
8つの国立公園を中心に進めてきた各種受入環境整備（利用拠点の滞在環境の上質化や多言語解説の充
実、ビジターセンター等の再整備や機能充実、質の高いツアー・プログラムの充実やガイド等の人材育
成支援、利用者負担による公園管理の仕組みの導入等）について、公園の特性や体制に応じて、34国
立公園全体で推進するとともに、国定公園等にも展開します。また、海外だけでなく国内の誘客を強化
し、プロモーションを実施するとともに、国立公園等での自然体験プログラム推進のための企画造成、
ワーケーション受入や自然との調和が図られた滞在環境の整備等の受入環境整備を支援します。改正自
然公園法（昭和32年法律第161号）により新たに創設された自然体験活動促進計画・利用拠点整備改
善計画制度も活用し、国立公園の本来の目的である「保護」と「利用」が地域において好循環を生み出
し地域の活性化につながるよう、関係省庁や地方公共団体、観光関係者を始めとする企業、団体など、
幅広い関係者との協働の下、取組を進めていきます。また、貴重な自然資源である温泉の保護、適正利
用及び温泉地の活性化を図ります。

	 第3節	 生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た	
国土の保全管理

θ	1	 生態系ネットワークの形成

生物の生息・生育空間のまとまりとして核となる地域（コアエリア）及びその緩衝地域（バッファー
ゾーン）を適切に配置・保全するとともに、これらを生態的な回廊（コリドー）で有機的につなぐこと
により、生態系ネットワーク（エコロジカルネットワーク）の形成に努めます。生態系ネットワークの
形成に当たっては、流域圏など地形的なまとまりにも着目し、様々なスケールで森里川海を連続した空
間として積極的に保全・再生を図るための取組を関係機関が横断的に連携して総合的に進めます。ま
た、民間の取組等により生物多様性の保全が図られている区域を国が「自然共生サイト（仮称）」とし
て認定する仕組みを試行する等、OECMに関する取組を進めることで、保護地域を核としたネット
ワーク化を図り、生物多様性の保全を推進します。

θ	2	 重要地域の保全

各重要地域について、保全対象に応じて十分な規模、範囲、適切な配置、規制内容、管理水準、相互
の連携等を考慮しながら、関係機関が連携・協力して、その保全に向けた総合的な取組を進めます。

（1）自然環境保全地域等
原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域

については、引き続き行為規制や現状把握等を行うとともに、新たな地域指定を含む生物多様性の保全
上必要な対策を検討・実施します。沖合海底自然環境保全地域に関しては、第2章第4節も参照。

（2）自然公園
自然公園（国立公園、国定公園）については、公園計画等の見直しを進めつつ、公園計画に基づく行

為規制や利用のための施設整備等を行います。また、国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」とし
てブランド化し、保護すべきところは保護しつつ、利用の促進を図ることにより、地域の活性化を目指
す取組を推進します。その他、再生可能エネルギーの利用の促進や省エネルギー化による施設の脱炭素
化の取組を推進します。
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（3）鳥獣保護区
狩猟を禁止するほか、特別保護地区（鳥獣保護区内で鳥獣保護又はその生息地保護を図るため特に必

要と認める区域）においては、一定の開発行為の規制を行います。

（4）生息地等保護区
生息地等保護区の指定、生息環境の把握及び維持管理、施設整備、普及啓発を行い、必要に応じ、立

入り制限地区を設け、種の保存を図ります。

（5）天然記念物
動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもののうち重要なものを天然記念物に指

定するなど、法令等に基づく適切な保存と活用に努めます。

（6）国有林野における保護林及び緑の回廊
原生的な天然林を有する森林や希少な野生生物の生育・生息の場となる森林である「保護林」や、こ

れらを中心としたネットワークを形成することによって野生生物の移動経路となる「緑の回廊」におい
て、モニタリング調査等を行い森林生態系の状況を把握し順応的な保全・管理を推進します。

（7）保安林
「全国森林計画」に基づき、保安林の配備を計画的に推進するとともに、その適切な管理・保全に取

り組みます。

（8）特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区等
多様な主体による良好な緑地管理がなされるよう、管理協定制度等の適正な緑地管理を推進するため

の制度の活用を図ります。

（9）ラムサール条約湿地
湿地の保全と賢明な利用及びそのための普及啓発を図るとともに、計画的な登録を推進します。

（10）世界自然遺産
登録された5地域（「屋久島」、「白神山地」、「知床」、「小笠原諸島」、「奄美大島、徳之島、沖縄島北

部及び西表島」）において、専門家の助言を踏まえつつ、地域関係者との合意形成を図りながら、関係
省庁や自治体と連携し、世界自然遺産地域の適切な保全管理を推進します。

（11）生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）
国立公園等の管理を通して、登録された各生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）の適切な保全管理

を推進するとともに、地元協議会への参画を通じて、持続可能な地域づくりを支援します。また、新規
登録を目指す自治体に対する情報提供、助言等を行います。

（12）ジオパーク
国立公園と重複するジオパークにおいて、地形・地質の多様性等の保全を図るとともに、ジオツアー

や環境教育のプログラムづくり等について、地方公共団体等のジオパークを推進する機関と連携して進
めます。

（13）世界農業遺産・日本農業遺産
世界農業遺産及び日本農業遺産に認定された地域の農林水産業システムの維持・保全等に係る活動を
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推進するとともに、本制度や認定地域に対する国民の認知度を向上させるための情報発信に取り組みま
す。

θ	3	 自然再生

河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林など、生物多様性の保全上重要な役割を果たす自然環境
について、自然再生推進法（平成14年法律第148号）の枠組みを活用し、多様な主体が参加し、科学
的知見に基づき、長期的な視点で進められる自然再生事業を推進します。また、地域循環共生圏の考え
方や防災・減災等の自然環境の持つ機能等に着目し、地域づくりや気候変動への適応等にも資する自然
環境の再生等を推進します。

θ	4	 里地里山の保全活用

里地里山等に広がる二次的自然環境の保全と持続的利用を将来にわたって進めていくため、人の生
活・生産活動と地域の生物多様性を一体的かつ総合的に捉え、民間保全活動とも連携しつつ、持続的な
管理を行う取組を推進します。

文化的景観のうち、地方公共団体が保存の措置を講じ、特に重要であるものを重要文化的景観として
選定するとともに、地方公共団体が行う重要文化的景観の保存・活用事業に対し支援を実施します。

θ	5	 木質バイオマス資源の持続的活用

森林等に賦存する木質バイオマス資源の持続的な活用を支援し、地域の低炭素化と里山等の保全・再
生を図ります。

θ	6	 都市の生物多様性の確保

（1）都市公園の整備
都市における生物多様性を確保し、また、自然とのふれあいを確保する観点から、都市公園の整備等

を計画的に推進します。

（2）地方公共団体における生物多様性に配慮した都市づくりの支援
都市と生物多様性に関する国際自治体会議等に関する動向及び決議「準国家政府、都市及びその他地

方公共団体の行動計画」の内容等を踏まえつつ、都市のインフラ整備等に生物多様性への配慮を組み込
むことなど、地方公共団体における生物多様性に配慮した都市づくりの取組を促進するため、「生物多
様性に配慮した緑の基本計画策定の手引き」の普及を図るほか、「都市の生物多様性指標」に基づき、
都市における生物多様性保全の取組の進捗状況を地方公共団体が把握・評価し、将来の施策立案等に活
用されるよう普及を図ります。

	 第4節	 海洋における生物多様性の保全

我が国がこれまでに抽出した生物多様性の観点から重要度の高い海域を踏まえ、沖合の海底の自然環
境の保全を図るため、沖合海底自然環境保全地域の管理等を推進します。また、漁業等の従来の活動に
加えて今後想定される海底資源の開発、波力や潮力等の自然エネルギーの活用等の人間活動と海洋にお
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ける生物多様性の保全との両立を図ります。
サンゴ礁の保全については、「サンゴ礁生態系保全行動計画2022-2030」に基づき、様々なステーク

ホルダーとの協働による地域主導のサンゴ礁保全の推進を図ります。

	 第5節	 野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化

θ	1	 絶滅のおそれのある種の保存

絶滅のおそれのある野生生物の情報を的確に把握し、第5次レッドリストの公表に向けたレッドリス
トの見直し作業を行います。第5次レッドリストは2024年度以降の公表を目指しています。人為の影
響により存続に支障を来す事情のある種については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す
る法律（平成4年法律第75号）に基づく国内希少野生動植物種として指定し、捕獲や譲渡等を規制す
るほか、特に個体の繁殖の促進や生息地の整備・保全等が必要と認められる種について、保護増殖事業
や生息地等保護区の指定等を行います。また、2017年の同法改正により、特定第二種国内希少野生動
植物種制度や認定希少種保全動植物園等制度の創設、国際希少野生動植物種の流通管理の強化等が行わ
れ、2018年6月から施行されたことを踏まえ、これらの制度を着実に運用していきます。

θ	2	 野生鳥獣の保護管理

近年、我が国においては、一部の野生鳥獣の個体数の増加や分布拡大により、農林水産業、生態系、
生活環境への被害が深刻化しています。特に、ニホンジカ、イノシシについては、農林水産省と共に

「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を2013年に策定し、個体数を2023年度までに2011年度と比較して半
減させる目標を掲げています。目標達成のために、更なる捕獲を強化するとともに、鳥獣保護管理の担
い手の育成、効果的な捕獲技術の開発、広域的な捕獲の強化、生息環境管理、被害防除、鳥類の鉛中毒
対策等の取組を進めます。また、ジビエ利用を考慮した狩猟者の育成等の取組を進め、更なるジビエ利
用拡大を図ります。

野生鳥獣に鳥インフルエンザ等の感染症が発生した場合や、油汚染事故による被害が発生した場合に
備えて、野鳥におけるサーベイランス（調査）や関連情報の収集、人材育成等を行います。また、豚熱

（CSF）のまん延防止のため、野生イノシシの捕獲強化、サーベイランス及びそれらに伴う防疫措置の
徹底等を行います。さらに、我が国における野生鳥獣に関する感染症の実態把握や生物多様性保全の観
点からのリスク評価等を踏まえ、感染症対策の観点からの鳥獣の保護及び管理を推進します。

θ	3	 外来種対策

外来種対策については、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法
律第78号）に基づき、特定外来生物の輸入・飼養等の規制、奄美大島のマングース防除事業等の生物
多様性保全上重要な地域を中心とした防除事業やヒアリ等の侵入初期の侵略的外来種の防除事業の実
施、飼養・栽培されている動植物の適正な管理の徹底等の対策を進めます。また、2022年1月の「特
定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な
措置について」（中央環境審議会答申）を踏まえ、ヒアリ対策の強化、アカミミガメやアメリカザリガ
ニといった大量に飼育されている外来種の対策及び地方公共団体等との連携強化に関する制度の見直し
等を進めていきます。
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θ	4	 遺伝子組換え生物対策

遺伝子組換え生物については、環境中で使用する場合の生物多様性への影響について事前に的確な評
価を行うとともに、生物多様性への影響の監視を進めます。

θ	5	 動物の愛護及び適正な管理

2019年6月に改正された動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）の2021年6
月及び2022年6月の段階的な施行に向けた必要な対応、2022年5月に全面施行となる愛玩動物看護師
法（令和元年法律第50号）の施行準備、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成20年法
律第83号）及び「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」の趣旨
にのっとった取組の推進により、動物の虐待防止や適正な飼養等の動物愛護に係る施策及び動物による
人への危害や迷惑の防止等の動物の適正な管理に係る施策を総合的に進め、人と動物の共生する社会の
実現を目指します。

	 第6節	 持続可能な利用

θ	1	 持続可能な農林水産業

農林水産関連施策において、農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノ
ベーションで実現させる新たな政策方針として、2021年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定
し、温室効果ガス削減や生物多様性の保全等の環境負荷低減にも寄与する持続可能な食料システムの構
築を強力に推進することとしています。また、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境
負荷低減事業活動の促進等に関する法律案（みどりの食料システム法案）」を第208回国会に提出しま
した。化学農薬・肥料の低減や有機農業の拡大などに取り組む生産者や地域ぐるみの活動、環境負荷低
減につながる技術開発等を促進します。

また、サプライチェーン全体で生物多様性をより重視した視点を農林水産施策に取り入れ、持続可能
な食料・農林水産業を推進するとともに、農林水産業の生産現場であり、それを担う人々の暮らしの場
でもある農山漁村の活性化を図ります。具体的には農地・水資源の保全・維持、生物多様性保全に効果
の高い営農活動の導入や持続可能な森林経営等を積極的に進めるとともに、生態系に配慮した再生可能
エネルギー等の利用を促進します。

持続可能な農業生産を支える取組の推進を図るため、化学肥料、化学合成農薬の使用を原則5割以上
低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業
者の組織する団体等を支援する環境保全型農業直接支払を実施します。

環境保全等の持続可能性を確保するための取組である農業生産工程管理（GAP）の普及・推進や、
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年法律第110号）に基づき、土づくり
と化学肥料・化学合成農薬の使用低減に効果が高い農業生産方式の導入計画の認定を受けた農業者（エ
コファーマー）の普及推進、有機農業の推進に関する法律（平成18年法律第112号）に基づく有機農
業の推進に関する基本的な方針の下で、有機農業指導員の育成及び新たに有機農業に取り組む農業者の
技術習得等による人材育成、有機農産物の安定供給体制の構築、国産有機農産物の流通、加工、小売等
の事業者と連携した需要喚起の取組を支援します。

276 令和3年度 >> 第2章　生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組 

第

2
章

R4_環境白書_03部_講じよう-02章.indd   276R4_環境白書_03部_講じよう-02章.indd   276 2022/05/23   14:41:392022/05/23   14:41:39



θ	2	 エコツーリズムの推進

エコツーリズム推進法（平成19年法律第105号）に基づき、全体構想の認定・周知、ガイド等の人
材の育成、情報の収集、広報活動等を実施するなど、地域が主体的に行うエコツーリズムの活動を支援
します。

	 第7節	 国際的取組

θ	1	 生物多様性に関する世界目標への貢献

2021年10月に開催されたCOP15第一部において山口壯環境大臣から表明した総額1,700万ドル規
模（約18億円）の「生物多様性日本基金」第2期により、ポスト2020生物多様性枠組実施への途上
国支援を進めます。具体的には、我が国が推進しているSATOYAMAイニシアティブの経験も踏まえ
た生物多様性国家戦略の策定・改定や、生物多様性保全と地域資源の持続可能な利用を進める
SATOYAMAイニシアティブの現場でのプロジェクトを検討しています。

θ	2	 生物多様性及び生態系サービスに関する科学と	
政策のインターフェースの強化

生物多様性や生態系サービスに関して科学と政策の結び付きを国際的に強化するため、「生物多様性
及び生態系サービスに関する政府間科学－政策プラットフォーム（IPBES）」の活動を支援します。特
に、2019年2月に業務を開始した「侵略的外来種に関するテーマ別評価」の技術支援機関の活動を支
援するほか、評価報告書等に我が国の知見を効果的に反映させるため、国内専門家及び関係省庁による
国内連絡会を開催します。また、IPBESの成果を踏まえて研究や対策等の取組が促進されるよう、
2019年5月に公表された生物多様性と生態系サービスに関する地球規模の評価報告書を含むIPBESの
これまでの成果を国内に発信します。

θ	3	 二次的自然環境における生物多様性の保全と持続可能な利用・管理の促進

COP15を機に、我が国の取組事例の国際展開を含め、これまで73か国・地域で展開してきた
SATOYAMAイニシアティブを一層推進するなど、ポスト2020生物多様性枠組の実施に向けた取組
を強化していきます。

θ	4	 アジア保護地域パートナーシップの推進

アジアにおける保護地域の管理水準の向上に向けて、保護地域の関係者がワークショップ等を通じて
情報共有を図る枠組みである「アジア保護地域パートナーシップ」での活動を推進します。

θ	5	 森林の保全と持続可能な経営の推進

世界における持続可能な森林経営に向けた取組を推進するため、国連森林フォーラム（UNFF）、モ
ントリオールプロセス等の国際対話への積極的な参画、国際熱帯木材機関（ITTO）、国連食糧農業機
関（FAO）等の国際機関を通じた協力、国際協力機構（JICA）、世界銀行の森林炭素パートナーシッ
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プ基金（FCPF）、緑の気候基金（GCF）等を通じた技術・資金協力等により、多国間、地域間、二国
間の多様な枠組みを活用した取組の推進に努めます。

θ	6	 砂漠化対策の推進

砂漠化対処条約（UNCCD）に関する国際的動向を踏まえつつ、同条約への科学技術面からの貢献
を念頭に砂漠化対処のための調査等を進め、二国間協力等の国際協力の推進に努めます。

θ	7	 南極地域の環境の保護

南極地域の環境保護を図るため、南極地域での観測、観光等に対する確認制度等を運用し、普及啓発
を行うなど、環境保護に関する南極条約議定書及びその国内担保法である南極地域の環境の保護に関す
る法律（平成9年法律第61号）の適正な施行を推進します。また、毎年開催される「南極条約協議国
会議」に参加し、南極における環境の保護の方策について議論を行います。

θ	8	 サンゴ礁の保全

国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）の枠組みの中で策定した「地球規模サンゴ礁モニタリングネッ
トワーク（GCRMN）東アジア地域解析実施計画書」に基づき、サンゴ礁生態系のモニタリングデー
タの地球規模の解析を各国と協力して進めます。

θ	9	 生物多様性関連諸条約の実施

ワシントン条約に基づく絶滅のおそれのある野生生物種の保護、ラムサール条約に基づく国際的に重
要な湿地の保全及び適正な利用、二国間渡り鳥等保護条約や協定を通じた渡り鳥等の保全、カルタヘナ
議定書に基づく遺伝子組換え生物等の使用等の規制を通じた生物多様性影響の防止、名古屋議定書に基
づく遺伝資源への適正なアクセスと利益配分の推進等の国際的取組を推進します。

	 第8節	 生物多様性及び生態系サービスの把握

θ	1	 自然環境データの整備・提供・利活用の推進

生物多様性に関する科学的知見の充実を図るため、自然環境保全基礎調査（緑の国勢調査）やモニタ
リングサイト1000等の継続的な調査の実施やデータの解析、各主体間の連携によるデータの収集・提
供・利活用等に係る情報基盤の整備を進めます。また、日本生物多様性情報イニシアチブ（データ提供
拠点）である独立行政法人国立科学博物館及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝
学研究所と連携しながら、生物多様性情報を地球規模生物多様性情報機構（GBIF）に提供します。

θ	2	 放射線による野生動植物への影響の把握

東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する放射線による自然生態系への影響を把握するため、野
生動植物の試料採取及び放射能濃度の測定等による調査を実施します。また、調査研究報告会の開催等
を通じて情報を集約し、関係機関及び各分野の専門家等との情報共有を図ります。
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θ	3	 生物多様性及び生態系サービスの総合評価

最新の科学的知見等を踏まえて取りまとめられた「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021
（JBO3）」に関して、政策決定を支える客観的情報とするとともに、国民に分かりやすく伝えていきま
す。さらに、生物多様性及び生態系サービスの価値が行政や企業の意思決定及び行動に反映されるよ
う、その評価手法の検討を進めます。

θ	4	 生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）及び気候変動適応策（EbA）の
推進

自然生態系を基盤とした気候変動への適応や防災・減災を進めるため、かつての氾濫原や湿地等の再
生による流域全体での遊水機能等の強化に向けた「生態系機能ポテンシャルマップ」の作成を進めま
す。また、同マップの作成方法や活用方策等の技術的な情報をまとめた自治体職員向けの手引きを策定
し、その情報発信に努めます。
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	 第1節	 持続可能な社会づくりとの統合的取組

持続可能な開発目標（SDGs）やG7富山物質循環フレームワークに基づき、化学物質や廃棄物につ
いて、ライフサイクルを通じて適正に管理することで大気、水、土壌等の保全や環境の再生に努めると
ともに、環境保全を前提とした循環型社会の形成を推進すべく、資源効率性・3R（リデュース、リユー
ス、リサイクル）と気候変動、有害物質、自然環境保全等の課題に関する政策を包括的に統合し、促進
します。

リサイクルに加えて2R（リデュース、リユース）を促進することで資源効率性の向上と脱炭素化の
同時達成を図ることや、地域特性等に応じて廃棄物処理施設を自立・分散型の地域のエネルギーセン
ターや災害時の防災拠点として位置付けることにより、資源循環と脱炭素化や国土の強靱

じん
化との同時達

成を図ることなど、環境・経済・社会課題の統合的解決に向けて、循環型社会形成を推進します。
環境的側面・経済的側面・社会的側面を統合的に向上させるため、国民、国、地方公共団体、

NPO・NGO、事業者等が連携を更に進めるとともに、各主体の取組をフォローアップし、推進しま
す。

	 第2節	 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化

循環、脱炭素、自然共生の統合的アプローチに基づき、地域の循環資源を中心に、再生可能資源、ス
トック資源の活用、森里川海が生み出す自然的なつながり、資金循環や人口交流等による経済的なつな
がりを深めていく「地域循環共生圏」を実現します。

具体的には、各地域における既存のシステムや産業・技術、ひいては人的資源・社会関係資本を駆使
しながら地域における資源利用効率の最大化を図るべく、各地域における資源循環領域の課題・機会の
掘起し、事業化に向けた実現可能性調査の支援、優れた事例の全国的周知等を行い、例えば、排出事業
者の廃棄物処理に関する責任や市町村の一般廃棄物処理に関する統括的責任が果たされることを前提
に、リユース、リサイクル、廃棄物処理、農林水産業など多様な事業者の連携により循環資源、再生可
能資源を地域でエネルギー活用を含めて循環利用し、これらを地域産業として確立させることで、地域
コミュニティの再生、雇用の創出、地域経済の活性化等につなげます。

市町村等による一般廃棄物の適正処理・3Rの推進に向けた取組を支援するため、市町村の処理責任
や一般廃棄物処理計画の適正な策定及び運用等について引き続き周知徹底を図ります。

上記の推進に当たって、地域の特性や循環資源の性質に応じて、狭い地域で循環させることが適切な
ものはなるべく狭い地域で循環させ、広域で循環させることが適切なものについては循環の環を広域化
させること、地域の森里川海を保全し適度に手を加え維持管理することで生み出される再生可能資源を
継続的に地域で活用していくことを考慮します。
「バイオマス活用推進基本計画」（2016年9月策定）の改定に向けた取組を進めます。また、「バイオ

マス事業化戦略」に基づき、グリーン産業創出等に向けたバイオマス産業都市の構築を推進します。農
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林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律（平成25年法
律第81号）に基づき、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギーの導入を促進します。

	 第3節	 ライフサイクル全体での徹底的な資源循環

サービサイジング、シェアリング、リユース、リマニュファクチャリングなど2R型ビジネスモデル
の普及が循環型社会にもたらす影響（天然資源投入量、廃棄物発生量、CO2排出量等の削減や資源生
産性の向上等）について、可能な限り定量的な評価を進めつつ、そうしたビジネスモデルの確立・普及
を促進します。

資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）（平成3年法律第48号）については、
これまでに行ってきた家庭から排出される使用済パソコンや小形二次電池の回収体制の整備、家電・パ
ソコンに含有される物質に関する情報共有の義務化の措置等を踏まえ、循環型社会の形成に向けた取組
を推進するために、最近の資源有効利用に係る取組状況等を踏まえつつ、3Rの更なる促進に努めます。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）（平成7年法
律第112号）については、2016年5月の中央環境審議会及び産業構造審議会からの意見具申や2019
年5月に策定した「プラスチック資源循環戦略」（2019年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部
科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省策定）を踏まえ、環境負荷低減と
社会全体のコスト低減等を図り、循環型社会の形成や資源の効率的な利用を推進するために、各種課題
の解決や容器包装のライフサイクル全体を視野に入れた3Rの更なる推進に取り組みます。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」
という。）については、2019年7月に策定された新たな基本方針に基づき、事業系食品ロス削減に係る
目標及び再生利用等実施率等の目標の達成に向けて、食品ロスを含めた食品廃棄物等の発生抑制と食品
循環資源の再生利用等の促進に取り組みます。さらに、食品廃棄物等の不適正処理対策を徹底します。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）（平成24年法律第
57号）については、2020年8月に取りまとめられた「小型家電リサイクル制度の施行状況の評価・検
討に関する報告書」を踏まえ、使用済小型家電の回収量拡大に向けて取り組み、有用金属等の再資源化
を促進します。また、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会のメダルを使
用済小型家電由来の金属から製作する「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」を通じて
得られた機運や使用済小型家電の回収環境等をレガシーとする「アフターメダルプロジェクト」を通じ
て、引き続き小型家電リサイクルの普及啓発を行い、循環型社会の構築や3R意識の醸成に活用してい
きます。

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）（平成10年法律第97号）については、2014年10
月に取りまとめられた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」から5年を経過
していることから、制度検討を進めています。

使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）（平成14年法律第87号）は、2021
年7月に産業構造審議会・中央環境審議会の合同会議において示された制度の評価・検討の結果を踏ま
えつつ、適切な施策を講じていきます。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（平成12年法律第104号）につ
いては、前回の見直し時の中央環境審議会及び社会資本整備審議会からの意見具申に基づき、確実に法
を施行していきます。
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θ	1	 プラスチック

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応等の幅広い課題
に対応するため、「プラスチック資源循環戦略」で掲げた野心的なマイルストーンの達成を目指し、
2022年4月1日に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和3年法律第60
号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。）の円滑な施行を始め、予算、制度的対応を進めて
いきます。また、「バイオプラスチック導入ロードマップ」（2021年1月策定）に基づき、バイオプラ
スチックの実用性向上と化石燃料由来プラスチックとの代替促進を進めていきます。「サーキュラー・
エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」（2021年1月経済
産業省、環境省策定）に基づき、企業価値の向上と国際競争力の強化につながるよう、共通基盤を整備
していきます。

θ	2	 バイオマス（食品、木など）

「第四次循環型社会形成推進基本計画」（以下、循環型社会形成推進基本計画を「循環基本計画」とい
う。）及び新たな食品リサイクル法基本方針に示された、食品ロス削減目標の達成のため、食品ロスの
削減の推進に関する法律（令和元年法律第19号）に基づく基本方針も踏まえ、食品ロス削減の取組を
推進します。

食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業、家庭の各主体の取組を促進するとともに、地方公
共団体が各主体間の連携を調整し、地域全体で取組を促進します。

食品廃棄物等の不適正処理対策の徹底と食品リサイクルの取組を同時に促進します。

θ	3	 ベースメタルやレアメタル等の金属

小型家電リサイクルの普及による影響と効果を分析した上で、小型家電の収集・運搬の効率化や、地
域特性に応じた最適な回収方法の選択を促すことによって、回収量の更なる増大につなげます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）及
びその政省令の改正等を通じて、いわゆる雑品スクラップに含まれる有害使用済機器の適正な処理やリ
サイクルを推進します。

使用済製品のより広域でのリサイクルを行うため、広域的な実施によって、廃棄物の減量化や適正処
理の確保に資するとして環境大臣の認定を受けた者については、地方公共団体ごとに要求される廃棄物
処理業の許可を不要とする制度（広域認定制度）の適切な運用を図り、情報処理機器や各種電池等の製
造事業者等が行う高度な再生処理によって、有用金属の分別回収を推進します。

θ	4	 土石・建設材料

建設廃棄物や建設発生土等の建設副産物の減量のため、脱炭素化や強靱
じん

化も考慮した既存住宅の改修
による長寿命化など、良質な社会ストックを形成し、社会需要の変化に応じて機能を変えながら長期活
用を進めます。また、人口減少等により、空き家等の放置された建築物について廃棄物対策を推進しま
す。

θ	5	 温暖化対策等により新たに普及した製品や素材

太陽光発電設備等の脱炭素製品の3Rを推進し、これら脱炭素製品の普及を促進します。
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	 第4節	 適正処理の更なる推進と環境再生

θ	1	 適正処理の更なる推進

一般廃棄物の適正処理については、当該処理業が専ら自由競争に委ねられるべき性格のものではな
く、継続性と安定性の確保が考慮されるべきとの最高裁判所判決（2014年1月）や、市町村が処理委
託した一般廃棄物に関する不適正処理事案の状況を踏まえ、2014年10月8日に通知を発出しており、
市町村の統括的責任の所在、市町村が策定する一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物処理法の適正な運
用について、引き続き周知徹底を図ります。また、一般廃棄物処理に関するコスト分析方法、有料化の
進め方、標準的な分別収集区分等を示す「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」、

「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」の三つのガイドラインに
ついて、更なる普及促進に努めます。

感染症等に対応する強靱
じん

で持続可能な廃棄物処理体制の構築に向けた検討を行います。また、IoT及
びAIの活用による適正処理工程の監視の高度化及び省力化等の技術情報の収集等を進めます。

一般廃棄物処理施設整備に当たっては、人口減少等の社会状況の変化を考慮した上で、IT等を活用
した高度化、広域化・集約化、長寿命化等のストックマネジメントによる効率的な廃棄物処理を推進す
るとともに、地域のエネルギーセンターや防災拠点としての役割を担うなど、関係者と連携し、地域の
活性化等にも貢献する一般廃棄物処理の中核をなす処理施設の整備を促進します。また、2022年4月
にプラスチック資源循環促進法が施行されたことを踏まえ、循環型社会形成推進交付金等の交付要件に

「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に必要な措置を行っていること」を追加し、こ
れにより、プラスチック使用製品廃棄物の再商品化等を推進します。

一般廃棄物の最終処分場に関しては、ごみのリサイクルや減量化を推進した上でなお残る廃棄物を適
切に処分するため、最終処分場の設置又は改造、既埋立物の減容化等による一般廃棄物の最終処分場の
整備を図ります。このため、循環型社会形成推進交付金等による、市町村への一般廃棄物処理施設の整
備等の支援を継続するとともに、必要に応じて、交付対象事業の見直し等を検討します。

最終処分場の延命化・確保のためにも3Rの取組を進展させることにより、最終処分量の一層の削減
を進めます。

廃棄物処理法及びその政省令の改正等を踏まえて、廃棄物の不適正処理への対応強化を進めます。
不法投棄の撲滅に向けて、早期発見による未然防止及び早期対応による拡大防止を進めます。
盛土による災害防止の取組として、電子マニフェストの利用促進、建設現場パトロールの強化等、廃

棄物混じり盛土の発生防止に向けた対応策を関係省庁連携の上、進めていきます。
優良産廃処理業者の育成、優良認定制度の活用や電子マニフェストの普及拡大、排出事業者の意識改

革等により、良貨が悪貨を駆逐する競争環境の整備に取り組み、循環分野における環境産業全体の健全
化及び振興を図ります。

各種手続等の廃棄物に関する情報の電子化の検討を進めるとともに、廃棄物分野において電子化され
た、電子マニフェストを含む各種情報の活用の検討を進めます。

石綿（アスベスト）、水銀廃棄物、残留性有機汚染物質（POPs）を含む廃棄物、埋設農薬等につい
ては、製造、使用、廃棄の各段階を通じた化学物質対策全体の視点も踏まえつつ、水質汚濁・大気汚
染・土壌汚染等の防止対策と連携するとともに、当該物質やそれらを含む廃棄物に関する情報を関係者
間で共有し、適正に回収・処理を進めます。

高濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物について、2018年度に北九州事業地域の変圧器・コンデ
ンサー等の計画的処理完了期限を迎えました。引き続き、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法（PCB特別措置法）（平成13年法律第65号）及び閣議決定した「ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、処理が一日も早く進むよう、関係者が一丸となって取組を推
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進します。
プラスチックの資源循環を通じたリサイクル原料への有害物質の混入について、有害物質規制の強化

等の国際的動向も踏まえ、上流側の化学物質対策等と連携し、ライフサイクル全体を通じたリスクを削
減します。

θ	2	 廃棄物等からの環境再生

マイクロプラスチックを含む海洋ごみや散乱ごみに関して、国際的な連携の推進と共に、実態把握や
発生抑制を進めます。

生活環境保全上の支障等がある廃棄物の不法投棄等について支障の除去等を進めます。
放置艇の沈船化による海域汚染を防止するため、係留・保管能力の向上と規制措置を両輪とした放置

艇対策を推進します。

θ	3	 東日本大震災からの環境再生

東日本大震災からの被災地の復興・再生については、2021年3月に、「『第2期復興・創生期間』以
降における東日本大震災からの復興の基本方針」（以下「『第2期復興・創生期間』以降の復興基本方針」
という。）を閣議決定し、2021年度以降の復興の取組方針が示されたところです。引き続き、安心し
て生活できる環境を取り戻す環境再生の取組を着実に進めます。環境再生の取組に加えて、環境の視点
から地域の強みを創造・再発見する未来志向の取組も推進します。

（1）除染等の措置等
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され

た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号。以下「放射性
物質汚染対処特措法」という。）に基づき、必要な土壌等の除染等の措置及び除去土壌等の保管等を適
切に実施します。また、2018年3月に策定した仮置場等の原状回復に係るガイドラインに沿って、除
去土壌等の搬出が完了した仮置場の原状回復を進めます。さらに、福島県外の除去土壌の処分方法につ
いて、除去土壌の埋立処分の実証事業の結果や有識者による「除去土壌の処分に関する検討チーム」で
の議論を踏まえ、検討を進めていきます。

（2）中間貯蔵施設の整備等
福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を福島県外で最終処分するまでの間、安全かつ集中的

に管理・保管する施設として中間貯蔵施設を整備しています。中間貯蔵施設事業は、「令和4年度の中
間貯蔵施設事業の方針」（2022年1月公表）及び「『第2期復興・創生期間』以降の復興基本方針」に
基づき取組を実施しています。特定復興再生拠点区域等で発生した除去土壌等の搬入や、中間貯蔵施設
内の各施設の安全な稼働等、安全を第一に、地域の理解を得ながら、事業を実施していきます。

中間貯蔵開始後30年以内の福島県外での最終処分に向けては、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利
用技術開発戦略」及び「工程表」（2016年4月策定、2019年3月見直し）に沿って、除去土壌等の減
容・再生利用に関する技術開発実証事業や国民理解の醸成に向けた取組等を着実に進めていきます。

（3）放射性物質に汚染された廃棄物の処理
福島県内の汚染廃棄物対策地域では、「対策地域内廃棄物処理計画」（2013年12月一部改定）等に基

づき着実に処理を進めていきます。指定廃棄物の処理については、放射性物質汚染対処特措法に基づく
基本方針において、当該指定廃棄物が発生した都道府県内において行うこととされており、引き続き各
都県ごとに早期の処理に向け取り組んでいきます。
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（4）帰還困難区域の復興・再生に向けた取組
帰還困難区域については、2017年5月に改正された福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25

号）に基づき、各町村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、2022年から2023年の避難指
示の解除に向け、特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解体を進めます。特定復興再生拠点区
域外については、2021年8月31日に決定した「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難
指示解除に関する考え方」（原子力災害対策本部・復興推進会議）に基づき、2020年代をかけて、帰還
意向のある住民が帰還できるよう、避難指示解除の取組を進めます。

（5）復興の新たなステージに向けた未来志向の取組
地域のニーズに応え、環境再生の取組のみならず、脱炭素、資源循環、自然共生といった環境の視点

から地域の強みを創造・再発見する「福島再生・未来志向プロジェクト」を推進しています。
本プロジェクトでは2020年8月に福島県と締結した「福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進

に関する連携協力協定」を踏まえ、福島県や関係自治体と連携しつつ脱炭素・風評対策・風化対策の三
つの視点から施策を進めていきます。

（6）放射性物質による環境汚染対策についての検討
放射性物質による環境汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律（平成25年法律第60号）に

おいて放射性物質に係る適用除外規定の削除が行われなかった廃棄物処理法、土壌汚染対策法（平成
14年法律第53号）その他の法律の取扱いについて、放射性物質汚染対処特措法の施行状況の点検結果
を踏まえて検討します。

	 第5節	 万全な災害廃棄物処理体制の構築

平時から災害時における生活ごみ、避難所ごみやし尿に加え、災害廃棄物の処理を適正かつ円滑・迅
速に実施するため、国、地方公共団体、研究・専門機関、民間事業者等の連携を促進するなど、引き続
き、地方公共団体レベル、地域レベル、全国レベルで重層的に廃棄物処理システムの強靱化を進めると
ともに、関係機関等における連携強化等を進めます。

θ	1	 地方公共団体レベルでの災害廃棄物対策の加速化

地方公共団体における災害廃棄物処理計画の策定を推進するとともに、これまでの災害対応における
検証結果を踏まえ、災害廃棄物対策の実効性の向上に向けた処理計画の点検・見直しに関してモデル事
業等の支援を行います。また、地方公共団体における災害廃棄物分野の人材育成による支援人材の拡充
を図るとともに、大規模災害発生時においても、生活環境の保全と衛生が保たれるよう、地方公共団体
の災害対応拠点となり得る廃棄物処理施設の整備を支援します。

θ	2	 地域レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築

全国8つの地域ブロック協議会を継続的に運営し、これまでの災害対応における効果的なブロック内
連携の実績を踏まえ、都道府県域を越えた実効性のある広域連携体制を構築し、災害時の円滑な廃棄物
処理体制を構築するため、災害廃棄物対策行動計画の見直しを行います。また、災害時に円滑に体制を
構築するため、地域ブロック単位の共同訓練等を開催するとともに、自治体による災害対策が強化され
るよう、情報共有や人材交流の場の設置、啓発セミナー等を実施します。
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θ	3	 全国レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築

全国各地で発生した非常災害における災害廃棄物処理に関する実績を継続的に蓄積・検証し、南海ト
ラフ地震、首都直下地震等の大規模災害に備えた災害廃棄物処理システムの更なる強靱

じん
化を推進しま

す。蓄積・検証した教訓を活用し、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）メンバーや関
係機関との連携を強化して、より効果的な災害廃棄物処理体制の構築を図ります。加えて、「災害廃棄
物処理支援員制度」を継続的に運用するとともに、支援員の発災時の支援活動の強化を図ります。ま
た、地域ブロックをまたぐ連携方策の検討を進め、大規模災害に備えた支援体制の構築を図ります。

港湾においては、災害廃棄物の広域処理を円滑かつ適正に実施できるよう、港湾を活用した海上輸送
に関する手順や留意事項等を整理したガイドライン（案）を取りまとめます。

	 第6節	 適正な国際資源循環体制の構築と	
循環産業の海外展開の推進

θ	1	 適正な国際資源循環体制の構築

不法輸出入対策について、関係省庁、関係国・関係国際機関との連携を一層進め、取締りの実効性を
確保します。

2021年1月に効力が生じたバーゼル条約改正附属書及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関す
る法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令（令和2年環境省令第
24号）に基づき、プラスチックの廃棄物の輸出入を適正に管理し、輸入国における環境汚染の防止に
努めます。

2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約（シップ・リサイクル条約）
に基づき、2018年6月に成立・公布された船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律（平成30年
法律第61号）の円滑な施行に向けて船舶の適切な解体に向けた取組を進めます。

2021年5月のG7気候・環境大臣会合において合意された「循環経済及び資源効率の原則」の策定
や、同年7月のG20環境大臣会合で合意された、各国における循環経済の取組事例や指標に関するポー
タルサイトの設立等の取組を通じて、循環経済の世界的な移行に貢献します。
「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」等を通じ、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実

現に向けて、G20全体での資源効率性の向上や循環経済への移行の推進、海洋ごみ対策の推進に貢献
します。

経済協力開発機構（OECD）や国連環境計画（UNEP）国際資源パネル（IRP）、UNEP国際環境技
術センター（IETC）、短寿命気候汚染物質削減のための気候と大気浄化のコアリション（CCAC）、
バーゼル条約等の活動等に積極的に貢献します。

我が国とつながりの深いアジア太平洋諸国において循環型社会が構築されるよう、アジア太平洋
3R・循環経済推進フォーラム等を通じて、3R及び循環経済推進に関する情報共有や合意形成を推進す
るとともに、アジア太平洋3R白書等を通じた基礎情報の整備に努めるほか、日中韓三カ国環境大臣会
合（TEMM）や北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）等を通じて関係国間での海洋ごみ対策に関
する取組を進めます。

2017年4月に我が国が設立した「アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP）」の活動とし
て、2019年8月に第2回全体会合で採択された「ACCP横浜行動指針」に基づき、廃棄物管理に関す
る知見の共有・情報整備や廃棄物管理制度・技術に関する研修等の活動を進めていきます。

相手国との協力覚書の締結や環境政策対話、両国が合同で開催する委員会・ワークショップ等、独立
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行政法人国際協力機構（JICA）等による専門家の派遣、研修員受入れ等を通じ、地方公共団体等とも
連携しながら、相手国における循環型社会構築や3R推進、適正処分等を通じて、循環経済への移行促
進や環境改善や衛生状態の向上につなげます。

θ	2	 循環産業の海外展開の推進

「インフラシステム海外展開戦略2025」等に基づき、途上国・新興国のニーズを踏まえた上で、廃
棄物処理・リサイクル分野における我が国の質の高い環境インフラの国際展開支援を、地方公共団体等
とも連携しながら行います。具体的には、二国間政策対話・地域フォーラムを活用したトップセール
ス、制度から技術、ファイナンスまでのパッケージでの支援、実現可能性調査や個別プロジェクト形成
のフォローアップを行います。また、研修の実施、専門家等の派遣、相手国の自治体・政府との政策対
話・ワークショップの開催等を進めます。

海外の循環産業の発展に貢献するため、産業廃棄物処理業における技能実習制度の活用など、人材育
成の方策についての検討を進めます。

我が国の災害廃棄物対策に係るノウハウを提供するとともに、関係機関と連携した被災国支援スキー
ムの構築等に取り組みます。

	 第7節	 循環分野における基盤整備

θ	1	 循環分野における情報の整備

「循環基本計画」の指標の更なる改善に向けた取組とともに、その裏付けとなるデータの改善・整備を
並行して推進します。「第四次循環基本計画」において「今後の検討課題等」とされた事項等について、
指標に関する検討会にて、引き続き検討します。また、各主体が循環型社会形成に向けた取組を自ら評
価し、向上していくために、取組の成果を評価する手法や分かりやすく示す指標について検討します。

θ	2	 循環分野における技術開発、最新技術の活用と対応

デジタル技術・ICT・AI・リモートコントロール技術・ビッグデータの活用など高度な技術や新た
なサービスの開発・導入や、災害廃棄物処理の円滑化・高効率化を推進するため、ITや最新技術を活
用して、被災家屋の被害の推計手法の高度化を図ります。また、収集運搬と中間処理の効率化を実現
し、更なるCO2排出削減を図るため、ICTを活用したごみ収集車が自動運転により作業員を追尾する
実証を行います。

地域循環共生圏形成に資する廃棄物処理システムの構築に関する研究・技術開発、ライフサイクル全
体での徹底的な資源循環に関する研究・技術開発、社会構造の変化に対応した持続可能な廃棄物の適正
処理の確保に関する研究・技術開発等の実施により、環境政策の推進にとって不可欠な科学的知見の集
積及び技術開発を推進します。

θ	3	 循環分野における人材育成、普及啓発等

地域において資源循環を担う幅広い分野の総合的な人材の育成や主体間の連携を促進します。
国民に向けたアプローチとしては、「限りある資源を未来につなぐ。今、僕らにできること。」をキー

メッセージとしたウェブサイト「Re-Style」からの情報発信、3R行動を促進する消費者キャンペーン
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「選ぼう！3Rキャンペーン」、「Re-Style FES!」イベント等を通じて、意識醸成や行動喚起を促進しま
す。

環境省及び3R活動推進フォーラムは、2022年度に「第16回3R推進全国大会」を共催し、同イベ
ントを通じて、3Rによる循環型社会づくりを推進するため、地方公共団体との連携体制を推進します。

産業廃棄物処理業における人材育成の方策について、業界団体等によるより実効的な研修や講習の実
施など、職員の能力・知識の向上を一層推進するための取組について必要な検討を進めます。

海洋プラスチックごみの削減に向けプラスチックとの賢い付き合い方を全国的に推進する「プラス
チック・スマート」の展開を通して、海洋プラスチックごみ汚染の実態の正しい理解を促しつつ、国民
的気運を醸成し、幅広い関係主体の連携協同を促進します。
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第4章 水環境、 土壌環境、 地盤環境、 
海洋環境、 大気環境の保全に関する取組

	 第1節	 健全な水循環の維持・回復

健全な水循環の維持又は回復に当たっては、河川の流入先の沿岸域も含め流域全体を総合的に捉え、
それぞれの地域に応じて、各主体がより一層の連携を図りつつ、次のような流域に共通する取組を進め
るとともに、地域の特性に応じた課題を取り込みつつ、取組を展開していきます。

θ	1	 流域における取組

流域全体を総合的に捉え、効率的かつ持続的な水利用等を今後とも推進していくため、水の再利用等
による効率的利用、水利用の合理化、雨水の利用等を進めるとともに、必要に応じて、未活用水の有効
活用、環境用水の導入、ダムの弾力的管理を図り、水質や水生生物等の保全等の観点から、流量変動も
考慮しつつ、流量確保のための様々な施策を行います。
流域全体を通じて、貯留浸透・涵

かん
養能力の維持・向上を図り、湧水の保全・復活に取り組むほか、降

雨時等も含め、地下水を含む流域全体の水循環や栄養塩類等の物質循環の把握を進め、地域の特性を踏
まえた適切な管理方策の検討を行います。その際、地下水については、共有資源としての性格にも留意
し、地下水流域の観点に立って検討を行います。さらに、流水は、土砂の移動にも役割を果たしている
ことから、流域の源頭部から海岸までの総合的な土砂管理の観点から、関係機関と連携し、土砂移動の
調査研究や下流への土砂還元対策に取り組みます。
より一層の生物多様性の確保を図るため、水辺地を含む流域の生態系を視野に入れた水辺地の保全・

再生に取り組み、多様な水生生物の種や個体群等の保全を図ります。
気温の上昇や短時間強雨の頻度の増加等の気候変動により、水温上昇、水質や生態系の変化等の水環

境への影響が予想されることから、これらの観測・監視や影響評価等の調査研究により知見を蓄積し、
適応策について検討を行います。
地震等災害時等においても、国民生活上最低限求められる水循環を確保できるよう、災害に強くエネ

ルギー効率の高い適切な規模の水処理システムや水利用システムの構築や災害時の水環境管理の方策の
確立など様々な施策を推進します。
これらの施策を推進していくためにも、水環境に精通した人材育成が欠かせないことから、国立研究

開発法人国立環境研究所の政策支援機能や地方の研究機関、大学等との連携・調整機能の強化を図りま
す。また、水域の物質循環機構、生物多様性や生息・再生産機構の解明、モニタリングデータの解析・
評価など良好な水環境の形成に資する調査研究や科学技術の進歩を活かした技術開発を推進します。

θ	2	 森林、農村等における取組

森林は水源涵
かん
養機能、生物多様性保全機能など水環境の保全に資する多様な公益的機能を有してお

り、それらの機能の維持、向上のため、水源地対策の一環として、保安林等の法制度の活用や治山施設
の整備等により、森林の保全を推進します。また、流域全体を通じて森林所有者等による森林の適正な
整備を推進するとともに、水源涵

かん
養機能等の発揮を図るための適正な整備を必要とするものについて
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は、公的主体による森林の整備を推進します。さらに、渓畔林など水辺森林の保全・管理に際して水環
境の保全により一層配慮するとともに、森林の公益的機能に着目した基金を地域の特性を踏まえて活用
することやボランティア活動など流域の住民や事業者が参加した森林の保全・整備の取組を推進しま
す。なお、森林整備に当たっては、地域の実情を踏まえて、長伐期化や複層林化など、多様で健全な森
林づくりを通じて保水能力の高い森林の育成に努めます。
農村・都市郊外部においては、川の流れの保全や回復、流域の貯留浸透・涵

かん
養能力の保全・向上、面

源からの負荷削減のため、里地里山の保全、緑地の保全、緑化、適正な施肥の実施、家畜排せつ物の適
正な管理を推進します。水源涵

かん
養機能等の農業の多面的機能は、農業の持続的な営みを通じて発揮され

ることから、水田や畑地の保全を推進し、荒廃農地の発生を防止します。また、地域住民を含め多様な
主体の参画を得て、水田や水路、ため池など農地周りの水環境の保全活動を進めるとともに、環境との
調和に配慮しつつ基盤整備を推進します。

θ	3	 水環境に親しむ基盤づくり

都市部においては、水循環の変化による問題が現れやすく、河川流量の減少、親水性の低下、ヒート
アイランド現象等が依然として問題となっており、貯留浸透・涵

かん
養機能の回復など、可能な限り自然の

水循環の恩恵を増加させる方向で関連施策の展開を図る必要があることから、地下水涵
かん
養機能の増進や

都市における貴重な貯留・涵
かん
養能力を持つ空間である緑地の保全と緑化を推進するとともに、都市内の

水路等の創出・保全を図ります。
地下水涵

かん
養に資する雨水浸透施設の整備、流出抑制型下水道の整備、透水性舗装の促進等を進めま

す。さらに、雨水や下水再生水の利用を進めるとともに、貯水池の弾力的な運用や下水の高度処理水等
の河川還元等による流量の確保等の取組を進めます。河川整備に際しては、多自然川づくりを基本とし
て自然に配慮することなどにより水辺の自然環境を改善し、生物の良好な生息・生育・繁殖環境の保
全・創出に努めます。このほか、親水性の向上、ヒートアイランド対策等への活用が有効な地域では、
都市内河川、下水の高度処理水等の利用や地中熱、下水熱の利用を環境影響に配慮しつつ進めます。

	 第2節	 水環境の保全

θ	1	 環境基準の設定、排水管理の実施等

水質汚濁に係る環境基準については、水環境中での存在状況や有害性情報等の知見の収集・集積を引
き続き行い、必要な見直し等を実施します。また、国が類型指定を行った水域について随時必要な見直
しを行うとともに、2016年3月に生活環境項目環境基準に設定された底層溶存酸素量については、新
たな水域類型の指定を実施します。
水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）に基づき、国及び地方公共団体は、公共用水域及び地下

水の水質について、放射性物質を含め、引き続き常時監視を行います。また、要監視項目についても、
地域の実情に応じて水質測定を行います。
工場・事業場については適切な排水規制を行うとともに、水質汚濁に係る環境基準の見直し等の状況

に応じ必要な対策等の検討を進めます。また、各業種の排水実態等を適切に把握しつつ、特に経過措置
として一部の業種に対して期限付きで設定されている暫定排水基準については、随時必要な見直しを行
います。
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θ	2	 湖沼

湖沼については、湖沼水質保全特別措置法（昭和59年法律第61号）に基づく「湖沼水質保全計画」
が策定されている11の指定湖沼について、同計画に基づき、各種規制措置のほか、下水道及び浄化槽
の整備、その他の事業を総合的に推進します。
浄化の機能及び生物多様性の保全及び回復の観点から、湖辺域の植生や水生生物の保全など、湖辺環

境の保全を図ります。
琵琶湖の保全及び再生に関する法律（平成27年法律第75号）に基づき主務大臣が定めた「琵琶湖の

保全及び再生に関する基本方針」及び滋賀県が策定した「琵琶湖保全再生施策に関する計画」等を踏ま
え、関係機関と連携して各種施策を推進します。

θ	3	 閉鎖性海域

閉鎖性海域については、流域からの負荷削減の取組が進んでいるものの、底質環境の悪化や内部生産
の影響により貧酸素水塊が発生するなど依然として問題が生じています。このため、引き続き必要な負
荷削減に取り組むとともに、浄化機能及び生物多様性の確保の観点から、自然海岸、干潟、藻場等につ
いて、適切な保全を図り、干潟・海浜、藻場等の再生、覆砂等による底質環境の改善、貧酸素水塊が発
生する原因の一つである深堀跡について埋戻し等の対策、失われた生態系の機能を補完する環境配慮型
構造物等の導入など健全な生態系の保全・再生・創出に向けた取組を推進します。その際、「里海」づ
くりの考え方を取り入れつつ、流域全体を視野に入れて、官民で連携した総合的施策を推進します。ま
た、漂流ごみや流出油の円滑な回収・処理に努めます。
瀬戸内海については、2021年6月に公布された瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律

（令和3年法律第59号）を踏まえ、湾・灘ごと、さらには湾・灘内の特定の海域ごと、また、季節ごと
の実情に応じた施策を引き続き検討・実施します。有明海及び八代海等については、再生に係る評価及
び基本方針に基づく再生のための施策を推進します。

θ	4	 汚水処理施設の整備

水質環境基準等の達成、維持を図るため、工場・事業場排水、生活排水、市街地・農地等の非特定汚
染源からの排水等の発生形態に応じ、水質汚濁防止法等に基づく排水規制、水質総量削減、農薬取締法
（昭和23年法律第82号）に基づく農薬の規制、下水道、農業集落排水施設及び浄化槽等の生活排水処
理施設の整備等の汚濁負荷対策を推進します。
関係機関が連携して水環境の保全を進めるとの考えの下、生活排水処理を進めるに当たっては、人口

減少など社会構造の変化等を踏まえつつ、地域の実情に応じて、より効率的な汚水処理施設の整備や既
存施設の計画的な更新や再構築を進めるとともに、河川水を取水、利用した後の排水については、地域
の特性に応じて見直しを含めた取排水系統の検討を行います。
今般、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換と浄化槽の管理の向上について、議員立法により浄

化槽法の一部を改正する法律（令和元年法律第40号。以下「改正浄化槽法」という。）が、2019年6
月に成立・公布され、2020年4月に施行されました。
改正浄化槽法において、緊急性の高い単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換に関する措置、浄化

槽処理促進区域の指定、公共浄化槽の設置に関する手続き、浄化槽の使用の休止手続き、浄化槽台帳の
整備の義務付け、協議会の設置、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保、環境大臣の責務に関する仕
組みが新たに創設されており、これらの取組を進めることで単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換
を進めるとともに浄化槽の管理の向上を推進します。
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θ	5	 地下水

地下水の水質については、水質汚濁防止法に基づく有害物質の地下浸透規制や、有害物質を貯蔵する
施設の構造等に関する基準の遵守及び定期点検等により、地下水汚染の未然防止の取組を進めます。ま
た、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策について、地域における取組支援の事例等を地
方公共団体に提供したり、「硝酸性窒素等地域総合対策ガイドライン」の周知を図るなど、負荷低減対
策の促進方策に関する検討を進めます。

	 第3節	 アジアにおける水環境保全の推進

アジアにおける水環境の改善を図るため、2021年6月に政府が取りまとめた「インフラシステム海
外展開戦略2025」の下で、アジア諸国の行政官のネットワークにおいて、水環境管理に携わる関係者
間の協力体制を構築し、情報収集・普及や人材育成・能力構築等を通じた水環境ガバナンスを強化しま
す。また、我が国の民間企業が持つ排水処理技術の実現可能性調査や現地実証試験等のモデル事業を通
じたアジア、大洋州諸国への水処理技術等の海外展開を支援します。

	 第4節	 土壌環境の保全

θ	1	 市街地等の土壌汚染対策

土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進し、人の健康への影響を防止するため、2017年5月に公
布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）による改正後の土壌汚染対策
法に基づき、土壌汚染の適切な調査や対策を推進します。また、ダイオキシン類による土壌汚染につい
ては、ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）に基づき、早急かつ的確な対策が実
施されるよう必要な支援に努めます。

θ	2	 農用地の土壌汚染対策

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、特定有害物質による農用地の土壌汚染を防止又は
除去するための対策事業を進めます。

	 第5節	 地盤環境の保全

地下水位の低下により発生する地盤沈下等の障害を防ぐため、地下水採取の規制を継続して行うとと
もに、関係省庁との連携を一層強化し、健全な水循環の確保に向けた取組を推進します。また、地下
水・地盤環境の保全に留意しつつ地中熱利用の普及を促進するため、「地中熱利用にあたってのガイド
ライン」の改訂に向けた検討を行います。
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	 第6節	 海洋環境の保全

θ	1	 海洋ごみ対策

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海
岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平成21年法律第82号）及び同法に基づく基本方針、海洋プ
ラスチックごみ対策アクションプラン（2019年5月）、その他関係法令等に基づき、マイクロプラス
チックを含む海洋ごみの分布状況や生態系への影響等に関する調査研究、地方公共団体等が行う海洋ご
みの回収処理・発生抑制対策への財政支援、使い捨てプラスチック容器包装等のリデュース、使用後の
分別意識向上、リサイクル、不法投棄防止を含めた適正な処分の確保等について、普及啓発を含めて総
合的に推進します。また、海洋中のマイクロプラスチックの供給源の一つと考えられる河川水中のマイ
クロプラスチックについても実態を把握するための調査に取り組みます。
海洋環境整備船を活用した漂流ごみ回収の取組を実施します。また、外国由来の海洋ごみへの対応も

含めた国際連携として、マイクロプラスチックの世界的なデータ集約に向けたデータ共有システムの整
備、関係国の施策等に関する情報交換、調査研究等に関する協力を進めます。
船舶起源の海洋プラスチックごみの削減に向けて、実態の把握や指導・啓発活動に取り組むととも

に、国際海事機関（IMO）等における議論に積極的に参画していきます。

θ	2	 海洋汚染の防止等

ロンドン条約1996年議定書を国内担保する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45
年法律第136号）に基づき、廃棄物の海洋投入処分及びCO2の海底下廃棄等に係る許可制度の適切な
運用等を着実に実施するとともに、船舶バラスト水規制管理条約及び船舶汚染防止国際条約（MARPOL
条約）等に基づくバラスト水処理装置等の審査や未査定液体物質の査定、1990年の油による汚染に係
る準備、対応及び協力に関する国際条約（OPRC条約）等に基づく排出油等の防除体制の整備等を適
切に実施します。また、船舶事故等で発生する流出油による海洋汚染の拡散防止等を図るため、関係機
関と連携し、大型浚

しゅん
渫
せつ
兼油回収船を活用するなど、流出油の回収を実施します。さらに、我が国周辺

海域における海洋環境データ及び科学的知見の集積、北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）等へ
の参画等を通じた国際的な連携・協力体制の構築等を推進します。

θ	3	 生物多様性の確保等

海洋保護区の設定及びサンゴ礁生態系の保全に関しては、第2章第4節を参照。
サンゴ礁生態系の保全の国際的取組については、第2章第7節8を参照。

θ	4	 沿岸域の総合的管理

森里川海のつながりや自然災害への対応、流域全体の水循環等を意識した沿岸域の総合的管理を推進
するため、総合的な土砂管理、防護・環境・利用が調和した海岸空間の保全、生態系を活用した防災・
減災を推進します。閉鎖性海域に関して、環境負荷の適正管理や保全・再生に向けた施策を実施すると
ともに、「きれいで豊かな海」の確保に向け、水質・海水温・生物生息場の変化等と水産資源等の関係
性に関する調査研究を行い、科学的知見を踏まえた対策の在り方に関する検討等を実施します。
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θ	5	 気候変動・海洋酸性化への対応

海水温上昇や海洋酸性化等の海洋環境変動の実態とそれらによる海洋生態系に対する影響を的確に把
握するため、海洋における監視・観測の継続的な実施とともに、観測データの充実・精緻

ち
化や効率的な

観測等のための取組を行います。また、気候変動及びその影響の予測・評価に関する取組を進めるとと
もに、海洋における適応策に関する各種取組を実施します。

θ	6	 海洋の開発・利用と環境の保全との調和

洋上風力発電、二酸化炭素回収・貯留（CCS）等の海洋の開発・利用の際には、環境の保全との調
和を図りつつ取り組むことが重要であるため、今後の沖合域や深海域における海洋の開発・利用に関し
て、国内外での取組状況や国際的な議論も考慮しつつ、環境への影響を把握する上で必要となるデータ
を収集するとともに、環境への影響の評価の在り方に関する検討を行います。
生物多様性保全と持続的経済活動を調和した海洋生態系の保全利用計画の実現のため、ビッグデータ

を活用した分析技術を開発し、それらを基に温暖化・沿岸開発・漁業・海運に関係した海の生物多様性
と生態系サービスの劣化リスク評価等を実施します。

θ	7	 海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進

海洋環境や海洋生態系の状況を的確に把握するため、我が国領海及び排他的経済水域における海洋環
境モニタリング（監視・観測）を継続的に実施します。

	 第7節	 大気環境の保全

θ	1	 窒素酸化物・光化学オキシダント・PM2.5等に係る対策

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）に基づく固定発生源対策及び移動発生源対策等を引き続き
適切に実施するとともに、光化学オキシダント及びPM2.5の生成の原因となり得る窒素酸化物（NOX）、
揮発性有機化合物（VOC）について、排出実態や科学的知見、排出抑制技術（対策効果の定量的予
測・評価を可能とするシミュレーションの高度化を含む。）の開発・普及の状況等を踏まえて、経済的
及び技術的考慮を払いつつ、対策を進めます。また、PM2.5については、集積した知見を踏まえ、高濃
度地域に着目しつつ、より効果的な排出抑制策の検討を進めます。加えて、光化学オキシダントについ
ては、人健康影響に加え、植物によるCO2吸収を阻害するため、気候変動という観点でも影響が懸念
されている大気汚染物質になります。このような背景を踏まえ、2022年1月の中央環境審議会大気・
騒音振動部会では、光化学オキシダント対策に係るワーキングプランを示し、気候変動対策・大気環境
改善に資する総合的な対策について検討を進めています。

（1）ばい煙に係る固定発生源対策
大気汚染防止法に基づく排出規制の状況、科学的知見や排出抑制技術の開発・普及の状況等を踏まえ
て、経済的及び技術的考慮を払いつつ、追加的な排出抑制策の可能性を検討します。

（2）移動発生源対策
自動車排出ガス規制（オフロード特殊自動車も含む。）及び自動車から排出される窒素酸化物及び粒
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子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）に基づく車種
規制を引き続き実施するとともに、環境性能に優れた低公害車の普及等を引き続き促進します。また、
大気環境保全の観点から、自動車排出ガス低減技術の進展を見据えつつ、国内の大気環境、走行実態及
び国際基準への調和等を考慮した許容限度の見直しに資する検討を進めます。
道路交通情報通信システム（VICS）やETC2.0、高度化光ビーコン等を活用した道路交通情報の内

容・精度の改善・充実、信号機の改良、公共車両優先システム（PTPS）の整備等の高度道路交通シス
テム（ITS）の推進、観光地周辺の渋滞対策、総合的な駐車対策の効果的実施等の交通流の円滑化対策
を推進します。
これらの対策に加え、エコドライブの普及啓発を実施するとともに、公共交通機関への利用転換によ

る低公害化・低炭素化を促進します。

（3）VOC対策
VOCの排出量の実態把握を進めることなどにより排出抑制対策の検討を行うとともに、法規制と自
主的取組のベストミックスによる排出抑制対策を引き続き進めます。
大気環境配慮型SS（e

イ ー ア ス
→AS）認定制度を通じて、VOCの一種である燃料蒸発ガスを回収する機能

を有する給油機（Stage2）の利用促進・普及促進を図ります。

（4）監視・観測、調査研究
大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得る
ため、大気汚染防止法に基づき、都道府県等で常時監視を行っています。引き続き、リアルタイムに収
集した測定データ（速報値）、都道府県等が発令した光化学オキシダント注意報等やPM2.5注意喚起の
情報を「大気汚染物質広域監視システム（そらまめ君）」により、国民に分かりやすく情報提供を行い
ます。その他、酸性雨や黄砂、越境大気汚染の長期的な影響を把握することを目的としたモニタリング
や放射性物質モニタリングを引き続き実施します。また、PM2.5と光化学オキシダントは発生源や原因
物質において共通するものが多いことに鑑み、両者の総合的対策に向け科学的知見の充実を図ります。

θ	2	 アジアにおける大気汚染対策

アジア地域におけるPM2.5、光化学オキシダント等の大気汚染の改善に向け、コベネフィット（共通
便益）・アプローチも活用しながら、様々な二国間・多国間協力を通じて大気汚染対策を推進します。

（1）二国間協力
モンゴルとのコベネフィット事業や韓国とのPM2.5の発生源解析等に関する共同研究による科学的知

見の集積等を通じて、我が国の知見やノウハウを相手国に提供するとともに、我が国の技術の海外展開
等を図り、広くアジア地域の大気環境改善や気候変動対策に貢献します。

（2）日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）の下の協力
日中韓三か国間の大気汚染に関する政策対話、黄砂に関する共同研究等において、最新情報の共有や
意見交換を実施することで、三か国の政策や技術の向上を図ります。

（3）多国間協力
アジア地域規模での広域的な大気環境改善を目指し、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク

（EANET）、アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ（APCAP）等の既存の枠組みにおける
活動を推進します。

297第7節　大気環境の保全

第

4
章

R4_環境白書_03部_講じよう-04章.indd   297R4_環境白書_03部_講じよう-04章.indd   297 2022/05/23   14:42:082022/05/23   14:42:08



θ	3	 多様な有害物質による健康影響の防止

（1）アスベスト（石綿）対策
引き続き、大気中の石綿濃度の調査を実施するとともに、石綿を使用している建築物の解体等工事に
おける発注者の届出や施工者の作業基準の遵守等の徹底を図ることや、改正法の周知を徹底するなど、
石綿の飛散防止を進めます。

（2）水銀大気排出対策
水銀に関する水俣条約を踏まえて改正された大気汚染防止法に基づく水銀大気排出対策の着実な実施
を図るため、引き続き、地方公共団体や関係団体等の協力を得て、水銀排出施設及び要排出抑制施設に
おける水銀濃度測定結果の把握や、水銀大気排出インベントリーの作成等を行います。これらの情報を
基に、必要に応じて新たな措置を検討するなど、水銀大気排出対策を推進します。

（3）有害大気汚染物質対策等
引き続き、地方公共団体と連携して有害大気汚染物質の排出削減を図るとともに、有害大気汚染物質
等の大気環境モニタリング調査を実施します。特に、酸化エチレン等の有害大気汚染物質について、環
境目標値の設定・再評価や健康被害の未然防止に効果的な対策の在り方について検討するとともに、残
留性有機汚染物質（POPs）等の化学物質に関しても、知見の収集に努めます。

θ	4	 地域の生活環境保全に関する取組

（1）騒音・振動対策
ア　自動車交通騒音・振動対策
車両の低騒音化、道路構造対策、交通流対策や、住宅の防音工事等のばく露側対策に加え、沿道に新

たな住居等が立地される前に騒音状況を情報提供するなどにより、騒音問題の未然防止を図ります。ま
た、自動車騒音低減技術の進展を見据えつつ、自動車交通騒音への影響や、国内の走行実態及び国際基
準への調和等を考慮した許容限度の見直しに資する検討を進めます。

イ　鉄道騒音・振動、航空機騒音対策
鉄道騒音・振動、航空機騒音の状況把握や予測・評価手法の検討を進めるとともに、車両の低騒音化

等の発生源対策や住宅の防音工事等のばく露側対策に加え、騒音状況の情報提供等により騒音問題の未
然防止を図ります。さらに、土地利用対策について、関係省庁や沿線自治体と連携しながら推進してい
きます。

ウ　工場・事業場及び建設作業の騒音・振動対策
最新の知見の収集・分析等を行い、騒音・振動の評価方法等についての検討を行います。また、従来

の規制的手法による対策に加え、最新の技術動向等を踏まえ、情報的手法及び自主的取組手法を活用し
た発生源側の取組を促進します。

エ　低周波音その他の対策
従来の環境基準や規制を必ずしも適用できない新しい騒音問題について対策を検討するために必要な

科学的知見を集積します。風力発電施設や家庭用機器等から発生する騒音・低周波音については、その
発生・伝搬状況や周辺住民の健康影響との因果関係、わずらわしさを感じさせやすいと言われている純
音性成分など、未解明な部分について引き続き調査研究を進めます。
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（2）悪臭対策
最新の知見を踏まえた分析手法の見直しを検討するとともに、排出規制、技術支援及び普及啓発を進

めます。

（3）ヒートアイランド対策
近年の暑熱環境や今後の見通しを踏まえ、人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ラ
イフスタイルの改善、人の健康への影響等を軽減する適応策の推進を柱とするヒートアイランド対策を
推進します。また、暑さ指数（WBGT）等の熱中症予防情報の提供を実施します。

（4）光
ひかり
害
がい
対策等

光
ひかりがい
害対策ガイドライン等を活用し、良好な光環境の形成に向け、普及啓発を図ります。また、星空

観察の推進を図り、より一層大気環境保全に関心を深められるよう取組を推進します。

（5）効果的な公害防止の取組の促進
2010年1月の中央環境審議会答申「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」を
踏まえ、事業者や地方公共団体が公害防止を促進するための方策等を引き続き検討・実施します。
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	 第1節	 化学物質のリスク評価の推進及びライフサイクル全体のリ
スクの削減

化学物質関連施策を講じる上で必要となる各種環境調査・モニタリング等について、各施策の課題、
分析法等の調査技術の向上を踏まえ、適宜、調査手法への反映や集積した調査結果の体系的整理等を図
りながら、引き続き着実に実施します。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化学物質審査規制法）（昭和48年法律第117号）に

基づき化学物質のリスク評価を行い、著しいリスクがあるものを第二種特定化学物質に指定します。そ
の結果に基づき、所要の措置を講じるなど同法に基づく措置を適切に行います。
リスク評価をより効率的に進めるため、化学物質の有害性評価について、定量的構造活性相関

（QSAR）等の活用について検討し、より幅広く有害性を評価することができるよう取り組みます。ま
た、化学物質の製造から廃棄までのライフサイクル全体のリスク評価手法、海域におけるリスク評価手
法等の新たな手法の検討を行います。
農薬については、2020年4月に完全施行された改正農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づき、

生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定等を適切に実施します。また、
2021年度に開始された既登録農薬の再評価について、円滑に評価を進めるための事前相談に対応しつ
つ、国内での使用量が多い農薬から順次評価を実施します。さらに、長期ばく露による影響に関するリ
スク評価手法を確立するための検討を行い、農薬登録制度における生態影響評価の拡充を進めます。
環境中に存在する医薬品等については、環境中の生物に及ぼす影響に着目した情報収集を行い、生態

毒性試験、環境調査及び環境リスク評価を進めます。
物の燃焼や化学物質の環境中での分解等に伴い非意図的に生成される物質、環境への排出経路や人へ

のばく露経路が明らかでない物質等については、人の健康や環境への影響が懸念される物質群の絞り込
みを行い、文献情報、モニタリング結果等を用いた初期的なリスク評価を実施します。
リスク評価の結果に基づき、ライフサイクルの各段階でのリスク管理方法について整合を確保し、必

要に応じてそれらの見直しを検討します。特に、リサイクル及び廃棄段階において、「循環型社会形成
推進基本計画」を踏まえ、資源循環と化学物質管理の両立、拡大生産者責任の徹底、製品製造段階から
の環境配慮設計及び廃棄物データシート（WDS）の普及等による適切な情報伝達の更なる推進を図り
ます。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86

号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。）に基づく化学物質排出移動量届出制度（PRTR制
度）及び安全データシート制度（SDS制度）の適切な運用により、化学物質の排出に係る事業者の自
主的管理の改善及び環境保全上の支障の未然防止を図ります。特に、最新の科学的知見や国内外の動向
を踏まえて改正した化学物質排出把握管理促進法施行令（平成12年政令第138号）及び同法施行規則
（平成13年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
令第1号）の内容について、届出事業者等への周知等を図り、2023年4月の施行に向けた準備を進め
ます。また、PRTR制度により得られる排出・移動量のデータを、正確性や信頼性を確保しながら引き
続き公表することなどにより、リスク評価等への活用を進めます。さらに、SDS制度により特定の化
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学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供を行います。
大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）に基づく有害大気汚染物質対策並びに水質汚濁防止法（昭

和45年法律第138号）に基づく排水規制及び地下水汚染対策等を引き続き適切に実施し、排出削減を
図るとともに、新たな情報の収集に努め、必要に応じて更なる対策について検討します。特に、酸化エ
チレン等の有害大気汚染物質について、環境目標値の設定・再評価や健康被害の未然防止に効果的な対
策の在り方について検討するとともに、残留性有機汚染物質（POPs）等の化学物質に関しても、知見
の収集に努めます。非意図的に生成されるダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法
（平成11年法律第105号）に基づく対策を引き続き適切に推進します。事故等に関し、有害物質の排
出・流出等により環境汚染等が生じないよう、有害物質に関する情報共有や、排出・流出時の監視・拡
散防止等を的確に行うための各種施策を推進します。
汚染された土壌及び廃棄物等の負の遺産については、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、ポ

リ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年法律第65号）等により適
正な処理等の対応を進めます。
事業者による有害化学物質の使用・排出抑制やより安全な代替物質への転換等のグリーン・サステイ

ナブルケミストリーと呼ばれる取組を促進するため、代替製品・技術に係る研究開発の推進等の取組を
講じます。

	 第2節	 化学物質に関する未解明の問題への対応

科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充足に努めながら予
防的取組方法の考え方に立って、以下を始めとする未解明の問題について対策を講じていきます。
化学物質ばく露等が子供の健康に与える影響を解明するために、2010年度から開始した「子どもの

健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」を引き続き着実に実施します。エコチル調査は、全国
で約10万組の親子を対象とした大規模かつ長期の出生コホート調査であり、調査の実施に当たっては、
関係機関や学術団体との連携を強化していきます。また、同規模の疫学調査がデンマーク、ノルウェー
等でも実施されており、これら諸外国の調査や国際機関との連携も強化していきます。
得られた成果については、シンポジウム等の広報活動や対話の実践等を通じて社会へ還元するととも

に、化学物質の適正な管理等に関する施策に活用することにより、安全・安心な子育て環境の構築に役
立てていきます。
化学物質の内分泌かく乱作用について、評価手法の確立と評価の実施を加速化し、その結果を踏まえ

リスク管理に係る所要の措置を講じます。また、経済協力開発機構（OECD）等の取組に参加しつつ、
新たな評価手法等の開発検討を進め、併せて国民への情報提供を実施します。
複数の化学物質が同時に人や環境に作用する場合の複合影響や、化学物質が個体群、生態系又は生物

多様性に与える影響について、国際的な動向を参照しつつ、科学的知見の集積、機構の解明、評価方法
の検討・開発等に取り組みます。その成果を踏まえ、可能なものについてリスク評価を順次進めます。
急速に実用化が進み環境リスクが懸念されるナノ材料について、OECD等の取組に積極的に参加し

つつ、その環境リスクに関する知見の集積を図るとともに、環境中挙動の把握やリスク評価手法に関す
る情報収集を進めることで、状況の早期把握に努めます。
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	 第3節	 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進

国民、事業者、行政等の関係者が化学物質のリスクと便益に係る正確な情報を共有しつつ意思疎通を
図ります。具体的には、「化学物質と環境に関する政策対話」等を通じたパートナーシップ、自治体や
事業者と周辺住民の間で、化学物質に対する適切な情報の提供を行うことを支援する役割を持つ「化学
物質アドバイザー」の活用、あらゆる主体への人材育成及び環境教育、化学物質と環境リスクに関する
理解力の向上に向けた各主体の取組及び主体間連携等を推進します。

	 第4節	 化学物質に関する国際協力・国際協調の推進

化学物質のライフサイクル全体を通じた環境リスクの最小化を目指すための国際戦略であるS
サ イ カ ム
AICM

終了後の2020年以降の枠組みに関する国際的な議論を積極的にリードし、次期枠組みの採択に向け貢
献します。さらに、次期枠組みの採択後には、次期枠組みに基づいた国内実施計画の策定を目指しま
す。
水銀に関する水俣条約に関して、国内では水銀による環境の汚染の防止に関する法律（平成27年法

律第42号）に基づき条約の規定を上回る措置を講じるとともに、途上国支援等を通じて条約の実施に
貢献します。
POPs関係では、国内実施計画に沿って総合的な対策を推進するほか、残留性有機汚染物質に関する

ストックホルム条約（POPs条約）の有効性評価に資するモニタリング結果等必要な情報を確実に収集
します。また、国内の優れた技術・経験の伝承と積上げを図りつつ、国際的な技術支援等に貢献しま
す。
OECD等の国際的な枠組みの下、試験・評価手法の開発・国際調和、データの共有等を進めます。

子供の健康への化学物質の影響の解明に係る国際協力を推進します。
アジア地域においては、化学物質による環境汚染や健康被害の防止を図るため、モニタリングネット

ワークや日中韓化学物質管理政策対話等の様々な枠組みにより、我が国の経験と技術を踏まえた積極的
な情報発信、国際共同作業、技術支援等を行い、化学物質の適正管理の推進、そのための制度・手法の
調和及び協力体制の構築を進めます。

	 第5節	 国内における毒ガス弾等に係る対策

茨城県神栖市の事案については、引き続きジフェニルアルシン酸（有機ヒ素化合物）にばく露された
方の症候及び病態の解明を図り、その健康不安の解消等に資することを目的とし、緊急措置事業及び健
康影響についての調査研究を実施するとともに、地下水モニタリングを実施することで、ジフェニルア
ルシン酸による健康影響の発生を未然に防止します。神奈川県平塚市の事案についても、引き続き地下
水モニタリングを実施します。
旧軍毒ガス弾等による被害の未然防止を図るため、引き続き土地改変時における所要の環境調査等を

実施します。
環境省に設置した毒ガス情報センターにおいては、関係省庁及び地方公共団体の協力を得ながら、継

続的に情報収集を行い、集約した情報や一般的な留意事項をパンフレットやウェブサイト等を通じて周
知を図ります。

302 令和3年度 >> 第5章　包括的な化学物質対策に関する取組

第

5
章

R4_環境白書_03部_講じよう-05章.indd   302R4_環境白書_03部_講じよう-05章.indd   302 2022/05/23   14:42:242022/05/23   14:42:24



第6章 各種施策の基盤となる施策及び 
国際的取組に係る施策

	 第1節	 政府の総合的な取組

θ	1	 環境基本計画

「第五次環境基本計画」（2018年4月閣議決定）では、目指すべき持続可能な社会の姿として、循環
共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現を掲げています。今後の環境政策の展開に当たっては、
経済・社会的課題への対応を見据えた環境分野を横断する6つの重点戦略（経済、国土、地域、暮らし、
技術、国際）を設定し、それに位置付けられた施策を推進するとともに、環境リスク管理等の環境保全
の取組は、重点戦略を支える環境政策として揺るぎなく着実に推進していきます。
環境基本計画の着実な実行を確保するため、2022年度において中央環境審議会は、重点戦略、重点

戦略を支える環境政策等について、関係府省からのヒアリングの実施等により個別施策の進捗状況を点
検し、その結果を踏まえ、本計画の点検分野に係る総合的な進捗状況に関する報告を取りまとめること
としています。

θ	2	 環境保全経費

政府の予算のうち環境保全に関係する予算について、環境省において見積り方針の調整を図り、環境
保全経費として取りまとめます。

	 第2節	 グリーンな経済システムの構築

θ	1	 企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化

グリーンな経済システムを構築していくためには、企業戦略における環境配慮の主流化を後押しして
いくことが必要です。具体的には、環境経営を促進するため、幅広い事業者へ「エコアクション21」
を始めとする環境マネジメントシステムの普及促進を引き続き行うとともに、環境報告ガイドラインや
環境報告のための解説書、「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門～OECDガイ
ダンスを参考に～」等の普及を通じ、企業の環境取組、環境報告を促していきます。
グリーン購入・環境配慮契約の推進について、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（グリーン購入法）（平成12年法律第100号）及び国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮し
た契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）（平成19年法律第56号）に基づく基本方針について適
宜見直しを行い、国及び独立行政法人等の各機関が、これらの基本方針に基づきグリーン購入・環境配
慮契約に取り組むことで、グリーン製品・サービスに対する需要の拡大を促進していきます。
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θ	2	 金融を通じたグリーンな経済システムの構築

環境・経済・社会が共に発展し、持続可能な経済成長を遂げるためには、長期的な視点に立って
ESG金融（環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）といった非財務情報を
考慮する金融）を促進していくことが重要です。このため、環境情報と企業価値に関する関連性に対す
る投資家の理解の向上や、金融機関が本業を通して環境等に配慮する旨をうたう「持続可能な社会の形
成に向けた金融行動原則」に対する支援等に取り組みます。
また、産業と金融の建設的な対話を促進するため、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）

に賛同する企業等により設立された「TCFDコンソーシアム」の活動の支援やシナリオ分析等を含め
たTCFD報告書に基づく開示支援等を通じて、企業や金融機関の積極的な情報開示や投資家等による
開示情報の適切な利活用を推進していくとともに、産業界と金融界のトップを集めた国際的な会合
「TCFDサミット」の継続的な開催を通じて我が国の取組を世界に発信していきます。
金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議
論を行い、行動する場として「ESG金融ハイレベル・パネル」を定期的に開催するとともに、ESG金
融に関する幅広い関係者を表彰する我が国初の大臣賞である「ESGファイナンス・アワード」を引き
続き開催します。
さらに、脱炭素社会の実現に向け、長期的な戦略にのっとった温室効果ガス排出削減の取組に対して

資金供給する「トランジション・ファイナンス」について、引き続き検討を行います。
環境事業への投融資を促進するため、民間資金が十分に供給されていない脱炭素化プロジェクトに対

する「地域脱炭素投資促進ファンド」からの出資、脱炭素機器のリース料の補助によるESGリースの
促進、地域の脱炭素化に資する融資に対する利子補給などにより、再生可能エネルギー事業創出や省エ
ネ設備導入に向けた取組を支援します。加えて、グリーンボンド等の調達に要する費用に対する補助等
により資金調達・投資の促進、地域金融機関のESG金融への取組支援等を引き続き実施していきます。
以上により、金融を通じて環境への配慮に適切なインセンティブを与え、金融のグリーン化を進めて

いきます。

θ	3	 グリーンな経済システムの基盤となる税制

2022年度税制改正において、［1］カーボンニュートラル実現に向けたポリシーミックスの検討、［2］
地球温暖化対策のための税の着実な実施、［3］公共の危害防止のために設置された施設又は設備（廃
棄物処理施設、汚水又は廃液処理施設）に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税）、［4］再生可
能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税）、［5］認定長期優良住宅に係る
特例措置の延長（登録免許税、固定資産税、不動産取得税）、［6］認定低炭素住宅の所有権の保存登記
等の税率の軽減の延長（登録免許税）、［7］既存住宅の省エネ改修に係る軽減措置の拡充・延長（所得
税、固定資産税）、［8］住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置を講じています。
エネルギー課税、車体課税といった環境関連税制等による環境効果等について、諸外国の状況を含

め、総合的・体系的に調査・分析を行い、引き続き税制全体のグリーン化を推進していきます。地球温
暖化対策のための石油石炭税の税率の特例については、その税収を活用して、エネルギー起源CO2排
出削減の諸施策を着実に実施していきます。
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	 第3節	 技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等

θ	1	 環境分野におけるイノベーションの推進

（1）環境研究・技術開発の実施体制の整備
環境研究総合推進費を核とする環境政策に貢献する研究開発の実施、環境研究の中核機関としての国

立研究開発法人国立環境研究所の研究開発成果の最大化に向けた機能強化、地域の環境研究拠点の役割
強化、環境分野の研究・技術開発や政策立案に貢献する基盤的な情報の整備、地方公共団体の環境研究
機関との連携強化、環境調査研修所での研修の充実等を通じた人材育成等により基盤整備に取り組みま
す。
国立水俣病総合研究センターでは、国の直轄研究機関としての使命を達成するため、2020年4月に

策定した今後5か年の計画となる「中期計画2020」に基づき、本計画に掲げる4つの重点項目を基本
として、引き続き研究及び業務を積極的に推進します。特に、地元医療機関との共同による脳磁計
（MEG）・磁気共鳴画像診断装置（MRI）を活用したヒト健康影響評価及び治療に関する研究、メチル
水銀中毒の予防及び治療に関する基礎研究、国内外諸機関との共同による環境中の水銀移行に関する研
究並びに水俣病発生地域の地域創生に関する調査・研究等を進めます。
水俣条約発効を踏まえ、水銀分析技術の簡易・効率化を図り、開発途上国に対する技術移転を促進し

ます。水俣病情報センターについては、歴史的資料等保有機関として適切な情報収集及び情報提供を実
施します。
国立研究開発法人国立環境研究所では、環境大臣が定めた中長期目標（2021年度～2025年度）を

達成するための第5期中長期計画に基づき、「環境研究・環境技術開発の推進戦略について」で提示さ
れている重点的に取り組むべき課題に対応する8つの分野を設置するとともに、戦略的研究プログラム
を実施するなど、環境研究の中核的機関として、従来の個別分野を越えて、国内外の研究機関とも連携
し、統合的に環境研究を推進します。また、環境研究の各分野における科学的知見の創出、衛星観測及
び子どもの健康と環境に関する全国調査に関する事業、国内外機関との連携・協働及び政策貢献を含む
研究成果の社会実装を組織的に推進します。さらに、環境情報の収集・整理及び提供と一体的に研究成
果の普及に取り組み、情報発信を強化します。加えて、気候変動への適応に関し、我が国の情報基盤の
中核としての役割を担うとともに、地方公共団体等を支援し、適応策の推進に貢献します。
地方公共団体の環境関係試験研究機関は、監視測定、分析、調査、基礎データの収集等を広範に実施

するほか、地域固有の環境問題等についての研究活動も活発に推進しています。これらの地方環境関係
試験研究機関における試験研究の充実強化を図るため、環境省では地方公共団体環境試験研究機関等所
長会議を開催するとともに、全国環境研協議会等と共催で環境保全・公害防止研究発表会を開催し、研
究者間の情報交換の促進、国と地方環境関係試験研究機関との緊密な連携の確保を図ります。

（2）環境研究・技術開発の推進
環境省では、「環境研究・環境技術開発の推進戦略」（2019年5月環境大臣決定）に基づき、地域循
環共生圏とSociety5.0の一体的実現に向けた研究・技術開発を推進します。
特に以下のような研究・技術開発に重点的に取り組み、その成果を社会に適用していきます。

ア　中長期的なあるべき社会像を先導する環境分野におけるイノベーションのための統合的視点からの
政策研究の推進
中長期の社会像はどうあるべきかを不断に追求するため、環境と経済・社会の観点を踏まえた、統合

的政策研究を推進します。
そのような社会の達成のために、国内外において新たな取組が求められている環境問題の諸課題につ
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いて、新型コロナウイルス感染症の経済影響を踏まえた環境と経済の相互関係に関する研究、環境の価
値の経済的な評価手法、規制や規制緩和、経済的手法の導入等による政策の経済学的な評価手法等を推
進し、政策の企画・立案・推進を行うための基盤を提供します。

イ　統合的な研究開発の推進
複数の課題に同時に取り組むWin-Win型の技術開発や、逆にトレードオフを解決するための技術開

発など、複数の領域にまたがる課題及び全領域に共通する課題も、コスト縮減や研究開発成果の爆発的
な社会への普及の観点から、重点を置いて推進します。また、情報通信技術（ICT）、先端材料技術、
モニタリング技術など、分野横断的に必要とされる要素技術については、技術自体を発展させるととも
に、個別の研究開発への活用を積極的に促進します。

（3）環境研究・技術開発の効果的な推進方策
研究開発を確実かつ効果的に実施するため、以下の方策に沿った取組を実施します。

ア　各主体の連携による研究技術開発の推進
技術パッケージや経済社会システムの全体最適化を図っていくため、複数の研究技術開発領域にまた

がるような研究開発を進めていくだけでなく、一領域の個別の研究開発についても、常に他の研究開発
の動向を把握し、その研究開発がどのように社会に反映されるかを意識する必要があります。
このため、研究開発の各主体については、産学官、府省間、国と地方等の更なる連携等を推進し、ま

た、アジア太平洋等との連携・国際的な枠組みづくりにも取り組みます。その際、国や地方公共団体
は、関係研究機関を含め、自ら研究開発を行うだけでなく、研究機関の連携支援や、環境技術開発に取
り組む民間企業や大学等の研究機関にインセンティブを与えるような研究開発支援を充実させます。

イ　環境技術普及のための取組の推進
研究開発の成果である優れた環境技術を社会に一層普及させていくために、新たな規制や規制緩和、

経済的手法、自主的取組手法、特区の活用等、あらゆる政策手法を組み合わせ、環境負荷による社会的
コスト（外部不経済）の内部化や、予防的見地から資源制約・環境制約等の将来的なリスクへの対応を
促すことにより、環境技術に対する需要を喚起します。また、技術評価を導入するなど、技術のシーズ
を拾い上げ、個別の技術の普及を支援するような取組を実施していきます。さらに、諸外国と協調し
て、環境技術に関連する国際標準化や国際的なルール形成を推進します。
環境省や経済産業省では、二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術の導入に向けて、火力発電所等の排

ガスから商用規模でのCO2分離回収、海底下での安定的な貯留、我が国に適したCCSの円滑な導入手
法の検討等を行います。
地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業により、将来的な地球温暖化対

策強化につながり、各分野におけるCO2削減効果が相対的に大きいものの、民間の自主的な取組だけ
では十分に進まない技術の開発・実証を強力に推進し、その普及を図ります。
環境スタートアップの研究開発・事業化を支援し、持続可能な社会の実現に向けて支援します。環境

技術実証事業では、先進的な環境技術の普及に向け、技術の実証やその結果の公表等を引き続き実施し
ます。

ウ　成果の分かりやすい発信と市民参画
研究開発の成果が分かりやすくオープンに提供されることは、政策決定に関わる関係者にとって、環

境問題の解決に資する政策形成の基礎となります。そのためには、「なぜその研究が必要だったのか」、
「その成果がどうだったのか」に遡って分かりやすい情報発信を実施していきます。また、研究成果に
ついて、ウェブサイト、シンポジウム、広報誌、見学会等を積極的に活用しつつ、広く国民に発信し、
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成果の理解促進のため市民参画を更に強化します。
環境研究総合推進費や地球環境保全等試験研究費等により実施された研究成果について、引き続き広

く行政機関、研究機関、民間企業、民間団体等に紹介し、その普及を図ります。

エ　研究開発における評価の充実
研究開発における評価においては、PDCAサイクルを確立し、政策、施策等の達成目標、実施体制

等を明確に設定した上で、その推進を図るとともに、進捗状況や研究成果がどれだけ政策・施策に反映
されたかについて、適時、適切にフォローアップを行い、実績を踏まえた政策等の見直しや資源配分、
さらには新たな政策等の企画立案を行っていきます。

θ	2	 官民における監視・観測等の効果的な実施

監視・観測等については、個別法等に基づき、着実な実施を図ります。また、広域的・全球的な監
視・観測等については、国際的な連携を図りながら実施します。このため、監視・観測等に係る科学技
術の高度化に努めるとともに、実施体制の整備を行います。また、民間における調査・測定等の適正実
施、信頼性向上のため、情報提供の充実や技術士（環境部門等）等の資格制度の活用等を進めます。

θ	3	 技術開発などに際しての環境配慮等

新しい技術の開発や利用に伴う環境への影響のおそれが予見される場合には、環境に及ぼす影響につ
いて技術開発の段階から十分検討し、未然防止の観点から必要な配慮がなされるよう適切な施策を実施
します。また、科学的知見の充実に伴って、環境に対する新たなリスクが明らかになった場合には、予
防的取組の観点から必要な配慮がなされるよう適切な施策を実施します。

	 第4節	 国際的取組に係る施策

θ	1	 地球環境保全等に関する国際協力の推進

（1）質の高い環境インフラの普及
2021年6月に改訂された「インフラシステム海外展開戦略2025」に基づき、質の高い環境インフラ

の海外展開を進め、途上国の環境改善及び気候変動対策の促進とともに、我が国の経済成長にも貢献し
ていきます。環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）を活用し、官民連携で環境インフラの
トータルソリューションを海外に提供するとともに、「脱炭素インフライニシアティブ」の下、二国間
クレジット制度（JCM）を通じて環境インフラの海外展開を一層強力に促進していきます。
再エネ水素の国際的なサプライチェーン構築を促進するため、再エネが豊富な第三国と協力し、再エ

ネ由来水素の製造、島嶼
しょ
国等への輸送・利活用の実証事業を実施していきます。

海外での案件においても適切な環境配慮がなされるよう、我が国の環境影響評価に関する知見を活か
した諸外国への協力支援や、国際協力機構（JICA）や国際協力銀行（JBIC）等の環境社会配慮に係る
ガイドラインを踏まえた取組を推進することによって、環境問題が改善に向かうよう努めます。

（2）地域／国際機関との連携・協力
相手国・組織に応じた戦略的な連携や協力を行います。具体的には、アジア諸国やG7を中心とした
各国と、政策対話等を通じた連携・協力を深化させます。特に、G7各国とはG7富山環境大臣会合に
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おいて合意されたG7協調行動計画に基づき、持続可能な開発目標（SDGs）の実施に向けた取組を進
めます。ASEAN地域でのSDGs達成のため、「日ASEAN環境協力イニシアティブ」の下、環境分野
での協力プロジェクトを促進します。特に、海洋プラスチックごみについては、ASEAN＋3の枠組み
で「ASEAN＋3海洋プラスチックごみ協力アクション・イニシアティブ」に基づき、ASEAN各国及
び中国、韓国との連携・協力を図り、東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）内に設立された
「海洋プラスチックごみナレッジ・センター」等も活用しながら、海洋プラスチックごみ問題に対処し
ていきます。また、気候変動分野においては、「日ASEAN気候変動アクション・アジェンダ2.0」に
基づき、ASEAN諸国の脱炭素社会実現のため、協力を強化します。さらに、日中韓、ASEAN、東ア
ジア首脳会議（EAS）等の地域間枠組みに基づく環境大臣会合に積極的に貢献するとともに、国連環
境計画（UNEP）、経済協力開発機構（OECD）、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）、アジア開
発銀行（ADB）、東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）等の国際機関等との連携を進めます。
2019年、G20で初めて開催された「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関

係閣僚会合」で我が国が議長国を務めた経験をもとに、2022年のインドネシア議長国下で開催される
G20での議論に貢献していきます。また、ドイツが議長国を務めるG7については、2023年に我が国
が次期議長国となることも念頭に、議論に貢献していきます。

（3）多国間資金や民間資金の積極的活用
多国間資金については、特に、緑の気候基金（GCF）及び世界銀行、地球環境ファシリティ（GEF）
に対する貢献を行うほか、ADBに設立された二国間クレジット制度（JCM）日本基金を活用して優れ
た脱炭素・低炭素技術の普及支援を行います。また、民間資金の動員を拡大するため、環境インフラや
プロジェクトの投資に係るリスク緩和に向けた取組を支援します。

（4）国際的な各主体間のネットワークの充実・強化
ア　地方公共団体間の連携
大気の分野では、地方公共団体レベルでの行動を強化するため、我が国の地方公共団体が国際的に行

う地方公共団体間の連携の取組を支援し、地方公共団体間の相互学習を通じた能力開発を促します。ま
た、我が国の地方公共団体が有する経験・ノウハウを活用し、海外都市における脱炭素社会の構築に向
けた制度構築支援や、二国間クレジット制度（JCM）設備補助事業につながる取組を支援します。

イ　市民レベルでの連携
持続可能な社会を形成していくためには、国や企業だけではなくNGO・NPOを含む市民社会との

パートナーシップの構築が重要です。このため、市民社会が有する情報・知見を共有し発信するような
取組や環境保全活動に対する支援を引き続き実施します。

（5）国際的な枠組みにおける主導的役割
地球環境保全に係る国際的な枠組みにおいて主導的な役割を担います。具体的には、SDGsを中核と
する持続可能な開発のための2030アジェンダに関する我が国の取組を国際的にも発信するに当たり、
国際経済社会局（UNDESA）やアジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）等に協力し、関連する国際
会議等におけるSDGsのフォローアップ・レビューに貢献していきます。さらに、自由貿易と環境保全
を相互支持的に達成させるため、経済連携協定等において環境への配慮が適切にされるよう努めるとと
もに、これらの協定締結国との間で我が国が強みを有する環境技術等の促進を図っていきます。加え
て、パリ協定の実施指針等の策定に向けた交渉に積極的に参加します。このほか、水銀に関する水俣条
約では実施・遵守委員会委員として条約の実施と遵守を推進するとともに水銀対策先進国として国際機
関とも連携しつつ、我が国が持つ技術や知見を活用し、途上国を始めとする各国の条約実施に貢献しま
す。そして、化学物質のライフサイクル全体を通じた環境リスクの最小化を目指すための国際戦略であ
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サ イ カ ム
AICMについては、S

サ イ カ ム
AICM終了後の2020年以降の枠組みに関する国際的な議論を積極的にリー

ドし、次期枠組みの採択に向け貢献します。2022年の国連環境総会再開セッションで開始が決定され
た、「化学物質・廃棄物の適正管理及び汚染の防止に関する政府間科学・政策パネル」の設置に向けた
交渉にも積極的に参加します。海洋プラスチックごみ問題については、我が国は2050年までに海洋プ
ラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビ
ジョン」の提唱国として、今後の法的拘束力のある文書（条約）づくりに向けた政府間交渉委員会
（INC）における国際交渉にも積極的に参加し、世界的な対策の推進に貢献します。

	 第5節	 地域づくり・人づくりの推進

θ	1	 国民の参加による国土管理の推進

（1）多様な主体による国土の管理と継承の考え方に基づく取組
「国土形成計画」、その他の国土計画に関する法律に基づく計画を踏まえ、環境負荷を減らすのみなら
ず、生物多様性等も保全されるような持続可能な国土管理に向けた施策を進めていきます。例えば、森
林、農地、都市の緑地・水辺、河川、海等を有機的につなぐ生態系ネットワークの形成、森林の適切な
整備・保全、集約型都市構造の実現、環境的に持続可能な交通システムの構築、生活排水処理施設や廃
棄物処理施設を始めとする環境保全のためのインフラの維持・管理、気候変動への適応等に取り組みま
す。
特に、管理の担い手不足が懸念される農山漁村においては、持続的な農林水産業等の確立に向け、農

地・森林・漁場の適切な整備・保全を図りつつ、経営規模の拡大や効率的な生産・加工・流通体制の整
備、多角化・複合化等の6次産業化、人材育成等の必要な環境整備、有機農業を含む環境保全型農業の
取組等を進めるとともに、森林、農地等における土地所有者等、NPO、事業者、コミュニティなど多
様な主体に対して、環境負荷を減らすのみならず、生物多様性等も保全されるような国土管理への参画
を促します。

ア　多様な主体による森林整備の促進
国、地方公共団体、森林所有者等の役割を明確化しつつ、地域が主導的役割を発揮でき、現場で使い

やすく実効性の高い森林計画制度の定着を図ります。所有者の自助努力等では適正な整備が見込めない
森林について、針広混交林化や公的な関与による整備を促進します。多様な主体による森林づくり活動
の促進に向け、企業・NPO等と連携した普及啓発活動等に取り組みます。

イ　環境保全型農業の推進
第2章6節1を参照。

（2）国土管理の理念を浸透させるための意識啓発と参画の促進
国民全体が国土管理について自発的に考え、実践する社会を構築するため、持続可能な開発のための

教育（ESD）の理念に基づいた環境教育等の教育を促進し、国民、事業者、NPO、民間団体等におけ
る持続可能な社会づくりに向けた教育と実践の機会を充実させます。
地域住民（団塊の世代や若者を含む。）、NPO、企業など多様な主体による国土管理への参画促進の

ため、「国土の国民的経営」の考え方の普及、地域活動の体験機会の提供のみならず、多様な主体間の
情報共有のための環境整備、各主体の活動を支援する中間組織の育成環境の整備等を行います。
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ア　森林づくり等への参画の促進
多様な主体による植樹など森林づくり活動の促進に向けて、企業・NPO等のネットワーク化、全国

植樹祭等の開催を通じた普及啓発活動、森林づくり活動のフィールドや技術等の提供等を通じて多様な
主体による「国民参加の森林づくり」を促進するとともに、身近な自然環境である里山林等を活用した
森林体験活動等の機会提供、地域の森林資源の循環利用を通じた森林の適切な整備・保全につながる
「木づかい運動」等を推進します。

イ　公園緑地等における意識啓発
公園緑地等において緑地の保全及び緑化に関する普及啓発の取組を展開します。

θ	2	 持続可能な地域づくりのための地域資源の活用と地域間の交流等の促進

持続可能な社会を構築するためには、各地域が持続可能になる必要があります。そのため、各地域が
その特性を活かした強みを発揮し、地域ごとに異なる資源が循環する自立・分散型の社会を形成しつ
つ、それぞれの地域の特性に応じて近隣地域等と地域資源を補完し支え合う「地域循環共生圏」の構築
を推進します。

（1）地域資源の活用と環境負荷の少ない社会資本の整備・維持管理
地方公共団体、事業者や地域住民が連携・協働して、地域の特性を的確に把握し、それを踏まえなが
ら、地域に存在する資源を持続的に保全、活用する取組を促進します。また、こうした取組を通じ、地
域のグリーン・イノベーションを加速化し、環境の保全管理による新たな産業の創出や都市の再生、地
域の活性化も進めます。

ア　地域資源の保全・活用と地域間の交流等の促進
社会活動の基盤であるエネルギーの確保については、東日本大震災を経て自立・分散型エネルギーシ

ステムの有効性が認識されたことを踏まえ、モデル事業の実施等を通じて、地域に賦存する再生可能エ
ネルギーの活用、資源の循環利用を進めます。
都市基盤や交通ネットワーク、住宅を含む社会資本のストックについては、長期にわたって活用でき

るよう、高い環境性能等を備えた良質なストックの形成及び適切な維持・更新を推進します。緑地の保
全及び緑化の推進について、市町村が定める「緑の基本計画」等に基づく地域の各主体の取組を引き続
き支援していきます。
農山漁村が有する食料供給や国土保全の機能を損なわないような適切な土地・資源利用を確保しなが

ら地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組を推進するほか、持続可能な森林経営やそれを担う技
術者等の育成、木質バイオマス等の森林資源の多様な利活用、農業者や地域住民が地域共同で農地・農
業用水等の資源の保全管理を行う取組を支援します。
農産物等の地産地消やエコツーリズムなど、地域の文化、自然とふれあい、保全・活用する機会を増

やすための取組を進めるとともに、都市と農山漁村など、地域間での交流や広域的なネットワークづく
りも促進していきます。

イ　地域資源の保全・活用の促進のための基盤整備
地域循環共生圏の構築を促進するため、地方公共団体や民間企業、金融機関等の多様な主体が幅広く

参画する「地域循環共生圏づくりプラットフォーム」を通して、パートナーシップによる地域の構想・
計画の策定等を支援します。情報提供、制度整備、人材育成等の基盤整備にも取り組んでいきます。情
報提供に関しては、多様な受け手のニーズに応じた技術情報、先進事例情報、地域情報等を分析・提供
し、他省庁とも連携し、取組の展開を図ります。

310 令和3年度 >> 第6章　各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策 

第

6
章

R4_環境白書_03部_講じよう-06章.indd   310R4_環境白書_03部_講じよう-06章.indd   310 2022/05/23   14:42:392022/05/23   14:42:39



制度整備に関しては、地域の計画策定促進のための基盤整備により、地域内の各主体に期待される役
割の明確化、主体間の連携強化を推進するとともに、持続可能な地域づくりへの取組に伴って発生する
制度的な課題の解決を図ります。また、地域の環境事業への投融資を促進するため、地域脱炭素投資促
進ファンドからの出資による民間資金が十分に供給されていない脱炭素化プロジェクトへの支援や、グ
リーンボンド等による資金調達・投資の促進等を引き続き行っていきます。
人材育成に関しては、学校や社会におけるESDの理念に基づいた環境教育等の教育を通じて、持続

可能な地域づくりに対する地域社会の意識の向上を図ります。また、NPO等の組織基盤の強化を図る
とともに、地域づくりの政策立案の場への地域の専門家の登用、NPO等の参画促進、地域の大学等研
究機関との連携強化等により、実行力ある担い手の確保を促進します。

ウ　森林資源の活用と人材育成
中大規模建築物等の木造化、住宅や公共建築物等への地域材の利活用、木質バイオマス資源の活用等

による環境負荷の少ないまちづくりを推進します。また、地域の森林・林業を牽引する森林総合監理士
（フォレスター）、林業経営上の新たな課題に対応する森林経営プランナー、施業集約化に向けた合意形
成を図る森林施業プランナー、効率的な作業システムを運用できる現場技能者を育成します。

エ　災害に強い森林づくりの推進
豪雨や地震等により被災した荒廃山地の復旧対策・予防対策、流木による被害を防止・軽減するため

の効果的な治山対策、海岸防災林の整備・保全など、災害に強い森林づくりの推進により、地域の自然
環境等を活用した生活環境の保全や社会資本の維持に貢献します。

オ　景観保全
景観に関する規制誘導策等の各種制度の連携・活用や、各種の施設整備の機会等の活用により、各地

域の特性に応じ、自然環境との調和に配慮した良好な景観の保全や、個性豊かな景観形成を推進しま
す。また、文化財保護法（昭和25年法律第214号）に基づき、文化的景観の保護を推進します。

カ　歴史的環境の保全・活用
歴史的風土保存区域及び歴史的風土特別保存地区、史跡名勝天然記念物、重要文化的景観、風致地

区、歴史的風致維持向上計画等の各種制度を活用し、歴史的なまちなみや自然環境と一体をなしている
歴史的環境の保全・活用を図ります。

（2）地方環境事務所における取組
地域の行政・専門家・住民等と協働しながら、廃棄物・リサイクル対策、地球温暖化防止等の環境対
策、東日本大震災からの被災地の復興・再生、国立公園保護管理等の自然環境の保全整備、希少種保護
や外来種防除等の野生生物の保護管理について、機動的できめ細かな対応を行い、地域の実情に応じた
環境保全施策の展開に努めます。

θ	3	 環境教育・環境学習等の推進と各主体をつなぐネットワークの構築・強化

（1）あらゆる年齢階層に対するあらゆる場・機会を通じた環境教育・環境学習等の推進
持続可能な社会づくりの担い手育成は、脱炭素社会、循環経済、分散・自然共生型社会への移行の取

組を進める上で重要であるのみならず、社会全体でより良い環境、より良い未来を創っていこうとする
資質・能力等を高める上でも重要です。このため、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法
律（環境教育促進法）（平成15年法律第130号）や「我が国における『持続可能な開発のための教育
（ESD）』に関する実施計画（第2期ESD国内実施計画）」（2021年5月決定）等を踏まえ、［1］学校教
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育においては、学習指導要領等に基づき、持続可能な社会の創り手として必要な資質・能力等を育成す
るため、環境教育等の取組を推進します。また、環境教育に関する内容は、理科、社会科、家庭科、総
合的な学習の時間等、多様な教科等に関連があり、学校全体として、児童生徒の発達の段階に応じて教
科等横断的な実践が可能となるよう、関係省庁が連携して、教員等に対する研修や資料の提供等に取り
組みます。［2］家庭、地域、職場など学校以外での教育については、ESD活動支援センターを起点と
したESD推進ネットワークを活用し、民間団体の取組を促進します。

（2）各主体をつなぐ組織・ネットワークの構築・強化
地域における協働取組の推進やその担い手を育成するためには、市民、政府、企業、NPO等のそれ
ぞれのセクターが各自の役割を意識した連携が重要です。このため、全国8か所にある環境パートナー
シップオフィス（EPO）等を活用して、地域における多様な主体による協働取組を推進します。

（3）環境研修の推進
従来は、研修の双方向性の確保、研修生間の交流の重視等の観点から、合宿制により集合研修を実施
してきましたが、現時点ではその形式での研修実施が困難な状況であることから、集合研修の段階的再
開に向けた検討・試行を行いつつ、集合研修再開までの暫定的取組として、オンライン等による「研修
代替措置」を実施します。また、集合研修が再開された場合にオンライン等で対応可能な部分を組み合
わせるなどの方策も検討していきます。
分析実習を伴う研修については、「遠隔参加型分析実習」を継続・拡充するとともに、オンラインに

よるライブ実習等の実現可能性を模索していきます。

	 第6節	 環境情報の整備と提供・広報の充実

θ	1	 EBPM推進のための環境情報の整備

環境行政における証拠に基づく政策立案（EBPM）を着実に推進するため、国際機関、国、地方公共
団体、事業者等が保有する環境・経済・社会に関する統計データ等を幅広く収集・整備するとともに、
環境行政の政策立案に重要な統計情報を着実に整備します。
地理情報システム（GIS）を用いた「環境GIS」による環境の状況等の情報や環境研究・環境技術な

ど環境に関する情報の整備を図り、「環境展望台」において提供します。

θ	2	 利用者ニーズに応じた情報の提供

国、地方公共団体、事業者等が保有する官民データの相互の利活用を促進するため、環境情報のオー
プンデータ化を推進します。そのため、2020年度に策定した「環境省データマネジメントポリシー」
に基づき、環境省が保有するデータの全体像を把握し、相互連携・オープン化するデータの優先付けを
行った上で、必要な情報システム・体制を確保し、データの標準化や品質向上を組織全体で図るなど
の、データマネジメントの取組を進めます。また、国民一人一人、そして社会全体の行動変容に向け
て、あらゆる主体の取組や持続可能なライフスタイルへの転換等を促進するため、情報の信頼性や正確
性を確保しつつ、IT等を活用し、いつでも、どこでも、分かりやすい形で環境情報を入手できるよう、
利用者のニーズに応じて適時に利用できる情報の提供を進めます。
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	 第7節	 環境影響評価

θ	1	 環境影響評価の総合的な取組の展開

事業に係る環境配慮が適正に確保されるよう、地方公共団体の環境影響評価条例と連携し環境影響評
価法（平成9年法律第81号）を適正に施行するとともに、事業者の自主的な取組を推進し、環境影響
評価制度の適正な運用に努めます。また、環境影響評価の実効性を確保するため、報告書手続等を活用
し、環境大臣意見を述べた事業等について適切なフォローアップを行います。環境影響評価法の対象外
の事業についても情報収集に努め、適正な環境配慮を確保するための必要な措置について検討します。
また、風力発電所の円滑な立地の促進のためには、適正な環境配慮の確保及び地域とのコミュニケー

ションの充実を図ることが重要であるところ、風力発電所の環境影響の程度が立地の状況に依拠する部
分が大きいとの風力発電所の特性を踏まえ、効果的・効率的なアセスメント等の風力発電に係る適正な
環境影響評価制度の検討を行います。
さらに、洋上風力発電については、その設置に伴う環境影響の予測・評価の不確実性が比較的高いと

いう特性があることから、その特性を踏まえた環境保全措置について稼働に伴う環境影響を継続的に把
握し、低減できる手法（順応的管理）等の実現に向けた技術実証事業を行います。環境影響評価等の合
理化を図り導入促進に資するよう、洋上風力発電の導入が今後見込まれる海域において環境影響評価手
続に必要な現地調査を実施し、取りまとめた情報を事業者や地方公共団体に提供する取組を進めます。

θ	2	 質が高く効率的な環境影響評価制度の実施

環境影響評価法に基づき、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業につい
て適切な審査の実施を通じた環境保全上の配慮の徹底を図ります。
環境影響評価の信頼性の確保や質の向上に資することを目的として、引き続き、調査・予測等に係る

技術手法の情報収集・普及や必要な人材育成に引き続き取り組むとともに、国・地方公共団体等の環境
影響評価事例や制度等の情報収集・提供を行います。また、「環境アセスメントデータベース“EADAS
（イーダス）”」を通じた地域の環境情報の提供等に取り組みます。
既設の風力発電所や太陽光発電所における環境影響の実態を把握しつつ、風力発電や太陽光発電事業
等に係る環境影響評価手続の合理化・迅速化の取組を継続します。

	 第8節	 環境保健対策

θ	1	 放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策

2015年2月に公表した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関す
る専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策の方向性」に基づき、引き続き、
［1］事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、［2］福島県及び福島近隣県における疾病罹患
動向の把握、［3］福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、［4］リスクコミュニケーション事業
の継続・充実に関する施策を実施し、放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策に取り組みます。
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θ	2	 健康被害の補償・救済及び予防

（1）被害者の補償・救済
ア　公害健康被害の補償
公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年法律第111号。以下「公害健康被害補償法」とい

う。）に基づき、汚染者負担の原則を踏まえつつ、認定患者に対する補償給付や公害保健福祉事業を安
定的に行い、その迅速かつ公正な救済を図ります。

イ　水俣病対策の推進
水俣病対策については、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法（平成21年

法律第81号）等に基づく救済措置のみで終わるものではなく、引き続き、その解決に向けて、公害健
康被害補償法に基づく認定患者の方の補償に万全を期すとともに、高齢化が進む胎児性患者等やその家
族の方等関係の方々が地域社会の中で安心して暮らしていけるよう、水俣病発生地域における医療・福
祉対策の充実を図りつつ、水俣病問題解決のために地域のきずなを修復する再生・融和（もやい直し）
や、環境保全を通じた地域の振興等の取組を加速させていきます。

ウ　石綿健康被害の救済
石綿による健康被害の救済に関する法律（石綿健康被害救済法）（平成18年法律第4号）に基づき、

被害者及びその遺族の迅速な救済を図ります。また、2016年12月に取りまとめられた中央環境審議
会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会の報告書を踏まえ、石綿健康被害救済制度の運用に必要な調
査や更なる制度周知等の措置を講じます。

（2）被害等の予防
大気汚染による健康被害の未然防止を図るため、環境保健サーベイランス調査を実施します。また、
独立行政法人環境再生保全機構に設けられた基金により、調査研究等の公害健康被害予防事業を実施し
ます。
さらに、環境を経由した健康影響を防止・軽減するため、熱中症、花粉症、黄砂、電磁界及び紫外線

等について予防方法等の情報提供及び普及啓発を実施します。

	 第9節	 公害紛争処理等及び環境犯罪対策

θ	1	 公害紛争処理等

（1）公害紛争処理
近年の公害紛争の多様化・増加に鑑み、公害に係る紛争の一層の迅速かつ適正な解決に努めるため、
公害紛争処理法（昭和45年法律第108号）に基づき、あっせん、調停、仲裁及び裁定を適切に実施し
ます。

（2）公害苦情処理
住民の生活環境を保全し、将来の公害紛争を未然に防止するため、公害紛争処理法に基づく地方公共
団体の公害苦情処理が適切に運営されるよう、適切な処理のための指導や情報提供を行います。

314 令和3年度 >> 第6章　各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策 

第

6
章

R4_環境白書_03部_講じよう-06章.indd   314R4_環境白書_03部_講じよう-06章.indd   314 2022/05/23   14:42:402022/05/23   14:42:40



θ	2	 環境犯罪対策

産業廃棄物の不法投棄を始めとする環境犯罪に対する適切な取締りに努めるとともに、社会情勢の変
化に応じて法令の見直しを図るほか、環境犯罪を事前に抑止するための施策を推進します。
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